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1 “ふじのくに”づくり白書について                  
 

１ 趣旨 

○ 本県は、平成 30 年３月に、今後の県づくりの方向を示す基本指針として、「世界か

ら見た静岡県」という視点に立ち、国内はもとより、世界に占める静岡県の存在感

を高めるため、「静岡県の新ビジョン 富国有徳の美しい“ふじのくに”の人づく

り・富づくり」を策定した。 

○ 新ビジョンを着実に推進するためには、社会経済情勢の変化にも的確に対応しなが

ら、定期的に進捗状況と成果を評価し、施策の見直しを行う PDCA サイクルを徹底

することにより、効果的な政策展開を行う必要がある。 

○ そのため、新ビジョンの進捗状況を踏まえ、目標の実現に向けた課題と今後の施策

展開の方向性を明示する「“ふじのくに”づくり白書」を取りまとめた。 

○ 白書を通じて、本県が重点的に取り組む施策の方向性等を県民の皆様にお知らせし、

県政に対する関心や理解を深めるとともに、行政への参画の促進に努めていく。 

 

２ 新ビジョン評価の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 自己評価（6 月～9 月）      施策の担い手による評価 
 

■ 外部評価 

○ 施策レビュー（9/7、10/27）   県民による施策の改善提案 
○ 評価部会（10/8～9）       外部有識者による評価 
○ 総合計画審議会（1/15）     県内各界各層代表者等による評価 
○ パブリックコメント       県民による評価 
    （1/16～2/7） 

○ 県議会（3/9～3/11）       県民代表による評価 
 

■ 施策展開に反映 

○ 評価結果に基づき、施策の見直し・重点化、新規施策の打出し 
○ 社会経済情勢の変化等に対応するため、計画を見直し 

「 “ふじのくに ”づくり白書」として公表・報告 

静岡県の新ビジョン 

富国有徳の美しい“ふじのくに”の人づくり・富づくり 
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３ 新ビジョンの概要 

 

（１）基本理念 

 

 

 

○ 21 世紀の日本は、人口減少・高齢化、環境問題、持続的経済成長、テロの脅威

など、数々の世界的課題を克服し、誰もが平和で安心して暮らす、物も心も豊

かな国を実現し、世界の人々の様々な夢を実現する社会として、世界のモデル

となることが期待される。 

○ 静岡県は、そうした新しい日本づくりのロールモデルを目指し、地域自立の先

頭に立って、県民幸福度の最大化に向けた特色ある施策を展開することで、誰

もが努力をすれば人生の夢を実現し、幸せを実感できる地域、Dreams come true 

in Japan の拠点（ふじのくにドリカムランド）の実現を図っていく。 

 

（２）政策体系 

基本理念を具体化する４つの基本方向のもと、「静岡県を Dreams come true in 

Japan の拠点に」するための８つの政策を掲げ、多様な主体や地域間の連携を図

りながら総合的に政策を推進する。 

基本方向 政策 

１ 安全・安心な地域づくり １ 命を守る安全な地域づくり 
２ 安心して暮らせる医療・福祉の充実 

２ 未来を担う有徳の人づくり ３ 子どもが健やかに学び育つ社会の形成 
４ 誰もが活躍できる社会の実現 

３ 豊かな暮らしの実現 ５ 富をつくる産業の展開 
６ 多彩なライフスタイルの提案 

４ 魅力の発信と交流の拡大 ７ “ふじのくに”の魅力の向上と発信 
８ 世界の人々との交流の拡大 

 

（３）政策の実効性を高める行政経営 

新ビジョンに掲げる８つの政策の実効性を高めるため、様々な現場の実情に即

した施策を立案し、県全体の最適化という視点を持って、効率的・効果的な取組

を実践する「現場に立脚した生産性の高い行政経営」を推進する。 
 

（４）地域づくりの基本方向 

県内を自然的・社会的条件を踏まえて４つの地域（伊豆半島地域、東部地域、

中部地域、西部地域）に区分し、各地域の目指す姿の実現に向けて、世界に誇れ

る特色ある魅力を備えた地域づくりを進める。 

富国有徳の「美しい“ふじのくに”」づくり 

～ 静岡県を Dreams
ド リ ー ム ズ

 come
カ ム

 true
トゥルー

 in
イン

 Japan
ジ ャ パ ン

 の拠点に ～ 
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1 新ビジョン 令和元年度評価の概要                 
 

１ 新ビジョンの進捗評価 

○ 新ビジョンは、策定後の進捗評価を見据え、「成果指標」と「活動指標」を明確に区

分して設定している。 
 

○ アウトカム指標である「成果指標」によって目標達成に向けた施策の効果を測り、ア

ウトプット指標である「活動指標」によって施策の進捗状況を確認し、ＰＤＣＡサ

イクルによる継続的な改善を図っていく。 

 

２ 令和元年度の評価 

○ 昨年度からスタートした新ビジョンに掲げる８つの政策を着実に推進するため、

アウトカム指標である「成果指標」によって目標達成に向けた施策の効果を測り、

アウトプット指標である「活動指標」によって施策の進捗状況を確認し、ＰＤＣ

Ａサイクルによる継続的な施策の改善を図っていく。 
 

 

３ 評価結果の概要 

○ 成果指標は、計画期間内の実績値が明らかになった 91 指標のうち、16 指標が「目標

値以上」、17 指標が「Ａ」、30 指標が「Ｂ」となり、約７割が目標達成に向けて順調

に推移している。 

○ 活動指標は、計画期間内の実績値が明らかになった 323 指標のうち、121 指標が「前

倒しで実施（◎）」、133 指標が「計画どおり実施（○）」となり、約８割が順調に進

捗している。 

○ 「政策の実効性を高める行政経営」に掲げる指標も、４分の３が目標達成に向けて順

調に推移しており、計画全体としては、概ね順調に進捗が図られているものと評価し

ている。 

・ 成果指標は、政策７「“ふじのくに”の魅力の向上と発信」におけるスポーツや

文化芸術の振興や、政策８「世界の人々との交流の拡大」における観光交流の拡

大などに遅れが見られ、今後より一層の取組が必要となっている。 
・ また、成果指標、活動指標とも、市町や民間企業、県民など、様々な主体との連

携や取組促進を図る必要がある指標に遅れが見られる傾向にある。 
・ 指標の進捗が遅れているものについては、その要因を分析するとともに、評価を

踏まえた施策の改善や重点化などを評価書に明示し、来年度以降の施策展開に反

映していく。 
 

○ 成果指標については、現状値を踏まえ、目標値を上方修正するなど、９指標の見直し

を行った。 

  活動指標については、現状値を踏まえ、目標値の上方修正や指標の変更など、36 指

標の見直しを行った。 
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1 政策ごとの進捗状況                          

 

（１） 成果指標 

政 策 体 系 目標値以上 Ａ Ｂ Ｃ 基準値以下 － 計 

１ 命を守る安全な地域づくり 5 1 2 1 2 1 12

２ 安心して暮らせる医療・福祉の充実 3 3 4 3 1 5 19

３ 子どもが健やかに学び育つ社会の形成 1 3 5 0 1 2 12

４ 誰もが活躍できる社会の実現 0 4 3 2 1 1 11

５ 富をつくる産業の展開 1 1 11 0 1 4 18

６ 多彩なライフスタイルの提案 3 3 0 2 1 4 13

７ “ふじのくに”の魅力の向上と発信 2 0 0 3 5 0 10

８ 世界の人々との交流の拡大 1 2 5 4 1 0 13

16 17 30 15 13 17 108
計 

(17.6%) (18.7%) (32.9%) (16.5%) (14.3%)   

    

 

 

（２）活動指標 

政 策 体 系 ◎ ○ ● － 計 

１ 命を守る安全な地域づくり 18 34 7 0 59

２ 安心して暮らせる医療・福祉の充実 12 28 10 2 52

３ 子どもが健やかに学び育つ社会の形成 14 12 15 1 42

４ 誰もが活躍できる社会の実現 18 12 6 0 36

５ 富をつくる産業の展開 20 16 10 0 46

６ 多彩なライフスタイルの提案 13 14 6 3 36

７ “ふじのくに”の魅力の向上と発信 16 8 7 1 32

８ 世界の人々との交流の拡大 10 9 8 0 27

121 133 69 7 330
計 

(37.4%) (41.2%) (21.4%)   

   

  

69.2％ 

78.6％ 

4



（３）政策の実効性を高める行政経営 

取 組 目標値以上 Ａ Ｂ Ｃ 基準値以下 計 

１ 現場に立脚した施策の構築・推進 1 2 5 1 3 12

２ 生産性の高い持続可能な行財政運営 6 3 3 2 1 15

7 5 8 3 4 27
計 

(25.9%) (18.5%) (29.7%) (11.1%) (14.8%)  

 

 

 

 

＜成果指標、政策の実効性を高める行政経営の達成状況区分＞ 

区 分 判断基準 
目標値以上 「現状値」が「目標値」以上のもの 

Ａ 「現状値」が「期待値」の推移の＋30％超え ～「目標値」未満のもの

Ｂ 「現状値」が「期待値」の推移の±30％の範囲内のもの 

Ｃ 「現状値」が「期待値」の推移の－30％未満 ～「基準値」超えのもの

基準値以下 「現状値」が「基準値」以下のもの 

― 統計値等発表前、当該年度に調査なし等 

 

＜活動指標の進捗状況区分＞ 

区分 判断基準 
◎ 「現状値」が「期待値」の推移の＋30％超えのもの 

○ 「現状値」が「期待値」の推移の±30％の範囲内のもの 

● 「現状値」が「期待値」の推移の－30％未満のもの 

― 統計値等発表前、当該年度に調査なし等 

 

※いずれの指標についても、計画最終年度（2021 年度）に目標を達成するものとして、基準値か

ら目標値に向けて各年均等に推移した場合における各年の数値を「期待値」とする。 

※基準値は、計画策定時の「現状値」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.1％ 
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1 指標の見直し                            

 
○ 成果指標 

政策２ 安心して暮らせる医療・福祉の充実 

施策 成果指標 基準値 現状値 (現)目標値 (新)目標値

2-1 
ふじのくに健康づくり推進事業所

数 

(2016年度)

109 事業所 

(2018年度)

1,817事業所 
1,000事業所 5,000事業所

 

政策３ 子どもが健やかに学び育つ社会の形成 

施策 成果指標 基準値 現状値 (現)目標値 (新)目標値

（現）特別な支援が必要な幼児児

童生徒の個別の指導計画を作成し

ている学校の割合 

(2016年度)

 幼 81.5％

 小 93.4％

 中 91.3％

 高 55.4％

－ 

幼  90％ 

 小 100％

 中 100％

 高  80％

調査データ

の変更 

3-2 

（新）特別な支援が必要な幼児児

童生徒のうち個別の指導計画が作

成されている人数の割合 

（2018年度）

幼 91.1％ 

小 89.3％ 

中 94.2％

高 46.0％

(2020年度)
2021年 5月

公表予定 
 

幼 100％

小 100％

中 100％

高 75％ 

（現）授業中にＩＣＴを活用して

指導できる教員の割合 

(2016年度)

69.5％ 
－ 85％ 

調査データ

の変更 

3-3 （新）授業にＩＣＴを活用して指

導できる教員の割合（習熟度別学

習や協働学習等、児童生徒の理解

度を高めるための専門的な活用）

(2018年度)

64.9％ 

(2019年度)
2020年 8月

公表予定 
 75％ 

 

政策６ 多彩なライフスタイルの提案 

施策 成果指標 基準値 現状値 (現)目標値 (新)目標値

県産品を選んで購入する県民の割

合 

(2017年度)

72％ 
(2019年度)

89％ 
毎年度 

75％以上 

毎年度 

90％ 
6-1 

移住相談窓口等を利用した県外か

らの移住者数 

(2014～2016) 
累計1,276人 

(2018年度)

1,291 人 

(2018～2021)
累計3,200人

1,450 人 

県内の温室効果ガス排出量削減率

（2005 年度比） 

(2015年度)

△13.0％ 
－ 

(2020年度)

△20.0％ 
△21.0％ 

一般廃棄物排出量 
(2015年度)

896g/人・日
－ 

(2020年度)

815g/人・日

以下 

815g/人・日

以下 

産業廃棄物最終処分率（最終処分

量/排出量） 

(2015年度)

1.9％ 
－ 

(2020年度)

1.8％以下
1.8％以下

6-2 

県民の地域活動参加率 
(2017年度)

76.2％ 

(2019年度)

85.5％ 

毎年度 

85％以上 

毎年度 

87％以上 
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○ 活動指標 

政策１ 命を守る安全な地域づくり 

施策 成果指標 基準値 現状値 (現)目標値 (新)目標値

1-2 (2) 
最大クラスの洪水・高潮によ

る浸水想定区域図作成数 

(2016年度)

0 河川 

0 沿岸 

(2018年度)

43 河川 

0 沿岸 

46河川 

2沿岸 

519 河川 

2 沿岸 

1-2 (3) 
原子力災害対策重点区域にお

ける広域避難計画策定市町数

(2016年度)

1 市 

(2018年度)

7 市 

(2018年度)

対象全11市町
対象全11市町

防犯まちづくり講座受講者数
(2016年度)

142 人 

(2018年度)

199 人 
180 人 

毎年度 

180 人 
(1) 

防犯まちづくりニュース発行

回数 
(2016年度)

12 回 

(2018年度)

12 回 

毎年度 

12 回 

毎年度 

24 回 

（現）警察署版テロ対策ネッ

トワーク設立数 

(2017 年) 

3 警察署 

(2018 年) 

27 警察署 

全 27 

警察署 

での設立 

代替指標 
を設定 

(2) 

（新）テロ対策ネットワーク

の総会開催数 
－ 

(2019 年) 
年１回 

（本部・署）
 

年１回以上
（本部・署）

 

 

1-3 

 

 

(3) 
交通事故犠牲者のパネル展示

会等開催回数 
－ 

(2018 年) 
12 回 

毎年度 

10 回 

毎年度 

12 回 

 

政策２ 安心して暮らせる医療・福祉の充実 

施策 成果指標 基準値 現状値 (現)目標値 (新)目標値

2-1 (3) 

県立静岡がんセンターのがん

患者・家族等に対する相談・

支援件数 

(2016年度)

31,660 件 

(2018年度)

38,437 件 
37,800 件 39,600 件 

2-1 (4) 8020 推進員養成数 
(2016年度まで)

累計10,166人

(2018年度まで)

累計11,067人
累計11,000人 累計12,500人

(1) 
介護予防に資する「通いの場」

設置数 

(2015年度)

2,003箇所 

(2018年度)

3,304箇所 

(2020年度)

2,640箇所 

(2020年度)

4,000箇所 
2-2 

(2) 
若年性認知症の人の相談の場

設置数 

(2016年度)

33 箇所 

(2018年度)

62 箇所 

(2020年度)

54 箇所 

(2020年度)

92 箇所 

 

政策３ 子どもが健やかに学び育つ社会の形成 

施策 成果指標 基準値 現状値 (現)目標値 (新)目標値

（現）産婦健康診査実施市町
数 

(2016年度)
0 市町 

(2019年度)
全市町 

全市町 
代替指標 
を設定 

3-1 (3) 

（新）産婦健康診査受診率 － 
(2019年度)
2020年 6月
公表予定 

 100％ 

居住地域の小・中学校との交流
を行った特別支援学校の児童
生徒数 

(2016年度)
418 人 

(2018年度)
508 人 

500 人 1,000 人 

3-2 (3) 
特別支援学校高等部生徒の進
路選択のための実習先数 

(2016年度)

1,716 箇所 
(2018年度)
1,845 箇所

1,800 箇所
毎年度 

1,850 箇所
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3-3 (1) コミュニティ・スクール数 
(2017年度)

67 校 
(2019年度)

111 校 
100 校 250 校 

3-3 (2) 
全国学力・学習状況調査の問
題や結果を活用した学校の割
合 

(2016年度)
小 97.5％ 

中 93.0％ 

(2018年度)
小 99.7％ 

中 98.3％ 
100％ 

毎年度 

100％ 

（現）静岡式 35 人学級実施学年
(2017年度)
小４まで 

(2019年度)
全学年 

(2019年度)
全学年 

代替指標 
を設定 

3-3 (2) （新）学力の定着を図るため
の「チア・アップシート」を
活用した学校の割合 

(2018年度)
小 88.0％ 
中 54.7％ 

(2019年度)
2020年 4月
公表予定 

 100％ 

政策４ 誰もが活躍できる社会の実現 

施策 成果指標 基準値 現状値 (現)目標値 (新)目標値

仕事と子育て（介護）の両立

支援・職場環境づくりに取り

組んでいる企業の割合 

(2017年度)

76.6％ 

(2019年度)

90.0％ 
90％ 92％ 

障害者雇用推進コーディネー

ター支援による就職者数 

(2016年度)

398 人 

(2018年度)

581 人 
500 人 560 人 (2) 

労働時間の縮減・年次有給休

暇の取得促進に取り組んでい

る企業の割合 

(2017年度)

78.4％ 

(2019年度)

95.8％ 
90％ 

毎年度 

90％ 

4-1 

(5) 
公民館・生涯学習施設等の講

座・学級開催回数 

(2016年度)

4,067 回 

(2018年度)

4,544 回 
4,100 回 

毎年度 

4,500 回 

（現）高校生アカデミックチ
ャレンジ参加高校生数 

(2017年度)
130 人 

（2018～
2019 年度）
累計 191 人 

(2018～2021)
累計 700 人

代替指標 
を設定 

4-2 (2) 
（新）科学の甲子園静岡県予
選への出場者数 

(2017年度)
248 人 

（2018～
2019 年度）
累計 612 人 

 
(2018～2021)
累計1,400人

4-3 (2) 
人権啓発指導者養成講座受講
者数 

(2017年度)
90 人 

(2019年度)
146 人 

毎年度 
100人 

毎年度 
125人 

政策５ 富をつくる産業の展開 

施策 成果指標 基準値 現状値 (現)目標値 (新)目標値

コーディネータ（ＣＮＦ、航

空宇宙等）の企業訪問件数 

(2014～2016) 
平均 252 社 

(2018年度)
474 社 

毎年度 

260 社 

毎年度 

470 社 
5-1 (2) 

特許流通アドバイザーによる知
的財産の活用マッチング件数

(2014～2016) 
平均 48 件 

(2018年度)
69 件 

毎年度 

50 件 

毎年度 

70 件 

(1) 
地域経済牽引事業計画の承認
件数 

― 
(2018年度)

21 件 
(2018～2021)
累計 36 件

(2018～2021)
累計 66 件

新事業展開を目指す中小企業
等の相談対応件数 

(2016年度) 
3,464件 

(2018年度) 
3,977件 

3,600件 
毎年度 
3,700件 

静岡県ＩｏＴ活用研究会の会
員数 

(2016年度まで)

累計 

188社・団体

(2018年度まで)

累計 

262社・団体

累計 

280社・団体

累計 

320社・団体

 

 

 

 

5-2 

(2) 

現場体感見学会・出前講座実

施学校数 

(2016年度)

6 校 

(2018年度)

20 校 

毎年度 

13 校 

毎年度 

20 校 
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(4) 
デザイン相談窓口の相談対応

件数 

(2016年度)

1,749 件 

(2018年度)

2,074 件 
2,000 件 2,100 件 

 

政策６ 多彩なライフスタイルの提案 

施策 活動指標 基準値 現状値 (現)目標値 (新)目標値

(1) 
（新）ふじのくにフロンティ

ア推進エリア認定市町数 
－ 

(2019年度)
2020年 4月

公表予定 
 

(2022年度)

累計26 市町
6-1 

(4) 移住相談件数 
(2016年度)

5,755 件 

(2018年度)

9,981 件 

毎年度 

9,000 件 

毎年度 

10,000 件 

 

政策７ “ふじのくに”の魅力の向上と発信 

施策 成果指標 基準値 現状値 (現)目標値 (新)目標値

(4) 
県営都市公園運動施設利用者

数 

(2016年度)

2,117,603人

(2018年度)

2,337,281人
222 万人 

毎年度 

222 万人 
7-1 

(5) 
ジュニアスポーツ体験参加者

数 

(2016年度)

330人 

(2018年度)
1,110 人 

毎年度 

330 人 

毎年度 

660 人 

ＳＰＡＣ公演等鑑賞者数 
(2016年度)

35,316人 

(2018年度)

50,719 人 
毎年度 

42,000 人 

毎年度 

45,000 人 
(1) 

ふじのくに芸術祭参加応募人

数 

(2016年度)

10,484人 

(2018年度)
12,941 人 

毎年度 

11,000 人 

毎年度 

12,800 人 
7-2 

(2) 
世界遺産富士山・韮山反射炉

に関する県民講座等受講者数

(2016年度)

4,060 人 

(2018年度)
5,224 人 

毎年度 

4,500 人 

毎年度 

5,000 人 
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安 全 ・ 安 心 な 地 域 づ く り

政 策 １ 命を守る安全な地域づくり

政 策 ２ 安⼼して暮らせる医療・福祉の充実

未 来 を 担 う 有 徳 の 人 づ く り

政 策 ３ ⼦どもが健やかに学び育つ社会の形成

政 策 ４ 誰もが活躍できる社会の実現

豊 か な 暮 ら し の 実 現

政 策 ５ 富をつくる産業の展開

政 策 ６ 多彩なライフスタイルの提案

魅 力 の 発 信 と 交 流 の 拡 大

政 策 ７ “ふじのくに ”の魅⼒の向上と発信

政 策 ８ 世界の⼈々との交流の拡⼤

Ⅰ
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政 策１ 命を守る安全な地域づくり

１-１ 危機管理体制の強化

(1) 危機事案対応能⼒の強化

(2) 地域防災⼒の強化

１-２ 防災・減災対策の強化

(1) 地震・津波・⽕⼭災害対策

(2) ⾵⽔害・⼟砂災害対策

(3) 原⼦⼒発電所の安全対策

(4) 国⺠保護・様々な危機への対応

１-３ 安全な⽣活と交通の確保

(1) 防犯まちづくりの推進

(2) 犯罪対策

(3) 交通事故防⽌対策

(4) 安全な消費⽣活の推進

(5) 健康危機対策
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１－１  危機管理体制の強化  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  危機管 理体 制の 強化   

（ １） 危機 事案 対応能 ⼒の 強化  
施策

（ ２） 地域 防災 ⼒の強 化  
 

  目  標  
 

   
■ ⼤ 規 模 地震 や ⾵ ⽔ 害 な ど の ⾃ 然 災 害 の ほ か 、 様 々 な 危 機 事 案 に迅 速 ・ 的 確 に

対 応で きる よう 、県の 危機 管理 体制 を⼀層 充実 させ ます 。  
  

  
   

■ 市 町 や ⾃主 防 災 組 織 を は じ め と す る 多 様 な 主 体 と の 連 携 ・ 協 働を 推 進 し 、 地
域 防災 ⼒を 強化 します 。  

  
 

  成 果 指 標  
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

災害対策本部運営訓練実施市町数 （2016 年 ） 
28 市 町  

（2018 年 ） 
35 市 町  

毎 年 度  
全 市 町  

⽬ 標 値
以 上  

地 域 防 災 訓 練 参 加 率  （2016 年 ） 
20.7％ 

（2018 年 ） 
20.6％ 

25％ 
基 準 値
以 下  

 

  活 動 指 標   
 

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 危機 事案対応能 ⼒の 強化  ０  ５  １  ６  

（ ２） 地域 防災⼒の強 化  ３  ２  １  ６  

合 計 ３  ７  2 12
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  主 な 取 組  
 

   
■ 市 町の 災害 対策 本部体 制の 強化 に向 けて 、本 部運 営訓 練を 全ての市町 で実 施

し たほ か各 種の 訓練や 研修 を実 施し ていま す。また 、2018 年の 台⾵ 第 24 号
に よる ⼤規 模停 電を受 けて 、県 庁舎 のほ か市 町庁 舎等 の緊 急インフラ 点検 を
実 施 し て 必 要 な 対 策 を 促 す と と も に 、「 県 ラ イ フ ラ イ ン 防 災 連 絡 会 」 を 開 催
し 、各 事業者 の対 策状況 等を 共有 しま した。さ らに 、新 たに運 ⽤が始 まっ た
南 海ト ラフ 地震 臨時情 報を 活か した 防災対 応を 進め るた め、国のガイ ドラ イ
ン も踏 まえ つつ 、本県 独⾃ のガ イド ライン の策 定を 進め ています。  

  
  

   
■ 地 震・津波 対策 等減 災交 付⾦ 制度 を創 設し 、津 波に よる 犠牲 者防⽌ と被 災者

⽣ 活再 建⽀ 援を 重点取 組と して 、市 町の取 組を ⽀援 して います。  
ま た、 ふじ のく に防災 ⼠等 の防 災⼈ 材を育 成す ると とも に、⾃主防 災新 聞、
総 合 防 災 ア プ リ 「 静 岡 県 防 災 」、 職 員 に よ る 出 前 講 座 な ど を 活 ⽤ し て 、 防 災
意 識の 啓発 を⾏ ってい ます 。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 危 機事 案対 応能 ⼒の強 化に つい ては 、「 災害 対策 本部 運営 訓練実施市 町数（ 成

果 指標 ）」は順 調に 推移 して おり 、来 年度も 、全 市町 （ 35 市町） で訓 練が 実
施 さ れ るよ う ⽀ 援 を ⾏ う と と も に 、 各 市 町 の 実 情 を 踏 ま え た 訓練 内 容 の 充 実
を 図る 必要 があ ります 。  

  
  

   
■ 地 域 防 災⼒ の 強 化 に つ い て は 、 住 ⺠ が 地 域 の 災 害 リ ス ク を 正 しく 理 解 し た 上

で 、 ⽇ 頃の 備 え と 発 災 後 の 対 処 ⾏ 動 を 取 り ま と め 、 地 域 防 災 訓練 に お い て 実
効 性 等 を検 証 す る 必 要 が あ り ま す が 、「 地 域 防 災 訓 練 参 加 率 （ 成果 指 標 ）」 は
基 準 値 を下 回 っ て お り 、 そ の 正 確 な 原 因 の 分 析 と 改 善 ⽅ 法 の 検討 を 進 め て い
く こと で、 参加 率の向 上を 図る こと が必要 です 。  

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 市 町本 部運 営訓 練の内 容充 実を 図る ため、危 機管 理指 導監（ ⾃衛官 ＯＢ ）と

地 域局 が連 携し て、必要 な指 導・助 ⾔を ⾏い、市町 本部 の災害 対応⼒ の強 化
を 図っ てい きま す。  

  
  

   
■ 地 域 防 災 の 担 い ⼿ で あ る ⾃ 主 防 災 組 織 を 対 象 と し て 状 況 把 握 調 査 と Ｉ Ｃ Ｔ

を 活⽤ した 分析 を⾏い 、そ の結 果を 、市 町、県等 で共 有し て、地域 防災 訓練
の 訓練 メニ ュー の拡充 やふ じの くに 防災⼠ 等の 活⽤ など 、⾃ 主防災組 織の 活
性 化に 向け た取 組をし てい きま す。  
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１－１  危 機管理 体制の 強化   
(1) 危機事案対応能⼒の強化 

 

  目  標  
   
■ ⼤ 規 模 地震 や ⾵ ⽔ 害 な ど の ⾃ 然 災 害 の ほ か 、 様 々 な 危 機 事 案 に迅 速 ・ 的 確 に

対 応で きる よう 、県の 危機 管理 体制 を⼀層 充実 させ ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

危機事案発⽣の認知から対応する
体制を 60 分以内に確⽴した割合 

（2016年度） 
 県 100％ 
市町100％ 

 （2018年度） 
 県 100％ 
市町100％ 

毎年度 100％ ○ 

市町、応援部隊等関係機関との連
携による訓練実施回数 

（2016年度） 
1 回 

  （2018年度） 
１回 

毎年度１回 ○ 

防災協定締結事業者との連絡体制
確認実施率 

（2018年度） 
100％ 

（2018年度） 
100％ 

毎年度 100％ ○ 

福祉避難所運営マニュアル策定市
町数 

（2016年度） 
20市町 

（2018年度） 
24市町 

全市町 ● 

静岡ＤＭＡＴ関連研修実施回数 （2016年度） 
３回 

（2018年度） 
２回 

毎年度２回 ○ 

ふじのくに防災学講座受講者数 （2013～2016年度）
累計3,389人 

（2018年度） 
855 人 

（2018～2021年度）
累計 4,400 人 

○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  201９ 予 算  備 考  

危 機 管 理 部  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
健 康 福 祉 部  
 
 

災 害 対 策 本 部 情 報 共 有 体 制 強 化 事 業 費
震 度 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 更 新 事 業 費  
静 岡 県 防 災 情 報 シ ス テ ム 強 化 事 業 費  
地 震 防 災 セ ン タ ー 機 能 強 化 事 業 費  
南 海 ト ラ フ 地 震 の 新 た な 防 災 対 応 検 討 事 業
費  
避 難 所 運 営 研 修 事 業 費  
住 家 被 害 認 定 調 査 研 修 事 業  
被 災 者 ⽣ 活 再 建 ⽀ 援 基 ⾦ 出 資 ⾦  
⽔ 害 ・ ⼟ 砂 災 害 住 ⺠ 避 難 促 進 事 業 費  
 
災 害 医 療 救 護 推 進 事 業 費  
緊 急 医 療 施 設 等 運 営 費  
被 災 者 ⾃ ⽴ ⽣ 活 再 建 ⽀ 援 事 業 費  

な ど

18 
71 

595 
956 

20 

2 
10 

1,027 
    3 

   10 
68 
10 

 

合 計  3,676  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 災害対策本部体制の強化に向けて、年間を通じて計画的に総合防災訓練や地域防災訓練、⼤規模
図上訓練等の危機対応訓練や気象研修会等の各種研修を市町等と連携して実施しています。ま
た、2018 年の台⾵第 24 号による⼤規模停電を受けて、県では、県庁舎のほか市町庁舎等の緊
急インフラ点検を実施し、課題のある施設の改善を促すとともに、「県ライフライン防災連絡会」
を開催し、各事業者の対策状況を確認しました。電⼒会社においては、停電状況等の情報発信の
迅速化や設備復旧体制の強化などに取り組くんでいます。 
今年度は、関係機関との連携強化を図るほか、総合防災アプリ「静岡県防災」の運⽤を開始し、
ホームページによる危機管理情報の発信等とあわせ、県⺠等に対する危機事案発⽣時の情報発信
体制を強化します。さらに、新たに運⽤か始まった南海トラフ地震臨時情報を活かした防災対応
について、国のガイドラインも踏まえつつ、本県独⾃のガイドラインを策定し、市町における検
討、計画の作成を⽀援します。（危機政策課、危機対策課） 

  
 

■ 県社協やボランティア協会と共同で図上訓練を実施しているほか、定期的に「災害⽀援活動を⾏
う県域団体との情報交換会」を開催して、信頼関係を構築しています。また、総合防災訓練や地
域防災訓練、⼤規模図上訓練等を通じて、警察・消防・⾃衛隊やライフライン事業者との連携訓
練を実施するとともに、⼟⽊作業者と道路啓開訓練やトラック事業者等と緊急物資輸送訓練を実
施するなど、災害現場で活動する機関との連携強化を図っています。更に、近年多発する⾵⽔害
に備えるため、⾵⽔害対処訓練を拡充しました。（危機情報課、危機対策課） 

  
 

■ 熊本地震や平成３０年７⽉豪⾬などの被災地⽀援を通じて、避難所運営や住家被害認定調査の重
要性を学びました。（危機政策課、危機情報課） 
今年度は避難所を円滑に運営するため、市町職員や⾃主防災組織役員を対象に、避難所運営経験
者を講師とした研修会（座学・訓練）を実施しています。また、被災者の迅速な⽣活再建を⽀援
するため、被災市町村の実務経験者等を講師として住家被害認定調査研修会を実施し、市町の⼈
材育成を図っています。さらに、発災時における福祉避難所の円滑な開設・運営のため、市町に
おける福祉避難所運営マニュアルの策定を促進しています。（危機政策課、危機情報課、健康福
祉政策課） 

  
 

■ 災害超急性期（発災後 48 時間以内）の医療提供の拠点となる災害拠点病院について、2018 年
４⽉及び 2019 年 4 ⽉に各々１か所の追加指定を⾏い、県内 23 医療機関体制としました。 
また、新たな原⼦⼒災害医療体制の構築について、2018 年 10 ⽉に原⼦⼒災害拠点病院２施設
の指定及び原⼦⼒災害医療協⼒機関８施設の登録を⾏いました。（地域医療課） 

  
 

■ 地震防災センターをリニューアルし、従来の地震・津波の展⽰に加えて⾵⽔害や⽕⼭災害の展⽰、
本県の⾃然の恵みと災害の⼆⾯性を紹介する⼤画⾯シアター、３次元の揺れを体感できる地震体
験装置などを新たに設置しています。また、県⺠向けに最新の防災情報を提供する各種講座、演
習を開催しています。（危機情報課） 
 

Check（評価） 
■ 

 
「福祉避難所運営マニュアル策定市町数(活動指標)」は、福祉避難所となる施設との調整不⾜等
によりマニュアル策定は 24 市町に留まっているため、未策定の市町に対しては、引き続きマニ
ュアル策定を促していく必要があります。（健康福祉政策課） 

  
■ 

 各市町では、総合防災訓練等の機会を捉えて訓練に取り組んだことにより「市町、応援部隊等関
係機関との連携による訓練実施回数（活動指標）」は順調に推移し、「災害対策本部運営訓練実施
市町数（成果指標）」の達成にも寄与しました。今後とも、各地域局と連携して、全市町が継続
して本部運営訓練に取り組むよう⽀援していく必要があります。（危機対策課） 

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 旅館等の宿泊施設の福祉避難所としての指定や、指定避難所における要配慮者の受⼊スペースの
設置により、福祉避難所の指定拡⼤を促進するとともに、市町意⾒交換会等の機会を通じて、マ
ニュアル策定や訓練の実施において先⾏している市町の事例の情報共有や、「市町福祉運営マニ
ュアル（県モデル）」を活⽤したマニュアルの策定及び訓練実施を促進します。（健康福祉政策課）

  
 
 ■ 市町災害対策本部運営訓練については、全市町（35 市町）で実施されるよう、引き続き⽀援し

ていきます。（危機対策課） 
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１－１  危 機管理 体制の 強化   
(2) 地域防災⼒の強化 

 

  目  標  
   

■ 市 町 や ⾃主 防 災 組 織 を は じ め と す る 多 様 な 主 体 と の 連 携 ・ 協 働を 推 進 し 、 地
域 防災 ⼒を 強化 します 。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

市町本部運営訓練を県と協働で実
施した市町数 

（2016年度） 
4市町 

（2018 年度） 
6市町 

毎年度 8 市町 ● 

県の⽕災予防・住宅⽤⽕災警報器
キャンペーン実施回数 

（2016年度） 
10回 

（2018 年度） 
20 回 

16 回 ◎ 

企業との連携により防災情報誌を
配布した世帯の割合 

（2016年度） 
51.5％ 

（2018 年度） 
100％ 

毎年度 100％ ○ 

防災に関する知事認証取得者数 （2013～2016年度）
累計9,001人 

（2018 年度） 
4,463 人 

（2018～2021年度）
累計 9,000 人 

◎ 

地域防災⼈材バンク登録者数 （2016年度） 
286人 

（2018 年度） 
332 人 

440 人 ○ 

地域防災⼒強化⼈材育成研修修了
者数 

（2013～2016年度）
累計12,144人 

（2018 年度） 
5,428 人 

（2018～2021年度）
累計 12,000 人 

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

危 機 管 理 部  
 

 

 

 

地 域 防 災 ⼒ 向 上 ⼈ 材 育 成 事 業 費
県 ⺠ 防 災 啓 発 強 化 事 業 費  
地 震 ・ 津 波 対 策 等 減 災 交 付 ⾦  
防 災 ヘ リ コ プ タ ー 活 動 事 業 費  
⼀ 部 事 務 組 合 等 防 災 ⼒ 充 実 強 化 総 合 ⽀ 援 事
業 費  
消 防 学 校 訓 練 機 能 充 実 強 化 事 業 費  
災 害 等 激 甚 化 ・ 多 様 化 対 応 訓 練 事 業 費  

な ど

９  
32 

2,600 
227 

44 

40 
8 

 

合 計    3,160  
 

 

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 地震・津波対策等減災交付⾦（2018 年度は緊急地震・津波対策等交付⾦）により、市町が取り
組む地震・津波対策を⽀援するとともに、危機管理指導監（⾃衛官ＯＢ）が市町を訪問し、市町
本部運営訓練の指導を⾏うなどして、市町の実情に応じた防災⼒の強化に取り組んでいます。 
今年度は、⾃助・共助の実効性を⾼めるため、緊急地震・津波対策等交付⾦制度に代わる地震・
津波対策等減災交付⾦制度を創設し、津波による犠牲者防⽌と被災者⽣活再建⽀援を重点取組と
して位置付け、交付対象事業の拡充を図るなどして、市町を⽀援しています。（危機政策課、危
機対策課） 

  
 

■ 消防職員、消防団員の育成強化のため、県消防学校において、消防職団員教育やドローンの活⽤
を図るなど教育訓練・講習を充実させているほか、実⽕災体験訓練施設の整備を⾏っています。
さらに、県、警察、消防及び⾼圧ガス等関係団体の参加による⾼圧ガス・危険物の防災訓練を実
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施し、関係機関相互の連携と防災意識の⾼揚を図っています。 
今年度は、消防救急の広域化への取組を継続するとともに、消防防災ヘリコプターの更新作業を
進め、令和元年９⽉からの運⽤開始に向けた体制を整えています。（消防保安課） 

  
 

■ 県が策定した避難所運営マニュアルを活⽤した訓練の実施を促すとともに、県⺠の⾃助・共助の
意識を⾼めるため、⾃主防災新聞のほか、避難情報の通知やハザードマップの表⽰など災害時に
役⽴つ機能を備えたスマートフォン向け総合防災アプリ「静岡県防災」、各地域局が⾏う出前講
座などによる啓発を⾏い、⾃主防災組織の活動強化を図っています。（危機情報課） 

  
 

■ 企業との連携により防災情報冊⼦「防災タウンページ」を県内全⼾配布して、防災情報を発信し
ているほか、住宅の耐震化、家具等の転倒防⽌、⽔・⾷料の備蓄を⾃主防災新聞や各種訓練等を
通じて呼び掛け、家庭内の防災対策の必要性を周知しています。（危機情報課） 

  
 

■ 地域防災の中⼼的な担い⼿となる⼈材を育成するため、事業所等における防災のリーダーとなる
ふじのくに防災⼠や⾃主防災組織に専⾨的な指導等を⾏うふじのくに地域防災指導員などの｢知
事認証｣を取得できる講座を開催しています。また、学⽣、⼥性、外国⼈などを対象とした⼈材
育成研修を開催し、幅広い防災⼈材の育成に努めています。（危機情報課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「市町本部運営訓練を県と協働で実施した市町数（活動指標）」は、各市町の実情を踏まえた訓
練内容とするため、訓練実施市町の災害リスクや地域特性、それらを踏まえた訓練想定などにつ
いて、市町と⼗分に事前調整を⾏う必要があるなど、準備に多くの⽇時・労⼒を要することから、
実施市町が年間６市町に留まっています。（危機対策課） 

  
 

■ 地域防災訓練は、災害時における⾃助・共助の取組の実効性等を検証する場として毎年実施する
ものですが、「地域防災訓練参加率（成果指標）」は基準値を下回って推移しています。改善に向
けた検討を進めるためには、地域防災訓練の実施主体である⾃主防災組織の現状と課題を具体的
に把握する必要があります。また、⼈⼝減少や⾼齢化、多様化が進む中、地域防災に⼥性の視点
を活かすとともに、幼児、児童、⾼齢者、外国⼈などの要配慮者の⽀援を図っていく必要があり
ます。（危機情報課） 
災害情報を確実に伝えるため、総合防災アプリ「静岡県防災」の普及促進を図るとともに、スマ
ートフォンの利⽤が困難な⾼齢者等にも対応した防災ラジオの普及など様々な年代に応じた情
報発信を図る必要があります。また、災害時に住⺠が適切な⾏動をとれるよう、避難指⽰や避難
勧告など避難に必要な情報について、住⺠の理解を促進していく必要があります。（危機情報課）

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 訓練の企画段階から地域局職員が同⾏してノウハウの習得を図るなどの取組により、訓練指導の

担い⼿を育成し、訓練実施市町数の増加を図っていきます。（危機対策課） 
  
 

■ ⾃主防災組織の活動状況を調査し、ＩＣＴを活⽤した分析と組織活性化に向けた⽀援により、地
域防災⼒の強化を図ります。また、多⾔語によりハザードマップの確認などができる総合防災ア
プリ「静岡県防災」の普及を進め、外国⼈県⺠に対する防災意識の啓発や緊急防災情報の提供を
⾏います。さらに、⼤規模災害発⽣に備え、県⺠はもとより、国内外からの観光客等の安全確保
のため、観光庁の「外国⼈旅⾏者向けアプリ」の活⽤の呼び掛けやＳＮＳ等を通じた防災情報等
の発信をしていきます。（危機情報課） 
防災出前講座等を通じ、⾃主防災組織に対し、⾃主防災組織への⼥性の参画や、性的少数者への
配慮など、多様性の視点に⽴った避難所運営の必要性などについて理解を促していきます。また、
発災後の救出・救助や応急⼿当のほか、幼児、児童、⾼齢者、外国⼈などの要配慮者への⽀援の
迅速・的確な実施に向け、地域で災害時に頼りになる保育⼠、福祉職員、通訳等の資格や技能を
持った⼈材を把握する「⼈材台帳」を整備し、こうした⼈材の⾃主防災組織活動への参画促進を
図っていきます。（危機情報課） 
総合防災アプリ「静岡県防災」の普及促進を引き続き図るとともに、地震・津波対策等減災交付
⾦等を活⽤し、防災⾏政無線の⼾別受信機や防災ラジオなどの普及を図るなど、様々な年代の⽅
に対応した情報発信を推進します。また、出前講座や総合防災アプリ「静岡県防災」の学習機能
により、避難指⽰や避難勧告など、避難に必要な情報について、住⺠の啓発を図っていきます。
（危機政策課、危機情報課） 
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１－２  防災・減災対策の強化  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  防災・ 減災 対策 の強化   
 （ １） 地震 ・津 波・⽕ ⼭災 害対 策  

（ ２） ⾵⽔ 害・ ⼟砂災 害対 策  施策
（ ３） 原⼦ ⼒発 電所の 安全 対策  

 
 （ ４） 国⺠ 保護 ・様々 な危 機へ の対 応  

 

  目  標   
   
■ 地 震 や ⾵⽔ 害 な ど の 発 ⽣ に 備 え 、 ハ ー ド ・ ソ フ ト 両 ⾯ か ら 災 害に 強 い 基 盤 と

体 制の 充実 を図 り、被 害を 最⼩ 限に 抑制し ます 。  
  

  
   

■ 武 ⼒ 攻 撃等 か ら 県 ⺠ の ⽣ 命 や 財 産 を 守 る 対 策 を 、 迅 速 か つ 的 確に 実 施 す る 体
制 を確 保し ます 。  

  
 

  成 果 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

住 宅 の 耐 震 化 率  （2013 年 ） 
82.4％ 

（2018 年 度 ）
2020 年 8 月

公 表 予 定  

（2020 年度 ）
95％ 

―  

多数の者が利⽤する特定建築物
の耐震化率 

（2016 年 度 ）
90.3％ 

（2018 年 度 ）
92.1％ 

（2020 年度 ）
95％ 

B 

津 波 避 難 施 設 の 充 ⾜ 率  （2016 年 度 ）
88.0％ 

（201８年 度 ） 
91.6％ 

（2022 年度 ）
100％ 

Ｂ  

⾵ ⽔ 害 か ら の 逃 げ 遅 れ に よ る
死 者 数  

（2016 年 度 ）
0 人  

（2018 年 度 ）
0 人  

毎 年 度 0 人  
⽬ 標 値
以 上  

⼟ 砂 災 害 か ら の 逃 げ 遅 れ に よ
る 死 者 数  

（2016 年 度 ）
0 人  

（2018 年 度 ）
0 人  

毎 年 度 0 人  
⽬ 標 値
以 上  

 

  活 動 指 標   

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 地震 ・津波・⽕ ⼭災 害対 策  ３  ６  １  10

（ ２） ⾵⽔ 害・⼟砂災 害対 策  ０  ６  １  ７  

（ ３） 原⼦ ⼒発電所の 安全 対策  ０  ２  2 ４  

（ ４） 国⺠ 保護・様々 な危 機へ の対 応  １  ２  ０  ３  

合 計 ４  16 4 24
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  主 な 取 組  
 

   
■ 地 震・津波対 策ア クショ ンプ ログ ラム 2013 に 掲げ た減 災⽬ 標「2022 年度 ま

で に 、 想定 さ れ る 犠 牲 者 の ８ 割 減 少 」 に 向 け 、 ハ ー ド ・ ソ フ トを 適 切 に 組 み
合 わせ た地 震・ 津波対 策を 推進 して います 。  
ま た 、 プロ ジ ェ ク ト 「 Ｔ Ｏ Ｕ Ｋ Ａ Ｉ － ０ 」 総 合 ⽀ 援 事 業 に よ る住 宅 ・ 建 築 物
の 耐震 化の 促進 や、「地 震・津波 対策 等減 災交 付⾦ 」の 創設 による避 難訓 練の
促 進 と とも に 、 総 合 防 災 ア プ リ 「 静 岡 県 防 災 」 に よ り 、 防 災 情報 の 提 供 も 実
施 して いま す。  

  
  

   
■ 様 々な 危機 事案 の発⽣ に備 え、危機 事案 ごと の対 応マ ニュ アルを整備 し、平

常 時か ら全 庁的 に危機 管理 関連 情報 の共有 化や 連携 を推 進していま す。  
ま た、 ラグ ビー ワール ドカ ップ 2019 及 び東 京 2020 オリ ンピ ック ・パ ラリ
ン ピッ クの 本県 開催に 向け 、国や 関係 市町 、警察 ・消 防・⾃衛隊、医療 関係
者 、運 営組 織な どと連 携し 、各 種訓 練等を 実施 して いま す。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 地 震・ 津波・⽕ ⼭災 害対 策に つい ては 、耐震 補強 の助 成に 加え、建替 えに 対

す る助 成制 度の 活⽤に より ⽊造 住宅 建替え 助成 実績 は順 調に推移し てお り、
「 住 宅 の 耐 震 化 率 （ 成 果 指 標 ）」 の 進 捗 の 向 上 に 寄 与 し て い ま す 。 ま た 、 耐
震 化未 実施 の多 数の者 が利 ⽤す る特 定建築 物の 所有 者に 対する指導 によ り、
「 多 数 の 者 が 利 ⽤ す る 特 定 建 築 物 の 耐 震 化 率 （ 成 果 指 標 ）」 は 順 調 に 推 移 し
て い ま す 。 あ わ せ て 、 市 町 に 対 す る 継 続 的 な ⽀ 援 の 実 施 に よ り 、「 津 波 避 難
施 設の 充⾜ 率（ 成果指 標）」は 順調 に推 移し てい ます 。  
⾵ ⽔ 害 ・ ⼟ 砂 災 害 対 策 に つ い て は 、 計 画 的 な ハ ー ド 整 備 に よ り 、「 ⾵ ⽔ 害 か
ら の 逃 げ 遅 れ に よ る 死 者 数 （ 成 果 指 標 ）」 及 び 「 ⼟ 砂 災 害 か ら の 逃 げ 遅 れ に
よ る死 者数 （成 果指標 ）」 は０ ⼈で 維持 でき てい ます 。  
今 後は 、住 宅及 び特 定建 築物 の耐 震化 を今ま で以 上に 推進 するととも に、津
波 避難 施設 の整 備を市 町に 働き かけ るほか 、津 波避 難訓 練や ⾵⽔害・⼟砂 災
害 訓練 の実 効性 を⾼め てい く必 要が ありま す。あわせ て、激甚化、頻 発化 す
る ⾵⽔ 害等 に対 応する ため 、国や 市町 、住⺠ など との 連携 により、リ スク 周
知 を図 ると とも に、避難 や体 制の 充実 を図り 、住 ⺠の 主体 的な 避難 ⾏動 を促
し てい く必 要が ありま す。  

  
  

   
■ 国 ⺠保 護・様 々な 危機へ の対 応に つい ては 、突 発的 な危 機事 案が発 ⽣し た際 、

危 機事 案ご との 対応マ ニュ アル に基 づく対 策を 決定 、実 施で きるよう 、危 機
事 案ご との 対応 マニュ アル を、 適宜 、⾒直 して いく 必要 があります 。  

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 沿 岸市 町に 対し て、津波 避難 施設 の整 備や避 難訓 練の 実施 を積極的に ⽀援 す

る こ と で、 2022 年 度（ 静 岡 県 地 震 ・ 津 波 対 策 ア ク シ ョ ン プ ログ ラ ム 2013
の 最終 年度 ）ま でに、 津波 避難 空⽩ 域の解 消を ⽬指 しま す。  
⾵ ⽔害・⼟ 砂災 害訓 練に つい ては 、企 画段 階か らの 調整 と市 町への 参加 の働
き かけ を実 施し、訓練実 施市 町数 の増 加につ なげ てい きま す。また 、関 係機
関 と連 携し 、住 ⺠に 対し て５ 段階 の警 戒レベ ルを ⽰し た防 災気象情報 の周 知
や マイ ・タ イム ライン の作 成を 促し ていき ます 。  
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防 災 ・減災対 策の 更な る強 化の ため 、引き 続き 、国の「防 災 ・減災 、国 ⼟強
靭 化の ため の３ か年緊 急対 策」と 連携 し、⾵ ⽔害・⼟ 砂災害 対策を 進め てい
き ます 。 

  
  

   
■ 様 々な 危機 事案 に迅速 に対 応す るた め、全庁 体制 によ る情 報共有と調 整を 図

る 危機 管理 連絡 調整会 議を 適時 的確 に開催 する とと もに 、最 新の知⾒ に基 づ
い た危 機事 案ご との対 応マ ニュ アル 等を、 適宜 、⾒ 直し ていきます 。  

  
■ サ ーベ イラ ンス 及び検 査体 制の 強化 や医療 提供 体制 確保 等により、新型 コロ

ナ ウイ ルス 感染 症を始 めと した 新興・再 興感 染症 への 対策 に取り組ん でい き
ま す。  
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１－２  防 災・減 災対策 の強 化   
(1) 地震・津波・⽕⼭災害対策 

 

  目  標  
   
■ 地 震 や ⾵⽔ 害 な ど の 発 ⽣ に 備 え 、 ハ ー ド ・ ソ フ ト 両 ⾯ か ら 災 害に 強 い 基 盤 と

体 制の 充実 を図 り、被 害を 最⼩ 限に 抑制し ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

地震・津波対策アクションプログラ
ムにおける⽬標を達成したアクシ
ョンの割合 

（2016年度） 
33％ 

（2018 年度） 
41.5％ 

（2022 年度） 
100％ 

◎ 

計画事業が完了したふじのくにフ
ロンティア推進区域の割合 

（2017年度） 
32％ 

（2018 年度） 
43％ 

（2022 年度） 
100％ 

○ 

耐震化未実施の⽊造住宅に対する
⼾別訪問等実施⼾数 

（2013～2016年度）
累計57,048戸 

（2018 年度） 
17,262 戸 

（2018～2021年度）
累計 56,000 戸 

○ 

耐震化未実施の多数の者が利⽤す
る特定建築物の所有者に対する指
導回数 

（2013～2016年度）
累計2,178回 

(2018 年度) 
780 回 

（2018～2021年度）
累計 3,000 回 

○ 

重要路線等にある橋梁の耐震化率
（橋梁数） 

（2016年度） 
63％ （363橋） 

（2018 年度） 
73％(422 橋) 

（2022 年度） 
100％（576 橋）

○ 

沿岸 21 市町における津波避難訓
練参加者数 

（2016年度） 
121,559人 

（2018 年度） 
118,341 人 

（2022 年度） 
13 万人以上 

● 

地域の合意形成に基づく津波対策
施設（海岸）の整備率（延⻑） 

（2016年度） 
59％ （170.4km） 

（2018 年度） 
66％(191.1km）

（2022 年度） 
68％（197.0km）

◎ 

地域の合意形成に基づく津波対策
施設（河川）の整備率（河川数） 

（2016年度） 
 27％ （25河川） 

（2018 年度） 
34％（31 河川）

（2022 年度） 
36％（33 河川）

◎ 

静岡モデル防潮堤の整備率（延⻑） （2016年度） 
15％ （8.8km） 

（2018 年度） 
29％（16.7km）

（2022 年度） 
55％（31.7km） 

○ 

富⼠⼭の噴⽕対策の対象となる市
町・気象庁等 14 機関の防災訓練参
加率 

（2016年度） 
100％ 

（2018 年度） 
100％ 

毎年度 100％ ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

危 機 管 理 部  
知事直轄組織 
くらし・環境部 
 
交 通 基 盤 部  
 
 
 
 
 
経 済 産 業 部  
 
 

富 ⼠ ⼭ ⽕ ⼭ 防 災 対 策 推 進 事 業 費  
“ふ じ の く に ”の フ ロ ン テ ィ ア 推 進 事 業 費  
プ ロ ジ ェ ク ト ｢Ｔ Ｏ Ｕ Ｋ Ａ Ｉ － ０ ｣総 合 ⽀ 援
事 業 費  
地 震 ・ 津 波 対 策 促 進 費 交 付 ⾦  
津 波 対 策 施 設 等 整 備 事 業 費 （ 海 岸 ）  
「 静 岡 モ デ ル 」 防 潮 堤 整 備 促 進 事 業 費  
社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 ⾦ 事 業 費 （ 海 岸 ）  
県 営 漁 港 整 備 事 業 費  
市 町 営 漁 港 整 備 事 業 費  
農 ⼭ 漁 村 地 域 整 備 交 付 ⾦ 事 業 費 （ 森 林 ）  
災 害 等 予 防 保 全 緊 急 対 策 事 業 費  
農 地 ・ 農 村 防 災 対 策 事 業 費  

な ど

6
30 

1,129 

2,503 
4,340 

   122 
2,235 
1,325 

184 
   410 

 778 
  2,909 

 

合 計  17,634  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 「静岡県地震・津波対策アクションプログラム２０１３」に掲げた減災⽬標「2022 年度までに、
想定される犠牲者の８割減少」に向け、ハード・ソフトを適切に組み合わせた地震・津波対策を
推進しています。 

  
 

■ 防災・減災と地域成⻑を両⽴した地域づくりとして“ふじのくに”のフロンティアを拓く取組を推
進しています。取組の先導的モデルであるフロンティア推進区域の事業が早期完了し、事業効果
が発現するよう、技術的⽀援や財政・⾦融⽀援等を⾏っています。（総合政策課） 
 

  
 

■ プロジェクト「TOUKAI-0」総合⽀援事業により、耐震補強や建替えを⾏う県⺠に対して補助す
る市町に助成するとともに、所有者に対する個別訪問などにより補助制度や耐震化の必要性を周
知し、住宅・建築物の耐震化を促進しています。 
今年度は、｢建築物の耐震改修の促進に関する法律｣に基づき、道路を閉塞するおそれのある建築
物の所有者に対して、耐震診断の実施、結果報告の義務付けを開始しました。（建築安全推進課）

  
 

■ 「静岡県地震・津波対策アクションプログラム２０１３」に基づき、緊急輸送路をはじめとした
県管理橋梁の耐震対策を実施しています。（道路整備課） 

  
 

■ 津波避難空⽩域の解消に向け、地域の⾃然や⽂化に配慮して住⺠と⾏政が合意の基に津波対策を
進めており、「地区協議会」において、避難を中⼼に対策を進める⽅針を⽰した地区で、住⺠の
早期避難が確実に実施できるよう、市町が⾏う津波避難施設整備等に対し、地震・津波対策等減
災交付⾦により⽀援を⾏い、計画的に整備を進めています。（危機政策課、危機情報課） 
 

 
■ 地域の特性を踏まえた「静岡⽅式」による津波対策を地域の合意形成を図りながら、着実に推進

しています。静岡モデル防潮堤の整備については、条件が整った８市町において整備を進めてお
り、県は県や国が⾏う他事業との連携により、整備に要する⼟砂の確保等の⽀援を⾏っています。
（河川企画課、河川海岸整備課） 
また、今年度から「ふじのくに森の防潮堤づくり」の対象を、マツが枯損している区域だけでは
なく、健全な区域でも治⼭事業として実施することで更なる海岸防災林の再整備・機能強化に取
り組んでいます。（森林保全課） 

  
 

■ 富⼠⼭の噴⽕に備え、⼭梨・神奈川両県、関係市町や関係機関と連携し、広域避難計画に係るガ
イドラインの策定や防災訓練の実施などを⾏っています。また、伊⾖東部⽕⼭群については、噴
⽕影響エリアの⾒直しに伴う避難計画の改定に向け⽀援しています。（危機情報課） 
 

Check（評価） 
 

■ 津波避難訓練は、沿岸 21 市町の全てにおいて実施されていますが、「沿岸 21 市町における津波
避難訓練参加者数(活動指標)」は、東⽇本⼤震災の教訓の⾵化などにより、近年は 12 万⼈前後
で推移しています。そのため、避難の重要性について⼀層の啓発や、地域の特性に応じた津波避
難訓練への参加促進が必要です。（危機対策課） 

  
 

■ 市町等と連携することで「TOUKAI-0」の着実な推進が図られ、「耐震化未実施の⽊造住宅に対す
る⼾別訪問等実施⼾数（活動指標）」の順調な推移や、これまでの耐震補強の助成に加え、建替
えに対する助成制度の活⽤により「⽊造住宅建替え助成実績（参考指標）」は順調に推移してお
り、「住宅の耐震化率（成果指標）」の向上に寄与しています。（建築安全推進課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
⽊造住宅建替え助
成実績 ０⼾ ０⼾ １⼾ 38 ⼾ 121 ⼾   

 
  
 

■ 特定建築物のうち、⼤規模な建築物については、「耐震化未実施の多数の者が利⽤する特定建築
物の所有者に対する指導回数（活動指標）」の順調な推移が、「耐震診断結果を公表した建築物（県
全体 301 棟）のうち、耐震性が確保されている棟数(割合)（参考指標）」の増加に繋がっており、
「多数の者が利⽤する特定建築物の耐震化率(成果指標)」は順調に推移しています。（建築安全推
進課） 

」  
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参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
耐震診断結果を公
表した建築物（県全
体 301 棟）のうち、
耐震性が確保され
ている棟数(割合) 

― ― 257 棟 
（85.4％） 

263 棟 
（87.4％） 

266 棟 
（88.3％）   

 
  

 
 ■ 市町に対する⽀援等の継続的な実施により、「津波避難施設の充⾜率（成果指標）」は、順調に推

移していますが、津波避難空⽩域の解消に向け、「地区協議会」において、津波からの避難対策
を中⼼に対応することとした地域に対し、津波避難施設や避難路等の整備が早期に実施されるよ
う、働きかける必要があります。（危機情報課） 

」  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 津波避難の実効性向上のため、引き続き、津波浸⽔予想地域に居住する住⺠に対して津波からの

早期・率先避難の重要性について啓発を⾏うとともに、地域の特性に応じた津波避難訓練への参
加を呼びかけていきます。危機対策課） 

  
 

■ 津波被害の減少に向けて、沿岸市町に対して、津波避難施設等の整備を積極的に⽀援し、「静岡
県地震・津波対策アクションプログラム２０１３」の最終年度までに、津波避難空⽩域の解消を
⽬指します。（危機情報課） 
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１－２  防 災・減 災対策 の強 化   
(2) ⾵⽔害・⼟砂災害対策 

 

  目  標  
   
■ 地 震 や ⾵⽔ 害 な ど の 発 ⽣ に 備 え 、 ハ ー ド ・ ソ フ ト 両 ⾯ か ら 災 害に 強 い 基 盤 と

体 制の 充実 を図 り、被 害を 最⼩ 限に 抑制し ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

河川整備計画に位置付けた主要箇
所整備延⻑ 

（2016年度） 
39.5km 

（2018 年度） 
45.4km 

52.8km ○ 

侵⾷が著しい海岸における防護に
必要な浜幅を確保している割合（海
岸線の延⻑） 

（2016年度） 
100％ （20.8km） 

（2018 年度） 
100％（20.8km）

100％（20.8km） ○ 

⼟砂災害防⽌施設整備箇所数 （2016年度まで） 
累計1,810箇所 

(2018 年度まで)
累計 1,849 箇所

累計 1,899 箇所 ○ 

⼭地災害危険地区の整備地区数 （2016年度まで） 
累計4,070地区 

（2018 年度まで）
累計 4,080 地区

累計 4,095 地区 ○ 

最⼤クラスの洪⽔・⾼潮による浸
⽔想定区域図作成数 

（2016年度） 
0河川・0沿岸 

（2018 年度） 
43 河川・0 沿岸

（現） 
46 河川・2 沿岸

（新） 
519 河川・2 沿岸

○ 

⼟砂災害警戒区域指定箇所数 （2016年度まで） 
累計14,330箇所 

(2018 年度まで)
累計 16,779 箇所

（2019 年度まで）
累計 18,581 箇所

○ 

⾵⽔害・⼟砂災害訓練実施市町数 
（2016年度） 

 風水害  19市町 
土砂災害 34市町 

（2018 年度） 
風水害  22 市町
土砂災害 34 市町

毎年度 
全市町 

● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

交 通 基 盤 部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経 済 産 業 部 

河 川 関 係 国 庫 補 助 事 業 費  
社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 ⾦ 事 業 費 （ 河 川 ）  
県 単 独 河 川 事 業 費  
災 害 等 予 防 保 全 緊 急 対 策 事 業 費 （ 河 川 ）  
緊 急 ⾃ 然 災 害 防 ⽌ 対 策 事 業 費 （ 河 川 ）  
社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 ⾦ 事 業 費 （ 海 岸 ）  
県 単 独 海 岸 事 業 費  
県 単 独 特 定 海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 費  
砂 防 関 係 国 庫 補 助 事 業 費  
社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 ⾦ 事 業 費 （ 砂 防 ）  
県 単 独 砂 防 事 業 費  
 
治 ⼭ 事 業 費  
農 ⼭ 漁 村 地 域 整 備 交 付 ⾦ 事 業 費 （ 森 林 ）  
県 単 独 治 ⼭ 事 業 費  
農 地 ・ 農 村 防 災 対 策 事 業 費  
                 な ど

  1,761 
 11,165 
  4,806 
  1,584 
  2,500 
  2,235 
   356 
    71 
  1,459 
  5,263 
  1,467 

  1,667 
  1,298 
   760 
  2,909 

 
 
 
 
 

再 掲  
再 掲  
再 掲  

 
 
 
 
 

再 掲  

合 計    57,753  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⼀定規模の降⾬により発⽣する洪⽔に対する浸⽔被害防⽌のため、河川の拡幅、堤防の補強、排
⽔施設等の⽼朽化対策等の施設整備を実施しています。特に、平成 30 年 7 ⽉の豪⾬災害におけ
る知⾒等を踏まえ、国の「防災・減災、国⼟強靱化のための３か年緊急対策」と連携し、緊急的
に必要な河川局地豪⾬対策や⼟砂災害対策、農業⽤ため池の補強対策を推進しています。（河川
海岸整備課、砂防課、農地計画課、農地整備課、農地保全課） 
 

 ■ 砂浜減少による波浪への防護効果の低下を防ぐため、海岸侵⾷が著しい海岸において養浜等の海
岸保全対策を実施しています。（河川海岸整備課） 
 

 
■ ⼟砂災害のおそれがある区域に暮らす住⺠の安全を確保するため、⼟砂災害防⽌施設の整備や、

治⼭ダム等の⼭地災害防⽌施設の整備を推進しています。（砂防課、森林保全課） 
 

 ■ ⽔防法で対象となる 46 河川の最⼤規模の降⾬を対象とした洪⽔浸⽔想定区域の⾒直しを残り 3
河川で実施しています。また、駿河湾沿岸において⾼潮災害の危険性の⾼い海岸の浸⽔想定区域
図を基礎検討結果に基づき検討しています。（河川企画課） 
 

 ■ ⼟砂災害のおそれがある区域に暮らす住⺠に対して、⼟砂災害の危険性を周知し、市町の警戒避
難体制の整備を⽀援するため、⼟砂災害警戒区域の指定を推進しています。（砂防課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「⾵⽔害・⼟砂災害訓練実施市町数（活動指標）」は、訓練の実施が輪番により参加市町が限定
されている地域局もあり、⽬標が達成できていないため、今後実施⽅法について⾒直しをする必
要があります。あわせて、激甚化、頻発化する⾵⽔害等に対応するため、国や市町、住⺠などと
の連携により、リスクの周知を図るとともに、避難体制の充実を図り、住⺠の主体的な避難⾏動
を促していく必要があります。（危機対策課、砂防課） 
 

 
■ 「河川整備計画に位置付けた主要箇所整備延⻑(活動指標)」については、計画的に河川の拡幅、

堤防の補強を実施し、過去の実績と同等の整備が順調に図られております。また、「最⼤クラス
の洪⽔・⾼潮による浸⽔想定区域図作成数(活動指標)」は、前倒しで取組を進めており、ハード
とソフトの組み合わせによる対策で、「⾵⽔害からの逃げ遅れによる死者数(成果指標)」0 ⼈の維
持に寄与しています。（河川企画課、河川海岸整備課） 
 

 
■ 砂防堰堤や擁壁⼯などの整備による「⼟砂災害防⽌施設整備箇所数(活動指標)」や「⼭地災害危

険地区の整備地区数(活動指標)」は、計画どおり進んでおります。また、「⼟砂災害警戒区域指定
箇所数（活動指標）」も順調に推移しており、「⼟砂災害からの逃げ遅れによる死者数（成果指標）」
0 ⼈の維持に寄与しています。（砂防課、森林保全課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ ⾵⽔害訓練については、各地域局において県内全市町の参加を前提とした訓練を企画した上で、

市町に参加を働きかけていきます。また、⼟砂災害訓練については、訓練の実施を依頼する際に、
市町に毎年実施とするよう働きかけていきます。あわせて、関係機関と連携し、住⺠に対し５段
階の警戒レベルを⽰した防災気象情報の周知やマイ・タイムラインの作成を促していきます。（危
機対策課、砂防課） 
 

 
■ 防災・減災対策の更なる強化のため、引き続き、国の「防災・減災、国⼟強靱化のための３か年

緊急対策」と連携し、緊急的に必要な河川局地豪⾬対策や⼟砂災害対策、農業⽤ため池の補強対
策を推進していきます。（河川海岸整備課、砂防課、農地計画課、農地整備課、農地保全課） 
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１－２  防 災・減 災対策 の強 化   
(3) 原⼦⼒発電所の安全対策 

 

  目  標  
   
■ 地 震 や ⾵⽔ 害 な ど の 発 ⽣ に 備 え 、 ハ ー ド ・ ソ フ ト 両 ⾯ か ら 災 害に 強 い 基 盤 と

体 制の 充実 を図 り、被 害を 最⼩ 限に 抑制し ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

浜岡原⼦⼒発電所の津波対策⼯事
等の点検実施回数 

（2016年度） 
15回 

（2018 年度） 
９回 

毎年度 12 回以上 ● 

原⼦⼒災害対策重点区域における
広域避難計画策定市町数 

（2016年度） 
1市 

（2018 年度） 
７市町 

（現） 
（2018 年度） 

対象全 11 市町
（新） 

対象全 11 市町

● 

原⼦⼒防災訓練実施回数 （2016年度） 
1回 

（2018 年度） 
１回 

毎年度 1 回以上 ○ 

防災・原⼦⼒学術会議（原⼦⼒分
科会）開催回数 

（2016年度） 
1回 

（2018 年度） 
１回 

毎年度 1 回以上 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

危 機 管 理 部  
 

 

原 発 防 災 対 策 事 業 費  
原 発 防 災 資 機 材 等 整 備 事 業 費  
環 境 放 射 能 対 策 事 業 費  
原 ⼦ ⼒ 発 電 広 報 対 策 事 業 費  
環 境 放 射 線 測 定 ⽤ 機 器 整 備 事 業 費  

な ど

238 
1,127 

89 
50 

450 
 

合 計     2,022  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 事業者による安全対策を現場で点検して確認するなど、浜岡原⼦⼒発電所の安全対策の徹底を事
業者に対して求めています。また、発電所の安全に係る重要な情報については報道機関公開の下
に事業者から説明を聴くとともに、環境放射線・放射能の監視の結果を定期的に評価、公表する
など、県⺠への積極的な情報公開を実施しています。（原⼦⼒安全対策課） 

  
 

■ 2016 年３⽉に策定した浜岡地域原⼦⼒災害広域避難計画（県避難計画）の実効性の向上を図る
とともに、原⼦⼒災害対策重点区域の全 11 市町による、より詳細な避難計画の策定に向け、市
町の策定作業を⽀援しています。また、原⼦⼒災害時の対応能⼒の向上や県避難計画の検証のた
め、原⼦⼒防災訓練を実施しています。（原⼦⼒安全対策課） 

  
 

■ 浜岡原⼦⼒発電所の安全性について議論する静岡県防災・原⼦⼒学術会議を公開で開催し、その
資料や議事録を県ホームページに掲載して、県⺠に向けた情報発信を実施しています。また、原
⼦⼒防災センターを中⼼に原⼦⼒発電所の安全対策等の情報を分かりやすく提供する原⼦⼒の
広報に取り組んでいます。（原⼦⼒安全対策課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「浜岡原⼦⼒発電所の津波対策⼯事等の点検実施回数(活動指標)」は、⼯事の進捗に影響を受け
て実施できなかった⽉があり、2018 年度は年９回に留まったため、今後計画的な点検の実施が
必要です。（原⼦⼒安全対策課） 

  
 

■ 「原⼦⼒災害対策重点区域における広域避難計画策定市町数(活動指標)」は、対象 11 市町のう
ち、避難先との調整が完了していない４市町が未策定となっているため、引き続き策定作業を進
めています。また、策定済みの県や市町の避難計画についても実効性の向上が求められています。
（原⼦⼒安全対策課） 

」  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 浜岡原⼦⼒発電所における現場点検を、⼯事の現場に加えて、発電所の安全管理の現場に対して

も積極的に⾏っていきます。（原⼦⼒安全対策課） 
  
 

■ 原⼦⼒災害対策重点区域 11 市町の県⺠約 94 万⼈が原⼦⼒災害の発⽣時に安全に避難できるよ
うにするため、県は避難元市町と共に避難先を訪問し協議に参加するなど、避難計画の早期策定
を⽬指す４市町への⽀援を引き続き実施するとともに、原⼦⼒防災訓練による検証結果等を踏ま
えて県避難計画の⾒直しや修正を随時実施していきます。また、本県が開発した、⾞両番号認識
処理装置と⾞両⽤ゲート型モニタを組み合わせた「⾞両検査⾃動化システム」の整備を進めると
ともに、要配慮者が屋内退避する施設の放射線防護対策を進めるなど、広域避難の実効性向上に
取り組みます。(原⼦⼒安全対策課) 
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１－２  防 災・減 災対策 の強 化   
(4) 国⺠保護・様々な危機への対応 

 

  目  標  
   

■ 武 ⼒ 攻 撃等 か ら 県 ⺠ の ⽣ 命 や 財 産 を 守 る 対 策 を 、 迅 速 か つ 的 確に 実 施 す る 体
制 を確 保し ます 。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

国⺠保護事案を想定した訓練実施
回数 

（2016年度） 
1回 

（2018 年度） 
1回 

毎年度 1 回以上 ○ 

国⺠保護の情報伝達定期訓練参加
率 

（20１８年度） 
100％ 

（2018 年度） 
100％ 

毎年度 100％ ○ 

新興感染症・再興感染症対応訓練
開催回数 

（2017年度） 
1回 

（2019 年度） 
3回 

毎年度 2 回 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  
 

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 対 策 事 業 費  
感 染 症 患 者 ⼊ 院 医 療 費 負 担 ⾦  
感 染 症 指 定 医 療 機 関 運 営 費 助 成  

 138 
 23 
 80 

 

合 計   241  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ラグビーワールドカップ 2019 及び東京 2020 オリンピック・パラリンピックの本県開催に向け、
国や関係市町、警察・消防・⾃衛隊、医療関係者、運営組織などと連携し、各種訓練等を実施し
ています。（危機政策課、危機対策課） 

  
 

■ 様々な危機事案の発⽣に備え、危機事案ごとの対応マニュアルを整備するとともに、危機事案が
発⽣した場合の円滑・的確な対応を図るため、庁内関係部局で構成する「危機管理連絡調整会議」
を開催しています。また、令和元年度は、新型インフルエンザ等対策訓練や新型インフルエンザ
等の新興感染症・再興感染症対応訓練を実施し、患者の搬送訓練や情報伝達訓練を実施しました。
（危機政策課、疾病対策課） 
 

Check（評価） 
 

■ 来年度、東京 2020 オリンピック・パラリンピックが開催されることから、安全・安⼼な⼤会運
営のため、懸念されるテロ等の危機事案に対して万全な危機管理体制を構築する必要がありま
す。（危機政策課、危機対策課） 

  
■ 突発的な⾃然災害、感染症、⾷中毒などの危機事案が発⽣した際、速やかに危機管理連絡調整会

議を開催し、危機事案ごとの対応マニュアルに基づく対策を決定、実施できるよう、危機事案ご
との対応マニュアルを、適宜、⾒直していく必要があります。（危機政策課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 東京 2020 オリンピック・パラリンピックを成功裏に収めるため、国や関係市町、警察・消防・

⾃衛隊、医療関係者、運営組織などとの連携を更に密にし、国等が策定する警備計画等の情報共
有を図るとともに、各種危機事案に対応した訓練を重ねて実施するなど、安全・安⼼な⼤会運営
に向け、万全を期していきます。（危機政策課、危機対策課） 

  
■ 様々な危機事案に迅速に対応するため、全庁体制による情報共有と調整を図る危機管理連絡調整

会議を適時的確に開催するとともに、最新の知⾒に基づいた危機事案ごとの対応マニュアル等を
適宜、⾒直します。（危機政策課） 

 
■ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催時は、感染症サーベイランスを強化し隣県の発⽣

状況も含めて⽇報として関係者に周知するとともに、輸⼊感染症に関して専⾨医に相談できる体
制を医療圏ごとに保健所が中⼼となって整備します。（疾病対策課） 

  
 

■ 新型コロナウイルス感染症の県⺠への感染拡⼤を防ぎ、健康被害や⽣活への影響を最⼩限に抑え
るため、感染予防の徹底の呼び掛け、検査体制の強化、医療提供体制の確保、適時・適切な情報
の提供など、感染症対策に取り組みます。（疾病対策課） 
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１－３  安全な⽣活と交通の確保  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  安全な ⽣活 と交 通の確 保   
 （ １） 防犯 まち づくり の推 進  

（ ２） 犯罪 対策  

（ ３） 交通 事故 防⽌対 策  

（ ４） 安全 な消 費⽣活 の推 進  

施策

 （ ５） 健康 危機 対策  
 

  目  標   
   
■ 県 ⺠ の 安全 ・ 安 ⼼ な ⽣ 活 を 守 る た め 、 様 々 な 犯 罪 や 交 通 事 故 、消 費 者 被 害 、

健 康被 害を 防⽌ 、減少 させ ます 。  
  

 

  成 果 指 標  
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

刑 法 犯 認 知 件 数  （2016 年 ） 
22,097 件  

（2018 年 ） 
19,659 件  

20,000 件  
以 下  

⽬ 標 値
以 上  

交 通 ⼈ ⾝ 事 故 の 年 間 発 ⽣ 件 数  （2016 年 ） 
31,518 件  

（2018 年 ） 
28,402 件  

30,000 件  
以 下  

⽬ 標 値
以 上  

交 通 事 故 の 年 間 死 者 数  （2016 年 ） 
137 人  

（2018 年 ） 
104 人  

100 人 以 下  Ａ  

消 費 ⽣ 活 相 談 に お け る 被 害 額  （2016 年 度 ）
474 千 円  

（2018 年 度 ）
783 千 円  

380 千円  
以 下  

基 準 値
以 下  

⼈ ⼝ 10 万 ⼈ 当 た り の ⾷ 品 を 原
因 と す る 健 康 被 害 者 数  

（2016 年 度 ）
34.5 人  

（2018 年 度 ）
29.6 人  

毎 年 度  
10 人以 下  

Ｃ  

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 防犯 まちづくり の推 進  ３  ２  ０  ５  

（ ２） 犯罪 対策  3 ２  ０  5 

（ ３） 交通 事故防⽌対 策  ２  １  ０  ３  

（ ４） 安全 な消費⽣活 の推 進  １  4 ０  5 

（ ５） 健康 危機対策  ２  ２  1 5 

合 計 11 11 １  23
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  主 な 取 組  
 

   
■ 学 校 や 地域 住 ⺠ と の 協 働 に よ る ⾃ 主 防 犯 活 動 の 促 進 に 取 り 組 むと と も に 、 性

暴 ⼒ 被 害者 の ⽀ 援 を ワ ン ス ト ッ プ で ⾏ う 静 岡 県 性 暴 ⼒ 被 害 者 ⽀援 セ ン タ ー を
運 営し 、被 害者 の⼼⾝ の健 康回 復へ 向けた ⽀援 を⾏ って います。  
重 要 犯 罪発 ⽣ 時 に ⼤ 量 の 捜 査 員 を 動 員 し て 迅 速 ・ 的 確 な 初 動 捜査 を ⾏ い 、 犯
⼈ の 早 期検 挙 や 客 観 証 拠 の 収 集 な ど に 取 り 組 ん で い る ほ か 、 あら ゆ る 脅 威 か
ら 県 ⺠ を守 る た め の 組 織 体 制 の 整 備 や ⼥ 性 警 察 官 の 活 躍 に 向 けた 各 種 制 度 の
拡 充、 情報 シス テムの ⾼度 化な どを 推進し てい ます 。  
⾼ 齢 者 の交 通 事 故 を 防 ⽌ す る た め 、 参 加 ・ 体 験 ・ 実 践 型 の 交 通安 全 教 育 を 実
施 す る とと も に 、 ⾃ 転 ⾞ が 関 係 す る 事 故 を 防 ⽌ す る た め 、 中 ⾼⽣ 、 外 国 ⼈ 等
に 対す る⾃ 転⾞ ルール ・マ ナー の周 知を⾏ って いま す。  
そ の 他 、消 費 者 教 育 の 充 実 や 、 消 費 ⽣ 活 相 談 窓 ⼝ の 機 能 向 上 、⾷ 中 毒 防 ⽌ 対
策 の強 化等 に取 り組ん でい ます 。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 県 ⺠ 、 ⾏政 、 警 察 が ⼀ 体 と な り 、 官 ⺠ 協 働 に よ る 犯 罪 の 発 ⽣ しに く い 社 会 づ

く り を 推進 し た 結 果 、「 刑 法 犯 認 知 件 数 （ 成 果 指 標 ）」 は 着 実 に減 少 し て い ま
す が 、 振り 込 め 詐 欺 や Ｄ Ｖ 被 害 、 ⼦ ど も の 安 全 確 保 対 策 等 に 重点 的 に 取 り 組
ん でい く必 要が ありま す。  
関 係機 関と 連携 した交 通安 全運 動や 各施策 によ り、「 交通 ⼈⾝事故の 年間 発⽣
件 数 （ 成果 指 標 ）」、「 交 通 事 故 の 年 間 死 者 数 （ 成 果 指 標 ）」 は 減少 し て い ま す
が 、 交 通事 故 死 者 数 の 過 半 数 を ⾼ 齢 者 が 占 め る 状 況 に あ る こ とか ら 、 ⾼ 齢 者
に 対す る交 通安 全教育 を着 実に ⾏っ ていく こと が重 要で す。  
消 費 者 ⾃ら が 被 害 に 遭 わ な い た め の 消 費 者 教 育 を 推 進 し て い ます が 、 悪 質 な
事 業 者 によ る ⼿ ⼝ の 巧 妙 化 や 、 特 定 の 事 業 者 に よ る 利 殖 商 法 の⾼ 齢 者 の 被 害
に よ り 、「消 費 者 ⽣ 活 相 談 に お け る 被 害 額 （ 成 果 指 標 ）」 は 基 準値 を 下 回 っ て
お り 、 悪質 商 法 の 注 意 喚 起 、 被 害 情 報 の 早 期 把 握 に よ る 事 業 者指 導 な ど を 強
化 する 必要 があ ります 。  
⾷ 品衛 ⽣に 係る 監視指 導や 抜き 取り 検査を 計画 的に 実施 しましたが 、患 者数
が 100 ⼈を 超え る⼤規 模⾷ 中毒 事案 が発⽣ した こと など により、「 ⼈⼝ 10
万 ⼈ 当 た り の ⾷ 品 を 原 因 と す る 健 康 被 害 者 数 （ 成 果 指 標 ）」 は ⽬ 標 を 下 回 っ
て おり 、ホ テル・旅 館等 の⼤ 量調 理施 設など にお ける 衛⽣ 管理の徹底 が必 要
で す。  

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 社 会 的 関⼼ の ⾼ い 、 ⼈ の ⽣ 命 ・ ⾝ 体 を 脅 か す 事 案 へ の 迅 速 ・ 的確 な 対 応 や 、

特 殊 詐 欺被 害 を 防 ⽌ す る 迷 惑 ・ 悪 質 電 話 防 ⽌ 装 置 の 普 及 に 向 けた 「 し ず お か
関 所 作 戦」 を 推 進 し 、 関 係 機 関 と 連 携 し た 活 動 を ⼀ 層 強 化 し ます 。 さ ら に 、
⼦ ど も の安 全 確 保 対 策 を 強 化 す る た め 、 ⼦ ど も が ⾃ ら ⾝ を 守 る能 ⼒ を 育 成 す
る 「 ⼦ ども の 体 験 型 防 犯 講 座 」 等 を 市 町 が 主 体 的 に 開 催 で き る体 制 づ く り を
進 め る とと も に 、 通 学 路 に お け る 犯 罪 抑 ⽌ 効 果 を ⾼ め る な ど 、登 下 校 時 に お
け る防 犯対 策の 充実を 図り ます 。  
⾼ 齢 者 事故 防 ⽌ 対 策 を ⼀ 層 推 進 す る た め 、 安 全 運 転 サ ポ ー ト ⾞の ⾃ 動 ブ レ ー
キ 等 の 先進 安 全 技 術 を 体 感 し た り 、 交 通 安 全 教 育 機 器 等 を 活 ⽤し て ⾝ 体 機 能
の 変 化 によ り 安 全 ⾏ 動 に 及 ぼ す 影 響 を 理 解 さ せ る と い っ た 、 参加 ・ 体 験 ・ 実

33



 

践 型の 交通 安全 教育の 推進 に取 り組 みます 。  
そ の 他 、⾼ 齢 者 の 消 費 者 被 害 を 未 然 に 防 ぐ た め 、 市 町 の 福 祉 ネッ ト ワ ー ク を
活 ⽤ す るこ と な ど に よ り 、 ⾃ ら を 守 る こ と が 困 難 な ⾼ 齢 者 に 対す る ⼀ 層 の 啓
発 を進 めて いき ます。  
ホ テ ル ・旅 館 等 の ⼤ 量 調 理 施 設 等 に 対 し 、 ⾷ 中 毒 の 原 因 及 び 発⽣ 動 向 を 踏 ま
え 、 特 に発 ⽣ 件 数 、 患 者 数 の 多 い ノ ロ ウ ィ ル ス ⾷ 中 毒 に 重 点 をお い た 改 善 指
導 を実 施し ます 。  
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１－３  安 全な⽣ 活と交 通の 確保   
(1) 防犯まちづくりの推進 

 

  目  標  
   
■ 県 ⺠ の 安全 ・ 安 ⼼ な ⽣ 活 を 守 る た め 、 様 々 な 犯 罪 や 交 通 事 故 、消 費 者 被 害 、

健 康被 害を 防⽌ 、減少 させ ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

防犯まちづくり講座受講者数 （2016年度） 
142人 

（2018 年度） 
199 人 

（現） 
180 人 
（新） 

毎年度 180 人 

◎ 

防犯まちづくりニュース発⾏回数 （2016年度） 
12回 

（2018 年度） 
12 回 

（現） 
毎年度 12 回 

（新） 
毎年度 24 回 

○ 

エスピーくん安⼼メール等を活⽤
した防犯情報発信回数 

（2016年） 
3,485回 

（2018 年） 
4,036 回 

毎年 3,300 回以上 ◎ 

学校・警察・地域住⺠等の協働に
よる街頭補導活動回数 

（2016年） 
405回 

（2018 年） 
427 回 

毎年 380 回以上 ○ 

犯罪被害者⽀援啓発講演会等開催
回数 

（2016年度） 
1回 

（2018 年度） 
5 回 

毎年度 3 回 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予算 備 考  

くらし・環境部 
 
 
 

警 察 本 部  

防 犯 ま ち づ く り 推 進 事 業 費  
性 犯 罪 等 被 害 者 ワ ン ス ト ッ プ ⽀ 援 セ ン タ ー
運 営 事 業 費  
 
警 察 相 談 業 務 推 進 事 業 費  
⾃ 主 防 犯 活 動 振 興 費 助 成  
少 年 ⽴ 直 り ⽀ 援 推 進 事 業 費  
ス ト ー カ ー ・ Ｄ Ｖ 緊 急 対 策 事 業 費  
防 犯 活 動 ア ド バ イ ザ ー 活 動 事 業 費  
警 察 安 全 相 談 員 設 置 事 業 費  
地 域 警 察 運 営 事 業 費  
地 域 警 察 充 実 強 化 事 業  
交 番 相 談 員 設 置 事 業 費  
ス ク ー ル サ ポ ー タ ー 活 動 事 業 費  
犯 罪 被 害 者 ⽀ 援 推 進 事 業 費  
⼦ 供 安 全 情 報 提 供 推 進 事 業 費  

な ど

 ９
22

２
６
２
２
９
94
16
79

529
80
９
２

 

合 計  962  
 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 地域の⾃主的防犯活動を担うリーダーが第⼀線の研究者から防犯に関する実践的かつ最新の知
識・技能を学ぶ講座や、従業員への防犯に関する指導等を⾏う、事業者の防犯責任者を対象に専
⾨セミナーを開催しています。(くらし交通安全課) 
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■ 「⼦どもの体験型防犯講座」を県内の⼩学校で開催し、⼦どもが⾃らの⾝を守る能⼒の向上を図

っています。 (くらし交通安全課) 
エスピーくん安⼼メールをはじめとする各種ツールや、⾃主防犯ボランティア活動の活性化のた
めの「ながらパトロール」及び防犯 CSR 活動による街頭防犯カメラの設置の促進を通じて、市
町や事業者などとの防犯ネットワークの整備・拡充による情報共有などに取り組んでいます。（⽣
活安全企画課、⼈⾝安全対策課） 
ストーカー、配偶者暴⼒などの犯罪に対し、迅速・的確な検挙・⾏政命令等の対策や、静岡県弁
護⼠会と連携した DV 被害者の安全確保対策を推進しています。（⼈⾝安全対策課） 
迷惑・悪質電話防⽌装置の普及促進を図る「しずおか関所作戦」をはじめとする特殊詐欺被害防
⽌対策を推進しています。（⽣活安全企画課） 
⾝近な地域の犯罪や交通事故の発⽣状況に即した効果的なパトロールを推進するとともに、110
番通報などに対する迅速・的確な対応により、県⺠の安全・安⼼の確保に取り組んでいます。（地
域課） 

  
 

■ 学校や地域住⺠などと連携した街頭補導活動や、関係機関との情報共有によるいじめや性犯罪な
どの被害児童の早期発⾒・保護のほか、少年の⾮⾏を防⽌するため、⾮⾏集団等対策「静岡
JUST-FIT 作戦」を推進しています。（少年課） 

  
 

■ 被害者の⼼⾝の健康の回復を図るため、性犯罪・性暴⼒被害者の気持ちに寄り添いながら相談、
⾝体的ケア、⼼理的ケアなどの⽀援をワンストップで⾏う静岡県性暴⼒被害者⽀援センター
SORA を運営し、被害者の⼼⾝の健康回復へ向けた⽀援の拡充を図っています。（くらし交通安
全課） 
静岡県犯罪被害者⽀援連絡協議会のもと、関係機関が連携して犯罪被害者が必要とする⽀援を実
施しています。（警察相談課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「エスピーくん安⼼メール等を活⽤した防犯情報発信回数（活動指標）」の増加を図ったほか、
管内情勢の分析に基づく街頭活動や、防犯意識の醸成を図る情報発信活動等を継続的に推進した
ことにより、⾃転⾞盗、オートバイ盗、⾞上ねらいなどの「⾝近な犯罪（11 罪種）の認知件数
（参考指標）」が減少しており、「刑法犯認知件数（成果指標）」も⽬標値を達成しています。た
だし、振り込め詐欺をはじめとする「特殊詐欺認知件数（参考指標）」は増加傾向、静岡県弁護
⼠会と連携した DV 被害者の安全確保対策を推進していますが、依然として社会的関⼼の⾼まり
から「⼈⾝安全関連事案の認知件数（参考指標）」は横ばい傾向にあるため、関係機関と連携し
た対策を強化する必要があります。（⽣活安全企画課、⼈⾝安全対策課、地域課、くらし交通安
全課） 

  
 参考指標 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 推移

⾝近な犯罪（11 罪
種）の認知件数 12,922 件 11,569 件 11,134 件 10,347 件 9,072 件   

特殊詐欺認知件数 215 件 315 件 332 件 398 件 423 件   

⼈⾝安全関連事案の
認知件数 1,626 件 1,792 件 1,915 件 1,839 件 1,864 件 → 

 
  
 

■ 川崎市の児童等殺傷事件や⼤津市の保育園児死傷事故を受けて、⼦どもの安全確保対策を強化す
る必要があります。(くらし交通安全課) 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 社会的関⼼の⾼い、⼈の⽣命・⾝体の安全を脅かす事案への迅速・的確な対応や、特殊詐欺被害

を抑⽌する迷惑・悪質電話防⽌装置の普及に向けた「しずおか関所作戦」を推進し、関係機関と
連携した活動を強化します。（⽣活安全企画課、⼈⾝安全対策課） 

  
 

■ ⼦どもの安全確保対策を強化するため、「地域の安全は地域で守る」という理念の下で、防犯教
室を⾏う県警や⺠間企業等の実施主体と連携して、⼦どもが⾃ら⾝を守る能⼒を育成する「⼦ど
もの体験型防犯講座」等を市町が主体的に開催できる体制づくりを進める と と も に 、 通 学 路
に お け る 犯 罪 抑 ⽌ 効 果 を ⾼ め る な ど 、登 下 校 時 に お け る 防 犯 対 策 の 充 実 を 図 り ま
す (くらし交通安全課) 
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１－３  安 全な⽣ 活と交 通の 確保   
(2) 犯罪対策 

 

  目  標  
   
■ 県 ⺠ の 安全 ・ 安 ⼼ な ⽣ 活 を 守 る た め 、 様 々 な 犯 罪 や 交 通 事 故 、消 費 者 被 害 、

健 康被 害を 防⽌ 、減少 させ ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

重要犯罪検挙率 （2016年） 
70.3％ 

（2018 年） 
80.3％ 

毎年 70％以上 ○ 

暴⼒団構成員（組員以上）検挙⼈
数 

（2016年） 
127人 

（2018 年） 
119 人 

毎年 130 人以上 ○ 

（現）警察署版テロ対策ネットワ
ーク設⽴数 

（2017年） 
3 警察署 

（2018 年） 
27 警察署 

全 27 警察署での
設立 

◎ 

（新）テロ対策ネットワークの総
会開催数 － 

（2019 年） 
１回 

（本部・署） 

年１回以上 
（本部・署） 

◎ 

⼥性警察官の割合 （2016年度） 
9.17％ 

（2018 年度） 
9.9％ 

10％ ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

警 察 本 部  刑 事 警 察 運 営 事 業 費  
⽣ 活 安 全 警 察 活 動 事 業 費  
警 察 活 動 管 理 事 業 費  
司 法 制 度 改 ⾰ 対 応 事 業 費  
来 ⽇ 外 国 ⼈ 犯 罪 対 策 事 業 費  
警 戒 警 備 対 策 事 業 費  
湖 ⻄ 警 察 署 庁 舎 等 建 設 事 業 費  
⼤ 仁 警 察 署 庁 舎 等 建 設 事 業 費  
交 番 ・ 駐 在 所 建 設 事 業 費  
情 報 シ ス テ ム ⾼ 度 化 推 進 事 業 費  

な ど

85 
17 

148 
8 

29 
     3 

100 
54 

529 
45 

 

合 計    2,308  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 重要犯罪発⽣時に⼤量の捜査員を動員して迅速・的確な初動捜査を⾏い、犯⼈の早期検挙や客観
証拠の収集などに取り組んでいます。（捜査第⼀課、鑑識課、科学捜査研究所） 
「だまされた振り作戦」による受け取り型特殊詐欺犯の現場検挙、不正な⼝座や携帯電話などに
対する犯⾏ツール対策を進めています。（捜査第⼆課） 
侵⼊窃盗やひったくりなどの重要窃盗事件に対し、綿密な分析や合同・共同捜査の推進による早
期検挙に取り組んでいます。（捜査第三課） 
⾼齢者を狙った悪質商法などの⽣活経済事犯や不法投棄などの環境事犯に対し、関係機関と連携
した活動により、事件の早期検挙に取り組んでいます。（⽣活保安課） 
サイバーパトロールの強化による取締りや違法・有害情報の削除要請、警察官のサイバー犯罪捜
査能⼒の向上などに取り組んでいます。（サイバー犯罪対策課） 

  
 

■ 組織犯罪の実態解明に向けた情報収集や組織の弱体化に向けた犯罪収益の没収、資⾦源の遮断な
どの対策を推進しています。（組織犯罪対策課） 
各種法令を適⽤した暴⼒団員の検挙活動や⾏政命令の発出による暴⼒団の取締りを推進してい
ます。（捜査第四課） 
税関・海上保安庁などの関係機関と連携した捜査活動や薬物密輸密売組織の壊滅に向けた検挙活
動を推進しています。（薬物銃器対策課） 
偽装結婚事件や地下銀⾏事件などの外国⼈による犯罪インフラ事犯の検挙活動に取り組んでい
ます。（国際捜査課） 

  
 

■ テロに的確に対応するため、テロ対策ネットワーク静岡及び警察署版テロ対策ネットワークを通
じてテロに関する情報を発信し、共有を図り、合同訓練などを⾏っています。（公安課、警備課、
オリンピック・パラリンピック対策課、外事課） 
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技⼤会等を踏まえ、テロに関する的確な情報収集・
分析を⾏い、テロのターゲットとなり得る施設に対する警戒警備を強化するとともに、広報啓発
活動や合同訓練の実施など、関連機関との連携による各種テロ対策を推進しています。（オリン
ピック・パラリンピック対策課） 

  
 

■ あらゆる脅威から県⺠を守るための組織体制の整備や⼥性警察官の活躍に向けた各種制度の拡
充、情報システムの⾼度化などを推進しています。（警務課） 
事件現場を想定した実戦的な訓練や技能向上に資する術科⼤会の開催などにより、警察官の実務
能⼒の向上に取り組んでいます。（教養課） 
警察署再編整備計画に基づき浜松⻄警察署を新設したほか、警察活動の基盤強化に向けた湖⻄警
察署や⼤仁警察署の建替えなどに取り組んでいます。（施設課） 
各種教養と競技会の開催による現場鑑識技能の向上や、各種研修への参加や研究を通じて鑑定技
法の向上に取り組んでいます。（鑑識課、科学捜査研究所） 
 

Check（評価） 
 

■ 暴⼒団が組織実態の潜在化を進めているなか、幹部の検挙を⽬指した突き上げ捜査が⻑期化して
いるため、「暴⼒団構成員（構成員）の検挙⼈数（活動指標）」は⽬標値を下回りました。⼀⽅、
暴⼒団を始めとする組織犯罪の実態解明を推進し、事件検挙と連動した総合的な排除対策の展開
により「暴⼒団構成員数（参考指標）」は減少傾向にあります。（捜査第四課、組織犯罪対策課）

  
 参考指標 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 推移

暴⼒団構成員数 約 800 ⼈ 約 790 ⼈ 約 700 ⼈ 約 625 ⼈ 約 545 ⼈   
 

  
 

■ 重要窃盗犯の検挙活動を進めた結果、「重要窃盗犯の検挙件数（参考指標）」は前年並みとなりま
した。（捜査第三課） 
特殊詐欺の受け⼦の現場検挙や中枢被疑者の突き上げ捜査を推進したことにより「特殊詐欺の検
挙件数（参考指標）」は増加傾向にあります。（捜査第⼆課） 
初動捜査の徹底による被疑者の早期検挙などにより「重要犯罪の検挙件数（参考指標）」が 2018
年は増加したことにより、「重要犯罪検挙率（活動指標）」が⽬標値を⼤きく上回り、「刑法犯認
知件数（成果指標）」は減少傾向にあります。（捜査第⼀課） 
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参考指標 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 推移

重要窃盗犯の検挙
件数 1,093 件 1,301 件 1,004 件 957 件 952 件 → 

特殊詐欺の検挙件
数 47 件 86 件 131 件 94 件 136 件   

重要犯罪の検挙件
数 235 件 201 件 206 件 198 件 233 件   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 暴⼒団組織の弱体化・壊滅に向けて関係機関と連携を取り、⼀層の取締りを強化するとともに、
暴⼒団排除条例を積極的に適⽤して、社会全体からの暴⼒団排除を更に推進します。（組織犯罪
対策課、捜査第四課） 
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１－３  安 全な⽣ 活と交 通の 確保   
(3) 交通事故防⽌対策 

 

  目  標  
   
■ 県 ⺠ の 安全 ・ 安 ⼼ な ⽣ 活 を 守 る た め 、 様 々 な 犯 罪 や 交 通 事 故 、消 費 者 被 害 、

健 康被 害を 防⽌ 、減少 させ ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

⾼齢者対象の参加体験型交通安全
講習会開催回数 

（2016年度） 
15回 

（2018 年度） 
19 回 

毎年度 18 回 ○ 

交通事故犠牲者のパネル展⽰会等
開催回数 － 

（2018 年度） 
12 回 

(現) 
毎年度 10 回 

（新） 
毎年度 12 回 

◎ 

飲酒運転防⽌に関する講習受講者
数 

（2016年） 
96,579人 

（2018 年）
129,015 人 

毎年 100,000 人 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

くらし・環境部
 
 
 

警 察 本 部  

交 通 安 全 対 策 推 進 事 業 費  
交 通 安 全 県 ⺠ 運 動 事 業 費  
外 国 ⼈ サ イ ク リ ス ト ⾃ 転 ⾞ 安 全 利 ⽤ 促 進 事 業 費  
 
交 通 安 全 企 画 事 業 費  
静 岡 県 交 通 安 全 指 導 員 設 置 費 助 成  
交 通 安 全 対 策 器 材 充 実 事 業 費  
特 定 交 通 安 全 施 設 等 整 備 事 業 費  
交 通 安 全 施 設 等 整 備 事 業 費 （ 県 独 ⾃ ）  
交 通 安 全 施 設 等 整 備 事 業 費 （ オ リ パ ラ ）
交 通 安 全 対 策 事 業 費  
交 通 指 導 取 締 活 動 事 業 費  
交 通 事 件 捜 査 対 策 事 業 費  
⽩ バ イ の 多 ⾓ 的 運 ⽤ 事 業 費  
⾼ 齢 者 運 転 等 ⽀ 援 員 設 置 事 業 費  
                な ど  

17
20

3

8
407
105
747

3,126
417

5
34

3
4
4

 

合 計    4,894  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⾼齢者の交通事故を防⽌するため、ＣＧ動画を活⽤した危険予測トレーニングを実施していま
す。今年度は、⾃動⾞運転時に加え、⾃転⾞利⽤時の危険予測能⼒を確認する⾃転⾞シミュレー
タ体験を実施しています。（くらし交通安全課） 
⾼齢者を中⼼に損害保険会社等と連携し、安全運転サポート⾞の⾃動ブレーキ等の先進安全技術
を体感する参加・体験・実践型の交通安全教育を⾏っているほか、関係機関と連携・協働した⾼
齢者宅への個別訪問指導に取り組んでいます。（交通企画課） 
信号の LED 化や道路標識の⾼輝度化など、誰もが⾒やすい交通安全施設の整備に取り組み、⽣活
道路における歩⾏者の安全確保に向けたゾーン３０の整備を推進しています。（交通規制課） 
電話相談専⽤ダイヤル「⾼齢運転者⽀援ホットライン」や⾼齢運転者等に対する運転適性相談に
おいて、段階的な運転⾃粛の呼び掛けや運転免許証の⾃主返納制度の周知に取り組んでいます。
（運転免許課） 

  
 

■ 中学⽣、⾼校⽣⽤の⾃転⾞マナー向上のための副読本を作成・配付し、各学校において⾃転⾞利
⽤者の義務、罰則などの内容について教育を実施しています。今年度は、４⽉施⾏の「静岡県⾃
転⾞の安全で適正な利⽤の促進に関する条例」に定められた⾃転⾞損害賠償責任保険等への加⼊
を⼀層促進するとともに、東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催を契機に増加が⾒込ま
れる外国⼈サイクリストに対して、⾃転⾞利⽤時のルール・マナーの周知を⾏います（くらし交
通安全課） 
⼩・中学⽣、⾼校⽣を重点に参加・体験・実践型の⾃転⾞の交通安全教育を実施するとともに、
⾃転⾞指導強化の⽇を活⽤した街頭指導や広報啓発活動を⾏っています。（交通企画課） 
道路管理者と連携して⾃転⾞専⽤通⾏帯の整備を進め、歩⾏者と⾃転⾞の安全・快適な通⾏環境
の確保をはじめとした交通安全施設の整備に取り組んでいます。（交通規制課） 

  
 

■ 静岡県と地⽅創⽣に係る包括協定を締結している企業と連携して飲酒運転根絶ポスターを作成
し、飲⾷店等に配布するとともに、各種講習の機会を通して、飲酒運転の危険性や飲酒運転事故
の悲惨さを周知するなど、飲酒運転を根絶するための機運の醸成に取り組んでいます。（交通企
画課） 
厳正かつ迅速な⾏政処分の執⾏や被処分者への視察・取締りなど、⾏政処分の実効性確保に向け
た取組を推進しています。（交通指導課・運転者教育課） 
 

Check（評価） 
 

■ 2018 年は、⾼齢者の交通事故防⽌対策を最重要課題として取り組んだ結果、「交通⼈⾝事故の年
間発⽣件数（成果指標）」は⽬標値を達成し、「交通事故の年間死者数（成果指標）」についても、
⽬標値の達成に向け、前年と⽐べ⼤幅に減少しています。 
⾼齢者事故抑⽌に向けた取組として、⾼齢者が運転免許証を⾃主返納しやすい環境を整備したこ
とにより「⾼齢者の運転免許証の⾃主返納数（参考指標）」は増加傾向にありますが、⾼齢者⼈
⼝は増加しており、「⾼齢者事故件数（参考指標）」は⾼⽌まりで推移しています。（交通企画課、
交通指導課、運転免許課、運転者教育課） 

参考指標 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 推移
⾼齢者の運転免許
証の⾃主返納数 9,011 件 11,118 件 12,896 件 15,516 件 15,229 件   

⾼齢者事故件数 10,106 件 10,364 件 10,259 件 10,113 件 9,655 件   
 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ ⾃転⾞を利⽤する機会の多い中学⽣・⾼校⽣に対し、⾃転⾞ルール・マナーについての教育を実

施するとともに、⾼齢者、外国⼈に対しても⾃転⾞の安全利⽤について啓発を⾏います。（くら
し交通安全課） 

  
 

■ ⾼齢者の交通事故防⽌対策を⼀層推進するため、安全運転サポート⾞の⾃動ブレーキ等の先進安
全技術を体感したり、交通安全教育機器等を活⽤して⾝体機能の変化により安全⾏動に及ぼす影
響を理解させるといった、参加・体験・実践型の交通安全教育の推進に取り組みます。（交通安
全企画課） 
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１－３  安 全な⽣ 活と交 通の 確保   
(4) 安全な消費⽣活の推進 

 

  目  標  
   
■ 県 ⺠ の 安全 ・ 安 ⼼ な ⽣ 活 を 守 る た め 、 様 々 な 犯 罪 や 交 通 事 故 、消 費 者 被 害 、

健 康被 害を 防⽌ 、減少 させ ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

消費者教育出前講座実施回数 （2016年度） 
105回 

（2018 年度） 
115 回 

毎年度 120 回 ○ 

表⽰適正化調査件数 （2016年度） 
269件 

（2018 年度） 
270 件 

毎年度 270 件 ○ 

⾷品衛⽣監視率 （2016年度） 
100％ 

（2018 年度） 
100％ 

毎年度 100％ ○ 

ＨＡＣＣＰ導⼊を⽀援した⾷品関
連施設数 

（2016年度） 
356施設 

（2018 年度） 
651 施設 

毎年度 
400 施設以上 

◎ 

消費⽣活相談員のスキルアップ研
修開催回数 

（2016年度） 
13回 

（2018 年度） 
14 回 

毎年度 15 回 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算 備 考  

くらし・環境部 
 
 
 
 
 
 
健 康 福 祉 部  

消 費 者 ⾏ 政 総 合 推 進 事 業 費  
消 費 者 ⾏ 政 強 化 促 進 事 業 費  
消 費 者 ⾏ 政 重 点 強 化 事 業 費  
戦 略 的 エ シ カ ル 消 費 推 進 事 業 費  
賀 茂 広 域 消 費 ⽣ 活 セ ン タ ー 運 営 事 業 費  

な ど
 
⾷ の 安 全 ・ 安 ⼼ 向 上 事 業 費  
⾷ 中 毒 等 防 ⽌ 対 策 事 業 費  
は じ め よ う ホ ッ プ・ス テ ッ プ・HACCP 事 業 費

な ど

81 
104 

2 
2 
9 

36 
19 

7 

 

合 計  320  
 

 

 

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⾃ら学び⾃⽴し⾏動する消費者の育成のため、学校、地域、職域等の場の特性に応じた出前講座
を実施しています。 
今年度は、⼈や社会、環境への影響を考えて商品やサービスを選択するエシカル消費の普及を図
るため、ホームページによる情報発信、⼩売店と連携した認証ラベルの普及キャンペーン、消費
者庁との共催によるシンポジウムを実施します。（県⺠⽣活課） 

  
 

■ 商品・サービスの安全の確保を図るため、⾷品表⽰に係る関係部局が連携し、監視・指導や商品
テストを⾏っています。（県⺠⽣活課） 
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■ ⾷品を原因とする健康被害の発⽣を防⽌するため、⾷品衛⽣に係る監視指導、抜取り検査の検査

結果に基づく改善指導を実施するとともに、⾷品製造施設への HACCP 導⼊と⾃主管理体制の強
化を推進しています。 
今年度は、⾷品衛⽣法の改正に伴う HACCP に沿った衛⽣管理の制度化を⾒据え、飲⾷店を対象
にした新制度の周知と HACCP 基礎知識の普及を⽬的とした説明会の開催や、⼩規模⾷品製造業
等を対象に、業界団体が作成した⼿引書を活⽤した HACCP 導⼊⽀援を⾏っています。（衛⽣課）

  
 

■ 消費者被害の防⽌と救済を図るため、消費⽣活相談員のスキルアップ研修を実施し、消費⽣活相
談窓⼝の機能向上に取り組むとともに、市町・警察等と連携して早期に被害情報を把握し、適時
に事業者指導を⾏っています。 
今年度は、⾼齢者の被害防⽌のため、市町の⾒守りネットワークを活⽤した⾼齢者に対する⾒守
り・声かけ体制の構築をモデル的に実施しています。（県⺠⽣活課） 
 

Check（評価） 
 

■ 出前講座の開催による消費者教育や、スキルアップ研修の開催による消費⽣活相談窓⼝の体制強
化に取り組んでいますが、悪質な事業者による⼿⼝が巧妙化していることや、特定の事業者によ
る利殖商法の⾼齢者の被害などにより、「消費⽣活相談における被害額（成果指標）」は基準値を
下回っています。（県⺠⽣活課） 

  
 

■ 「⾷品衛⽣管理監視率（活動指標）」は順調に推移していますが、患者数が 100 ⼈を超える⼤規
模⾷中毒事案が発⽣したことなどにより、「⼈⼝ 10 万⼈当たりの⾷品を原因とする健康被害者数
（成果指標）」は 29.6 ⼈となっており、より⼀層の推進が必要です。（衛⽣課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

患者数 100 ⼈以上
の⾷中毒件数 
＊（ ）内はノロウイル
スによるものを再掲 

2 件 
（１件）

3 件 
（3 件） 

2 件 
（1 件） 

0 件 
（0 件） 

2 件 
（１件） → 

   
 

■ ⾷品衛⽣法の改正に伴い、2021 年までに、原則全ての⾷品等事業者が、ＨＡＣＣＰに沿った衛
⽣管理の実施を求められることから、新制度の施⾏を⾒据えた事業者への周知と導⼊の推進が必
要です。（衛⽣課） 

  
 

■ メールによる架空請求や儲かるとうたう情報商材、未成年者によるオンラインゲームの課⾦トラ
ブルなど、インターネット関連の被害が若者を中⼼に広がっており、消費⽣活相談窓⼝へ相談し
やすい体制を作る必要があります。（県⺠⽣活課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

  
 

■ ⾼齢者の消費者被害を未然に防⽌するため、市町の福祉ネットワークを活⽤し、消費者被害防⽌
の視点で⾒守ることなどにより、⾃らを守ることが困難な⾼齢者に対する⼀層の啓発を進めてい
きます。（県⺠⽣活課） 

  
 

■ ホテル・旅館等の⼤量調理施設等に対し、⾷中毒の原因及び発⽣動向を踏まえ、特に発⽣件数、
患者数の多いノロウィルス⾷中毒の未然防⽌に重点をおいた改善指導を実施します。（衛⽣課） 

  
 

■ ⾷品衛⽣法の改正に伴う HACCP に沿った衛⽣管理の制度化に対応するため、新制度を周知する
講習会の開催や⼿引書を活⽤した HACCP 導⼊⽀援に取り組みます。（衛⽣課） 

  
 

■ スマートフォンが⾝近である若者や⾼齢者の家族などが、気軽に消費⽣活相談窓⼝に繋げる、メ
ールによる相談受付を実施します。（県⺠⽣活課） 
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１－３  安 全な⽣ 活と交 通の 確保   
(5) 健康危機対策 

 

  目  標  
   
■ 県 ⺠ の 安全 ・ 安 ⼼ な ⽣ 活 を 守 る た め 、 様 々 な 犯 罪 や 交 通 事 故 、消 費 者 被 害 、

健 康被 害を 防⽌ 、減少 させ ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

薬事監視で発⾒した違反施設数 （2013～2016年度）
平均31施設 

（2018年度） 
21 施設 

20 施設以下 ◎ 

必要な献⾎者数に対する献⾎受付
者数の割合 

（2016年度） 
94.3％ 

（2018年度） 
97.5％ 

100％ ◎ 

薬物乱⽤防⽌に関する講習会未開
催校数 

（2016年度） 
15校 

（2018年度） 
23 校 

0 校 ● 

危険ドラッグ販売店舗数 （2016年度） 
0店 

（2018年度） 
0 店 

毎年度 0 店 ○ 

レジオネラ症患者の集団発⽣（２
名以上）の原因となった⼊浴施設
数 

（2016年度） 
0施設 

（2018年度） 
0 施設 

毎年度 0 施設 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  薬 事 総 合 対 策 事 業 費  
医 薬 品 国 家 検 定 等 事 務 費  
保 健 所 ・ 環 境 衛 ⽣ 科 学 研 究 所 検 査 精 度 管 理
事 業 費  
⾎ 液 事 業 対 策 費  
⿇ 薬 覚 醒 剤 等 乱 ⽤ 防 ⽌ 対 策 事 業 費  
⼤ ⿇ ・ 危 険 ド ラ ッ グ 撲 滅 対 策 事 業 費  
⽣ 活 衛 ⽣ ・ 温 泉 指 導 事 業 費  
⽣ 活 衛 ⽣ 関 係 営 業 衛 ⽣ 確 保 等 指 導 費 助 成  
⽣ 活 衛 ⽣ 関 係 営 業 対 策 事 業 費 助 成  

な ど

21
19
27

5
4
7

   6
24
11

 

合 計  142  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（2018 年度の取組状況） 
 

■ 医薬品の安全を確保し、健康被害の未然防⽌を図るため、医薬品等製造業者、販売業者等への監
視指導及び助⾔のほか、流通している医薬品などの検査を⾏っています。また、これらの実施体
制の充実と、科学技術の発展や各種基準等の国際化への対応を図るため、職員の教育訓練や検査
機器の導⼊更新を⾏っています。（薬事課） 

  
 

■ 毒物劇物の適正な管理を推進し、毒物劇物に係る漏洩や流出などの事故の未然防⽌を図るため、
毒物劇物取扱者に対する監視、指導を⾏っています。（薬事課） 

  
 

■ 少⼦⾼齢社会の進展に伴い献⾎可能⼈⼝が更に減少していくことから、献⾎者の確保に向けて、
若年層に献⾎に対する理解の促進を図っています。（薬事課） 

  
 

■ 覚醒剤や⼤⿇等の薬物乱⽤を防⽌するため、薬物の正しい知識の普及を図るなど若年層から繰り
返し啓発を⾏うほか、条例に基づく官⺠が⼀体となった取組により、薬物乱⽤防⽌対策を推進し
ています。（薬事課） 

  
 

■ ⾃主検査等でレジオネラ菌が検出された⼊浴施設に対し、施設設備の清掃と塩素消毒の実施の指
導を⾏うとともに、他の⼊浴施設に対して、施設設備の清掃や消毒⽅法の周知、啓発、監視指導
を実施しています。（衛⽣課） 

  
Check（評価） 

■ 「薬物乱⽤防⽌に関する講習会未開催校数（活動指標）」は、⼤学や専修学校での開催が伸び悩
んでいることから、計画に遅れが⽣じており、より⼀層の推進が必要です。 

  
 

■ 医薬品等製造業者、販売業者等への監視指導及び助⾔のほか、流通している医薬品などの検査に
より、健康被害の原因となり得る「薬事監視で発⾒した違反施設数（活動指標）」は順調に減少
しており、「医薬品製造業等からの収去検査での品質規格違反発⾒数（参考指標）」及び「医薬品
類似⾷品の試買検査での違反品発⾒数（参考指標）」も極めて少ない⽔準で推移するなど、健康
危機対策を着実に推進しています。（薬事課） 

  
 
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

医薬品製造業等か
らの収去検査での
品質規格違反発⾒
数 

0/34 検体 0/34 検体 0/34 検体 1/34 検体 0/34 検体 → 

医薬品類似⾷品の
試買検査での違反
品発⾒数 

2/43 検体 0/36 検体 0/21 検体 0/21 検体 0/21 検体 → 
   

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 薬物乱⽤防⽌に関する講習未開催の多い⼤学や専修学校に対しては、個別訪問により講習会の開
催案内をするほか、学⽣担当の教職員を対象に県が主催する研修会への参加を呼び掛け、薬物乱
⽤の危険性や有害性を訴えていきます。（薬事課） 
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政 策２ 安⼼して暮らせる医療・福祉の充実

２-１ 安⼼医療の確保・充実と健康寿命の延伸

(1) 医療を⽀える⼈材の確保・育成

(2) 質の⾼い医療の持続的な提供

(3) 県⽴病院による⾼度専⾨医療の提供

(4) ⽣涯を通じた健康づくり

(5) 科学的知⾒に基づく健康施策の推進

２-２ 地域で⽀え合う⻑寿社会づくり

(1) 地域包括ケアシステムの推進

(2) 認知症にやさしい地域づくり

(3) 介護・福祉⼈材の確保

２-３ 障害のある⼈が分け隔てられない共⽣社会の実現

(1) 障害に対する理解と相互交流の促進

(2) 多様な障害に応じたきめ細かな⽀援

(3) 地域における⾃⽴を⽀える体制づくり

２-４ 健全な⼼⾝を保つ環境の整備

(1) ⾃⽴に向けた⽣活の⽀援

(2) ⾃殺対策の推進
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２－１  安⼼医療の確保・充実と健康寿命の延伸  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  安⼼医 療の 確保 ・充実 と健 康寿 命の 延伸   
 （ １） 医療 を⽀ える⼈ 材の 確保 ・育 成  

（ ２） 質の ⾼い 医療の 持続 的な 提供  

（ ３） 県⽴ 病院 による ⾼度 専⾨ 医療 の提供  

（ ４） ⽣涯 を通 じた健 康づ くり  

施策

 （ ５） 科学 的知 ⾒に基 づく 健康 施策 の推進  
 

  目  標  
    

■ 県 内外 から 医師 を確保 し、 地域 や診 療科に よる 偏在 を解 消します。     
■ 県 内に 勤務 する 看護職 員を 確保 し、 幅広く 活躍 でき るよ う育成しま す。  
  

   
■ 質 の⾼ い医 療を 安定的 ・持 続的 に提 供する 体制 を充 実し ます。 
  

   
■ 科 学 的 知⾒ の 活 ⽤ に よ り 健 康 施 策 の 充 実 を 図 り 、 ⾃ ⾝ の 健 康 に関 ⼼ を 持 ち 、

健 康づ くり に取 り組む 県⺠ を増 やし ます。  
 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

⼈ ⼝ 10 万 ⼈ 当 た り 医 師 数  （2016 年 12 月 ）

200.8 人  

（2018 年 ） 
210.2 人  

217 人  Ａ  

⼈ ⼝ 10 万 ⼈ 当 た り 看 護 職 員 数 （2016 年 12 月 ）

976.8 人  

（2018 年 12 月 ）

1,028.4 人  
1,080 人  Ｂ  

壮 年 期 （ 30 64 歳 ） ⼈ ⼝ 10
万 ⼈ 当 た り 死 亡 数  

（2016 年 ） 

213.2 人  

（2018 年 ） 
202.2 人  

190 人  Ｂ  

患 者 満 ⾜ 度  （ ⼊ 院 /外 来 ）  （2016 年 度 ） （2018 年 度 ） 毎 年 度  

県 ⽴ 静 岡 が ん セ ン タ ー  98.0％ / 96.4％ 97.5％ / 97.3％ 95％以上 / 95％以上

県 ⽴ 総 合 病 院  96.0％ / 86.2％ 98.9％ / 94.3％ 90％以上 / 85％以上

県 ⽴ こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー   ―   / 88.5％  ―   / 91.0％ ―   / 85％以上

県 ⽴ こ ど も 病 院  92.7％ / 94.6％ 96.1％ / 98.9％ 90％以上 / 90％以上

⽬ 標 値
以 上  

特 定 健 診 受 診 率  (2015 年 度 )
52.9％ 

（2018 年 ） 
2020 年 11 月

公 表 予 定  
70％ ―  

（2016 年 ）  

胃 がん 42.6％ 胃 がん 50％以 上

肺 がん 52.4％ 肺 がん 60％以 上

大 腸 がん 43.5％ 大腸がん 50％以上

乳 がん 45.4％ 乳 がん 50％以 上

が ん 検 診 受 診 率  

子 宮 頸 がん 43.2％

（2019 年 ） 
2020 年 10 月

公 表 予 定  

子宮頸がん 50％以上

―  

ふ じ の く に 健 康 づ く り 推 進 事
業 所 数  

（2016 年 度 ）
109 事 業 所  

（2018 年 度 ）
1,817 事 業 所

（現 ） 
1,000 事 業所

（新 ） 
5,000 事 業所

⽬ 標 値
以 上  
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80 歳 （ 75 84 歳 ） で ⾃ 分 の
⻭ が 20 本 以 上 あ る ⼈ の 割 合  

（2016 年 度 ）
47.2％ 

（2020 年 度 ）
2020 年 12 月

公 表 予 定  
52％  ―  

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● － 合計

（ １） 医療 を⽀える⼈ 材の 確保 ・育 成  ０  ４  ０  ０  ４  

（ ２） 質の ⾼い医療の 持続 的な 提供  ０  ４  2 ２  8 

（ ３） 県⽴ 病院による ⾼度 専⾨ 医療 の提供  ３  １  ０  0 4 

（ ４） ⽣涯 を通じた健 康づ くり  2 0 １  ０  3 

（ ５） 科学 的知⾒に基 づく 健康 施策 の推進  1 0 1 0 2 

合 計 ６  ９  4 2 21
 

 

  主 な 取 組  
 

   
■ 県 内 外 の医 科 ⼤ 学 と 連 携 ・ 協 ⼒ し 、 医 学 修 学 研 修 資 ⾦ の 利 ⽤ 促進 に 取 り 組 ん

で い ま す。 ま た 、 医 師 の 地 域 偏 在 の 解 消 に 向 け た 配 置 調 整 や 、若 ⼿ 医 師 が 望
む 知識 や技 術の 習得が でき る研 修環 境の充 実に 取り 組ん でいます。  

  
 

■ 看 護 師 養成 所 へ の ⽀ 援 、 看 護 教 員 や 実 習 指 導 者 の 養 成 、 各 種 研修 の 受 講 ⽀ 援
等 に よ り、 看 護 職 員 の 養 成 強 化 及 び 看 護 の 質 の 向 上 に 取 り 組 んで い ま す 。 ま
た 、 働 きや す い 職 場 環 境 づ く り の ⽀ 援 等 に よ る 離 職 の 防 ⽌ や 、離 職 時 届 出 制
度 の効 果的 な活 ⽤によ る潜 在看 護師 の復職 の⽀ 援等 に取 り組んでい ます 。  

  
 

   
■ 

 

 

救 急 医 療施 設 の 役 割 分 担 に 応 じ 、 必 要 な 施 設 ・ 設 備 の 整 備 を ⾏う と と も に 、
ド クタ ーヘ リの 運航の ⽀援 など によ り、医療 提供 体制 の充 実を図って いま す。
ま た 、 静岡 が ん セ ン タ ー 及 び 県 ⽴ ３ 病 院 で は 、 ⾼ 度 が ん 専 ⾨ 医療 や 他 の 医 療
機 関 で 対応 が 困 難 な 重 症 患 者 に 対 す る 医 療 の 提 供 な ど 、 各 病 院の 専 ⾨ 性 を ⽣
か した 的確 な医 療を提 供し てい ます 。  

  
 

   
■ 健 康 ⻑ 寿の ３ 要 素 に 着 ⽬ し て ⽣ 活 習 慣 の ⾒ 直 し ・ 改 善 を 図 る 「ふ じ の く に 健

康 ⻑ 寿 プロ ジ ェ ク ト 」 の 実 施 に 加 え 、 地 域 、 企 業 、 家 庭 に お ける 健 康 づ く り
を 推 進 する 「 し ず お か “ま る ご と ”健 康 経 営 プ ロ ジ ェ ク ト 」 に よ り 、 健 康 寿 命
の 延伸 に取 り組 んでい ます 。  
ま た、「 社会 健康 医学研 究推 進基 本計 画」に掲 げた 、医 療ビ ッグ デー タの 活⽤ 、
疫 学研 究、 ゲノ ムコホ ート 研究 の３ 分野の 研究 に取 り組 んでいます 。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 医 師 確 保に つ い て は 、 医 学 修 学 研 修 資 ⾦ の 利 ⽤ 促 進 に 取 り 組 んだ 結 果 、 医 学

修 学研 修資 ⾦返 済免除 対象 期間 満了 後の定 着勤 務者 が増 加し 、「⼈⼝ 10 万⼈
当 たり 医師 数（ 成果指 標）」は 着実 に増 加し てい ます 。東 部地域につ いて は、
研 修 指 導体 制 が 不 ⼗ 分 な こ と か ら 若 ⼿ 医 師 の 受 ⼊ が 進 ま な い など 、 地 域 間 の
格 差が 顕著 にな ってお り、 地域 偏在 の解消 を図 る必 要が あります。  
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■ 看 護 師 確保 に つ い て は 、 看 護 職 員 の 養 成 強 化 、 離 職 防 ⽌ 、 復 職⽀ 援 に 取 り 組

ん だ結 果、 常勤 看護職 員離 職率 が全 国平均 の 10.9％よ り低 い⽔準で 推移 し、
「 ⼈⼝ 10 万⼈ 当た り看 護職 員数 （成 果指標 ）」 は着 実に 増加 して いま す。  

  
 

   
■ 質 の ⾼ い医 療 の 提 供 に つ い て は 、 休 ⽇ ・ 夜 間 の 診 療 時 間 外 に おけ る 医 療 の 確

保 や 、 重篤 患 者 に 対 し 適 切 な 対 応 を ⾏ う 救 命 救 急 セ ン タ ー の 運営 等 に 対 す る
⽀ 援 に 取 り 組 ん だ 結 果 、 救 命 救 急 セ ン タ ー 設 置 数 が 増 加 し 、「 壮 年 期 （ 30 
64 歳） ⼈⼝ 10 万⼈当 たり の死 亡数 （成果 指標 ）」 の減 少に 寄与して いま す。

  
 

新 た な がん 治 療 法 の 開 発 や 、 ダ ヴ ィ ン チ （ ⼿ 術 ⽀ 援 ロ ボ ッ ト ）を 使 ⽤ し た ⼿
術 な ど 各 病 院 の 専 ⾨ 性 を ⽣ か し た 的 確 な 医 療 を 提 供 し た 結 果 、「 患 者 満 ⾜ 度
（ 成果 指標 ）」 は順 調に 推移 して いま す。  

  
 市 町 と 連携 し た 体 制 整 備 に よ り 、 が ん 検 診 と 特 定 健 診 を 同 時 実施 す る 市 町 数

が ⾼ い ⽔準 で 推 移 す る な ど 、 受 診 者 の 利 便 性 の 向 上 を 図 る 取 組が 着 実 に 進 ん
で おり 、「特定 健診 受診 率（ 成果 指標 ）」 及び 「が ん検 診受 診率（ 成果 指標 ）」
の 向上 に寄 与し ていま す。  

  
 

   
■ 科 学的 知⾒ の活 ⽤によ る健 康施 策の 充実に つい ては 、健 康⻑寿の 3 要素 であ

る 「 運 動 」「 ⾷ ⽣ 活 」「 社 会 参 加 」 に 着 ⽬ し て ⽣ 活 習 慣 の ⾒ 直 し・ 改 善 を 図 る
「 ふ じ のく に 健 康 ⻑ 寿 プ ロ ジ ェ ク ト 」 の 実 施 に 加 え 、 地 域 、 企業 、 家 庭 に お
け る「 しず おか ”まるご と “健 康経 営プ ロジェ クト 」を 推進 した 結果 、「 ふじの
く に健 康づ くり 推進事 業所 数（ 成果 指標）」は 前倒 しで ⽬標 を達成しま した が、
今 後 も 、従 業 員 の 健 康 づ く り へ の 取 組 が 遅 れ て い る 事 業 所 へ の働 き か け が 必
要 です 。  
ま た、 8020 推進 員の養 成が 、「 80 歳（ 75 84 歳 ）で⾃ 分の ⻭が 20 本 以上
あ る⼈ の割 合（ 成果指 標）」の 向上 に寄 与し てい ます 。  
ま た 、 県⺠ の 健 康 意 識 の ⾼ ま り を 健 康 寿 命 の 更 な る 延 伸 に つ なげ る た め 、 科
学 的知 ⾒の 活⽤ により 健康 施策 の充 実を図 るこ とが 必要 です。 

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 指 導 医 確保 に 取 り 組 む 東 部 地 域 の 病 院 等 へ の ⽀ 援 や 効 果 的 な 配置 の 実 施 に よ

り 、 医 師の 地 域 偏 在 の 解 消 に 取 り 組 み ま す 。 ま た 、 ⼀ ⼈ ひ と りに 応 じ た キ ャ
リ ア プ ラン の 提 案 や 県 内 で の 勤 務 を 継 続 す る よ う 、 働 き か け を⾏ う な ど 、 医
師 の定 着に 取り 組みま す。  

  
 

   
■ 「 し ず おか ”ま る ご と “健 康 経 営 プ ロ ジ ェ ク ト 」 の 取 組 を さ ら に発 展 さ せ る た

め 、 先 進事 例 を 広 く 周 知 す る と と も に 、 事 業 所 だ け で な く 、 地域 や 家 庭 も 含
め た取 組を ⼀層 拡⼤し てい きま す。  
県 ⽴ 総 合病 院 リ サ ー チ サ ポ ー ト セ ン タ ー を 中 核 と し て 社 会 健 康医 学 研 究 を 推
進 し 、 短期 的 に は 医 療 ビ ッ ク デ ー タ の 活 ⽤ 、 中 ⻑ 期 的 に は 疫 学研 究 や ゲ ノ ム
コ ホ ー ト研 究 の 成 果 を 県 ⺠ へ 還 元 し ま す 。 ま た 、 社 会 健 康 医 学に 特 化 し た ⼤
学 院⼤ 学の 2021 年 4 ⽉の 開学 を⽬ 指し ます 。  
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２－１  安 ⼼医療 の確保 ・充 実と 健康 寿命の 延伸   
(1) 医療を⽀える⼈材の確保・育成 

 

  目  標  
   
■ 県 内外 から 医師 を確保 し、 地域 や診 療科に よる 偏在 を解 消します。     
■ 県 内に 勤務 する 看護職 員を 確保 し、 幅広く 活躍 でき るよ う育成しま す。  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

医学修学研修資⾦利⽤者数 （2016年度まで） 
累計868人 

（2018年度まで） 
累計1,088人 

累計 1,393 人 ○ 

医学修学研修資⾦利⽤者の県内医
療機関勤務者数 

（2017年度） 
194人 

（2018年度まで） 
累計230人 

340 人 ○ 

新⼈看護職員を指導する実地指導
者養成数 

（2016年度まで） 
累計285人 

（2018年度まで） 
累計383人 

累計 485 人 ○ 

看護師等の離職時届出⼈数 （2016年度） 
846人 

（2018年度） 
986人 

1,200 人 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  ふ じ の く に バ ー チ ャ ル メ デ ィ カ ル カ レ ッ ジ
運 営 事 業 費   
⾃ 治 医 科 ⼤ 学 経 常 運 営 費 負 担 ⾦  
地 域 医 療 確 保 ⽀ 援 研 修 体 制 充 実 事 業 費  
地 域 家 庭 医 療 学 寄 附 講 座 設 置 事 業 費  
ふ じ の く に ⼥ 性 医 師 ⽀ 援 セ ン タ ー 事 業 費  
指 導 医 確 保 ⽀ 援 事 業 費 助 成  
指 導 医 招 聘 等 事 業 費 助 成  
看護職員養成所運営費助成 
看護職員指導者等養成事業費 
病院内保育所運営費助成 
医療勤務環境改善⽀援センタ―事業費 
看護職員修学資⾦貸付⾦ 
看護職員確保対策事業費 
看護の質向上促進研修事業費 

など

1,187

132
30
30
18

5
29

155
21

200
24
94

139
42

 

合 計    2,380  
 

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 県内外の医科⼤学との連携・協⼒の下、県内で勤務する医師の確保に向け、医学修学研修資⾦の
利⽤促進に取り組んでいます。また、医師の地域偏在の解消に向け、病院の要望や充⾜状況など
各医療圏域の現状に則した配置調整に取り組んでいます。さらに、県内に定着する医師の増加を
促進するため、若⼿医師が望む知識や技術の習得ができる研修環境の充実に取り組んでいます。
今年度は、医療法の⼀部改正を踏まえた「医師確保計画」の策定や、新たに指導医を招聘し、研
修環境の充実を図る東部地域の病院への⽀援を⾏います。（地域医療課） 

  
 

■ 在宅医療を⽀える看護師や⽔準の⾼い看護を実践できる看護師を確保するため、看護師養成所へ
の⽀援、看護教員や実習指導者の養成、各種研修の受講⽀援などにより、看護職員の養成強化及
び看護の質の向上に取り組んでいます。（地域医療課） 
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■ 分娩及び産前産後のケア等を⾏う助産師を養成するため、県⽴看護専⾨学校に助産師養成課程を

設置しました。（地域医療課） 
  
 

■ 働き⽅改⾰関連法施⾏を踏まえ、勤務環境改善計画を策定し改善に取り組む病院の⽀援や、新⼈
看護職員等への研修の充実により、離職防⽌や定着促進に取り組んでいます。また、離職時届出
制度の効果的な活⽤などにより、潜在看護師の復職を⽀援しています。（地域医療課） 

  
Check（評価） 

 
■ 県内外の医科⼤学との連携・協⼒により、「医学修学研修資⾦利⽤者数（活動指標）」は順調に推

移し、「医学修学資⾦返還免除対象期間満了後の定着勤務者数（参考指標）」の増加や、県外から
医師を確保する「医学修学資⾦地域枠設置⼤学数・枠数（参考指標）」の拡充につながっており、
「⼈⼝ 10 万⼈当たりの医師数（成果指標）」は着実に増加しています。（地域医療課） 

  
参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

医学修学研修資⾦返
還免除対象期間満了
後の定着勤務者数 

35 ⼈ 45 ⼈ 55 ⼈ 66 ⼈ 86 ⼈   

医学修学研修資⾦
地 域 枠 設 置 ⼤ 学
数・枠数 

２⼤学 

10 ⼈ 

５⼤学 

16 ⼈ 

６⼤学 

26 ⼈ 

７⼤学 

34 ⼈ 

７⼤学 

34 ⼈ 
  

 
  
  ただし、東部地域については、「医学修学研修資⾦返還免除における東部地域勤務者数（参考指

標）」は他地域に⽐べて少なく、若⼿医師の受⼊が進んでいないことから、東部地域に若⼿医師
を呼び込むよう、研修体制の充実を図る病院等の⽀援に取り組み、地域偏在の解消を図る必要が
あります。（地域医療課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

医学修学研修資⾦
返還免除における
東部地域勤務者数 

10 ⼈ 14 ⼈ 22 ⼈ 29 ⼈ 32 ⼈   

医学修学研修資⾦
返還免除における
中部地域勤務者数 

36 ⼈ 50 ⼈ 54 ⼈ 59 ⼈ 62 ⼈   

医学修学研修資⾦
返還免除における
⻄部地域勤務者数 

29 ⼈ 36 ⼈ 44 ⼈ 51 ⼈ 68 ⼈   
 

  
 

■ 看護師確保が困難な中⼩病院や訪問看護等事業所における新⼈看護職員研修の着実な実施によ
り、「新⼈看護職員を指導する実地指導者養成数（活動指標）」が順調に増加し、看護職員の確保・
定着につながっているほか、「看護師等の離職時届出⼈数（活動指標）」の増加が離職者の潜在化
を防ぎ、ナースバンクを利⽤した再就業につながっていることにより、「常勤看護職員離職率（参
考指標）」は全国平均の 10.9％より低い⽔準で推移し、「⼈⼝ 10 万⼈当たり看護職員数（成果指
標）」は着実に増加しています。（地域医療課） 

  
 
 参考指標 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 推移

常勤看護職員離職
率 10.3％ 9.4％ 9.5％ 9.9％ 10.0% → 

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 今年度策定する「医師確保計画」に基づき、県内外の⼤学と連携した地域枠の増設のほか、医学
修学研修資⾦の制度改正や⼥性医師の復職⽀援、各⼆次医療圏の実情を踏まえた具体的施策等を
推進することで、より⼀層の医師確保に取り組みます。（地域医療課） 

  
 

■ 指導医確保に取り組む東部地域の病院等への⽀援や効果的な配置の実施により、医師の地域偏在
の解消に取り組みます。また、⼀⼈ひとりに応じたキャリアプランの提案や県内で勤務を継続す
るよう働き掛けを⾏うなど、医師の定着に取り組みます。（地域医療課） 
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２－１  安 ⼼医療 の確保 ・充 実と 健康 寿命の 延伸   
(2) 質の⾼い医療の持続的な提供 

 

  目  標  
   

■ 質 の⾼ い医 療を 安定的 ・持 続的 に提 供する 体制 を充 実し ます。 
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

救命救急センター充実段階評価が
S・Ａとなった病院の割合 ― 

(2018 年) 
100％ 

100％ ○ 

⺟体救命講習会受講者数 （2016年度） 
36人 

(2018 年度) 
累計 226 人 

累計 427 人 ○ 

訪問診療を実施している診療所・
病院数 

（2016年度） 
1,050施設 

(2018 年度) 
2020 年４月 
公表予定 

（2020 年度） 
1,161 施設 

― 

24 時間体制をとっている訪問看護
ステーション数 

（2016年度） 
165施設 

（2018 年度） 
177 施設 

（2020 年度） 
230 施設 

● 

治験ネットワーク病院による新規
治験実施件数 

（2016年度） 
135件 

（2018 年度） 
122 件 

毎年度 150 件 ● 

がん患者の就労⽀援に関する研修
受講者数 

（2016年度） 
47人 

累計 120 人 累計 300 人 ○ 

特定保健指導実施率 （2015年度） 
18.5％ 

(2018 年度) 
2020 年 11 月

公表予定 
45％ ― 

難病患者ホームヘルパー養成研修
受講者数 

（2016年度まで） 
累計3,046人 

（2018 年度） 
累計 3,243 人

累計 3,500 人 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  救 急 医 療 施 設 運 営 費 等 助 成   
ド ク タ ― ヘ リ 運 航 事 業 費 助 成  
⼩ 児 救 急 医 療 対 策 事 業 費 助 成   
周 産 期 医 療 体 制 整 備 ⽀ 援 事 業 費  
地 域 包 括 ケ ア 推 進 事 業 費 （ 医 療 分 ）  
へ き 地 医 療 対 策 事 業 費 助 成  
先 進 医 薬 普 及 促 進 事 業 費  
が ん 総 合 対 策 推 進 事 業 費  
が ん 医 療 均 て ん 化 推 進 事 業 費 助 成  
若 年 が ん 患 者 等 ⽀ 援 事 業 費 助 成  
ア レ ル ギ ー 対 策 推 進 事 業 費  
難 病 医 療 費 等 事 業 費 助 成  
難 病 等 対 策 推 進 事 業 費  

な ど

531
 504
 115
 365
 178
  14

32
206
360
 13

    2
2,266

93
 

 

合 計   84,008  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 救急医療施設の役割分担に応じ、必要な施設・設備の整備等を⾏うとともに、ドクターヘリの運
航の⽀援などにより、救急医療提供体制の充実を図っています。（地域医療課） 

  
 

■ ⾝近な地域で安⼼して出産できるよう、分娩を取り扱う医療機関の整備を⽀援し、安全で質の⾼
い医療の提供体制の充実を図っています。（地域医療課） 

  
 

■ 在宅医療を実施する有床診療所の⽀援や、訪問看護ステーションの機能強化に取り組むなど、在
宅医療の提供体制を整備しています。へき地に所在する病院・診療所への代診医の派遣や、へき
地への巡回診療を⽀援するなど、へき地医療の確保を図っています。今年度、新たにへき地医療
拠点病院１施設を追加指定しました。（地域医療課） 

  
 

■ 治験ネットワーク病院における治験の受託調整を⾏うほか、治験従事者を対象にした⾼度かつ専
⾨的な研修等の開催や、治験ネットワーク病院での臨床研究実施体制の充実に向けた⽀援を⾏っ
ています。(薬事課) 

  
 

■ ⼥性特有のがんの検診受診率を向上させるため、講演会等での啓発やショッピングモールでの受
診の呼びかけを⾏い、がん予防に関する知識の普及と意識啓発を⾏っています。また、県内 23
箇所のがん相談⽀援センターの相談員向けの専⾨研修を実施しています。（疾病対策課） 

  
 

■ アレルギー疾患医療提供体制を整備するため、アレルギー疾患医療連絡協議会や医療従事者向け
研修会を開催しています。（疾病対策課） 
 

 
■ 特定健診結果のデータ分析や、⾼齢者コホート調査等を基に、健康⻑寿の３要素である「運動」・

「⾷⽣活」・「社会参加」に着⽬し、「ふじのくに健康⻑寿プロジェクト」として、⽣活習慣の⾒
直し・改善を図る「ふじ３３プログラム」や「健康マイレージ事業」など、市町が実施する重症
化予防対策の⽀援などに取り組んでいます。（健康増進課） 

  
 

■ 難病の患者等の多様化するニーズに対応するため、難病患者等ホームヘルプサービスに従事予定
及び従事している者を対象とする難病患者ホームヘルパー養成研修を実施し、難病の多様性・希
少性に対応できる医療従事者の養成を図ります。（疾病対策課） 
 

Check（評価） 
 

■ 訪問看護ステーション１か所あたりの平均的な看護職員の⼈数は2016年度の4.84名から2018
年度は 5.17 名に増加するなど、施設数の増加よりも⼤規模化の傾向が⾒られます。また、⼩規
模な訪問看護ステーションは夜間対応できる⼈材の確保が難しいことなどから、「24 時間体制を
とっている訪問介護ステーション数（活動指標）」は、177 施設に留まっており、より⼀層の推
進が必要です。（地域医療課） 

  
 

■ 「治験ネットワーク病院による新規治験実施件数（活動指標）」は、新たに開始される治験に占
める割合が⾼い抗がん剤の治験の実績を持つ病院が限られているため、122 件に留まっており、
より⼀層の推進が必要です。（薬事課） 

  
 

■ 休⽇・夜間の診療時間外における医療の確保や、重篤患者に対し適切な対応を⾏う救命救急セン
ターの運営等に対する⽀援により、「救命救急センター充実段階評価が S・A となった病院の割合
（活動指標）」が 100％となるとともに、「救命救急センター設置数（参考指標）」が増加するこ
とにより、救急医療体制の整備が進んでおり、「壮年期（30 64 歳）⼈⼝ 10 万⼈当たりの死亡
数（成果指標）」の減少に寄与しています。（地域医療課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
救命救急センター設置数 9 10 10 11 11    

  
 

■ 市町と連携した体制整備により、「がん検診と特定健診を同時実施する市町数（参考指標）」が⾼
い⽔準で推移するなど、受診者の利便性の向上を図る取組が着実に進んでおり、「特定健診受診
率（成果指標）」及び「がん検診受診率（成果指標）」の向上に寄与しています。（疾病対策課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

がん検診と特定検診を
同時実施する市町数 34 市町 34 市町 34 市町 34 市町 34 市町 → 
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Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 訪問看護ステーションについては、新たに施設を設置する際の運営費等に対する⽀援などの設置

促進とあわせて訪問看護従事者の増加や資質向上などを⽀援し、１施設あたりの対応⼒の強化を
図るとともに、病院と訪問看護ステーションの連携強化を進めるなど、在宅医療への円滑な移⾏
に向けた連携の促進に取り組みます。（地域医療課） 

  
 

■ 治験ネットワーク病院がより多くの抗がん剤の治験を実施できるよう、CRC（治験コーディネー
ター）の育成を⽀援するとともに、治験担当者を対象にしたセミナーをがん領域に特化した内容
で⾏うなど、治験ネットワーク病院での治験の実施環境が充実するよう⽀援します。(薬事課) 
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２－１  安 ⼼医療 の確保 ・充 実と 健康 寿命の 延伸   
(3) 県⽴病院による⾼度専⾨医療の提供 

 

  目  標  
   

■ 質 の⾼ い医 療を 安定的 ・持 続的 に提 供する 体制 を充 実し ます。 
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

県⽴静岡がんセンターのがん治療
患者数 

（2016年度） 
12,068人 

（2018年度） 
12,301 人 

12,600 人 ○ 

県⽴静岡がんセンターのがん患
者・家族等に対する相談・⽀援件数

（2016年度） 
31,660件 

（2018年度） 
38,437 件 

（現） 
37,800 件 

（新） 
39,600 件 

◎ 

県⽴静岡がんセンターが実施した
研修修了者数 

（2016年度まで） 
累計616人 

（2018年度） 
累計 834 人 

累計 981 人 ◎ 

病床利⽤率 
 県⽴総合病院 
 県⽴こころの医療センター 
 県⽴こども病院 

（2016年度） 
90.4％ 
90.6％ 
78.7％ 

（2018年度） 
93.9％ 
91.1％ 
76.2％ 

毎年度 
90％以上 
85％以上 
75％以上 

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  静 岡 県 ⽴ 病 院 機 構 評 価 委 員 会 運 営 費  
静 岡 県 ⽴ 病 院 機 構 運 営 費 負 担 ⾦  
静 岡 県 ⽴ 病 院 機 構 貸 付 ⾦  
静 岡 県 ⽴ 病 院 機 構 関 係 事 務 運 営 費  
が ん セ ン タ ー 事 業 会 計 繰 出 ⾦  

  1 
7,000 
4,755 

  1 
6,852 

 

合 計  18,609  
 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 県⽴静岡がんセンターは、⾼度がん専⾨医療機関として最善のがん医療を提供するとともに、医
師、看護師をはじめとする医療従事者が、チームを組んでサポートする多職種チーム医療を実践
しています。（県⽴静岡がんセンター） 

  
 

■ 県⽴静岡がんセンターは、「よろず相談」による、がんに関する情報提供と合わせて、患者家族
⽀援センターによる、初診、通院、⼊院、在宅療養までの相談や⽀援を⾏うことにより、包括的
患者家族⽀援体制を構築しています。（県⽴静岡がんセンター） 

  
 

■ 遺伝⼦解析技術を中⼼としたマルチオミクス解析により、がんの性質を明らかにする研究を活⽤
し、「理想のがん医療としての個別化医療」と「未病医学の実践」を⽬指した臨床研究「プロジ
ェクトＨＯＰＥ」に取り組んでいます。（県⽴静岡がんセンター） 

  
 

■ 県は、静岡県⽴病院機構が「第 3 期中期計画（計画期間：2019 2023 年度）」を着実に実施し、
県⽴病院としての使命が果たせるよう、⾼度・専⾨医療等の提供や地域医療への⽀援に必要とな
る先進的な医療施設・機器の整備に対する⽀援を⾏っています。（医療政策課） 

  
 

■ 県⽴総合病院は、県内医療機関の中核病院として、循環器センター機能を活かした⾼度な専⾨的
医療の提供、がん疾患患者への⾼度な集学的治療の提供、⾼度救命救急センターとして重症な患
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者への救急医療の提供を主要事業の三本柱として取り組んでいます。（医療政策課） 
  
 

■ 県⽴こころの医療センターは、県内精神医療の中核病院として、先端薬物療法（クロザピン）や
修正型電気けいれん療法（ｍ-ECT）など、他の医療機関では対応することが困難な重症患者に対
する先進的治療に積極的に取り組んでいます。（医療政策課） 

  
 

■ 県⽴こども病院は、県内⼩児医療の中核病院として、循環器疾患医療、⼩児救急医療、周産期医
療、⼩児がん医療、児童精神科医療を中⼼に、⼩児専⾨総合医療施設としての質の⾼い医療を県
⺠に提供しています。（医療政策課） 

  
Check（評価） 

 
■ 県⽴静岡がんセンターでは、患者への診療密度の⾼い医療が提供されていることから、「延べ⼊院

患者数（参考指標）」、「延べ外来患者数（参考指標）」ともに⾼い⽔準で推移しており、「患者満⾜
度（成果指標）」の維持につながっています。（県⽴静岡がんセンター） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

延べ⼊院患者数 181,866 ⼈ 188,902 ⼈ 199,024 ⼈ 199,998 ⼈ 198,646 ⼈ → 

延べ外来患者数 267,875 ⼈ 281,785 ⼈ 286,073 ⼈ 290,067 ⼈ 294,922 ⼈    
  
 

■ 県⽴病院機構３病院では、「県⽴総合病院のダヴィンチ（⼿術⽀援ロボット）使⽤⼿術件数（参考
指標）」の増加など医療サービスの充実により、「病床利⽤率（活動指標）」、「延べ⼊院患者数（参
考指標）」、「延べ外来患者数（参考指標）」が増加し、「患者満⾜度（成果指標）」は順調に推移し
ています。 
これにより、「県⽴病院機構３病院の経常収⽀⽐率（参考指標）」は、地⽅独⽴⾏政法⼈化後 10 年
連続で 100％以上を達成しています。（医療政策課） 

  
 

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
県⽴総合病院の 
ダヴィンチ使⽤⼿術件数

36 件 81 件 112 件 156 件 213 件   

県⽴総合病院の 
ハイブリッド⼿術室稼働件数

77 件 117 件 163 件 479 件 706 件   

こころの医療ｾﾝﾀｰ 
m-ECT 実施延件数 836 件 596 件 605 件 693 件 832 件   

県⽴こども病院 
⼼臓カテーテル 
治療実施件数 

133 件 156 件 170 件 200 件 179 件   

延べ⼊院患者数 
総合 
こころ 
こども 

344,617 ⼈
212,105 ⼈
54,735 ⼈
77,777 ⼈

342,747 ⼈
211,068 ⼈
53,620 ⼈
78,059 ⼈

358,475 ⼈
223,709 ⼈
56,906 ⼈
77,860 ⼈

363,315 ⼈
232,585 ⼈
55,144 ⼈
75,586 ⼈

365,917 ⼈
233,305 ⼈
57,217 ⼈
75,395 ⼈

  

延べ外来患者数 
総合 
こころ 
こども 

553,688 ⼈
411,582 ⼈
40,336 ⼈

101,770 ⼈

569,316 ⼈
426,343 ⼈
39,691 ⼈

103,282 ⼈

578,184 ⼈
432,762 ⼈
40,756 ⼈

104,666 ⼈

577,021 ⼈
430,118 ⼈
41,140 ⼈

105,763 ⼈

589,338 ⼈
436,699 ⼈
42,454 ⼈

110,185 ⼈

  

県⽴３病院の 
経常収⽀⽐率 

103.0% 102.9% 102.6% 101.9% 102.2% → 
 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

 
■ 「第３期中期計画」（計画期間：2019 2023 年度）に基づき、静岡県⽴病院機構が実施する、⾼

度専⾨医療の充実・強化、⾼齢化の進⾏に伴う精神⾝体合併症患者の増加への対応、県⽴病院間
の連携による発達障害や移⾏期医療への対応、県と連携した医師確保対策や社会健康医学の研究
への協⼒などの取組を⽀援していきます。（医療政策課） 
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２－１  安 ⼼医療 の確保 ・充 実と 健康 寿命の 延伸   
(4) ⽣涯を通じた健康づくり 

 

  目  標  
   

■ 科 学 的 知⾒ の 活 ⽤ に よ り 健 康 施 策 の 充 実 を 図 り 、 ⾃ ⾝ の 健 康 に関 ⼼ を 持 ち 、
健 康づ くり に取 り組む 県⺠ を増 やし ます。  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

健幸アンバサダー養成数 ― 
（2018年度まで） 
累計2,442人 

累計 10,000 人 ● 

健康マイレージ事業実施市町数 （2016年度） 
24市町 

（2018年度） 
30市町 

全市町 ◎ 

8020 推進員養成数 （2016年度まで） 
累計10,166人 

（2018年度まで） 
累計11,067人 

(現) 
累計 11,000 人

(新) 
累計 12,500 人

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  し ず お か ま る ご と 健 康 経 営 プ ロ ジ ェ ク ト 推
進 事 業 費  
ふ じ の く に 健 康 増 進 計 画 推 進 事 業 費  
受 動 喫 煙 防 ⽌ 対 策 等 推 進 事 業 費  
在 宅 ⻭ 科 医 療 連 携 体 制 整 備 事 業 助 成  
国 保 ヘ ル ス ア ッ プ ⽀ 援 事 業 費     

 な ど

40 

46 
28 

125 
16 

 

合 計  511  
 

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 「しずおか“まるごと”健康経営プロジェクト」として、企業の経営⼿法である「健康経営」の視
点を取り⼊れ、地域、企業、家庭における健康づくりを推進するため、⼝コミで健康情報を提供
し、⾏動変容を促す健幸アンバサダーの養成や、健康づくりに積極的に取り組む優良事業所の表
彰などに取り組んでいます。（健康増進課） 

  
 

■ 「ふじのくに健康⻑寿プロジェクト」として、健康⻑寿の３要素である「運動」・「⾷⽣活」・「社
会参加」に着⽬した健康づくりを推進するため、運動習慣や⾷⽣活の改善に加え、積極的な社会
参加をメニューに取り⼊れた本県独⾃の健康⻑寿プログラムである「ふじ３３プログラム」の普
及や、健康づくりメニューの実践で⼀定のポイントを貯めた地域住⺠が、指定された協⼒店で各
種特典を受ける「健康マイレージ制度」を実施する市町の⽀援などに取り組んでいます。（健康
増進課） 
 

 
■ たばこ対策として、事業所における禁煙・受動喫煙防⽌対策への⽀援、教育委員会・学校等と連

携した健康教育、世界禁煙デー・禁煙週間を中⼼とした正しい知識の普及啓発等を実施していま
す。 
今年度は、「静岡県受動喫煙防⽌条例」の周知や、飲⾷店を対象とした巡回指導、喫煙可能室を
設置する届出の受付などを実施しています。（健康増進課） 
 

 
■ ⻭科保健対策として、オーラルフレイルの理解促進に向けて、8020 推進員を養成するとともに、
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静岡県⼝腔保健⽀援センターを中⼼に、統計分析や情報発信を⾏い、市町や企業などの⻭科保健
対策を技術的に⽀援しています。今年度は、居宅等で療養し通院による⻭科治療の困難な要介護
者や重症⼼⾝障害者に対する⻭科医療提供体制の整備に取り組んでいます。（健康増進課） 
 

 
■ 国⺠健康保険については、2018 年度から県が財政運営の責任主体として保険者に加わり、市町

とともに健康づくり事業などに取り組み、安定的な運営に努めています。また、市町の職員を対
象とした広報戦略研修や保健指導スキルアップ研修などにより、市町の保健事業の⽀援に重点的
に取り組んでいます。（国⺠健康保険課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「健幸アンバサダー養成数（活動指標）」は、健康づくりに無関⼼な層への働きかけが不⼗分で
あるため、累計 2,442 ⼈に留まっており、より⼀層の推進が必要です。（健康増進課） 

  
 

■ 市内の事業所や個⼈店への協⼒要請など市町の積極的な⽀援により、「健康マイレージ事業実施
市町数（活動指標）」が順調に推移し、「ふじ３３プログラムを実施する市町数（参考指標）」の
増加が、健康増進活動に取り組む県⺠や企業等の増加につながっており、「ふじのくに健康づく
り推進事業所数（成果指標）」は前倒しで⽬標を達成しましたが、今後も、従業員の健康づくり
への取組が遅れている事業所への働きかけが必要です。（健康増進課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
ふじ３３プログラム
を実施する市町数 

23 市町 25 市町 33 市町 34 市町 35 市町   
 

  
 

■ 8020 推進員養成研修等の開催により、「8020 推進員養成数（活動指標）」は⽬標値を達成してお
り、「80 歳（75 84 歳）で⾃分の⻭が 20 本以上ある⼈の割合（成果指標）」の向上に寄与して
います。（健康増進課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

  
 

■ 健幸アンバサダーの養成⼈数の拡⼤に向け、市町・関係機関と連携した講座の開催に加え、包括
連携協定を結んでいる企業の協⼒を得るなど⺠間企業等の取組を促進します。（健康増進課） 

  
 

■ 8020 運動を更に進めていくとともに、障害や要介護状態など⻭科診療に際し特別な配慮を要す
る⽅が、⾝近な⻭科医療機関で安⼼して治療を受けられるよう、市町や⻭科医師会、医療機関と
連携し、地域における⽀援体制を構築します。（健康増進課） 

  
 

■ 県と市町の取組や評価指標を定めた「静岡県国⺠健康保険運営⽅針」に基づき、国⺠健康保険制
度が持続可能で、県⺠が安⼼して医療を受けられる制度運営に努めるとともに、県⺠の制度運営
への理解を促進するための広報を充実します。（国⺠健康保険課） 
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２－１  安 ⼼医療 の確保 ・充 実と 健康 寿命の 延伸   
(5) 科学的知⾒に基づく健康施策の推進 

 

  目  標  
   

■ 科 学 的 知⾒ の 活 ⽤ に よ り 健 康 施 策 の 充 実 を 図 り 、 ⾃ ⾝ の 健 康 に関 ⼼ を 持 ち 、
健 康づ くり に取 り組む 県⺠ を増 やし ます。  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

分析を⾏った県内の医療関係デー
タ数 

（2017年度） 
67.7万人分 

（2019年度） 
69.7 万人 

90 万人分 ● 

社会健康医学に関する講演会等参
加者数 

（2016年度） 
339人 

（2018年度） 
835 人 

（2018～2021年度）
累計 2,000 人 

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  社 会 健 康 医 学 研 究 推 進 事 業 費  
医 療 ・ 介 護 関 連 デ ー タ 分 析 事 業 費  

334 
4 

 
再 掲  

合 計  338  
 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 県⽴総合病院リサーチサポートセンターにおいて「社会健康医学研究推進基本計画」に掲げた医
療ビックデータの活⽤、疫学研究、ゲノムコホート研究の３分野の研究に取り組んでいます。（健
康福祉政策課） 

  
 

■ 社会健康医学の研究の意義や重要性について、シンポジウム等を通じて県⺠に分かりやすく情報
提供することにより、県⺠の理解の促進を図っています。（健康福祉政策課） 
 

 
■ 社会健康医学の研究で得られた知⾒を基に、⽇々の診療や健康指導において、より効果的な疾病

予防対策・健康増進施策を担うことができる⼈材を育成する⼤学院⼤学の設置のための基本構想
を策定しています。（健康福祉政策課） 
 

Check（評価） 
 

■ 県⺠の健康意識の⾼まりを受け、健康寿命の延伸につなげるため、科学的知⾒の活⽤により健康
施策の充実を図る必要があります。（健康福祉政策課） 

  
■ 「分析を⾏った県内の医療関係データ数（活動指標）」については、特定健診制度の周知が不⼗

分であることから特定検診の受診率が伸び悩んだことに伴い、データ数も 69.7 万⼈と⽬標を下
回ったため、今後特定健診と合わせ更なる推進が必要です。（健康福祉政策課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 県⽴総合病院リサーチサポートセンターを中核として社会健康医学研究を推進し、短期的には医

療ビックデータの活⽤、中⻑期的には疫学研究やゲノムコホート研究の成果を県⺠へ還元しま
す。（健康福祉政策課） 

  
 

■ 社会健康医学の意識等を、県⺠に対して積極的に周知することにより、健康に関する意識をさら
に⾼め、⾏動変化につなげます。（健康福祉政策課） 

  
 

■ 社会健康医学の研究成果について、県⺠に対して積極的に周知することにより、健康に関する意
識をさらに⾼め、特定健診の受診などの⾏動変化につなげます。また、研究成果に関する研修や
説明会の開催等により、特定健診の実施主体である市町や保険者に対して、受診率の向上に向け
た技術的な⽀援を⾏います。（健康福祉政策課） 
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２－２  地域で⽀え合う⻑寿社会づくり  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  地域で ⽀え 合う ⻑寿社 会づ くり   

（ １） 地域 包括 ケアシ ステ ムの 推進  

（ ２） 認知 症に やさし い地 域づ くり  施策

（ ３） 介護 ・福 祉⼈材 の確 保  
 

  目  標   
   
■ 市町と連携し、地域づくりとしての地域包括ケアシステムの構築を推進します。
  

  
   

■ 認 知症 の⼈ とそ の家族 に対 する ⽀援 体制を 強化 しま す。  
  

  
   

■ 介 護 サ ービ ス の 量 の 確 保 と 質 の 向 上 を 図 り 、 そ れ を ⽀ え る 介 護⼈ 材 を 確 保 し
ま す。  

  
 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

最期を⾃宅で暮らすことができ
た⼈の割合 

（2016 年 ） 
13.5％ 

（2018 年 度 ）
14.3％ 

（2020 年） 
14.5％ 

Ａ  

特 別 養 護 ⽼ ⼈ ホ ー ム 整 備 定 員
数  

（2016 年 度 ）
18,634 人  

（2018 年 度 ）
19,490 人  

（2020 年度 ）
19,868 人  

Ａ  

認 知 症 カ フ ェ 設 置 数  （2016 年 度 ）
94 箇 所  

（2018 年 度 ）
160 箇 所  

（2020 年度 ）
221 箇所  

Ｂ  

介 護 職 員 数  （2015 年 ） 
50,030 人  

（2018 年 ） 
2020 年 10 月

公 表 予 定  

（2020 年） 
59,493 人  

－  

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 地域 包括ケアシ ステ ムの 推進  2 4 1 7 

（ ２） 認知 症にやさし い地 域づ くり  2 0 0 2 

（ ３） 介護 ・福祉⼈材 の確 保  ０  3 ０  ３  

合 計 4 7 1 12
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  主 な 取 組  
 

   
■ 地 域 包 括⽀ 援 セ ン タ ー の 機 能 向 上 や 、 在 宅 の ⾼ 齢 者 等 へ の リ ハビ リ テ ー シ ョ

ン 提 供 体制 の 強 化 に 必 要 な ⼈ 材 の 育 成 に 取 り 組 ん で い ま す 。 また 、 ⾼ 齢 者 の
多 様 な ⽣活 ⽀ 援 ニ ー ズ に 対 応 す る た め 、 ボ ラ ン テ ィ ア 、 NPO、⺠ 間 事 業 者 、
地 域 住 ⺠等 の 多 様 な 主 体 に よ る ⽣ 活 ⽀ 援 、 介 護 サ ー ビ ス の 提 供に 取 り 組 ん で
い ます 。 

  
 

   
■ 認 知 症 コー ル セ ン タ ー の 運 営 や 、 認 知 症 サ ポ ー タ ー 、 認 知 症 サポ ー ト 医 の 養

成 に 取 り組 ん で い ま す 。 ま た 、 認 知 症 診 断 直 後 等 で 今 後 の ⽣ 活に 不 安 を 抱 く
⼈ を 対 象に 、 認 知 症 の 本 ⼈ 同 ⼠ で ⽀ え 合 う ピ ア （ 仲 間 ） 活 動 や、 若 年 性 認 知
症 の ⼈ の就 労 や 社 会 参 加 を 促 進 す る た め の デ イ サ ー ビ ス に お ける 就 労 メ ニ ュ
ー の開 発と 普及 に取り 組ん でい ます 。  

  
 

   
■ 社 会 福 祉⼈ 材 セ ン タ ー に よ る き め 細 か な 就 労 ⽀ 援 に よ り 、 幅 広い 福 祉 ⼈ 材 の

確 保 と 職場 定 着 を 図 っ て い ま す 。 ま た 、 キ ャ リ ア パ ス 制 度 の 導⼊ に よ る 賃 ⾦
⽔ 準 の 向 上 の ⽀ 援 や Ｉ Ｃ Ｔ 等 の 最 新 技 術 を 導 ⼊ し た 介 護 機 器 の 活 ⽤ を 促 進
し 、 労 働環 境 の 改 善 を 進 め て い ま す 。 更 に 、 外 国 ⼈ 介 護 職 員 向け の ⽇ 本 語 学
習 ⽀ 援 の充 実 の ほ か 、 専 ⾨ の コ ー デ ィ ネ ー タ ー に よ る 外 国 ⼈ 受⼊ 事 業 所 ⽀ 援
や 、 県 内の 介 護 事 業 所 を 紹 介 す る リ ク ル ー ト チ ー ム の 外 国 へ の派 遣 な ど 、 ⼀
層 の外 国⼈ 介護 職員の 確保 を進 めて います 。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 地 域 包 括ケ ア シ ス テ ム の 構 築 に つ い て は 、 地 域 包 括 ⽀ 援 セ ン ター の 設 置 や ⽣

活 ⽀援 コー ディ ネータ ーの 配置 が進 み、「最 期を ⾃宅 で暮 らすことが でき た⼈
の 割合（成 果指 標）」は 順調 に推 移し ていま すが 、市 町間 でサ ービ スの 創出 の
状 況 に 差が あ る た め 、 市 町 単 独 で は 解 決 が 困 難 な 課 題 に つ い て、 重 点 的 に ⽀
援 して いく 必要 があり ます 。ま た、計画 的な 整備 を促 進し た結果、「 特別 養護
⽼ ⼈ホ ーム 整備 定員数 （成 果指 標）」は 順調 に推 移し てい ます。 

  
 

   
■ 認 知 症 の⼈ と そ の 家 族 に 対 す る ⽀ 援 体 制 の 強 化 に つ い て は 、 認知 症 サ ポ ー タ

ー の 養 成 や 活 動 ⽀ 援 な ど に 取 り 組 ん だ 結 果 、「 認 知 症 カ フ ェ 設 置 数 （ 成 果 指
標 ）」 が 160 箇 所とな って おり 、順 調に推 移し てい ます 。今後は、 若年 性認
知 症 の ⼤き な 課 題 で あ る 就 労 継 続 や 社 会 参 加 の 機 会 確 保 に 取 り組 む 必 要 が あ
り ます 。 

  
 

   
■ 介 護 ・ 福祉 ⼈ 材 の 確 保 に つ い て は 、 社 会 福 祉 ⼈ 材 セ ン タ ー の ⽀援 に よ る 就 労

者 数が 813 ⼈（全 国第 １位 ）と順 調に 推移し てい ます が 、福 祉関連 職種 の有
効 求⼈ 倍率 は⾼ ⽌まり で厳 しい 状況 が続い てお り、「介 護職 員数（ 成果 指標）」
の 増 加 に向 け て 、 よ り ⼀ 層 の 取 組 の 強 化 が 必 要 で す 。 ま た 、 外国 ⼈ 介 護 職 員
に つ い ても 、 国 の ⽅ 針 を 受 け 、 県 内 事 業 所 の 受 ⼊ 要 望 が 更 に ⾼ま る こ と が ⾒
込 まれ るた め、 ⼀層の 取組 が必 要で す。  

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 市 町 に おけ る ⽣ 活 ⽀ 援 や 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 充 実 に 向 け て 、 市町 と ⺠ 間 事 業

者 等 の マッ チ ン グ や 、 ⾼ 齢 者 の 移 動 サ ー ビ ス 実 現 モ デ ル の 実 施等 、 多 様 な 主
体 によ るサ ービ スの創 出を ⽀援 しま す。  
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■ 若 年 性 認知 症 の ⼤ き な 課 題 で あ る 就 労 継 続 や 社 会 参 加 の 機 会 確保 に 向 け て 、

働 く場 の提 供や 企業の 理解 促進 等に 向けた 様々 な⽀ 援を 推進します 。  
  

 
   
■ 介 護 ・ 福祉 ⼈ 材 の 確 保 を 図 る た め 、 若 者 だ け で な く 、 定 年 退 職者 や ⼦ 育 て を

終 え た ⼥性 な ど 介 護 の 資 格 を 持 た な い ⽅ や 外 国 ⼈ な ど 新 た な ⼈材 の 就 業 を 促
進 す る とと も に 、 働 く 意 欲 を ⾼ め る 処 遇 の 実 現 と 、 Ｉ Ｃ Ｔ 等 の最 新 技 術 の 活
⽤ によ る労 働環 境の改 善の ⽀援 に積 極的に 取り 組み ます 。  
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２－２  地 域で⽀ え合う ⻑寿 社会 づく り   
(1) 地域包括ケアシステムの推進 

 

  目  標  
   
■ 市町と連携し、地域づくりとしての地域包括ケアシステムの構築を推進します。
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

地域包括⽀援センター設置数 （2016年度） 
143箇所 

（2018 年度） 
161 箇所 

（2020 年度） 
165 箇所 

◎ 

⽣活⽀援コーディネーター配置数 （2016年度） 
98人 

（2018 年度） 
184 人 

（2020 年度） 
264 人 

○ 

市町全域の地域ケア会議実施市町
数 

（2016年度） 
23市町 

（2018 年度） 
29 市町 

（2020 年度） 
全市町 

○ 

介護予防に資する「通いの場」設置数 （2015年度） 
2,003箇所 

（2018 年度） 
3,304 箇所 

（2020 年度） 
（現）2,640 箇所
（新）4,000 箇所

◎ 

⼩規模多機能型居宅介護事業所数 （2016年度） 
147事業所 

（2018 年度） 
162 事業所 

（2020 年度） 
181 事業所 

○ 

介護サービス情報公表事業所数 （2016年度） 
3,098事業所 

（2018 年度） 
3,126 事業所 

3,300 事業所 ● 

かかりつけ薬剤師・薬局の機能を強化
する研修受講薬剤師数 

（2016年度） 
84人 

（2018 年度） 
476 人 

累計 1,090 人 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  成 年 後 ⾒ 推 進 事 業 費  
⾼ 齢 社 会 総 合 対 策 事 業 費  
地 域 包 括 ケ ア 推 進 事 業 費 （ 介 護 分 ）  
介 護 保 険 制 度 施 ⾏ 運 営 費  
介 護 保 険 関 連 施 設 整 備 事 業 費 助 成  
医 療 療 養 病 床 転 換 整 備 事 業 費 助 成  
社 会 福 祉 推 進 事 業 費  
福 祉 サ ー ビ ス 利 ⽤ 推 進 事 業 費  
⺠ ⽣ 委 員 ・ 児 童 委 員 活 動 推 進 費 助 成  
                 な ど

37
20
62
77

2,369
46

6
72

331

 

合 計  50,718  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 地域包括⽀援センターの機能向上を図るため、センターの職員を対象に業務評価、介護予防、相
談対応⼒向上、⾼齢者虐待対応などに関する研修等を実施し、職員の資質向上に取り組んでいま
す。（⻑寿政策課） 

  
 

■ ⾼齢者の多様な⽣活⽀援ニーズに対応するため、ボランティア、NPO、⺠間事業者、地域住⺠等
の多様な主体による⽣活⽀援・介護予防サービスの提供に取り組んでいます。今年度は、⺠間事
業者等がサービスの不⾜する地域に参⼊できるよう、市町とのマッチングを⾏うほか、地域の⼈
材と資源を活⽤した移動サービスの⽴上げを⾏う市町を⽀援する仕組みづくりに取り組んでい
ます。（地域福祉課、⻑寿政策課） 

  
 

■ ⾼齢者の⾃⽴⽀援・介護予防の取組を促進するため、住⺠運営の「通いの場」の充実に向けた専
⾨職の関与促進や、在宅の⾼齢者等への地域リハビリテーション提供体制の強化を図るため、リ
ハビリテーションの活⽤に係るかかりつけ医の相談や連携づくりへの協⼒を⾏う「地域リハビリ
テーションサポート医」やリハビリテーションの視点から市町における介護予防事業等への助⾔
を⾏う「地域リハビリテーション推進員」など地域における推進役の養成を⾏っています。（⻑
寿政策課） 

  
 

■ 多様な介護ニーズに対応するため、特別養護⽼⼈ホームや⼩規模多機能型居宅介護事業所等の計
画的な整備を促進しています。（介護保険課） 

  
 

■ 介護需要の増⼤に伴い、介護サービス事業者が増え続ける中、選択と集中による指導監督の強化
と事業者の情報公表や第三者評価受審を促進しています。（福祉指導課） 

  
 

■ 地域の住⺠の健康に関する⾝近な相談に対応できるよう、かかりつけ薬剤師・薬局の薬や健康に
関する相談機能を強化するための研修を実施するとともに、薬局の在宅訪問業務の推進や、健康
相談機能の情報発信に取り組んでいます。（薬事課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「介護サービス情報公表事業所数（活動指標）」は、公表が法的義務であることの理解が不⼗分
な事業所が⼀部あることから 3,126 事業所に留まっており、取組のより⼀層の推進が必要です。
（福祉指導課） 

  
 

■ 研修会や連絡会の開催により、「⽣活⽀援コーディネーター配置数（活動指標）」及び「介護予防
に資する「通いの場」設置数（活動指標）」が順調に増加し、住⺠相互の⽀え合いが⾼齢者の⽇
常⽣活の困り事の解消につながり、「最期を⾃宅で暮らすことができた⼈の割合（成果指標）」は
順調に推移しています。市町間でサービスの創出の状況に差があるため、市町単独では解決が困
難な課題について、重点的に⽀援していく必要があります。（⻑寿政策課） 

  
 

■ 急速な⾼齢化の進展により、「要介護（要⽀援）認定者数（参考指標）」は増加しており、今後も
施設ニーズは⾼い状況が続くと⾒込まれ、計画的な整備を促進した結果、「特別養護⽼⼈ホーム
整備定員数（成果指標）」は順調に推移しています。（介護保険課） 

 
 

 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
要介護（要⽀援）認
定者数 159,387⼈ 164,153 ⼈ 167,753 ⼈ 170,603 ⼈ 

（暫定値） 
176,071 ⼈
（暫定値）   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 施設サービスへのニーズを踏まえ、計画的な施設整備等を進めるとともに、選択と集中による指
導監督の強化と事業者の情報公表や第三者評価受審を進め、介護サービスの量と質の確保を図り
ます。(介護保険課、福祉指導課) 

  
 

■ 市町における⽣活⽀援や介護予防サービスの充実に向けて、市町と⺠間とのマッチングや、⾼齢
者移動サービス実現モデルの実施等、多様なサービスの創出を⽀援します。（地域福祉課、⻑寿
政策課） 
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２－２  地 域で⽀ え合う ⻑寿 社会 づく り   
(2) 認知症にやさしい地域づくり 

 

  目  標  
   

■ 認 知症 の⼈ とそ の家族 に対 する ⽀援 体制を 強化 しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

認知症サポーター養成数 （2016年度まで） 
累計267,612人 

（2018 年度） 
累計 331,719 人

（2020 年度） 
累計 360,000 人

◎ 

若年性認知症の⼈の相談の場設置
数 

（2016年度） 
33箇所 

（2018 年度） 
62 箇所 

（2020 年度） 
（現）54 箇所 
（新）92 箇所 

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  認 知 症 総 合 対 策 推 進 事 業 費  
認 知 症 の ⼈ を み ん な で ⽀ え る 地 域 づ く り 推
進 事 業 費  

64
40

 
 

合 計  104  
 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 認知症の⼈とその家族の不安や負担軽減のため、認知症に関する相談対応を⾏うコールセンター
を運営するほか、地域で認知症の⼈やその家族を⾒守り⽀援する認知症サポーターや、かかりつ
け医への助⾔その他⽀援を⾏い、専⾨医療機関や地域包括⽀援センター等との連携の推進役とな
る認知症サポート医を養成するとともに、医療・介護専⾨職を対象とした認知症対応⼒向上研修
などを実施しています。 
今年度は、認知症診断直後等で今後の⽣活に不安を抱く⼈を対象に、認知症の本⼈同⼠で⽀え合
うピア（仲間）活動の促進や、認知症サポーターと認知症の⼈や家族の困り事の⽀援ニーズをつ
なげる取組（チームオレンジ）を実施しています。(⻑寿政策課) 

  
 

■ 若年性認知症の⼈の就労や社会参加を促進するため、若年性認知症相談窓⼝の運営や、若年性認
知症に関する企業向け出前講座を開催しています。今年度は、若年性認知症の⼈に対する社会参
加の機会確保に向けて、デイサービスにおける就労メニューの考案と普及に取り組んでいます。 
(⻑寿政策課) 
 

Check（評価） 
 

■ 「認知症サポーター養成数（活動指標）」は順調に推移し、認知症の⼈とその家族、医療や介護
の専⾨職、地域の⼈など、誰もが気軽に参加できる認知症カフェの設置や運営に携わる認知症サ
ポーターの増加などに伴い、「認知症カフェ設置数（成果指標）」は順調に推移しています。（⻑
寿政策課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ ピア活動やチームオレンジの取組を更に促進し、地域の⾒守り体制の構築を⽀援していきます。

また、認知症サポート医のリーダー養成など、活動⽀援のための取組の充実を図り、認知症疾患
医療センターと市町、認知症サポート医等の連携が進むよう⽀援します。（⻑寿政策課） 

  
 

■ 若年性認知症の⼤きな課題である就労継続や社会参加の機会確保に向けて、働く場の提供や企業
の理解促進等の様々な⽀援を推進します。（⻑寿政策課） 
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２－２  地 域で⽀ え合う ⻑寿 社会 づく り   
(3) 介護・福祉⼈材の確保 

 

  目  標  
   

■ 介 護 サ ービ ス の 量 の 確 保 と 質 の 向 上 を 図 り 、 そ れ を ⽀ え る 介 護⼈ 材 を 確 保 し
ま す。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

社会福祉⼈材センターの⽀援によ
る就労者数 

（2016年度） 
736人 

（2018 年度） 
813 人 

1,000 人 ○ 

キャリアパス導⼊事業所の割合 （2016年度） 
85.1％ 

（2018 年度） 
87.6％ 

90％以上 ○ 

キャリアパス導⼊のための訪問相
談実施件数 

（2016年度） 
124件 

（2018 年度） 
200 件 

300 件 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  福 祉 ⼈ 材 確 保 対 策 事 業 費  
静 岡 県 社 会 福 祉 ⼈ 材 セ ン タ ー 運 営 事 業 費  
介 護 ⼈ 材 育 成 事 業 費  
介 護 ⼈ 材 就 業 ・ 定 着 促 進 事 業 費  
介 護 サ ポ ー タ ー 育 成 事 業 費  
介 護 事 業 所 キ ャ リ ア パ ス 制 度 導 ⼊ ・ 発 展 化 事 業 費  
介 護 職 経 験 者 復 職 ・ 代 替 職 員 雇 上 事 業 費  
介 護 福 祉 ⼠ 修 学 資 ⾦ 貸 付 事 業 費 助 成  
外 国 ⼈ 介 護 ⼈ 材 就 業 ⽀ 援 事 業 費  
外 国 ⼈ 介 護 ⼈ 材 の 早 期 確 保 事 業 費  
外 国 ⼈ 介 護 ⼈ 材 受 ⼊ 環 境 整 備 事 業 費 助 成  
介 護 分 野 Ｉ Ｃ Ｔ 化 等 事 業 費 助 成  

81
47
99
43
16
11
14
15
41
12
39
72

 

合 計  490  
 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 社会福祉⼈材センターの⾏う各種事業（福祉⼈材マッチング機能強化、就職促進⾯接会、福祉職
場体験等）により、きめ細かな個別就労⽀援やマッチングを⾏い、幅広い福祉⼈材の確保と職場
定着を図っています。今年度は、新たに⼤学等との連携による「学校への出前相談会」を実施す
ることで、学校、学⽣、事業所との関係強化と若年層の就職者数の増加に取り組んでいます。（地
域福祉課） 

  
 

■ キャリアパス制度の導⼊、資格取得⽀援などの⼈材育成や、育児との両⽴、休暇の取得などの労
働環境の改善を⾏っている介護事業所を県が認証し、介護分野での就職希望者に向けて広く周知
することによる新規就業や職場定着の促進、ＩＣＴ等の最新技術を導⼊した介護業務の効率化に
よる労働環境の改善を進めています。今年度は、専⾨性の⾼い介護職員の業務負担を軽減し職場
定着を図るため、介護の周辺業務を担う介護サポーターの育成、マッチングの⼀体的な⽀援に取
り組んでいます。（介護保険課） 

  
 

■ 外国⼈介護職員向けの⽇本語学習⽀援の充実のほか、雇⽤上の不安解消に対応するコーディネー
ターによる外国⼈受⼊事業所の⽀援など、外国⼈介護職員の確保を進めています。今年度は、県
内の介護事業所を紹介するリクルートチームの外国への派遣や、外国⼈技能実習⽣を受け⼊れる
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介護事業所を対象とした⽇本語学習等の経費の助成を実施しています。（介護保険課） 
  

Check（評価） 
 

■ 「社会福祉⼈材センターの⽀援による就労者数（活動指標）」は、813 ⼈（全国第１位）と順調
に推移していますが、「福祉関連職種の有効求⼈倍率（参考指標）」は⾼⽌まりで厳しい状況が続
いており、2025 年を⽬途とした介護職員の需給動向では約８千⼈が不⾜すると⾒込まれている
ことから、「介護職員数（成果指標）」の増加に向けて、介護・福祉サービスを⽀える⼈材確保、
職場定着を更に促進していく必要があります。（地域福祉課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

福祉関連職種の有
効求⼈倍率 3.21 3.21 3.59 4.22 4.12 → 

 
  
 

■ 介護事業所に対して、実地指導等において導⼊の成功事例を周知することにより、職員の処遇改
善を図る「キャリアパス導⼊事業所の割合（活動指標）」は順調に推移しており、処遇改善の状
況は「ホームヘルパー所定内給与（参考指標）」の増加などに現れています。（介護保険課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

ホームヘルパー所
定内給与 － 193.9 千円 214.7 千円 229.2 千円 245.8 千円   

ホームヘルパー勤
続年数 － 5.2 年 5.1 年 6.6 年 6.1 年 → 

福祉施設介護員所
定内給与 － 206.9 千円 227.3 千円 219.9 千円 225.6 千円   

福祉施設介護員勤
続年数 － 5.6 年 5.4 年 6.0 年 6.9 年   

 
  
 

■ EPA（経済連携協定）に基づく介護福祉⼠候補者等への⽇本語学習⽀援や、受⼊施設の研修担当
者に向けた資質向上の取組により、県内事業所に就業している外国⼈職員数は３年間で約 30％
増加しています。介護分野における外国⼈活⽤を促進する国の⽅針もあり、県内事業所の外国⼈
受⼊要望が更に⾼まることから、⼀層の外国⼈介護職員確保に取り組む必要があります。（介護
保険課） 

  
参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

外国⼈介護職員の
就業状況 191 ⼈ 197 ⼈ 245 ⼈ 277 ⼈ 326 ⼈   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 介護・福祉⼈材の確保を図るため、若者だけでなく、定年退職者や⼦育てを終えた⼥性など介護
の資格を持たない⽅や外国⼈など新たな⼈材の就業を促進するとともに、働く意欲を⾼める処遇
の実現と、ＩＣＴ等の最新技術の活⽤による労働環境の改善の⽀援に積極的に取り組みます。 
特に、外国⼈介護⼈材の確保については、受⼊施策の拡⼤と受⼊事業者の⽀援、安⼼して介護現
場で就労・定着できる環境の整備に取り組みます。 
（地域福祉課、介護保険課） 
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２－３ 障害のある⼈が分け隔てられない共⽣社会の実現 
 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  障害の ある ⼈が 分け隔 てら れな い共 ⽣社会 の実 践   

（ １） 障害 に対 する理 解と 相互 交流 の促進  

（ ２） 多様 な障 害に応 じた きめ 細か な⽀援  施策

（ ３） 地域 にお ける⾃ ⽴を ⽀え る体 制づく り  
 

  目  標   
   
■ 県⺠への障害を理由とする差別の解消と、合理的配慮の提供の理解を進めます。
  

  
   

■ 障 害 の ある ⼈ や そ の 家 族 が 安 ⼼ し て ⽣ 活 を 送 る こ と が で き る よう 、 様 々 な 障
害 の特 性に 応じ たきめ 細か な⽀ 援体 制の整 備を 進め ます 。  

  
  

   
■ 地 域の 暮ら しを ⽀える ⽣活 ⽀援 や就 労⽀援 を充 実し 、地域 移⾏を促進 しま す。
  

 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

障 害 を 理 由 と す る 差 別 解 消 推
進 県 ⺠ 会 議 参 画 団 体 数  

（201７年 度 ） 
227 団 体  

（2018 年 度 ）
233 団 体  

300 団体  Ｃ  

障害者差別解消⽀援協議会による助
⾔・あっせん申⽴て件数 

（2017 年 度 ）
0 件  

（2018 年 度 ）
0 件  

0 件  
⽬ 標 値
以 上  

重症⼼⾝障害児(者)等を対象とした
医療型短期⼊所サービス施設数 

（2016 年 度 ）
10 箇 所  

（2018 年 度 ）
12 箇 所  

15 箇所  B 

障 害 福 祉 サ ー ビ ス １ か ⽉ 当 た
り 利 ⽤ ⼈ 数  

（2016 年 度 ）
26,969 人  

（2018 年 度 ）
28,574 人  

（2020 年度 ）
32,874 人  

C 

精 神 科 病 院 ⼊ 院 後 １ 年 時 点 退
院 率  

（2016 年 度 ）
91.4％ 

（2018 年 度 ）
2020 年 9 月 

公表予定 

（2020 年度 ）
90％以上  

―  

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 障害 に対する理 解と 相互 交流 の促進  0 ２  １  ３  

（ ２） 多様 な障害に応 じた きめ 細か な⽀援  0 3 1 4 

（ ３） 地域 における⾃ ⽴を ⽀え る体 制づく り  0 ４  １  ５  

合 計 0 ９  ３  12
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  主 な 取 組  
 

   
■ ヘ ル プ マー ク の 配 布 と 普 及 啓 発 や 、 声 か け サ ポ ー タ ー の 養 成 など 、 障 害 の あ

る ⼈に 対す る「 合理 的配 慮の 提供 」を 進め ると とも に、「 静岡 県⼿話 ⾔語 条例 」
の 施 ⾏ を踏 ま え 、 ⼿ 話 が ⾔ 語 で あ る こ と の 社 会 的 認 知 の 向 上 や⼿ 話 の 普 及 に
取 り組 んで いま す。  
ま た、 東京 2020 パラ リン ピッ クの ⾃転⾞ 競技 が本 県で 開催される こと を契
機 と し た障 害 者 ス ポ ー ツ の 裾 野 拡 ⼤ や 、 県 障 害 者 ⽂ 化 芸 術 活 動⽀ 援 セ ン タ ー
を 拠点 とし た障 害者の ⽂化 芸術 活動 の裾野 拡⼤ を進 めて います。  

  
 

   
■ 発 達 障 害の 当 事 者 ・ 家 族 へ の ⽀ 援 強 化 の た め の ⼈ 材 育 成 や 、 東部 地 域 及 び 中

⻄ 部 地 域 へ の 新 た な 発 達 障 害 者 ⽀ 援 セ ン タ ー の 開 設 準 備 に 取 り 組 ん で い ま
す 。  
ま た 、 多様 化 し て い る 精 神 疾 患 等 に 対 応 す る た め 、 情 報 発 信 や相 談 ⽀ 援 体 制
の 整備 、⼈ 材養 成等を ⾏っ てい ます 。  

  
 

   
■ 障 害福 祉サ ービ ス事業 所な どに 必要 となる ⼈材 確保 を⽀ 援するほか 、企 業と

障 害福 祉サ ービ ス事業 者と の連 携強 化や 、官 公需 の共 同受 注体制の構 築に よ
り 、発 注拡 ⼤を 図って いま す。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 県 ⺠ へ の障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 と 合 理 的 配 慮 の 提 供 の 理解 の 推 進 に つ

い て は 、補 助 事 業 実 施 団 体 等 に 参 画 の 呼 び か け を ⾏ っ て い ま すが 、 実 施 団 体
数 が⾒ 込み に達 してい ない ため 、「障 害を理 由と する 差別 解消推進県 ⺠会 議参
画 団体 数（ 成果 指標 ）」 は 233 団体に 留まっ てお り、 より ⼀層の 推進 が必 要
で す 。 今後 は 、 合 理 的 配 慮 理 解 促 進 補 助 ⾦ の 実 施 内 容 を 周 知 する 等 に よ り 、
団 体等 の取 組み を促し てい く必 要が ありま す。  
ま た 、 静岡 県 障 害 者 差 別 解 消 相 談 窓 ⼝ に お け る 相 談 件 数 が 順 調に 推 移 し 、 差
別 解 消 の相 談 事 案 に つ い て は 、 助 ⾔ ・ あ っ せ ん の 申 し ⽴ て の 前の 相 談 の 段 階
で 、協 議・調 整し、解決 に⾄ って いる ことか ら、「 障害 者差 別解消 ⽀援 協議 会
に よる 助⾔ ・あ っせん 申し ⽴て 件数 （成果 指標 ）」は 0 件 で推移して いま す。

  
 

   
■ 多 様 な 障害 に 応 じ た き め 細 か な 質 の ⾼ い ⽀ 援 の 提 供 に つ い て は、 市 町 と 連 携

し た個 別訪 問な どに取 り組 んだ 結果 、「重症 ⼼⾝ 障害 児（ 者）等を 対象 とし た
医 療型 短期 ⼊所 サービ ス数 （成 果指 標）」が 順調 に推 移し ています。  

  
 

   
■ 地 域 の 暮ら し を ⽀ え る ⽣ 活 ⽀ 援 や 就 労 ⽀ 援 の 充 実 に よ る 地 域 移⾏ の 促 進 に つ

い て は 、相 談 ⽀ 援 体 制 の 充 実 や 、 居 住 の 場 の 整 備 に 取 り 組 み まし た が 、 訪 問
系 サー ビス の利 ⽤が進 んで いな いた め、「障 害福 祉サ ービ ス１か⽉当 たり 利⽤
⼈ 数（ 成果指標）」は 28,574 ⼈に留 まっ てお り、より ⼀層の 推進が 必要 です 。
今 後は サー ビス 提供の ため の⼈ 材確 保の取 組を 進め てい く必要があ りま す。
ま た 、 地域 移 ⾏ の 促 進 に 向 け た 精 神 科 医 療 機 関 、 地 域 援 助 事 業者 、 市 町 等 と
の 連携 した 取組 が、「精 神科 病院 ⼊院 後 1 年 時点 退院 率（ 成果指標）」の 向上
に 寄与 して いま す。  
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  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 障 害 を 理由 と す る 差 別 解 消 推 進 県 ⺠ 会 議 へ の 参 画 を 促 進 す る ため 、 合 理 的 配

慮 理 解 促進 補 助 ⾦ の 実 施 内 容 等 を 紹 介 す る 等 に よ り 、 団 体 等 の合 理 的 配 慮 の
提 供に 関す る活 動⽀援 に取 り組 みま す。  

  
 

   
■ 発 達 障 害者 ⽀ 援 セ ン タ ー に つ い て は 、 相 談 内 容 が 複 雑 化 ・ 多 様化 す る 中 、 県

⺠ によ り⾝ 近な 場所で 専⾨ 的な ⽀援 を提供 する ため 、2020 年度から 、東 部と
中 ⻄ 部 の２ か 所 体 制 に す る と と も に 、 運 営 を 発 達 障 害 の あ る ⼈へ の ⽀ 援 の 専
⾨ 的 な 知識 や 経 験 の あ る ⺠ 間 法 ⼈ に 委 託 し ま す 。 ま た 、 引 き 続き 、 専 ⾨ ⼈ 材
の 養 成 を進 め 、 相 談 ⽀ 援 の 質 の 向 上 を 図 る と と も に 、 両 セ ン ター に お い て 、
⽀ 援 機 関へ の 訪 問 指 導 や ⼈ 材 育 成 な ど 、 市 町 や 地 域 の ⽀ 援 機 能が 充 実 さ れ る
よ う⽀ 援し ます 。  

  
 

   
■ 訪 問 系 サー ビ ス な ど の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 ⽤ を 促 進 す る た め、 障 害 福 祉 ⼈

材 確保 のた めの 研修会 等の 開催 に取 り組み ます 。  
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２－３  障 害のあ る⼈が 分け 隔て られ ない共 ⽣社 会の 実現   
(1) 障害に対する理解と相互交流の促進 

 

  目  標  
   
■ 県⺠への障害を理由とする差別の解消と、合理的配慮の提供の理解を進めます。
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

ヘルプマーク配布数 （201７年度） 
9,530個 

（2018 年度） 
累計 28,590 個

累計 120,000 個 ● 

声かけサポーター養成数 （201７年度） 
231人 

（2018 年度） 
200 人 

（2018～2021年度）
累計 1,000 人 

○ 

障害者スポーツ応援隊派遣回数 （2016年度） 
３回 

（2018 年度） 
16 回 

毎年度 17 回 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  
 
 
 
 
 

障 害 の あ る ⼈ へ の ⼼ づ か い 推 進 事 業 費  
⼿ 話 ⾔ 語 普 及 促 進 事 業 費  
障 害 者 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 費 助 成  
パ ラ ス ポ ー ツ 王 国 推 進 事 業 費  
障 害 者 ⽂ 化 芸 術 振 興 事 業 費  
                な ど  

20
5

51
16
35

 

合 計  130  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72



 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 障害のある⼈に対する「合理的配慮の提供」の徹底を進めるため、ヘルプマークの配布と普及啓
発、鉄道駅等での事故防⽌のための声かけサポーターの養成、具体的事例を紹介する映像の作成
や、顕著な取組みのあった団体等の表彰を⾏うほか、障害を理由とする差別解消推進県⺠会議参
画団体や事業者の差別解消のための取組を⽀援しています。（障害者政策課） 

  
 

■ ⼿話通訳者の養成に加え、「静岡県⼿話⾔語条例」の施⾏を踏まえ、職員及び県⺠が⼿話を学ぶ
機会の確保のほか、啓発講座の開催や学習動画の作成などにより、⼿話が⾔語であることの社会
的認知の向上や⼿話の普及に取り組んでいます。（障害福祉課） 

  
 

■ 東京 2020 パラリンピックの⾃転⾞競技が本県で開催されることを踏まえ、パラサイクリングを
中⼼としたパラリンピック競技の体験機会を増やし、県⺠の障害に対する理解促進と、障害者ス
ポーツの裾野拡⼤を図っています。また、東京パラリンピックに本県から多くの選⼿を輩出する
ため、候補選⼿を指定して強化活動の⽀援を⾏っています。（スポーツ振興課） 

  
 

■ 県障害者⽂化芸術活動⽀援センターを拠点に、相談⽀援窓⼝の開設、情報収集・発信、⽀援⼈材
の育成、発表機会の創出などを⾏い、障害のある⼈の⽂化芸術活動の裾野拡⼤を進めています。
今年度は、県東部・⻄部地域への⽀援拠点の設置や、有償で借り受けた障害のある⼈の芸術作品
の県庁内展⽰を実施しています。(⽂化政策課) 
 

Check（評価） 
 

■ 「ヘルプマーク配布数（活動指標）」は、内部障害、知的障害、精神障害のある⼈全てに配布す
ることを⽬指していますが、ヘルプマークを持つことに抵抗を感じる⼈もいるため、累計 28,590
個に留まっており、より⼀層の推進が必要です。（障害者政策課） 

  
 

■ 「合理的配慮理解促進補助⾦の助成団体数（参考指標）」は増加していますが、計画を下回って
いるため、「障害を理由とする差別解消推進県⺠会議参画団体数（成果指標）」の確保に向けた取
組は、進捗が遅れています。（障害者政策課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

合理的配慮理解促
進補助⾦の助成団
体数 

― ― ― 11 団体 20 団体   
 

  
 

■ 「静岡県障害者差別解消相談窓⼝における相談件数（参考指標）」が順調に推移し、差別解消の
相談事案については、助⾔・あっせんの申し⽴ての前の相談の段階で、協議・調整し、解決に⾄
っていることから、「障害者差別解消⽀援協議会による助⾔・あっせん申し⽴て件数（成果指標）」
は 0 件で推移しています。（障害者政策課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

静岡県障害者差別
解消相談窓⼝にお
ける相談件数 

－ － 103 件 202 件 184 件 → 
 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ ヘルプマークの普及推進を図るため、ヘルプマークの意味を多くの⼈に理解してもらうためのセ

ミナー等の開催に取り組みます。（障害者政策課） 
  
 

■ 障害を理由とする差別解消推進県⺠会議への参画を促進するため、合理的配慮理解促進補助⾦の
実施内容等を周知する等により、団体等の合理的配慮の提供に関する活動⽀援に取り組みます。
（障害者政策課） 

  
 

■ 企業等が障害のある⽅の作品を有償で借り受け、その⼀部を作者に還元するレンタルアートの仕組
みづくりや、東京オリンピック・パラリンピック⼤会の開催期間中の県⽴美術館における作品展開
催など、障害のある⽅の⽂化芸術活動の普及に取り組みます。（⽂化政策課） 
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２－３  障 害のあ る⼈が 分け 隔て られ ない共 ⽣社 会の 実現   
(2) 多様な障害に応じたきめ細かな⽀援 

 

  目  標  
   

■ 障 害 の ある ⼈ や そ の 家 族 が 安 ⼼ し て ⽣ 活 を 送 る こ と が で き る よう 、 様 々 な 障
害 の特 性に 応じ たきめ 細か な⽀ 援体 制の整 備を 進め ます 。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

重症⼼⾝障害児(者)の⽀援に携わ
る専⾨⼈材養成数 

（2013～2016年度）
累計434人 

(2018 年度) 
93 人 

（2018～2021年度）
累計 500 人 

○ 

発達障害児者の⽀援に携わる専⾨
⼈材養成数 

（2013～2016年度）
累計618人 

(2018 年度) 
158 人 

（2018～2021年度）
累計 700 人 

○ 

児童発達⽀援センター設置市町数 （2016年度） 
11市町 

(2018 年度) 
16 市町 

政令市除く全市町 ● 

多様な精神疾患等ごとの拠点医療
機関設置数 

（2017年度） 
33箇所 

（2018年度） 
57箇所 

111 箇所 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  重 症 ⼼ ⾝ 障 害 児 施 設 等 援 護 費  
在 宅 重 症 児 者 対 応 多 職 種 連 携 研 修 事 業 費  
⼼ ⾝ 障 害 児 （ 者 ） ⻭ 科 健 康 診 査 委 託 費  
在 宅 重 症 ⼼ ⾝ 障 害 児 (者 )等 利 ⽤ 施 設 医 療 ⽀ 援 事 業 費
在 宅 重 症 ⼼ ⾝ 障 害 児 者 短 期 ⼊ 所 利 ⽤ 確 保 事 業 費 助 成
医 療 的 ケ ア 児 等 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 養 成 研 修 事 業 費  
発 達 障 害 児 家 族 等 ⽀ 援 体 制 整 備 事 業 費  
発 達 障 害 者 ⽀ 援 セ ン タ ー 運 営 費  
東 部 地 域 発 達 障 害 者 ⽀ 援 体 制 強 化 事 業 費  
県 ⽴ 磐 ⽥ 学 園 改 築 整 備 事 業 費  
多 様 な 精 神 疾 患 医 療 連 携 体 制 整 備 事 業 費  
精 神 障 害 者 措 置 ・ 通 院 医 療 費 負 担 ⾦  
精 神 科 救 急 医 療 対 策 事 業 費      な ど

3 
5 
2 
3 
2 
2 
3 

132 
29 

235 
21 

2,280 
107 

 

合 計  2,829  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 重症⼼⾝障害児（者）が適切な医療や福祉サービスが受けられるよう、看護従事者や介護従事者
を対象とした研修を実施するとともに、それぞれの職種が連携して⽀援を提供できるよう多職種
連携研修を実施しています。（障害福祉課） 

  
 

■ 発達障害のある⼈の⽀援を充実するため、発達障害者⽀援センターを中⼼に、相談⽀援や専⾨研
修を実施しています。今年度は、発達障害の当事者・家族への⽀援強化のための⼈材育成や、東
部地域及び中⻄部地域への新センターの開設準備に取り組んでいます。（障害福祉課） 
 

 
■ 障害児福祉計画に基づき、児童発達⽀援センターの設置が着実に進むよう、市町に対し、センタ

ー設置の働き掛けを⾏っています。（障害福祉課） 
 

 
■ 休⽇・夜間に対応する精神科救急医療施設の確保や精神科救急情報センター等による 24 時間体

制の相談に対応するとともに、多様化している精神疾患等に対応するため、情報発信や相談⽀援
体制の整備及び医療機関従事者や⽀援者への研修による⼈材養成等を⾏っています。（障害福祉
課） 

Check（評価） 
 

■ 「児童発達⽀援センター設置市町数（活動指標）」は、市町単独での設置が困難な場合の広域設
置の調整が進まない、児童発達⽀援センターの設備基準を満たすことができないなどにより、16
市町に留まっており、より⼀層の市町⽀援の取組の推進が必要です。 

  
 

■ 重症⼼⾝障害児（者）受⼊のための研修を⾏うことにより、「重症⼼⾝障害児（者）に携わる専
⾨⼈材養成数（活動指標）」が順調に推移し、短期⼊所の実施を希望する医療機関の⼈材育成が
進むとともに、市町と連携して公的病院を中⼼に医療機関を訪問し、短期⼊所の実施を働きかけ
た結果、「重症⼼⾝障害児(者)等を対象とした医療型短期⼊所サービス施設数（成果指標）」は着
実に増加しています。（障害福祉課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 児童発達⽀援センター未設置の市町に対して、市町単独で設置できない場合の広域設置に向けた

調整や、既存の児童発達⽀援事業所の機能強化によるセンター設置などの取組強化を促します。
（障害福祉課） 

  
 

■ 発達障害者⽀援センターについては、相談内容が複雑化・多様化する中、県⺠により⾝近な場所
で専⾨的な⽀援を提供するため、2020年度から、東部と中⻄部の２か所体制にするとともに、
運営を発達障害のある⼈への⽀援の専⾨的な知識や経験のある⺠間法⼈に委託します。 
また、⾃閉症⽀援講座やかかりつけ医等発達障害対応⼒向上研修などの開催により専⾨⼈材の養
成を進め、相談⽀援の質の向上を図るとともに、両センターにおいて、⽀援機関への訪問指導や
⼈材育成など、市町や地域の⽀援機能が充実されるよう⽀援します。（障害福祉課） 
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２－３  障 害のあ る⼈が 分け 隔て られ ない共 ⽣社 会の 実現   
(3) 地域における⾃⽴を⽀える体制づくり 

 

  目  標  
   

■ 地 域の 暮ら しを ⽀える ⽣活 ⽀援 や就 労⽀援 を充 実し 、地域 移⾏を促進 しま す。
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

圏域⾃⽴⽀援協議会専⾨部会設置
数 

（2017年度） 
23部会 

（2018 年度） 
23 部会 

30 部会 ● 

相談⽀援専⾨員養成数 （2013～2016年度）
累計2,062人 

（2018 年度） 
752 人 

（2018～2021年度）
累計 3,200 人 

○ 

障害福祉サービス事業所数 （2016年度） 
1,826箇所 

（2018 年度） 
1,936 箇所 

（2020 年度） 
2,134 箇所 

○ 

グループホーム数 （2016年度） 
143箇所 

（2018 年度） 
170 箇所 

（2020 年度） 
203 箇所 

○ 

しずおか授産品ブランド化商品数 （2016年度） 
5品 

（2018 年度） 
累計 24 品 

累計 55 品 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  圏 域 ス ー パ ー バ イ ザ ー 設 置 事 業 費  
障 害 者 ⾃ ⽴ ⽀ 援 給 付 費 負 担 ⾦  
⾝ 体 障 害 児 （ 者 ） 援 護 費 負 担 ⾦  
重 度 障 害 者 （ 児 ） 医 療 費 助 成  
障 害 者 地 域 ⽣ 活 ⽀ 援 事 業 費  
障 害 者 施 設 等 整 備 費 助 成  
県 ⽴ 障 害 児 （ 者 ） 施 設 運 営 費  
精 神 障 害 者 地 域 移 ⾏ ⽀ 援 事 業 費  
措 置 ⼊ 院 者 退 院 後 ⽀ 援 事 業 費  
農 福 連 携 に よ る ⼯ 賃 向 上 ⽀ 援 事 業 費  
障 害 者 働 く 幸 せ 創 出 事 業 費  

               な ど  

31 
13,198 

1,015 
1,796 

658 
431 
217 

6 
5 

20 
49 

 

合 計  18,499  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 障害福祉サービスの利⽤拡⼤に対応するため、相談⽀援専⾨員初任者研修及びサービス管理責任
者等研修を開催し、障害福祉サービス事業所等に必要となる⼈材確保を⽀援しています。また、
圏域スーパーバイザーが市町⾃⽴⽀援協議会の体制⾒直しを⽀援しています。（障害者政策課） 

  
 

■ グループホーム新設のための施設整備に対する⽀援を⾏っています。(障害者政策課) 
  
 

■ 精神科病院に⼊院している⽅の地域⽣活への移⾏を推進するため、県⾃⽴⽀援協議会を中⼼に、
精神科医療機関、地域援助事業者、市町等と連携した⼈材育成研修や⼊院中の精神障害者に対し
て地域での⽣活を促す⽀援を⾏っています。（障害福祉課） 

  
 

■ 企業と障害福祉サービス事業者との連携強化や、官公需における新たな発注分野の開拓により、
障害福祉サービス事業所への発注拡⼤を図っています。（障害者政策課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「圏域⾃⽴⽀援協議会専⾨部会設置数（活動指標）」は、圏域により福祉基盤の状況が様々であ
ることや、市町⾃⽴⽀援協議会の体制⾒直しを進めている地域があるなど、関係機関との調整が
進んでいない圏域があるため、23 部会に留まっており、圏域スーパーバイザー主導による関係
機関との地域課題の共有化などによる⼀層の推進が必要です。 

  
 

■ 「障害福祉サービス事業所数（活動指標）」が着実に増加し、障害福祉サービスを利⽤できる場
の充実が進んでいますが、ヘルパー不⾜等の影響で訪問系サービスの利⽤が進んでいないため、
「障害福祉サービス１か⽉当たり利⽤⼈数（成果指標）」の進捗が遅れています。(障害者政策課)

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

訪問系サービス 
利⽤者数 3,367 ⼈ 3,699 ⼈ 3,920 ⼈ 4,113 ⼈ 4,056 ⼈ → 

 
  
 

■ 「グループホーム数（活動指標）」は順調に増加し、地域での居住の場の確保が促進されるとと
もに、精神科病院に⼊院している⽅に対する地域⽣活への移⾏に向けた精神科医療機関、地域援
助事業者、市町等との連携した取組や研修の実施等に取り組むことにより、「精神科病院の 1 年
以上の⻑期在院者数（参考指標）」は減少し、「精神科病院⼊院後 1 年時点退院率（成果指標）」
の向上に寄与しています。（障害福祉課） 

  
  

参考指標 2014年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
精神科病院⼊院後 
1年以上の在院者数 3,702 ⼈ 3,599 ⼈ 3,518 ⼈ 3,333 ⼈ 3,277 ⼈   

   
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 発達障害や就労関係など専⾨的・広域的課題に対応するため、未設置の専⾨部会がある圏域につ

いては、圏域スーパーバイザーを中⼼に、市町⾃⽴⽀援協議会や相談⽀援事業所、サービス事業
所と必要となる部会について協議・精査し、設置を進めます。(障害者政策課) 

  
 

■ 訪問系サービスなどの障害福祉サービスの利⽤を促進するため、障害福祉の仕事に興味を持って
もらうための障害福祉サービスの業務内容等の紹介や研修会等の開催など障害福祉⼈材確保に
取り組みます。（障害者政策課） 
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２－４  健全な⼼⾝を保つ環境の整備  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  健全な ⼼⾝ を保 つ環境 の整 備   

（ １） ⾃⽴ に向 けた⽣ 活の ⽀援  
施策

（ ２） ⾃殺 対策 の推進  
 

  目  標   
   
■ ⽣ 活困 窮者 や世 帯に対 する 相談 ⽀援 体制を 強化 し、 ⾃⽴ を促します 。  
  

  
   

■ 市 町 を はじ め と す る 多 様 な 主 体 と 連 携 し 、 地 域 全 体 で ⾃ 殺 に よる 死 亡 者 を 減
ら しま す。  

  
 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

新 規 就 労 ま た は 増 収 し た ⽣ 活
保 護 受 給 者 の 割 合  

（2016 年 度 ）
34.3％ 

(2018 年 度 )
27.6％  40％  基 準 値

以 下  

⾃ 殺 に よ る 死 亡 者 数  （2016 年 ） 
602 人  

(2018 年 ) 
586 人  

500 人 未 満  C 

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● － 合計

（ １） ⾃⽴ に向けた⽣ 活の ⽀援  ０  ２  2 ０  4 

（ ２） ⾃殺 対策の推進  2 1 0 0 3 

合 計 ２  ３  2 ０  7 
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  主 な 取 組  
 

   
■ ⾃ ⽴ 相 談⽀ 援 窓 ⼝ に お け る 相 談 や ⾃ ⽴ の た め の ⽀ 援 プ ラ ン 作 成な ど に よ り 、

⽣ 活 困 窮者 を ⽀ 援 す る ほ か 、 ひ き こ も り ⽀ 援 セ ン タ ー に よ る 相談 対 応 や ⾃ 宅
以 外 で 安⼼ し て 過 ご せ る 居 場 所 の 設 置 な ど 、 ひ き こ も り 状 態 にあ る ⼈ が 必 要
と する ⽀援 を⾏ ってい ます 。  

  
 

   
■ 「 若 者 ここ ろ の 悩 み 相 談 窓 ⼝ 」 や 、 若 者 休 ⽇ 夜 間 あ ん し ん 電 話に よ る 相 談 対

応 及び 若年 層向 け「 ここ ろの セル フケ ア講座 」を開 催す るほか 、LINE 相 談 の
拡 充 な どに よ り 、 若 年 層 の ⾃ 殺 対 策 の 強 化 、 様 々 な 悩 み に 対 する 早 期 対 応 に
取 り 組 んで い ま す 。 ま た 、 市 町 等 と の 連 携 に よ り ゲ ー ト キ ー パー の 養 成 を ⾏
う ほ か 、企 業 に お け る ⾃ 殺 対 策 を 推 進 す る た め の ⼈ 材 養 成 研 修を ⾏ っ て い ま
す 。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ ⽣ 活 困 窮者 や 世 帯 に 対 す る 相 談 ⽀ 援 を 強 化 し 、 ⾃ ⽴ を 促 す た めに は 、 就 労 困

難 度 が ⾼い ⼈ が 、 就 労 意 欲 の 向 上 か ら 段 階 的 に ス テ ッ プ ア ッ プで き る 仕 組 み
を 構 築 し、 ⽬ 標 を 下 回 っ て い る 「 新 規 就 労 ま た は 増 収 し た ⽣ 活保 護 受 給 者 の
割 合（ 成果 指標 ）」 の改 善に つな げる ことが 必要 です 。  
ま た 、 ひき こ も り 状 態 に あ る ⼈ へ の ⽀ 援 に つ い て は 、 ひ き こ もり の 期 間 が ⻑
期 化 す るほ ど 、 社 会 と の 関 わ り が 難 し く な る ほ か 、 親 の ⾼ 齢 化も 同 時 に 進 ⾏
す る「 8050 問 題 」など 問題 が複 合化・複雑化 する ため 、早い 段階で の⽀ 援が
必 要で す。  

  
 

   
■ ⾃ 殺 対 策に つ い て は 、 若 年 層 の ⾃ 殺 対 策 の 強 化 、 様 々 な 悩 み に対 す る 早 期 対

応 に取 り組 みま したが 、 30 歳 代以下 の⾃殺 者が 増加 した ことなどか ら、「⾃
殺 によ る死 亡者 数（ 成果 指標 ）」は ⽬標 を下回 って いま す。また、⾃ 殺者 数全
体 の３ 割を 占め る 40 歳 代、 50 歳代 の対 策に 引き 続き 取り 組む必 要が あり ま
す 。  

 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ ひ き こ もり ⽀ 援 セ ン タ ー 及 び 居 場 所 の 周 知 を 強 化 す る な ど し て、 就 労 困 難 度

が ⾼ い 者の 相 談 に つ な げ 、 個 ⼈ 的 ⽀ 援 か ら 社 会 参 加 に 向 け た ⽀援 ま で 、 県 、
市 町、 関係 団体 が連携 して 、社 会全 体で⽀ える 体制 の構 築を推進し ます 。  

  
 

   
■ 増 加し てい る 30 歳 代以 下の ⾃殺 を防 ⽌する ため 、Ｌ ＩＮ Ｅ相 談の 拡充 など 、

若 年層 対策 を更 に推進 しま す。 また 、⾃殺 者数 の多 い 40 歳 代、50 歳代 の⾃
殺 を 防 ⽌す る た め 、 ⼈ 事 労 務 担 当 者 を 対 象 に ゲ ー ト キ ー パ ー の養 成 を ⾏ う な
ど 、企 業に おけ る⾃殺 対策 ゲー トキ ーパー の養 成を 継続 して取り組 みま す。

  
 

   
■ 就 労困 難度 の⾼ い⼈に つい ては 、集 中的 な⽣ 活改 善、⼀般 就労 への 意欲 向上

を ⽀援 する こと により 、段 階的 にス テッ プア ップ でき る仕 組みを構築 する な
ど 、関 係機関 との 連携を 更に 強化 し、相 談から マッ チン グ、就 労後の ケア ま
で 、き め細 かく 柔軟な ⽀援 を推 進し ます。  
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２－４  健 全な⼼ ⾝を保 つ環 境の 整備   
(1) ⾃⽴に向けた⽣活の⽀援 

 

  目  標  
   
■ ⽣ 活困 窮者 や世 帯に対 する 相談 ⽀援 体制を 強化 し、 ⾃⽴ を促します 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

⽣活に困窮した⼈の⽀援プラン作
成件数 

（2016年度） 
1,211件 

（2018 年度） 
1,311 件 

1,500 件 ○ 

ひきこもり状態にある⼈の「居場
所」利⽤者数 

（2016年度） 
193人 

（2018 年度） 
345 人 

800 人 ● 

就労⽀援を受けた⽣活保護受給者
数 

（2016年度） 
4,613人 

（2018 年度）
5,195 ⼈ 5,500 ⼈ ○ 

就労⽀援を受けた⽣活困窮者数 （2016年度） 
750人 

（2018 年度） 
692 人 

900 人 ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  社 会 福 祉 統 計 調 査 費  
⽣ 活 保 護 運 営 対 策 事 業 費  
⽣ 活 困 窮 者 ⾃ ⽴ ⽀ 援 事 業 費  
⽣ 活 保 護 者 就 労 ⽀ 援 事 業 費  
⽣ 活 保 護 費  
⽣ 活 保 護 費 負 担 ⾦  
要 保 護 世 帯 法 外 援 護 等 事 業 費  
住 居 確 保 給 付 ⾦  
⽣ 活 福 祉 資 ⾦ 貸 付 推 進 事 業 費 助 成  
ひ き こ も り 対 策 推 進 事 業 費  
                 な ど

3
37
57
23

3,078
437

4
2

32
25

 

合 計  3,698  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⾃⽴相談⽀援窓⼝における相談や⾃⽴のための⽀援プラン作成などにより、⽣活困窮者への⽀援
を実施しています。（地域福祉課） 

  
 

■ ひきこもり⽀援センターによる相談対応や⾃宅以外で安⼼して過ごせる居場所の設置など、社会
的参加（仕事や学校、家族以外の交流）をほとんどせずに、６か⽉以上続けて⾃宅にひきこもっ
ている状態（他者と交わらない外出も含む）である「ひきこもり状態にある⼈」が必要とする⽀
援を⾏っています。（障害福祉課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「ひきこもり状態にある⼈の「居場所」利⽤者数（活動指標）」は、「居場所」の開設箇所数は増
加している⼀⽅で、ひきこもり状態にある⼈を「居場所」につなげるためには、当事者と⽀援者
の信頼関係を築いた上で、当事者の状態に⼗分に配慮した⽀援が必要であり、時間を要するため、
345 ⼈に留まっており、社会参加への意欲が回復しつつある当事者に対しては、状態を⾒ながら
より⼀層の働きかけが必要です。（障害福祉課） 

  
 

■ ⻑期間未就労者、ニート、ひきこもり等の就労困難度の⾼い⼈の割合が⼤きくなっているため、
「就労⽀援を受けた⽣活困窮者数（活動指標）」は、692 ⼈に留まっています。就労困難度が⾼
い⼈は、直ちに⼀般就労を⽬指すことが困難であるため、就労意欲の向上から段階的にステップ
アップできる仕組みを構築し、「新規就労または増収した⽣活保護受給者の割合（成果指標）」の
改善につなげることが必要です。（地域福祉課） 

  
 

■ ひきこもり⽀援センターの設置による相談窓⼝の⼀元化などにより、「ひきこもり⽀援センター
相談件数（参考指標）」は着実に増加していますが、ひきこもりが⻑期化し、親も⾼齢となり収
⼊が途絶えるなどの「8050 問題」が顕在化し始めていることから、社会全体でひきこもり状態
にある⼈の社会参加を⽀援する体制整備が必要です。（障害福祉課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

ひきこもり⽀援セ
ンター相談件数 885 件 1,231 件 1,567 件 1,868 件 1,851 件 → 

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ ひきこもり⽀援センターの周知を強化して、ひきこもり状態で困っている⽅を相談につなげ、ひ
きこもり当事者の状態に応じて、「居場所」の利⽤を働きかけるなど、個⼈的⽀援から社会参加
に向けた⽀援まで、県、市町、関係団体が連携して、社会全体で⽀える体制の構築を推進します。
（障害福祉課） 

  
 

■ 就労困難度の⾼い⼈については、集中的な⽣活改善、⼀般就労への意欲向上を⽀援することによ
り、段階的にステップアップできる仕組みを構築するなど、関係機関との連携を更に強化し、相
談からマッチング、就労後のケアまで、きめ細かく柔軟な⽀援を推進します。（地域福祉課） 
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２－４  健 全な⼼ ⾝を保 つ環 境の 整備   
(2) ⾃殺対策の推進 

 

  目  標  
   

■ 市 町 を はじ め と す る 多 様 な 主 体 と 連 携 し 、 地 域 全 体 で ⾃ 殺 に よる 死 亡 者 を 減
ら しま す。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

⾃殺対策ネットワーク設置市町数 （2016年度） 
5市 

（2018年度） 
23市町 

全市町 ◎ 

こころのセルフケア講座受講者数 （2016年度） 
35人 

（2018年度） 
255人 

（2018～2021年度）
累計 1,200 人 

○ 

ゲートキーパー養成数 （2016年度まで） 
累計41,566人 

（2018年度） 
累計49,440人 

累計 52,000 人 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  ⾃ 殺 総 合 対 策 事 業 費  
若 者 こ こ ろ の SOS サ ポ ー ト 事 業 費  

95 
34 

合 計  129  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82



 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 市町との連携による総合的な⾃殺対策を推進するため、市町⾃殺対策計画の策定・推進に向けた
市町担当者研修会を開催するなど、市町の取組を⽀援しています。（障害福祉課） 

  
 

■ 若年層に重点を置いた⾃殺対策として、「若者こころの悩み相談窓⼝」や、若者休⽇夜間あんし
ん電話による相談対応及び若年層向け「こころのセルフケア講座」を開催するほか、ICT を活⽤
した相談窓⼝の周知や LINE 相談等を⾏っています。今年度は、LINE 相談の拡充などにより、若
年層の⾃殺対策の強化、様々な悩みに対する早期対応に向けた体制の構築に取り組んでいます。
（障害福祉課） 
 

 
■ 早期⽀援につなげるための⼈材の養成として、市町等との連携により、悩んでいる⼈に気づき、

声をかけ、話を聴いて、必要な⽀援につなげ、⾒守るゲートキーパーの養成を⾏うほか、企業に
おける⾃殺対策を推進するための⼈材養成研修を⾏っています。（障害福祉課） 
 

Check（評価） 
  
 

■ 市町⾃殺対策計画に基づく市町の取組の⽀援により、「⾃殺対策ネットワーク設置市町数（活動
指標）」が順調に推移するとともに、ICT を活⽤した相談窓⼝の周知により、「若年層向け相談窓
⼝相談件数（参考指標）」も増加してはいますが、30 歳代以下の⾃殺者が増えたことなどから「⾃
殺による死亡者数（成果指標）」は⽬標を下回っており、今後更なる推進が必要です。（障害福祉
課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
若年層向け相談窓
⼝相談件数 ― 302 件 884 件 902 件 955 件   

 
  
 

■ ⾃殺相談対応等の職務を持つ専⾨職・団体等や、⼀般住⺠に関わる機会が多い業種・団体等を対
象にした研修会を開催することにより、「ゲートキーパー養成数（活動指標）」が着実に増加して
いますが、「40 歳代、50 歳代の⾃殺者数（参考指標）」が全体の３割を占めていることから、企
業における対策に引き続き取り組む必要があります。（障害福祉課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

40 歳代の⾃殺者数 123 ⼈ 
（18.2％）

130 ⼈ 
（19.1％） 

115 ⼈ 
（19.1％） 

115 ⼈ 
（19.6％） 

89 ⼈ 
（15.2％）   

50 歳代の⾃殺者数 117 ⼈ 
（17.4％）

118 ⼈ 
（17.3％） 

105 ⼈ 
（17.4％） 

121 ⼈ 
（20.6％） 

98 ⼈ 
（16.7％）   

※ 括弧内は全体に占める割合  
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 増加している 30 歳代以下の⾃殺を防⽌するため、LINE 相談の拡充など、若年層対策を更に推進
するとともに、⾃殺者数の多い 40 歳代、50 歳代の⾃殺を防⽌するため、⼈事労務担当者を対象
にゲートキーパーの養成を⾏うなど、引き続き企業における⾃殺対策に取り組みます。（障害福
祉課） 
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政 策３ ⼦どもが健やかに学び育つ社会の形成

３-１ 安⼼して出産・⼦育てができる環境づくり

(1) 家庭・職場・地域の⼦育て⽀援の充実

(2) 保育サービス・幼児教育の充実

(3) ⼦どもや⺟親の健康の保持・増進

３-２ すべての⼦どもが⼤切にされる社会づくり

(1) 社会的養護が必要な⼦どもへの⽀援の充実

(2) ⼦どもの貧困対策の充実

(3) 特別⽀援教育の充実

３-３ 「⽂・武・芸」三道⿍⽴の学びの場づくり

(1) 地域ぐるみ・社会総がかりの教育の推進

(2) 確かな学⼒の向上

(3) 技芸を磨く実学の奨励

(4) 学びを⽀える魅⼒ある学校づくり
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３－１  安⼼して出産・⼦育てができる環境づくり  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  安⼼し て出 産・ ⼦育て がで きる 環境 づくり   

（ １） 家庭 ・職 場・地 域の ⼦育 て⽀ 援の充 実  

（ ２） 保育 サー ビス・ 幼児 教育 の充 実  施策

（ ３） ⼦ど もや ⺟親の 健康 の保 持・ 増進  
 

  目  標   
   
■ 社 会 全 体で ⼦ 育 て 家 庭 を 応 援 す る 気 運 を 醸 成 し 、 職 場 や 地 域 で⼦ 育 て を 応 援

す る活 動に 取り 組む⼈ を増 やし ます 。  
  

  
   

■ 待 機 児 童ゼ ロ の 実 現 と 多 様 化 す る 需 要 に 応 え る 保 育 サ ー ビ ス の量 と 質 を 充 実
さ せ、 それ を⽀ える保 育⼈ 材を 確保 します 。  

   
■ 市 町 の 幼児 教 育 推 進 体 制 を ⽀ 援 し 、 幼 稚 園 ・ 保 育 所 等 と ⼩ 学 校の 連 携 ・ 接 続

を 強化 しま す。  
  

  
   

■ 妊 娠 期 から ⼦ 育 て 期 ま で 切 れ ⽬ の な い ⽀ 援 体 制 を 構 築 し 、 出 産・ 育 児 に か か
る 負担 を軽 減し ます。  

  
 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

ふ じ さ ん っ こ 応 援 隊 参 加 団 体
数  

（2016 年 度 ）
1,333 団 体  

（2018 年 度 ）
1,591 団 体  

2,000 団 体  B 

保 育 所 等 待 機 児 童 数  （2017 年 度 ）
456 人  

（2019 年 度 ）
212 人  

0 人  B 

認 定 こ ど も 園・保 育 所 等 の 保
育 教 諭 ・ 保 育 ⼠ 数  

（2017 年 度 ）
12,352 人  

（2018 年 度 ）
13,227 人  

（2019 年度 ）
13,592 人  

A 

幼 児 教 育 ア ド バ イ ザ ー 等 配 置
市 町 数  

（2017 年 度 ）
9 市 町  

（2019 年 ） 
25 市 町  

全 市 町  B 

⼦ 育 て 世 代 包 括 ⽀ 援 セ ン タ ー
設 置 数  

(2016 年 度 ) 
22 箇 所  

（2018 年 度 ）
35 箇 所  

43 箇所  Ａ  

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● － 合計

（ １） 家庭 ・職場・地 域の ⼦育 て⽀ 援の充 実  ０  1 3 0 4 

（ ２） 保育 サービス・ 幼児 教育 の充 実  1 1 2 0 4 

（ ３） ⼦ど もや⺟親の 健康 の保 持・ 増進  1 0 １  1 3 

合 計 2 ２  6 １  11
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  主 な 取 組  
 

   
■ し ずお か⼦ 育て 優待カ ード 事業 への 協賛の 働き かけ や、イク ボスの普 及促 進

に 向け た出 前講 座の開 催等 によ り、⼦育 てを 応援 する 気運 の醸成や企 業等 に
お ける ⼦育 てし やすい 環境 の整 備を ⾏って いま す。また 、⼦ 育て⽀援 ポー タ
ル サイ ト「 ふじ さんっ こ☆ ⼦育 てナ ビ」や「し ずお か⼦ 育て優 待カ ード 」の
ス マー トフ ォン 対応化 を実 施し ます 。  
※ ｢イクボス｣は、育児だけではなく、親や親族の介護、⾃⼰啓発等を⾏う部下を応援し、組織の業績も結

果を出しつつ、誰もが働きやすい職場環境をつくる経営者や管理職のことをいう。 
  

  
   

■ 市 町 と 連携 し て 、 保 育 所 や 認 定 こ ど も 園 の 整 備 等 に 取 り 組 み 、定 員 の 拡 ⼤ を
進 め て いま す 。 ま た 、 多 様 な 保 育 ・ ⼦ 育 て ⽀ 援 サ ー ビ ス の 需 要に 対 応 す る た
め 、 延 ⻑保 育 等 を 実 施 す る 施 設 の ⽀ 援 や 、 保 育 ・ ⼦ 育 て ⽀ 援 サー ビ ス を 担 う
⼈ 材の 確保 に取 り組ん でい ます 。  

   
■ 静 岡県 版幼 ⼩接 続モデ ルカ リキ ュラ ムを作 成し 、研 修会等 での活⽤を 通し て、

幼 稚園 ・保 育所 等と⼩ 学校 の連 携・ 接続の 強化 に努 めて います。  
  

  
   

■ ⼦ 育 て 世代 包 括 ⽀ 援 セ ン タ ー 従 事 者 の 育 成 や 設 置 に 関 す る 相 談⽀ 援 、 市 町 の
⺟ ⼦ 保 健事 業 の ⽀ 援 、 こ ど も 医 療 費 助 成 や ⼦ ど も の 発 達 等 の 相談 、 不 妊 ・ 不
育 症 に 対す る 相 談 や 治 療 費 助 成 な ど 、 ⼼ 理 的 ・ 経 済 的 ⽀ 援 に 取り 組 ん で い ま
す 。 ま た、 先 天 性 疾 患 の ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 及 び 医 療 へ の 紹 介体 制 の 整 備 や
⼩ 児救 急電 話相 談など 、医 療と 連携 した⼦ 育て ⽀援 に取 り組んでい ます 。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 社 会 全 体で ⼦ 育 て 家 庭 を 応 援 す る 機 運 の 醸 成 に つ い て は 、 ふ じさ ん っ こ 応 援

隊 の 周 知、 し ず お か ⼦ 育 て 優 待 カ ー ド 事 業 へ の 協 賛 の 働 き か け等 に 取 り 組 ん
だ 結果 、「ふじ さん っこ 応援 隊参 加団 体数（ 成果 指標 ）」 は、 1,591 団体 とな
っ て お り、 順 調 に 推 移 し て い ま す 。 今 後 も 、 共 働 き 世 帯 の 増 加が ⾒ 込 ま れ る
こ とか ら、 取組 のさら なる 充実 を図 ってい く必 要が あり ます。 

  
  

   
■ 待 機 児 童ゼ ロ の 実 現 と 、 保 育 サ ー ビ ス の 充 実 に つ い て は 、 着 実な 施 設 整 備 等

に よ り 定員 の 拡 ⼤ や 保 育 ⼠ の 処 遇 改 善 と 資 質 向 上 に つ な が る キャ リ ア ア ッ プ
研 修 の 実施 に 取 り 組 ん だ 結 果 、「 保 育 所 等 待 機 児 童 数 （ 成 果 指 標 ）」 及 び 「 認
定 こ ど も園 ･保 育 所 等 の 保 育 教 諭 ・ 保 育 ⼠ 数 （ 成 果 指 標 ）」 は 順調 に 推 移 し て
い ま す が、待 機 児童ゼ ロ に 向 けて は 、 3 歳 未 満 児 の定 員 拡⼤や保 育 ⼠ 確保 を
さ らに 進め る必 要があ りま す。  
さ らに 、10 ⽉ から 実施 され た幼 児教 育・保育 の無 償化 につ いては 、対象 範囲
が ３歳 から ５歳 児の全 てと 住⺠ 税⾮ 課税世 帯の ０歳 か ら 2 歳児であ り、 その
ほ と ん どが 幼 稚 園 や 保 育 所 等 に 通 っ て い る こ と か ら 、 今 の と ころ 利 ⽤ 申 込 者
の ⼤ 幅 な増 加 は あ り ま せ ん が 、 無 償 化 の 影 響 を ⾒ 極 め 、 市 町 と連 携 し て 適 切
に 対応 する 必要 があり ます 。  

   
■ 幼 稚 園 ・保 育 所 等 と ⼩ 学 校 の 連 携 ・ 接 続 の 強 化 に つ い て は 、 静岡 県 版 幼 ⼩ 接

続 モデ ルカ リキ ュラム の周 知な どに 取り組 んだ 結果 、「幼 児教育アド バイ ザー
等 設置 市町 数（ 成果指 標）」は 25 市町 とな り、 順調 に推 移していま す。  
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■ 妊 娠 期 から ⼦ 育 て 期 ま で 切 れ ⽬ の な い ⽀ 援 体 制 の 構 築 に つ い ては 、 産 婦 健 康
診 査 や 新⽣ 児 聴 覚 ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 等 の ⺟ ⼦ 保 健 事 業 の 充 実に 伴 い 、 妊 娠
期 か ら ⼦育 て 期 に わ た る 包 括 的 ⽀ 援 の 必 要 性 が ⾼ ま っ た こ と や、 ⺟ ⼦ 保 健 研
修 の 実 施に よ り 、 医 療 機 関 を は じ め と し た 関 係 機 関 と の 連 携 が進 ん だ こ と に
よ り 、「 ⼦育 て 世 代 包 括 ⽀ 援 セ ン タ ー 設 置 数 （ 成 果 指 標 ）」 は 順調 に 推 移 し て
い ます 。 

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ ⼦ 育 て を応 援 す る こ と へ の 県 ⺠ の 関 ⼼ を ⾼ め る た め 、 し ず お か⼦ 育 て 優 待 カ

ー ド 事 業等 の ⼦ ど も や ⼦ 育 て を 応 援 す る 活 動 等 の 積 極 的 な 周 知や 、 イ ク ボ ス
出 前 講 座の 開 催 な ど 企 業 の イ ク ボ ス の 必 要 性 の 意 識 啓 発 に 取 り組 み 、 家 庭 、
職 場、 地域 で⼦ 育てを 応援 する 気運 の醸成 を図 りま す。  

  
  

   
■ 保 育 ⼠ 等の 確 保 を 図 る た め 、 潜 在 保 育 ⼠ の 職 場 復 帰 ⽀ 援 や 保 育⼠ 修 学 資 ⾦ 等

の 貸 付 事業 、 保 育 ⼠ の 処 遇 改 善 と 資 質 向 上 に つ な が る キ ャ リ アア ッ プ 研 修 に
加 え、 勤務 環境 の改善 に取 り組 みま す。  
ま た 、 保育 の 受 け ⽫ の 拡 ⼤ に 向 け 、 市 町 の ⼦ ど も ・ ⼦ 育 て ⽀ 援事 業 計 画 （ 第
⼆ 期 ） の策 定 ⽀ 援 や 、 保 育 所 や 認 定 こ ど も 園 等 の 着 実 な 整 備 促進 、 ⼩ 規 模 保
育 の促 進に 取り 組みま す。  
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３－１  安 ⼼して 出産・ ⼦育 てが でき る環境 づく り   
(1) 家庭・職場・地域の⼦育て⽀援の充実 

 

  目  標  
   
■ 社 会 全 体で ⼦ 育 て 家 庭 を 応 援 す る 気 運 を 醸 成 し 、 職 場 や 地 域 で⼦ 育 て を 応 援

す る活 動に 取り 組む⼈ を増 やし ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

しずおか⼦育て優待カード事業協
賛店舗数 

（2017年度） 
6,430店舗 

（2019 年度） 
7,041 店舗 

7,500 店舗 ○ 

市町、⺠間団体との少⼦化突破に
向けたワークショップの参加者数 

（2017年度） 
－ 

(2018 年度） 
65 人 

毎年度 100 人 ● 

⼦育てに優しい職場環境づくりの
講座参加者数 

（2016年度） 
191人 

(2018 年度） 
230 人 

毎年度 400 人 ● 

家庭教育に関する交流会実施園・
学校数 

（2016年度） 
549箇所 

(2018 年度） 
495 箇所 

600 箇所 ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  
 

 

教 育 委 員 会  

ふ じ の く に 少 ⼦ 化 突 破 戦 略 応 援 事 業 費  
ふ じ の く に 少 ⼦ 化 対 策 特 別 推 進 事 業 費  
し ず お か ふ じ さ ん っ こ 推 進 事 業 費  
こ ど も 体 験 ・ 交 流 推 進 事 業 費  
少 ⼦ 化 対 策 計 画 推 進 費  
家 庭 教 育 ⽀ 援 事 業 費  

100
122
34 

      3 
      9 
      5 

 

合 計      273  
 

 

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⼦育てを応援する気運の醸成を図るため、様々な機会を活⽤して、意識啓発を図るとともに、ふ
じさんっこ応援隊の周知や、しずおか⼦育て優待カード事業への協賛の働き掛け等を通じて、「⼦
育ては尊い仕事」を理解し、⼦どもや⼦育てを応援する活動に取り組む⼈を増やしています。 
今年度は、⼦育て⽀援ポータルサイト「ふじさんっこ☆⼦育てナビ」や⼦育て優待カードのスマ
ートフォン対応化を実施します。（こども未来課） 

  
 

■ ｢ふじのくに少⼦化突破戦略の羅針盤｣を踏まえ、地域の実情に応じた効果的な少⼦化対策に取り
組む市町を⽀援するとともに、市町と連携して、結婚、妊娠・出産、⼦育てまで切れ⽬のない⽀
援を実施しています。（こども未来課） 

  
 

■ 企業等における⼦育てしやすい職場環境の整備のため、企業の経営者等に対してイクボスの必要
性等の意識啓発を図っています。今年度は、イクボスの普及促進を強化するため、講座の開催回
数の拡充と出前講座を新規に開催しています。（こども未来課） 

  
 

■ 地域で家庭教育に関する学習機会の提供や相談対応等を⾏う家庭教育⽀援員を養成する基礎講
座やフォローアップ研修を実施するほか、家庭教育⽀援員情報サイト「つながるネット」やメル
マガにより情報発信に努めています。（社会教育課） 
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Check（評価） 
 

■ 「市町、⺠間団体との少⼦化突破に向けたワークショップの参加者数（活動指標）」は、開催準
備の着⼿が遅れたことや、周知が徹底できなかったなどの理由により、開催回数が少なく、65
⼈に留まっており、より⼀層の推進が必要です。⺠間団体等の参加者数の増加を図り、「ふじさ
んっこ応援隊参加団体数（成果指標）」の増加につなげていくことで、⼦どもと⼦育て家庭を応
援する気運を⼀層醸成していく必要があります。(こども未来課)   

  
 

■ 「⼦育てに優しい職場環境づくりの講座参加者数（活動指標）」は、周知期間を⼗分に取ること
ができなかったなどの理由により、講座１回当たりの参加者数が少なく、230 ⼈に留まっており、
より⼀層の推進が必要です。 (こども未来課) 

」  
 

■ 講座や研修の実施等により、家庭教育⽀援員は増加し、⽀援員や⾏政、地域の多様な⼈材によっ
て構成する家庭教育⽀援チームはすべての市町（政令市を除く）に組織されるなど、体制の充実
を図りましたが、「家庭教育に関する交流会実施園・学校数（活動指標）」は、学校⾏事の⾒直し
による懇談会の減少等もあり、基準値を下回っており、より⼀層の推進が必要です。(社会教育課）

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

静岡県家庭教育⽀
援員数 ー 117 ⼈ 220 ⼈ 320 ⼈ 353 ⼈   

家庭教育⽀援チー
ム数 

ー ６チーム 25 チーム 35 チーム 35 チーム → 
 

  
 

■ 社会全体で⼦育てを応援する意識を⾼めるための市町と連携したふじさんっこ応援隊の周知、し
ずおか⼦育て優待カード事業への協賛の働きかけ等により、「しずおか⼦育て優待カード事業協
賛店舗数（活動指標）」が着実に増加しており、「ふじさんっこ応援隊参加団体数（成果指標）」
の順調な推移につながっています。（こども未来課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 少⼦化対策の⼀層の推進のため、開催準備を早期に整え、様々な機会を捉え周知を徹底するとと

もに、開催⽅法を⼯夫することにより、特に⺠間団体等の参加者数の増加に重点を置いて、ワー
クショップを開催します。（こども未来課） 

  
 

■ ⼦育てに優しい職場環境づくりの⼀層の推進を図るため、早期かつ徹底した周知を⾏うことに加
え、企業等の都合にあわせた出前講座の開催などにより、講座等への参加促進に取り組みます。
（こども未来課） 

  
 

■ すべての保護者が安⼼して家庭教育を⾏えるよう、市町担当者、教職員、PTA 等各種研修会での
資料配布や広報誌への記事掲載により、市町に対し、園・学校における交流会の実施を働きかけ
るとともに、企業内家庭教育講座の開催など、幅広い家庭教育⽀援活動を促進していきます。(社
会教育課） 

  
 

■ ⾃主的に⼦どもと⼦育てを応援する団体等が参加するふじさんっこ応援隊について、広く県⺠の
関⼼が向けられるよう積極的な周知を⾏うとともに、企業に対してはイクボス養成講座などを通
じ、応援隊への参加を促すほか、市町と連携して、しずおか⼦育て優待カード事業への協賛の働
きかけを⾏うことにより、引き続き、家庭、職場、地域において⼦育てを応援する気運の醸成を
図ります。（こども未来課） 
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３－１  安 ⼼して 出産・ ⼦育 てが でき る環境 づく り   
(2) 保育サービス・幼児教育の充実 

 

  目  標  
   

■ 待 機 児 童ゼ ロ の 実 現 と 多 様 化 す る 需 要 に 応 え る 保 育 サ ー ビ ス の量 と 質 を 充 実
さ せ、 それ を⽀ える保 育⼈ 材を 確保 します 。  

   
■ 市 町 の 幼児 教 育 推 進 体 制 を ⽀ 援 し 、 幼 稚 園 ・ 保 育 所 等 と ⼩ 学 校の 連 携 ・ 接 続

を 強化 しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

公的保育サービス受⼊児童数 （2017年度） 
61,371人 

（2019 年度） 
66,257 人 

（2019 年度） 
75,957 人 

● 

延⻑保育実施箇所数 （2016年度） 
530箇所 

（2018 年度） 
658 箇所 

（2019 年度） 
710 箇所 

○ 

キャリアアップの仕組みを導⼊し
ている⺠間保育所・認定こども園
の割合 

（2016年度） 
32.0％ 

（2018 年度） 
89.2% 

100％ ◎ 

⼩学校等との交流・連携を実施し
た幼稚園等の割合 

（2016年度） 
74.6％ 

（2018 年度） 
71.5％ 

100％ ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
教育委員会

スポーツ・⽂化観光部 

 

⼦ ど も ・ ⼦ 育 て ⽀ 援 給 付 費 負 担 ⾦  
幼 児 教 育 ・ 保 育 無 償 化 推 進 事 業 費  
認 定 こ ど も 園 等 整 備 事 業 費 助 成  
保 育 対 策 等 促 進 事 業 費 助 成  
多 様 な 保 育 推 進 事 業 費 助 成  
保 育 ⼠ 等 確 保 対 策 事 業 費  
保 育 ⼠ 等 キ ャ リ ア ア ッ プ 研 修 事 業 費  
保 育 ⼠ 等 働 き ⽅ 改 ⾰ 推 進 事 業 費  
⼦ 育 て ⽀ 援 事 業 費 助 成  
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 運 営 費 助 成  
⼦ 育 て ⽀ 援 施 設 整 備 費 助 成  
⼦ 育 て ⽀ 援 員 養 成 事 業 費  
放 課 後 児 童 ⽀ 援 員 等 資 質 向 上 研 修 事 業 費  
幼 児 教 育 連 携 推 進 事 業 費  
私 ⽴ 幼 稚 園 経 常 費 助 成  
                 な ど

14,222 
1,920 
1,771 

517 
760 

31 
23 

5 
1,048 
1,522 

356 
12 

8 
35 

4,987 

再 掲 含 む

合 計    34,484  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 市町と連携して、保育所や認定こども園、放課後児童クラブの整備等に取り組み、定員の拡⼤を
進めています。（こども未来課） 

  
 

■ 就労環境が多様化し共働き世帯が増加する中、多様な保育・⼦育て⽀援サービスの需要に対応す
るため、延⻑保育事業や病児保育事業など多様な保育・⼦育て⽀援サービスを提供する保育所等
を、市町を通じて⽀援しています。（こども未来課） 

  
 

■ 施設の創設や拡充に加え、保育⼠の配置が⼿厚くなる０歳から２歳児や障害児の申込増等に適切
に対応するため、必要となる保育⼠や放課後児童⽀援員、⼦育て⽀援員の確保に取り組んでいま
す。（こども未来課） 

  
 

■ 私⽴幼稚園の⾃主性・独⾃性を活かした魅⼒ある幼稚園づくりや、教員の資質向上などの取組を
⽀援しています。（私学振興課） 
 

 
■ 幼児教育と⼩学校教育の接続期の教育計画に⼀貫性を持たせるための「静岡県版幼⼩接続モデル

カリキュラム」を作成し、周知・活⽤に努めています。また、保育者のニーズに応じた専⾨的課
題に対応する研修・講座を開催するとともに、幼児教育⽀援員が園訪問により好事例を収集し、
ホームページ等で広く発信しています。（義務教育課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「公的保育サービス受⼊児童数（活動指標）」は、市町によっては、申込者の増加に対して定員
の増加が追いついていないことや、定員に余裕があっても、申込者の希望が地域や年齢別定員に
合わないこと、保育⼠の⼿厚い配置が必要となる３歳未満児等の申込者の増加に伴う保育⼠需要
の増加に対応できないことなどにより、66,257 ⼈に留まっており、待機児童の解消のためには、
保育ニーズに応じた施設整備と更なる保育教諭・保育⼠の確保が必要です。（こども未来課） 

  
 

■ 「⼩学校等との交流・連携を実施した幼稚園の割合（活動指標）」については、教員間での個別
の情報交換や⼦ども同⼠の交流は多くの施設で⾏われている⼀⽅で、公⽴と私⽴、保育園と幼稚
園など施設種が多様であるために、それぞれの施設がそれぞれの⼩学校等と相互参観や合同研修
を実施するまでには⾄っていないケースが未だかなりあることから、71.5％に留まっており、基
準値を下回って推移しています。（義務教育課） 

  
 

■ 保育所等の利⽤申込者が年々増加する中、施設整備を着実に進めた結果、「保育所・認定こども
園数（参考指標）」は増加し、定員も拡⼤しており、「保育所等待機児童（成果指標）」は着実に
減少しています。ただし、待機児童 212 ⼈のうち、3 歳未満児が 198 ⼈（93.4％）を占めてい
ることから、⼩規模保育施設等の設置による３歳未満児の定員拡⼤や保育⼠確保をさらに進める
ことが必要です。さらに、10 ⽉から実施された幼児教育・保育の無償化については、対象範囲
が３歳から５歳児の全てと住⺠税⾮課税世帯の０歳から 2 歳児であり、そのほとんどが幼稚園や
保育所等に通っていることから、今のところ利⽤申込者の⼤幅な増加はありませんが、無償化の
影響を⾒極め、市町と連携して適切に対応する必要があります。（こども未来課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
保育所・認定こども
園数 569 592 620 661 674   

 
  
 

■ 保育⼠の処遇改善と資質向上につながるキャリアアップ研修の実施により、「キャリアアップの
仕組みを導⼊している⺠間保育所・認定こども園の割合（活動指標）」は順調に増⼤し、県内の
保育現場への定着により返還免除となる「修学資⾦貸付件数（参考指標）」も増加することによ
り、「認定こども園･保育所等の保育教諭・保育⼠数（成果指標）」は順調に推移していますが、
待機児童ゼロの実現に向けては、更なる保育教諭・保育⼠の確保が必要です。（こども未来課） 

  
 
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

修学資⾦貸付件数 － － 163 242 293   
 

  
 

■ 「静岡県版幼⼩接続モデルカリキュラム」の周知や、園内研修などを⽀援する「幼児教育専⾨員
の派遣実績（参考指標）」の拡充を通じて、幼児教育の重要性が再認識されたため、幼稚園等を
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訪問して園の教育・保育内容や指導⽅法、園環境の改善等についての助⾔等を⾏う「幼児教育ア
ドバイザー設置市町数（成果指標）」は順調に伸びています。（義務教育課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

幼児教育専⾨員の
派遣実績 － － － 40 回 106 回   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 保育⼠等の確保を図るため、潜在保育⼠の職場復帰⽀援や保育⼠修学資⾦等の貸付事業、保育⼠
の処遇改善と資質向上につながるキャリアアップ研修に加え、勤務環境の改善に取り組みます。
合わせて、保育の受け⽫の拡⼤に向け、市町の⼦ども・⼦育て⽀援事業計画（第⼆期）の策定⽀
援や、保育所や認定こども園等の着実な整備促進、⼩規模保育の促進に取り組みます。（こども
未来課） 

  
 

■ 幼児期教育と⼩学校教育との連携強化を推進するため、市町や幼児教育関係団体を対象に幼⼩接
続モデルカリキュラムを活⽤した研修を⾏うとともに、効果的・効率的な園内研修を実施するた
めの「保育プロセスの質リフレクションシート」を作成し、普及を図っていきます。 
幼⼩連携のためには、幼⼩が互いの教育・保育の実態を知ることが必要であることから、情報交
換や交流に留まらず、教職員の相互参観や合同研修を実施するよう、各市町に促していきます。
（義務教育課） 
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３－１  安 ⼼して 出産・ ⼦育 てが でき る環境 づく り   
(3) ⼦どもや⺟親の健康の保持・増進 

 

  目  標  
   

■ 妊 娠 期 から ⼦ 育 て 期 ま で 切 れ ⽬ の な い ⽀ 援 体 制 を 構 築 し 、 出 産・ 育 児 に か か
る 負担 を軽 減し ます。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

（現）産婦健康診査実施市町数 （2016年度） 
0市町 

（2019 年度） 
全市町 

全市町 ◎ 

（新）産婦健康診査受診率 ― 
（2019 年度） 
2020 年６月 
公表予定 

100％  

新⽣児聴覚スクリーニング検査受
検率 

（2018年度） 
93.7％ 

（2019 年度） 
2020 年６月 
公表予定 

100％ ― 

医療従事者向け⺟⼦保健研修受講
者数 

（2016年度） 
357人 

（2018年度） 
277 人 

毎年度 400 人 ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  ⼦ 育 て ⽀ 援 活 動 等 推 進 費  
こ ど も 医 療 費 助 成  
⼩ 児 慢 性 特 定 疾 病 医 療 費  
不 妊 ・ 不 育 総 合 ⽀ 援 事 業 費  
不 妊 治 療 費 助 成  
新 ⽣ 児 聴 覚 ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 フ ォ ロ ー ア ッ プ 事 業 費  
「 健 や か 親 ⼦ 21(第 ２ 次 )」強 化 推 進 事 業 費
⼩ 児 救 急 電 話 相 談 事 業 費  
                 な ど

34 
2,496 

447 
17 

526 
6 
4 

80 
 

再 掲 含 む

合 計    3,850  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⼦育て世代包括⽀援センターの設置促進に向けて従事者の育成や設置に関する相談⽀援を⾏う
とともに、産婦健康診査などの市町の⺟⼦保健事業の推進を⽀援しています。（こども家庭課） 

  
 

■ こども医療費助成、⼦どもの病気や発達などの相談、不妊・不育症に関する相談や治療費助成な
ど⼼理的・経済的⽀援に取り組んでいます。こども医療費助成については、今年度から、助成要
件の所得制限を撤廃するとともに、男性不妊治療を⾏う場合の加算上限の引き上げを実施してい
ます。（こども家庭課） 

  
 

■ 聴覚障害や代謝異常など先天性疾患のスクリーニング検査及び医療への紹介体制の整備、医療従
事者向けの⺟⼦保健研修や⼦どもの病気やけがに関する相談に医師や看護師が対応する⼩児救
急電話相談など医療と連携した⼦育て⽀援に取り組んでいます。（こども家庭課・地域医療課） 

  
Check（評価） 

 
■ 「医療従事者向け⺟⼦保健研修受講者数（活動指標）」は、対象者が限定される専⾨的な内容の

研修として開催したため、227 ⼈に留まりました。今後は、医療従事者のニーズに合致した研修
を開催し、医療従事者との連携を強化していく必要があります。（こども家庭課） 

  
 

■ 産婦健康診査や新⽣児聴覚スクリーニング検査等の⺟⼦保健事業の充実に伴い、妊娠期から⼦育
て期にわたる包括的⽀援の必要性が⾼まったことや、⺟⼦保健研修の実施により、医療機関をは
じめとした関係機関との連携が進んだことにより、「⼦育て世代包括⽀援センター設置数（成果
指標）」は順調に増加しています。（こども家庭課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ より多くの医療従事者のニーズに対応した研修を実施することにより、医療従事者の児童福祉・

⺟⼦保健についての意識向上や最新知⾒の普及に努めます。（こども家庭課） 
  
 

■ こども医療費助成により、引き続き⼦育て世代の経済的⽀援を実施します。また、⼦どもを持ち
たいと考える県⺠への⽀援のため、不妊・不育専⾨相談センターの⽀援の質的向上等を図るとと
もに、治療費助成による⼼理的・経済的⽀援を実施します。（こども家庭課） 
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３－２  すべての⼦どもが⼤切にされる社会づくり  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  すべて の⼦ ども が⼤切 にさ れる 社会 づくり   

（ １） 社会 的養 護が必 要な ⼦ど もへ の⽀援 の充実  

（ ２） ⼦ど もの 貧困対 策の 充実  施策

（ ３） 特別 ⽀援 教育の 充実  
 

  目  標   
   
■ 関係機関と連携して相談⽀援体制を強化し、児童虐待やＤＶを減少させます。 
  

  
   

■ 社 会 的 養育 が 必 要 な ⼦ ど も へ の ⽀ 援 や ⼦ ど も の 貧 困 対 策 を 充 実さ せ 、 す べ て
の ⼦ど もが 健や かに育 ち、 学べ る環 境を整 備し ます 。  

  
  

   
■ 特 別 ⽀ 援教 育 の 指 導 ・ ⽀ 援 に お け る 専 ⾨ 性 を ⾼ め 、 地 域 と 連 携し て 推 進 体 制

を 強化 しま す。  
  

 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

虐 待 に よ る 死 亡 児 童 数  （2016 年 度 ）
2 人  

(2018 年 度 )
0 人  

毎 年 度 0 人  
⽬ 標 値
以 上  

ひ と り 親 の 就 職 率  （2016 年 度 ）
35.7％ 

（2018 年 度 ）
34.7％ 

49％ 
基 準 値
以 下  

⽣ 活 保 護 世 帯 の ⼦ ど も の ⾼ 等
学校等進学率 

（2016 年 度 ）
86.4％ 

（2018 年 度 ）
90.1% 

98.6％ Ｂ  

（ 現 ）  
特 別 な ⽀ 援 が 必 要 な 幼 児 児 童
⽣ 徒 の 個 別 の 指 導 計 画 を 作 成
し て い る 学 校 の 割 合  

（2016 年 度 ）
 幼  81.5％ 
 小  93.4％ 
 中  91.3％ 
 高  55.4％ 

ー 

 
幼  90％ 
小 100％ 
中 100％ 
高  80％ 

ー 

（ 新 ）  
特 別 な ⽀ 援 が 必 要 な 幼 児 児 童
⽣ 徒 の う ち 個 別 の 指 導 計 画 が
作 成 さ れ て い る ⼈ 数 の 割 合  

（2018 年 度 ）
幼  91.1％ 
小  89.3％ 
中  94.2％ 
高  46.0％ 

（2020 年 度 ）
2021 年 5 月

公 表 予 定  

 
幼 100％ 
小 100％ 
中 100％ 
高  75％ 

 

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 社会 的養護が必 要な ⼦ど もへ の⽀援 の充 実  1 2 2 5 

（ ２） ⼦ど もの貧困対 策の 充実  0 ３  ０  3 

（ ３） 特別 ⽀援教育の 充実  4 ０  0 ４  

合 計 5 5 ２  12
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  主 な 取 組  
 

  
■ 市 町に 対す る⼦ ども家 庭総 合⽀ 援拠 点の設 置⽀ 援、児童 相談 所職員の 増員 や

研 修に よる 専⾨ 性向上 等に より 、児 童虐 待を 防⽌ する 体制 の強化を図 って い
る ほか 、⾥ 親へ の委託 、全 市町 にお け る DV 防 ⽌ ネッ トワ ークの設置 を推 進
し てい ます。また 、⺟⼦ 家庭 等就 業・⾃ ⽴⽀援 セン ター によ るひと り親 に対
す る相 談対 応や マッチ ング 等の 就業 ⽀援に 取り 組ん でい ます。  

  
  

  
■ ⽣ 活困 窮世 帯の ⼦ども に対 する 通所 型及び 合宿 型の 学習 ⽀援や、⾼ 校⽣ 世代

の ⼦ ど も に 対 す る キ ャ リ ア 形 成 ⽀ 援 に よ る 将 来 の ⾃ ⽴ に 向 け た ⽀ 援 を 実 施
し てい ます 。また 、ひと り親 家庭 の⼦ どもに 対す る修 学資 ⾦の貸付等 によ り、
進 学を 希望 する 児童の 選択 肢を 広げ ている ほか 、⼦ ども ⾷堂 などの「 ⼦ど も
の 居場 所づ くり 」の ため 、新 たに 居場 所の 開設 を検 討し てい る担い ⼿に 対す
る 助⾔ 、相 談等 を実施 して いま す。  

  
  

   
■ ⼩・中学 校で は、教職員 の特 別⽀ 援教 育の資 質向 上に 向け た研修会を 実施 し、

⾼ 等学 校で は、通常 の学 級に 在籍 する 特別な ⽀援 を必 要と する⽣徒に 対し て
「 学校 ⽀援 ⼼理 アドバ イザ ー」に よる ⽀援を ⾏っ てい ます。また、⼀般 企業
等 へ 就 労 を 希 望 す る 特 別 ⽀ 援 学 校 ⾼ 等 部 の ⽣ 徒 が 希 望 ど お り 就 職 で き る よ
う 、就 労促進 専⾨ 員の勤 務⽇ 数を 増や し、実習 先や 職場 の開 拓、障害 者雇 ⽤
に 関す る啓 発な どに取 り組 んで いま す。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

  
■ 児 童虐 待対 策に ついて は、児童 相談 所の 機能 強化 に向 けて 、児 童福 祉司 数の

増 加や 、警 察と の連 携強 化、専⾨ 研修 によ る職 員の 資質 向上 に取り 組ん だ結
果 、「 虐待によ る死 亡児 童数 （成 果指 標）」が 0 ⼈ とな ってい ます 。  
ま た、雇⽤環 境の 改善に より 、⺟⼦ 家庭 等就業・⾃ ⽴⽀ 援セン ターに よる 就
職 者数 が減 少し た結果 、「ひ とり 親の 就職率（成 果指標 ）」は 基準値を 下回 っ
て 推移 して いま す。今 後は 、ひ とり 親家庭 に対 する ⽀援 制度の活⽤ に向 け、
き め細 かな ⽀援 の充実 を図 って いく 必要が あり ます 。  

  
  

  
■ ⼦ ども の貧 困対 策につ いて は、⽣活 困窮 世帯 の⼦ ども の学 びの場・キ ャリ ア

形 成 の 場 の 提 供 に 取 り 組 ん で い ま す が 、「 ⽣ 活 保 護 世 帯 の ⼦ ど も の ⾼ 等 学 校
等 進 学 率 （ 成 果 指 標 ）」 を 向 上 さ せ る た め 、 ⽣ 活 困 窮 世 帯 の ⼦ ど も の 学 習 ⽀
援 を⾏ う市 町を 増やす など の取 組を 強化す る必 要が あり ます。 

  
  

   
■ 特 別⽀ 援教 育の 充実に つい ては 、特 別⽀援 教育 に関 する 校内研修の 実施 や、

学 校 ⽀ 援 ⼼ 理 ア ド バ イ ザ ー の 配 置 な ど の 取 組 が 、「 特 別 な ⽀ 援 が 必 要 な 幼 児
児 童 ⽣ 徒 の 個 別 の 指 導 計 画 を 作 成 し て い る 学 校 の 割 合 （ 成 果 指 標 ）」 の 向 上
に 寄与 して いま す。  

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 児 童扶 養⼿ 当の 現況届 など の機 会を とらえ 、市 町の 窓⼝ にお いて、⺟ ⼦家 庭

等 就業・⾃ ⽴⽀ 援セ ンタ ーや 各種 ⽀援 制度の 資料 を配 布す るなど、市 町や 関
係 団体 と連 携し た周知 を⾏ い、ひと り親 家庭 に対 する ⽀援 制度の活⽤ を促 進
し ます 。 

  
  

   
■ ⽣ 活困 窮世 帯の ⼦ども の学 習⽀ 援を ⾏う市 町を 増や すた め、優良事例 を紹 介

す るな ど学 習⽀ 援の必 要性 等に 関す る周知 に取 り組 みま す。   
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３－２  す べての ⼦ども が⼤ 切に され る社会 づく り   
(1) 社会的養護が必要な⼦どもへの⽀援の充実 

 

  目  標  
   
■ 関係機関と連携して相談⽀援体制を強化し、児童虐待やＤＶを減少させます。 
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

児童虐待防⽌の普及啓発活動参加
者数 

（2016年度） 
363人 

（2018 年度） 
457 人 

毎年度 400 人 ◎ 

⼦ども家庭総合⽀援拠点設置市町
数 

（2016年度） 
0市町 

（2018 年度） 
6 市町 

全市町 ● 

⾥親登録者数 （2016年度） 
281組 

（2018 年度） 
306 組 

350 組 ○ 

社会的養護児童の 18 歳到達時進
路決定率 

（2016年度） 
100％ 

（2018 年度） 
100％ 

毎年度 100％ ○ 

⺟⼦家庭等就業・⾃⽴⽀援センタ
ー⽀援による就職者数 

（2016年度） 
128人 

（2018 年度） 
106 人 

毎年度 180 人 ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児 童 虐 待 防 ⽌ 対 策 事 業 費  
児 童 相 談 所 等 活 動 推 進 費  
児 童 家 庭 ⽀ 援 セ ン タ ー 運 営 費 助 成  
DV 相 談 体 制 強 化 事 業 費  
⾥ 親 養 育 援 助 事 業 費  
施 設 で 暮 ら す こ ど も の ⼤ 学 等 修 学 ⽀ 援 事 業
費  
社 会 的 養 護 ⾃ ⽴ ⽀ 援 事 業 費  
ひ と り 親 家 庭 対 策 総 合 ⽀ 援 事 業 費  
                 な ど

43 
46 
47 
 8 
40 
36 

 
30 
47 

 

合 計  8,386  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 11 ⽉の児童虐待防⽌⽉間に、関係団体と協⼒し、各種イベントを開催するなど児童虐待の防⽌
の普及啓発活動を⾏っています。また、「⼦ども家庭総合⽀援拠点」を設置する市町を⽀援する
ため、研修を実施しています。（こども家庭課） 

  
 

■ 児童相談所職員の専⾨性の向上を図るため、各種研修を実施しているほか、児童虐待における迅
速かつ適切な対応を⾏うため、警察との間で情報共有等の取扱いに関する協定を締結していま
す。今年度は、児童相談所児童福祉司を計 5 ⼈増員するとともに、⾮常勤（特別職）弁護⼠を各
児童相談所に計 4 名配置しています。さらに、思いがけない妊娠が虐待につながらないよう、「妊
娠 SOS 相談窓⼝」での相談対応を⾏っています。（こども家庭課） 

  
 

■ ＤＶ（配偶者からの暴⼒）防⽌対策に係る関係機関の連携を強化するため、「静岡県⼦どもと家
庭を守るネットワークＤＶ防⽌部会」を開催しています。また、全ての市町でＤＶ防⽌ネットワ
ークが設置されるよう働き掛けを⾏っています。（こども家庭課） 

  
 

■ 家庭において適切な養育を受けられない⼦どもに対し、できる限り良好な家庭的な養育環境を確
保するため、児童福祉施設の⼩規模ユニット化を進めています。また、⾥親の新規開拓から養成、
児童委託後の⽀援などを、市町や児童家庭⽀援センターと連携して⾏い、⾥親委託を推進してい
ます。（こども家庭課） 

  
 

■ 児童養護施設等の退所後の⼦どもの⾃⽴を促進するため、⼤学等の修学や就職後の定着を⽀援し
ています。（こども家庭課） 

  
 

■ ひとり親家庭の⾃⽴を促進するため、⺟⼦家庭等就業・⾃⽴⽀援センターによる相談対応やマッ
チング等の就業⽀援に取り組んでいます。また、ハローワークとの連携によるセンター窓⼝の周
知にも努めています。（こども家庭課） 

  
Check（評価） 

 
■ 「⼦ども家庭総合⽀援拠点設置市町数（活動指標）」は、市町における専⾨職員の確保ができな

いことにより、６市に留まっており、より⼀層の推進が必要です。（こども家庭課） 
  
 

■ 児童相談所の機能強化に向けて、児童福祉司数の増加や、警察との連携強化、専⾨研修による職
員の資質向上に取り組んだ結果、「児童虐待相談件数（参考指標）」が増加し、児童虐待の予防、
発⽣時の迅速で的確な対応、被措置児童の⾃⽴⽀援まで、切れ⽬のない⽀援の⼀層の強化につな
がったことにより、「虐待による死亡児童数（成果指標）」が 0 ⼈となっています。（こども家庭
課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

児童虐待相談件数 2,132 件 2,205 件 2,496 件 2,368 件 2,911 件   
 

  
 

■ 「⺟⼦家庭等就業・⾃⽴⽀援センター⽀援による就職者数（活動指標）」は、職業、年齢、賃⾦、
雇⽤形態、地域など求職者と企業側の希望が⼀致しないことによる雇⽤のミスマッチが⽣じてい
ることにより、106 ⼈に留まっており、「ひとり親の就職率（成果指標）」の低迷にもつながって
います。今後は、ミスマッチを解消するためのきめ細かな就業⽀援を⾏う必要があります。（こ
ども家庭課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 市町における⼦ども家庭総合⽀援拠点の設置を⽀援するため、求められる役割や具体的な運営⽅

法について理解を深めるための研修を実施します。（こども家庭課） 
  
 

■ ⺟⼦家庭等就業・⾃⽴⽀援センターとハローワークが連携し、相談者の希望条件に合わせた求⼈
開拓や就業に向けた技能習得の⽀援等に引き続き取り組むなど、きめ細かな就業⽀援を⾏ってい
くとともに、⺟⼦家庭等就業・⾃⽴⽀援センターや各種⽀援制度の周知を⾏い、ひとり親家庭に
対する⽀援制度の活⽤を促進します。（こども家庭課） 
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３－２  す べての ⼦ども が⼤ 切に され る社会 づく り   
(2) ⼦どもの貧困対策の充実 

 

  目  標  
   

■ 社 会 的 養育 が 必 要 な ⼦ ど も へ の ⽀ 援 や ⼦ ど も の 貧 困 対 策 を 充 実さ せ 、 す べ て
の ⼦ど もが 健や かに育 ち、 学べ る環 境を整 備し ます 。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

スクールソーシャルワーカー配置
⼈数 

（2016年度） 
33人 

（2019 年度） 
45人 

50 人 ○ 

⽣活困窮世帯の⼦どもの学習⽀援
実施市町数 

（2017年度） 
28市町 

（2019 年度） 
31 市町 

全市町 ○ 

ひとり親家庭（児童扶養⼿当受給世
帯）の放課後児童クラブ利⽤料軽減
市町数 

（2017年度） 
11市町 

（2018 年度） 
17 市町 

全市町 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

教 育 委 員 会  
 

健 康 福 祉 部  
 
 
 
 

ハ ー ト フ ル サ ポ ー ト ⽀ 援 事 業 費 （ 再 掲 ）  
 
ふ じ の く に 型 学 び の ⼼ 育 成 ⽀ 援 事 業 費  
⺟ ⼦ ⽗ ⼦ 寡 婦 福 祉 資 ⾦ 貸 付 ⾦  
児 童 扶 養 ⼿ 当 給 付 費  
ひ と り 親 家 庭 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 ⽤ ⽀ 援 事
業 費 助 成  
⺟ ⼦ 家 庭 等 医 療 費 助 成  

 35 
608 
736 
 26 

209 

 

合 計  1,619  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⽀援が必要な⼦どもを積極的に把握し、適切な⽀援を進めるとともに、関係諸機関につなげてい
くため、学校を窓⼝とした相談⽀援体制の充実を図っています。（義務教育課） 

  
 

■ ⽣活困窮世帯の⼦どもに対し、⽣活習慣の改善や、楽しみながら学ぶ⼒の獲得により、⼦どもた
ちが将来の夢や希望を抱き、⾃⽴⼼の育成が図られるよう、通所型及び合宿型の学習⽀援を実施
しています。2018 年度からは、⾼校⽣世代の⼦どもに対するキャリア形成⽀援の取組を開始し、
将来の⾃⽴に向けた⽀援に取り組んでいます。（地域福祉課） 

  
 

■ 経済的な理由で進学を断念することがないよう、ひとり親家庭の⼦どもに対する修学資⾦の貸付
等により進学を希望する児童の選択肢を広げています。（こども家庭課） 

  
 

■ ⺟⼦家庭等医療費助成や児童扶養⼿当受給世帯への放課後児童クラブ利⽤料の補助等により、市
町と連携してひとり親家庭の経済的負担軽減を図っています。また、⼦ども⾷堂などの「⼦ども
の居場所づくり」を広げるため、新たに居場所の開設を検討している担い⼿に対する助⾔、相談
や運営ノウハウを学ぶ研修会などを実施しています。（こども家庭課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「⽣活困窮世帯の⼦どもの学習⽀援実施市町数（活動指標）」は順調に推移していますが、全国
平均を下回る状況にある「⽣活保護世帯の⼦どもの⾼等学校等進学率（成果指標）」を向上させ
るため、より⼀層の取組の強化が必要です。（地域福祉課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ ⽣活困窮世帯の⼦どもの学習⽀援を⾏う市町を増やすため、優良事例を紹介するなど、学習⽀援

の必要性等に関する周知に取り組みます。（地域福祉課） 
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３－２  す べての ⼦ども が⼤ 切に され る社会 づく り   
(3) 特別⽀援教育の充実 

 

  目  標  
   

■ 特 別 ⽀ 援教 育 の 指 導 ・ ⽀ 援 に お け る 専 ⾨ 性 を ⾼ め 、 地 域 と 連 携し て 推 進 体 制
を 強化 しま す。  

  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

特別⽀援教育に関する校内研修を
実施した学校の割合 

（2016年度） 
小 89.1％ 
中 74.4％ 
高 62.7％ 

（2018 年度） 
小 97.8％ 
中 93.5％ 
高 83.6％ 

100％ ◎ 

学校⽀援⼼理アドバイザー配置⾼
等学校数 

（2017年度） 
24校 

（2019 年度） 
31 校 

33 校 ◎ 

居住地域の⼩・中学校との交流を
⾏った特別⽀援学校の児童⽣徒数 

（2016年度） 
418人 

(2018 年度） 
508 人 

（現） 500 人 
（新）1,000 人 

◎ 

特別⽀援学校⾼等部⽣徒の進路選
択のための実習先数 

（2016年度） 
1,716箇所 

(2018 年度) 
1,845 箇所 

（現） 
1,800 箇所 

（新） 
毎年度 

1,850 箇所 

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

教 育 委 員 会  
 
 

特 別 ⽀ 援 学 校 作 業 実 習 費  
特 別 ⽀ 援 学 校 超 早 期 教 育 推 進 事 業 費  
特 別 ⽀ 援 学 校 外 部 専 ⾨ 員 活 ⽤ 事 業 費  
⼼ の バ リ ア フ リ ー 促 進 事 業 費  
特 別 ⽀ 援 学 校 ス ポ ー ツ 活 動 促 進 事 業 費  

な ど

11
5
7
3
4

 

合 計  1,281  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⼩・中学校では、教職員の特別⽀援教育に関する資質向上を⽬指し、特別⽀援学級担任や、通常
学級に在籍する障害のある児童⽣徒に対し障害に応じた特別の指導を⾏う「通級指導教室」担当
者を対象に、授業参観やグループ協議・講演等、内容を⼯夫した研修会を実施しています。（義
務教育課） 
⾼等学校では、通常の学級に在籍する特別な⽀援を必要とする⽣徒に対して専⾨的⾒地からの指
導や助⾔を⾏う「学校⽀援⼼理アドバイザー」を重点派遣校 31 校へ配置するとともに、県内７
地区の拠点校から配置されていない⾼校へ巡回派遣を⾏い、各校に活⽤例を紹介して利⽤を促し
ています。（⾼校教育課） 

  
 

■ 特別⽀援学校と地域の⼩・中学校との児童⽣徒の交流及び共同学習について、昨年度までのモデ
ル地区での実施から、今年度は全県に拡⼤して実施しています。（特別⽀援教育課） 

  
 

■ 2018 年２⽉に策定した「静岡県⽴特別⽀援学校施設整備基本計画」に基づき、三島⽥⽅地区及
び浜松地区本校の 2021 年度開校に向けて建築、改修⼯事を進めるなど、特別⽀援学校の整備に
取り組んでいます。また、⽼朽化した学校を移転改築するなど、障害の重度化、重複化に対応し
た教育環境の充実を図っています。 
さらに、障害者スポーツを⽀援・指導できる教職員の育成を図るため、ボッチャ等の競技に関す
る教職員研修の実施やその環境整備に取り組んでいます。（特別⽀援教育課） 

  
 

■ ⼀般企業への就労を希望する特別⽀援学校⾼等部の⽣徒が希望どおりに就職できるよう、今年度
から、⼀般企業への職場開拓や障害者雇⽤の理解啓発をする就労促進専⾨員の勤務⽇数を増や
し、キャリア教育の観点から様々な職域での実習が可能となるような産業現場等の実習先の開拓
や障害者雇⽤に関する啓発活動等に取り組んでいます。（特別⽀援教育課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「学校⽀援⼼理アドバイザー配置⾼等学校数（活動指標）」や「居住地域の⼩・中学校との交流
を⾏った特別⽀援学校の児童⽣徒数（活動指標）」は順調に推移しています。また、就労促進専
⾨員の拡充による障害者雇⽤への理解・啓発の取組により「特別⽀援学校⾼等部⽣徒の進路選択
のための実習先数（活動指標）」は⽣徒の障害が多様化する中であっても、⼀般就労を希望する
⽣徒に必要な実習先が確保できています。 
これらの取組により、「特別な⽀援が必要な幼児児童⽣徒の個別の指導計画を作成している学校の
割合（成果指標）」の向上に寄与しています。（⾼校教育課、特別⽀援教育課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 今後も、特別な⽀援を要する幼児児童⽣徒に対応するため、特別⽀援学校のセンター的機能を活

かした校内研修やケース会議の実施を促し特別⽀援教育の研修を推進していきます。（義務教育
課、⾼校教育課） 
また、⾼等学校の学校⽀援⼼理アドバイザーについては、引き続き、重点派遣と巡回派遣を合わ
せて、各校への⽀援を充実させていくとともに、その成果や役割について、各校への周知を図り
ます。（⾼校教育課） 

  
 

■ ⼩･中学校との交流及び共同学習の参加⼈数は、今後も増加が⾒込まれることから、交流時の安
全確保など取組が円滑に進むよう、特別⽀援学校におけるボランティア受⼊体制の整備等を検討
していきます。（特別⽀援教育課） 

  
 

■ すでに整備に着⼿している三島⽥⽅地区及び浜松地区の本校２校については、2021 年度開校に
向けて、建築、改修⼯事を進め、その他、本校１校、分校３校については、設置場所を早急に選
定します。（特別⽀援教育課） 

  
 

■ 産業現場等での実習状況や就労の現状等を踏まえ、雇⽤促進に関する課題分析を⾏うことによ
り、より円滑な就労につなげていきます。（特別⽀援教育課） 
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３－３「⽂・武・芸」三道⿍⽴の学びの場づくり  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  「⽂・ 武・ 芸」 三道⿍ ⽴の 学び の場 づくり   
 （ １） 地域 ぐる み・社 会総 がか りの 教育の 推進 

（ ２） 確か な学 ⼒の向 上  施策
（ ３） 技芸 を磨 く実学 の奨 励  

 
 （ ４） 学び を⽀ える魅 ⼒あ る学 校づ くり  

 

  目  標   
   
■ 社 会 全 体の 意 ⾒ を 幅 広 く 反 映 し 、 家 庭 、 学 校 、 地 域 な ど が 連 携し た 社 会 総 が

か りの 教育 を推 進しま す。  
  

  
   

■ 学 習環 境・ 教育 内容を 充実 し、 確か な学⼒ の向 上を 図り ます。 
  

  
   

■ 児 童 ⽣ 徒の 勤 労 観 ・ 職 業 観 を 育 み 、 様 々 な 分 野 で 才 能 を 発 揮 し、 伸 ば す こ と
が でき る実 践的 な実学 を推 進し ます 。  

  
  

   
■ 教 職 員 の資 質 の 向 上 や 、 ⼦ ど も と 向 き 合 う 時 間 の 拡 充 な ど 、 魅⼒ あ る 学 校 づ

く りを 推進 しま す。  
  

 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

全 国 規 模 の 学 ⼒ 調 査 で 全 国 平
均 を 上 回 る 科 ⽬ の 割 合  

（2017 年 度 ）
小  50％ 
中 100％ 

（2019 年 度 ）
小  50％ 
中 100％ 

100％ Ｂ  

（ 現 ）  
授 業 中 に Ｉ Ｃ Ｔ を 活 ⽤ し て 指
導 で き る 教 員 の 割 合  

（2016 年 度 ）
69.5％ 

ー 85％ －  

（ 新 ）  
授 業 に Ｉ Ｃ Ｔ を 活 ⽤ し て 指 導
で き る 教 員 の 割 合 （ 習 熟 度 別
学 習 や 協 働 学 習 等 、 児 童 ⽣ 徒
の 理 解 度 を ⾼ め る た め の 専 ⾨
的 な 活 ⽤ ）  

（2018 年 度 ）
64.9％ 

（2019 年 度 ）
2020 年 ８月  

公 表 予 定  
75％  

児 童 ⽣ 徒 に 望 ま し い 勤 労 観 ・
職 業 観 を 育 む 教 育 を 実 施 し た
学 校 の 割 合  

（2016 年 度 ）
小 89.7％ 
中 98.8％ 
高 92.8％ 
特 100％ 

（2018 年 度 ）
小 97.5％ 
中 100％ 
高 97.3％ 
特 100％ 

100％ A 
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  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 地域 ぐるみ・社 会総 がか りの 教育の 推進  2 2 １  ５  

（ ２） 確か な学⼒の向 上  ３  0 2 ５  

（ ３） 技芸 を磨く実学 の奨 励  ２  １  １  ４  

（ ４） 学び を⽀える魅 ⼒あ る学 校づ くり  ０  ２  ３  ５  

合 計 7 ５  7 19

 

  主 な 取 組  
 

   
■ 総 合教 育会 議や 市町と の意 ⾒交 換を 通じて 、社会 全体 の意 ⾒をより反 映し た教

育 ⾏政 を進 める ととも に 、コ ミュ ニテ ィ・ス クー ルや 地域 学校協働本 部の 活動
な どを 通じ て 、学 校と家 庭 、地 域が ⼀体 となっ て教 育を ⽀え る体制 を構 築し て
い ます 。 

  
  

   
■ 確 かな 学⼒ の向 上に向 け 、全 国学 ⼒・学習状 況調 査結 果の 分析等を活 ⽤し たＰ

Ｄ ＣＡ サイ クル を踏ま えて 授業 改善 に取り 組む とと もに 、学校におけ るＩ ＣＴ
環 境の 整備 を進 め 、技術 の進 展や 社会 基盤の 変化 に即 して 教育内容を 充実 させ
て いま す。  

  
  

   
■ ⼩ ･中 学 校の キ ャ リ ア教 育 担 当 者 等 を 対象と し た 「 キ ャ リ ア教育研 修 」 を 実施

す る と とも に 、「 ふ じの く に 実 学 チ ャ レンジ フ ェ ス タ 」 等 を通じて 実 学 の 奨励
と 専⾨ 的な 職業 ⼈の育 成に 取り 組ん でいま す 。ま た、児童 ⽣徒の体⼒ 向上 等の
た め、 体⼒ テス ト等を 実施 して いま す。  

  
  

   
■ 学 び続 ける 教員 の育成 のた め 、新 たに 策定し た年 次別 研修 体系や管理 職研 修体

系 によ り継 続し て研修 を⾏ いま す。また、不 登校 やい じめ 、⼦ ども が抱 える ⼼
⾝ の悩 み等 に対 応する ため 、スク ール カウン セラ ーに よる 相談体制の 充実 を図
っ てい ます 。⾼校 ⽣によ る防 災上 の課 題研究 と被 災地 派遣 を通じ、東⽇ 本⼤ 震
災 の⾵ 化防 ⽌を 図ると とも に 、⼦ ども の安全 確保 や⾃ 転⾞ 事故防⽌に 向け た取
組 を進 めて いま す。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 社 会 総 がか り の 教 育 の 推 進 に つ い て は 、 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ス ク ール の 設 置 が 順

調 に推 移し 、教 員の働 き⽅ 改⾰ の⾯ で良い 効果 も出 てい ます。 
  

  
   

■ 確 かな 学⼒ の向 上につ いて は、 学校 改善・ 授業 改善 の推 進や静岡式 35 ⼈学
級 編制 に取 り組 みまし たが 、「全 国規 模の学 ⼒調 査で 全国 平均を上回 る科 ⽬の
割 合（ 成果 指標 ）」は、⼩学 校の 算数 にお いて 式の 意味 の理 解に課 題が あり 全
国 平均 を下 回っ たため、⼩学 校で は基 準値の 50％ から 変わ らず、よ り⼀ 層の
推 進が 必要 です 。  
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ま た、ICT 環 境整 備や教 員の ICT 活 ⽤指 導⼒ 向上 のた めの 研修の実施 が、「 授
業 中に ICT を活 ⽤して 指導 でき る教 員の割 合（ 成果 指標 ）」 の向 上に 寄与 し
て いま すが 、Society5.0 に対 応し た⼈ 材育成 に向 けて 、成 果指標と して いる
学 校 教 育情 報 化 実 態 調 査 の 内 訳 が ⾼ 度 化 さ れ ま し た 。 学 校 教 育情 報 化 推 進 法
も 制 定 され る な ど 、 学 校 教 育 の 情 報 化 は 更 に 重 要 性 を 増 し て おり 、 本 県 に お
い ても 、よ り⼀ 層の取 組が 必要 です 。  

  
  

   
■ 実 践 的 な実 学 の 推 進 で は 、 勤 労 観 ・ 職 業 観 の 醸 成 に 向 け た 地 域・ 企 業 と の 連

携 強 化 に取 り 組 ん だ 結 果 、 イ ン タ ー ン シ ッ プ を 実 施 し た 公 ⽴ ⾼校 が 増 加 す る
な ど、「児童⽣ 徒に 望ま しい 勤労 観・職 業観を 育む 教育 を実 施した 学校 の割 合
（ 成果 指標 ）」 の向 上に 寄与 して いま す。  

  
  

   
■ 魅 ⼒ あ る学 校 づ く り の 推 進 で は 、 授 業 に お け る 教 員 研 修 内 容 の活 ⽤ 促 進 を 図

る た め 、研 修 の 改 善 を ⾏ う と と も に 、 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー の配 備 や 相 談 体
制 の 充 実が 必 要 で す 。 ま た 、 地 域 の 防 災 活 動 へ ⼦ ど も た ち が 主体 的 に 参 加 す
る よう 、防 災教 育の充 実や 地域 社会 と連携 した 活動 が必 要です。  

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 「 確 か な学 ⼒ 」 の 向 上 に 向 け て 、 単 な る 知 識 を 詰 め 込 む 教 育 では な く 、 ⼦ ど

も が⾃ ら追 究す る授業 の実 施を 研修 会等で 推進 して いき ます。 
ま た 、 ⼀層 ⾼ 度 化 す る 学 校 教 育 情 報 化 の 要 請 に 対 応 で き る よ う、 学 校 Ｉ Ｃ Ｔ
環 境の 向上 と、 教員の ＩＣ Ｔ活 ⽤指 導⼒の 向上 を図 って いきます。  

  
  

   
■ 学 校 の ニー ズ に 合 っ た 研 修 を 企 画 し 、 中 堅 期 以 降 の 教 員 の 継 続的 な 学 び を ⽀

援 す る 研修 の ⾒ 直 し を 進 め ま す 。 ま た 、 ⼦ ど も た ち に ⾝ 近 な ツー ル で あ る Ｓ
Ｎ Ｓ を ⽤い た 相 談 窓 ⼝ を 開 設 し 、 悩 み へ の 早 期 対 応 を 図 り ま す。 さ ら に 、 児
童 ⽣ 徒 が安 ⼼ ・ 安 全 に 学 校 ⽣ 活 を 送 れ る よ う 、 学 校 や 通 学 路 の安 全 確 保 に 取
り 組み ます 。  

  
 

106



 

３－３  「 ⽂・武 ・芸」 三道 ⿍⽴ の学 びの場 づく り   
(1) 地域ぐるみ・社会総がかりの教育の推進 

 

  目  標  
   
■ 社 会 全 体の 意 ⾒ を 幅 広 く 反 映 し 、 家 庭 、 学 校 、 地 域 な ど が 連 携し た 社 会 総 が

か りの 教育 を推 進しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

県総合教育会議・地域⾃⽴のための
「⼈づくり・学校づくり」実践委員
会開催回数 

（2017年度） 
8回  

（2018 年度） 
9 回 

毎年度 8 回 ○ 

コミュニティ・スクール数 （2017年度） 
67校 

（2019 年度） 
111 校 

（現）100 校 
（新）250 校 

◎ 

地域学校協働本部または同等の機
能を有する学校数 

（2016年度） 
313校 

(2018 年度） 
355 校 

360 校 ◎ 

⼈づくり地域懇談会参加者数 （2016年度） 
19,416人 

（2018 年度） 
20,125 人 

毎年度 20,000 人 ○ 

通学合宿実施箇所数 （2016年度） 
152箇所 

(2018 年度） 
150 箇所 

180 箇所 ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

スポーツ・⽂化観光部 
 

教 育 委 員 会  
 
 
 
 
 

有 徳 の ⼈ づ く り 推 進 事 業 費  
 
コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ス ク ー ル 推 進 事 業 費  
地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 事 業 費  
地 域 の 教 育 ⼒ 向 上 推 進 事 業 費  
地 域 に お け る 通 学 合 宿 推 進 事 業 費  
「 し ず お か 寺 ⼦ 屋 」 創 出 事 業 費  

な ど

9

9
50

2
10

8
 

 

合 計  88  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 総合教育会議及び地域⾃⽴のための「⼈づくり・学校づくり」実践委員会を計画的に開催し、知事
と教育委員会が地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、社会全体の意⾒をより反映した教育⾏
政を推進しています。（総合教育課） 
広報紙などを通じて本県の教育⾏政について広く周知するとともに、移動教育委員会や市町教育委
員会との意⾒交換等により、学校現場の現状や課題を把握しています。（教育政策課） 

  
 

■ 「コミュニティ・スクール連絡協議会」のねらい、対象、内容を整理し、より多くの関係者がコミ
ュニティ・スクールについて学ぶ機会を増やし、学校と地域の連携・協働体制の確⽴や学校⽀援に
関する情報交換等を⾏うことで、法に基づくコミュニティ・スクールの導⼊を推進しています。（義
務教育課） 

  
 

■ 地域の教育⼒向上のため、学校と地域との連絡調整等を⾏う「地域学校協働活動推進員」を養成す
るほか、異なる学年の⼦どもたちがともに宿泊体験をする「通学合宿」や、放課後等に学習⽀援を
実施する「しずおか寺⼦屋」、⼦供を育む地域教育推進事業交流会、地域団体表彰を実施していま
す。また、コミュニティ・スクールと連携して地域学校協働活動を推進しています。（社会教育課）

  
 

■ ⼈づくり推進員による家庭や地域における⼈づくりへの助⾔を通じて、県⺠⾃らが⾏う⼈づくりの
実践活動を促進するため、⼈づくり地域懇談会を開催しています。（総合教育課） 

  
Check（評価） 

 
■ 「通学合宿実施箇所数（活動指標）」は、台⾵等の影響により実施を取りやめた団体があったこと

から計画より遅れており、今後も広報活動を⾏うなど、より⼀層の推進が必要です。（社会教育課）
  
 

■ 市町など関係者間で、コミュニティ・スクールが教員の働き⽅改⾰や⽣徒指導等の⾯で効果が⾒ら
れた事例を共有することにより導⼊が促進され、「コミュニティ・スクール数（活動指標）」は順調
に推移していますが、未導⼊の市町もあることから、更なる取組が必要です。（義務教育課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 通学合宿が県内各地で開催されるよう、関係団体に対し、補助制度や事業実施による効果を広報す

るなど、利⽤団体の拡⼤を図ります。（社会教育課） 
  
 

■ 協議会のねらい、対象、内容を更に精選し、地域の⽅を含むより多くの関係者がコミュニティ・ス
クールについて学ぶ機会をつくるとともに、県の担当者がコミュニティ・スクール未導⼊市町を訪
問し、各市町・学校における課題を具体的にヒアリングした上で、導⼊に向けての⽀援を⾏います。
（義務教育課） 
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３－３  「 ⽂・武 ・芸」 三道 ⿍⽴ の学 びの場 づく り   
(2) 確かな学⼒の向上 

 

  目  標  
   

■ 学 習環 境・ 教育 内容を 充実 し、 確か な学⼒ の向 上を 図り ます。 
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

全国学⼒・学習状況調査の問題や
結果を活⽤した学校の割合 

（2016年度） 
小97.5％ 
中93.0％ 

（2018年度） 
小99.7％ 
中98.3％ 

（現） 
100％ 
（新） 

毎年度 100％ 

◎ 

（現）静岡式 35 ⼈学級実施学年 （2017年度） 
小4まで 

（2019 年度） 
全学年 

（2019 年度） 
全学年 

◎ 

（新）学⼒の定着を図るための「チ
ア・アップシート」を活⽤した学
校の割合 

（2018 年度） 
小 88.0％ 
中 54.7％ 

（2019 年度） 
2020 年 4 月 

公表予定 
100％  

学校の授業以外で１⽇当たり１時
間以上勉強している児童⽣徒の割
合 

（2017年度） 
小68.0％ 
中73.2％ 

（2019年度） 
小 70.3％ 
中 72.8％ 

小 75％ 
中 80％ 

● 

⽇常的に授業でＩＣＴを活⽤した
学校の割合 

（2016年度） 
62.7％ 

（2018年度） 
72.6％ 

80％ ◎ 

特⾊化教育実施校⽐率（私⽴⾼） （2016年度） 
95.3％ 

(2018 年度) 
95.3％ 

100％ ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

教 育 委 員 会  
 
 
 
 
 
スポーツ・⽂化観光部 
 
 

⼩ 中 学 校 学 習 ⽀ 援 事 業 費  
Ｉ Ｃ Ｔ 教 育 推 進 事 業 費  
教 育 委 員 会 デ ジ タ ル オ フ ィ ス 整 備 事 業 費  
静 岡 県 学 校 情 報 化 推 進 事 業 費  
学 び を 拡 げ る ICT 活 ⽤ 事 業 費  
 
私 ⽴ ⼩ 中 ⾼ 校 経 常 費 助 成  
私 ⽴ 学 校 外 国 語 教 育 ⽀ 援 事 業 費 助 成  

な ど

170
123

46
764
129

14,135
13
 

 

合 計  16,751  
 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 授業⼒の向上に向けて、全国学⼒・学習状況調査の結果等の分析を踏まえた学校改善・授業改善等
の取組を推進しています。（義務教育課） 

  
 

■ 児童⽣徒⼀⼈⼀⼈へのきめ細やかな学習・⽣活指導の充実を図るため､2018 年度は⼩学校 3 年⽣
から 6 年⽣まで下限を撤廃した 35 ⼈学級編制を⾏い、今年度はこれを中学校 3 年⽣まで全学年で
完成させるとともに、国の加配の活⽤に加え､県単独教員 95 ⼈を措置しました。(義務教育課) 

私⽴⾼校の特⾊ある教育内容の充実を図るため、経常費助成を通じ、私⽴⾼校の⾃主性・独⾃性を
活かした取組を⽀援しています。（私学振興課） 

  
 

■ 県⽴学校のパソコン教室やタブレット端末、プロジェクタ等の機器整備、整備した機器の設定を⽀
援する ICT ⽀援員の派遣等、ICT 環境整備を進めています。 
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今年度は、校務⽤パソコンの更新や無線 LAN アクセスポイントの整備を進めています。また、県
内の⼩・中学校や⾼校・特別⽀援学校の教員を対象とした「ICT 校内研修リーダー養成研修」を実
施し、ICT 活⽤指導⼒向上に努めています。（教育政策課） 

  

Check（評価） 
 

■ 私⽴学校経常費助成を通じた私⽴⾼校の特⾊教育の促進を⾏ってきた結果、「特⾊化教育実施校⽐
率（私⽴⾼）」は 90％台で推移していますが、過去３年間同数値で推移していることから、引き続
き、特⾊教育の実施に向けた⽀援を⾏う必要があります。（私学振興課） 

  
 

■ 学校改善・授業改善の推進や静岡式 35 ⼈学級編成に取り組んだ結果、「全国学⼒・学習状況調査
の問題や結果を活⽤した学校の割合（活動指標）」や「静岡式 35 ⼈学級実施学年（活動指標）」は
順調に推移しているものの、「全国規模の学⼒調査で全国平均を上回る科⽬の割合（成果指標）」は、
中学校で 100％を維持する⼀⽅、⼩学校では、算数において式の意味理解に課題があり、全国平
均を下回ったことにより、50％となっています。全国で授業改善が進み、上位県と下位県の差が
縮まっており、引き続き授業改善等に取り組む必要があります。また、「学校の授業以外で１⽇当
たり１時間以上勉強している児童⽣徒の割合(活動指標)」のうち中学⽣は進捗が伸び悩んでいる⼀
⽅で、「全国学⼒・学習状況調査の問題や結果を活⽤した学校の割合（活動指標）」をはじめ、「「⾃
分にはよいところがあると思う」児童⽣徒の割合（参考指標①）」や「家で⾃分で計画を⽴てて勉
強している児童⽣徒の割合（参考指標②）」など、本県が⼒を⼊れている児童⽣徒の「⾃⼰肯定感」
や「家庭学習」の数値は上昇しています。学⼒向上のＰＤＣＡサイクルは構築できていることから、
今回調査の分析結果をきちんと学⼒改善につなげていく必要があります。（義務教育課） 

  

 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
①「⾃分にはよいと
ころがあると思う」
児童⽣徒の割合 

⼩ 79.8％
中 71.6％

⼩ 79.7％
中 72.7％ 

⼩ 80.2％ 
中 72.8％ 

⼩ 81.0％ 
中 74.3％ 

⼩ 86.7％ 
中 81.8％ 

  

② 家で⾃分で計画を
⽴てて勉強してい
る児童⽣徒の割合 

⼩ 60.8％
中 45.2％

⼩ 62.4％
中 47.3％ 

⼩ 60.3％ 
中 45.3％ 

⼩ 62.6％ 
中 48.9％ 

⼩ 68.4％ 
中 50.3％ 

  

 
   

■ ICT 環境整備や教員の ICT 活⽤指導⼒向上のための研修に取り組んだ結果、「教育⽤コンピュータ
1 台当たりの児童⽣徒数（参考指標①）」や「ICT 活⽤指導⼒向上のための研修受講者数（参考指
標②）」、「⽇常的に授業で ICT を活⽤した学校の割合（活動指標）」は、おおむね順調に推移して
おり、「授業中に ICT を活⽤して指導できる教員の割合（成果指標）」の向上に寄与しています。（教
育政策課） 

    
参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

①教育⽤コンピュ
ータ１台当たりの
児童⽣徒数 

6.1 ⼈/台 6.1 ⼈/台 6.1 ⼈/台 5.9 ⼈/台 5.５⼈/台   

②ICT 活⽤指導⼒
向上のための研修
受講者数 

5,437 ⼈ 5,351 ⼈ 5,471 ⼈ 6,065 ⼈ 7,725 ⼈   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 引き続き、私⽴学校経常費助成を通じた⽀援により、私⽴⾼校の特⾊化教育を促進していきます。
（私学振興課） 

  
 

■ 各⼩・中学校において、⾃校の調査結果を踏まえ、チア・アップシートの活⽤等による改善を進め
るとともに、単なる知識を詰め込む授業ではなく、⼦どもが⾃ら追求する授業を研修会等で推進し
ていきます。また、県がこれまでに作成した、家庭学習を通じて「⾃ら進んで学ぶ⼒」を育み「⼦
どものほめ⽅」について考えるための動画コンテンツを積極的に活⽤するよう市町に働きかけ、⼦
どもが⾃らの課題を発⾒し、解決や可能性について取り組む⼒を更に育成します。（義務教育課）

   
■ 教育内容の充実に向けて、「⼩中学校における情報活⽤能⼒の育成ープログラミング教育－」及び

「ICT 活⽤授業⼒向上研修（⾼・特）」を開催し、教職員の更なる資質向上に取り組みます。悉皆
研修や希望研修、リーダー養成研修や公開授業を充実させるとともに、2019 年度からは、新学習
指導要領に向けた ICT 活⽤授業⽀援を機器整備と連動して実施しており、教員のＩＣＴ活⽤指導
⼒の向上を図ります。さらに、ICT 機器の整備と平⾏して、優れた指導案や教材等の収集を促進し
て、「授業づくりデータベース」の充実を図り、教員間の共有と活⽤を推進します。（教育政策課） 
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３－３  「 ⽂・武 ・芸」 三道 ⿍⽴ の学 びの場 づく り   
(3) 技芸を磨く実学の奨励 

 

  目  標  
   

■ 児 童 ⽣ 徒の 勤 労 観 ・ 職 業 観 を 育 み 、 様 々 な 分 野 で 才 能 を 発 揮 し、 伸 ば す こ と
が でき る実 践的 な実学 を推 進し ます 。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

ふじのくに実学チャレンジフェス
タ⼊場者数 

（2017年度） 
3,000人 

（2019 年度） 
3,300 人 

3,500 人 ○ 

保育・介護体験実習を⾏った⾼等
学校の割合 

（2016年度） 
96.6％ 

（2018 年度） 
98.9％ 

100％ ◎ 

「⽂化の匠」派遣校数 （2016年度） 
76校 

（2019 年度） 
84 校 

85 校 ◎ 

体⼒アップコンテストしずおかに
参加した学校の割合 

（2016年度） 
73.4％ 

（2018 年度） 
66.3％ 

100％ ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

教 育 委 員 会  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スポーツ・⽂化観光部 
 
 

⾼ 等 学 校 ⽔ 産 実 習 費  
⾼ 等 学 校 農 業 実 習 費  
産 業 教 育 設 備 費  
実 学 推 進 フ ロ ン テ ィ ア 事 業 費  
地 域 産 業 を ⽀ え る 実 学 奨 励 事 業 費  
⾼ 校 ⽣ 就 職 マ ッ チ ン グ 対 策 事 業 費  
魅 ⼒ あ る 学 校 づ く り 推 進 事 業 費  
全 国 総 合 体 育 ⼤ 会 等 派 遣 運 営 費 助 成  
地 域 ス ポ ー ツ ク ラ ブ 推 進 事 業 費  
ス ポ ー ツ ⼈ 材 活 ⽤ 推 進 事 業 費  
運 動 部 活 動 強 化 ⽀ 援 事 業 費  
 
有 徳 の ⼈ づ く り 推 進 事 業 費  
私 ⽴ ⼩ 中 ⾼ 校 経 常 費 助 成  

な ど  

112
50
50
35

123
30

100
45
３
86
23

９
14,135

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再 掲  
再 掲  

合 計  14,805  
 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⼩・中学校のキャリア教育担当者等に対して、「キャリア教育研修会」を悉皆研修として実施し、
各学校の実態に応じたキャリア教育の充実を図っています。（義務教育課） 

 
■ ⾼校の専⾨学科や総合学科での取組を広く紹介する「ふじのくに実学チャレンジフェスタ」を開催

し、実学の奨励と専⾨的な職業⼈の育成に取り組んでいます。（⾼校教育課） 
 

■ 将来、⽇本や世界で活躍したいと考えている⼦供たちに⾃らの能⼒を更に伸ばすきっかけを与える
ために、世界トップクラスの講師陣の講義など学校や⽇常⽣活とは異なる学びの場を提供する「未
来を切り拓く Dream 授業」を開催しています。（総合教育課） 

 
■ 命の尊さや福祉の認識を深める保育・介護体験や社会貢献活動など多様な体験学習に取り組んでい

ます。(私学振興課) 
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■ 児童⽣徒の健康の保持増進や体⼒向上のため、新体⼒テストや体⼒アップコンテストを実施してい

ます。また、2018 年度策定の「部活動ガイドライン」の理解を深めて合理的かつ効率的・効果的
な取組を進め、部活動指導員等外部指導者やスポーツ⼈材バンクの活⽤を推進しています。（健康
体育課） 

 
■ ⽂化芸術活動に取り組む⽣徒の個性を伸ばすため、外部指導者等による活動の充実を図っていま

す。（⾼校教育課） 
Check（評価） 

 
■ 中学・⾼等学校における「新体⼒テストで全国平均を上回る種⽬の割合（参考指標①）」は多くの

種⽬で全国平均を上回るとともに「全国⾼等学校総合体育⼤会及び全国中学校体育⼤会における⼊
賞数（参考指標②）」は順調に推移しており、中学、⾼等学校における体⼒向上に向けた取組は成
果が出ている⼀⽅、参考指標①における⼩学校の割合や、⼩学校が対象である｢体⼒アップコンテ
ストしずおかに参加した学校の割合（活動指標）｣は教員の多忙化や経年による参加意欲の⼀部低
下等により基準値を下回って推移しており、⼩学校における取組をより推進する必要があります。
（健康体育課） 

  
参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

①新体⼒テストで
全国平均を上回る
種⽬の割合 

⼩ 85.4% 
中 87.0% 
⾼ 96.3% 

⼩ 80.2% 
中 83.3% 
⾼ 94.4% 

⼩ 51.0% 
中 90.7% 
⾼ 96.3% 

⼩ 60.4% 
中 85.2% 
⾼ 92.6% 

⼩ 43.8％ 
中 87.0％ 
⾼ 94.4％ 

  

②全国⾼等学校総
合体育⼤会及び全
国中学校体育⼤会
における⼊賞数 

80 73 79 82 106   

 
 

■ 勤労観・職業観を育み実学への理解を促進するため、地域・企業との連携・協働を進めた結果、｢“ふ
じのくに”実学チャレンジフェスタ⼊場者数（活動指標）｣や｢保育・介護体験実習を⾏った⾼等学
校の割合（活動指標）｣が増加し、「児童⽣徒に望ましい勤労観・職業観を育む教育を実施した学校
の割合（成果指標）」の順調な進捗につながっています。また、「インターンシップを実施した学校
の割合(公⽴⾼校)（参考指標）」は、近年増加傾向にあり、勤労観・職業観の醸成に向けた地域・
企業との連携強化が図られています。（⾼校教育課） 

 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
インターンシップ
を実施した学校の
割合（公⽴⾼校） 

58% 58.2% 63% 81% 83.6%   

 
 

■ 「「⾃然科学やものづくりに関⼼がある」と答える⽣徒の割合（参考指標）」は微減で推移しており、
「ふじのくに実学チャレンジフェスタ」の開催等を通じて、農業、⼯業、商業、⽔産、家庭、福祉、
芸術等の実学への理解を促進する必要があります。（⾼校教育課） 

  
参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移 

｢⾃然科学やものづ
くりに関⼼がある｣
と答える⽣徒の割合

53.6% 56.4％ 56.5％ 54.7％ 53.7%   
 

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 「体⼒アップコンテストしずおか」について、ホームページ等により学校への周知や、授業や体育
⾏事で気軽に取り組むことが出来るようにしたり、市町教科研修会を訪問し、直接教員への呼びか
けを図るなど、参加を更に促していくとともに、様々な動きづくりの参考となる映像資料の掲載に
より、体育授業の充実を図ります。また、より専⾨的な指導ができる指導者の派遣等により、⽣徒
のニーズに応える部活動を推進していきます。（健康体育課） 

 
■ ⼩・中学校のキャリア教育担当者等を対象とした「キャリア教育研修会」を実施し、キャリア教育

が、職業教育だけではなく、将来につながる基礎的・汎⽤的能⼒を育成する教育であることや、職
業教育を含めたキャリア教育の計画を⽴てていくことの必要性を正しく伝えるとともに、各校にお
けるキャリア・パスポートの活⽤を図ります。（義務教育課） 

また、すべての⾼等学校でのインターンシップ実施に向けて、県内に配置している就職コーディネ
ーターからの企業情報や求⼈情報を活⽤し、学校と受⼊企業とのマッチング⽀援を強化するなど、
引き続き、児童⽣徒に望ましい勤労観・職業観の醸成を図ります。（⾼校教育課） 
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３－３  「 ⽂・武 ・芸」 三道 ⿍⽴ の学 びの場 づく り   
(4) 学びを⽀える魅⼒ある学校づくり 

 

  目  標  
   

■ 教 職 員 の資 質 の 向 上 や 、 ⼦ ど も と 向 き 合 う 時 間 の 拡 充 な ど 、 魅⼒ あ る 学 校 づ
く りを 推進 しま す。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

学校関係者評価を公表している学
校の割合 

（2016年度） 
小 75.6％  
中 73.3％ 
高 76.4％  
特 73.0％ 

私立高 95.5％ 

（2018年度） 
小 88.7％ 
中 87.1％ 
高 90.8％ 
特 86.5％ 

私立高 97.7％ 

100％ ○ 

多忙化解消に向けた研究成果を活
⽤した学校の割合 

（2017年度） 
小 49.8％ 
中 43.0％ 
高 38.2％ 
特 83.8％ 

（2018 年度） 
小 90.3％ 
中 85.9％ 
高 41.8％ 
特 81.1％ 

100％ ● 

スクールカウンセラー配置⼈数 
（2016年度） 
小・中121人 
  高  21人 

（2019年度） 
小・中126人 
  高  24人 

小・中 172 人 
  高  30 人 

● 

スクールカウンセラー配置校⽐率
（私⽴⾼） 

（2016年度） 
75％ 

(2018 年度) 
86％ 

100％ ○ 

地域で⾏われる防災訓練の児童⽣
徒参加率 

（2017年度） 
60％ 

（2018 年度） 
59％ 

70％ ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

教 育 委 員 会  
 
 
 
 
 

スポーツ・⽂化観光部 
 
 

⽣ 徒 指 導 等 推 進 事 業 費 （ ⾼ 校 ）  
教 職 員 総 合 研 修 事 業 費  
スクール・サポート・スタッフ配置事業費  
ハ ー ト フ ル サ ポ ー ト 充 実 事 業 費  
学 校 安 全 総 合 推 進 事 業 費  
 
私 ⽴ 学 校 教 職 員 研 修 等 事 業 費 助 成  
私 ⽴ 学 校 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ配 置 等 事 業 費 助 成  

な ど

38
52

257
382

14

15
20
 

 

合 計  1,431  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 学び続ける教職員を育成するため、教員等育成指標に基づき、今年度から年次別研修を効率化した上
で複数年次化し、キャリアステージに応じた研修を実施しています。2018 年度に策定した新管理職
研修体系により、管理職登⽤後も学び続けることができる研修を実施しています。（教育政策課） 

  
 

■ 教職員の多忙化を解消し、⼦どもと向き合う時間を拡充するため、これまで学校種ごとに実施し
てきたモデル事業の成果を周知するとともに、2018 年度末に策定した「学校現場における業務
改⾰プラン」に基づく取組を進めています。 
教員の業務を補助するスクールサポートスタッフについては、昨年度当初 216 校、週 10 時間の
配置を、今年度は当初から全公⽴⼩・中学校 488 校へ週 15 時間に拡⼤して配置しました。 
(義務教育課、⾼校教育課、特別⽀援教育課、教育政策課) 

  
 

■ 不登校やいじめ等、⽣徒指導上の諸課題や、⼦どもが抱える⼼⾝の悩みに対応するため、⼼理臨
床業務に関して豊かな知識・経験を有するスクールカウンセラーを、全⼩・中学校を⽀援できる
体制で確保するとともに、５中学校区で常時配置を実現しました。また、県⽴⾼校では拠点校 23
校に、私⽴⾼校ではこれまでの⽀援を通じ約９割の学校に配置されており、教育相談体制の⼀層
の充実を図っています。(義務教育課、⾼校教育課、私学振興課) 

  
 

■ 教員としての資質・能⼒とその実践⼒を兼ね備えた優秀な⼈材を確保するため、県内・県外の⼤
学において教職ガイダンスを⾏うとともに、中⾼⽣を対象とした教職セミナーを実施するなど、
教員という職業の魅⼒をアピールする広報・啓発活動を⾏っています。また、引き続き、採⽤試
験において加点制度を継続するなど、教員採⽤試験の改善に取り組んでいます。（義務教育課、
⾼校教育課、特別⽀援教育課） 
 

 
■ ⾼校⽣を対象に、⾃らの地域が抱える防災上の課題の調査・研究と被災地派遣を通して、東⽇本

⼤震災の⾵化防⽌を図るとともに、地域防災の主体としての活躍が期待される⼈材の育成を進め
ています。（健康体育課） 
また、県警等と連携し、「⼦どもの安全確保緊急対策アクション」や「『命を守る』⾼校⽣⾃転⾞
事故防⽌作戦」に取り組み、学校や通学路の安全確保や事故件数の減少に取り組んでいます。（健
康体育課、私学振興課） 
 

Check（評価） 
 

■ 本年度から「学校現場における業務改⾰プラン」に基づく取組を推進していますが、｢多忙化解
消に向けた研究成果を活⽤した学校の割合（活動指標）｣は、⾼校や特別⽀援学校では⼗分に浸
透したとは⾔えず、成果の活⽤は微増にとどまっています。（義務教育課、⾼校教育課、特別⽀
援教育課） 

  
 

■ 「スクールカウンセラー配置⼈数（活動指標）｣については、各学校種において全校をカバーす
る体制を構築するなど、相談体制は充実しつつありますが、1 ⼈が複数の⼩規模校を兼務してい
る状況にあり、進捗に遅れが⾒られます。⼀⽅で、「スクールカウンセラーへの相談件数（参考
指標）」は増加傾向にあり、各学校からのニーズが依然として⾼いため、カウンセラーの拡充と
育成が必要です。（義務教育課、⾼校教育課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

スクールカウンセ
ラーへの相談件数 

⼩ 40,232 件
中 51,798 件
⾼ 1,992 件 

⼩ 51,610 件 
中 47,717 件 
⾼ 2,299 件 

⼩ 54,383 件 
中 58,181 件 
⾼ 2,772 件 

⼩ 54,629 件 
中 55,828 件 
⾼ 2,932 件 

⼩ 53,221 件
中 50,368 件
⾼ 3,187 件 

  
 

  
 

■ 

 
「地域で⾏われる防災訓練の児童⽣徒参加率(活動指標)」は、中学校が⾼い参加率を維持してい
る⼀⽅で、⼩学校と⾼校は低下しています。⼩学⽣は、保護者の参加⾏動に影響を受ける年齢層
であること、また、⾼校⽣は試験等やむを得ない事情により、参加率が低下しているため、保護
者への普及啓発や地域と学校の連携を図るなど、より⼀層の取組が必要です。（健康体育課） 

  
 

■ キャリアステージに応じた新研修体系により、学び続けることができる研修を実施しています
が、「研修を役⽴てたと答える教員の割合（参考指標）」は減少しており、学校現場のニーズを把
握し、研修内容を充実させる必要があります。（教育政策課） 
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 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

研修を役⽴てたと
答える教員の割合 

⼩ 97.3％
中 94.1%
⾼ 81.2%
特 94.2%

⼩ 97.2％ 
中 94.1% 
⾼ 83.0% 
特 94.9% 

⼩ 96.0％ 
中 90.5% 
⾼ 83.4% 
特 92.1% 

⼩ 97.0％ 
中 91.9% 
⾼ 86.4% 
特 95.5% 

⼩ 94.3％
中 91.2%
⾼ 69.8%
特 89.6%

  

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 各学校で教職員の多忙化解消策を検討・実施する際に、モデル事業の成果を活⽤して、校務分類
の⾒直しや外部⼈材活⽤等の取組を進めるよう、呼びかけていくとともに、各学校の取組を⽀援
するため、適正な勤務時間を把握するためのシステムの導⼊やＩＣＴを活⽤した学校事務効率化
など「学校における業務改⾰プラン」に基づく取組を積極的に進めていきます。(義務教育課、⾼
校教育課、特別⽀援教育課、教育政策課) 

  
 

■ 児童⽣徒へのカウンセリング、保護者・教職員等への相談・助⾔等を充実させるため、スクール
カウンセラーの配置拡充に努めるとともに、スキルアップを図るための研修会の更なる充実を図
ります。 
また、⼦どもたちに⾝近なツールとなっているＳＮＳを⽤いた相談窓⼝の周知等により、⼦ども
が抱える悩みへの早期対応を図っていきます。（義務教育課、⾼校教育課、教育政策課） 

  
 

■ 地域で⾏われる防災訓練の児童⽣徒参加率が向上するよう、静岡県防災教育推進委員会において
関係部局と課題等を情報共有し、改善策を検討します。さらに、ふじのくに防災⼈材育成事業で
の⾼校⽣の提⾔を全県に周知することにより、防災訓練への参加を呼び掛けます。 
また、全国で発⽣した⼦どもが巻き込まれる痛ましい事件・事故を再発させないよう、地域や各
種団体等と協⼒して安全確保のための取組を進めていきます。（健康体育課） 

  
 

■ 学校現場のニーズにあった研修を企画するとともに、中堅期以降の教員の継続的な学びを⽀援す
るための研修の⾒直しに取り組みます。また、教職⼈⽣を通じた⾃主的・主体的な⾃⼰研修を⽀
援するための研修履歴管理システムの構築を、段階的に進めていきます。（教育政策課） 
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政 策４ 誰もが活躍できる社会の実現

４-１ 活躍しやすい環境の整備と働き⽅改⾰

(1) 産業⼈材の確保・育成

(2) 誰もがいきいきと働ける環境づくり

(3) ⼥性や⾼齢者が活躍できる社会の実現

(4) 多様な主体による協働の促進

(5) ⽣涯にわたり学び続ける環境づくり

４-２ 次代を担うグローバル⼈材の育成

(1) 留学・海外交流の促進

(2) 国際的・専⾨的な学びの提供

(3) 魅⼒ある⾼等教育の振興

４-３ 誰もが理解し合える共⽣社会の実現

(1) 多⽂化共⽣社会の形成

(2) ⼈権尊重と⼈権⽂化が定着した地域づくり

(3) ユニバーサルデザインの推進
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４－１  活躍しやすい環境の整備と働き⽅改⾰  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  活躍し やす い環 境の整 備と 働き ⽅改 ⾰   
 （ １） 産業 ⼈材 の確保 ・育 成  

（ ２） 誰も がい きいき と働 ける 環境 づくり  

（ ３） ⼥性 や⾼ 齢者が 活躍 でき る社 会の実 現  

（ ４） 多様 な主 体によ る協 働の 促進  

施策

 （ ５） ⽣涯 にわ たり学 び続 ける 環境 づくり  
 

  目  標  
 

   
■ ⼤ 学⽣ 等の ＵＩ Ｊター ンを 促進 し、 県内企 業へ の就 職を ⽀援します 。  
   

■ 技術⾰新や企業ニーズに対応する⾼度な知識と技術を持つ⼈材を育成します。
  

   
■ 経 営 者 ・労 働 者 双 ⽅ の 意 識 改 ⾰ を 図 り 、 働 き ⽅ の ⾒ 直 し を 促 進し 、 ラ イ フ ス

テ ージ や価 値観 に応じ た働 き⽅ を提 供でき る企 業を 増や します。  
  

   
■ ⼥ 性 や ⾼齢 者 、 障 害 の あ る ⼈ な ど の 多 様 な ⼈ 材 が 社 会 で 活 躍 でき る 環 境 を 整

備 しま す。  
  

   
■ 県⺠、ＮＰＯ、企業等の多様な主体が協働し、活躍する地域づくりを進めます。 
  

   
■ 誰 もが ⽣涯 を通 じて、 学び たい 時に 学ぶこ とが でき る環 境を整備し ます 。  

 

  成 果 指 標                  
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

県 内 出 ⾝ ⼤ 学 ⽣ の Ｕ タ ー ン 就
職 率  

（2016 年 度 ）
39.1％ 

(2018 年 度 )
37.7％ 

43％ 
基 準 値
以 下  

⼀ 般 労 働 者 の 年 間 総 実 労 働 時
間  

（2016 年 ） 
2,063 時 間  

（2018 年 ） 
2,034 時間 

2,033 時 間  
以 下  

A 

事 業 所 の 管 理 職 に 占 め る ⼥ 性
の 割 合  

（2015 年 度 ）
係長 21.3% 
課長 11.9% 
部長  7.8% 

（2018 年 度 ）
係長 23.3% 
課長 11.5% 
部長  8.3% 

（2020 年度 ）
係長 25% 
課長 15% 
部長 10% 

Ｃ  

社 会 参 加 し て い る ⾼ 齢 者 の 割
合  

（2016 年 度 ）
48.5％ 

（2019 年 度 ）
2020 年 ９月  

公 表 予 定  
70％ －  

障 害 者 雇 ⽤ 率  （2017 年 度 ）
1.97％ 

（2019 年 度 ）
2.15％ 

2.30％ B 
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  活 動 指 標              
 

施  策  ◎ ○ ● - 合計

（ １） 産業 ⼈材の確保 ・育 成  2 1 2 0 5 

（ ２） 誰も がいきいき と働 ける 環境 づくり  4 0 1 0 5 

（ ３） ⼥性 や⾼齢者が 活躍 でき る社 会の実 現  0 3 ０  ０ ３  

（ ４） 多様 な主体によ る協 働の 促進  1 1 0 0 2 

（ ５） ⽣涯 にわたり学 び続 ける 環境 づくり  ２  １  0 ０ 3 

合 計 9 ６  3 0 18

 

  主 な 取 組  
 

   
■ 

 
就 職⽀ 援協 定を 締結し た⼤ 学の キャ リアセ ンタ ーや 「ふ じのくにパ スポ ート 」
の ホー ムペ ージ を通じ て、⼤学 ⽣等 に「魅⼒ 的な 地域 や企 業」など の最 新情 報
を 届け ると とも に、「30 歳に なっ たら 静岡県 !」を キャ ッチ フレー ズに 、30 歳
前 後の 若者 のＵ Ｉター ン就 職を 通じ た本県 での 活躍 を応 援していま す。  

   
■ 経 営 ⾰ 新に 資 す る プ ロフ ェッ シ ョ ナル ⼈ 材 の 獲 得 に 向 け た 取 組 のほ か 、⾼ 度 な

技 術を 持つ もの づくり ⼈材 を育 成す るため 、沼津・清 ⽔の 技術専⾨校 の短 期⼤
学 校化 や農 林⼤ 学校の 専⾨ 職⼤ 学へ の移⾏ に向 けた 準備 を進めてい ます 。  
ま た、「⽣きる 道」 とし ての 仕事 を学 ぶ環境 づく りの ため 、「 技芸を磨 く実 学」
の ⼤切 さを 知る 体験や 、プ ロの 職業 ⼈から 学ぶ 体験 等を 提供してい ます 。  

  
   

■ ⼥ 性や ⾼齢 者 、障 害のあ る⼈ など の多 様な⼈ 材の 活躍 を⽀ 援するため 、経営 者
の 意識 改⾰ を促 すセミ ナー やテ レワ ークの 体験 会 、企 業と の橋渡しを ⾏う コー
デ ィネ ータ ーの 配置な どを 実施 して います 。  
ま た 、定 住外 国⼈ の正社 員化 や技 能実 習⽣の 県内 定着 に向 けた取組を 進め てい
る ほか 、新 たに 海外⾼ 度⼈ 材と 県内 企業の マッ チン グを ⽀援します 。  

  
   

■ ⼥ 性 の 活 躍 の 促 進 の た め 、 職 業 ⽣ 活 と 家 庭 を 両 ⽴ し た ラ イ フ デ ザ イ ン の 形 成
⽀ 援 や 、 ⼥ 性 管 理 職 の ネ ッ ト ワ ー ク 構 築 を 推 進 し て い ま す 。 ま た 、 企 業 等 の
経 営 者 層 を 対 象 に 、 ⼥ 性 が 働 き や す い 職 場 環 境 に つ い て 助 ⾔ す る 「 企 業 サ ロ
ン 」を 開催 して います 。  
壮 年熟 期（66 76 歳）の ⽅の 社会 参加・社会 貢献 活動 の促 進を図るた め 、社
会 参加 促進 フェ アなど を実 施し てい ます。  

  
 

■ ＮＰＯ、企業、⾏政など多様な主体の協働を促進するため、先進的な協働事例の情
報をホームページ「ふじのくにＮＰＯ」で発信するとともに、ＮＰＯを⽀援する市
町の市⺠活動センタースタッフ等を対象とした研修を実施しています。 

  
 

■ 多 様 な 学 習 機 会 の 情 報 提 供 や 県 ⽴ 中 央 図 書 館 の 新 館 整 備 に 向 け た 準 備 等 を ⾏
っ て い ま す 。 ま た 、 正 し く 安 全 な ネ ッ ト 利 ⽤ の 仕 ⽅ を 伝 え る 「 ケ ー タ イ ・ ス
マ ホ ル ー ル 」 ア ド バ イ ザ ー の 養 成 や 、 教 育 ・ 医 療 関 係 が 連 携 し た ネ ッ ト 依 存
対 策を 進め てい ます。  

  

119



  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 

 
Ｕ Ｉ Ｊ ター ン の 促 進 に つ い て は 、 就 職 ⽀ 援 協 定 を 締 結 し た 県 外⼤ 学 と の 連 携
強 化な どに 取り 組んで いま すが 、若年 層の東 京圏 への 転出 が続き、「県内 出⾝
⼤ 学⽣ の U タ ーン 就職 率 (成 果指 標 )」 は、基 準値 以下 であ ること から 、県 外
に 就 職 した ⼈ に 対 し 、 戻 る こ と が で き る 場 所 と し て 静 岡 を 意 識し て も ら う 取
組 が必 要で す。  
今 後 は 、海 外 や 東 京 な ど で 活 躍 し た い と 思 う 若 者 の 挑 戦 を 応 援し 続 け 、 帰 り
た いと 思っ た時 に UIJ タ ーン が可 能な ⽀援を 提供 する 必要 があり ます 。  

   
■ 技 術 ⾰ 新や 企 業 ニ ー ズ に 対 応 す る ⾼ 度 な 知 識 と 技 術 ・ 技 能 を 持つ ⼈ 材 の 育 成

に つ い ては 、 今 後 も 企 業 の ニ ー ズ に 応 え た 質 の ⾼ い 訓 練 を 提 供し て い く と と
も に 、 若者 を 中 ⼼ と し た 「 技 術 ・ 技 能 離 れ 」 に よ り 、 製 造 業 等を 中 ⼼ に 優 れ
た ⼈ 材 が不 ⾜ し て い る こ と か ら 、 次 代 を 担 う ⼦ ど も た ち の も のづ く り へ の 興
味 ・関 ⼼を 醸成 する取 組を 充実 させ る必要 があ りま す。  

  
   

■ 誰 も が いき い き と 働 け る 環 境 づ く り に つ い て は 、 労 働 時 間 の 縮減 や 年 次 有 給
休 暇 の 取得 促 進 等 に 取 り 組 む 企 業 は 増 え て い る も の の 、 本 県 の「 ⼀ 般 労 働 者
の 年間 総実 労働 時間（成 果指 標）」は全 国より ⻑く 、2,000 時 間台で 推移 して
い ま す 。⽣ 産 年 齢 ⼈ ⼝ が 減 少 す る 中 、 働 き ⽅ 改 ⾰ を 進 め 、 多 様な 働 き ⽅ に 対
応 でき る就 業形 態を整 備し てい く必 要があ りま す。  
ま た 、2019 年 ４⽉ から の新 たな 在留 資格「特 定技 能 」が スタ ートし 、外国 ⼈
材 の 受 ⼊れ 拡 ⼤ が ⾒ 込 ま れ る こ と か ら 、 定 住 外 国 ⼈ や 技 能 実 習⽣ な ど が 本 県
で そ の 持て る 能 ⼒ を 活 か す こ と が で き 、 活 躍 で き る よ う ⽀ 援 する 必 要 が あ り
ま す。  

  
   

■ ⼥ 性 の 活躍 の 促 進 に つ い て は 、 働 き や す い 職 場 の 環 境 整 備 や 、経 営 者 層 の ⼥
性 の登 ⽤や 活躍 に対す る意 識が ⼗分 ではな いた め、「 事業 所の管理職 に占 める
⼥ 性の 割合 （成 果指標 ）」 は伸 び悩 んで おり 、よ り⼀ 層の 推進が必要 です 。  
⾼ 齢 者 の活 躍 の 促 進 に つ い て は 、 社 会 参 加 促 進 フ ェ ア や 、 す こや か ⻑ 寿 祭 ス
ポ ーツ・⽂ 化交 流⼤ 会の 開催 等が 、「 社会参加 して いる ⾼齢 者の割 合（ 成果 指
標 ）」 の向上に 寄与 する と⾒ 込ん でい ます。  
障 害 の ある ⼈ の 活 躍 の 促 進 に つ い て は 、 障 害 者 雇 ⽤ 推 進 コ ー ディ ネ ー タ ー の
配 置拡 充に より「障 害者 雇⽤ 率（ 成果 指標）」は年 々上 昇し ています が、法定
雇 ⽤ 率 2.2％ に は 達し て い な い た め、 企業 へ の 働 き か けや 障害の あ る ⼈ の職
場 定着 ⽀援 など を拡充 する 必要 があ ります 。  

  
   

■ 多 様 な 主体 に よ る 協 働 の 促 進 に つ い て は 、 Ｎ Ｐ Ｏ へ の ⽀ 援 を ⾏う 市 町 の 「 市
⺠ 活 動 セン タ ー 」 の 機 能 を 更 に 強 化 す る と と も に 、 セ ン タ ー 未設 置 地 域 の Ｎ
Ｐ Ｏに 対し ても 、より 効果 的な ⽀援 の検討 が必 要で す。  

  
   

■ ⽣ 涯に わた り学 び続け る環 境づ くり につい ては 、「静 岡県 ⽣涯学習情 報発 信シ
ス テ ム （ま な ぼ っ と ） 登 録 団 体 数 」 や 「 県 ⺠ の 公 ⽴ 図 書 館 利 ⽤登 録 率 」 は 順
調 に推 移し てい ます。  
ま た 、 ⻘少 年 が 安 ⼼ し て ス マ ホ や ネ ッ ト を 利 ⽤ で き る よ う 、 家庭 で の ル ー ル
づ くり や正 しく 安全な 利⽤ の仕 ⽅を 学ぶ機 会を 充実 する 必要があり ます 。  
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  今 後 の 施 策 展 開    
 

   
■ 

 
若 者 の 夢の 実現 に 向け た 挑 戦 を ⾒守 り つつ 、「 ふ じの く に パスポー ト 」 の ⼀層
の 周知 を通 じて 、本県の 地域 や企 業の 魅⼒を 情報 発信 し 、若 者と本 県の つな が
り を維 持し てい きます 。  
ま た、 ⾸都 圏等 に在住 する 若者 を中 ⼼とし た「 30 歳 にな ったら静岡 県！ 」の
Ｓ ＮＳ 上の フォ ロワー を対 象に 、本 県出 ⾝者 が直 接 、交流 する 機会 を設 け 、ふ
る さと 静岡 の魅 ⼒の共 有を 図っ てい きます 。  

   
■ 県 ⽴農 林環 境専 ⾨職⼤ 学の 円滑 な運 営に努 める とと もに 、2021 年４ ⽉の 県⽴

⼯ 科短 期⼤ 学校 の開校 に向 け 、施 設整 備やカ リキ ュラ ムの 策定 、指 導員 の確 保
な どを 進め ます 。  
ま た 、現場体 験学 習等の モデ ルコ ース を充実 させ 、県内 企業 と教育 機関 をつ な
ぐ プラ ット フォ ームを 構築 して「 ⽣き る道」と して の仕 事を 学ぶ環 境づ くり を
進 めま す。  

   
■ Ｉ ＣＴ ⼈材 の確 保・育成 のた め 、産業 界や 教育 機関 等と の連 携によ り 、ト ップ

レ ベル ⼈材 から 次世代 ⼈材 まで 各階 層に応 じた 施策 を展 開していき ます 。  
  

   
■ 働 き⽅ 改⾰ 等に 取り組 む県 内企 業の 好事例 等を 継続 的に 発信するほ か 、経 営者

の 意識 改⾰ やテ レワー クの 導⼊ ⽀援 等を進 め 、企 業に おけ る多様で柔 軟な 働き
⽅ の実 現を ⽀援 します 。  
定 住外 国⼈ の正 社員化 の推 進や 外国 ⼈材の 受⼊ 拡⼤ のた め 、暮らしや すさ とい
っ た 魅 ⼒ や 県 内 企 業 の 好 事 例 、 外 国 ⼈ ロ ー ル モ デ ル の 情 報 発 信 に 取 り 組 み ま
す 。  
技 能実 習⽣ の県 内定着 や新 たな 在留 資格「特 定技 能 」へ の円 滑な移 ⾏を 図る た
め 、技 能検定 に対 応した ⽇本 語研 修、実 技・学 科研 修、特 定技 能制度 説明 会を
実 施す るな ど、 外国⼈ 材の 受⼊ れ企 業等へ の⽀ 援を 拡充 します。  

  
   

■ 企 業に おけ る⼥ 性の活 躍を ⼀層 促進 するた め 、職 業⽣ 活と 家庭を両⽴ した ライ
フ デザ イン の形 成⽀援 や 、⼥ 性管 理職 のネッ トワ ーク 構築 を推進する 取組 に加
え 、企業の取 組⽅ 法や先 進事 例を まと めた⼿ 引き 等を 活⽤ し 、経営 者へ の啓 発
に 取り 組み ます 。  
障 害の ある ⼈へ の就労 ⽀援 を強 化す るため 、障害 の特 性や 職場環境整 備を 助⾔
す るア ドバ イザ ーを企 業に 派遣 する ほか 、新 たに 課題 解決 型ワークシ ョッ プを
開 催し 、障 害の ある⼈ の雇 ⽤拡 ⼤・ 定着を 推進 しま す。  
就 労意 欲の ⾼い ⾼齢者 の掘 り起 こし や 、企業 と⾼ 齢者 のマ ッチングを ⾏う コー
デ ィネ ータ ーを 配置し 、⾼ 齢者 の就 労を⽀ 援し ます 。  

  
   

■ 市町活動センター未設置の市町が多い伊⾖地域については、従来の出張相談会やセ
ミナーの開催に加え、ＮＰＯなど市⺠活動団体・関係者間の情報交換や交流の促進
に取り組みます。 

     
■ 県 ⺠ の 多様 な 学 び を ⽀ え る 新 た な 機 能 や 役 割 を 担 う 県 ⽴ 中 央 図 書 館 の 新 館 整

備 に向 けた 具体 的な検 討を 進め ます 。  
ま た、 学校 、家 庭、地 域、 医療 機関 等と連 携し 、「 ケー タイ ・スマホ ルー ル 」
ア ドバ イザ ーの 養成や ネッ ト依 存対 策を進 めま す。  

 

121



 

４－１  活 躍しや すい環 境の 整備 と働 き⽅改 ⾰   
(1) 産業⼈材の確保・育成 

 

  目  標  
   
■ ⼤ 学⽣ 等の ＵＩ Ｊター ンを 促進 し、 県内企 業へ の就 職を ⽀援します 。  
   

■ 技術⾰新や企業ニーズに対応する⾼度な知識と技術を持つ⼈材を育成します。
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

静岡Ｕ・Ｉターン就職サポートセ
ンター新規登録者数（学⽣） 

（2016年度） 
1,136人 

（2018 年度） 
772 人 

1,800 人 ● 

⼤学等との就職⽀援協定締結数 （2016年度） 
15校 

（2018 年度） 
24 校 

30 校 ◎ 

静岡Ｕ・Ｉターン就職サポートセ
ンター新規登録者数（社会⼈） 

（2016年度） 
196人 

（2018 年度） 
400 人 

300 人 ◎ 

県⽴技術専⾨校の在職者訓練受講
者数 

（2016年度） 
2,331人 

(2018 年度） 
2,189 人 

3,400 人 ● 

ＷＡＺＡチャレンジ教室参加者数 （2013～2016年度）
累計9,073人 

（2018 年度） 
2,851 人 

（2018～2021年度）
累計 9,600 人 

○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  地 域 企 業 ⼈ 材 確 保 事 業 費  
UIJ タ ー ン 地 ⽅ 就 職 ⽀ 援 事 業 費  
「 30 歳 に な っ た ら 静 岡 県 ！ 」 応 援 事 業 費  
ふ る さ と と つ な が る 「 ふ じ の く に パ ス ポ ー
ト 」 事 業 費  
プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ⼈ 材 戦 略 拠 点 事 業 費  
ふ じ の く に ICT ⼈ 材 育 成 事 業 費  
次 世 代 も の づ く り ⼈ 材 育 成 事 業 費  
職 業 能 ⼒ 開 発 短 期 ⼤ 学 校 整 備 事 業 費  
職 業 能 ⼒ 開 発 総 合 推 進 事 業 費  
技 能 の 場 ⼒ 強 化 事 業 費  
成 ⻑ 産 業 分 野 ⼈ 材 育 成 ⽀ 援 事 業 費  
認 定 訓 練 事 業 費 助 成  
職 業 能 ⼒ 開 発 協 会 事 業 費 助 成  
技 能 ⼠ 会 連 合 会 事 業 費 助 成  
県 ⽴ 技 術 専 ⾨ 校 等 施 設 整 備 事 業 費  
技 術 専 ⾨ 校 等 施 設 改 修 事 業 費     

な ど

113
18
10

7

55
82
６

400
204

26
12

145
99

3
46
79

 

合 計  1,451  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 学⽣・若者の県内就職を⽀援するため、「30 歳になったら静岡県!」をキャッチフレーズに、⾸都
圏等に在住、⾃分の将来を真剣に考える時期となる 30 歳前後の若者のＵＩターン就職を通じた
本県での活躍を応援しています。（労働雇⽤政策課） 
就職⽀援協定を締結した県外⼤学との連携を強化するとともに、ふるさと静岡との関係性を⼤切
にしてもらうため、「ふじのくにパスポート」を通じて、若者に「魅⼒的な地域や企業」などの
最新情報を届けています。 
今年度は、多くの県内企業を集めた⼤規模な就職イベントを都内で実施し、⼤学⽣等の UI ター
ンの促進を図ります。（労働雇⽤政策課） 

  
 

■ 経済・雇⽤情勢に対応した就職を⽀援するため、県内経済に精通するマネージャーを配置し、⾸
都圏等の求職者とのマッチング等を⽀援することにより、プロフェッショナル⼈材の本県への還
流を図っています。 
今年度は、海外⼤学の学⽣及び卒業⽣と県内企業とのマッチングを⾏うなど、海外⾼度⼈材の採
⽤⽀援に取り組んでいます。（労働雇⽤政策課） 

  
 

■ ⾼度な技術を持つものづくり⼈材を育成するため、沼津・清⽔の技術専⾨校の短期⼤学校化に向
けた取組を進めています。また、次世代⾃動⾞、ロボット、レーザーをはじめとする７分野 58
コースで体系的な職業訓練として実施しています。（職業能⼒開発課） 
農林業経営に⾰新を起こす⼈材を養成するため、県⽴農林環境専⾨職⼤学の 2020 年４⽉の開学
に向け、⼤学の運営に関する諸規程の整備や学⽣募集、校舎等の施設整備など、ソフト・ハード
の両⾯で準備を進めています。（農業ビジネス課） 

  
 

■ 技能を尊重する機運を⾼め、技能者の地位の向上を図るため、優れた技能を有し、後進の指導・
育成に尽⼒している現役の技能者を「静岡県優秀技能功労者」として表彰するなど、匠の技を広
く発信しています。（職業能⼒開発課） 

  
 

■ 「⽣きる道」としての仕事を学ぶ環境づくりのため、県内⼩学校をモデル校に選定し、「技芸を
磨く実学」の⼤切さを知る体験や、プロの職業⼈から学ぶ体験等を提供するとともに、地域のも
のづくり分野での体験事業を⽀援しています。 
今年度は、⼩中⾼校⽣を静岡ホビーショーへ招待し、ものづくり産業⼈材育成に取り組んでいま
す。（労働雇⽤政策課、地域産業課） 
技能⼠が⼦どもたちにものづくり体験を指導する「ＷＡＺＡチャレンジ教室」を、⼩中学校等の
授業での開催に加え、⺠間企業や公共施設等と連携して開催しています。（職業能⼒開発課） 

  
 

■ 2018 年６⽉、国の「統合イノベーション戦略」において、2020 年にはＩＣＴ⼈材が約 30 万⼈、
先端ＩＣＴ⼈材が約５万⼈不⾜するとの予測が⽰されたことから、県では、2019 年２⽉に「ふ
じのくにＩＣＴ⼈材確保・育成戦略」を策定し、⾸都圏等のＩＣＴベンチャーと県内企業とのビ
ジネスマッチング、県内⼤学等と連携した⼈材育成講座の開設等、当該戦略に沿った施策に取り
組んでいます。（産業イノベーション推進課） 

  
Check（評価） 

 
■ 「静岡Ｕ・Ｉターン就職サポートセンター新規登録者数（学⽣）（活動指標）」は、雇⽤情勢の改

善や海外・東京などに⽻ばたこうとする学⽣の増加により減少しており、県内への就職につなが
る継続的な情報発信等の取組が必要です。 
⼀⽅で、⼈⽣を⾒つめ直す 30 歳前後の時期に、静岡県への UI ターンを促す取組により「静岡Ｕ・
Ｉターン就職サポートセンター新規登録者数（社会⼈）（活動指標）」や「静岡Ｕ・Ｉターン就職
サポートセンター利⽤者の県内企業内定者数（参考指標）｣は順調に推移しています。（労働雇⽤
政策課） 

   
参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

静岡 U･I ﾀｰﾝ就職ｻ
ﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ利⽤者の
県内企業内定者数 

38 ⼈ 162 ⼈ 239 ⼈ 256 ⼈ 308 ⼈   
   

 
■ 「県⽴技術専⾨校の在職者訓練受講者数（活動指標）」は深刻な⼈⼿不⾜から社員に訓練を受講

させる余裕がないため、前年度の実績を上回ったものの基準値以下となるなど伸び悩んでいま
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す。 
⼀⽅で、ロボットやＩｏＴなど「成⻑産業分野の訓練受講者数（参考指標①）」や｢成⻑産業分野
に係わる訓練受講企業の満⾜度（参考指標②）」は増加していることから、在職者訓練について
は、企業等のニーズを把握しオーダーメイド型訓練を拡充するなど、質の⾼い訓練を提供する必
要があります。（職業能⼒開発課） 

 
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
①成⻑産業分野の
訓練受講者数 243 ⼈ 271 ⼈ 336 ⼈ 317 ⼈ 344 ⼈   

②成⻑産業分野に
係わる訓練受講企
業の満⾜度 

61.5％ 76.0％ 75.5％ 84.6％ 87.9％   

 
 

■ 「⼤学等との就職⽀援協定締結数（活動指標）」は着実に増加し、協定締結⼤学における静岡県
への就職ガイダンスなどの「就職⽀援協定締結⼤学との連携実施事業数（参考指標）」も増加し
ています。市町や関係機関による地元回帰⽀援策も実施されていますが「県内出⾝⼤学⽣の U タ
ーン就職率（成果指標）」は、昨年より向上したものの基準値以下となっているため、ＵＩＪタ
ーン就職につながる取組をより⼀層推進していくことが必要です。（労働雇⽤政策課） 

  
参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

就職⽀援協定締結⼤学
との連携実施事業数 － － 36 回 47 回 53 回   

 

 
■ 「WAZA チャレンジ教室参加者数（活動指標）」や「WAZA チャレンジ教室会場数（参考指標）」

は、⼩中学校等での開催に加え、⺠間企業等とのコラボレーションにより増加していますが、将
来のものづくり⼈材を確保していくためには、開催場所をさらに拡⼤し、裾野を広げていく必要
があります。（職業能⼒開発課） 

  
参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

ＷＡＺＡチャレン
ジ教室会場数 29 校 32 校 37 校 41 か所 46 か所   

 
 

■ 雇⽤情勢が改善する⼀⽅で、東京や海外に⽻ばたこうとする学⽣が増加していることから、産業
⼈材を確保するためには、県内への就職につながる継続的な情報発信等や、⼈⽣を⾒つめ直す 30
歳前後の時期の若者の、静岡県への U・I ターンを促していく必要があります。（労働雇⽤政策課）

 
■ 急速な少⼦⾼齢化により労働⼒⼈⼝の減少が続く中、持続的な経済成⻑を実現していくために

は、企業の⽣産性を⾼めていくことが必要不可⽋であり、グローバル化や科学技術の進展など、
社会経済環境の変化に対応できる⾼い技能と⾼度な技術を持った⼈材の育成が喫緊の課題とな
っています。（職業能⼒開発課） 

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 引き続き、静岡 U・I ターン就職サポートセンターによる就職⽀援を強化するとともに、若者の
夢の実現に向けた挑戦を⾒守りつつ、「ふじのくにパスポート」の⼀層の周知を通じて、本県の
地域や企業の魅⼒を情報発信し、若者と本県のつながりを維持していきます。 
また、｢30 歳になったら静岡県！｣をキャッチフレーズに､県内企業情報、本県の魅⼒を⼀体的に
情報発信するなど、本県で活躍したいと思う若者を応援します。 
さらに、本県での就職を志す若者を⽀援するため、静岡県移住相談センターに就職相談員を常駐
させ、具体的な就職先や住居の問題などにきめ細かく対応するとともに、ＳＮＳ上のフォロワー
を中⼼に⾸都圏で本県出⾝者が気軽に集い触れ合うイベントなどを企画し、ふるさと静岡の魅⼒
を共有してもらう取組を進めていきます。（労働雇⽤政策課） 

 
■ 海外⼤学の⼤学⽣・⼤学院⽣と県内中⼩企業のマッチング会の開催結果を踏まえ、双⽅のニーズ

を把握しながらマッチングの拡充を図り、県内企業の⾼度⼈材不⾜に対応していきます。（労働
雇⽤政策課） 

 
■ 在職者訓練については、県内信⽤⾦庫との協定を活⽤し、レディメイド型訓練の周知やオーダー

メイド型訓練の企業ニーズの把握に努めるとともに、ロボット、ＩｏＴ、⾃動運転などの最新技
術に対応した職業訓練を企業等と連携して実施し、⾼度産業⼈材の育成を図っていきます。（職
業能⼒開発課） 
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■ 現場に⽴って、⾃ら考え、⾏動できる⼈材を育成するため、2021 年４⽉の県⽴⼯科短期⼤学校

の開校に向け、施設整備を進めるとともに、広報活動や学⽣募集、短期⼤学校の運営に関する諸
規定の整備などを進めていきます。（職業能⼒開発課）  
また、県⽴⼯科短期⼤学校に、ものづくり⼈材のサポート拠点となる「地域ものづくり⼈材育成
センター（仮称）」を設置し、急速な技術⾰新に対応できる新しい知識や技術を⾝に付けるため
の在職者訓練、とりわけ企業の個別ニーズに対応するオーダーメイド型訓練を推進し、企業の⼈
材育成を⽀援していきます。（職業能⼒開発課）  

 
■ ⺠間企業や公共施設等と連携して「ＷＡＺＡチャレンジ教室」の開催場所を学校以外の場へと拡

⼤するとともに、開催実績のない市町教育委員会や、異年齢の⼦どもの集団である⼦ども会、放
課後児童クラブなどへの働きかけを⾏い、将来のものづくり⼈材の確保・育成を進めていきます。
（職業能⼒開発課） 

 
■ 「ふじのくにＩＣＴ⼈材確保・育成戦略」で⽰されたＩＣＴ⼈材確保・育成の施策の⽅向性に基

づき、産業界や教育機関等との連携により、トップレベル⼈材から次世代⼈材まで各階層に応じ
た施策を展開していきます。（産業イノベーション推進課）  

 
■ 県⽴農林環境専⾨職⼤学の円滑な運営に努めるとともに、引き続き校舎等の施設整備を進めてい

きます。（農業ビジネス課） 
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４－１  活 躍しや すい環 境の 整備 と働 き⽅改 ⾰   
(2) 誰もがいきいきと働ける環境づくり 

 

  目  標  
   

■ 経 営 者 ・労 働 者 双 ⽅ の 意 識 改 ⾰ を 図 り 、 働 き ⽅ の ⾒ 直 し を 促 進し 、 ラ イ フ ス
テ ージ や価 値観 に応じ た働 き⽅ を提 供でき る企 業を 増や します。  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

仕事と⼦育て（介護）の両⽴⽀援・
職場環境づくりに取り組んでいる
企業の割合 

（2017年度） 
76.6％ 

（2019年度） 
90.0％ 

（現）90％ 
（新）92％ 

◎ 

ハローワークにおける 65 歳以上
の⾼齢者の就職者数 

（2016年度） 
2,954人 

（2018 年度) 
3,687 人 

4,000 人 ◎ 

障害者雇⽤推進コーディネーター
⽀援による就職者数 

（2016年度） 
398人 

(2018 年度) 
581 人 

（現）500 人 
（新）560 人 

◎ 

県⽴技術専⾨校の定住外国⼈向け
職業訓練受講者数 

（2016年度） 
17人 

（2018 年度） 
27 人 

100 人 ● 

労働時間の縮減・年次有給休暇の
取得促進に取り組んでいる企業の
割合 

（2017年度） 
78.4％ 

（2019年度） 
95.8％ 

（現）90％ 
（新）毎年度 90％

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  働 き ⽅ 改 ⾰ 推 進 事 業 費  
⼥ 性 役 職 者 育 成 セ ミ ナ ー 事 業 費  
労 働 政 策 総 合 推 進 事 業 費  
シ ル バ ー ⼈ 材 セ ン タ ー ⾃ ⽴ 促 進 事 業 費  
障 害 者 雇 ⽤ 企 業 ⽀ 援 事 業  
障 害 者 就 労 促 進 総 合 ⽀ 援 事 業  
定 住 外 国 ⼈ 正 社 員 就 業 ・ 定 着 ⽀ 援 事 業 費  
技 術 専 ⾨ 校 障 害 者 再 就 職 ⽀ 援 事 業 費  
離 職 者 等 再 就 職 ⽀ 援 事 業 費  
職 業 訓 練 ⼿ 当 ⽀ 給 事 業 費  
定 住 外 国 ⼈ 職 業 能 ⼒ 開 発 推 進 事 業 費  
外 国 ⼈ 技 能 者 育 成 ⽀ 援 事 業 費    

な ど

21
3

21
17
75
38

7
97

533
139

14
21

 

合 計  988  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 仕事と家庭の両⽴や⻑時間労働の是正等を図るため、経営者等の意識改⾰を図るためのセミナー
や、企業の働き⽅改⾰を推進する社内のリーダーを養成する講座を開催しています。 
今年度は、柔軟な働き⽅につながるテレワークを企業が導⼊するための体験会等を新たに開催し
ます。（労働雇⽤政策課） 

   
■ 安全・安⼼に働ける労働条件の確保のため、企業の取組意欲を喚起するための表彰や、関係法令

等の普及に向けた労働法セミナーの開催、中⼩企業労働相談所等における相談対応などの⽀援を
実施しています。（労働雇⽤政策課） 

   
■ ⼈材確保や育成、職場環境の改善を⽀援するため、休暇制度や勤務体制の⾒直しなどに取り組む

企業を⽀援するアドバイザーを派遣しています。また、外国⼈の活躍を促進するため、定住外国
⼈の正社員化を⽀援する「定住外国⼈定着⽀援コーディネーター」を配置し、企業と外国⼈の双
⽅を⽀援しています。 
今年度は、就労意欲の⾼い⾼齢者の掘り起こしや企業と⾼齢者のマッチングを⾏う｢⾼齢者雇⽤
推進コーディネーター｣を配置し、⾼齢者の就業を⽀援しています。（労働雇⽤政策課） 

   
■ 定住外国⼈の訓練ニーズの把握や委託訓練先の開拓・調整などを⾏う「定住外国⼈職業訓練コー

ディネーター」を浜松技術専⾨校に加えて、沼津技術専⾨校、清⽔技術専⾨校にも配置し、定住
外国⼈の就労・正社員化に向けた職業訓練を実施しています。（職業能⼒開発課） 

   
■ 外国⼈技能実習⽣が県内に定着して技能実習を続けられるよう、技能検定基礎級に対応した⽇本

語研修及び技能検定３級に対応した実技・学科研修を実施しています。また、特定技能外国⼈に
ついては、分野ごとの制度の詳細や試験⽇程などの情報の不⾜により受⼊れが進んでいないた
め、説明会を開催し、周知を図っています。（職業能⼒開発課） 

  
Check（評価） 

 
■ ｢仕事と⼦育て(介護)の両⽴⽀援・職場環境づくりに取り組んでいる企業の割合（活動指標）」及

び｢労働時間の縮減･年次有給休暇の取得促進に取り組んでいる企業の割合（活動指標)｣は⽬標値
以上となり、｢次世代法に基づく⼀般事業主⾏動計画策定中⼩企業数(参考指標①)｣や｢労働法セミ
ナー受講者数(参考指標②)｣も順調に増加していますが、特に規模の⼩さい企業において、⼈材不
⾜による従業員の⻑時間労働が課題となっていることから、働きやすい職場環境づくりや働き⽅
の⾒直しに向けた中⼩企業の取組を⼀層⽀援し「⼀般労働者の年間総実労働時間(成果指標)」の
減少へつなげていく必要があります。 (労働雇⽤政策課) 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
①次世代法に基づく
⼀般事業主⾏動計画
策定中⼩企業数 

1,357 社 1,260 社  1,496 社  1,726 社  1,987 社   

② 労 働 法 セ ミ ナ
ー 受 講 者 数  215 ⼈  217 ⼈  323 ⼈  445 ⼈  507 ⼈    

   
 

■ 「県⽴技術専⾨校の定住外国⼈向け職業訓練受講者数（活動指標）｣は、受講者が集まらず中⽌に
なるコースがありました。定住外国⼈の求職ニーズの把握が⼗分ではなかったことや訓練情報が⼗
分に浸透していなかったこと等が要因と考えられることから、定住外国⼈を⽀援するＮＰＯ法⼈等
と連携し、訓練ニーズの的確な把握や訓練内容の改善を⾏うとともに、積極的なＰＲをしていく必
要があります。（職業能⼒開発課） 
また、外国⼈技能実習⽣の「技能検定基礎級受検者数（参考指標①）」が増加し続ける中、在留期
間更新の条件となる「技能検定基礎級合格率（参考指標②）」も上昇傾向にあり、2016 年度から
開始した⽇本語研修の成果が着実に上がっています。（職業能⼒開発課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
① 技 能 検 定 基 礎
級 受 検 者 数  1,682 ⼈ 1,956 ⼈ 2,403 ⼈ 2,667 ⼈ 3,025 ⼈   
② 技 能 検 定 基 礎
級 合 格 率  85.9％ 87.0％ 88.2％ 87.6％ 89.3％   

   
 

■ 「ハローワークにおける 65 歳以上の⾼齢者の就職者数（活動指標）」は年々増加していますが、
⾼年齢者の多様な就労や社会参加を⼀層促進するため、就業機会を拡⼤していく必要がありま
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す。 （労働雇⽤政策課） 
  
 

■ 「障害者雇⽤推進コーディネーター⽀援による就職者数（活動指標）」は増加しており、「障害者雇
⽤率（成果指標）」は上昇し、過去最⾼の 2.15％となりましたが、法定雇⽤率 2.20％には達して
いません。今後、法定雇⽤率の引き上げが予定されているため、企業に対する働きかけと障害のあ
る⼈に対する現場定着⽀援により、⽬標達成に向けた取組を拡充する必要があります。(労働雇⽤
政策課） 

  
 

■  「公共職業安定所の職業紹介による就職率」が 30％程度であるのに対し、「離転職者訓練受講⽣
の就職率（参考指標）」は、70％以上で推移していることから、求職者に対する効果的な⽀援とな
っています。（職業能⼒開発課） 

 
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

離 転 職 者 訓 練 受
講 ⽣ の 就 職 率  75.5％ 75.7％ 73.7％ 79.4％ 76.6%   

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 誰もが働きやすい職場づくりを⼀層促進するため、特に中⼩企業における取組が進むよう、働き⽅

改⾰やダイバーシティ経営に取り組む企業の好事例の発信や、経営者の意識改⾰、社内リーダーの
養成、アドバイザー派遣を進めるほか、テレワーク体験会等の開催を通じて、企業における多様で
柔軟な働き⽅の実現を⽀援します。 （労働雇⽤政策課） 

  
 

■ 労働関係法令に関する正しい知識の普及と法令遵守意識の醸成とともに、優良企業の表彰等により
企業の取組意欲を喚起し、安全・安⼼に働ける職場づくりを更に推進します。(労働雇⽤政策課)

  
 

■ 求⼈開拓からマッチングまでを⼀貫して⽀援する｢障害者雇⽤推進コーディネーター｣や｢⾼齢者雇
⽤推進コーディネーター｣の配置や拡充により、企業への働きかけを強化するとともに、新たに障
害者の課題解決型ワークショップの開催により、精神障害のある⼈や⾼齢者等の雇⽤拡⼤・定着を
推進します。（労働雇⽤政策課） 

   
■ 県⽴技術専⾨校の定住外国⼈向け職業訓練受講者数を増加させるため、労働局、JICE（（⼀財）⽇

本国際協⼒センター）や外国⼈を⽀援するＮＰＯ法⼈等の関係機関・団体と連携を強化し、求職・
求⼈ニーズに合った訓練コースの設定、積極的な情報発信をしていきます。（職業能⼒開発課） 

  
 

■ ⽇本語研修や実技・学科研修の開催により外国⼈技能実習⽣の本県定着や特定技能への移⾏を⽀援
していきます。また、外国⼈材の受⼊実務の周知や地域共⽣の先進事例を紹介するセミナーを県内
各地で開催するとともに、外国⼈材を官⺠⼀体となって⽀援する体制の構築を進めます。（職業能
⼒開発課） 

  
 

■ 定住外国⼈の正社員化を推進するとともに、外国⼈材の受⼊拡⼤に向けて、暮らしやすさなどの魅
⼒や、ダイバーシティ経営に取り組む県内企業の好事例、外国⼈ロールモデルの情報発信に取り組
みます。また、⽇本語のできる海外⼤学の⼤学⽣等と県内企業のマッチングを図るため、モンゴル
国・インドネシア共和国に加え、ベトナム社会主義共和国で合同⾯接会を開催します。（労働雇⽤
政策課） 
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４－１  活 躍しや すい環 境の 整備 と働 き⽅改 ⾰   
(3) ⼥性や⾼齢者が活躍できる社会の実現 

 

  目  標  
   

■ ⼥ 性 や ⾼齢 者 、 障 害 の あ る ⼈ な ど の 多 様 な ⼈ 材 が 社 会 で 活 躍 でき る 環 境 を 整
備 しま す。  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

男⼥共同参画⼈財データーベース
登録者数 

（2016年度） 
418人 

（2018 年度） 
448 人 

500 人 ○ 

⼥性活躍関連イベント・セミナー
等開催回数 

（2016年度） 
4回 

（2018 年度） 
4 回 

毎年度 4 回 ○ 

すこやか⻑寿祭・ねんりんピック
参加者数 

（2016年度） 
5,461人 

（2018 年度） 
5,637人 

（2020 年度） 
5,800 人 

○ 

 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算 備 考  

くらし・環境部 
 
 
 
 
健 康 福 祉 部  

男 ⼥ 共 同 参 画 推 進 事 業 費  
男 ⼥ 共 同 参 画 活 動 ⽀ 援 ・ 協 働 事 業 費  
⼥ 性 が も っ と 活 躍 で き る 静 岡 県 づ く り 事 業 費  

 
 
⻑ 寿 者 い き い き 促 進 事 業 費  
壮 年 熟 期 が 活 躍 す る い き い き ⻑ 寿 社 会 づ く り
事 業 費  
元 気 ⾼ 齢 者 対 策 推 進 事 業 費  
健 康 ⻑ 寿 連 携 推 進 事 業 費  

６
12
12

12
13

79
82

 

合 計  216  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 男⼥共同参画の推進のため、企業等における役員や専⾨知識を活かして助⾔するアドバイザーの
候補となり得る⼥性に関する⼈材情報を登録し提供することにより、⼥性登⽤の促進を図るとと
もに、審議会の委員、研修会講師など、地域、⾏政等のあらゆる分野における⼥性の参画につな
げています。（男⼥共同参画課） 

  
 

■ ⼥性の活躍の促進のため、「⼥性のための仕事⾒本市」や「ワーク＆ライフ体験」の開催による
職業⽣活と家庭の両⽴を⽬指すライフデザインの形成⽀援や、「さくや姫サミット」や「エンカ
レッジ研修」を通じた⼥性管理職のネットワーク構築を推進しています。 
今年度は、企業等の経営者層を対象に、⼥性が働きやすい職場環境について助⾔する「企業サロ
ン」を開催しています。（男⼥共同参画課） 

  
 

■ 「ふじのくに型⼈⽣区分」における壮年熟期（66 76 歳）の⽅を対象に、社会参加促進フェア
や講習・体験型講座を実施しています。また、公益財団法⼈しずおか健康⻑寿財団と連携し、す
こやか⻑寿祭スポーツ・⽂化交流⼤会の開催、健康づくりなど健康⻑寿のリーダー養成研修の実
施、⽼⼈クラブの活動⽀援を⾏っています。（⻑寿政策課） 

  
Check（評価） 

 
■ ホームページによる情報発信などにより、「男⼥共同参画⼈財データーベース登録者（活動指標）」

や、「ふじのくに⼥性活躍応援会議の登録件数（参考指標）」は順調に増加しています。しかしな
がら、働きやすい職場の環境整備や管理職として必要な知識・経験・判断⼒を有する⼥性の育成
が⼗分ではないため、「事業所の管理職に占める⼥性の割合（成果指標）｣は伸び悩んでおり、よ
り⼀層の推進が必要です。（男⼥共同参画課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

ふじのくに⼥性活躍
応援会議の登録件数 － 24 52 169 186   

 
  
 

■ 開催種⽬拡⼤などの取組により、「すこやか⻑寿祭・ねんりんピック参加者数（活動指標）」は順
調に増加しており、「社会参加している⾼齢者の割合（成果指標）」の向上に寄与すると⾒込んで
います。（⻑寿政策課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 企業における⼥性の活躍を⼀層促進するため、「さくや姫サミット」や「働く⼥性のライフデザ

イン出前講座」等を実施するとともに、企業の取組⽅法や先進事例をまとめた⼿引き等を活⽤し、
経営者への啓発に取り組みます。（男⼥共同参画課） 
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４－１  活 躍しや すい環 境の 整備 と働 き⽅改 ⾰   
(4) 多様な主体による協働の促進 

 

  目  標  
   

■ 県⺠、ＮＰＯ、企業等の多様な主体が協働し、活躍する地域づくりを進めます。 
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

先進的な協働の取組事例の情報提
供件数 

（2016年度） 
14件 

(2018 年度) 
15 件 

毎年度 15 件 ○ 

市⺠活動センタースタッフ等を対
象とした研修開催回数 

（2016年度） 
2回 

(2018 年度) 
5 回 

毎年度 4 回 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

くらし・環境部 Ｎ Ｐ Ｏ 推 進 事 業 費      32 
 

合 計       32  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 先進的な協働の取組事例の情報を、ホームページ「ふじのくにＮＰＯ」内の「協働のススメ」の
コーナーで提供し、ＮＰＯ、企業、⾏政など多様な主体のマッチングを促進しています。今年度
は新たに、学⽣、社会⼈、退職者など幅広い県⺠を対象に、ＮＰＯが実施している活動を体験す
るプログラムを⾏い、社会貢献活動のすそ野の拡⼤に取り組んでいます。（県⺠⽣活課） 

  
 

■ ふじのくにＮＰＯ活動センターにおいて、市町の市⺠活動センタースタッフ等を対象とした研修
を実施し、⼈材育成の⾯から市町センターの機能強化を図っています。また、センターが未設置
の地域については、ＮＰＯを対象とした出張相談会やセミナーを開催し、ＮＰＯの活動を⽀援し
ています。（県⺠⽣活課） 

  
Check（評価） 

 
■ 「先進的な協働の取組事例の情報提供件数（活動指標）」は順調に推移し、「⾏政、企業等と協働

事業を⾏ったことのあるＮＰＯ法⼈の割合（参考指標）」も増加しており、多様な主体が協働し
活躍する地域づくりが進んでいます。（県⺠⽣活課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
⾏政、企業等と協働
事業を⾏ったこと
のあるＮＰＯ法⼈
の割合 

44.9% ― 53.2% ― 69.6%   

 
  
 

■ 市町の市⺠活動センターの機能強化を⽬的に実施している「市⺠活動センタースタッフ等を対象
とした研修開催回数（活動指標）」は⽬標値を上回る実績となっており、「市町の市⺠活動センタ
ーの利⽤者数（参考指標）」の増加につながっています。 
⼀⽅、センター未設置の市町が多い伊⾖地域については、ＮＰＯなど市⺠活動団体間の情報交換
や交流の機会に関する⽀援ニーズへの対応が必要です。（県⺠⽣活課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
市町の市⺠活動セ
ンターの利⽤者数 279,132⼈ 292,392⼈ 297,878⼈ 300,853⼈ 301,009⼈   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 市町の市⺠活動センターの更なる⼈材育成のため、研修内容の充実を図ります。センター未設置
の市町が多い伊⾖地域については、従来の出張相談会やセミナーの開催に加え、ＮＰＯなど市⺠
活動団体･関係者間の情報交換や交流の促進に取り組みます。（県⺠⽣活課） 
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４－１  活 躍しや すい環 境の 整備 と働 き⽅改 ⾰   
(5) ⽣涯にわたり学び続ける環境づくり 

 

  目  標  
   

■ 誰 もが ⽣涯 を通 じて、 学び たい 時に 学ぶこ とが でき る環 境を整備し ます 。  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

公⺠館・⽣涯学習施設等の講座・
学級開催回数 

（2016年度） 
4,067回 

（2018 年度） 
4,544 回 

（現） 
4,100 回 

（新） 
毎年度 4,500 回

◎ 

県⺠の公⽴図書館利⽤登録率 （2017年度） 
48.2％ 

（2018 年度） 
49.1％ 

50％ ◎ 

地域の⻘少年声掛け運動参加者数 （2016年度まで） 
累計376,373人 

（2018 年度） 
397,465 人 

累計 425,000 人 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

教 育 委 員 会  社 会 教 育 関 係 団 体 育 成 事 業 費  
⽣ 涯 学 習 情 報 発 信 事 業 費  
県 ⽴ 中 央 図 書 館 管 理 運 営 費  
県 ⽴ 中 央 図 書 館 資 料 充 実 費  
⻘ 少 年 健 全 育 成 費  
⻘ 少 年 の 家 等 管 理 運 営 費  
次 代 を 担 う ⻘ 少 年 育 成 事 業 費  
ネ ッ ト 依 存 対 策 推 進 事 業 費  
家 庭 教 育 ⽀ 援 事 業 費  
地 域 の 教 育 ⼒ 推 進 事 業  

な ど

  1
1

93
85

8
319

4
3

 

 
 
 
 
 

 
再 掲  
再 掲  

 

合 計  514  
 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 多様な学習機会の充実に向けて、インターネットを通じて学習機会の情報を提供する「静岡県⽣
涯学習情報発信システム（まなぼっと）」を運営するとともに、ふるさと学⼠等の称号を付与す
る「しずおか県⺠カレッジ」などを実施しています。（社会教育課） 

  
 

■ 県⽴中央図書館の資料収集やレファレンス等のサービスの充実、県内図書館員の研修などを実施
するとともに、読書ガイドブックの配付や地域の中核となって読書活動を推進する⼦ども読書ア
ドバイザーの養成など、県⺠⼀⼈ひとりが、⽣涯を通じて読書を楽しむ習慣を確⽴した「読書県
しずおか」の構築に向けた取組を進めています。（社会教育課） 

  
■ 地域の⻘少年に対し、周囲の⼤⼈が積極的に関わり、健全育成に取り組む「地域の⻘少年声掛け

運動」を推進しています。（社会教育課） 
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■ 正しく安全なネット利⽤について「家族で話し合ってルールを作る」ことの⼤切さを伝える「ケ

ータイ・スマホルール」アドバイザーを養成するとともに、ネット依存対策推進事業を進めます。
（社会教育課） 

  
■ 県⽴⻘少年教育施設において、学校をはじめとする利⽤団体の受⼊れのほか、周辺環境を活かし

た主催事業を実施しています。（社会教育課） 
  

Check（評価） 
 

■ 関係機関の協働により⽣涯学習機会の充実に取り組んだ結果、「静岡県⽣涯学習情報発信システ
ム（まなぼっと）登録団体数（参考指標①）」や「しずおか県⺠カレッジ連携講座数（参考指標
②）」は順調に推移しています。（社会教育課） 

  

 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
①静岡県⽣涯学習情
報発信システム（まな
ぼっと）登録団体数

609 団体 622 団体 770 団体 793 団体 916 団体   

②しずおか県⺠カ
レッジ連携講座数 

5,018 件 5,410 件 5,789 件 6,150 件 7,017 件   
 

  
 

■ 「県⺠の公⽴図書館利⽤登録率（活動指標）」は順調に推移しています。引き続き、「読書県しず
おか」の構築に向け、県・市町、家庭、地域、学校が連携して⽣涯を通じて読書を楽しむ気運の
醸成に取り組んでいく必要があります。 (社会教育課) 

  
 

■ 「「ケータイ・スマホルール」アドバイザー養成講座受講者が伝達した保護者等の数（参考指標）」
は、着実に増加しており、家庭での携帯電話等の使⽤に関するルールづくりの普及が進む⼀⽅、
⻘少年のネット依存が社会問題となっています。（社会教育課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
「ケータイ・スマホ
ルール」アドバイザ
ー養成講座受講者
が伝達した保護者
等の数 

－ 5,201 ⼈ 10,872 ⼈ 10,153 ⼈ 19,177 ⼈   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 今後も静岡県⽣涯学習情報発信システム「まなぼっと」などにより、県⺠に対し、幅広く学習機
会の情報を提供します。（社会教育課） 

  
 

■ 家庭・地域・学校と連携し、成⻑過程に応じた読書活動の推進に社会全体で取り組みます。また、
県⺠の多様な学びを⽀える新たな機能や役割を担う新しい県⽴中央図書館の整備に向け、具体的
な検討を進めます。（社会教育課） 

  
 

■ 引き続き「ケータイ・スマホルール」アドバイザーを養成するとともに、野外活動やカウンセリ
ング等を取り⼊れた⾃然体験回復プログラムを実施し、ネット依存対策を進めます。（社会教育
課） 
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４－２  次代を担うグローバル⼈材の育成  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  次代を 担う グロ ーバル ⼈材 の育 成   

（ １） 留学 ・海 外交流 の促 進  

（ ２） 国際 的・ 専⾨的 な学 びの 提供  施策

（ ３） 魅⼒ ある ⾼等教 育の 振興  
 

  目  標   
   
■ 海 外 に 留学 す る ⼤ 学 ⽣ や ⾼ 校 ⽣ を 増 や す と と も に 、 外 国 ⼈ 留 学⽣ の 受 ⼊ れ を

増 やし 、海 外交 流を促 進し ます 。  
  

  
   

■ 外 国 語 能⼒ や ⾃ ⼰ 表 現 ⼒ に 優 れ 、 国 際 社 会 で 活 躍 で き る ⼈ 材 や、 得 意 分 野 を
活 かし た専 ⾨性 の⾼い ⼈材 を育 成し ます。  

  
  

   
■ 地域産業や地⽅⾃治体と教育機関、教育機関同⼠の連携を推進し、⾼等教育機

関における教育・研究機能を充実させ、地域に貢献できる⼈材を育成します。
  

 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

県 内 ⾼ 等 教 育 機 関 か ら 海 外 へ
の 留 学 ⽣ 数  

（2016 年 度 ）
526 人  

（2018 年 度 ）
809 人 

1,000 人  Ａ  

外 国 ⼈ 留 学 ⽣ 数  （2017 年 度 ）
2,821 人  

（2018 年 度 ）
3,355 人 

5,000 人  Ｂ  

県 内 ⾼ 等 教 育 機 関 が ⾏ っ た
受 託 研 究 ・ 共 同 研 究 件 数  

（2016 年 度 ）
850 件  

（2018 年 度 ）
910 件 

1,000 件  Ｂ  

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 留学 ・海外交流 の促 進  5 ０  0 ５  

（ ２） 国際 的・専⾨的 な学 びの 提供  ０  2 １  3 

（ ３） 魅⼒ ある⾼等教 育の 振興  １  ０ １  ２  

合 計 6 2 2 10
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  主 な 取 組  
 

   
■ 海 外留 学応 援フ ェアの 開催 等に より 海外留 学を 促進 する とともに、「 ふじ のく

に 地 域 ・⼤ 学 コ ン ソ ー シ ア ム 」 に 留 学 コ ー デ ィ ネ ー タ ー を 設 置し 、 海 外 ⼤ 学
と の 継 続的 な 関 係 構 築 や 、 留 学 中 の 滞 在 ⽀ 援 、 就 職 ⽀ 援 等 の 留学 ⽣ ⽀ 援 に 取
り 組 ん でい ま す 。 ま た 、 海 外 ⼤ 学 と 県 内 ⼤ 学 と の 交 流 機 会 を 創出 し 、 協 定 の
締 結を 促進 して います 。  

  
  

   
■ グ ロー バル ⼈材 育成基 ⾦を 活⽤ して 、⾼ 校⽣ の留 学や 海外 インターン シッ プ

等 を⽀ 援す ると ともに 、⾼ 校と ⼤学 の連 携を ⼀層 強化 し、⾼度 な学 問の ⼀端
に 触れ る機 会を 提供す る取 組を 進め ていま す。  

  
  

   
■ 公⽴⼤学法⼈の業務実績の評価を⾏うとともに、中期⽬標の達成に向けた取組

を⽀援しています。また、「ふじ のく に地 域・⼤学 コン ソー シアム」が実 施す
る共同研究や共同公開講座等の取組や、静岡ならではを学ぶ「ふじのくに学」
の体系化等を⽀援しています。 

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 海 外 留 学の 促 進 に つ い て は 、 近 年 、 各 ⼤ 学 間 の 協 定 校 数 も 増 加し て い る こ と

か ら ｢県 内 ⾼ 等 教 育 機 関 か ら 海 外 へ の 留 学 者 数 (成 果 指 標 )｣は 順調 に 進 捗 し て
い ます 。 
ま た 、 外国 ⼈ 留 学 ⽣ の 受 ⼊ 促 進 に つ い て は 、 各 ⼤ 学 等 に よ る 留学 ⽣ の 受 ⼊ 環
境 の整 備等 によ り、「外 国⼈ 留学 ⽣数（成 果指 標）」は 順調 に進捗し てい ます 。

  
  

   
■ 国 際化 に対 応し た教育 の推 進に つい ては 、グ ロー バル ⼈材 育成基⾦を 活⽤ し

た 海外 派遣 者数 が着実 に増 加す るな どの効 果が 現れ てい ます。  
  

  
   

■ ⾼等教育機関の教育・研究機能の充実については、「ふじのくに地域・⼤学コ
ンソーシアム」の⼤学間、企業との連携による事業の実施を⽀援した結果、「県
内⾼等教育機関が⾏った受託研究・共同研究数（成果指標）」は、順調に進捗
しています。 
今後は、企業や地域等と更なる連携を図り、地域の魅⼒向上や課題解決に係る
教育・研究を促進し、その成果を積極的に還元していく必要があります。 

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 学⽣の海外留学を促進するため、ターゲットを絞った広報活動の強化や、学⽣

のニーズ調査･分析などに取り組み「海外留学応援フェア」への来場者の増加
を図ります。また、⽇本留学の窓⼝となる⽇本語学校との連携を強化し、留学
⽣の更なる受⼊れに取り組みます。 

  
  

   
■ 各 ⾼等 教育機 関に おけ る本 県の魅 ⼒向 上や 課題 解決に 係る 研究を促 進する た

め 、「 ふじのくに地域・⼤学コンソーシアム 」 を 通 じ て 「 ふ じ の くに 学 」 等 に
関する研究を促していくとともに、研究成果を地域に広く還元するため、共同
公開講座の受講対象の拡⼤などの改善を図り、幅広い世代を対象とした講座の
開催を⽀援します。 
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４－２  次 代を担 うグロ ーバ ル⼈ 材の 育成   
(1) 留学・海外交流の促進 

 

  目  標  
   
■ 海 外 に 留学 す る ⼤ 学 ⽣ や ⾼ 校 ⽣ を 増 や す と と も に 、 外 国 ⼈ 留 学⽣ の 受 ⼊ れ を

増 やし 、海 外交 流を促 進し ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

海外留学応援フェア来場者数 （2016年度） 
270人 

（2019 年度） 
314 人 

300 人 ◎ 

ふじのくに地域・⼤学コンソーシア
ムの留学⽣⽀援事業参加留学⽣数 

（2016年度） 
249人 

（2018 年度） 
418 人 

500 人 ◎ 

⽇本留学フェアにおける個別相談
件数 

（2017年度） 
213件 

（2018 年度） 
325 件 

300 件 ◎ 

海外修学旅⾏を実施した⾼等学校
の割合 

（2016年度） 
23.2％ 

（2018 年度） 
33.7％ 

40％ ◎ 

海外⼤学との⼤学間協定累積数 （2016年度） 
253件 

（2018 年度） 
295 件 

300 件 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

スポーツ・⽂化観光部 

教育委員会 

グ ロ ー バ ル ⼈ 材 育 成 ⽀ 援 事 業  

⾼ 校 ⽣ 国 際 教 育 旅 ⾏ 推 進 事 業 費  

                な ど  

20 

 3 
 

合 計  36  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 海外留学応援フェアの開催による情報発信や相談会を実施するとともに、産学官連携による「ト
ビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース」を活⽤した海外留学⽀援を通じて、⽇本⼈学⽣の海外留
学を促進しています。（⼤学課） 
今年度は、海外留学を更に促進するため、海外留学応援フェア開催回数を増やしました。(⾼校教
育課、⼤学課) 

  
 

■ 「ふじのくに地域・⼤学コンソーシアム」を通じて、⽇本⼈学⽣と海外からの留学⽣との交流促
進や、ビザに関する無料相談会といった滞在⽀援、企業との交流会等による就職⽀援等に取り組
んでいます。 
今年度は、留学⽣の滞在⽀援を強化するため、新たに渡⽇直後の留学⽣を対象に⽣活ルール、交
通安全講習会を開催しています。また、⽇本と海外の学⽣が混住する国際学⽣寮設置のあり⽅に
ついて検討しています。（⼤学課） 

  
 

■ ⽇本留学フェアに併せて海外の⼤学等を訪問し、県内⼤学との交流機会を創出するとともに、海
外からの訪問団の来県に併せて県内⼤学を紹介し、⼤学間協定の締結を促進しています。 
今年度は、海外⼤学等との新たな関係構築を促すため、コンソーシアム内に留学コーディネータ
ーを配置し、海外⼤学との継続的な交流に向けて取り組んでいます。（⼤学課） 

  
 

■ ⾼等学校の海外修学旅⾏実施を促進するため、新たに海外修学旅⾏を実施する学校の事前現地確
認への⽀援などを⾏っています。（⾼校教育課） 

  
Check（評価） 

 
■ 「海外留学応援フェア来場者数（活動指標）」は、著名講師の招聘など内容の充実を図り、また

年 2 回の開催としたことから、⼤きく伸びました（⾼校教育課） 
   

■ 海外からの留学⽣に滞在⽀援や就職⽀援等を⾏う「ふじのくに地域・⼤学コンソーシアムの留学
⽣⽀援事業参加留学⽣数（活動指標）」は順調に推移しているとともに、「就職⽀援事業参加留学
⽣数（参考指標）」も増加し、留学⽣の困りごとの解消や⽇本での就職につながっています。 
また、「⽇本留学フェアにおける個別相談件数（活動指標）」や、「海外⼤学との⼤学間協定累積
数（活動指標）」も順調に推移しており、「県内⾼等教育機関から海外への留学⽣数（成果指標）」
や「外国⼈留学⽣数（成果指標）」も順調に進捗しています。更なる留学⽣の増加を図るために
は、本県の魅⼒を関係機関と連携して発信していく必要があります。（⼤学課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
就職⽀援事業参加
留学⽣数 - - 190 ⼈ 259 ⼈ 389 ⼈   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ ターゲットを絞った広報活動の強化や、学⽣のニーズ調査・分析などに取り組み、海外留学応援
フェアへの来場者の増加を図り、より多くの⽣徒・学⽣の海外留学につなげていきます。（⾼校
教育課） 

  
 

■ ふじのくに地域・⼤学コンソーシアムに留学⽣⽀援専⾨⼈材を配置（増員）するなど県内⼤学の
グローバル化を⽀援する体制を強化するとともに、コンソーシアムと協働し、⽇本留学の窓⼝と
なる⽇本語学校との連携を強化し、留学⽣の更なる受⼊れに取り組みます。（⼤学課） 
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４－２  次 代を担 うグロ ーバ ル⼈ 材の 育成   
(2) 国際的・専⾨的な学びの提供 

 

  目  標  
   

■ 外 国 語 能⼒ や ⾃ ⼰ 表 現 ⼒ に 優 れ 、 国 際 社 会 で 活 躍 で き る ⼈ 材 や、 得 意 分 野 を
活 かし た専 ⾨性 の⾼い ⼈材 を育 成し ます。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

ふじのくにグローバル⼈材育成基
⾦による海外派遣者数 

（2016年度） 
97人 

（高校生87人 
 教職員10人）

（2016～2018年度）
累計 549 人 

（高校生504人 
教職員45人）

（2016～2020年度）
累計 900 人 

（高校生 810 人
 教職員 90 人）

○ 

（現）⾼校⽣アカデミックチャレ
ンジ参加⾼校⽣数 

（2017年度） 
1３0人 

（2018～2019年度）
累計 191 人 

（2018～2021年度）
累計 700 人 

● 

（新）科学の甲⼦園静岡県予選へ
の出場者数 

（2017年度） 
248人 

（2018～2019年度）
累計 612 人 

（2018～2021年度）
累計 1,400 人 

○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

教 育 委 員 会  
 

 

 

グ ロ ー バ ル ⼈ 材 育 成 事 業 費  
外 国 語 教 育 推 進 事 業 費          
世 界 に は ば た く ⼈ 材 育 成 事 業 費      
次 代 を 担 う ⼈ 材 育 成 事 業 費        
⾼校⽣アカデミックチャレンジ（⾼⼤連携推進）事業費 

な ど  

40
433

31
18

4  

合 計  535  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ふじのくにグローバル⼈材育成基⾦を活⽤して、⾼校⽣の短期・⻑期留学、海外インターンシッ
プ、ものづくり等世界⼤会派遣などへの⽀援を⾏っています。（⾼校教育課） 

  
 

■ 理数科や職業系専⾨学科等を設置する⾼校と⼤学との連携を⼀層強化し、⾼校⽣に⾼度な学問の
⼀端に触れたり、研究体験や活動を⾏ったりする機会を提供する「⾼校⽣アカデミックチャレン
ジ」や、理数教育の推進と科学好きの裾野を広げる「科学の甲⼦園静岡県⼤会」を開催していま
す。（⾼校教育課） 

  
Check（評価） 

 
■ 「⾼校⽣アカデミックチャレンジ参加⾼校⽣数（活動指標（現））」は、⼀部のメニューを別の事

業であるサイエンススクールで実施するなど、事業構成の変更と規模の縮⼩があったことから、
「科学の甲⼦園静岡県予選への出場者数（活動指標（新））」に指標を変更しました。「科学の甲
⼦園静岡県予選への出場者数（活動指標）」は理数科設置校や理科教育研究会に呼び掛けたこと
などにより、順調に推移しています。引き続き理数分野で将来的に活躍できる⼈材の育成に向け
た取組を推進します。（⾼校教育課） 

  
 

■ 海外留学応援フェアの内容の充実や広報の強化に取り組んだことにより「ふじのくにグローバル
⼈材育成基⾦による海外派遣者数（活動指標）」は着実に増加し、「県内⾼等教育機関から海外へ
の留学⽣数（成果指標）」の順調な推移に寄与しています。（⾼校教育課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 国内外で活躍できるグローバル⼈材の育成を社会総がかりで⽀援するため、「グローバル⼈材育

成基⾦」の積極的な活⽤に向けた広報を強化し、より多くの⾼校⽣や教職員に周知することで海
外留学の機運の向上を図ります。また、基⾦を活⽤して県内企業の海外拠点への⾼校⽣のインタ
ーンシップを進め、⾼校⽣が県内企業の魅⼒を再発⾒することにより、グローバルな視点と郷⼟
愛を併せ持つ⼈材を育成します。（⾼校教育課） 

  
 

■ ⾼校⽣アカデミックチャレンジ事業では、参加者の⼀層の増加に向けて取組内容の⾒直しを図る
とともに、科学の甲⼦園静岡県⼤会においては、ウォーミングアップ問題の充実や筆記競技の実
施⽅法の改善を⾏うことで参加者の増加を図っていきます。また、理数系教育に関する教育課程
等について研究するスーパーサイエンスハイスクール指定校を中⼼に、最先端の科学技術の学び
や、⼤学や専⾨研究機関との連携等も視野に⼊れた教育内容を充実させることなどにより、専⾨
性を有し世界レベルで活躍できる⼈材の育成を推進します。（⾼校教育課） 
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４－２  次 代を担 うグロ ーバ ル⼈ 材の 育成   
(3) 魅⼒ある⾼等教育の振興 

 

  目  標  
   

■ 地域産業や地⽅⾃治体と教育機関、教育機関同⼠の連携を推進し、⾼等教育機
関における教育・研究機能を充実させ、地域に貢献できる⼈材を育成します。

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

静岡県⽴⼤学・静岡⽂化芸術⼤学
のオープンキャンパス参加者数 

（2017年度） 
8,190人 

（2018 年度） 
8,491 人 

9,000 人 ◎ 

県内⾼等教育機関の公開講座・シ
ンポジウム開催回数 

（2016年度） 
442回 

（2018 年度） 
445 回 

500 回 ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

スポーツ・⽂化観光部 静 岡 県 ⽴ ⼤ 学 ⽀ 援 事 業 費  
静 岡 ⽂ 化 芸 術 ⼤ 学 ⽀ 援 事 業 費  
⼤ 学 運 営 指 導 費  
ふ じ の く に 学 術 振 興 事 業 費  

  4,745 
1,697 

４  
37  

合 計  6,483  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 公⽴⼤学法⼈の中期⽬標の達成に向けた取組を⽀援し、⾃主的・⾃⽴的かつ効率的な⼤学運営を
促進するため、公⽴⼤学法⼈評価委員会による評価を⾏うとともに、第３期中期⽬標の策定や運
営費交付⾦の算定⽅法の⾒直しを⾏っています。 
今年度は、静岡県⽴⼤学及び静岡⽂化芸術⼤学において、「観光教育ＳＴＡＲＴＵＰ！」イベン
トを開催し、新たな教育課程の魅⼒を伝えています。（⼤学課） 

  
 

■ 「ふじのくに地域・⼤学コンソーシアム」が実施する⼤学と地域が連携して⾏う地域課題等解決
のための共同研究や、⼤学間連携による県⺠向けの共同公開講座等の取組を⽀援し、⾼等教育機
関の研究成果の地域還元を図っています。 
今年度は、コンソーシアムを通じて、本県の⾃然、環境、⽂化、産業など地域資源について多様
な視点からの研究を促進し、教育に還元するため、「静岡ならでは」を学ぶ「ふじのくに学」の
体系化等を⽀援しています。（⼤学課） 

  
Check（評価） 

 
■ 「県内⾼等教育機関の公開講座・シンポジウム開催回数（活動指標）」は、増加基調に転じてい

るものの、⼤学記念⾏事といったイベントに伴うシンポジウム等が減少したことで、回数が伸び
悩んでいることから、より⼀層の取組が必要です。 

  
 

■ 「ふじのくに地域・⼤学コンソーシアム」への継続的な⽀援により「県内⾼等教育機関と⾃治体
との研究分野における協定締結数（参考指標①）」や「ふじのくに地域・⼤学コンソーシアムが
実施する、「ふじのくに学」の単位互換科⽬数（参考指標②）」は着実に増加しており、地域との
研究連携や、「ふじのくに学」に資する研究と教育への還元が促進され、「県内⾼等教育機関が⾏
った受託研究・共同研究件数（成果指標）」は順調に進捗しています。（⼤学課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

①県内⾼等教育機
関と⾃治体との研
究分野における協
定締結数 

７ ７ ７ ８ ９   

② ふ じ の く に 地
域・⼤学コンソーシ
アムが実施する「ふ
じのくに学」の単位
互換科⽬数 

1 1 2 4 8   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 各⾼等教育機関による研究成果を地域に還元するため、共同公開講座の受講対象の拡⼤等の改善
を図り、若年層から⼀般まで幅広い世代を対象とした共同公開講座やシンポジウムの開催を⽀援
します。（⼤学課） 
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４－３  誰もが理解し合える共⽣社会の実現  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  誰もが 理解 し合 える共 ⽣社 会の 実現   

（ １） 多⽂ 化共 ⽣社会 の形 成  

（ ２） ⼈権 尊重 と⼈権 ⽂化 が定 着し た地域 づくり  施策

（ ３） ユニ バー サルデ ザイ ンの 推進  
 

  目  標   
   
■ 異 な る ⽂化 や ⽣ 活 習 慣 に つ い て の 相 互 理 解 を 深 め 、 外 国 ⼈ 県 ⺠も 安 ⼼ し て ⽣

活 を送 り、 活躍 できる 環境 を整 備し ます。  
  

  
   

■ ⼈ 権教 育や 啓発 を推進 し、 県⺠ の⼈ 権尊重 の意 識の ⾼揚 を図ります 。  
  

  
   

■ ユ ニ バ ーサ ル デ ザ イ ン の 理 念 の 普 及 を 図 り 、 住 む ⼈ も 訪 れ る ⼈も 快 適 に 安 ⼼
し て過 ごせ る地 域づく りを 進め ます 。  

  
 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

相 互 理 解 促 進 ⼈ 材 （ 外 国 語 ボ
ラ ン テ ィ ア 等 ） 活 動 件 数  

（2016 年 度 ）
1,092 件  

（2018 年 度 ）
1,260 件  

1,300 件  Ａ  

「 ⼈ 権 尊 重 の 意 識 が ⽣ 活 の 中
に 定 着 し た 住 み 良 い 県 」 と 感
じ る ⼈ の 割 合  

（2017 年 度 ）
37.1％ 

（2019 年 度 ）
38.1％ 

50％以上  Ｃ  

困っている⼈を⾒かけた際に声
をかけたことがある県⺠の割合

（2017 年 度 ）
25.3％ 

（2019 年 度 ）
33.0％ 

33.3％ A 

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 多⽂ 化共⽣社会 の形 成  1 2 1 4 

（ ２） ⼈権 尊重と⼈権 ⽂化 が定 着し た地域 づく り  1 １  ０  2 

（ ３） ユニ バーサルデ ザイ ンの 推進  １  １  0 2 

合 計 ３  ４  １  8 
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  主 な 取 組  
 

   
■ 県 内に ⼤規 模災 害が発 ⽣し た際 に、外国 ⼈県 ⺠に 対し 、多 ⾔語、「 やさ しい ⽇

本 語 」 によ り 災 害 情 報 等 を 提 供 す る 「 災 害 時 多 ⾔ 語 ⽀ 援 セ ン ター 」 の 整 備 、
外 国 ⼈ 県⺠ の ⽣ 活 上 の 各 種 相 談 に 多 ⾔ 語 で 対 応 す る 「 静 岡 県 多⽂ 化 共 ⽣ 総 合
相 談セ ンタ ー  かめ りあ 」の開 設に 加え 、フェ イス ブッ ク等 を活⽤ した 多⾔ 語
に よる 情報 提供 や、外国 ⼈の ⼦ど もの ⽇本語 教育 の充 実に 取り組んで いま す。

  
  

   
■ テレビやラジオのＣＭ、ポスターの掲⽰、街頭啓発等による広報や講演会の開

催により、広く県⺠に対する啓発・周知を図るとともに、⼈権啓発指導者や⼈
権ファシリテーターの養成講座や、学校、関係機関等での出前⼈権講座を開催
しています。 

  
  

   
■ ユニバーサルデザインの理念普及と実践を図る出前講座や、障害のある⽅や外

国⼈などへの接し⽅を学ぶ実技演習を含む「⼼のＵＤプラス実践講座」を実施
して、⼼のユニバーサルデザインの実践を促進しています。 
また、「ふじのくにユニバーサルデザイン特派員」による先進的取組事例等の
発信のほか、伊⾖地域や御殿場・⼩⼭地域の企業や団体等のＵＤ取組等の事例
について情報発信を⾏っています。 

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 外 国 ⼈ 県⺠ も 安 ⼼ し て ⽣ 活 を 送 り 、 活 躍 で き る 環 境 の 整 備 に つい て は 、 外 国

⼈ 県⺠ と⽇ 本⼈ 県⺠の 交流 拡⼤ に取 り組ん だ結 果、「相 互理 解促進⼈ 材（外 国
⼈ ボラ ンテ ィア 等）活 動件 数（ 成果 指標 ）」 は 1,260 件と なり、 順調 に推 移
し て い ます 。 更 な る 相 互 理 解 や 外 国 ⼈ 県 ⺠ の 地 域 に お け る 円 滑な コ ミ ュ ニ ケ
ー ショ ンを 図る ために は、「や さし い⽇本語 」の 普及 を進 める とと もに 、外 国
⼈ 県⺠ が⽇ 本語 を⾝近 な場 所で 習得 できる 環境 を整 備す る必要があ りま す。

  
  

   
■ 県 ⺠ の ⼈権 尊 重 の 意 識 の ⾼ 揚 に つ い て は 、 広 く 県 ⺠ に 対 す る 啓発 ・ 周 知 活 動

に 取り 組み まし たが 、⼈ 権へ の関 ⼼度 を⾼め るま でに は⾄ らず 、「 ⼈ 権尊 重の
意 識 が ⽣ 活 の 中 に 定 着 し た 住 み 良 い 県 」 と 感 じ る ⼈ の 割 合 （ 成 果 指 標 ）」 は
38.1％ と伸 び悩ん でい るこ とか ら、 より⼀ 層の 推進 が必 要です。  
今 後は 、新たな⼈権課題等に優先的に取り組み、多様化する⼈権について意識
の⾼揚を図る必要があります。 

  
  

   
■ ⼼ の ユ ニバ ー サ ル デ ザ イ ン の 実 践 を 促 進 す る ユ ニ バ ー サ ル デ ザイ ン 出 前 講 座

の実施回数や、県⺠の理解向上を⽬指して情報発信している公式フェイスブッ
クページの投稿数も順調に推移していることから、「困っている⼈を⾒かけた
際に声をかけたことがある県⺠の割合（成果指標）」は 33％と前年を上回って
推移しています。 

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 「 や さ しい ⽇ 本 語 」 の 使 ⽤ に 取 り 組 ん で い な い 市 町 に 対 し て は、 県 庁 版 「 や

さ し い ⽇本 語 の ⼿ 引 き 」 を 紹 介 す る ほ か 、 や さ し い ⽇ 本 語 が ⼦ど も や ⾼ 齢 者
に 対 し ても 有 効 で あ る こ と を 周 知 し 、 研 修 会 へ の 出 席 を 粘 り 強く 要 請 す る な
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ど によ り、市町 での 取り 組み を働 きか けます 。また、2019 年度に⾏った実態
調査を踏まえて策定する⽅針に基づき、市町等と連携し、県内全域で、外国⼈
が ⾝ 近 な場 所 で ⽣ 活 等 に 必 要 な ⽇ 本 語 教 育 を 受 け ら れ る 体 制 の整 備 を 進 め ま
す。  

  
  

   
■ 関係機関・団体が持つ情報発信ツールの積極的な利⽤等により、講座等への参

加を促進するとともに、⼈権への関⼼度を⾼めるため、啓発テーマの選定に当
たっては、新たな⼈権課題等に優先的に取り組み、多様化する⼈権について意
識の⾼揚を図ります。 

  
  

   
■ ユニバーサルデザイン出前講座の実施や東京 2020 オリンピック・パラリンピ

ックに向けて今年度から開始した「⼼のＵＤプラス実践講座」の実施の継続に
より、相⼿の⽴場に⽴って思いやりある⾏動ができるよう、「⼼のユニバーサ
ルデザイン」の実践を促進していきます。 
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４－３  誰 もが理 解し合 える 共⽣ 社会 の実現   
(1) 多⽂化共⽣社会の形成 

 

  目  標  
   
■ 異 な る ⽂化 や ⽣ 活 習 慣 に つ い て の 相 互 理 解 を 深 め 、 外 国 ⼈ 県 ⺠も 安 ⼼ し て ⽣

活 を送 り、 活躍 できる 環境 を整 備し ます。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

ふじのくに留学⽣親善⼤使委嘱者
数 

（2017年度まで） 
累計507人 

（2018年度まで） 
累計527人 

累計 590 人 ○ 

「やさしい⽇本語」の使⽤に取り
組む市町数 

（2016年度） 
22市町 

（2018年度） 
23市町 

全市町 ● 

語学指導等を⾏う外国⻘年招致事
業による活動者数 

（2017年度） 
165人 

（2018年度） 
179人 

200 人 ◎ 

不就学実態調査・就学案内実施市
町数 

(2016年度) 
全市町 

（2018年度） 
全市町 

毎年度 全市町 ○ 

 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

く ら し ・ 環 境 部  県 ⺠ 国 際 理 解 推 進 費  
多 ⽂ 化 共 ⽣ 推 進 事 業 費  
地 域 ⽇ 本 語 教 育 体 制 整 備 事 業 費  
外 国 ⼈ 受 ⼊ 環 境 整 備 事 業 費  

126
   13

9
20

 

合 計    168  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 外国⼈県⺠も安⼼して暮らせる環境の整備に向けて、県内に⼤規模災害が発⽣した際に、要配慮
者である外国⼈県⺠に対し、多⾔語及び「やさしい⽇本語」により災害情報等を提供する「災害
時多⾔語⽀援センター」を整備するとともに、平時には、外国⼈県⺠や市町職員を対象とした⼈
材育成研修等を実施し、外国⼈県⺠の⾃助⼒、共助⼒の向上に取り組んでいます。（多⽂化共⽣
課） 

 
 

 
■ 外国⼈県⺠のコミュニケーション⽀援のため、フェイスブック等を活⽤した多⾔語による情報提

供を⾏うとともに、外国⼈ボランティアバンクの登録推進・活⽤や、「やさしい⽇本語」の普及
を進めています。今年度は、外国⼈県⺠の医療、福祉、教育など⽣活上の各種相談に多⾔語で対
応する「静岡県多⽂化共⽣総合相談センター かめりあ」を 7 ⽉に開設し、市町、関係機関等と
連携し、きめ細やかな相談対応を実施しています。（多⽂化共⽣課） 

  
 

■ 外国⼈県⺠も活躍できる場の提供に向けて、セミナーの開催等により、外国⼈労働者の雇⽤の適
正化について企業等の理解を得る取組を進めています。今年度は、新たな在留資格創設等の国の
施策による外国⼈県⺠の増加が⾒込まれることから、部局横断的な課題に取り組むプロジェクト
チームを⽴ち上げ、急増する外国⼈県⺠の課題の把握と解消策の検討を進めています。（多⽂化
共⽣課） 

  
 

■ 外国⼈の⼦どもの教育環境の充実に向けて、外国⼈のこどもの不就学を防ぐ取組を促進するとと
もに、経済団体、企業等と協⼒して⼦どもの⽇本語習得や地域での居場所づくりを⽀援していま
す。今年度は、地域における⽇本語教育の実態や課題を把握した上で、県域で⽇本語教育の機会
の拡充と⽔準の向上を図るための具体的な⽅針を策定しています。（多⽂化共⽣課） 
 

Check（評価） 
 

■ 外国⼈⼈⼝は市町ごとに⼤きく異なり、各市町における多⽂化共⽣施策の取組に差異があるた
め、「「やさしい⽇本語」の使⽤に取り組む市町数（活動指標）」は、23 市町に留まっており、よ
り⼀層の推進が必要です。（多⽂化共⽣課） 

  
 

■ 県内⼤学等に在籍する外国⼈留学⽣を対象とした募集・選考により、「ふじのくに留学⽣親善⼤
使委嘱者数（活動指標）」は順調に推移しており、「国際交流員「世界の⽂化と暮らし出前教室」
開催件数（参考指標）」も増加するなど、外国⼈県⺠と⽇本⼈県⺠との交流拡⼤が図られている
ことから、「相互理解促進⼈材（外国語ボランティア等）活動件数（成果指標）」は順調に推移し
ています。（多⽂化共⽣課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

国際交流員「世界の
⽂化と暮らし出前
教室」開催件数 

61 件 37 件 67 件 57 件 78 件   
 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 「やさしい⽇本語」の使⽤に取り組んでいない市町に対しては、県庁版「やさしい⽇本語の⼿引

き」を紹介するほか、やさしい⽇本語が⼦どもや⾼齢者に対しても有効であることを周知し、研
修会への出席を粘り強く要請することにより、市町での取り組みを働きかけます。（多⽂化共⽣
課） 

  
 

■ 今年度設置した部局横断のプロジェクトチームにより、災害時における外国⼈県⺠への情報発信
の強化、外国⼈県⺠の⼦どもの将来を⾒据えた教育⽀援、外国⼈県⺠が安⼼して医療機関を受診
できる体制の整備などに取り組みます。（多⽂化共⽣課） 

  
 

■ 2019 年度に⾏う実態調査を踏まえて策定する⽅針に基づき、市町等と連携し、県内全域で、外
国⼈県⺠が⾝近な場所で⽣活等に必要な⽇本語教育を受けられる体制の整備を進めます。（多⽂
化共⽣課） 
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４－３  誰 もが理 解し合 える 共⽣ 社会 の実現   
(2) ⼈権尊重と⼈権⽂化が定着した地域づくり 

 

  目  標  
   

■ ⼈ 権教 育や 啓発 を推進 し、 県⺠ の⼈ 権尊重 の意 識の ⾼揚 を図ります 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

⼈権啓発指導者養成講座受講者数 （2017年度） 
90人 

（2019年度） 
146 人 

（現） 
毎年度 100 人 

（新） 
毎年度 125 人 

◎ 

⼈権啓発講座等参加者数 （2016年度） 
25,971人 

（2018年度） 
29,083人 

毎年度 3 万人 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

健 康 福 祉 部  ⼈ 権 同 和 対 策 事 業 推 進 費  
⼈ 権 啓 発 活 動 事 業 費  
⼈ 権 啓 発 セ ン タ ー 運 営 等 事 業 費  
⼈ 権 同 和 対 策 推 進 事 業 費  
⼈ 権 啓 発 等 推 進 事 業 費  
⼈ 権 関 係 団 体 活 動 費 等 助 成  
隣 保 館 運 営 費 助 成  

3
29
11

8
5
5

63

 

合 計  124  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⼈権週間を中⼼として、テレビやラジオのＣＭ、ポスターの掲⽰、街頭啓発等による広報や講演
会等の実施により、広く県⺠に対する啓発・周知を⾏っています。（地域福祉課） 

  
 

■ 様々な⼈権に関する相談に適切に対応するため、⼈権啓発指導者養成講座や企業と⼈権セミナー
等を開催し、指導者の養成や相談従事職員の資質向上を図っています。（地域福祉課） 

  
 

■ 県⺠の幅広い世代に⼈権尊重の理念を普及させるため、⼈権啓発センターを中⼼に、学校、関係
機関等での出前⼈権講座を開催しています。（地域福祉課） 

  
Check（評価） 

 
■ ⼈権啓発センターが実施している指導者養成講座や講演会・セミナー等は、県⺠が⼈権を考える

機会となっており、「⼈権啓発指導者養成講座受講者数（活動指標）」は順調に推移しているほか、
「出前⼈権講座の開催回数（参考指標）」や「啓発⽤ DVD、図書等貸出件数（参考指標）」も増加
するなど、県⺠に⼈権を広め、県⺠の⾃発的な研修・学習等に役⽴っています。しかしながら、
⼈権への関⼼度を⾼めるまでには⾄らず、「「⼈権尊重の意識が⽣活の中に定着した住み良い県」
と感じる⼈の割合（成果指標）」は 38.1％と伸び悩んでいることから、ＬＧＢＴなど多様化する
⼈権問題により⼀層対応していく必要があります。（地域福祉課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
出前⼈権講座の開
催回数 83 回 91 回 100 回 96 回 102 回   

啓発⽤ DVD、図書
等貸出件数 158 件 242 件 220 件 247 件 272 件   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 関係機関・団体が持つ情報発信ツールの積極的な利⽤等により、⼈権啓発講座等への参加を促進
するとともに、⼈権への関⼼を⾼めるため、啓発テーマの選定に当たっては、ＬＧＢＴなど新た
な⼈権課題等に優先的に取り組み、多様化する⼈権について意識の⾼揚を図ります。（地域福祉
課） 

  
 

■ LGBT をはじめとする性の多様性への県⺠理解を促進し、誰もが⾃分らしく、幸せに暮らせる社
会の構築を図ります。（男⼥共同参画課） 
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４－３  誰 もが理 解し合 える 共⽣ 社会 の実現   
(3) ユニバーサルデザインの推進 

 

  目  標  
   

■ ユ ニ バ ーサ ル デ ザ イ ン の 理 念 の 普 及 を 図 り 、 住 む ⼈ も 訪 れ る ⼈も 快 適 に 安 ⼼
し て過 ごせ る地 域づく りを 進め ます 。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

ユニバーサルデザイン出前講座実
施回数 

（2016年度） 
30回 

(2018 年度) 
36 回 

毎年度 30 回 ◎ 

公式フェイスブックページ「ふじ
のくにユニバーサルデザイン特派
員」投稿数 

（2016年度） 
143回 

(2018 年度) 
154 回 

毎年度 150 回 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

くらし・環境部 ⼼ の Ｕ Ｄ プ ラ ス 事 業 費      ９  

合 計   ９  
 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ユニバーサルデザインの理念普及と実践を図る出前講座を実施するとともに、今年度は、東京
2020 オリンピック・パラリンピックを控え、観光関連事業者やオリパラの都市ボランティア等
を対象に、実技演習を中⼼とした「⼼のＵＤプラス実践講座」を実施することにより、相⼿のこ
とを思いやり、更に⼀歩進んで⾏動する「⼼のユニバーサルデザイン」の実践を促進しています。
（県⺠⽣活課） 

  
 

■ 県内⼤学⽣等を「ふじのくにユニバーサルデザイン特派員」に委嘱し、⾝近なＵＤ事例や先進的
な取組等についての情報発信を⾏うほか、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催地で
ある伊⾖地域や御殿場・⼩⼭地域の企業や団体等のＵＤ取組等の事例について県ホームページを
通じて情報発信を⾏っています。（県⺠⽣活課） 

  
Check（評価） 

 
■ ⼼のユニバーサルデザインの実践を促進する「ユニバーサルデザイン出前講座実施回数（活動指

標）」や、県⺠の理解向上を⽬指して情報発信している「公式フェイスブックページ『ふじのく
にユニバーサルデザイン特派員』投稿数(活動指標)」も順調に推移していることから、「困ってい
る⼈を⾒かけた際に声をかけたことがある県⺠の割合（成果指標）」は前年を上回って推移して
います。(県⺠⽣活課) 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ ユニバーサルデザイン出前講座の実施や、オリパラに向けて今年度から開始した「⼼のＵＤプラ

ス実践講座」の実施の継続により、相⼿の⽴場に⽴って思いやりある⾏動ができるよう、「⼼の
ユニバーサルデザイン」の実践を促進していきます。（県⺠⽣活課） 
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政 策５ 富をつくる産業の展開

５-１ 次世代産業の創出と展開

(1) 静岡新産業集積クラスターの推進

(2) 新たな成⻑産業の育成

(3) 企業誘致・定着の推進

５-２ 富を⽀える地域産業の振興

(1) 地域経済を牽引する企業の成⻑促進

(2) 中⼩企業の経営⼒向上

(3) 中⼩企業の経営基盤強化

(4) 地域を⽀える魅⼒ある商業とサービス産業の振興

５-３ 農林⽔産業の競争⼒の強化

(1) 世界⽔準の農芸品の⽣産⼒強化

(2) 森林資源の循環利⽤による林業の成⻑産業化

(3) ⽔産王国静岡の持続的発展の推進

(4) 市場と⽣産が結びついたマーケティング戦略の推進
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５－１  次世代産業の創出と展開  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  次世代 産業 の創 出と展 開   

（ １） 静岡 新産 業集積 クラ スタ ーの 推進  

（ ２） 新た な成 ⻑産業 の育 成  施策

（ ３） 企業 誘致 ・定着 の推 進  
 

  目  標  
 

   
■ 「 静 岡 新産 業 集 積 ク ラ ス タ ー 」 を ⼀ 層 推 進 し 、 本 県 経 済 を 牽 引す る 国 際 競 争

⼒ のあ る成 ⻑産 業を育 成・ 振興 しま す。  
  

  
   

■ 地 域 企 業の 成 ⻑ 産 業 分 野 へ の 参 ⼊ を 促 進 し 、 経 済 変 動 に 強 い 産業 構 造 を 構 築
し ます 。 

  
  

   
■ 投 資を 促す 環境 を整備 し、 企業 の誘 致と定 着を 促進 しま す。  
  

 

  成 果 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

製造業の従業者１⼈当たり付加価値
額 

（2015 年 ） 
1,459 万 円  

(2018 年 ) 
2020 年 8 月

公 表 予 定  
1,517 万 円  ―  

静岡新産業集積クラスター事業化件
数 

（2013～2016年度）
累計196件 

（201８年 度 ）
69 件  

（2018～2021年度）
累計226件 

Ｂ  

（うちファルマバレープロジェクト） （ 累 計  3 3 件 ） （14 件 ） （ 累 計  4 2 件 ）  
（うちフーズ・サイエンスヒルズプロジェクト） （ 累 計 11 9 件 ） （46 件 ） （ 累 計 12 0 件 ）  
（うちフォトンバレープロジェクト） （ 累 計  4 4 件 ） （9 件 ） （ 累 計  6 4 件 ）  
新成⻑分野の経営⾰新計画新規承認
件数 

（2013～2016年度）
累計436件 

（2018 年 度 ）
93 件  

（2018～2021年度）
累計440件 

Ｂ  

試作・実証試験助成制度等を活⽤し
た成⻑分野における製品化件数 

（2013～2016年度）
累計37件 

（2018 年 度 ）
12 件  

（2018～2021年度）
累計40件 

Ｂ  

企業⽴地件数（製造業等の⼯場） （2013～2016年）
累計232件 

（2018 年 ） 
67件 

（2018～2021年）
累計260件 

B 

県外に本社を置く企業の⽴地件数
（製造業等の⼯場） 

（2013～2016年）
累計41件 

（2018 年 ） 
10件 

（2018～2021年）
累計48件 

B 

県外に本社を置く企業の県内への初
進出件数（製造業等の⼯場） 

（2013～2016年）
累計11件 

（2018 年 ） 
4件 

（2018～2021年）
累計16件 

B 

 

  活 動 指 標  

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 静岡 新産業集積 クラ スタ ーの 推進  １  １  0 ２  

（ ２） 新た な成⻑産業 の育 成  ４  ０  0 4 

（ ３） 企業 誘致・定着 の推 進  ０  ３  １  4 

合 計 ５  ４  １  10
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  主 な 取 組  
 

   
■ フ ァル マバ レー プロジ ェク トに つい ては 、コ ーデ ィネ ータ 等による共 同研 究

の 促進 や、事業 化⽀援 など に取 り組 んでい ます 。ま た、新た に健康⻑ 寿・ ⾃
⽴ ⽀援 プロ ジェ クトを 開始 しま した 。  
フ ー ズ ･サ イ エ ン ス ヒ ル ズ プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て は 、 機 能 性 表 ⽰ ⾷ 品 制 度 を
活 ⽤し た製 品開 発の⽀ 援、総合 ⾷品 学講 座に よる ⼈材 育成 、製 品の 販売 促進
等 に継 続し て取 り組ん でい ます 。また 、⼯業 技術 研究 所と 協⼒して 、化 成品・
加 ⼯機 械開 発⽀ 援を強 化し てい ます 。  
フ ォト ンバ レー プロジ ェク トに つい ては、ビ ジネ スマ ッチ ング、光・電 ⼦技
術 の利 活⽤ セミ ナー、展⽰ 会へ の出 展、光・ 電⼦ 技術 の導 ⼊・ 活⽤ への 助成
な どに 産学 官⾦ が連携 して 取り 組ん でいま す。また 、⼤ 学な どの知⾒ 等を 活
⽤ し た 地 域 企 業 の 課 題 解 決 を ⽀ 援 す る 新 た な 仕 組 み 「 Ａ － Ｓ Ａ Ｐ 」（ エ イ サ
ッ プ） を進 めて います 。  

  
  

   
■ Ｃ ＮＦ 等の 新素 材や次 世代 ⾃動 ⾞、ロボ ット 、航 空宇 宙な どの 成⻑ 産業 分野

へ の中 ⼩企 業の 参⼊を 促進 する ため、情報共 有か ら技 術相 談、研究 開発 、製
品 開発 、販 路開 拓まで ⼀貫 して ⽀援 してい ます 。  
Ｃ ＮＦ につ いて は、試作 品開 発へ の助 成や 、富 ⼠⼯ 業技 術⽀ 援セン ター への
測 定 ・ 評 価 機 器 導 ⼊ 、「 ふ じ の く に Ｃ Ｎ Ｆ 研 究 開 発 セ ン タ ー 」 の 設 置 な ど に
よ り、 製品 開発 の⽀援 、製 造拠 点の 形成に 向け た取 組を ⾏っていま す。  
ま た、マリ ンバ イオ テク ノロ ジー を活 ⽤した 産業 の振 興と 創出を図る ため 推
進 機関 の設 ⽴、産 学官⾦ のネ ット ワー ク組織 の設 置・運 営、研究開 発な どに
取 り組 んで いま す。  

  
  

   
■ ⾸ 都圏 及び 関⻄ 圏を県 外か らの 企業 誘致の 重点 地域 に位 置づけ、医療・健 康、

⾷ 品等 の成 ⻑分 野を中 ⼼と した 企業 訪問に よる 誘致 活動 や、建設業・⾦融 機
関 との ネッ トワ ークを 強化 して いま す。  
ま た、企業 ⽴地 補助 ⾦制 度の 周知 を進 め、県内 企業 の定 着促 進と新 たな 企業
誘 致を 図っ てい ます。  

 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 静 岡新 産業 集積 クラス ター の推 進に ついて は、医薬 品・医療 機器等の 医療 健

康 産業 、機能 性⾷ 品など の付 加価 値の ⾼い⾷ 品関 連産 業、光・電⼦ 技術 関連
産 業の 集積 を⽬ 指し 、産 学官 ⾦で 連携 してプ ロジ ェク トを 推進した結 果、「静
岡 新産 業集 積ク ラスタ ー事 業化 件数（ 成果指 標）」は 69 件 となっ てお り、順
調 に推 移し てい ます。  
た だし 、フォト ンバ レー プロ ジェ クト での事 業化 は 9 件に留 まったた め、光・
電 ⼦技 術に 関す る地域 企業 の研 究開 発から 事業 化、販路 開拓 までを切 れ⽬ な
く ⽀援 して いく 必要が あり ます 。  

  
  

   
■ 新 たな 成⻑ 産業 の育成 につ いて は、次世 代⾃ 動⾞ 、航 空宇 宙分 野な どの 成⻑

産 業 分 野 へ の 地 域 企 業 の 参 ⼊ を 促 進 し た 結 果 、「 新 成 ⻑ 分 野 の 経 営 ⾰ 新 計 画
新 規 承 認 件 数 （ 成 果 指 標 ）」 及 び 「 試 作 ・ 実 証 実 験 助 成 制 度 等 を 活 ⽤ し た 成
⻑ 分野 にお ける 製品化 件数 （成 果指 標）」は 順調 に推 移し ています。  
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■ 企 業 誘 致 ・ 定 着 の 推 進 に つ い て は 、 市 町 、 ⺠ 間 と 連 携 し た 取 組 に よ り 、「 企

業 ⽴地 件数 (製造 業等の ⼯場 ) （ 成果指 標）」は 67 件（全 国第 4 位 ）と なり、
順 調に 推移 して います 。ま た、⾸都 圏及 び関 ⻄圏 を県 外か らの企業誘 致の 重
点 地域 に位 置づ け、市町 と連 携し て、防災 の先 進性 やふ じの くにフ ロン ティ
ア 推 進 区 域 内 の ⼯ 業 ⽤ 地 を Ｐ Ｒ す る こ と に よ り 、「 県 外 に 本 社 を 置 く 企 業 の
⽴ 地件 数（成 果指標 ）」や「県 外に 本社 を置く 企業 の県 内へ の初進 出件 数（成
果 指標 ）」は順 調に 増加 して いま す。  
各 成 果 指 標 が 順 調 に 推 移 す る こ と で 、「 製 造 業 の 従 事 者 １ ⼈ 当 た り 付 加 価 値
額 （成 果指 標）」の 増加 に向 けた 取組 を着実 に推 進し てい ます。 

 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ フ ォト ンバ レー プロジ ェク トに つい ては 、「 Ａ－ ＳＡＰ 」（エ イサップ ）に よ

り 効率 的・効 果的 な事業 運⽤ を図 り、あ らゆる 産業 分野 にお ける光・電 ⼦技
術 の活 ⽤に 向け 成功事 例を 積み 上げ ていき ます 。  

  
  

   
■ ３ つの 産業 集積 クラス ター に加 え、ＡＯＩ 、Ｍ ａＯ Ｉ、ＣＮ Ｆ、次世 代モ ビ

リ ティ など の先 端産業 創出 プロ ジェ クトに おい て、地域 企業 の優れた 技術 情
報 を整 理し 、技 術マ ッチ ング を進 める など 、プ ロジ ェク ト間 の連携 の仕 組み
を 構築 し、 新結 合によ り新 たな 価値 を創出 して いき ます 。  

  
  

   
■ Ｃ ＮＦ につ いて は、ふじ のく にＣ ＮＦ 研究開 発セ ンタ ーを 中⼼に、⼯ 業技 術

研 究所 、静岡 ⼤学 、地域 企業 等が 連携 した取 組を 推進 し、様 々な産 業分 野で
の 製品 （⽤ 途） 開発を 促進 しま す。  
ま た、 マリ ンバ イオテ クノ ロジ ーを 活⽤し た産 業の 振興 と創出を図 るた め、
拠 点施 設と な る MaOI-PARC の 整 備を 着実に 推進 する とと もに、研究 シー ズ
と 企業 ニー ズの マッチ ング ⽀援 、先 端的な 研究 開発 など に取り組み ます 。  
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５－１  次 世代産 業の創 出と 展開   
(1) 静岡新産業集積クラスターの推進 

 

  目  標  
   
■ 「 静 岡 新産 業 集 積 ク ラ ス タ ー 」 を ⼀ 層 推 進 し 、 本 県 経 済 を 牽 引す る 国 際 競 争

⼒ のあ る成 ⻑産 業を育 成・ 振興 しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

静岡新産業集積クラスターによる試作品
開発⽀援件数 

（2013～2016年度）
累計 254 件 

（2018 年度）
111 件 

（2018～2021年度） 
累計 279 件 

（うちファルマバレープロジェクト） （累計 25 件） （11 件 ） （累 計  44 件）

（うちフーズ・サイエンスヒルズプロジェクト） （累計 148 件） （85 件 ） （累計 150 件）

（うちフォトンバレープロジェクト） （累計 81 件） （15 件 ） （累 計  85 件）

◎ 

静岡新産業集積クラスターによる⾼度産
業⼈材育成数 

（2013～2016年度）
累計 384 人 

（2018 年度）
109 人 

（2018～2021年度） 
累計 412 人 

（うちファルマバレープロジェクト） （累計 151 人） （42 人 ） （累計 172 人）

（うちフーズ・サイエンスヒルズプロジェクト） （累計 98 人） （30 人 ） （累計 104 人）

（うちフォトンバレープロジェクト） （累計 135 人） （37 人 ） （累計 136 人）

○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  
 
 
 
 
 

フ ァ ル マ バ レ ー プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 事 業 費  
静 岡 県 医 療 健 康 産 業 研 究 開 発 セ ン タ ー 管 理 運 営 費  
フ ァ ル マ バ レ ー プ ロ ジ ェ ク ト 機 能 強 化 事 業 費  
フ ー ズ ・ サ イ エ ン ス ヒ ル ズ プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 事 業 費
フ ォ ト ン バ レ ー プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 事 業 費  
  

234
 56
900
155
 85

 

 

合 計  1,430  
 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 医療健康産業の集積のため、ふじのくに医療城下町推進機構ファルマバレーセンターと静岡県医
療健康産業研究開発センターの機能を最⼤限に活⽤して、医療現場のニーズと地域企業のシーズ
とのマッチング⽀援を図るコーディネータ等による共同研究の促進や、事業化⽀援などに取り組
んでいます。 
また、今年度より新たに健康⻑寿・⾃⽴⽀援プロジェクトを開始しました。（新産業集積課） 

  
 

■ ⾷品関連産業の集積のため、フーズ・サイエンスセンターにおいて、製品化⽀援を⾏う「事業化
コーディネータ」や「販路開拓・拡⼤アドバイザー」等が中⼼となり、機能性表⽰⾷品制度を活
⽤した製品開発の⽀援、総合⾷品学講座による⼈材育成、製品の販売促進等に継続して取り組ん
でいます。また、⼯業技術研究所と協⼒して農林⽔産物を活⽤した化粧品素材等の開発を進める
など、化成品・加⼯機械開発⽀援を強化しています。（新産業集積課） 

  
 

■ フォトンバレーセンターにおいて、ビジネスマッチング、光・電⼦技術の利活⽤セミナー、展⽰
会への出展、光・電⼦技術の導⼊・活⽤への助成などに産学官⾦が連携して取り組んでいます。
また、⼤学などの知⾒等を活⽤した地域企業の課題解決を⽀援する新たな仕組み「Ａ－ＳＡＰ」
（エイサップ）を進めています。（新産業集積課） 
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Check（評価） 

 
■ 「静岡新産業集積クラスターによる試作品開発⽀援件数(活動指標)」のうち、ファルマバレープ

ロジェクトの件数は 11 件と順調に推移し、「静岡新産業集積クラスター事業化件数(成果指標)」
のうちファルマバレーでは 14 件が事業化され順調に推移しています。今後、企業の研究開発・
製品化を加速させるとともに、県外からの企業誘致を積極的に⾏うことで、医薬品・医療機器合
計⽣産⾦額の更なる増加につなげる必要があります。（新産業集積課） 

  
 

■ 「静岡新産業集積クラスターによる試作品開発⽀援件数（活動指標）」のうち、フーズ・サイエ
ンスヒルズプロジェクトの件数は 85 件と順調に推移し、「静岡新産業集積クラスター事業化件数
（成果指標）」のうち、フーズ･サイエンスヒルズでは 46 件が事業化され順調に推移しています。
⾷品関連産業の振興と集積という⽬的のため機能性表⽰⾷品の開発促進と成果品の販路開発の
強化、化成品や加⼯機械など拡⼤した⽀援領域における地域企業の事業化に向けた取組を促進
し、事業化件数の増加につなげていく必要があります。（新産業集積課） 

  
■ 「静岡新産業集積クラスターによる試作品開発⽀援件数（活動指標）」のうち、フォトンバレー

の件数は 15 件と順調に推移していますが、事業化に⾄るまでには販路開拓が必要といった理由
により「静岡新産業集積クラスター事業化件数(成果指標)」のうち、フォトンバレーでは 9 件の
事業化に留まったため、より⼀層の推進を要します。中⼩企業の試作品開発の⾼度化と開発期間
の短縮等により、中⼩企業のリスクや負担の最⼩化を図るため、今後も引き続き、フォトンバレ
ーセンターを中⼼に、光・電⼦技術に関する地域企業の研究開発から事業化、販路開拓までを切
れ⽬なく⽀援していく必要があります。（新産業集積課） 

  
 

■ 静岡新産業集積クラスターは、地域の特性や強みを活かしたプロジェクトとして、中核⽀援機関
を中⼼にネットワークを広げてきており、企業ニーズに応じて各コーディネータがプロジェクト
間の連携を図ってきました。⼀⽅で、ＡＯＩ、ＭａＯＩ、ＣＮＦ、次世代モビリティなど、次世
代産業の創出に取り組む中、プロジェクトの連携、横展開が不⼗分といった課題があります。 
今後は、異分野の幅広い知⾒や技術を結集するオープンイノベーションが不可⽋です。 
（産業イノベーション推進課、新産業集積課、農業戦略課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ ファルマバレーセンターの創意⼯夫による⾃律的な事業運営の下、静岡県医療健康産業研究開発

センターの活⽤等を進め、オープンイノベーションによる事業化を促進するとともに、新たに開
始した健康⻑寿・⾃⽴⽀援プロジェクトを着実に推進します。（新産業集積課） 

  
 

■ フーズ・サイエンスセンターを中⼼に、機能性表⽰⾷品制度を活⽤した製品開発を促進します。
また、策定中の次期戦略計画に基づいた事業を展開していきます。（新産業集積課） 

  
 

■ フォトンバレーについては、2018 年度から開始した⼤学などの知⾒等を活⽤した地域企業の課
題解決を⽀援する新たな仕組み「Ａ－ＳＡＰ」（エイサップ）を⽤いて、より効率的・効果的な
事業運⽤を図り、地域企業のあらゆる産業分野における光・電⼦技術の活⽤に向け成功事例を積
み上げていきます。（新産業集積課） 

  
 

■ ３つの産業集積クラスターに加え、ＡＯＩ、ＭａＯＩ、ＣＮＦ、次世代モビリティなどの先端産
業創出プロジェクトにおいて、地域企業の優れた技術情報を整理し、技術マッチングを進めるな
ど、プロジェクト間の連携の仕組みを構築し、新結合により新たな価値を創出していきます。 
（産業イノベーション推進課、新産業集積課、農業戦略課） 
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５－１  次 世代産 業の創 出と 展開   
(2) 新たな成⻑産業の育成 

 

  目  標  
   

■ 地 域 企 業の 成 ⻑ 産 業 分 野 へ の 参 ⼊ を 促 進 し 、 経 済 変 動 に 強 い 産業 構 造 を 構 築
し ます 。 

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

コーディネータ（ＣＮＦ、航空宇宙等）
の企業訪問件数 

（2014～2016年度）
平均252社 

（2018 年度） 
474 社 

（現） 
毎年度 260 社 

（新） 
毎年度 470 社 

◎ 

次世代産業創出に係る県制度融資等
利⽤件数 

（2016年度） 
326件 

（2018 年度) 
435 件 

400 件 ◎ 

新成⻑戦略研究の成果の新たな実⽤
化件数 

（2016年度） 
7件 

（2018 年度) 
10 件 

毎年度 8 件 ◎ 

特許流通アドバイザーによる知的財
産の活⽤マッチング件数 

（2013～2016年度）
平均48件 

（2018 年度） 
69 件 

（現） 
毎年度 50 件 

（新） 
毎年度 70 件 

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新 成 ⻑ 戦 略 研 究 費  
マ リ ン バ イ オ 産 業 振 興 事 業 費  
新 成 ⻑ 産 業 戦 略 的 育 成 事 業 費 助 成  
先 端 企 業 育 成 プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 事 業 費 助 成
Ｅ Ｖ ･⾃ 動 運 転 化 等 技 術 ⾰ 新 対 応 促 進 事 業 費  
静 岡 型 航 空 産 業 育 成 事 業 費 助 成  
ふ じ の く に Ｃ Ｎ Ｆ プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 事 業 費
知 的 財 産 活 ⽤ 促 進 事 業 費  
中 ⼩ 企 業 向 制 度 融 資 促 進 費 助 成  
                 な ど

  300 
 235 
 276 
  250 
  300 
   49 
   58 
   12 
1,205 

 
 
 
 
 
 
 
 

再 掲  

合 計   3,532  
 

 

 

 

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ＥＶ化等への対応を検討するため、産学官による「静岡県ＥＶシフト・⾃動運転化等対応研究会」
を開催しました。その意⾒を踏まえ、次世代⾃動⾞センターを中⼼とした新たな⽀援プラットフ
ォームを構築し、研究開発･事業化に対する助成、ビジネスマッチングを⾏うコーディネータに
よる⽀援、⾃動運転実証実験などを実施しています。また、⾃動⾞産業から新たな成⻑分野に⼆
次創業を⽬指す企業に対しても、既存のプラットフォームを活⽤し、⽀援を進めています。（新
産業集積課） 
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 ＣＮＦの⾼い機能性を⽣かした製品（⽤途）の開発を加速させるため、静岡⼤学に寄附講座を設

置し、研究開発や⼈材育成を進めています。 
試作品開発への助成や、富⼠⼯業技術⽀援センターへの測定・評価機器導⼊、「ふじのくにＣＮ
Ｆ研究開発センター」の設置などにより、製品開発の⽀援、製造拠点の形成に向けた取組を⾏っ
ています。（新産業集積課） 

  
 
 航空宇宙分野への参⼊を促進するため、⼤⼿重⼯メーカーとのビジネスマッチングや、設備投資、

航空機認証取得などに対する助成、ＭＲＯビジネスへの参⼊促進、次世代無⼈航空機の開発など
を推進しているほか、⼈材の育成や海外メーカーとの取引に向け、ブラジル航空技術⼤学（ＩＴ
Ａ）及び同国航空機メーカーとの連携強化を図っています。（新産業集積課） 
 

 
■ 中⼩企業の新事業展開に対して利⼦補給する「経営⾰新等貸付」の対象計画を拡充するなど、企

業の設備投資等における円滑な資⾦調達のための⽀援をしています。（商⼯⾦融課） 
  
 

■ ⼤きく変化する社会経済情勢に対応するため、４年間の試験研究の重点⽅向などを定めた「静岡
県の試験研究機関に係る基本戦略」に基づき、着実に新成⻑戦略研究を推進しています。 
（産業イノベーション推進課） 

 
 マリンバイオテクノロジーを活⽤した産業の振興と創出を図る「MaOI プロジェクト」を推進す

るため、2019 年 2 ⽉に策定した「マリンバイオ産業振興ビジョン」に基づき、推進機関「MaOI
機構」の設⽴、産学官⾦のネットワーク組織「MaOI フォーラム」の設置・運営、シーズ創出研
究などに取り組んでいます。（産業イノベーション推進課） 

 
■ 知的財産を活⽤した中⼩企業の新製品の開発や販路開拓を⽀援するため、知財総合⽀援窓⼝の設

置やマッチング事業の実施などにより、企業が保有する未利⽤特許等の流通や⼤⼿企業の開放特
許の活⽤を促進しています。（新産業集積課） 
 

Check（評価） 
 

■ ＥＶ化等に対する活発的な⽀援を⾏うことで、「コーディネータ（ＣＮＦ、航空宇宙等）の企業
訪問件数（活動指標）」は順調に推移しており、その結果、「次世代⾃動⾞分野の経営⾰新計画新
規承認件数（参考指標①）」は、⼀定の規模を維持しています。また、同じく「航空宇宙分野の
経営⾰新計画新規承認件数(参考指標②)」は堅調に推移しており、成⻑産業分野への進出が着実
に進んでいることから、「新成⻑分野の経営⾰新計画新規承認件数(成果指標)」は順調に推移して
います。（新産業集積課） 

 

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
①次世代⾃動⾞分
野の経営⾰新計画
新規承認件数 

－ － 19 件 13 件 16 件   

②航空宇宙分野の
経営⾰新計画新規
承認件数 

1 件 3 件 3 件 8 件 4 件 → 
 

  
   ■ ⼯業技術研究所や各成⻑分野のコーディネータ等が、技術相談等を通じて地域企業の製品化の取

組を積極的に⽀援したこと等により、「試作・実証試験助成制度等を活⽤した成⻑分野における
製品化件数（成果指標）」は、順調に推移しています。 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針 

 
■ ＣＮＦについては、ふじのくにＣＮＦ研究開発センターを中⼼に、県⼯業技術研究所、静岡⼤学、

地域企業等が連携した取組を推進し、将来的に⼤きな市場への展開が期待される⾃動⾞や家電、
建材なども含め、様々な産業分野での製品（⽤途）開発を促進します。（新産業集積課） 

  
 

■ MaOI プロジェクトについては、拠点施設となる MaOI-PARC の整備を着実に推進するとともに、
MaOI フォーラムを中⼼とした研究シーズと企業ニーズのマッチング⽀援、⼤学・研究機関と連
携した先端的な研究開発などに取り組みます。（産業イノベーション推進課） 

 

158



 

５－１  次 世代産 業の創 出と 展開   
(3) 企業誘致・定着の推進 

 

  目  標  
   

■ 投 資を 促す 環境 を整備 し、 企業 の誘 致と定 着を 促進 しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

県職員の企業誘致等に関する企業訪
問件数 

（2016年度） 
1,940件 

（2018 年度） 
1,942 件 

毎年度 
2,000 件 

○ 

企業⽴地交渉件数（３か⽉以上継続し
て交渉した件数） 

（2015～2016年度）
平均62件 

（2018 年度） 
76 件 

毎年度 
70 件 

○ 

企業局の⼯業⽤地等造成区画数・⾯積 （2014～2017年度）
10区画 51.3ha 

（2018 年度) 
1 区画 1.2ha 

（2018～2021年度）
14 区画 20ha 

● 

ふじのくにフロンティア推進区域に
おける⼯業⽤地等造成⾯積 

（2013～2017年度）
累計50ha 

（2013～2018年度）
累計 97ha 

（2013～2022年度）
累計 480ha 

○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  
 
 
 
 
 
 

知 事 直 轄 組 織  
 

企 業 局  

新 規 産 業 ⽴ 地 事 業 費 助 成  
地 域 産 業 ⽴ 地 事 業 費 助 成  
原 ⼦ ⼒ 発 電 施 設 等 周 辺 地 域 企 業 ⽴ 地 ⽀ 援 事 業 費 助
成  
企 業 ⽴ 地 促 進 強 化 事 業 費  
⼯ 業 ⽤ 地 安 定 供 給 促 進 事 業 費 助 成  
 
“ふ じ の く に ”の フ ロ ン テ ィ ア 推 進 事 業 費  
 
地 域 振 興 整 備 事 業 建 設 改 良 費   
⼯ 業 ⽤ ⽔ 道 事 業 建 設 改 良 費 （ 耐 震 化 分 ）  

6,000
1,600
 500

  36
 245

 
30

 
1,880

464

 
 
 
 
 
 

再 掲  
 

 
 

合 計  10,755  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⾸都圏及び関⻄圏を県外からの企業誘致の重点地域に位置づけ、市町と連携して、防災の先進性
やふじのくにフロンティア推進区域内の⼯業⽤地のＰＲを進めています。具体的には、医療・健
康、⾷品等の成⻑分野を中⼼とした企業訪問、⼯場進出企業との関わりの強い建設業・⾦融機関
などとのネットワーク強化等に取り組んでいます。（企業⽴地推進課） 

 
■ 企業⽴地補助⾦制度の周知を進め、新たな企業誘致と県内企業の定着促進を図っています。（企

業⽴地推進課） 
 

■ 「地域経済を牽引する企業の集積」、「先端科学技術の産業応⽤を進める知の拠点の⽴地」、「⼩さ
くても⾼い付加価値を⽣み出す企業の⽴地」を新たな企業⽴地施策の柱として、県内への投資を
働きかけています。（企業⽴地推進課） 

 
 トヨタ⾃動⾞株式会社が発表した「コネクティッド･シティ」プロジェクトに係る相談に対応し、

円滑なまちづくりを促進するため、部局横断による「コネクテッド･シティ プロジェクト」対
応チームを設置しています。（企業⽴地推進課） 

 
■ 企業局による⼯業団地造成は、「森中川下⼯業⽤地」が完了し「藤枝⾼⽥⼯業団地」の⼯事を実

施しています。本年度は、「富⼠⼤淵⼯業団地」について、富⼠市と協定を締結し、セミオーダ
ーメード⽅式により造成事業に取りかかります。レディーメード⽅式で整備した「富⼠⼭麓フロ
ンティアパーク ⼩⼭」は、2018 年度に県外企業４社（うち 3 社は県内初進出）に分譲しました。
引き続き、全区画の早期分譲に取り組んでいます。（地域整備課） 

 
■ 耐震化計画に基づき、静清⼯業⽤⽔道などの耐震補強⼯事を実施しています。（⽔道企画課） 

Check（評価） 
 

■ 「企業局の⼯業⽤地等造成区画数・⾯積（活動指標）」は、セミ･オーダーメード⽅式を中⼼に造
成事業を進めていますが、進出予定企業の計画変更等の理由から 1 区画 1.2ha に留まっており、
着⼯に向けた調整など、より⼀層の推進が必要です。（地域整備課） 

 
■ 「富⼠⼭麓フロンティアパーク ⼩⼭」をはじめとした、ふじのくにフロンティア推進区域を中

⼼に⼯業⽤地の造成が進み、市町、⺠間と連携した取組により「企業⽴地件数（成果指標）」は
67 件で全国第４位、⽴地⾯積は 62ha で全国第 5 位となり順調に推移しています。また、⾸都
圏及び関⻄圏を県外からの企業誘致の重点地域に位置づけ、市町と連携して、防災の先進性やふ
じのくにフロンティア推進区域内の⼯業⽤地のＰＲを進めることにより、「県外に本社を置く企
業の⽴地件数（成果指標）」や「県外に本社を置く企業の県内への初進出件数（成果指標）」は順
調に増加し、推移しております。業種別には、重点的な分野と位置づける医療・健康や⾷品関連
が 10 件と約 15％を占めており、今後更に本分野における事業の推進を図っていきます。（企業
⽴地推進課、総合政策課、地域整備課） 

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ ⾷品関連や医薬品関連産業が集積する関⻄地区での企業誘致活動を強化するため、⼤阪事務所に
企業誘致活動を専任的に⾏う推進員を引き続き配置します。（企業⽴地推進課） 

 
■ 事業⽤地の安定的な確保に向けて、⼯業⽤地安定供給事業費助成により市町の⽤地造成を⽀援す

るほか、遊休地の把握と活⽤を推進します。また、”ふじのくに”のフロンティアを拓く取組の第２
期において、市町と連携して⼯業⽤地確保の取組を進めます。（企業⽴地推進課） 
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５－２  富を⽀える地域産業の振興  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  富を⽀ える 地域 産業の 振興   
 （ １） 地域 経済 を牽引 する 企業 の成 ⻑促進  

（ ２） 中⼩ 企業 の経営 ⼒向 上  施策
（ ３） 中⼩ 企業 の経営 基盤 強化  

 
 （ ４） 地域 を⽀ える魅 ⼒あ る商 業と サービ ス産業の 振興  

 

  目  標   
   
■ 本 県経 済を 牽引 する地 域企 業の 成⻑ を促進 しま す。  
  

  
   

■ 中 ⼩企 業・ ⼩規 模企業 の経 営⼒ の向 上、経 営基 盤の 強化 を促進しま す。  
  

  
   

■ 商 業と サー ビス 産業の 活性 化や 、新 たなサ ービ ス産 業の 創出を促進 しま す。
  

 

  成 果 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

オープンイノベーション静岡の⽀援
による中堅・中⼩企業等の新たな製
品開発・販路開拓等件数 

― 
(2018 年度) 

11 件 
(2018～2021年度)

累計40件 
Ｂ  

中⼩企業の経営⾰新計画承認件数 （2013～2016年度）
累計1,713件 

(2018 年度) 
423 件 

（2018～2021年度）
累計1,720件 

B 

市町創業⽀援等事業計画による⽀援
を受けた創業者数 

（2016 年 度 ）
1,304 人  

(2018 年度) 
1,394 人 

1,555 人 B 

⼩売業（⼩規模事業所）の年間商品
販売額（消費者１⼈当たり購⼊額）

（2014 年 度 ）
228 千 円  

(2018 年度) 
2020 年４月 
公表予定 

250 千円 ―  

県内デザイン業務の年間売上⾼ （2015 年 度 ）
5,254 百 万 円

（2018 年度） 
5,886 百万円 

7,000 百万円 B 

ヘルスケアサービス事業化件数 （2015～2016年度）
累計2件 

(2018 年度) 
４件 

(2018～2021年度)
累計8件 

A 

 

  活 動 指 標  

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 地域 経済を牽引 する 企業 の成 ⻑促進  ２  ０  ０  2 

（ ２） 中⼩ 企業の経営 ⼒向 上  6 1 1 ８  

（ ３） 中⼩ 企業の経営 基盤 強化  1 0 3 ４  

（ ４） 地域を⽀える魅⼒ある商業とサービス産業の振興 2 0 1 3 

合 計 11 1 5 17
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  主 な 取 組  
 

   
■ 産 業戦 略推 進セ ンター「オ ープ ンイ ノベ ーシ ョン 静岡 」を 中⼼ に官 ⺠⼀ 体と

な っ て 、 ア ド バ イ ザ リ ー ・ ボ ー ド の 開 催 に よ る 経 営 者 ⽀ 援 や 、「 売 れ る も の
づ くり サポ ート センタ ー」の運 営、⺠間 ネッ トワ ーク 等を 活⽤した企 業間 マ
ッ チン グな どに 取り組 んで いま す。  
ま た 、「 地 域 経 済 牽 引 事 業 」 を 実 施 す る 事 業 者 の 計 画 策 定 、 実 施 等 を ⽀ 援 す
る ため 、説 明会 の開催 や専 ⾨家 チー ムの派 遣等 を実 施し ています。  

  
  

   
■ 中 ⼩企 業の 新事 業活動 によ る経 営⼒ の向上 への 取組 を⽀ 援するため 、産 業⽀

援 機 関 等 と 連 携 し た 相 談 対 応 や 新 商 品 開 発 等 へ の 助 成 な ど に よ り 経 営 ⾰ 新
計 画の 実現 を後 押しし てい ます 。  
今 年度 より 、地 域創 ⽣起 業⽀ 援事 業等 により 起業 ⽀援 や⼤ 学発のベン チャ ー
⽀ 援に 取り 組む ととも に、⼯業 技術 研究 所へ のＩ ｏＴ 導⼊ ⽀援拠点の 整備 や
セ ミナ ー等 の実 施によ り、製造 現場 での Ｉｏ Ｔ技 術や 設備 導⼊の促進 を図 っ
て いま す。  
後 継 者 不 在 企 業 へ の 個 別 ⽀ 援 や 事 業 承 継 の 早 期 準 備 を 促 す た め の 若 ⼿ 経 営
者 への 意識 啓発 、事 業承 継資 ⾦の 融資 などを ⾏う ほか 、事 業継 続計 画（ BCP）
策 定に 取り 組む 業種別 組合 等に 専⾨ 家を派 遣し 、県 モデ ルプラン（ ⼊⾨ 編）
フ ォ ー マ ッ ト を 活 ⽤ し た ワ ー ク シ ョ ッ プ 形 式 で Ｂ Ｃ Ｐ 策 定 を 指 導 し て い ま
す 。  

  
  

   
■ 「 ふじ のく に魅 ⼒ある 個店 」登 録制 度の 推進 を図 ると とも に、商業 エリ アの

活 性化 に必 要な ⼈材の 育成 と、 市町 ・まち づく り会 社等 との連携を 強化 し、
リ ノ ベ ー シ ョ ン ま ち づ く り を ⽀ 援 し ま す 。 デ ザ イ ン 相 談 窓 ⼝ に よ る 技 術 相
談・指 導、県 内デ ザイナ ーと のマ ッチ ングに より 、中 ⼩企業 がデザ イン を活
⽤ し や す い 環 境 及 び デ ザ イ ナ ー が 活 動 し や す い 環 境 の 整 備 に 取 り 組 ん で い
ま す。  
新 たな 事業 モデ ル構築・実 証へ の⽀ 援に より ヘル スケ アサ ービスのビ ジネ ス
化 の促 進に 取り 組むと とも に、サー ビス 産業 の労 働⽣ 産性 向上のため 、優 良
モ デル の創 出を ⽀援し てい ます 。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 本 県経 済を 牽引 する地 域企 業の 成⻑ 促進に つい ては 、成 ⻑が ⾒込まれ る地 域

企 業を ⽀援 した 結果 、「 オー プン イノ ベー ショ ン静 岡の ⽀援 による 中堅 ･中 ⼩
企 業等 の新 たな 製品開 発 ･販路 開拓 等件 数（ 成果 指標 ）」は 順調に進捗 して い
ま す。  
今 後、付加 価値 額の 事業 効果 の早 期創 出を図 るた め、地域 経済 牽引 事業 計画
の 策定 ⽀援 や実 現に向 けた 取組 の強 化が必 要で す。  

  
  

   
■ 中 ⼩ 企 業 の 経 営 ⼒ 向 上 に つ い て は 、 助 成 制 度 等 の 実 施 に よ り 、「 中 ⼩ 企 業 の

経 営 ⾰ 新 計 画 承 認 件 数 （ 成 果 指 標 ）」 は 順 調 に 推 移 し て い ま す 。 ま た 、 創 業
⽀ 援 等 事 業 計 画 認 定 市 町 数 が 着 実 に 増 加 し て お り 、「 市 町 創 業 ⽀ 援 等 事 業 計
画 によ る⽀ 援を 受けた 創業 者数 （成 果指標 ）」 は順 調に 推移 していま す。  
中 ⼩企 業の 経営 基盤強 化に つい ては 、事 業承 継診 断に より 、課 題を 抱え る企
業 の⽀ 援ニ ーズ の掘り 起こ しが 着実 に図ら れて いま す。今後 は、後継 者不 在
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企 業へ の個 別⽀ 援を強 化す ると とも に、県制 度融 資を 適時 適切に提供 する こ
と で 、中⼩企 業や⼩ 規模 企業 等の 、創業か ら事 業拡 ⼤ 、事 業継承・再 ⽣な ど、
様 々な ライ フス テージ に応 じた 円滑 な資⾦ 調達 を⽀ 援す る必要があ りま す。

  
  

   
■ 地 域 を ⽀ え る 魅 ⼒ あ る 商 業 と サ ー ビ ス 産 業 の 振 興 に つ い て は 、「 ふ じ の く に

魅 ⼒あ る個 店」登録 制度 の推 進と 、遊 休不 動産 を活 ⽤し たリ ノベー ショ ンま
ち づ く り の 取 組 ⽀ 援 に よ り 、「 ⼤ 型 店 、 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア を 除 い た ⼩ 売
業 の 年 間商 品 販売 額（ 参 考 指標 ）」 は 増加し て お り、「⼩ 売 業 (⼩規 模 事 業所 )
の 年間 販売 額 (成 果指標 ) 」 の増 加に 向けた 取組 を着 実に 推進してい ます 。  
デ ザ イ ン 研 修 会 等 の 実 施 に よ り 、「 県 内 デ ザ イ ン 業 務 の 年 間 売 上 ⾼ （ 成 果 指
標 ）」 は順調に 推移 して いま す。  
県 の 補 助 制 度 の 活 ⽤ な ど に よ り 「 ヘ ル ス ケ ア サ ー ビ ス 事 業 化 件 数 （ 成 果 指
標 ）」 は 順 調 に 推 移 し て い ま す 。 今 後 、 ⾼ 齢 化 の 進 展 に 伴 い 、 健 康 の 維 持 ・
増 進へ の関 ⼼が ⾼まり 、ヘ ルス ケア 産業の 市場 拡⼤ が期 待されるこ とか ら、
需 要の 掘り 起こ しと市 場の 創出 の両 ⾯から ⽀援 して いく 必要があり ます 。  

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 企 業間 のマ ッチ ング⽀ 援を 更に 強化 し、企業 の付 加価 値額 の増加と地 域全 体

へ の波 及を 促し ます。  
ま た、「 地域 経済 牽引事 業計 画の 承認 件数（活 動指 標）」の⽬ 標値を 上⽅ 修正
し、企業に対 する 地域経 済牽 引事 業計 画の早 期策 定⽀ 援、「 ア ドバ イ ザ リ ー ・
ボ ード 」の 活⽤ による 地域 経済 牽引 企業に 対す る伴 ⾛型 ⽀援を⾏い ます 。  

  
  

   
■ 新 しい ヘル スケ アサー ビス の創 出を 促進す ると とも に、より 多くの事 業者 の

参 ⼊を 図る ため 、医療 、福 祉、介護 等の 専⾨ 家に よる 相談 対応の充実 等、事
業 者⽀ 援の プラ ットフ ォー ムを 構築 し、ヘ ルス ケア 産業 の振興を図 りま す。

  
 

163



 

５－２  富 を⽀え る地域 産業 の振 興   
(1) 地域経済を牽引する企業の成⻑促進 

 

  目  標  
   
■ 本 県経 済を 牽引 する地 域企 業の 成⻑ を促進 しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

オープンイノベーション静岡による
中堅・中⼩企業等⽀援件数 

（2016年度） 
38件 

（2018 年度） 
76 件 

70 件 ◎ 

地域経済牽引事業計画の承認件数 ― 
（2018 年度） 

21 件 

（2018～2021年度)
（現） 

累計 36 件 
（新） 

累計 66 件 

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  
 

産 業 成 ⻑ 戦 略 推 進 事 業 費  
地 域 経 済 牽 引 企 業 創 出 ⽀ 援 事 業 費     

  19
 2

再 掲  
 

合 計     21  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 本県経済を持続的に成⻑させるため、2019 年２⽉に取りまとめた「産業成⻑戦略 2019」に基づ
く施策を、官⺠が⼀体となって実⾏しています。（産業政策課） 

 
■ 成⻑が⾒込まれる地域企業を⽀援するため、産業戦略推進センター「オープンイノベーション静

岡」を中⼼に、アドバイザリー・ボードの開催や「売れるものづくりサポートセンター」の運営、
⺠間ネットワークを活⽤した企業間マッチングを⾏っています。 
加えて、今年度より外部の技術を活⽤したい⼤⼿企業と技術を有する地域企業とを結び付ける
「技術ニーズ説明会」を開催しています。（産業政策課） 

 
■ 静岡県域基本計画の実施や地域経済牽引事業の推進等について協議する「地域経済牽引事業促進

協議会」を⽴ち上げるとともに、地域経済牽引事業計画の策定⽅法や事業⽀援措置等を解説する
説明会の開催、地域未来牽引企業等の個別企業に対して専⾨家チームの派遣等を⾏いました。加
えて、「オープンイノベーション静岡」事務局による承認企業の巡回を通じた伴⾛型の⽀援を⾏
い、取組のフォローアップを実施しています。（産業政策課） 

Check（評価） 
 

■ アドバイザリー・ボードなどによる⽀援を通じ、「オープンイノベーション静岡による中堅・中
⼩企業等⽀援件数(活動指標)」は⽬標値 70 件を超え順調に推移しています。これに伴い、「オー
プンイノベーション静岡の⽀援による中堅･中⼩企業等の新たな製品開発･販路開拓等件数(成果
指標)」は年間⽬標である 10 件を超え、順調に進捗しています。なお、「製造品出荷額等(参考指
標)」は、2013 年から 2017 年までの 4 か年で約 7％増加していますが、そのうち産業成⻑戦略
において⽀援している中堅企業（50 ⼈ 299 ⼈）は約 19％増加しています。（産業政策課） 

 
 参考指標 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 推移

製造品出荷額等 
(うち中堅規模 
(50 ⼈ 299 ⼈)) 

15.7 兆円
（4.8 兆円）

16.1 兆円
（4.9 兆円）

16.4 兆円
（5.4 兆円）

16.1 兆円
（5.5 兆円）

16.8 兆円
(5.7 兆円) → 

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 企業間のマッチング⽀援を更に強化し、企業の付加価値額の増加と地域全体への波及を促しま

す。（産業政策課） 
 

■ 「地域経済牽引事業計画の承認件数(活動指標)」の⽬標値を上⽅修正し、引き続き、地域経済牽
引事業計画の早期策定⽀援等を⾏います。（産業政策課） 
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５－２  富 を⽀え る地域 産業 の振 興   
(2) 中⼩企業の経営⼒向上 

 

  目  標  
   

■ 中 ⼩企 業・ ⼩規 模企業 の経 営⼒ の向 上、経 営基 盤の 強化 を促進しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

新事業展開を⽬指す中⼩企業等の相
談対応件数 

（2016年度） 
3,464件 

(2018 年度) 
3,977 件 

（現） 
3,600 件 

（新） 
毎年度 3,700 件

◎ 

県の取引あっせんによる下請取引成
約件数 

（2016年度） 
64件 

(2018 年度) 
62 件 

70 件 ● 

⼯業技術研究所の技術指導件数 （2016年度） 
28,027件 

（2018 年度） 
29,960 件 

30,000 件 ◎ 

創業⽀援等事業計画認定市町数 （2016年度） 
21市町 

（2018年度） 
29市町 

全市町 ◎ 

静岡県ＩｏＴ活⽤研究会の会員数 （2016年度まで） 
累計188社・団体

(2018 年度) 
累計262社・団体

（現） 
累計 280 社・団体

（新） 
累計 320 社・団体

◎ 

ＩＣＴを導⼊した建設企業者数（県発
注⼯事受注企業者） 

（2016年度まで） 
累計12社 

（2018年度まで） 
累計64社 

累計 100 社 ◎ 

複数の事業者が連携して⾏う輸送の合
理化や流通業務の省⼒化の取組件数 

（2016～2017年）
累計3件 

(2018 年度) 
1 件 

（2018～2021年）
累計 4 件 

○ 

現場体感⾒学会・出前講座実施学校数 （2016年度） 
6校 

（2018 年度） 
20 校 

（現） 
毎年度 13 校 

（新） 
毎年度 20 校 

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  
 
 
 
 
 
 
 

交 通 基 盤 部  

経 営 ⾰ 新 計 画 促 進 事 業 費 助 成  
⼩ 規 模 企 業 経 営 ⼒ 向 上 ⽀ 援 事 業 費 助 成  
中 ⼩ 企 業 ⽀ 援 セ ン タ ー 事 業 費 助 成  
下 請 振 興 等 事 業 費  
⼯ 業 技 術 研 究 所 試 験 研 究 費  
創 業 者 成 ⻑ ⽀ 援 事 業 費 助 成  
地 域 創 ⽣ 起 業 ⽀ 援 事 業 費 助 成  
 
建 設 産 業 担 い ⼿ 確 保 ・ ⽣ 産 性 向 上 ⽀ 援 事 業
                 な ど

 240
 220

67
62
42
27
70

 
 3

 

合 計   3,431  
 

 

166



 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 中⼩企業の経営⾰新等を⽀援するため、産業⽀援機関等と連携し、経営⾰新計画の案件を掘り起
こすとともに、新商品開発や販路開拓などの取組を⽀援し、承認した計画の実現を後押ししてい
ます。（経営⽀援課） 

 
■ ⼩規模企業の経営⼒向上を図るため、商⼯会・商⼯会議所と連携し、⼯夫・改善による新たな取

組に要する経費を助成し、将来の経営⾰新計画の取組につながるよう促しています。（経営⽀援
課） 

 
 下請企業の取引拡⼤のため、専⾨調査員による受発注双⽅のニーズに応じた取引あっせんやマッ

チングの機会を提供しています。また、下請取引の適正化を推進するため、下請取引適正化講習
会等を実施し、更なる周知を図っていきます。（地域産業課） 

 
■ 中⼩企業が直⾯している⽣産技術や新製品開発などの幅広い課題に対応するため、⼯業技術研究

所に開設している「ものづくり産業⽀援窓⼝」が中⼼となり、⼤学や産業⽀援機関等とも連携し
て、開発段階から事業化段階までの⼀貫した⽀援を実施しています。（商⼯振興課） 

 
 地域密着型の創業をサポートする市町や商⼯団体、⾦融機関の担当者向けに創業⽀援に関する研

修などを⾏っています。（商⼯振興課） 
 
 今年度より地域創⽣起業⽀援事業により、東京⼀極集中や⼈⼝減少・超⾼齢化社会の進⾏等に伴

い増⼤・多様化している地域の社会課題に対しビジネスの⼿法で解決する起業を⽀援していま
す。（商⼯振興課） 

 
■ 県内産業の活性化に向け、⼤学の理系学部等が所有する技術・研究シーズを新たなビジネスに繋

げるため、産学官が連携し、⼤学発ベンチャーの発掘・育成を促進する仕組みを構築しています。
（商⼯振興課） 

 
■ 国や企業などの最先端の情報を提供するとともに、活⽤事例を紹介するセミナーや展⽰会などを

⾏うことにより、「静岡県ＩｏＴ活⽤研究会」会員の取組を⽀援しています。 
今年度は、⼯業技術研究所に「静岡県ＩｏＴ推進ラボ」を整備し、中⼩企業における製造現場へ
のＩｏＴ技術や設備導⼊を促進します。（産業イノベーション推進課） 

 
■ ⽣産性の向上を図るため、今年度よりふじのくにロボット技術アドバイザーの設置やロボットシ

ステムインテグレーターの育成により、中⼩企業へのロボット導⼊を促進しています。（産業イ
ノベーション推進課） 

 
■ 建設産業の担い⼿確保・育成を図るため、現場体感⾒学会、出前講座など建設産業に対する理解

促進の取組を実施するとともに、担い⼿確保・育成を促す⼊札契約制度を実施しています。（建
設業課） 

 
■ 建設や運輸、医療、福祉など⼈材不⾜が深刻な業種の⼈材確保を図るため、労働局や産業界と⼀

体となった取組を進めています。（労働雇⽤政策課、介護保険課、地域医療課、こども未来課、
建設業課、地域交通課） 

Check（評価） 
 

■ （公財）静岡県産業振興財団による個別の取引あっせんによる下請取引成約件数は増えている⼀
⽅で、同⼀商談会への継続出展では新規成約件数の増加が難しく「県の取引あっせんによる下請
取引成約件数(活動指標)」の⽬標の達成を図ることができなかったことから、受注拡⼤に向けた
⽀援の強化が必要です。（地域産業課） 

 
■ 商⼯団体等の⽀援窓⼝と連携した計画作成から承認までの⽀援や承認企業に対する計画実現の

ための助成制度の活⽤の推奨等を実施した結果、「中⼩企業の経営⾰新計画承認件数（成果指標）」
は、⽬標の達成に向け順調に推移しています。（経営⽀援課） 

 
■ 市町や商⼯団体、⾦融機関の担当者向けの研修や、市町への計画策定の働き掛けを継続して⾏っ

た結果、「創業⽀援等事業計画認定市町数（活動指標）」は、2018 年度までに 29 市町、2019 年
度には１市２町が国の認定を受けるなど、順調に推移しており、「市町創業⽀援等事業計画によ
る⽀援を受けた創業者数（成果指標）」の増加に向けた取組を着実に推進しています。（商⼯振興
課） 

 
■ 中⼩企業における⼈材不⾜は依然として深刻な状況であり、引き続き、採⽤活動の⽀援など中⼩

企業の雇⽤確保への⽀援が必要です。（労働雇⽤政策課） 
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Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 下請企業の取引拡⼤のため、受発注企業のニーズを的確に把握し、他県との合同商談会を開催
する等、受注拡⼤を図っていきます。（地域産業課） 

 
■ 地域創⽣起業⽀援⾦を助成した事業について、事業計画の改善指導や販路開拓等の経営相談など

により、伴⾛⽀援をしていきます。（商⼯振興課） 
 

■ ⼤学発ベンチャーを継続的に創出できる仕組みの構築を引き続き進めていきます。（商⼯振興課）
 

■ ふじのくにロボット技術アドバイザーによる⽀援とロボットシステムインテグレーターの育成
により、中⼩企業へのロボット導⼊を促進します。（産業イノベーション推進課） 

 
■ 2019 年３⽉に策定された「静岡県建設産業ビジョン 2019」に基づき、ビジョンに掲げられた「担

い⼿確保・育成」の施策に官⺠が連携して取り組み、建設産業への更なる理解促進を図っていき
ます。（建設業課） 

 
■ 引き続き、県内９か所に「しずおかマッチングサポートデスク」を設置し、⼈材不⾜に苦慮する

中⼩企業の採⽤活動を⽀援していきます。（労働雇⽤政策課） 
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５－２  富 を⽀え る地域 産業 の振 興   
(3) 中⼩企業の経営基盤強化 

 

  目  標  
   

■ 中 ⼩企 業・ ⼩規 模企業 の経 営⼒ の向 上、経 営基 盤の 強化 を促進しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

事業承継診断実施件数 ― 
（2018 年度） 

6,231 件 
毎年度 5,000 件 ◎ 

中⼩企業向け県制度融資（事業資⾦
等）利⽤件数 

（2016年度） 
4,557件 

（2018 年度） 
3,875 件 

5,000 件 ● 

県内の従業者50⼈以上の企業におけ
る事業継続計画（ＢＣＰ）策定率 

（2015年度） 
49％ 

（2019 年度） 
55％ 

65％ ● 

県内の従業者49⼈以下の企業におけ
る事業継続計画（ＢＣＰ）策定率 

（2015年度） 
27％ 

（2019 年度） 
29％ 

35％ ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  事 業 承 継 推 進 事 業 費  
中 ⼩ 企 業 向 制 度 融 資 促 進 費 助 成  
Ｂ Ｃ Ｐ 緊 急 普 及 促 進 事 業 費  

13
1,205

4

 

合 計  1,222  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 事業承継診断を実施し、後継者不在の企業の掘り起こしと個別⽀援に取り組んでいます。また、
事業承継の早期準備を促すため、若⼿経営者への意識啓発を⾏っています。（経営⽀援課） 

  
 

■ 中⼩企業に対するセーフティネットを強化するために災害対策資⾦に係る信⽤保証料を軽減す
る制度を設けたほか、事業承継資⾦における持株会社の株式取得資⾦の対象追加などを⾏ってい
ます。（商⼯⾦融課） 

  
 

■ ＢＣＰの指導者の養成講座や静岡県ＢＣＰ研究会を開催し、計画策定の具体的なノウハウを伝達
するほか、ＢＣＰを実際に策定しようとする個別企業や業種別組合等に対して、専⾨家を派遣し、
ＢＣＰ策定を指導しています。（商⼯振興課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「中⼩企業向け県制度融資（事業資⾦等）利⽤件数（活動指標）」について、緩やかな景気拡⼤
や低⾦利競争下での⾦融機関による信⽤保証を付さない融資への代替が進んでいるため事業資
⾦等の利⽤が減少し、利⽤件数は 3,875 件に留まっており、より⼀層の推進が必要です。今後は、
中⼩企業・⼩規模企業等の様々なライフステージに応じた円滑な資⾦調達を⽀援することによ
り、中⼩企業の経営基盤の強化につなげていきます。（商⼯⾦融課） 

  
 

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
県内中⼩企業融資
残⾼ 69,792 億円 72,777 億円 74,504 億円 76,584 億円 78,728 億円   

政府系⾦融機関融
資残⾼ 6,720 億円 6,670 億円 6,514 億円 6,197 億円 5,951 億円 → 

 
 

■ 「県内の従業者 50 ⼈以上の企業における事業継続計画（BCP）策定率（活動指標）」及び「県内
の従業者 49 ⼈以下の企業における事業継続計画（BCP）策定率（活動指標）」について、策定に
必要なノウハウ、⼈材、資⾦の不⾜などの理由により、それぞれ策定率は 55％、29％に留まっ
ており、より⼀層の取組が必要です。今後は BCP の策定に関して中⼩企業が抱える問題を解決す
るため、きめ細かな⽀援をしていく必要があります。（商⼯振興課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 事業承継ネットワークを通じた⽀援ニーズの掘り起こしに継続して取り組むほか、掘り起こし後

の相談体制の強化や後継者不在企業と後継者候補とのマッチング⽀援の拡充に取り組んでいき
ます。（経営⽀援課） 

  
 

■ 今後も、企業が中⼩企業向け県制度融資を利⽤したいタイミングで利⽤できるよう、企業や関係
機関に向けた制度周知を引き続き図っていきます。（商⼯⾦融課） 

  
 

■ BCP の策定に関して中⼩企業が抱える課題を解決するため、業種別モデルプランを活⽤したワー
クショップ形式での策定⽀援や各商⼯団体と連携した専⾨家派遣事業に加えて、希望する企業に
対して専⾨家による実践的な個別相談を⾏う普及・啓発セミナーを県内４地域で新たに開催し、
中⼩企業の BCP 策定を⽀援していきます。（商⼯振興課） 
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５－２  富 を⽀え る地域 産業 の振 興   
(4) 地域を⽀える魅⼒ある商業とサービス産業の振興 

 

  目  標  
   

■ 商 業と サー ビス 産業の 活性 化や 、新 たなサ ービ ス産 業の 創出を促進 しま す。
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

ふじのくに魅⼒ある個店ＷＥＢサイ
ト閲覧回数 

（2016年度） 
23,791回/月 

（2018 年度） 
22,626 回/月 

50,000 回/月 ● 

デザイン相談窓⼝の相談対応件数 （2016年度） 
1,749件 

（2018 年度） 
2,074 件 

（現） 
2,000 件 

（新） 
2,100 件 

◎ 

静岡県ヘルスケア産業振興協議会の
会員数 

（2016年度まで） 
累計224社・団体

（2018 年度まで）
累計238社・団体

累計240社・団体 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  
 
 

魅 ⼒ あ る 個 店 づ く り 推 進 事 業 費  
魅 ⼒ あ る 買 い 物 環 境 づ く り ⽀ 援 事 業 費 助 成
リ ノ ベ ー シ ョ ン 展 開 ⽀ 援 事 業 費  
デ ザ イ ン 産 業 振 興 事 業 費  
ヘ ル ス ケ ア 産 業 振 興 事 業 費  
サ ー ビ ス 産 業 活 性 化 ⽀ 援 事 業 費  
地 域 創 ⽣ 起 業 ⽀ 援 事 業 費 助 成  

 ７
 ９
 ６
13
13
 8
70

 
 
 
 
 
 

再 掲  

合 計       126  
 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 地域を⽀える商業を振興するため、「ふじのくに魅⼒ある個店」の登録制度を推進し、消費者に
向けた登録個店の情報発信や個店同⼠の連携に取り組んでいます。 
今年度より、県観光協会と連携し、表彰受賞店を観光商材としてＰＲしています。（地域産業課）

 
 商業エリアの価値を⾼めるため、エリアの活性化に必要な⼈材を育成するセミナー等を開催し、

市町、まちづくり会社等との連携を強化するとともに、遊休不動産を活⽤したリノベーションに
よるまちづくりの取組を⽀援しています。 
今年度は、⼈材の育成と地域間の連携を強化するため、実践者が取組に対して助⾔するサポー
ト・ミーティングを開催します。（地域産業課） 

 
■ 県内中⼩企業へのデザインの活⽤を促進するため、デザイン研修会等の開催やデザイン相談窓⼝

における技術相談・指導を⾏うとともに、企業とデザイナーのマッチングを実施しています。ま
た、グッドデザインしずおかでは製品や取組を選定し、⼤規模展⽰会へ出展することにより販路
開拓も⽀援しています。 
また、今年度よりグッドデザインしずおかにおいてデザインを学ぶ学⽣等を対象にしたコンテス
トを新たに開始し、デザインの活⽤、デザイナーの活動及びデザイン関連分野への就労を促進す
るための環境を整備し、県内デザイン産業の振興を推進していきます。（地域産業課） 

 
 デザイナーが活動しやすい環境を整備するため、デザイナーバンクの管理・運営やデザイナーに

よる企業⾒学会を実施しています。（地域産業課） 
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■ 健康寿命延伸、介護サービス、健康経営等をテーマにした、ヘルスケアサービスのビジネス化を

促すため、企業による新たな事業モデルの構築、実証を⽀援しています。また、新たにヘルスケ
ア産業に参⼊しようとする事業者に対し、医療、福祉、介護等の専⾨家による相談対応を⾏って
います。（商⼯振興課） 

 
 サービス産業の労働⽣産性向上を⽀援するため、宿泊業、タクシー業及び物流業の⽣産性向上に

係る優良モデルの創出を⽀援しています。また、⼿順書の策定・配布、セミナーや現地⾒学会の
開催により、創出したモデルの業界全体への普及を図っています。（商⼯振興課） 

Check（評価） 
 

■ 「ふじのくに魅⼒ある個店ＷＥＢサイト閲覧回数(活動指標)」は、「魅⼒ある個店の登録件数（参
考指標）」が減少しているため、伸び悩んでいます。市町の商業担当者や商⼯団体を通じて登録
個店募集の周知を⾏っていますが、周知先の固定化により、未登録店への PR が⾏き届かず、新
規登録件数が減っています。そのため、より⼀層の制度周知のほか、WEB サイトの内容を充実
させ、登録件数の増加につなげることが必要です。（地域産業課） 

 
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移 

魅⼒ある個店
登録件数 462 件 464 件 525 件 503 件 484 件   

 
 

■ 「⼤型店、コンビニエンスストアを除いた⼩売業の年間商品販売額（参考指標）」は、2012 年の
調査以降増加しており、「⼩売業(⼩規模事業所)の年間商品販売額(成果指標)」に寄与しています。

 参考指標 2012 年 2014 年 2016 年 2018 年 推移
⼤型店、コンビニエンスストアを
除いた⼩売業の年間商品販売額
（消費者１⼈当たり購⼊額） 

1,075 千円 1,277千円 1,372 千円 2020 年 3 ⽉
公表予定   

 
 

■ 中⼩企業関係者に 2016 年度に策定した「静岡県デザイン産業振興プラン」を広報することでデ
ザインを活⽤しやすい環境を⽬指すとともに、相談窓⼝の利活⽤について積極的に PR した結果、
2017 年度の「デザイン相談窓⼝の相談対応件数(活動指標)」は⼤幅に増加しています。あわせ
て、デザイン研修会等を実施することで、「県内デザイン業務の年間売上⾼（成果指標）」は順調
に推移していますが、中⼩企業からは「デザイナーとの連携⽅法がわからない」との声があるた
め、デザインを活⽤したい中⼩企業と県内デザイナーのマッチングの実施や、学⽣等がデザイン
関連分野で活躍しやすい環境を整備していく必要があります。（地域産業課） 

 
■ 県の補助制度の活⽤などにより、「ヘルスケアサービス事業化件数（成果指標）」は順調に推移し

ています。⾼齢化の進展や健康志向の⾼まりにより、健康寿命延伸のための健康増進や⽣活習慣
病予防に対するニーズは更に増加しているため、引き続き、企業の健康経営の後押し等による“需
要の掘り起こし”と、ニーズに対応したビジネスモデル構築⽀援等による“供給市場の創出”の両⾯
から⽀援していく必要があります。（商⼯振興課） 

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 「ふじのくに魅⼒ある個店」の登録件数の増⼤を図るため、観光協会や⾦融機関等、新たな登録
依頼先を開拓して呼びかけを⾏い、観光商材として観光協会の WEB サイト等での個店紹介や、
⾦融機関が創業・起業⽀援した店舗の登録促進などを通じて、登録店舗の増加を図るとともに、
個店連携の取組事例を掲載するなど、WEB サイトの充実に取り組みます。（地域産業課） 

 
■ デザインの活⽤に対する意識が⾼い中⼩企業と県内デザイナーのマッチングを図り、グッドデザ

インしずおか等によりデザインの重要性やデザイナーのＰＲ機会を増やしていきます。また、デ
ザインを学ぶ学⽣等がデザイン関連分野で活躍しやすい環境を整備するため、学⽣等とデザイン
を活⽤している企業やデザイナーとの交流に取り組んでいきます。（地域産業課） 

 
■ 新たにヘルスケア産業に参⼊しようとする事業者に対し、医療、福祉、介護等の専⾨家による相

談対応ができるようプラットフォーム体制を強化していきます。また、県ヘルスケア産業振興協
議会に設置した海外市場展開研究部会を通じ、介護ビジネスなどで海外展開を⽬指す企業等を⽀
援していきます。（商⼯振興課） 

 
■ 宿泊業、タクシー業における⽣産性向上モデルの創出⽀援で得られた知⾒を活⽤し、引き続き、サ

ービス産業の活性化を⽀援するため、⽣産性向上優良モデルや⼿順書の活⽤について、業界団体等
を通じて普及を進めていきます。（商⼯振興課） 

 

172



 

５－３  農林⽔産業の競争⼒の強化  
 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  農林⽔ 産業 の競 争⼒の 強化   
 （ １） 世界 ⽔準 の農芸 品の ⽣産 ⼒強 化  

（ ２） 森林 資源 の循環 利⽤ によ る林 業の成 ⻑産業化  施策
（ ３） ⽔産 王国 静岡の 持続 的発 展の 推進  

 
 （ ４） 市場 と⽣ 産が結 びつ いた マー ケティ ング戦略 の推 進

 

  目  標  
 

   
■ マ ー ケ ット イ ン の 考 え ⽅ で 市 場 を ⾒ 据 え た ⽣ 産 体 制 を 構 築 し 、⽣ 産 の 拡 ⼤ を

図 りま す。  
  

 
■ 農 林 ⽔ 産業 の 競 争 ⼒ 強 化 、 持 続 的 発 展 に 向 け 、 経 営 基 盤 の 確 ⽴・ 強 化 、 担 い

⼿ の確 保・ 育成 を図り ます 。  
  

 
■ 産 業 の 枠を 越 え た 連 携 に よ り 新 た な 価 値 を 創 造 し 、 農 林 ⽔ 産 業を 軸 と し た 関

連 産業 のビ ジネ ス展開 を促 進し ます 。  
  

 

  成 果 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

農業産出額 （2016 年 ） 
2,266 億 円  

（2018 年 ） 
2,120 億 円  

2,400 億円 

（販売農家１⼾当たり） (753 万円/戸) (757 万円/戸) （953 万円/戸）

基 準 値
以 下  

ＡＯＩプロジェクト事業化件数 ― 
（2018 年 度 ）

1 件  
累計 22 件 

⽬ 標 値
以 上  

⽊材⽣産量 （2016 年 ） 
41.5 万 m3 

（2018 年 ） 
45.3 万 m3 

毎年 
50 万 m3 

Ｂ  

１経営体当たり漁業⽣産額 （2015 年 ） 
981 万 円  

(2018 年 ) 
2020 年 5 月

公 表 予 定  

毎年度 
1,000 万円 

― 

農業⽣産関連事業の年間販売⾦額 （2015 年 度 ）
1,062 億 円  

（2018 年 度 ）
2020 年 6 月

公 表 予 定  

毎年度 
1,100 億円 

― 

 

  活 動 指 標  

施  策  ◎ ○ ● － 合計

（ １） 世界 ⽔準の農芸 品の ⽣産 ⼒強 化  2 4 2 0 8 

（ ２） 森林 資源の循環 利⽤ によ る林 業の成 ⻑産 業化  １  １  2 0 4 

（ ３） ⽔産 王国静岡の 持続 的発 展の 推進  1 4 ０  0 ５  

（ ４）市場と⽣産が結びついたマーケティング戦略の推進 0 2 0 0 2 

合 計 4 11 4 0 19
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  主 な 取 組  
 

■ 市 場を ⾒据 えた ⽣産体 制を 構築 し、⽣産 の拡 ⼤を 図る ため 、担 い⼿ への 農地
集 積、⽔⽥を 利⽤ した露 地野 菜の 導⼊、需要に 応じ た抹 茶・ド リンク 原料 茶
な どの ⽣産 拡⼤ 、Ｇ ＡＰ 認証 の取 得、施設 園芸 拠点 や畜 産の 施設整 備な どを
⽀ 援し てい ます 。  
森 林施 業の 集約 化や林 道等 の路 網整 備、機械 化の 促進 によ る低コスト ⽣産 シ
ス テム の定 着や 、主 伐と 再造 林の 促進 、県 産材 の流 通の 最適 化に取 り組 んで
い ます 。 
地 場⽔ 産物 の新 たな流 通体 制の 構築 や消費 拡⼤ に取 り組 むとともに 、⾼ 度な
衛 ⽣管 理に 配慮 した流 通加 ⼯施 設の 基盤整 備を ⽀援 して います。  
⾸ 都圏 での ニー ズ調査 やテ スト 販売 などを 実施 する とと もに 、⾸都圏 への 情
報 発信 と収 集の 拠点と なる ふじ のく にショ ール ーム の整 備を進めて いま す。

 
 

■ 経 営基 盤の 確⽴・強 化に 向け て、経営 改善 に意 欲あ る農 業者 を伴⾛ ⽀援 する
普 及指 導体 制に よる巡 回⽀ 援を ⾏う ととも に、農業 経営 相談 所におけ る外 部
専 ⾨家 派遣 を実 施して いま す。ま た、新規就 農者 の確 保・育 成に向 けた ⽀援
や 2020 年 4 ⽉ の県 ⽴農 林環 境専 ⾨職 ⼤学の 開学 に向 けた 準備を進め てい ま
す 。  
ビ ジネ ス林 業に 取り組 む経 営体 への 経営改 ⾰の ⽀援 や就 業相談会、各種 研修
の 実施 によ る森 林技術 者の 確保 ・育 成に取 り組 んで いま す。  
漁 業⾼ 等学 園の ＰＲ強 化と とも に定 員を増 員し 、質 の⾼ い少 ⼈数教育 を実 践
し てい ます 。ま た、地域 の中 核で ある 漁業⼠ や漁 業者 の⾃ 主的活動へ の⽀ 援
な どに 取り 組ん でいま す。  

 
 

■ 産 業の 枠を 超え た連携 によ り、農業 を軸 とし た関 連産 業の ビジネス展 開を 推
進 する「AOI プロ ジェ クト 」では 、AOI-PARC を 拠点 とし て、オープ ンイ ノ
ベ ーシ ョン によ る⾰新 的技 術開 発や 、AOI フ ォー ラム を通 じたビジネ スマ ッ
チ ング のほ か、 農業ロ ボッ ト開 発を 進めて いま す。  

 

  評 価 ・ 課 題  
 

 
■ 市 場を ⾒据 えた ⽣産体 制の 構築 につ いては 、野 菜や 畜産 など 、需要の 拡⼤ が

期 待さ れる 品⽬ の⽣産 拡⼤ や、需要 の変 化に 対応 した 茶の ⽣産の構造 転換 に
取 り組 み、マー ケッ トの 需要 に対 応し た⽣産 量の 確保 に努 めましたが 、冬 場
の 野 菜 の 価 格 低 下 や 、 リ ー フ 茶 の 需 要 の 減 少 な ど に よ り 、「 農 業 産 出 額 （ 成
果 指 標 ）」 は 基 準 値 を 下 回 っ て お り 、 引 き 続 き 、 需 要 に 応 じ た ⽣ 産 拡 ⼤ に 向
け た取 組へ の⼀ 層の⽀ 援が 必要 です 。ま た、農業 者に よる 農産 物の 加⼯ や販
売 等の 6 次 産業 化によ る⾼ 付加 価値 化の取 組が 、「 農業 ⽣産 関連事業 の年 間
販 売⾦ 額（ 成果 指標 ）」 の増 加に 寄与 してい ます 。  

  
 主 伐 ・ 再造 林 の 促 進 、 森 林 認 証 林 の 拡 ⼤ 及 び 林 業 経 営 体 の 労 働⽣ 産 性 向 上 や

⽣ 産体 制強 化な どによ り、「⽊ 材⽣ 産量（成 果指 標）」は 増加してきま した が、
2018 年 は、台 ⾵の 影響 等に より 伸び 悩みが ⾒ら れま した 。また、今 後 、⼈ ⼝
や 世 帯 数の 減 少 に よ り 住 宅 市 場 の 縮 ⼩ が ⾒ 込 ま れ て い る こ と から 、 住 宅 分 野
の 県 産 材製 品 の シ ェ ア を ⾼ め る と と も に 、 ⾮ 住 宅 分 野 の 需 要 を拡 ⼤ す る 必 要
が あり ます 。  

  
 ⽣ 産・流通 、消 費の 好循 環を 創出 する 地域と ⼀体 とな った 地場流通体 制の 構

築 や、 ⽔産 物の ⾼付加 価値 化な どの 取組が 、「 １経 営体 当た り漁業⽣ 産額  

(成 果 指 標)」の 増 加に寄 与 し てい ま すが 、本 県 沿 岸漁 業 の⽣ 産額に 占 める 割
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合 が⾼ い、シ ラス 、サク ラエ ビ、キンメ ダイの 不漁 によ り⽣ 産額が ⼤き く減
少 して いる こと から、 より 効果 的な 資源管 理対 策を 推進 します。  

   
   
■ 経 営基 盤の 確⽴・強化 、担 い⼿ の確 保・ 育成 につ いて は、農業経営体 の法 ⼈

化 や規 模拡 ⼤に 向けた ⽀援 や、林業 ⽣産 現場 の効 率化 の促 進、漁業 ⾼等 学園
の ⼊学 者増 など により 着実 に進 んで います が、農林 ⽔産 業の 競争⼒強 化に 向
け 、よ り⼀ 層の 推進が 必要 です 。  

 
   
■ AOI フ ォーラ ムを 通じ たビ ジネ スマ ッチン グの 推進 が、「AOI プロジ ェク ト

事 業化 件数（成 果指 標）」の 増加 に寄 与し 、2018 年度 には プロ ジェ クト 初の
成 果を 創出 しま した 。引 き続 き、各コ ンソ ーシ アム が取 り組 む研究 開発 の早
期 の事 業化 を図 る必要 があ りま す。  

 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ マ ーケ ット の需 要に対 応し た農 業⽣ 産の拡 ⼤に 向け て 、⾸ 都圏でのニ ーズ 調

査 やテ スト 販売 などの 結果 を踏 まえ 、ニーズ に対 応し た農 林⽔産物の ⽣産 拡
⼤ を⽀ 援す ると ともに 、⾸都 圏等 の新たな マー ケッ トの 販路拡 ⼤、⾸ 都圏 に
お ける マー ケテ ィング 拠点 の整 備を 進めま す。  
オ リン ピッ ク ・パラリ ンピ ック 後の ⽊材利 ⽤の 動向 を⾒ 据えて 策定 する「 静
岡 県産 材製 品需 要拡⼤ 戦略 」に基 づき 住宅分 野に 加え ⾮住 宅分野をタ ーゲ ッ
ト に、 供給 体制 の強化 と販 路開 拓の ⽀援に ⼀体 的に 取り 組みます。  
シ ラス やサ クラ エビ、キ ンメ ダイ 、シ ラスウ ナギ など の効 果的な資源 管理 対
策 の確 ⽴や マダ イ・ヒ ラメ の稚 ⿂の 放流、調 査船 等で 取得した ビッ グデ ータ
や マ リ ン バ イ オ 技 術 を 活 ⽤ し た ⾰ 新 的 技 術 等 に よ り 海 洋 資 源 の 管 理 や 増 殖
等 を推 進し ます 。  

   
   
■ 農 業経 営の 法⼈ 化等を ⽀援 する とと もに 、農 地中 間管 理機 構と連携し て、県

内 で新 規就 農者 が農地 を確 保し やす くする 取組 を進 め、担い ⼿の確保・育 成
を 図り ます 。また 、県⽴ 農林 環境 専⾨ 職⼤学 の円 滑な 運営 に努めると とも に、
引 き続 き校 舎等 の施設 整備 を進 めて いきま す。  

  
 
 さ らに 、林 業経 営体 の経 営改 ⾰や 森林 技術者 の確 保・育成 によ るビ ジネ ス林

業 の定 着、 即戦 ⼒とな る新 規漁 業就 業者の 確保 ・育 成に 取り組みま す。  
 

   
■ AOI-PARC の 拠点 機能 やプ ロジ ェク トの成 果等 の情 報を 発信し、AOI フォ ー

ラ ム参 画者 を増 加させ るほ か、拠点 機能 の更 なる 強化 や AOI 機構のコ ーデ ィ
ネ ート 活動 の充 実、農 業⽣ 産現 場と の連携 を図 りま す。  
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５－３  農 林⽔産 業の競 争⼒ の強 化   
(1) 世界⽔準の農芸品の⽣産⼒強化 

 

  目  標  
   
■ マ ーケ ット イン の考え ⽅で 市場 を⾒ 据えた ⽣産 体制 を構 築し 、⽣産の 拡⼤ を

図 りま す。  
  

 
■ 農 業の 競争 ⼒強 化、持 続的 発展 に向 け、経 営基 盤の 確⽴・強化 、担 い⼿ の確

保 ・育 成を 図り ます。  
  

 
■ 産 業の 枠を 越え た連携 によ り新 たな 価値を 創造 し、農業 を軸 とした関 連産 業

の ビジ ネス 展開 を促進 しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

ＡＯＩフォーラム参画会員数 （2017 年度） 
118 会員 

（2018 年度） 
170 会員 

200 会員 ◎ 

農地中間管理機構を活⽤した農地集
積⾯積 

（2016 年度まで）
累計 860ha 

（2018 年度まで）

累計 2,579ha 
累計 6,660ha ○ 

⽔⽥を活⽤した実証事業による新た
な野菜栽培取組件数 － 

（2018 年度） 
3 件 

累計 12 件 ○ 

畜産クラスター事業等による⽣産施
設整備件数 

（2017 年度まで）
累計 4 件 

（2018 年度まで）

累計 12 件 
累計 23 件 ◎ 

ＧＡＰ認証取得農場数 （2016 年度） 
3,207 農場 

（2018 年度） 

2,947 農場 
4,500 農場 ● 

農業法⼈数 （2016 年度） 
788 法人 

（2018 年度） 

821 法人 
1,000 法人 ● 

⾼収益・低コスト化を可能とする農地
基盤整備⾯積 

（2016 年度まで）
累計 2,443ha 

（2018 年度まで）
累計 2,863ha 

累計 3,700ha ○ 

基幹農業⽔利施設更新整備数 (2017 年度) 
2 施設 

（2018 年度まで）
累計 13 施設 

累計 40 施設 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  201９ 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  先 端 農 業 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 事 業 費  
農 地 中 間 管 理 機 構 体 制 整 備 費  
産 地 パ ワ ー ア ッ プ 事 業 費 助 成  
畜 産 競 争 ⼒ 強 化 対 策 整 備 事 業 費 助 成  
茶 産 地 構 造 改 ⾰ 事 業 費 助 成  
農 業 コ ン サ ル テ ィ ン グ 推 進 事 業 費  
GAP 推 進 事 業 費 助 成  
農 芸 品 供 給 拡 ⼤ 緊 急 対 策 事 業 費  
県 営 基 幹 農 業 ⽤ ⽔ 利 施 設 機 能 保 全 向 上 対 策 事
業 費   
農 業 地 域 ⽣ 産 ⼒ 強 化 整 備 事 業 費       

ほ か

316
189
436

6,742
77
23
83

131
1,906

2,857

再 掲  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合 計  14,685  
 

 

 

176



  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ AOI-PARC に学術・研究機関や研究開発型事業者等を集積し、オープンイノベーションによる⾰
新的技術開発や、AOI フォーラムを通じたビジネスマッチングを推進するとともに、農業ロボッ
トの開発を進めています。 
今年度は、農林技術研究所において、環境や⽣育等のデータを収集・解析し、栽培環境を最適に
制御する新たな栽培管理⼿法の開発に取り組みます。（農業戦略課） 

  
 

■ 担い⼿への農地集積・集約化のため、重点実施区域を設定し、地域の話し合いを進めながら、農
地中間管理機構による農地の借受けと担い⼿への貸付けを⾏っています。 

今年度は、規模拡⼤意欲の強い農業経営体への⽀援等のため、農地情報の⾒える化や地域の相談
体制の整備等に取り組みます。(農業ビジネス課) 

  
 

■ 露地野菜では、加⼯・業務需要に対応したキャベツ等の省⼒・機械化技術の実証試験を⾏ってい
ます。また、施設野菜では、施設の新設や環境制御技術の導⼊等の⽀援を⾏っています。 

今年度は、産地の収益⼒強化や合理化を図る等、地域における課題解決に必要な施設や機械のリ
ース等を⽀援します(農芸振興課、農業戦略課) 

    
■ 中⼭間地では、付加価値の⾼い輸出向けの有機抹茶、平坦地では、⽣産性の向上や低コスト化を

図りドリンク原料茶など、需要に応じた茶の⽣産拡⼤を⽀援しています。 

今年度は、農業者や⺠間企業等でコンソーシアムを結成し、茶園管理や⽣産体制にスマート農業
を導⼊し、省⼒化や販売額の拡⼤効果を確認します。(お茶振興課、農業戦略課) 

  
 

■ ⽣産者の規模拡⼤や⽣産性向上の取組を促進するため、地域の畜産関係者により組織する畜産ク
ラスター協議会の設⽴や活動を⽀援するとともに、⼤規模畜産企業の誘致を推進しています。 
今年度は、畜産競争⼒強化を図るため、畜産経営における省⼒化対策及び臭気対策に必要な設備
等の導⼊を⽀援します。（畜産振興課） 

  
 
 

■ ＪＡとの意⾒交換会やＧＡＰ研修会を開催し、ＧＡＰの周知に取り組むとともに、普及指導員等
の指導者養成研修会を開催し、指導体制の強化を図ります。併せて、ＧＡＰ認証取得希望者に対
する取得費⽤等の補助により、認証取得を促進しています。（地域農業課、畜産振興課） 

  
 

■ しいたけ⽣産者に対する原⽊などの⽣産資材の購⼊⽀援による⽣産基盤の強化、しいたけ⽣産に
おけるしずおか農林⽔産物認証の取得⽀援を⾏っています。（林業振興課） 

  
 

■ ビジネス経営体等の経営発展を促進するため、農林事務所に配置した、経営体⽀援を専⾨で⾏う
普及指導員と農業経営相談所が連携し、農業者の個別巡回や経営の法⼈化⽀援などのコンサルテ
ィング活動を強化しています。（農業戦略課） 

    
■ 新規就農者の確保・育成に向け、実践研修や資⾦融資のほか、就農後の巡回指導や経営セミナー

等による資質向上など、きめ細かな⽀援を⾏っています。また、2020 年 4 ⽉の県⽴農林環境専
⾨職⼤学開学に向けて準備を進めています。今年度は、農業への理解向上と将来の就農者の増加
につなげるため、⼦どもとその家族等が多様な農業体験ができる機会を創出します。（農業ビジ
ネス課） 

  
 

■ 農業競争⼒強化を⽬指す産地や⽣産条件の不利な中⼭間地域を対象に、農地の区画整理や農道・
⽤排⽔施設等の基盤整備を実施しています。（農地計画課、農地整備課、農地保全課） 

  
Check（評価） 

 
■ 茶を中⼼に、⾼齢化や価格の低下による経営悪化から認証団体を脱会する⽣産者が多く、「ＧＡ

Ｐ認証取得農場数（活動指標）｣、は伸び悩んでいますが、新たに多くの団体や個⼈農場がＧＡ
Ｐ認証を取得したことから、「GAP 認証取得件数（参考指標）」は増加しています。今後は、産地
単位での認証取得の推進が必要です。（地域農業課、畜産振興課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

ＧＡＰ認証取得件数 93 件 142 件 165 件 192 件 212 件   
 

  
 

■ 「農業法⼈数（活動指標）」は、新たな法⼈設⽴による増加の⼀⽅、農産物価格の低迷や気象災
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害の影響を受け、廃業や撤退による減少により 821 法⼈に留まり、経営の安定化やビジネス経営
体への成⻑に向けた⽀援が必要です。 
新規就農者数は 300 ⼈を下回ったものの、「農業分野の外国⼈労働者数（参考指標）」が拡⼤して
おり、引き続き多様な担い⼿の確保・育成を⽀援していく必要があります。（農業戦略課、農業
ビジネス課） 

  
 

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
農林業分野の外国⼈
労働者数 221 ⼈ 254 ⼈ 295 ⼈ 366 ⼈ 475 ⼈   
   

 
■ 「⽔⽥を活⽤した実証事業による新たな野菜栽培取組件数（活動指標）」や、「畜産クラスター事

業等による⽣産施設整備件数（活動指標）」や、「⾼度環境制御を導⼊した園芸施設整備⾯積（参
考指標）」は増加しているものの、冬場の温暖な天候により野菜の⽣育が良好だったことによる
価格の低下や、リーフ茶の需要減少などが要因で、「農業産出額（成果指標）」は減少し、基準値
を下回っており、マーケットの需要に対応した⽣産体制への構造転換や新たな需要の創出、経営
規模の拡⼤等、⽣産拡⼤に向けた取組を引き続き⽀援する必要があります。（農業戦略課、お茶
振興課、農芸振興課、畜産振興課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
⾼度環境制御を導⼊し
た園芸施設整備⾯積 

25ha 27ha 27ha 28ha 32ha   
   

  
 

■ 「AOI フォーラム参画会員数（活動指標）」は、AOI-PARC の拠点機能やプロジェクトの成果を
発信したことにより増加しており、ビジネスマッチングの取組が「AOI プロジェクトの研究開発
件数（参考指標）」の上昇につながり、2019 年度以降を予定していた「AOI プロジェクト事業化
件数（成果指標）｣の早期創出に寄与しています。（農業戦略課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
AOI プロジェクト
の研究開発件数 － － － ９件 20 件   

 
  
 

■ 

農地中間管理事業の制度の周知が進んだことにより、「農地中間管理機構を活⽤した農地集積⾯
積（活動指標）」は増加していますが、条件不利地では、集積に向けた話し合いや担い⼿の借り
受けが進まないため、今後は、話し合いの活性化や耕作条件の改善に取り組む必要があります。
（農業ビジネス課、農地計画課、農地整備課） 

  
 

■ 「畜産クラスター事業等による⽣産施設整備件（活動指標）」は、順調に推移していますが、養
豚では、１⼾当たりの飼養規模（2018 年）が全国⽐約 50％と⼤規模農家の⽐率が低いため、経
営規模の拡⼤を図る必要があります。（畜産振興課） 

  
 

■ 2019 年 10 ⽉に、本県で死亡野⽣イノシシからＣＳＦ（豚熱）陽性事例が確認されたことから、
これまで実施してきた⾼病原性⿃インフルエンザに加え、ＣＳＦについても発⽣に備えた防疫体
制をさらに強化する必要があります。（畜産振興課） 

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

県防疫演習の実施 8 件 14 件 12 件 15 件 25 件   
 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 露地野菜の⽣産における機械化の促進、施設園芸拠点の整備と⾼度環境制御技術の導⼊、畜産ク

ラスター事業等による⽣産施設整備、茶産地の⽣産構造転換などを進めることで、マーケットの
需要に対応した⽣産量の確保や経営規模の拡⼤等の取組を引き続き⽀援するとともに、各活動指
標を順調に推移させることで、本県における農業産出額の向上に向けた取組を着実に推進しま
す。（農業戦略課） 

   
■ GAP の周知や研修会の開催、指導者養成、認証取得に係る費⽤の⽀援や、産地単位などでの団体

認証を重点的に推進し、取得に必要な情報を共有し、効率化することで、GAP 認証取得農場数の
加速的な拡⼤につなげます。また、てん茶やドリンク原料茶の⽣産に必要な機械・施設の整備や、
流通で求められる GAP 等の認証取得を⽀援します。（地域農業課、畜産振興課、お茶振興課） 
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■ 地域農業の将来のあり⽅を⽰す「⼈・農地プラン」の作成に取り組むほか、茶の乗⽤型管理機の

導⼊に必要となる園地改良への⽀援や、平坦化、区画拡⼤に向けた基盤整備事業を積極的に推進
し、⾼収益・低コスト化が図られる茶園を増やし、農地集積につなげます。（農業ビジネス課、
農地計画課、農地整備課） 
また、新規の農業法⼈を増やすため、農林事務所における法⼈化セミナーや専⾨家派遣により、
個⼈農業者の法⼈化や、⼀般企業の農業参⼊を⽀援します。また、法⼈化後の廃業や撤退を減ら
すため、普及指導員や農業経営相談所によるコンサルティングを通じて、経営⼒向上や⼈材育成
を⽀援します。さらに、ビジネス経営体への発展に向けて、農地集積や施設などの環境整備の⽀
援、労働⼒確保対策に取り組みます。（農業戦略課、農業ビジネス課） 
あわせて、農地中間管理機構と連携した、新規就農者が農地を確保できる仕組みの先⾏事例を、
県内へ拡⼤するとともに、JA や⼤規模農業法⼈による新規就農者の研修受⼊や、多様な⼈材の活
⽤を働き掛けます。また、農業者の経営安定を図るため、気象災害時に受けられる⽀援や農業保
険について、関係機関と連携して情報提供します。（農業ビジネス課） 
県⽴農林環境専⾨職⼤学の円滑な運営に努めるとともに、引き続き校舎等の施設整備を進めてい
きます。（農業ビジネス課） 

   
■ マーケットの需要に対応した農芸品の⽣産拡⼤のため、⽔⽥を活⽤したレタス等の機械化体系の

確⽴や施設園芸拠点の整備、⾼度環境制御の導⼊や、畜産クラスター事業等による⽣産施設整備
を進め、畜産経営の規模拡⼤の加速化に取り組みます。（農芸振興課、畜産振興課） 

  
 

■ AOI-PARCの拠点機能やプロジェクトの成果を発信し、AOIフォーラム参画者を増加させるほか、
拠点機能の強化、AOI 機構のコーディネート活動の充実や農業⽣産現場との連携などにより、各
コンソーシアムが取り組む研究開発の更なる増加と早期の事業化を図ります。（農業戦略課） 

  
 

■ ＣＳＦ等の家畜防疫の徹底や臭気対策を⽀援し、畜産経営の安定化と⽣産拡⼤を図ります。（畜
産振興課） 
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５－３  農 林⽔産 業の競 争⼒ の強 化   
(2) 森林資源の循環利⽤による林業の成⻑産業化 

 

  目  標  
   
■ マ ー ケ ット イ ン の 考 え ⽅ で 市 場 を ⾒ 据 え た ⽣ 産 体 制 を 構 築 し 、⽣ 産 の 拡 ⼤ を

図 りま す。  
  

 
■ 農 林 ⽔ 産業 の 競 争 ⼒ 強 化 、 持 続 的 発 展 に 向 け 、 経 営 基 盤 の 確 ⽴・ 強 化 、 担 い

⼿ の確 保・ 育成 を図り ます 。  
  

 
■ 産 業 の 枠を 越 え た 連 携 に よ り 新 た な 価 値 を 創 造 し 、 農 林 ⽔ 産 業を 軸 と し た 関

連 産業 のビ ジネ ス展開 を促 進し ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

⽊材⽣産の労働⽣産性 （2016 年 度 ） 
3.8m3/人 日  

(2018 年度) 
3.9m3/人 日  

5.6m3/人 日  ● 

再造林⾯積 （2016 年 度 ） 
88ha 

(2018 年度) 
157ha 

500ha ● 

世界基準の認証取得森林⾯積 （2016 年度） 

58,285ha 

（2018 年度） 
66,798ha 

70,000ha ◎ 

公共部⾨の県産材利⽤量 （2016 年 度 ） 
20,641m3 

（2018 年度） 
21,765m3 

毎 年 度  
21,000m3 

○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  森 林 認 証 取 得 促 進 事 業 費  
低 コ ス ト 主 伐 ・ 再 造 林 促 進 事 業 費  
ビ ジ ネ ス 林 業 等 担 い ⼿ 確 保 育 成 事 業 費  
森 林 を 守 り 育 て る ⼈ づ く り 事 業 費 助 成  
住 ん で よ し ず お か の ⽊ の 家 推 進 事 業 費 助 成
林 業 を ⽀ え る 元 気 な 担 い ⼿ ⽀ 援 事 業 費  
県 産 材 販 路 拡 ⼤ 事 業 費  
次 世 代 林 業 基 盤 づ く り 交 付 ⾦ 事 業 費  
森 林 認 証 材 販 路 拡 ⼤ 事 業 費  
造 林 事 業 費             
                 な ど

2
108

79
17

200
12
15

296
1

899

 

合 計  2,593  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
■ 県産材の安定供給体制の確⽴と林齢構成の平準化による森林資源の循環利⽤のため、施業の集約

化や路網の整備、機械化の促進などにより、利⽤間伐における低コスト⽣産システムの定着と、
⼀貫作業システムやコンテナ苗などの新技術を活⽤して⽣産性・収益性を⾼める「主伐・再造林」
の促進、県産材の流通の最適化に取り組んでいます。（森林計画課、林業振興課、森林整備課） 

  
 

■ 森林認証材の安定供給を図るため、持続可能な森林経営に基づく世界基準の認証林の拡⼤と認証
材の供給体制の整備に取り組んでいます。(森林計画課) 

  
 

■ 新規就業者数を雇⽤する経営体と就業希望者とのマッチング（就業相談会）、森林技術者研修や
指導者養成研修等による森林技術者の育成、ビジネス林業に取り組む経営体の経営改⾰などへの
⽀援に取り組んでいます。（林業振興課） 

  
 

■ 県産材製品の需要拡⼤を図るため、公共部⾨における率先利⽤、品質の確かな県産材製品を使⽤
する住宅への助成、東京 2020 オリンピック・パラリンピック選⼿村ビレッジプラザ整備協⼒を
通じた森林認証材の品質と供給⼒のＰＲに加え、今年度は、東京圏及び県内の建築物に使⽤され
ている⽊材製品の需要動向を調査・分析し、供給体制強化と販路開拓に向けた「静岡県産材製品
需要拡⼤戦略」を策定します。（林業振興課） 
 

Check（評価） 
  ■ 「⽊材⽣産の労働⽣産性（活動指標）」は、横ばいとなり、これまでの利⽤間伐を中⼼に進めて

きた⽊材⽣産では向上させることは困難であると考えられることから、⾼い労働⽣産性が⾒込め
る主伐を促進する必要があります。また、｢再造林⾯積（活動指標）｣は、森林所有者の主伐と再
造林への必要性は理解されていますが、採算性やシカ等への不安があることから計画どおりに増
加していません。さらに、2018 年は台⾵の影響等もあり「⽊材⽣産量（成果指標）」は伸び悩み
が⾒られました。更なる⽊材の増産のため、「低コスト主伐・再造林」の実証林での効果を普及・
検証し、主伐と再造林を促進します。(森林計画課、森林整備課) 

  
 

■ ビジネス林業に取り組む経営体への経営改⾰などを⽀援してきましたが、県内の平均有効求⼈倍
率の上昇に伴い「林業への新規就業者（参考指標）」の確保が厳しい状況のため、担い⼿の確保・
育成と労働⽣産性の向上に取り組む必要があります。（林業振興課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移 
林業への新規就業者 73 ⼈ 83 ⼈ 65 ⼈ 81 ⼈ 67 ⼈ → 

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ ⽊材⽣産の労働⽣産性向上と再造林⾯積の増加を図るため、⼀貫作業やエリートツリーのコンテ
ナ苗などの新技術を活かした低コスト主伐・再造林システムの構築と獣害対策に係る経費の削減
を図るとともに、⾼性能林業機械の導⼊促進、中間⼟場の整備⽀援に取り組みます。また、ＩＣ
Ｔを活⽤した丸太の需要と供給の情報のマッチングによる県産材の流通の最適化や、⼈材の確
保・育成、林業経営体の⼀層の経営改⾰に取り組んでいきます。（森林計画課、林業振興課、森
林整備課） 

  
 

■ 既存の認証林を核として、周辺森林の認証取得を促進するため、静岡県森林認証推進協議会を通
じて県内全域にできた認証管理団体等の主体的な活動を⽀援していきます。また、認証林からの
⽊材の増産に取り組み、森林認証材の供給体制を整えます。（森林計画課） 

  
 

■ 林業の持続的発展に向けて、新規就業者の確保に努めるとともに、⽊材⽣産を担う森林技術者の
育成、林業経営体の経営改⾰を⼀層進め、労働⽣産性の向上に取り組みます。（林業振興課） 

  
 

■ 県産材製品の需要拡⼤に向けて、公共部⾨では、市町の建築物における県産利⽤を促進します。
また、⺠間部⾨では、オリンピック・パラリンピック後の需要動向を⾒据えて策定する「静岡県
産材製品需要拡⼤戦略」に基づき、県産材の利⽤が⾒込まれる⾮住宅分野をターゲットに、⽣産
性向上やＪＡＳ認証取得等の供給体制強化、マーケティングで明らかになった売込先への販路開
拓の⽀援に取り組みます。（林業振興課） 
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５－３  農 林⽔産 業の競 争⼒ の強 化   
(3) ⽔産王国静岡の持続的発展の推進 

 

  目  標  
   
■ マ ー ケ ット イ ン の 考 え ⽅ で 市 場 を ⾒ 据 え た ⽣ 産 体 制 を 構 築 し 、⽣ 産 の 拡 ⼤ を

図 りま す。  
  

 
■ 農 林 ⽔ 産業 の 競 争 ⼒ 強 化 、 持 続 的 発 展 に 向 け 、 経 営 基 盤 の 確 ⽴・ 強 化 、 担 い

⼿ の確 保・ 育成 を図り ます 。  
  

 
■ 産 業 の 枠を 越 え た 連 携 に よ り 新 た な 価 値 を 創 造 し 、 農 林 ⽔ 産 業を 軸 と し た 関

連 産業 のビ ジネ ス展開 を促 進し ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

⽔産物の新たな流通体制構築・⾼付加
価値化取組件数 

（2017年度） 
5件 

(2019 年度) 
8 件 

毎年度 5 件 ◎ 

漁協直営⾷堂集客者数 （2016年） 
48万人 

(2018 年) 
51 万人 

55 万人 ○ 

⽔産物の効果的な資源管理に向けた
新たな取組件数 

（2016年度） 
3件 

(2018 年度) 
3 件 

毎年度 3 件 ○ 

マダイ・ヒラメ放流尾数 
（2013～2016年度平均） 

マダイ 61.7万尾 
ヒラメ 25.3万尾 

(2019 年度) 
ﾏﾀﾞｲ 111.2 万尾
ﾋﾗﾒ   23.4 万尾

マダイ 105 万尾
ヒラメ  32 万尾

○ 

漁業⾼等学園卒業後の漁業就業者数 （2016年度） 
15人 

(2018 年度) 
16 人 

毎年度 15 人 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  ⽔ 産 イ ノ ベ ー シ ョ ン 対 策 ⽀ 援 推 進 事 業 費 助
成  
新 た な 流 通 体 制 の 構 築 に よ る ⽔ 産 物 の 魅 ⼒
向 上 事 業 費  
⽔ 産 業 振 興 総 合 推 進 費  
⽔ 産 業 活 性 化 総 合 対 策 事 業 費 助 成  
⿂ 介 類 種 苗 ⽣ 産 施 設 運 営 費  
⽔ 産 業 共 同 施 設 整 備 費 助 成  
⽔ 産 業 担 い ⼿ 育 成 推 進 事 業 費  
漁 業 ⾼ 等 学 園 管 理 運 営 費  
資 源 管 理 ・ 漁 業 経 営 安 定 事 業 費 助 成  
沿 岸 漁 業 改 善 資 ⾦ 貸 付 ⾦  
                 な ど

50

10

60
11

208
50

4
35

7
65

 

合 計   775  
 

 

 

 

 

182



 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 地場⽔産物の新たな流通体制の構築に向け、沼津地区４漁協連携による地域分業体制等に取り組
むとともに、地元⾼級ホテルへの⼀次加⼯流通、ＩＴを活⽤した⽔産物流通等の実証実験に取り
組んでいます。消費拡⼤に向けては、漁協漁港⾷堂マップ作成やキャンペーン、⺠間企業と連携
したＰＲ強化に取り組んでいます。また、衛⽣管理型の荷捌き施設等の設備や HACCP 対応の衛
⽣管理⽀援等、経営基盤の強化に取り組んでいます。さらに、今年度は、⽔産振興、資源管理、
⼈材確保の各分野における漁業者等の新たなアイデア等を実現させるための業界横断型総合的
相談体制の整備やスタートアップ・マッチング⽀援を⾏います。（⽔産振興課） 

 
■ ⽔産資源の適切な管理を図るため、シラスウナギの流通の透明化に向けた密漁取締りの実施、ク

ロマグロのＴＡＣ（漁獲可能量）制度の円滑な導⼊等に向けた漁業者等への⽀援に取り組んでい
ます。温⽔利⽤研究センターでは、マダイ・ヒラメの種苗⽣産の強化を図るとともに、今後の⽅
向性等について専⾨家を交えた検討を⾏っています。また⽔産・海洋技術研究所では、⾼精度海
況図の提供や、ＩＣＴによる⿂探データ等のビッグデータの有効活⽤に向け、システムの構築等
に取り組んでいます。(⽔産資源課、⽔産振興課) 

近年、特に深刻な不漁に陥っているサクラエビについては、漁業者、加⼯業者、学識者による情
報連絡会を設置して、業界全体の情報共有を図るとともに、資源量把握の精緻化に向けた取組を
進めています。(⽔産資源課) 

 
■ 新規漁業就業者の育成・確保に向け、漁業⾼等学園のＰＲ強化や⼊学者数を 1.5 倍の 30 ⼈に増

員するとともに、スクールカウンセラーを導⼊する等、質の⾼い少⼈数教育を実践するとともに、
漁撈カラープロッタ等の実習⽤機器等の更新を⾏い教育環境の整備・充実を図ります。また、地
域の中核である漁業⼠を中⼼とした⽔産教室や各種イベント等の漁業者の⾃主的活動への⽀援、
県域の漁業団体と連携した漁協の経営改善、直⾯する課題に対する専⾨家派遣による⽀援に取り
組んでいます。（⽔産振興課） 

Check（評価） 
 

■ 「⽔産物の新たな流通体制構築・⾼付加価値化取組件数（活動指標）」は、⽣産・流通段階とも
に計画を上回る取組が展開しています。また、「漁協漁港⾷堂キャンペーン」などを県内全域に
拡⼤し、マップの作成・配布、スタンプラリーなどを通した積極的なＰＲにより、「漁協直営⾷
堂集客者数（活動指標）」も順調に推移し、これらの取組が県産⽔産物の消費拡⼤や「１経営体
当たり漁業⽣産額（成果指標）」の増加に寄与しています。(⽔産振興課) 

 
■ クロマグロ型数量管理制度が昨年 7 ⽉から導⼊されたことに伴い、本県の資源管理制度を新たに

整備したことなどから、「⽔産物の効果的な資源管理に向けた新たな取組件数（活動指標）」は⽬
標を達成しており、効果的な資源管理につながっています。他⽅、サクラエビの不漁に代表され
るように、多くの沿岸⿂種の⽔揚げが減少していることから、より効果的な資源管理対策の研究
や実施が必要です。(⽔産資源課、⽔産振興課) 

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 本年度から新たに導⼊した業界横断型総合的相談体制の整備やスタートアップ・マッチング⽀援
を⾏う事業の効果的な実施により、⽔産業界全体の更なる活性化を図ります。（⽔産振興課） 

 
■ 地場流通体制構築モデル事業を通じ､⽣産･流通段階の新たな取組の定着と課題の解決に向けた

取組を今後も継続していくとともに､事業で得られた成果を他地域へ普及します｡(⽔産振興課) 
 

■ 漁協直営⾷堂への誘客の更なる増加に向けて、観光・⾷育イベントや企業との連携を強化します。
また、各地の⽔産物直売所のＰＲや各地で年間 40 件程開催されている漁港市場祭りや、⽔族館
や漁協のダイビング施設等と連携したＰＲを⾏います。 (⽔産振興課) 

 
■ 浜プランや広域浜プランに基づく整備の⽀援を⾏っていくとともに、近年⼤きな被害が頻発して

いる災害対策も強化していきます。 (⽔産振興課) 
 

■ サクラエビやキンメダイ、アサリ、シラスウナギなど本県を代表する多くの⿂種で資源状況が厳
しい状態が続いていることから、資源管理に向けたこれまでの取組を継続するとともに、サクラ
エビについて⽔深別に卵や幼⽣の数を把握する調査を新たに実施するなど、より精密な資源量の
評価を⾏うための取組を推進します。(⽔産資源課) 
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■ ⽼朽化が著しい調査船駿河丸については、2020 年度の代船建造に向けた設計を⾏います。また、

より効果的な資源管理・資源増殖に向け、調査船による精密な観測データや⿂探データなどのビ
ッグデータを活⽤した⾰新的資源管理研究、マリンバイオ技術を活⽤した⾰新的増殖可能性研究
等を推進します。(⽔産資源課、⽔産振興課) 

 
■ 漁業⾼等学園を核とした質の⾼い新規就業者の更なる確保に向け、⼊学者数の継続的な確保や中

途退学者の減少、海技⼠資格取得者の増加を⽬指した卒業後のフォローアップの充実等の対策を
実施します。(⽔産振興課) 

 
■ 漁業⼠の認定に加え、漁業⼠の活動がより効果的に地域の漁業振興につながるよう、その活動の

充実化を推進します。 (⽔産振興課) 
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５－３  農 林⽔産 業の競 争⼒ の強 化   
(4) 市場と⽣産が結びついたマーケティング戦略の推進 

 

  目  標  
   
■ マ ーケ ット イン の考え ⽅で 市場 を⾒ 据えた ⽣産 体制 を構 築し 、⽣産の 拡⼤ を

図 りま す。  
  

 
■ 産 業の 枠を 越え た連携 によ り新 たな 価値を 創造 し、農林 ⽔産 業を軸と した 関

連 産業 のビ ジネ ス展開 を促 進し ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

⾸都圏における富⼠⼭しずおかマル
シェでの県産品販売額 

（2016 年度） 
800 万円 

(2018 年度) 
2,705 万円 

5,000 万円 ○ 

６次産業化等新規取組件数 （2013～2016 年度）
累計 608 件 

(2018 年度) 
167 件 

(2018～2021 年度)
累計 640 件 

○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  201９ 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  
 
 
 

県 産 品 国 内 販 路 開 拓 ⽀ 援 事 業 費  
農 芸 品 供 給 拡 ⼤ 緊 急 対 策 事 業 費  
⾸ 都 圏 ア ン テ ナ シ ョ ッ プ 開 設 準 備 事 業 費  
６ 次 産 業 化 推 進 事 業 費   な ど  

19
131

3
135

再 掲  
再 掲  

 
 

合 計    288  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ タ ーゲットを明確にした国内・県内戦略に基づき、⾸都圏のニーズ調査やテスト販売などを実施
しています。また、ニーズの⾼い県産品の供給拡⼤につなげる取組を進めるとともに、県産品の
認知度向上や消費拡⼤、農産物直売所モデル事業の⽀援、⽔産物の新たな流通体制の構築などに
取り組んでいます。さらに、県産⽊材の販路拡⼤を図るため、東京 2020 オリンピック・パラリ
ンピック選⼿村ビレッジプラザ整備協⼒を通じた世界基準の森林認証材の品質と供給⼒のＰＲ
を⾏っています。 
今年度は、県産⽊材製品の⾸都圏展⽰会の出展⽀援を⾏うとともに、東京圏及び県内の建築物に
使⽤されている⽊材製品の需要動向を調査・分析し、供給体制強化と販路開拓に向けた「静岡県
産材製品需要拡⼤戦略」を策定します。（マーケティング課、農業戦略課、農芸振興課、お茶振
興課、地域農業課、畜産振興課、林業振興課、⽔産振興課） 

  
 

■ ⾸都圏の情報発信と収集の拠点となる「（仮称）ふじのくにショールーム」の整備を進めるとと
もに、国内外への販路拡⼤・供給量確保や県産農林⽔産物等の品質保護のため、国内販売や輸出
の取引条件になりつつあるＧＡＰ認証の取得⽀援や、６次産業化サポートセンターの機能強化や
異業種マッチングによる農⽔商⼯連携の促進、ニーズに対応した新品種の開発、機能性表⽰の届
出や地域ブランドを守るための地理的表⽰の登録に向けた県内産地の取組⽀援、無断栽培等を防
⽌するための海外における品種登録の強化を⾏っています。 
今年度は、⾸都圏の需要に対応した農芸品の供給⼒拡⼤に向け、産地⾃らが⾏うマーケティング
活動を⽀援していきます。（マーケティング課、農業戦略課、地域農業課、農芸振興課） 
 

Check（評価） 
 

■ マーケットインの視点に⽴ち、⾸都圏の新たなマーケットに対して、ニーズに合わせた県産品の
販路拡⼤と供給拡⼤を進めており、「⾸都圏における富⼠⼭しずおかマルシェでの県産品販売額
（活動指標）」や「⾸都圏の新たなマーケットにおける県産品の販路拡⼤（参考指標）」は、着実
に販売額・店舗数が増加しています。(マーケティング課) 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
⾸都圏の新たなマ
ーケットにおける
県産品の販路拡⼤ 

― ― 延べ 
40 店舗 

延べ 
240 店舗 

延べ 
487 店舗   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ ⾸都圏等のニーズ調査やテスト販売箇所を拡⼤することにより、ニーズの⾼い県産品を把握し、
産地の供給拡⼤につなげるとともに、産地⾃らが⾏うマーケティング活動を⽀援することで、⾸
都圏等の新たなマーケットの販路拡⼤を進めます。また、⾸都圏におけるマーケティング拠点の
整備を進めます。（マーケティング課） 

  
 

■ 県産材製品の販路拡⼤に向けて、策定する戦略に基づき、東京圏及び県内の⾮住宅分野をターゲ
ットに、⽣産性向上、ＪＡＳ認証取得等の供給体制強化、マーケティングで明らかになった売込
先への販路開拓の⽀援に取り組みます。（林業振興課） 

  
 

■ 外部専⾨家を活⽤し、6 次産業化による商品開発やブランディングの強化、商談交渉⼒の向上な
ど事業計画策定から販路拡⼤に⾄る⼀連の⽀援を実施します。また、その⼊り⼝であるマーケッ
ト調査やターゲット設定にもアドバイザーを派遣します。（マーケティング課） 

  
 

186



政 策６ 多彩なライフスタイルの提案

６-１ 魅⼒的なライフスタイルの創出

(1) 豊かな暮らし空間の実現

(2) ⼈々を惹きつける都づくり

(3) 美しく活⼒のある農⼭村の創造

(4) 移住・定住の促進

６-２ 持続可能な社会の形成

(1) 環境に配慮した快適な社会の形成

(2) 持続可能で活⼒あるまちづくりの推進

６-３ エネルギーの地産地消

(1) 再⽣可能エネルギーの導⼊促進

(2) 省エネルギー社会の形成

(3) エネルギー産業の振興
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６－１  魅⼒的なライフスタイルの創出  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  魅⼒的 なラ イフ スタイ ルの 創出   
 （ １） 豊か な暮 らし空 間の 実現  

（ ２） ⼈々 を惹 きつけ る都 づく り  施策
（ ３） 美し く活 ⼒のあ る農 ⼭村 の創 造  

 
 （ ４） 移住 ・定 住の促 進  

 

  目  標  
     

■ 豊 かな 暮ら しや 多彩な ライ フス タイ ルを実 現で きる 環境 を整備しま す。  
  

  
   

■ 特⾊ある地域資源を活かした産業の振興を図り、その⽂化と魅⼒を発信します。
  

  
   

■ 本 県の 魅⼒ 的な ライフ スタ イル を発 信し、 県外 から の移 住者を増や しま す。
  

 

  成 果 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

豊 か な 暮 ら し 空 間 創 ⽣ 住 宅 地
区 画 数  

（2016 年度まで）
累計 121 区画 

（2018 年度まで）
累計 309 区画 

累計 400 区画 A 

県 産 品 を 選 ん で 購 ⼊ す る 県 ⺠
の 割 合  

（2017 年度） 
72％ 

(2019 年度) 
89％ 

（現） 
毎年度 75％以上

（新） 
毎年度 90% 

⽬ 標 値
以 上  

緑 茶 出 荷 額 全 国 シ ェ ア  （2015 年） 
55.3％ 

(2018 年 ) 
2020 年 12 月

公 表 予 定  
60％ ―  

花 き 県 内 流 通 額  （2015 年） 
116 億円 

(2018 年 ) 
107 億 円  

120 億円 
基 準 値
以 下  

移 住 相 談 窓 ⼝ 等 を 利 ⽤ し た
県 外 か ら の 移 住 者 数  

（現） 
（2014～2016年度）

累計1,276人 
（新） 

(2016年度) 
787人 

（2018 年度） 
1,291 人 

（現） 
(2018～2021年度）
累計3,200人 

（新） 
1,450 人 

A 

 

  活 動 指 標  

施  策  ◎ ○ ● - 合計

（ １） 豊か な暮らし空 間の 実現  4 2 0 1 7 

（ ２） ⼈々 を惹きつけ る都 づく り  2 1 0 0 3 

（ ３） 美し く活⼒のあ る農 ⼭村 の創 造  2 1 0 0 3 

（ ４） 移住 ・定住の促 進  0 3 ０  0 ３  

合 計 8 7 0 1 16
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  主 な 取 組  
 

   
■ 市 町 や 事業 者 へ の 個 別 訪 問 に よ る 豊 か な 暮 ら し 空 間 を 実 現 し た住 宅 地 整 備 の

要 請 や 、良 質 な 住 宅 の 普 及 を 図 る た め の 、 公 的 な 助 成 制 度 を まと め た 冊 ⼦ の
配 布、市町職員 向け の空 き家 対策 に関 する研 修会 の実 施、官⺠ ⼀体 によ る「 空
き 家に 関す るワ ンスト ップ 相談 会」 等の空 き家 対策 に取 り組んでい ます 。  
ま た 、 ⽝猫 が 殺 処 分 と ⾄ ら な い よ う 、 動 物 愛 護 教 育 や 不 妊 去 勢等 の 普 及 を 図
っ てい ます 。  

  
  

   
■ ⼩ 学校 にお ける「⾷ の都 の授 業」や「静 岡茶講 座」など の出 前授業の 開催 や、

「 ふ じ のく に 茶 の 都 ミ ュ ー ジ ア ム 」 を 拠 点 と し た 、 お 茶 に 関 する 情 報 集 積 と
発 信 、花を⾝ 近に 感じる 機会 の創 出に 向けて「 フラ ワー デザ インコ ンテ スト 」
等 を 実 施し て い ま す 。 ま た 、 多 様 な 主 体 の 参 画 に よ る 農 地 や 農業 ⽤ 施 設 の 保
全 活 動 や中 ⼭ 間 地 域 農 業 の 活 性 化 ⽀ 援 、 市 町 に よ る ⿃ 獣 被 害 対策 実 施 隊 の 設
置 を 促 進す る と と も に 、 世 界 農 業 遺 産 で あ る 茶 草 場 農 法 や ⽔ わさ び の 伝 統 栽
培 の保 全・ 継承 に努め てい ます 。  

  
  

   
■ 本 県 で 実現 で き る 多 彩 な ラ イ フ ス タ イ ル を 、 移 住 希 望 者 の ニ ーズ に 合 わ せ 、

ホ ー ム ペー ジ や 相 談 窓 ⼝ 等 で 提 案 す る と と も に 、 ⾸ 都 圏 等 で 開催 す る 移 住 相
談 会 等 で、 相 談 者 ⼀ ⼈ ひ と り の 意 向 に 沿 っ た き め 細 か な 対 応 を図 り 、 移 住 希
望 者 が 移住 を 実 現 し 、 地 域 に 定 着 で き る よ う 、 官 ⺠ ⼀ 体 と な った 移 住 促 進 に
取 り 組 んで い ま す 。 ま た 、 東 京 圏 か ら 本 県 に 移 住 し 、 中 ⼩ 企 業等 に 就 職 ⼜ は
起 業 し た場 合 に ⽀ 援 ⾦ を ⽀ 給 す る 「 移 住 ・ 就 業 ⽀ 援 ⾦ 制 度 」 を創 設 し 、 東 京
圏 から の移 住促 進と地 域の 担い ⼿不 ⾜の解 消に 取り 組ん でいます。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 豊 か な 暮ら し や 多 彩 な ラ イ フ ス タ イ ル を 実 現 で き る 環 境 の 整 備に つ い て は 、

企 業訪 問に よる 助成制 度の 普及・啓発 に取り 組ん だ結 果、「豊 かな 暮ら し空 間
創 ⽣住 宅地 区画 数（成 果指 標）」は 順調 に進 捗し てい ます 。  
今 後 は 、特 定 空 き 家 に 重 点 を 置 い た 空 き 家 対 策 や 、 広 域 的 な 圏域 づ く り の 先
導 モデ ルと なる フロン ティ ア推 進エ リア形 成を 推進 する 必要があり ます 。  

  
  

   
■ 特 ⾊あ る地 域資 源を活 かし た産 業の 振興、そ の⽂ 化と 魅⼒ の発信につ いて は、

茶 や花 の農 芸品 、多 彩で 豊富 な⾷ 材な どの地 域資 源を 活か した「⾷ の都 」、「 茶
の 都」、「花 の都 」づ くり に取 り組 んだ 結果 、「 県産 品を 選ん で購⼊す る県 ⺠の
割 合（ 成果 指標 ）」は順 調に 進捗 して います が、家庭 の切 花の 年間 購⼊ 額の 減
少 な ど から 、「 花 き 県 内 流 通 額 （ 成 果 指 標 ）」 は 減 少 し 、 基 準 値以 下 と な っ て
お り、 より ⼀層 の推進 が必 要で す。  
今 後は 、「しず おか ⾷セ レク ショ ン」 など⾼ 品質 な県 産品 の⼀層の情 報発 信、
「 緑茶 出荷 額全 国シェ ア（成 果指 標）」の拡 ⼤に 向け た静 岡茶の新た な需 要喚
起 、「 花 き県 内 流 通 額 （ 成 果 指 標 ）」 の 増 加 に 向 け た 家 庭 や 職 場で の 花 の 利 ⽤
拡 ⼤な どに 取り 組む必 要が あり ます 。  

  
  

   
■ 県 外 か らの 移 住 促 進 に つ い て は 、 県 ・ 市 町 ・ 地 域 団 体 等 が ⼀ 体と な っ て 、 情

報 発信 、相談 対応 などに 取り 組ん だ結 果、「移 住相 談窓 ⼝等 を利⽤ した 県外 か
ら の移 住者 数（ 成果指 標）」は 1,291 ⼈と なっ てお り、 順調に進捗 して いま
す 。 今 後は 、 ⾸ 都 圏 等 か ら の 移 住 を よ り ⼀ 層 促 進 す る た め 、 移住 希 望 者 の 不
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安 や 課 題を ⼀ つ ⼀ つ 解 決 し な が ら 、 移 住 相 談 を 着 実 に 移 住 に 結び 付 け て い く
こ とが 重要 です 。  

  
  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 市 町 の 「空 家 等 対 策 計 画 」 の 策 定 ⽀ 援 、 空 き 家 バ ン ク や 先 進 事例 の 情 報 提 供

な ど ⺠ 間企 業 と 市 町 が 連 携 し て 空 き 家 対 策 に 取 り 組 む 環 境 づ くり に 努 め る と
と もに 、市 町の フロン ティ ア推 進エ リア形 成に 向け た取 組を推進し ます 。  

  
  

   
■ 「 しず おか ⾷セ レクシ ョン 」や「 ふじ のくに 新商 品セ レク ション」の 県内 外

へ の情 報発 信、ふじ のく に茶 の都 ミュ ージア ムで の企 画等 の充実、シ ンポ ジ
ウ ムや セミ ナー のほか 、茶 の愛 飲の 拡⼤ のた めの 、学 校間 の優 良事 例の 情報
交 換な ど、 茶の 需要喚 起に 向け た取 組を推 進し ます 。  
ま た 、 お花 ⾃ 慢 の 職 場 宣 ⾔ や フ ラ ワ ー デ ザ イ ン コ ン テ ス ト の ほか 、 ⽔ 換 え な
ど の ⼿ ⼊れ が 不 要 で 、 家 庭 や 職 場 で 使 い や す い メ ン テ ナ ン ス フリ ー 切 花 の 普
及 を図 り、 家庭 や職場 での 花の 利⽤ 拡⼤に 向け た取 組を 推進します 。  

  
  

   
■ 移 住を 検討 され る⽅の 多く が、「 仕事」や「 住ま い」を 移住 の課題 とし てい る

こ と か ら、 移 住 相 談 セ ン タ ー に お け る 就 職 ・ 転 職 相 談 の 充 実 、不 動 産 団 体 と
連 携し た住 宅情 報の提 供に 取り 組む ととも に、「移 住・就 業⽀援⾦制 度」を有
効 活⽤ して もら えるよ う 、⾸ 都圏で ⾏う 移住 相談 会等 のほ か、WEB 広 告や動
画 等で 情報 発信 を強化 して いき ます 。  
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６－１  魅 ⼒的な ライフ スタ イル の創 出   
(1) 豊かな暮らし空間の実現 

 

  目  標  
   
■ 豊 かな 暮ら しや 多彩な ライ フス タイ ルを実 現で きる 環境 を整備しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

豊かな暮らし空間創⽣の普及・啓発の
ための企業訪問回数 

（2016年度） 
9回 

（2018年度） 
12回 

毎年度 10 回 ◎ 

良質な住宅に関するセミナー開催回
数 

（2016年度） 
4回 

（2018年度） 
14回 

毎年度 10 回 ◎ 

空家等対策計画策定市町数 （2016年度） 
3市町 

（2018年度） 
23市町 

28 市町 ◎ 

（新）ふじのくにフロンティア推進エ
リア認定市町数 ー 

（2019年度） 
2020 年 4 月 

公表予定 

(2022 年度) 
累計 26 市町 

 

緑化コーディネーター養成講座開催
回数 ― 

（2018年度） 
3 回 

毎年度 3 回 ○ 

芝⽣が適切に維持管理された園庭・校
庭数 

(2016年度まで) 
累計4箇所 

（2018年度） 
累計 10 箇所 

累計 25 箇所 ○ 

⽝・猫の殺処分頭数 （2016年度） 
犬65頭・猫1,450頭

（2018年度） 
犬17頭・猫527頭

0 頭 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

く ら し ・ 環 境 部
 
 
 
 

 
健 康 福 祉 部  

 

豊 か な 暮 ら し 空 間 創 ⽣ 事 業  
空 き 家 等 対 策 推 進 事 業 費  
緑 化 推 進 事 業 費  
グ リ ー ン バ ン ク 事 業 費 助 成  
芝 ⽣ ⽂ 化 創 造 プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 費  

 
⼈ と 動 物 と の 共 ⽣ 推 進 事 業 費  

な ど  

70 
4 
1 

84 
7 

128 

 

合 計  9,714  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 豊かな暮らし空間創⽣を推進するため、市町や事業者への個別訪問による豊かな暮らし空間を実
現した住宅地整備の要請や⽀援を⾏っています。今年度は、通学路等に⾯する危険なブロック塀
を撤去した後、植栽を基調とした安全で美しいいえなみの整備に補助する市町に対する助成を⾏
っています。（住まいづくり課） 

  
 

■ 良質な住宅の普及を図るため、公的な助成制度をまとめた冊⼦の配布、⺠間団体と連携したセミ
ナーの開催により、県⺠に対する情報提供に取り組んでいます。今年度は、⼦育てしやすい住環
境の整備促進のため、⼦育て世代の⽅や設計者などを対象に、⼦育て配慮住宅に関するセミナー
を開催しました。（住まいづくり課） 

  
 

■ 市町に対する空き家対策の先進事例の紹介や特定空家の判定に係る実地研修会の実施、市町との
連携による空き家に関するパンフレットの配布や、「空き家に関するワンストップ相談会」によ
り、空き家対策に取り組んでいます。空き家の相談件数の増加を受け、今年度は、「空き家に関
するワンストップ相談会」の開催を８会場から 12 会場に拡充しました。（住まいづくり課） 
 

 
■ 豊かな暮らし空間のモデルとなる住宅地造成を⾏うふじのくにフロンティア推進区域の事業の

早期完了に向けた、道路や公園等の公共施設整備への助成等の市町の取組を⽀援しています。 
また、今年度から、ふじのくにフロンティア推進区域等の既存拠点に加え、新たな産業・⽂化等
の拠点を計画的に整備し、相互が連携・補完し合う広域的な圏域づくりとして、ふじのくにフロ
ンティア推進エリアの形成を進めています。（総合政策課） 

  
 

■ 市町の景観⾏政団体への移⾏及び景観計画の策定を働き掛け、地域の良好な景観形成の促進を図
っています。また、県の公共事業における景観形成の指針である「ふじのくに⾊彩・デザイン指
針」の改正及び運⽤の⾒直しを⾏い、⾼質な公共空間の形成を推進しています。（景観まちづく
り課） 

  
 

■ 魅⼒的な空間を創る緑化活動を促進するため、駅前や観光地に地域緑化のシンボルとして「花と
緑のおもてなし空間」の整備を進めるとともに、緑化コーディネーターなどによる「⼈材バンク」
を設置し、各地での緑化活動の活性化を図っています。(環境ふれあい課) 

  
 

■ ⾝近で使いやすい芝⽣地の拡⼤のため、専⾨家派遣による指導や芝草の研究、芝⽣の育成管理に
関して専⾨的な指導ができる⼈材（芝⽣アドバイザー）の育成を⾏っています。今年度は、⽊陰
でも育つ⽇陰に強い芝⽣を活⽤した芝⽣休憩地をモデルとして整備し、芝⽣の魅⼒と新しい使い
⽅をアピールしています。(環境ふれあい課) 

  
 

■ ⽝猫が殺処分に⾄らないよう、動物愛護教育や飼い⽅教室を通じて終⽣飼養や不妊去勢等の普及
を図っています。 (衛⽣課) 

  
Check（評価） 

 
■ 「豊かな暮らし空間創⽣の普及・啓発のための企業訪問回数（活動指標）」が順調に推移し、「豊

かな暮らし空間創⽣住宅地に対する助成実績（参考指標）」も増加しており、「豊かな暮らし空間
創⽣住宅地区画数（成果指標）」の順調な進捗につながっています。成果指標の⽬標達成に向け、
引き続き市町や事業者に対して、制度の普及・啓発活動を⾏っていく必要があります。（住まい
づくり課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
豊かな暮らし空間
創⽣住宅地に対す
る助成実績 

－ － 累計１件 累計３件 累計４件   
 

  
 

■ 市町が空家等対策計画策定時に地元住⺠や専⾨家に意⾒を聞く「協議会」に県職員も委員として
参加し助⾔することにより、「空家等対策計画策定市町数（活動指標）」は順調に推移しており、
また、「空き家に関するワンストップ相談会相談件数（参考指標）」も増加し、売却や解体など、
問題が解決したという事例も出てきています。空き家対策については、専⾨家の協⼒のもと相談
者の多岐に渡る課題の解決を図る、ワンストップ相談会を拡充するとともに、特定空家対策を強
化する必要があります。（住まいづくり課） 
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参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
空き家に関するワ
ンストップ相談会
相談件数 

－ － 180 件 182 件 201 件   
 

  
 

■ 「フロンティア推進区域における住宅地造成区画数（参考指標）」は順調に推移しています。引
き続き推進区域の早期完了を図るとともに、持続的に質の⾼い都市的サービスを提供していくた
め、産業・⽂化等の拠点を計画的に整備し、連携・補完し合う広域的な圏域づくりを推進する必
要があります。（総合政策課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

フロンティア推進
区域における住宅
地造成区画数 

－ － － 318 件 324 件   
 

  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ ⺠間団体と連携した住宅関連セミナーの開催を通じ、より多くの県⺠に⻑期優良住宅などの良質
な住宅取得時の税制優遇や、公的な⽀援制度を周知していきます。（住まいづくり課） 

  
 

■ 空き家対策の実施主体である市町に対し、空き家の所有者特定や空き家の状態に応じた利活⽤な
ど課題解決に向けた技術的助⾔、先進事例の情報提供等を⾏うとともに、市町の空家等対策協議
会に委員として参加、助⾔するなど空き家の地域特性や分布等の分析を踏まえた「空家等対策計
画」の策定⽀援に取り組んでいきます。 
相続や登記に関するセミナーを開催し、特定空家の発⽣抑制に重点を置きながら、将来空き家所
有者になる可能性のある⽅にも空き家対策の重要性を周知していきます。（住まいづくり課） 

  
 

■ フロンティア推進エリアの形成を推進するため、市町に対する計画策定⽀援等を⾏うとともに、
新たに拠点間連携のための⾰新的技術の導⼊等を⽀援します。（総合政策課） 
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６－１  魅 ⼒的な ライフ スタ イル の創 出   
(2) ⼈々を惹きつける都づくり 

 

  目  標  
   

■ 特⾊ある地域資源を活かした産業の振興を図り、その⽂化と魅⼒を発信します。
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

「⾷の都」づくりに関する表彰数 (2014～2017年度)

累計61個人・団体等

(2018～2019年度)

累計46個人・団体等

(2018～2021年度) 

累計70個人・団体等
◎ 

児童⽣徒の静岡茶愛飲に取り組んで
いる学校の割合 

（2016年度） 
35.6％ 

（2018 年度） 
83.5％ 

100％ ◎ 

お花⾃慢の職場宣⾔実施事業所数 （2016年度） 
25件 

(2018 年度まで)
累計 68 件 

累計 150 件 ○ 

 

  投 入 資 源  

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  
 
 

教 育 委 員 会  
 

「 ⾷ の 都 」 づ く り 推 進 事 業 費  
多 様 な ⾷ ⽂ 化 に 対 応 し た 「 ⾷ 」 の 提 供 促 進 事 業 費  
 
静 岡 茶 愛 飲 推 進 事 業  
                な ど  

15
6

43
 

 

合 計  474  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 多彩で⾼品質な本県の農林⽔産物やその加⼯品の認知度向上のため、「しずおか⾷セレクション」
の認定、「ふじのくに新商品セレクション」の表彰を⾏っています。また、「⾷の都しずおか」の
地域への浸透を図るため、ふじのくに⾷の都づくり仕事⼈や本県の⾷⽂化の創造に貢献する企
業・団体等の表彰を⾏うほか、仕事⼈が地域の⼩学校で出前授業を⾏う「⾷の都の授業」を開催
しています。さらに、県産⾷材を活⽤した多様な⾷⽂化に対応するため、イスラム教徒の⾷習慣
｢ハラール｣に対応可能な飲⾷店や礼拝施設等の情報を「ハラール・ポータル」で発信しています。
今年度は、多様な⾷⽂化に対応できる環境づくりとして、展⽰会やセミナーの開催、ムスリム向
けガイドブックの製作に取り組んでいます。（マーケティング課） 

  
 

■ 「ふじのくに茶の都ミュージアム」を拠点にお茶に関する情報集積と発信、⾸都圏での静岡茶の
ＰＲを⾏うとともに、2019 年５⽉には「第７回世界お茶まつり春の祭典」を開催しました。ま
た、⼩・中学校において、静岡茶の産地や⽂化等の理解を深め、おいしいお茶の⼊れ⽅を学ぶ「静
岡茶講座」を開催するなど、静岡茶愛飲の取組を推進しています。 
今年度は、⺠間提案を活⽤した新しい需要創出や、⽶国研究機関との連携、海外茶業者のインタ
ーンシップ受⼊れなど、新たな茶の消費拡⼤に取り組んでいます。（お茶振興課、健康体育課） 

  
 

■ 「花の都」の拡⼤を図るため、「お花⾃慢の職場宣⾔」に賛同する事業者の掘り起こしに取り組
むとともに、花を⾝近に感じる機会の創出に向けて「フラワーデザインコンテスト」等を実施し
ています。また、花の販路拡⼤に向けたバイヤーとのマッチング機会を創出するため、「鉢物商
談会」のホームページで、花きバイヤーへの情報発信を強化しています。 
今年度は、浜名湖花フェスタ 2019 や北京国際園芸博覧会、ラグビーワールドカップなどの集客
⼒のある⼤型イベントにおいて、積極的に「花の都」しずおかをＰＲしています。（農芸振興課）
 

Check（評価） 
 

■ ホームページによる情報や⾷に関わる事業者のネットワークづくりに取り組んだことにより「ふ
じのくに⾷の都づくり仕事⼈表彰数（参考指標②）」、「しずおか⾷セレクション認定数（参考指
標③）」、「ふじのくに新商品セレクション受賞商品数（参考指標④）」は年々増加しており、｢｢⾷
の都｣づくりに関する表彰数（活動指標）｣や「「⾷の都」づくりの取組を知っている県⺠の割合
（参考指標①）」は順調に推移し「県産品を選んで購⼊する県⺠の割合（成果指標）」が⽬標値以
上となったことから、継続して推進していきます。（マーケティング課） 

  
 

※（ ）内は⾷品以外の数 

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
①｢⾷の都｣づくり
の取組を知ってい
る県⺠の割合 

57％ ― 63％ 70％ 71％   

②ふじのくに⾷の都
づくり仕事⼈表彰数 396 ⼈ 416 ⼈ 434 ⼈ 446 ⼈ 469 ⼈   

③しずおか⾷セレ
クション認定数 106 商品 121 商品 139 商品 157 商品 165 商品   

④ふじのくに新商
品セレクション受
賞商品数 

67 商品 78 商品 92(1) 
商品 

113(2) 
商品 

128(3) 
商品   

 
■ 「⼩中学校の児童⽣徒の静岡茶の愛飲の促進に関する条例」に基づき、静岡茶を提供する⼩中学

校が増加し「児童⽣徒の静岡茶愛飲に取り組んでいる学校の割合（活動指標）｣は着実に増加し
ています。今後は、茶産地以外の地域で、茶の⼊⼿先や体験活動の事例、学校で取り組む効果等
の周知が必要です。2018 年 3 ⽉に開館した「ふじのくに茶の都ミュージアム」の⼊館者数は、
11 万⼈と年間⽬標を⼤きく上回るとともに、2019 年５⽉に茶の都ミュージアムで開催した「第
7 回世界お茶まつり春の祭典」の来場者数は、前回を上回る約４万 1 千⼈、参加国・地域数は 10
となるなど、「「茶の都」の拠点としての機能が発揮されています。また、「静岡茶輸出拡⼤協議
会会員の緑茶輸出量（参考指標①）」や、「茶類の⼀世帯当たり年間⽀出額（参考指標②）」は増
加傾向にあり、引き続き、「静岡茶の緑茶出荷額全国シェア（成果指標）」の⽬標達成に向け、茶
の愛飲や茶の都の拠点機能の強化等、静岡茶の需要喚起に取り組みます。(お茶振興課) 
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参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

①静岡茶輸出拡⼤協議
会会員の緑茶輸出量 734ｔ 805ｔ 1,014ｔ 1,251ｔ 1,374ｔ 

（暫定値）   

②茶類の⼀世帯当た
り年間⽀出額(全国) 12,256 円 12,845 円 13,408 円 12,883 円 13,252 円   

  
 

■ 「お花⾃慢の職場宣⾔実施事業所数（活動指標）」や「⾼校⽣を対象にしたフラワーデザインコ
ンテストの参加者（参考指標①）」は着実に増加し、「花の都」の⾯的広がりが進んでいます。ま
た、県内の鉢物⽣産者が⼀堂に集まる商談会を開催し、全国の花きバイヤーからのニーズに応じ
た⽣産へシフトしたことにより、「商談会における鉢物の受注数（参考指標②）」が増加していま
す。このほか「⽣花を購⼊する⼈の割合（参考指標③）」は増加傾向ですが、「県内ファーマーズ
マーケットの花き取扱⾼（参考指標④)」は横ばいで推移しており、また、｢花き県内流通額(成果
指標)｣は、家庭の切花の年間購⼊額の減少などから基準値を下回り、より⼀層の推進が必要です。
引き続き、家庭や職場での花の利⽤の拡⼤や、若年層への訴求など、消費喚起の取組を進める必
要があります。（農芸振興課） 

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
①⾼校⽣を対象にした
ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾃｽﾄ参加者

－ － 109 ⼈ 179 ⼈ 184 ⼈   

②商談会における
鉢物の受注数 ― ― 10,000 ケース 11,900 ケース 12,000 ケース   

③⽣花を購⼊する
⼈の割合 ― ― ― 53.0% 54.7％   

④県内ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯ
ﾄの花き取扱⾼ 

― 1,355 
百万円 

1,352 
百万円 

1,393 
百万円 

1,387 
百万円 → 

   
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 県産農林⽔産物の価値を⾼め、消費拡⼤につなげるため、認定・表彰制度の周知や仕事⼈や仕事

⼈と連携した地域の取組を情報発信します。また、更なる増加が⾒込まれるムスリム等の外国⼈
に対応するため、セミナーの開催やアドバイザーの派遣など、引き続き⾷品事業者や飲⾷店の取
組を⽀援します。（マーケティング課） 

  
 

■ 茶の魅⼒や⽂化を広く普及するため、拠点となるふじのくに茶の都ミュージアムでの企画等の充
実を図り、多⽬的ホールを活⽤したシンポジウムやセミナーを開催します。また、児童⽣徒の静
岡茶の愛飲の促進に向けて、各学校の実情に合わせたお茶の提供や活動ができるよう先進的な取
組を⾏っている学校の事例や⺠間事業者の取組等の情報提供を積極的に⾏います。（お茶振興課、
健康体育課） 

  
 

■ 花の消費を喚起するため、お花⾃慢の職場宣⾔、⾼校⽣等を対象にしたフラワーデザインコンテ
スト等に加え、⽔換えなどの⼿⼊れが不要であり、家庭や職場で使いやすいメンテナンスフリー
切花の推進や、オリンピック、パラリンピックと関連した花装飾などを通じて、花を⾝近に感じ
る機会の創出に取り組みます。また、受注実績を増やすため、鉢物商談会の企画内容を充実させ、
流通額の増加を図ります。（農芸振興課） 
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６－１  魅 ⼒的な ライフ スタ イル の創 出   
(3) 美しく活⼒のある農⼭村の創造 

 

  目  標  
   
■ 特⾊ある地域資源を活かした産業の振興を図り、その⽂化と魅⼒を発信します。
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

ふじのくに美しく品格のある⾢づく
り参画者数 

（2016 年度） 
63,955 人 

（2018 年度） 
70,436 人 

80,000 人 ○ 

⿃獣被害対策実施隊設置市町数 （2016 年度） 
2 市町 

(2018 年度) 
15 市町 

21 市町 ◎ 

「静岡の茶草場農法」茶関連商品販売
数 

（2016 年度） 
701,335 個 

(2018 年度) 
870,639 個 

910,000 個 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  ふじのくに美しく品格のある⾢づくり推進事業 
多⾯的機能⽀払助成 

など

31
435

 

 
再 掲  

 

合 計  866  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 持続可能な農⼭村づくりに向けて、荒廃農地の発⽣を防⽌し農業の多⾯的機能を確保するため、
多⾯的機能⽀払助成や、「ふじのくに美しく品格のある⾢づくり」の各制度を活⽤した取組によ
り、多様な主体が参画する農地や農業⽤施設の保全活動を⽀援しています。（農地計画課、農地
整備課、農地保全課） 

  
 

■ 市町による⿃獣被害対策実施隊の設置を促進し、その活動を⽀援することにより、有害⿃獣の捕
獲活動や侵⼊防⽌柵の設置等、地域による実践的な対策を進めています。(地域農業課) 

  
 

■ 地域・産地のブランド⼒の向上により中⼭間地域農業を活性化するため、地域資源の魅⼒を伝え
る農業者の育成に取り組む６地域を選定し、農業体験の環境整備や新商品の開発などの活動を⽀
援しています。(地域農業課) 

  
 

■ 「静岡の茶草場農法」の認知度向上のため、他県の世界農業遺産認定地域と連携した⾸都圏での
ＰＲやブランディングのための⽣物多様性の調査などを⾏っています。また、企業や個⼈から募
集した作業応援ボランティアの協⼒・⽀援を得ながら、茶草場農法の維持・継承に努めています。
(お茶振興課) 

  
 

■ 「静岡⽔わさびの伝統栽培」が、環境に配慮した栽培法であることの理解促進を図るため、認定
記念フォーラムの開催や静岡、伊⾖での「⽣物多様性観察会」を実施しています。(農芸振興課)
 

Check（評価） 
 

■ 「ふじのくに美しく品格のある⾢」への新たな地域登録や「多⾯的機能⽀払制度」の活動組織及
び「しずおか農⼭村サポーター『むらサポ』」登録者が増加したことなどにより、｢ふじのくに美
しく品格のある⾢づくりの参画者数（活動指標）｣や協働活動によって守られている農地⾯積で
ある「地域資源の保全活動（参考指標）」は順調に増加していますが、農⼭村地域の⾼齢化・過
疎化が急速に進⾏する中、農地や農業⽤施設の管理などの地域活動の継続が懸念されています。
（農地計画課、農地整備課、農地保全課） 

  
 
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

地域資源の保全活動
（⾯積） 

22,104ha 22,198ha 23,706ha 24,858ha 25,577ha   
 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 「ふじのくに美しく品格のある⾢づくり」や「多⾯的機能⽀払制度」に取り組む地域の活動を積

極的に⽀援するとともに、活動が農⼭村地域の保全や活性化につながるよう、企業や NPO 等の
多様な主体が関わる機会を創出します。また、むらづくりワンストップ窓⼝や地域づくりアドバ
イザーを活⽤し、地域活動の⾒える化や多様な主体とのマッチングを推進し、活動の継続や拡⼤、
質的向上を⽀援します。（農地計画課、農地整備課、農地保全課） 

  
 

■ 

 
市町による⿃獣被害対策実施隊の設置とその活動を⽀援し、捕獲技術の研究や獣⾁の利活⽤、担
い⼿の育成など、総合的な⿃獣被害対策を推進します。(地域農業課) 

  
 

■ 世界・⽇本農業遺産保全計画に基づき、地域住⺠や⾼校⽣等への理解促進のため、多様な⽣物の
観察会を継続するとともに、ロゴマークを活⽤した情報発信に努め、わさび⽥保全活動の定着を
⽀援します。(農芸振興課) 
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６－１  魅 ⼒的な ライフ スタ イル の創 出   
(4) 移住・定住の促進 

 

  目  標  
   

■ 本 県の 魅⼒ 的な ライフ スタ イル を発 信し、 県外 から の移 住者を増や しま す。
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

移住関連イベント主催・出展回数 

(現) 
（2015～2016年度）

累計30回 
（新） 

（2016 年度） 
15 回 

（2018 年度） 
15 回 

（現） 
（2018～2021年度）

累計 60 回 
（新） 

毎年度 15 回 

○ 

移住相談件数 （2016 年度） 
5,755 件 

（2018 年度） 
9,981 件 

（現） 
毎年度 9,000 件

（新） 
毎年度 10,000 件

○ 

ふじのくにに住みかえる推進本部会
議開催回数 

（2016 年度） 
5 回 

（2018 年度） 
5 回 

毎年度 5 回 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

く ら し ・ 環 境 部 ふ じ の く に に 住 み か え る 推 進 事 業  
ふ じ の く に 移 住 ・ 就 業 ⽀ 援 事 業 費  

36 
304 

 

合 計  340  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 「ふじのくにに住みかえる推進本部」の構成員である市町や⺠間団体等が実施する取組と連携
し、本県で実現可能な⽥舎暮らしや地⽅都市での便利な⽣活、趣味を満喫する⽣活など多彩なラ
イフスタイルの提案を、移住希望者のニーズに合わせてホームページや相談窓⼝等で実施してい
ます。 
本県の魅⼒や市町の多様な情報をより効果的に発信するため、市町や⺠間団体等と連携して実施
する移住相談会「静岡まるごと移住フェア」を⾸都圏で開催するほか、⼤都市圏で開催される移
住関連フェアに出展しました。（くらし・環境部企画政策課） 

  
 

■ 東京有楽町の「”ふじのくにに住みかえる“静岡県移住相談センター」をはじめ、⾸都圏等で開催
する移住相談会やセミナーにおいて、相談者の要望にきめ細かに対応するなど、市町、地域団体
と⼀体となって、相談機能の充実に取り組んでいます。 
20 代から 40 代の若い世代の移住相談者が増加傾向にあるため、今年度は、静岡県移住相談セン
ターにおける就職相談⽇を週２⽇から週６⽇（全相談⽇）に拡充しました。（くらし・環境部企
画政策課） 

  
 

■ ふじのくにに住みかえる推進本部の構成員間で、移住相談の状況や先進的な取組事例等について
情報共有を図り、県内全域の受⼊態勢の強化に取り組んでいます。（くらし・環境部企画政策課）

  
 

■ 東京圏から本県に移住し、中⼩企業等に就職⼜は起業した場合に⽀援⾦を⽀給する「移住・就業
⽀援⾦制度」を 2019 年 4 ⽉から創設し、東京圏からの移住の更なる促進と地域の担い⼿不⾜の
解消に取り組んでいます。（くらし環境部企画政策課、労働雇⽤政策課、商⼯振興課） 

  
Check（評価） 

 
■ 「移住相談件数(活動指標)」は、順調に推移し、「移住相談窓⼝等を利⽤した県外からの移住者数

(成果指標)」の増加に結びついています。今後は⾸都圏等からの移住をより⼀層促進するため、
移住希望者の不安や課題を⼀つ⼀つ解決しながら、移住相談を着実に移住に結び付けていくこと
が重要です。（くらし・環境部企画政策課） 

  
 

■ 移住希望者の多くが、移住先を検討する際の情報を⾃治体のホームページや移住相談窓⼝から⼊
⼿していることから、これらを効果的に活⽤し、本県で実現可能な多彩なライフスタイルを移住
希望者のニーズに合わせて提案することが重要です。（くらし・環境部企画政策課） 

  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 移住相談を着実に移住に結び付けていくため、移住希望者⼀⼈ひとりの要望にきめ細かく対応
し、相談情報を移住相談センターと県、関係市町とで共有し、継続的にフォローしていくととも
に、移住を検討されている⽅の多くが、「仕事」と「住まい」についての情報や⽀援を求めてい
ることから、移住相談センターにおける就職・転職相談を充実させるほか、不動産団体と連携し
て希望者⼀⼈ひとりのニーズにあった住宅情報の提供を⾏います。（くらし・環境部企画政策課、
労働雇⽤政策課） 

  
 

■ 移住・定住情報サイトで市町の移住関連⽀援策を⼀覧化するほか、先輩移住者の魅⼒的な暮らし
⽅を掲載することにより、本県で実現可能なライフスタイルを紹介するなど、移住促進に向けた
情報発信の強化に取り組みます。（くらし・環境部企画政策課） 
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６－２  持続可能な社会の形成  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  持続可 能な 社会 の形成   

（ １） 環境 に配 慮した 快適 な社 会の 形成  
施策

（ ２） 持続 可能 で活⼒ ある まち づく りの推 進  
 

  目  標   
   
■ 温 室効 果ガ スや 廃棄物 の排 出を 削減 し、暮 らし を守 る環 境を保全し ます 。  
  

  
   

■ 居住や都市機能の適切な配置と交通ネットワークの充実を図るとともに、地域
住⺠が⽀え合い、安⼼して暮らし続けることができる地域づくりを進めます。

  
 

  成 果 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

県 内 の 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 削
減 率 （ 2005 年 度 ⽐ ）  

（2015 年 度 ）
△13.0％ 

（2018 年 度 ）
2021 年 3 月

公 表 予 定  

(現 ) 
（2020 年 度 ） 
△20.0％ 

(新 ) 
△21.0％ 

ー  

⼀ 般 廃 棄 物 排 出 量  （2015 年 度 ）
896g/人 ・日

（2018 年 度 ）
2020 年 4 月

公 表 予 定  

(現 ) 
（2020 年 度 ） 
815ｇ/人・日以下 

(新 ) 
815ｇ/人・日以下 

ー  

産業廃棄物最終処分率（最終処
分量/排出量） 

（2015 年 度 ）
1.9％ 

（2018 年 度 ）
2020 年 7 月

公 表 予 定  

(現 ) 
（2020 年 度 ） 
1.8％以 下  

(新 ) 
1.8％以 下  

ー  

集 約 連 携 型 都 市 構 造 の 実 現 に
向 け た 取 組 件 数  

（2017 年 度 ）
238 件  

（2018 年 度 ）
265 件  

270 件  A 

県 ⺠ の 地 域 活 動 参 加 率  （2017 年 度 ）
76.2％ 

（2019 年 度 ）
85.5％ 

(現 ) 
毎 年 度  

85％以上  
(新 ) 

毎 年 度  
87％以上  

⽬ 標 値
以 上  

  活 動 指 標  

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 環境 に配慮した 快適 な社 会の 形成  2 2 １  ５  

（ ２） 持続 可能で活⼒ ある まち づく りの推 進  １  ３  ０  ４  

合 計 3 ５  1 ９  
 

  主 な 取 組  
 

   
■ 県 ⺠運 動「ふ じの くに COOL チ ャレ ンジ 」の 推進 など 県⺠ ･事 業者 によ る⾃ 主

的 な 温 室効 果 ガ ス 削 減 の ⽀ 援 や 、 ３ Ｒ の 推 進 に 加 え 、 使 い 捨 てプ ラ ス チ ッ ク
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の 使 ⽤ ⾃粛 や 海 岸 ・ 河 川 の 清 掃 活 動 な ど の 実 践 を 呼 び 掛 け る 「海 洋 プ ラ ス チ
ッ ク ご み防 ⽌ ６ Ｒ 県 ⺠ 運 動 」 の 展 開 、 産 業 廃 棄 物 の 適 正 処 理 や再 ⽣ 利 ⽤ の 推
進 に も 取り 組 ん で い ま す 。 ま た 、 リ ニ ア 中 央 新 幹 線 の ⼯ 事 に よる ⾃ 然 環 境 へ
の 影 響 、⼤ 井 川 の ⽔ 資 源 の 減 少 を 回 避 す る た め 、 関 係 市 町 と ⼀体 と な っ て 万
全 な措 置が なさ れるよ う取 り組 んで います 。  

  
  

   
■ 都 市 計 画区 域 広 域 連 絡 協 議 会 を 活 ⽤ し 、 市 町 が 取 り 組 む ⽴ 地 適正 化 計 画 の 作

成 を ⽀ 援す る と と も に 、 デ マ ン ド 型 交 通 等 の 新 た な ⽣ 活 交 通 の導 ⼊ に 関 す る
協 議 を ⾏う な ど 、 公 共 交 通 の 利 便 性 向 上 を 図 る 取 組 を ⾏ っ て いま す 。 ま た 、
静 岡 県 過疎 地 域 ⾃ ⽴ 促 進 計 画 等 に 基 づ き 、 過 疎 対 策 等 を 実 施 する ほ か 、 地 域
活 動 を 牽引 す る リ ー ダ ー 等 の 養 成 や コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 に 関 す る情 報 発 信 、 コ
ミ ュニ ティ 施設 整備へ の⽀ 援な どを 実施し てい ます 。  

  
  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 温 室 効 果ガ ス の 削 減 に つ い て は 、 地 球 温 暖 化 の 防 ⽌ に 向 け た 県⺠ 運 動 が 着 実

に 実施 され ると ともに 、「エ コアク ショ ン 21 認証 取得 事業 所数」が 全国 第１
位 （全 国シ ェ ア 12.8％ ）と なっ てお り、「県 内の 温室 効果 ガス排 出量 削減 率
（ 成果 指標 ）」 の改 善に つな がっ てい ます。  
廃 棄 物 の削 減 に つ い て は 、 ３ Ｒ の 必 要 性 や 具 体 例 の 啓 発 を ⾏ った こ と な ど に
よ り 、「 ⼀般 廃 棄 物 排 出 量 （ 成 果 指 標 ）」 の 削 減 及 び 「 産 業 廃 棄物 最 終 処 分 率
（ 成果 指標 ）」の低 減に 向け た取 組が 進んで いま すが 、特に 事業系 の⼀ 般廃 棄
物 の削 減対 策を 強化す る必 要が あり ます。  

  
  

   
■ 居 住 や 都市 機 能 の 適 切 な 配 置 と 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の 充 実 に つ いて は 、 市 町 へ

の 技術 的助 ⾔や 先⾏事 例等 の共 有化 が、「集 約連 携型 都市 構造の実現 に向 けた
取 組件 数（ 成果 指標 ）」 の着 実な 増加 に繋が って いま す。  
地域住⺠が⽀え合い、安⼼して暮らし続けることができる地域づくりについ て
は 、 地 域活 動 を 牽 引 す る リ ー ダ ー 等 の 養 成 や コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動に 関 す る 情 報
発 信 、コミュ ニテ ィ施設 整備 への ⽀援 などを 実施 した 結果 、「 県⺠ の地 域活 動
参 加率 （成 果指 標）」が 85.5％ とな って おり 、順 調に 進捗 しています 。  

  
  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 「 ふ じ のく に 地 球 温 暖 化 対 策 実 ⾏ 計 画 」 に 基 づ く 県 ⺠ ・ 事 業 者の ⾃ 主 的 な 温

室 効 果 ガス 削 減 の ⽀ 援 や 気 候 変 動 へ の 適 応 を 推 進 す る と と も に、 事 業 系 の ⼀
般 廃 棄 物の 削 減 を 図 る た め 、 ⾷ べ き り キ ャ ン ペ ー ン 協 ⼒ 店 や 市町 に お け る 先
進 的 な 取組 を 紹 介 す る な ど 、 削 減 が 進 ん で い な い 市 町 に 対 し 、そ れ ぞ れ の 実
情 に あ わせ た ⽀ 援 を 実 施 し ま す 。 加 え て 、 海 洋 プ ラ ス チ ッ ク ごみ 問 題 に 対 す
る 県⺠ 意識 の向 上に取 り組 み、 ６Ｒ の実践 を促 進し ます 。  
ま た 、 リニ ア 中 央 新 幹 線 の ⼯ 事 に よ る ⾃ 然 環 境 へ の 影 響 の 回 避⼜ は 低 減 、 ⼤
井 川 の ⽔資 源 の 減 少 を 回 避 す る た め 、 関 係 市 町 と ⼀ 体 と な っ て万 全 な 措 置 が
な され るよ う、 引き続 き取 り組 みま す。  

  
  

   
■ 協 議 会 等の 場 を 活 ⽤ し 、 各 市 町 の 情 報 共 有 や 、 地 域 公 共 交 通 の維 持 ・ 確 保 に

関 して 必要 な事 項の協 議を ⾏い 、集 約連 携型 都市 構造「コ ンパ クト・プ ラ ス ・
ネ ッ ト ワー ク 」 の 実 現 に 取 り 組 む 市 町 を ⽀ 援 し ま す 。 ま た 、 各市 町 の コ ミ ュ
ニ テ ィ 施策 の 充 実 に 向 け た 側 ⾯ ⽀ 援 や 、 若 年 層 の 地 域 活 動 参 加率 向 上 に 向 け
た 取組 を推 進し ます。  
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６－２  持 続可能 な社会 の形 成   
(1) 環境に配慮した快適な社会の形成 

 

  目  標  
   
■ 温 室効 果ガ スや 廃棄物 の排 出を 削減 し、暮 らし を守 る環 境を保全し ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

「ふじのくに COOL チャレンジ」実
⾏委員会開催回数 

（2016 年度） 
5 回 

（2018 年度） 
5 回 

毎年度 5 回 ○ 

リサイクル認定製品認定件数 （2016 年度） 
53 件 

（2018 年度） 
59 件 

（2020 年度） 
81 件 

● 

優良基準適合産業廃棄物処理事業者
数 

（2016 年度） 
147 事業者 

（2018 年度） 
180 事業者 

（2020 年度） 
185 事業者 

◎ 

浄化槽新規設置者講習会開催回数 （2016 年度） 
52 回 

（2018 年度） 
51 回 

毎年度 52 回 ○ 

⽔の出前教室実施回数 （2013～2016年度）
平均136回 

（2018 年度） 
185回 

毎年度 140 回 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算 備 考  

く ら し ・ 環 境 部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
企 業 局  

気 候 変 動 適 応 推 進 事 業 費  
中 ⼩ 企 業 エ コ ア ク シ ョ ン 21 推 進 事 業 費  
地 球 温 暖 化 対 策 推 進 事 業 費  
エ コ チ ャ レ ン ジ 推 進 事 業 費  
循 環 型 社 会 形 成 推 進 事 業 費  
産 業 廃 棄 物 適 正 処 理 ・ 不 法 投 棄 対 策 事 業 費  
環 境 影 響 評 価 審 査 指 導 費  
⽔ 質 調 査 事 業 費   
⼤ 気 汚 染 ・ 騒 ⾳ 等 防 ⽌ 対 策 事 業 費  
微⼩粒⼦状物質（ＰＭ2.5）常時監視体制整備事業費 
⽔ 資 源 企 画 調 整 事 業 費  
南 ア ル プ ス ⽔ 源 地 域 魅 ⼒ 形 成 事 業 費 助 成  
地 下 ⽔ 観 測 ・ 調 査 事 業 費  

 
⽔ 道 事 業 建 設 改 良 費 （ 耐 震 化 分 ）  

    な ど

5
2
6
9
8

49
 14
31
57
21
11
3
5

252

 

合 計  6,018  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 県⺠運動「ふじのくに COOL チャレンジ」の推進や、中⼩企業への⽀援員の派遣による環境マネ
ジメントシステム「エコアクション 21」の認証取得促進など、県⺠・事業者による⾃主的な温
室効果ガス排出削減の取組を⽀援するとともに、気候変動適応について普及啓発等を⾏っていま
す。（環境政策課） 

  
■ 

 
県⺠総参加による３Ｒを推進するため、「ふじのくに⾷べきりやったね！キャンペーン」などの
⾷品ロスの削減を啓発する事業や、県⺠や活動団体向けのフォーラムの開催などに取り組んでい
ます。今年度は、３Ｒの取組に加え、買い物時のレジ袋を始めとする使い捨てプラスチックの使
⽤⾃粛や海岸・河川の清掃活動などの実践を呼び掛ける「海洋プラスチックごみ防⽌ 6Ｒ県⺠運
動」を展開しています。（廃棄物リサイクル課） 

  
 

■ 産業廃棄物の不法投棄の未然防⽌と早期発⾒のため、パトロールや監視の⾏動に加え、「廃棄物
不法投棄の情報提供に関する協定」の締結など⺠間企業等と連携した取組を進めています。（廃
棄物リサイクル課） 

  
 

■ 産業廃棄物の適正処理を推進するため、排出事業者、処理事業者等に対する監視、指導を⾏うと
ともに、事業者への研修会を通じて優良な処理事業者を育成しています。今年度は、廃プラスチ
ック等の産業廃棄物の再⽣利⽤等に関する事業者への個別訪問を実施しています。（廃棄物リサ
イクル課） 
 

 
■ ⽔や⼤気の環境を保全するため、⽔質状況の監視、⼤気中のＰＭ2.5 等の測定による⼤気状況の

監視、⽔質汚濁防⽌法や⼤気汚染防⽌法に基づく事業場の⽴⼊検査等を⾏っています。（⽣活環
境課） 

  
 

■ 発電所や廃棄物処理施設等の整備を計画する事業者に対し、環境影響評価法等に基づき、環境保
全の⾒地からの意⾒を述べること等により、⽣活環境や多様な⾃然環境等が適切に保全されるよ
う取り組んでいます。（⽣活環境課） 

  
 

■ 

 

 

リニア中央新幹線の⼯事による⾃然環境への影響、⼤井川の⽔資源の減少を回避するため、関係
市町と⼀体となって万全な措置がなされるよう取り組んでいます。また、県ホームページに、リ
ニア中央新幹線⼯事に伴う環境への影響に対する県の対応について掲載し、取組を情報発信して
います。（環境政策課、⾃然保護課、⽣活環境課、⽔利⽤課） 

  
■ 

 
⽔道事業の基盤強化のため、⽔道事業者である市町に対して、⽔質や施設管理等の指導を実施す
るとともに、市町が策定する経営戦略における施設規模の適正化や適切な料⾦改定の実施の確認
と、多様な⼿法による市町間の広域連携に取り組んでいます。（⽔利⽤課） 

  
■ 

 
地下⽔位の動向、塩⽔化及び地盤沈下の状況を調査するとともに、地下⽔の採取の規制等により、
地下⽔障害の改善と地下⽔の適正利⽤を図っています。更に、帯⽔層が広がる地域の地下⽔採取
量を把握し、適切な地下⽔管理を推進しています。（⽔利⽤課） 

  
 

■ 耐震化計画に基づき、遠州⽔道などの耐震補強⼯事を実施しています。（⽔道企画課） 
  

Check（評価） 
 

■ 「ふじのくに COOL チャレンジ実⾏委員会開催回数（活動指標）」が順調に推移し、地球温暖化
防⽌に向けた県⺠運動が着実に実施されるとともに、中⼩企業への⽀援員の派遣により、「エコ
アクション 21 認証取得事業所数（参考指標）」は全国第１位（全国シェア 12.8％）となってお
り、環境マネジメントシステムの普及が進んでいることから、「県内の温室効果ガス排出量削減
率（成果指標）」の改善につながっています。（環境政策課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

エコアクション 21 認
証取得事業所数 934事業所 960事業所 991事業所 1,001事業所 1,019事業所   

 
  

 
■ 「リサイクル認定製品認定件数（活動指標）」は、事業者への技術⽀援や販路開拓⽀援などによ

る新規認定事業者がある⼀⽅、認定の継続が困難な事業者も存在するため、59 件にとどまって
おり、事業者の認定継続へのサポートが必要です。（廃棄物リサイクル課） 
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■ ⾷品ロスの削減に重点的に取り組んだ結果、「⽣活系の⼀般廃棄物排出量（参考指標①）」は減少

している⼀⽅、「事業系の⼀般廃棄物排出量（参考指標②）」は横ばいで推移しているため、「⼀
般廃棄物排出量（成果指標）」の削減に向けて、事業系の⼀般廃棄物の削減対策を強化する必要
があります。（廃棄物リサイクル課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

①⽣活系の⼀般廃棄
物排出量 664g/⼈・⽇ 653g/⼈・⽇ 643g/⼈・⽇ 622g/⼈・⽇ 2019 調査

2020 公表   

②事業系の⼀般廃棄
物排出量 252g/⼈・⽇ 250g/⼈・⽇ 252g/⼈・⽇ 256g/⼈・⽇ 2019 調査

2020 公表 → 
 

  
 

■ 産業廃棄物の排出事業者研修会等を⾏い、３Ｒの必要性や具体例の啓発を⾏ったことなどによ
り、「優良基準適合産業廃棄物処理事業者数（活動指標①）」は順調に推移するとともに、「産業
廃棄物総排出量（参考指標②）」は微増したが、再⽣利⽤量も増加したため、「産業廃棄物最終処
分率（成果指標）」の低減に寄与しています。（廃棄物リサイクル課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

①産業廃棄物総排出
量 10,085 千 t 9,725 千 t 9,717 千 t 10,047 千 t 2019 調査

2020 公表   

②産業廃棄物再⽣利
⽤量  4,460 千 t 4,016 千 t 4,159 千 t  4,255 千 t 2019 調査

2020 公表   
 

  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 「ふじのくに地球温暖化対策実⾏計画」に基づき、県⺠・事業者の⾃主的な温室効果ガス削減の
⽀援や気候変動への適応を推進します。（環境政策課） 

  
 

■ リサイクル認定製品を利⽤する⺠間事業者や県の公共事業発注者に対し、パンフレットの作成や
製品説明会の開催により、認定製品の周知や県事業での利⽤促進を図り、認定の継続に向けた⽀
援を⾏います。（廃棄物リサイクル課） 

  
 

■ 事業系の⼀般廃棄物の削減を図るため、⾷べきりキャンペーン協⼒店や市町における先進的な取
組を紹介するなど、削減が進んでいない市町に対し、それぞれの実情にあわせた⽀援を実施しま
す。加えて、海洋プラスチックごみ問題に対する県⺠意識の向上に取り組み、マイバッグ利⽤に
よるレジ袋⾃粛を呼び掛けるなど、６R の実践を促進します。（廃棄物リサイクル課） 

  
■ 

 
リニア中央新幹線に係る⼯事による⾃然環境への影響の回避⼜は低減、⼤井川の⽔資源の減少を
回避するため、関係市町と⼀体となって万全な措置がなされるよう、引き続き取り組みます。ま
た、今後、リニア中央新幹線⼯事に伴う環境への影響に対する県の対応について、県⺠の⽅々に
分かりやすい情報の発信を充実させていきます。（環境政策課、⾃然保護課、⽣活環境課、⽔利
⽤課） 
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６－２  持 続可能 な社会 の形 成   
(2) 持続可能で活⼒あるまちづくりの推進 

 

  目  標  
   

■ 居住や都市機能の適切な配置と交通ネットワークの充実を図るとともに、地域
住⺠が⽀え合い、安⼼して暮らし続けることができる地域づくりを進めます。

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

⽴地適正化計画作成市町数 （2016 年度） 
1 市町 

（2018 年度） 
7 市町 

14 市町 ○ 

地域公共交通網形成計画作成区域数 （2016 年度） 
5 区域 

（2018 年度） 
15 区域 

17 区域 ◎ 

県過疎地域⾃⽴促進計画に位置付け
た事業の各年度実施率 

(2016 年度) 
96％ 

(2018 年度) 
94％ 

（2020 年度） 
毎年度 100％ 

○ 

コミュニティカレッジ修了者数 （2016 年度） 
895 人 

(2018 年度) 
1,046 人 

1,320 人 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

交 通 基 盤 部  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
経 営 管 理 部  

 
 

都 市 計 画 調 査 費  
バ ス 運 ⾏ 対 策 費 助 成  
鉄 道 交 通 対 策 事 業 費 助 成  
地 価 調 査 費  
社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 ⾦ 事 業 費 （ 区 画 ）  
都 市 計 画 街 路 事 業 費  
社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 ⾦ 事 業 費 （ 街 路 ）  
都 市 ⾼ 速 鉄 道 ⾼ 架 事 業 費  
流 域 下 ⽔ 道 建 設 費 （ 補 助 事 業 ）  
都 市 公 園 維 持 補 修 費 （ 整 備 ）  
 
 
県 コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り 推 進 協 議 会 助 成  
コ ミ ュ ニ テ ィ 施 設 整 備 費 助 成  

な ど  

90 
 380 
 267 
  46 

1,099 
 515 

2,629 
  44 
 930 

872

  21
  57

 

合 計   8,944  
 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 居住や都市機能を誘導・集約し、各拠点間を交通ネットワークで結ぶコンパクトなまちづくりを
推進するため、市町が作成する⽴地適正化計画の策定プロセスや関係施策との連携について、情
報共有し、計画策定の促進を図っています。（都市計画課） 

  
 
 ■ 各市町の地域公共交通会議や地域公共交通活性化協議会の場を通じて、デマンド型交通等の新た

な⽣活交通の導⼊など路線バスに関する協議を⾏うとともに、伊⾖地域の協議会においては、⽬
的地までの直通バスの実証実験や、道の駅へのバス案内モニターの設置など、利便性向上を図る
取組を⾏っています。（地域交通課） 
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■ 過疎・半島地域の振興に向けて、静岡県過疎地域⾃⽴促進計画等に基づき、ハード・ソフトの両

⾯から過疎対策等を実施するほか、県と過疎地域を抱える県内９市町の担当者で過疎対策推進研
究会を開催し、過疎地域が抱える諸課題の解決⽅策等を検討しています。（地域振興課） 

  
 

■ コミュニティの活性化に向けて、市町等と連携し、⾃治会活動をはじめとする地域活動を牽引す
るリーダー等の養成やコミュニティ活動に関する情報発信、コミュニティ施設整備への⽀援を実
施するほか、⼤学⽣に対するコミュニティに関する講義など、⼤学との連携による取組を実施し
ています。（地域振興課） 

  

Check（評価） 
 

■ 市町等との情報共有による計画策定の促進を測った結果、「⽴地適正化計画作成市町数（活動指
標）」や、「⽴地適正化計画作成に取り組んでいる市町数（参考指標）」、「地域公共交通網形成計
画作成区域数（活動指標）」は増加し、「集約連携型都市構造の実現に向けた取組件数（成果指標）」
の増加につながっています。（都市計画課、地域交通課） 

  
  参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

⽴地適正化計画 
作成に取り組んで 
いる市町数 

９市町 13 市町 18 市町 20 市町 22 市町   
 

  
 

■ 「県過疎地域⾃⽴促進計画に位置付けた事業の各年度実施率（活動指標）」は、基幹的な市町道
等の整備事業の前提となる市町による⽤地交渉が難航したことなどにより、⼀部未実施となる事
業が⽣じましたが、概ね計画どおりに実施しています。（地域振興課） 

  
 

■ 「過疎地域⾃⽴促進特別措置法」が 2020 年度末の失効期限を迎えることから、国では、新法の
制定を⾒据え、過疎地域に対する⽀援策や要件等について議論を進めています。（地域振興課） 

  
 

■ 地域活動を牽引するリーダー等の養成やコミュニティ施設整備への⽀援、⼤学との連携による取
組などにより、「コミュニティカレッジ修了者数（活動指標）」は順調に推移し、「県⺠の地域活
動参加率(うち若年層(20 30 代))（参考指標①）」、「コミュニティ施設整備率(整備済地区数/整
備対象地区数)（参考指標②）」も増加しており、「県⺠の地域活動参加率（成果指標）」は⽬標値
を上回っています。（地域振興課） 

    
参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

①県⺠の地域活動
参加率(うち若年層
(20 30 代)) 

55.2％ 62.1％ 56.5％ 56.0％ 75.7％   

②コミュニティ施
設整備率(整備済地
区数/整備対象地区
数) 

63.3％ 64.5％ 65.0％ 65.5％ 66.4％   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 県・市町で組織する都市計画区域広域連絡協議会の場などで先⾏事例や国の動向等の共有化を通
じ、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の実現に取り組む市町の⽀援を⾏います。（都市計画
課） 

  
 

■ 美しい⾃然景観や固有の歴史・⽂化などの過疎地域等の魅⼒を最⼤限に活かした地域づくりを促
進するとともに、基幹的な市町道等の整備などに⼀部未実施となる事業が⽣じていることから、
静岡県過疎地域⾃⽴促進計画等に基づき、引き続き、交通通信体系や⽣活環境などの社会基盤整
備を進め、住⺠が住み慣れた地域にこれからも住み続けたいと思える環境づくりを着実に進めま
す。また、新たな過疎法の制定に向けた国の動向等に注視するとともに、新法の趣旨を踏まえた
過疎対策の検討を進めます。（地域振興課） 

  
 

■ 各市町のコミュニティ施策の充実に当たり、地域活動を牽引するリーダー等の養成やコミュニテ
ィ活動に関する情報発信、コミュニティ施設の整備やアドバイザー派遣による地区まちづくり計
画の策定などへの側⾯⽀援を⾏うとともに、他世代と⽐較して特に参加率の低い若年層の地域活
動参加率向上に向けた取組を推進するなど、持続可能な地域コミュニティづくりに向けた課題解
決に、県・市町が連携して取り組みます。（地域振興課） 
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６－３  エネルギーの地産地消  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  エネル ギー の地 産地消   

（ １） 再⽣ 可能 エネル ギー の導 ⼊推 進  

（ ２） 省エ ネル ギー社 会の 形成  施策

（ ３） エネ ルギ ー産業 の振 興  
 

  目  標   
   
■ 再 ⽣可 能エ ネル ギーの 導⼊ を加 速し 、地産 エネ ルギ ーの 導⼊率を⾼ めま す。
  

  
   

■ 効 率的 なエ ネル ギー利 ⽤が 定着 した 省エネ ルギ ー社 会の 形成を推進 しま す。
  

  
   

■ 地 域企 業の 地域 資源を 活⽤ した エネ ルギー 事業 への 参⼊ を拡⼤しま す。  
  

 

  成 果 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

地 産 エ ネ ル ギ ー 導 ⼊ 率  （2016 年 度 ）
16％ 

（2018 年度） 
17％ 

23％ C 

新 エ ネ ル ギ ー 等 導 ⼊ 量  （2016 年 度 ）
105.1 万 k  

（2018 年度） 
116.6 万 k  

159.1 万 k  C 

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率  
（ 2012 年 度 =100）  

（2014 年 度 ）
95 

（2018 年度） 
85 

85 
⽬ 標 値
以 上  

 

  活 動 指 標  

施  策  ◎ ○ ● - 合計

（ １） 再⽣ 可能エネル ギー の導 ⼊推 進  １  １  ４ ０ 6 

（ ２） 省エ ネルギー社 会の 形成  1 1 １  ０ 3 

（ ３） エネ ルギー産業 の振 興  ０  ０  ０ ２ 2 

合 計 ２  ２  ５ ２ 11
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  主 な 取 組  
 

   
■ 設 備 設 置に 係 る 負 担 軽 減 等 に よ り 、 太 陽 熱 利 ⽤ 設 備 、 ⼩ ⽔ ⼒ 発電 、 バ イ オ マ

ス 及 び 温泉 熱 等 の 利 活 ⽤ を 促 進 す る と と も に 、 ガ ス コ ー ジ ェ ネレ ー シ ョ ン の
導 ⼊や ⽔素 ステ ーショ ンの 整備 を⽀ 援して いま す。  

  
  

   
■ 省 エネ ルギ ー社 会の形 成に 向け 、企 業経 営に おけ る環 境保 全活動の取 組の 促

進 や、運輸 部⾨ での 省エ ネ化 を図 るた め、次世 代⾃ 動⾞ の普 及を促 進し てい
ま す。  

  
  

   
■ 「 ふじ のく にバ ーチャ ルパ ワー プラ ント構 築協 議会 」を 通じ て、⺠間 事業 者

に よる 実証 事業 の課題 を検 討す るな どの⽀ 援を ⾏っ てい ます。 
ま た、 県内 にお けるエ ネル ギー 事業 への新 たな 投資 や参 ⼊を促進す るた め、
産 学官 ⾦の 連携 による「創 エネ・蓄 エネ 技術 開発 推進 協議 会」を設⽴ し、協
議 会内 のワ ーキ ンググ ルー プ活 動を 通じて 具体 的な 技術 開発・実証試 験の 内
容 の検 討、 事業 計画へ のア ドバ イス などの ⽀援 を⾏ って います。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 再 ⽣ 可 能エ ネ ル ギ ー 等 の 推 進 に つ い て は 、 太 陽 光 発 電 は 固 定 価格 買 取 制 度 の

買 取 り 価格 が 年 々 下 が っ て お り 、 今 後 導 ⼊ の 鈍 化 が 懸 念 さ れ ます 。 そ の 他 の
多 様 な 資源 の 活 ⽤ に つ い て も 、 設 備 導 ⼊ ⽀ 援 や 導 ⼊ 事 例 集 の 作成 に よ り 導 ⼊
促 進を 図っ てい ますが 、「地 産エ ネル ギー導 ⼊率 (成果 指標 )」及び「 新エ ネル
ギ ー 等 導 ⼊ 量 (成 果 指 標 )」 の 導 ⼊ ペ ー ス を 上 げ る ま で に ⾄ っ てい な い た め 、
よ り ⼀ 層の 取 組 の 強 化 が 必 要 で す 。 ま た 、 導 ⼊ が ⽐ 較 的 遅 れ てい る ガ ス コ ー
ジ ェ ネ レー シ ョ ン の 技 術 ⾰ 新 を ⽀ 援 す る な ど 、 引 き 続 き 種 類 に応 じ た 特 性 や
普 及 の 状況 を 踏 ま え な が ら 、 そ れ ぞ れ の 最 ⼤ 限 の 導 ⼊ を ⽬ 指 す必 要 が あ り ま
す 。  

  
  

   
■ 省 エ ネ ル ギ ー 社 会 の 形 成 に つ い て は 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 機 器 の 省 エ ネ 化 が 進

み 、ト ータ ルエ ネル ギー の使 ⽤量 が減 少して いる こと から「エ ネル ギー 消費
効 率 (成 果指 標 )」 は順調 に 進 捗し て いま す。 引 き 続き 、 再⽣ 可能エ ネ ルギ ー
や 蓄電 池等 に関 する技 術開 発や 、⽔ 素関 連ビ ジネ スの 事業 化に向けた 取組 を
促 進す るな ど、地域 企業 によ るエ ネル ギー関 連産 業へ の参 ⼊を促進し 、地 域
経 済の 着実 な成 ⻑につ なげ てい くこ とが必 要で す。  
ま た、EV・PHEV 及び 電気 ⾃動 ⾞⽤ 充電器 の普 及を 図り 、運 輸部⾨の 省エ ネ
化 を進 める 必要 があり ます 。  

  
  
  
 

■ エ ネル ギー 産業 の振興 は、バー チャ ルパ ワー プラ ント 実証 事業の最新 動向 の
情 報交 換や 実証 事業の 課題 検討 によ り、地産 地消 型バ ーチ ャルパワー プラ ン
ト の構 築に 向け ⽀援し てい く必 要が ありま す。  
「 創エ ネ・蓄エ ネ技 術開 発推 進協 議会 」の ワー キン ググ ルー プ活動 を通 じて
具 体的 な技 術開 発が進 んで いま す。  
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  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 個 ⼈ や 中⼩ 企 業 等 に よ る 太 陽 光 発 電 、 太 陽 熱 利 ⽤ 設 備 、 ⼩ ⽔ ⼒発 電 、 バ イ オ

マ ス 及 び温 泉 熱 等 の 利 活 ⽤ 設 備 並 び に ガ ス コ ー ジ ェ ネ レ ー シ ョン の 導 ⼊ を 促
進 す る ため 、 設 備 設 置 に か か る 負 担 軽 減 等 の ⽀ 援 を ⾏ い 、 災 害時 の エ ネ ル ギ
ー 供給 にも 貢献 できる 再⽣ 可能 エネ ルギー の導 ⼊を 促進 します。  

  
  

   
■ 運 輸 部 ⾨の 省 エ ネ 化 を 促 進 す る た め 、 引 き 続 き 、 充 電 イ ン フ ラ情 報 の 発 信 や

⽔ 素ス テー ショ ンの整 備な ど EV、PHEV 及び FCV を 安⼼ して 運転 でき る環 境
の 整備 を図 りま す。  

  
  

   
■ 事 業 者 の⾃ 主 的 な 省 エ ネ ル ギ ー の 取 組 を 促 進 す る た め 、 引 き 続き ⽀ 援 員 を 派

遣 し、 エコ アク ション 21 の認 証取 得⽀ 援に 取り 組み ます 。  
  

  
   

■ 再 ⽣可 能エ ネル ギーを 安定 電源 とし て活⽤ する ため 、バ ーチ ャルパワ ープ ラ
ン ト構 築協 議会 を通じ て、⺠間 事業 者に よる 実証 事業 の課 題を検討す るな ど
の ⽀ 援 を ⾏ う と と も に 、「 創 エ ネ ・ 蓄 エ ネ 技 術 開 発 推 進 協 議 会 」 内 の ワ ー キ
ン ググ ルー プ活 動や協 議会 を⺟ 体と するプ ラッ トフ ォー ムを構築し 、コ ーデ
ィ ネ ー タ ー に よ る 企 業 連 携 ⽀ 援 や 販 路 開 拓 に 関 す る 個 別 相 談 な ど の ⽀ 援 に
取 り組 むと とも に、国 や県 の助 成制 度を活 ⽤し た⽀ 援を 実施します 。  
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６－３  エ ネルギ ーの地 産地 消   
(1) 再⽣可能エネルギーの導⼊促進 

 

  目  標  
   
■ 再 ⽣可 能エ ネル ギーの 導⼊ を加 速し 、地産 エネ ルギ ーの 導⼊率を⾼ めま す。
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

太陽光発電導⼊量 （2016年度） 
152.0万kW 

（2018年度） 
193.2万kW 

210 万 kW ◎ 

バイオマス発電導⼊量 （2016年度） 
4.0万kW 

（2018年度） 
5.0万kW 

6.0 万 kW ○ 

バイオマス熱利⽤導⼊量 （2016年度） 
5.4  万  

（2018年度） 
5.3  万  

6.0  万  ● 

中⼩⽔⼒発電導⼊量 （2016年度） 
1.2万kW 

（2018年度） 
1.2万kW 

1.9 万 kW ● 

ガスコージェネレーション導⼊量 （2016年度） 
49.0万kW 

（2018年度） 
50.0万kW 

85 万 kW ● 

⽔素ステーション設置数 （2016年度） 
2基 

（2018年度） 
2基 

7 基 ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  地 産 エ ネ ル ギ ー 創 出 ⽀ 援 事 業 費  
次 世 代 エ ネ ル ギ ー 産 業 構 築 ⽀ 援 事 業 費  
                 な ど

172
117

 
再掲 

合 計  2,726  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 設備設置に係る負担軽減等により太陽熱利⽤設備、⼩⽔⼒発電、バイオマス及び温泉熱等の利活
⽤の促進、ガスコージェネレーションの導⼊を⽀援しています。また、太陽光発電設備の適正導
⼊を図るため、県と市町における情報共有及び意⾒集約をして、市町のモデルとなるガイドライ
ンを作成し、市町への⽀援を進めています。（エネルギー政策課） 

  
 

■ ⽔素ステーション設備の設置に助成することで負担軽減を図り、整備を促進するとともに県⺠へ
の普及啓発のため、⽔素ステーションを活⽤した⼩学⽣親⼦向けセミナーを開催しています。（エ
ネルギー政策課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「太陽光発電導⼊量(活動指標）」は、固定価格買取制度により順調に推移していますが、「住宅⽤
太陽光発電による電気の固定買取価格(参考指標)」が年々下がっていることから、今後導⼊の鈍
化が懸念されます。また、「バイオマス発電導⼊量（活動指標）」は、⺠間事業者による設備導⼊
があったことから、順調に推移しています。⼀⽅、「バイオマス熱利⽤導⼊量(活動指標)」及び「⼩
⽔⼒発電の導⼊量(活動指標)」は、2015 年度から可能性調査、詳細設計、設備導⼊に対し計 31
件の助成を実施し、導⼊事例集の作成により設備導⼊の促進を図っていますが、導⼊ペースを上
げるまでに⾄っていないため、進捗が遅れています。このため、「地産エネルギー導⼊率(成果指
標)」や「新エネルギー導⼊量(成果指標)」は進捗が遅れており、引き続き設備導⼊の促進や普及
啓発等をしていく必要があります。（エネルギー政策課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

住宅⽤太陽光発電
による電気の固定
買取価格 

37 円 33 円 31 円 28 円 26 円   
   

 
■ 「ガスコージェネレーションの導⼊量(活動指標)」は、技術開発等によるコストの低減が進まず、

進捗が遅れているため、ガスコジェ設備のエネルギー効率の⾼さや経済的⽀援制度をより⼀層周
知していく必要があります。（エネルギー政策課） 

  
 

■ 「⽔素ステーション設置数(活動指標)」については、整備及び運営コストがガソリンスタンドに
⽐べ⾮常に⾼額であることと、⽔素の供給先である燃料電池⾃動⾞も⾮常に⾼額かつ、⾞種も限
られているため普及が進まず、今後の⽔素需要の拡⼤が⾒通せないことが、進捗の遅れにつなが
っていると考えられ、引き続き取組が必要です。なお、2019 年度は、⽔素ステーションの新規
整備(1 箇所)が進められています。（エネルギー政策課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 地産地消エネルギーや新エネルギー導⼊事例の効果や事業性を評価した「導⼊ガイドブック」を

活⽤し、新規参⼊の促進や普及啓発等に取り組み、太陽光発電、太陽熱利⽤、⼩⽔⼒発電、バイ
オマス利活⽤及び温泉熱利活⽤設備を導⼊する個⼈や中⼩企業等を⽀援し、災害時のエネルギー
供給にも貢献できる再⽣可能エネルギーの導⼊を促進します。（エネルギー政策課） 

  
 

■ 設備の効率の⾼さや⽀援制度を周知することにより、天然ガスコージェネレーションを導⼊する
中⼩企業等を⽀援するとともに、ガスコジェ設備のエネルギー効率の⾼さを周知します。（エネ
ルギー政策課） 

  
 

■ ⽔素ステーション整備に係る事業者負担軽減のため、補助制度により⽀援を⾏います。また、⽇
本⽔素ステーションネットワーク合同会社と県内企業とのマッチングを⾏い、新たに⽔素ステー
ションに投資する企業の発掘を⾏います。（エネルギー政策課） 
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６－３  エ ネルギ ーの地 産地 消   
(2) 省エネルギー社会の形成 

 

  目  標  
   

■ 効 率的 なエ ネル ギー利 ⽤が 定着 した 省エネ ルギ ー社 会の 形成を推進 しま す。
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

省エネ診断実施回数 （2013～2016年度）
平均62回 

（2018年度） 
79 回 

毎年度 65 回 ◎ 

建築物の省エネ化に関するセミナー
等参加者数 

（2017年度） 
85人 

（2018年度） 
113 人 

毎年度 100 人以上 ○ 

電気⾃動⾞⽤充電器設置数 （2016年度） 
907基 

（2018年度） 
968基 

1,829 基 ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

くらし・環境部 
 
 
 

経 済 産 業 部  

中⼩企業エコアクション 21 推進事業費 
地球温暖化対策推進事業費 
エコチャレンジ推進事業費 
 
次 世 代 ⾃ 動 ⾞ 普 及 促 進 事 業 費  

2
6
8

 
6

 

合 計  24  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 中⼩事業者が経営の中で環境保全等への取組を促進するため、エコアクション 21 の認証取得に
向けて⽀援員を派遣し、省エネルギー⽅法等の提案をすることにより、事業者の⾃主的な取組
を促進しています。（環境政策課） 
 

 
■ 建築物の省エネ化に関するセミナーを開催しています。（環境政策課） 

 
 

■ ふじのくにしずおか次世代エネルギーパーク構成施設の協⼒を得て、県⺠の⽇前後の⾒学会を
実施しています。（エネルギー政策課） 
 

 
■ 次世代⾃動⾞の普及を図るため、充電インフラ情報の発信や⽔素ステーションの整備を実施し

ています。（エネルギー政策課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「電気⾃動⾞⽤充電器設置数(活動指標)」は、昨年度より増加しているものの、ＥＶ等の普及が
⼗分に図られていないため、充電器の設置も整備が遅れています。経済産業省が策定した EV・
PHV ロードマップを踏まえた設置計画に沿って、引き続き導⼊を進め、｢エネルギー消費効率(成
果指標)｣の向上につなげていく必要があります。（エネルギー政策課） 

  
 

■ 県⺠の⽇の関連イベントとして実施している次世代エネルギーパーク構成施設の⾒学会につい
て、県内市町や⺠間事業者等の協⼒を得ながら実施施設を増やしたところ、「⾒学会の参加者数(参
考指標)」は増加傾向にあり、県⺠の再⽣可能エネルギーに対する理解促進等が図られています。
（エネルギー政策課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

⾒学会の参加者数 479 ⼈ 478 ⼈ 393 ⼈ 276 ⼈ 539 ⼈   
 

  
 

■ 「省エネ診断実施回数（活動指標）」や｢建築物の省エネ化に関するセミナー等参加者数(活動指
標)｣はエネルギー使⽤の合理化への意識の⾼まりにより順調に推移しており、また、「エコアクシ
ョン 21 認証取得事業所数（参考指標）」は⽀援員の派遣による新規取得・更新の⽀援により着実
に増加し、全国第１位（全国シェア 12.8％）となるなど、｢エネルギー消費効率(成果指標)」の
向上に寄与しています。（環境政策課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
エコアクション 21 
認証取得事業所数 

934事業所 960事業所 991事業所 1,001事業所 1,019事業所   
   

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 運輸部⾨の省エネ化を図るため、充電インフラ施設の整備を進めるとともに情報発信に取り組
み、安⼼して運転できる環境を整備します。また、次世代⾃動⾞の災害時における⾮常⽤電源と
しての活⽤を PR し、普及に努めます。（エネルギー政策課） 

  
 

■ 事業者の⾃主的な省エネルギーの取組を促進するため、引き続き⽀援員を派遣し、エコアクショ
ン 21 の認証取得⽀援に取り組みます。（環境政策課） 

  
 

■ 建築物の省エネ化のため、引き続きセミナーを開催します。（環境政策課） 
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６－３  エ ネルギ ーの地 産地 消   
(3) エネルギー産業の振興 

 

  目  標  
   

■ 地 域企 業の 地域 資源を 活⽤ した エネ ルギー 事業 への 参⼊ を拡⼤しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

静岡版メタン発酵プラント導⼊か所
数 

（2016年度） 
0か所 

（201８年度） 
0か所 

（2019年度以降実施）

3 か所 － 

エネルギー関連機器・部品製品化数 － 
（201８年度） 

0件 
（2019年度以降実施）

6 件 － 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  地 産 エ ネ ル ギ ー 創 出 ⽀ 援 事 業 費  
ふ じ の く に バ ー チ ャ ル パ ワ ー プ ラ ン ト 構 築
事 業 費  
次 世 代 エ ネ ル ギ ー 産 業 構 築 ⽀ 援 事 業 費  
創 エ ネ ・ 蓄 エ ネ 技 術 開 発 ⽀ 援 事 業 費  
                 な ど

172
3

117
309

再掲 
 
 
 

再掲 

合 計  628  
 

 

 

 

 

 

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⼩型メタン発酵プラントの試⾏的な導⼊・運⽤を通じて、総菜や⽔産加⼯物、飲料など⾷品廃棄
物の種類別のデータを収集するとともに、効率的な運⽤ができるよう、パイロットプラントの改
良に取り組んでいます。（エネルギー政策課） 

  
 

■ 産学官⾦の連携による「創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会」では、ワーキンググループ活動を
通じて具体的な技術開発・実証試験の内容の検討、事業計画へのアドバイスなどエネルギー関連
事業への参⼊を⽀援しています。（エネルギー政策課） 

  
 

■ 県内企業が参加するバーチャルパワープラント（IoT 技術の活⽤により、太陽光や⾵⼒といった
再⽣可能エネルギーなどの発電量と、家庭や事業所が利⽤する電⼒量などのデータを集約し、蓄
電池の遠隔操作等により、地域内の電⼒の需要と供給を効率的に調整するシステム）実証事業に
対して有識者等で構成する「ふじのくにバーチャルパワープラント構築協議会」を通じて、課題
を検討するなどの⽀援をしています。（エネルギー政策課） 
 

 
■ ⽔素関連製品製造分野への参⼊に向けた⽔素ビジネスマッチングセミナーを開催しています。

（エネルギー政策課） 
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Check（評価） 
 

■ 「静岡版メタン発酵プラント導⼊か所数(活動指標)」は、３年前から導⼊の実証試験や「試⾏的
導⼊箇所数(参考指標)｣を計画的に⾏い、安定的な発酵に向けた運⽤法や、これら製造品種別のプ
ラント運⽤パターンのデータを収集するとともに、パイロットプラントの改良にも取り組み、
2019 年度以降の導⼊を⽬指しています。しかしながら、⾷品加⼯業には、⾏程が数種類あり、
安定的な発酵に向けた運⽤法や、得られたガスの利⽤形態には⼤きな差異が想定されます。⼩型
メタン発酵プラントの事業化に向け、引き続きデータの収集や改良に取り組み、その結果を発信
していく必要があります。（エネルギー政策課） 

  
  

参考指標 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 推移

試⾏的導⼊箇所数 - - 2 箇所 2 箇所 2 箇所予定 → 
 

  
 

■ 「エネルギー関連機器・部品製品化数(活動指標)」は、｢静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議
会」を設⽴し、2019 年度以降の製品化を⽬標に、マッチングセミナーを開催した結果 14 件の
事業提案があり、その内 6 件ついて研究テーマ別ワーキンググループを設置し共同開発や実証な
どの技術開発を進めています。引き続き、「創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会」のワーキング
グループ活動を進めるとともに、事業化に向けて、国の補助⾦などを活⽤し実証事業を進めてい
く必要があります。（エネルギー政策課） 

  
 

■ 県内企業が参加し、県内を実証場所とするバーチャルパワープラント実証事業について、協議会
へ報告することで、会員の理解が進んでいます。また、セミナー出席者に対するアンケートの結
果、８割以上がバーチャルパワープラント関連事業に参⼊したいと回答しています。引き続き、
実証事業の最新動向の情報交換や実証事業の課題検討により、地産地消型バーチャルパワープラ
ントの構築に向け⽀援していく必要があります。バーチャルパワープラントの構築は、供給が不
安定になりがちな太陽光、⾵⼒等の再⽣可能エネルギー電源を安定電源として活⽤することが可
能になり、進捗が遅れている「地産エネルギー導⼊率(成果指標)」及び「新エネルギー等導⼊量(成
果指標)」の進捗に寄与することが期待されます。（エネルギー政策課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

協議会開催回数 - - - 3 回 3 回 → 

セミナー参加者数 - - - 113 ⼈ 90 ⼈ → 
 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ ⼩型メタン発酵プラントの実証試験結果を踏まえ、パイロットプラントを改良するとともに、本

プラントに関係する技術やノウハウを有する企業からなる企業組合の組織化を図り、事業化・普
及拡⼤に取り組みます。（エネルギー政策課） 

  
 

■ 「静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会」において、講演会やマッチング交流会、ワーキン
ググループによる⽀援を継続するとともに、さらに協議会を⺟体とするプラットフォームを構築
し、コーディネーターによる企業連携⽀援や販路開拓に関する個別相談などの⽀援を⾏います。
（エネルギー政策課） 

  
 

■ バーチャルパワープラント構築協議会において実証事業の課題を検討するとともに、セミナーを
通じて事業者等に対し関連ビジネスへの参⼊促進を図り、地産地消型バーチャルパワープラント
の構築に向けた⽀援を実施します。（エネルギー政策課） 
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政 策７ “ふじのくに”の魅⼒の向上と発信

７-１ スポーツの聖地づくり

(1) 東京 2020 オリンピック・パラリンピックの推進

(2) ラグビーワールドカップ 2019 の推進

(3) スポーツを活⽤した交流促進

(4) スポーツに親しむ環境づくり

(5) 競技⼒の向上

７-２ ⽂化芸術の振興

(1) 地域資源を活かした⽂化芸術の振興

(2) 世界⽂化遺産の後世への継承

(3) 伝統・歴史に培われた⽂化財の継承

７-３ 美しい景観の創造と⾃然との共⽣

(1) 豊かな⾃然、⽂化、歴史に根ざした美しい景観の形成

(2) ⾃然環境の保全と復元

(3) 森林との共⽣の推進
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７－１  スポーツの聖地づくり  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  スポー ツの 聖地 づくり   
 （ １） 東京 2020 オリン ピッ ク・ パラ リンピ ック の推 進  

（ ２） ラグ ビー ワール ドカ ップ 2019 の推進  

（ ３） スポ ーツ を活⽤ した 交流 促進  

（ ４） スポ ーツ に親し む環 境づ くり  

施策

 （ ５） 競技 ⼒の 向上  
 

  目  標   
   
■ 東 京 2020 オリ ンピッ ク・ パラ リン ピック とラ グビ ーワ ールドカッ プ 2019

の 機会 を活 かし 、⼤会 後も スポ ーツ による 国内 外の 交流 を拡⼤しま す。  
  

  
   

■ 県 ⺠の スポ ーツ への関 ⼼を ⾼め 、ス ポーツ 活動 への 参加 を促進しま す。  
  

  
   

■ 競 技 ⼒ の向 上 を 図 り 、 オ リ ン ピ ッ ク や 国 内 外 で 活 躍 す る ア ス リー ト を 育 成 し
ま す。  

  
 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

県 内 施 設 ・ ⼤ 会 等 で ス ポ ー ツ
を す る ⼈ ・ 観 る ⼈ の ⼈ 数  

（2016 年 度 ）
15,479,139 人 

（2018 年 度 ）
15,094,132 人 

16,500,000 人
基 準 値
以 下  

成 ⼈ の 週 １ 回 以 上 の ス ポ ー ツ
実 施 率  

（2017 年 度 ）
53.9％ 

（2018 年 度 ）
52.9% 

65％ 
基 準 値
以 下  

国 ⺠ 体 育 ⼤ 会 に お け る 総 合 順
位  

（2017 年 度 ）
17 位  

（2019 年 度 ）
17 位  

8 位  
基 準 値
以 下  

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● － 合計

（ １）東京 2020 オ リン ピッ ク・パラ リン ピッ クの 推進 １ １  ０ ０ ２  

（ ２） ラグ ビー ワール ドカ ップ 2019 の推進  １ １  ０ ０ ２  

（ ３） スポ ーツ を活⽤ した 交流 促進  2 0 0 1 3 

（ ４） スポ ーツ に親し む環 境づ くり  2 0 1 0 3 

（ ５） 競技 ⼒の 向上  2 0 １ 0 ３  

合 計 ８ ２  ２ １ 13
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  主 な 取 組  
 

   
■ 東 京 2020 オリ ンピッ ク・ パラ リン ピック の本 県開 催の 成功に向け 、テ スト

イ ベ ン トの 開 催 に よ り 輸 送 や セ キ ュ リ テ ィ 等 の 業 務 に つ い て 組織 委 員 会 や 関
係 機 関 と協 議 を 重 ね 、 開 催 準 備 に 万 全 を 期 し て い ま す 。 ま た 、記 念 イ ベ ン ト
の 開 催 や都 市 ボ ラ ン テ ィ ア の 研 修 、 事 前 キ ャ ン プ の 誘 致 に 係 る市 町 の ⽀ 援 な
ど に取 り組 んで います 。  
ラ グビ ーワ ール ドカッ プ 2019 で は、⼤ 会公 式ボランティアの研修や交通輸送計画
の実施等、開催 準備 の総 仕上 げを ⾏う ととも に 、カ ウン トダ ウンイ ベン ト 等 の
開 催に よる 機運 醸成を 図る ほか 、ラグ ビーの 普及 に向 けた 取組を進め まし た。

  
  

   
■ 国 内 外 と の ス ポ ー ツ を 通 じ た 交 流 促 進 に 向 け て 、 富 ⼠ ⼭ ⼥ ⼦ 駅 伝 や

FUJI-ZONCOLAN ヒル クラ イム in ⼩ ⼭町な どを 開催 し、県⺠ のス ポー ツへ の
関 ⼼を ⾼め ると ともに 、「 しず おか スポーツ フェ ステ ィバ ル」や「 県⺠ スポ ー
ツ ・ レ クリ エ ー シ ョ ン 祭 」 な ど 、 誰 も が 参 加 で き る 場 を 全 県 的な 規 模 で 県 ⺠
に 対し て提 供し ていま す。  

  
  

   
■ 国 体に 向け た合 宿や遠 征に よる 選⼿ 強化費 ⽤の ⽀援 、更 にそ の中でも トッ プ

ア スリ ート に対 する強 化費 ⽤の ⽀援、ジュニ アの 育成・ 強化 、指導 者の 養成
等 を⾏ い、選⼿ の強 化と ジュ ニア の育 成、優秀 な指 導者 の養 成等を 実施 して
い ます 。 

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ ラ グビ ーワ ール ドカッ プを ⽬前 に、カウ ント ダウ ンイ ベン トの開催や ラグ ビ

ー ファ ンク ラブ の加⼊ 促進 に努 め、「ラ グビ ーワ ール ドカ ップ 2019 の本 県開
催 に関 する 県⺠ 認知度 」が 向上し たこ とに加 え、オリン ピッ ク・パ ラリ ンピ
ッ クの 開幕 を控 え、⾃転 ⾞競 技会 場と なる県 東部・伊 ⾖地 域や 海外 競技 団体
の 事前 キャ ンプ 受⼊市 町を はじ めと し、県⺠ のス ポー ツに 対する関⼼ や意 欲
が ⾼ま りま した が、改修 等に より 使⽤ できな い施 設が あっ たことなど の影 響
で 「 県 内 施 設 ・ ⼤ 会 等 で ス ポ ー ツ を す る ⼈ ・ 観 る ⼈ の ⼈ 数 （ 成 果 指 標 ）」 は
基 準値 を下 回っ ていま す。今後 、改 修が 終わ った 施設 を⽤ いて様々な イベ ン
ト を実 施す ると ともに 、ラ グビ ーや オリ ンピ ック・パ ラリ ンピ ック のレ ガシ
ー に繋 がる よう な交流 活動 等な ど引 き続き 取組 を進 める ことで、ス ポー ツを
す る⼈ ・観 る⼈ の⼈数 増加 に繋 げて いくこ とが 必要 です 。  

  
  

   
■ 県 ⺠ の ス ポ ー ツ 活 動 へ の 参 加 に つ い て は 、「 し ず お か ス ポ ー ツ フ ェ ス テ ィ バ

ル 」 の 種⽬ 等 の ⾒ 直 し に よ り 新 た な 層 の 参 加 拡 ⼤ を 進 め ま し たが 、 全 体 で は
参 加者 が減 少傾 向にあ りま す。「成 ⼈の 週１ 回以 上の スポ ーツ実施率（ 成果 指
標 ）」も 基準 値 を下 回る 52.9%に 留ま ってい ま す。 今 後は 、 若年 ⼥ 性や 働 き
盛 り の 世代 と い っ た ス ポ ー ツ 実 施 率 が 低 い ⽅ 々 の 参 画 を ⼀ 層 拡⼤ し て い く た
め の取 組を 進め ていく 必要 があ りま す。  

  
  

   
■ 国 内 外 で活 躍 す る ア ス リ ー ト の 育 成 に つ い て は 、 強 化 ・ 育 成 途上 に あ る た め

「 国⺠ 体育 ⼤会 におけ る総 合順 位（ 成果指 標）」は 基準 値以 下となり まし た。
今 後 も 、競 技 団 体 が 継 続 的 な 強 化 活 動 を 実 施 し 、 安 定 し て 好 成績 を 残 す こ と
が でき るよ う、 引き続 き、 競技 団体 や選⼿ への ⽀援 を⾏ う必要があ りま す。
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  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 改 修 が 完 了 し た 施 設 に つ い て 様 々 な ス ポ ー ツ イ ベ ン ト の 開 催 等 を ⾏ う こ と

で 県⺠ の参 加を 図りま す。また 、ラ グビ ーワ ール ドカ ップ 開催の成功 によ り
⾼ まっ たス ポー ツへの 関⼼ を更 に向 上させ ると とも に、オリ ンピック・パ ラ
リ ンピ ック の開 催を機 に、更に 多く の⼈ が本 県に おい てス ポーツを楽 しめ る
よ う、戦略的 な広 報や機 運の 醸成 等を 推進し てい きま す。併 せて、ラグ ビー
ワ ール ドカ ップ やオリ ンピ ック・パ ラリ ンピ ック を契 機と したレガシ ーと し
て 、ス ポー ツへ の関⼼ ・意 欲が 県⺠ の中に 根付 くよ う取 組を進めま す。  

  
    

■ ス ポ ー ツ実 施 率 の 低 い 若 い ⼥ 性 が 参 加 し や す い 環 境 を 整 え る ため 、 託 児 を お
こ な う スポ ー ツ 教 室 の 開 催 促 進 に 向 け た ⽀ 援 や 気 軽 に 参 加 で きる 種 ⽬ の 普 及
に 取り 組み ます 。  

  
  

   
■ 県 内 及 び本 県 ゆ か り の 選 ⼿ が 安 定 し て 好 成 績 を 挙 げ ら れ る よ うに す る た め 、

競 技 団 体及 び 県 の 指 定 選 ⼿ に 対 し て 合 宿 ・ 遠 征 費 ⽤ や 、 競 技 やト レ ー ニ ン グ
機 器等 にか かる 費⽤を 引き 続き ⽀援 します 。  
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７－１  ス ポーツ の聖地 づく り   
(1) 東京 2020 オリンピック・パラリンピックの推進 

 

  目  標  
   
■ 東 京 2020 オリ ンピッ ク・ パラ リン ピック とラ グビ ーワ ールドカッ プ 2019

の 機会 を活 かし 、⼤会 後も スポ ーツ による 国内 外の 交流 を拡⼤しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

⼤会運営ボランティア登録者数 （2017年度） 
54人 

（2018 年度） 
962 人 

（2020 年度） 
2,500 人 

○ 

事前キャンプ誘致を希望する市町
の覚書等締結率 

（2017年度） 
57.1％ 

66.7％ 
（2020 年度） 

100％ 
◎ 

 
 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

スポーツ・⽂化観光部 東 京 2020 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク
⾃ 転 ⾞ 競 技 開 催 推 進 事 業 費  
                 な ど

543 
 

合 計  1,233  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック⾃転⾞競技の本県開催の成功に向け、開催地が担う輸
送やセキュリティ等の業務について、組織委員会や関係機関と協議を重ねています。 
今年度は、本番さながらのテストイベントに臨み、様々な⾓度から課題やリスクを洗い出し、⼤
会本番へ向けて、万全の準備を期していきます。（オリンピック・パラリンピック推進課） 

  
 

■ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック⾃転⾞競技開催⾃治体や関係団体等と連携し、情報収
集やサイクルイベントの開催など、県内全域で開催に向けた機運醸成を図っています。 
今年度は、テストイベントの開催時期に合わせ、1 年前、300 ⽇前といった記念イベントを開催
しました。（オリンピック・パラリンピック推進課） 

  
■ 修善寺駅や伊東駅などで交通案内や観光案内を⾏う静岡県都市ボランティアについては、⽬標の

700 ⼈を上回る 962 ⼈の応募がありました。今年度はスキルアップ研修やリーダーシップ研修、
テストイベントにおける実践的な研修などを実施し、スキルの向上を図っています。 
（オリンピック・パラリンピック推進課） 

  
■ 事前キャンプ誘致については、2018 年度末現在、14 市で 19 件の事前キャンプが実施されるこ

とになりました。引き続き、覚書締結に向けた市町の海外競技団体との交渉等の取組を⽀援する
とともに、地域における国際交流の取組が次代のレガシーになっていくよう、交流の拡⼤を図っ
ていきます。（オリンピック・パラリンピック推進課） 
 

Check（評価） 
 

■ オリンピック・パラリンピックの開幕を控え、記念イベントの開催による⼤会機運の醸成や、海
外現地連絡員による働きかけにより「⼤会運営ボランティア登録者数（活動指標）」や、「事前キ
ャンプ誘致を希望する市町の覚書等締結率（活動指標）」は順調に推移しており、⾃転⾞競技会
場となる県東部・伊⾖地域や海外競技団体の事前キャンプ受⼊市町をはじめとした県⺠のスポー
ツに対する関⼼や意欲が⾼まっています。⼀⽅で、スポーツ施設の改修⼯事等の影響で「県内施
設・⼤会等でスポーツをする⼈・観る⼈の⼈数（成果指標）」は基準値以下となっています。引
き続き、改修が終わった施設を⽤いて様々なイベント等を実施し、県⺠のスポーツへの参加を促
進することが必要です。（オリンピック・パラリンピック推進課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 改修を終えた施設は、オリンピック・パラリンピックの事前キャンプでの活⽤や、様々なスポー

ツイベントの開催等を実施するとともに、ラグビーやオリンピック・パラリンピックのレガシー
に繋がる交流活動等などの取組を進めることで、県⺠のスポーツへの参加を図ります。（オリン
ピック・パラリンピック推進課） 

  
 

■ 組織委員会をはじめ「東京 2020 オリンピック・パラリンピック⾃転⾞競技伊⾖半島・東部地域
⾸⻑協議会」や関係団体等と連携し、テストイベントにおいて確認された輸送やセキュリティ対
策などのリスクへの対応を図り、⼤会本番に向けた準備を着実に進めていくとともに、⻑期的な
広報計画に基づく効果的な広報 PR による⼀層の機運醸成を⾏います。（オリンピック・パラリ
ンピック推進課） 

  
 

■ ⼤会運営ボランティアのうち、静岡県都市ボランティアについて、スキルアップ研修やリーダー
シップ研修などの研修を継続するとともに、記念イベントにおける実践的な研修により、質の向
上を図っていきます。（オリンピック・パラリンピック推進課） 

  
 

■ ⼩さな国や海外の⾃転⾞競技団体からの受⼊要請に対応するとともに、より多くの事前キャンプ
誘致を希望する市町が覚書を締結できるよう、海外現地連絡員等による最⼤限の⽀援を⾏ってい
きます。（オリンピック・パラリンピック推進課） 

  
 

■ 東京オリンピック・パラリンピック⾃転⾞競技開催を契機とする競技会場等のレガシー創出につ
いて、平成 30 年度末に取りまとめた取組⽅針に基づき、地元⾃治体、競技団体、施設所有者等
と⼀体となって検討・推進していきます。（オリンピック・パラリンピック推進課） 
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７－１  ス ポーツ の聖地 づく り   
(2) ラグビーワールドカップ 2019 の推進 

 

  目  標  
   
■ 東 京 2020 オリ ンピッ ク・ パラ リン ピック とラ グビ ーワ ールドカッ プ 2019

の 機会 を活 かし 、⼤会 後も スポ ーツ による 国内 外の 交流 を拡⼤しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

⼤会運営ボランティア登録者数 ― 
（2019 年度） 

1,000 人 
（2019 年度） 

800 人 
◎ 

ラグビーファンクラブ会員数 （2016年度） 
8,894人 

（2018 年度） 
26,079 人 

50,000 人 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

スポーツ・⽂化観光部 ラ グ ビ ー ワ ー ル ド カ ッ プ ２ ０ １ ９ 開 催 推 進
事 業 費  

1,896 
 

合 計  1,896  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ラグビーワールドカップ 2019 本県開催試合の成功に向け、⼤会会場となるエコパスタジアムの
競技⽤照明設備など恒久的な部分の改修⼯事、⼈⼯芝など仮設部分の整備や、公認チームキャン
プ地の整備を進めるとともに、⼤会公式ボランティアの配置決定・研修のほか、交通輸送、警備、
ファンゾーンなどの各種運営計画に基づく開催準備を進めました。（スポーツ政策課、公園緑地課）
また、100 ⽇前、50 ⽇前カウントダウンイベント等の開催により、⼀層の機運醸成を図るととも
に、開催都市特別サポーター等を活⽤した広報・情報発信に取り組みました。（スポーツ政策課）

  
 

■ エコパスタジアム開催４試合では、観客数は⾸都圏開催（東京都・横浜市）を除く地⽅開催の 31
試合のうち、ベスト４を独占しました。特に、⽇本がアイルランドを撃破した⼀戦は「シズオカ・
ショック」として国内外に⼤きく報道され、「シズオカ」や「エコパ」の名を世界中に発信するこ
とができました。（スポーツ政策課） 

  
 

■ 静岡市と浜松市で開催したファンゾーンやエコパ周辺おもてなしエリア等には、国内外から多く
の観戦客が訪れ、連⽇⼤変な賑わいを⾒せたほか、観光や県産品など本県の豊富で多彩な魅⼒を
国内外にＰＲすることができました。（スポーツ政策課） 

  
 

■ ラグビーの普及やファン層の開拓によるラグビー⽂化の醸成に向け、⼩学⽣世代へのタグラグビ
ーの普及などの取組を進めるほか、⼩中学⽣を対象としたラグビー授業の実施やラグビーワール
ドカップ 2019 本県開催試合への⼩中⾼⽣の観戦招待等に取り組みました。その結果、「No Side」
などのラグビー精神の学校教育への活⽤が図られるとともに、25,000 ⼈もの⼦ども達がスタジ
アムでの熱戦と感動を体感しました。（スポーツ政策課） 
 

Check（評価） 
 

■ ラグビーワールドカップを⽬前に、カウントダウンイベントの開催やラグビーファンクラブの加
⼊促進に努めた結果、「ラグビーワールドカップ 2019 本県開催の認知度（参考指標）」や、「ラグ
ビーファンクラブ会員数（活動指標）」は順調に推移しており、認知度の向上や県⺠のスポーツに
対する関⼼や意欲が⾼まっています。⼀⽅で、スポーツ施設の改修⼯事等の影響で「県内施設・
⼤会等でスポーツをする⼈・観る⼈の⼈数（成果指標）」は基準値以下となっています。引き続き、
改修が終わった施設を⽤いて様々なイベント等を実施し、県⺠のスポーツへの参加を促進するこ
とが必要です。（スポーツ政策課） 

  
  

参考指標 － 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 推移
ラグビーワールド
カップ2019本県開
催の認知度 

41.7％ 62.0％ 71.8％ 77.8% 86.7％   
   

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 引き続き、ラグビーの競技⼈⼝を拡⼤しファンの裾野を広げるための取組を進めるとともに、ラ
グビーワールドカップ 2019 を契機として設⽴された総合型スポーツクラブへの⽀援などを通じ
て、ラグビーワールドカップの本県開催により培われたラグビー⽂化などのレガシーを継承する
ための取組を進めます。（スポーツ政策課） 
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７－１  ス ポーツ の聖地 づく り   
(3) スポーツを活⽤した交流促進 

 

  目  標  
   

■ 県 ⺠の スポ ーツ への関 ⼼を ⾼め 、ス ポーツ 活動 への 参加 を促進しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

⾃転⾞活⽤推進計画策定市町数 （2017年度） 
0市町 

（2018年度） 
0市町 

（2019年以降実施）
全市町 ― 

⾃転⾞⾛⾏環境整備率（⽮⽻根型路⾯
表⽰の延⻑） 

（2016年度） 
3.3％ （9.2km） 

(2018 年度) 
65%(179.3km) 

100％（276km） ◎ 

富⼠⼭⼥⼦駅伝観客数 （2017年度） 
128千人 

（2018年度） 
133千人 

135 千人 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

スポーツ・⽂化観光部 
 
 
 

交 通 基 盤 部  

サ イ ク ル ス ポ ー ツ 県 づ く り 事 業 費  
サ イ ク ル ス ポ ー ツ 県 づ く り 協 働 事 業 費  
ス ポ ー ツ 交 流 推 進 事 業 費  
 
「 暮 ら し を 守 る 道 」 緊 急 対 策 事 業 費  

13 
13 
13 

2,500 

 
 
 
 

再 掲  

合 計  2,539  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⾃転⾞活⽤推進計画は、2018 年６⽉に国が、2019 年３⽉に県が策定しました。県計画策定に当
たっては、市町連絡会議を 2018 年度中に３回実施し市町の意⾒を聴取したほか、市町計画策定
に向けた情報提供をしました。 
市町の⾃転⾞活⽤推進計画は、国と県の計画を基に作成することとされているため、今年度は、
市町への訪問によるヒアリングなどを実施し、個別の状況に応じた助⾔や情報提供により市町の
計画策定を⽀援します。（スポーツ政策課） 

  
 

■ サイクリストの安全性や快適性の向上に向け、⽮⽻根型路⾯表⽰の設置や路肩の整備などの⾛⾏
空間環境改善、バイシクルピットの整備や電⾞内やバス等での⾃転⾞の輸送など、サイクリスト
の受⼊環境の整備を進めています。（スポーツ政策課、道路整備課、道路企画課） 

  
 

■ 富⼠⼭⼥⼦駅伝の定着、育成、ブランド化を進めるため、実⾏委員会に参画し、事前 PR 番組で
の県出⾝選⼿の取り上げや⼤会の様⼦を周知する事後の番組の関東地区での放映など新たな取
組を進め、観戦者、視聴率の向上を図っています。（スポーツ政策課） 

  
 

■ FUJI-ZONCOLAN ヒルクライム in ⼩⼭町⼤会の開催を通じたイタリアとのスポーツ交流、静岡
ゴールデンサッカーアカデミーへの海外 U-15 チームの招へいを通じた、選⼿及び指導者の育成
など、国内外とのスポーツを通じた交流促進を進めています。（スポーツ政策課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「⾃転⾞⾛⾏環境整備率(⽮⽻根型路⾯表⽰の延⻑)（活動指標）」は着実に増加しており、サイク
リストを対象とした受⼊れ環境の整備が進んでいます。また、積極的な広報活動により「富⼠⼭
⼥⼦駅伝観客数（活動指標）」も着実に増加しており、「県内施設・⼤会等でスポーツをする⼈・
観る⼈の⼈数（成果指標）」の増加に寄与していきます。（スポーツ政策課） 

  
 

■ 官⺠による組織「サイクルスポーツの聖地創造会議」を中⼼に、県庁内の部局横断の体制でサイ
クルスポーツの聖地づくりを進め、2019 年３⽉に静岡県⾃転⾞活⽤推進計画を策定しました。
世界的な⼤規模スポーツイベントを通じた県⺠のスポーツへの関⼼の⾼まりを活かし、その他の
スポーツの振興においても官⺠の取組を進める必要があります。（スポーツ政策課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 市町の⾃転⾞活⽤推進計画の策定を促進するため、市町連絡会の場を活⽤し、国や他県市町村の

情報提供、⾃転⾞活⽤の必要性や計画策定のメリットなどを丁寧に説明するほか、市町ヒアリン
グ等による個別の相談⽀援などに取り組みます。（スポーツ政策課） 

  
 

■ ラグビーワールドカップ 2019 及び東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催を通じて得
たソフト・ハードの資源や地域が持つスポーツ資源を活⽤し、競技会場等を活⽤した⼤会開催の
⽀援やスポーツ合宿の誘致など、地域の特⾊を活かしたスポーツの聖地づくりに県庁内の各部
局、市町、⺠間の企業や団体と連携して取り組みます。（スポーツ政策課） 
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７－１  ス ポーツ の聖地 づく り   
(4) スポーツに親しむ環境づくり 

 

  目  標  
   

■ 県 ⺠の スポ ーツ への関 ⼼を ⾼め 、ス ポーツ 活動 への 参加 を促進しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

しずおかスポーツフェスティバル参
加者数 

（2016年度） 
70,102人 

(2018年度) 
61,126人 

75,000 人 ● 

県⽴スポーツ施設（県武道館、県⽴⽔
泳場、県⽴富⼠⽔泳場）利⽤者数 

（2016年度） 
590,234人 

(2018年度) 
608,085人 

62 万人 ◎ 

県営都市公園運動施設利⽤者数 （2016年度） 
2,117,603人 

(2018年度) 
2,337,281人 

（現） 
222 万人 

（新） 
毎年度 222 万人

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

スポーツ・⽂化観光部 
 
 
 
 

交 通 基 盤 部  

⽣ 涯 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 費  
ス ポ ー ツ 施 設 管 理 運 営 費  
ス ポ ー ツ 振 興 管 理 費  
み ん な の ス ポ ー ツ 推 進 事 業 費  
 
都 市 公 園 管 理 運 営 費  
都 市 公 園 維 持 補 修 費 （ 整 備 ）  
遠 州 灘 海 浜 公 園 （ 篠 原 地 区 ） 基 本 計 画 策 定
事 業 費   
                 な ど

17
695

2
10

1,791
872

80
 

 

合 計  3,763  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ⽣涯スポーツを⽀える環境づくりに向け、だれもがスポーツ競技等に親しむことができる、「し
ずおかスポーツフェスティバル」や気軽にニュースポーツ等を楽しむことのできる「県⺠スポー
ツレクリエーション祭」を各市町で開催しています。今年度は、託児付スポーツ教室の⽀援等に
よりスポーツへの⼥性参画の促進等に取り組みます。（スポーツ振興課） 

  
 

■ 地域スポーツ拠点として、県⽴スポーツ施設（県武道館、県⽴⽔泳場、富⼠⽔泳場）や県営都市
公園においては、⺠間のノウハウや創意⼯夫を活かした管理運営を⾏い、⼤会や合宿の誘致によ
る団体利⽤の増加を図るとともに、利⽤者ニーズを把握した運営に努める等、利⽤⼈数の増加を
図っています。（スポーツ振興課、公園緑地課） 
また、遠州灘海浜公園（浜松市⻄区）において、新野球場を含めた公園施設の規模、配置等を検
討する公園基本計画を策定します。（公園緑地課） 

   
■ 「総合型地域スポーツクラブ」の設置や質的充実を促進するため研修会の開催や情報提供などの

⽀援を⾏っています。（スポーツ振興課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「しずおかスポーツフェスティバル参加者数（活動指標）」は、従来多くの⼈数を集めていた競
技性の⾼い種⽬において参加者数が減少しており、種⽬の⾒直し等を進めるなど、より⼀層の推
進が必要です。（スポーツ振興課） 

  
■ 県⽴スポーツ施設における指定管理者制度の導⼊と運営状況の評価を実施し、サービス⽔準の向

上を図ったことから「県⽴スポーツ施設（県武道館、県⽴⽔泳場、県⽴富⼠⽔泳場）利⽤者数（活
動指標）」や「県営都市公園運動施設利⽤者数（活動指標）」は順調に推移しているものの、だれ
もがスポーツに親しむことができる環境づくりとして実施している「県⺠スポーツレクリエーシ
ョン祭参加者数（参考指標）」は減少傾向で「成⼈の週１回以上のスポーツ実施率（成果指標）」
は、基準値をわずかに下回って推移しており、実施率の低い若年⼥性・働き盛り世代の参画を促
すなどより⼀層の取組が必要です。（スポーツ振興課） 

  
   

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
県⺠スポーツ・レク
リエーション祭参
加者数 

12,962 ⼈ 10,285 ⼈ 10,050 ⼈ 10,537 ⼈ 8,870 ⼈   

  
 

■ 健康増進のためにスポーツを⾏う世代は⾼齢者が多く、他の世代に⽐べてスポーツ実施率も⾼い
傾向にあります。これに対し、健康増進を特に課題と感じていない若い世代はスポーツ実施率も
低い状況にあることが課題と捉えています。（スポーツ振興課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ これまでスポーツに参加していなかった新たな層を取り込み、参加⼈数を増やすため、県体育協

会や県レクリエーション協会などの関係団体と連携し、「しずおかスポーツフェスティバル」や
「県⺠スポーツレクリエーション祭」の種⽬の構成や開催会場の⼯夫を進めた上で、効果の⾼い
周知に努めます。特にスポーツ実施率が低い若い⼥性に対して広く意⾒を聞く機会を設け、参加
しやすい環境づくり等に取り組むほか、働き盛りの世代に向けては、企業と連携して職場におけ
るスポーツ実施を促進し、スポーツの習慣づくりや働き⽅の⾒直しにつなげるための検討を進め
ます。（スポーツ振興課） 

  
 

■ 若い世代にスポーツに親しんでもらうため、気軽で楽しみとして⾏うことができるスポーツを普
及させるための⽅策を検討します。（スポーツ振興課） 

  
 

■ 県⽴スポーツ施設や県営都市公園運動施設においては、中⻑期的な視点での維持管理を実施する
ほか、緊急を要する事案への柔軟な対応により、安全・安⼼にスポーツに親しむことができる環
境の創出を図るとともに、施設を活⽤した⼤規模な⼤会の誘致に努めていきます。（スポーツ政
策課、スポーツ振興課、公園緑地課） 
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７－１  ス ポーツ の聖地 づく り   
(5) 競技⼒の向上 

 

  目  標  
   

■ 競 技 ⼒ の向 上 を 図 り 、 オ リ ン ピ ッ ク や 国 内 外 で 活 躍 す る ア ス リー ト を 育 成 し
ま す。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

静岡県に関係するＪＯＣオリンピッ
ク強化指定選⼿数 

（2017年度） 
27人 

（2019 年度） 
25 人 

45 人 ● 

ジュニアスポーツ体験参加者数 （2016年度） 
330人 

（2018 年度） 
1,110 人 

 （現） 
毎年度 330 人 

（新） 
毎年度 660 人 

◎ 

⽇本体育協会登録公認コーチ数 （2016年度） 
816人 

（2019 年度） 
997 人 

1,000 人 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

スポーツ・⽂化観光部 競 技 ⼒ 向 上 対 策 事 業 費  
2020 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク
「 ふ じ の く に 」 ス ポ ー ツ 推 進 事 業 費    
ス ポ ー ツ イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 事 業 費  

331
100 

 20 
 

合 計  451  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 国体に向けた合宿や遠征による選⼿強化への⽀援、更にその中でも上位⼊賞が期待されるトップ
アスリートに対する⽀援を⾏っています。また中期的な競技⼒の向上を図るためにジュニアの育
成・強化を⾏うともに、競技⼒を⾼いレベルで維持・向上させていくための優秀な指導者の養成
等を継続して実施しています。 
今年度は、練習への医・科学や IT を活⽤したアスリートの強化を⽀援し、競技⼒の向上に取り
組んでいます。（スポーツ振興課） 

  
 

■ 東京オリンピック・パラリンピックに本県から多くの選⼿を輩出するため、候補選⼿を指定して
強化活動の⽀援を 2020 年まで継続して実施します。（スポーツ振興課） 

  
 

■ 能⼒の⾼いジュニア選⼿を発掘し、アスリートへ育成するためにジュニアスポーツ体験教室を実
施しています。（スポーツ振興課） 

  
 

■ 国体上位⼊賞が期待されるアスリートや優秀指導者の県内定着を促し、強化活動の活性化及び競
技⼒の向上を図るため、体育協会が「実施するアスリート等雇⽤⽀援事業」に対する⽀援を実施
します。（スポーツ振興課） 
 

Check（評価） 
 

■ 競技⼒向上を⽬的とした選⼿強化の⽀援を進めていますが、「静岡県に関係するＪＯＣオリンピ
ック強化指定選⼿数（活動指標）」は、他県類似事業等との競合に伴い中央競技団体の指定する
枠を分け合ったことにより減少しています。国⺠体育⼤会は、近年強化に⼒を⼊れてきた団体競
技やジュニアが活躍したことで 2018 年度から順位と得点が伸びており、⼀定の成果は⾒られま
したが、⼤学や企業所属の選⼿層が厚い愛知県や、2021 年に国体開催を控え強化が進む三重県
など強豪ぞろいの東海ブロックにおいて「国体東海ブロック⼤会における本⼤会出場枠獲得率
（参考指標①）」の向上は困難さを増しており、得点の上積みを伸ばすことができず、「国⺠体育
⼤会における総合順位（成果指標）」は基準値を下回って推移しており、引き続き、強化選⼿の
⽀援や競技⼈⼝の拡⼤を図ります。（スポーツ振興課） 

  
  

参考指標 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 推移
①国体東海ブロッ
ク⼤会における本
⼤会出場枠獲得率 

33％ 37％ 33％ 37％ 28％   

②国体本⼤会出場
者数 

350⼈ 384⼈ 359⼈ 442⼈ 385⼈   
   

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 県内及び本県ゆかりの選⼿が安定して好成績を挙げられるようにするため、競技団体及び県の指定
選⼿に対して合宿・遠征費⽤や、競技やトレーニング機器等にかかる費⽤を引き続き⽀援するほか、
優秀な選⼿や実績のある指導者を県内に定着させるため、選⼿等と県内企業の雇⽤マッチングや企
業への雇⽤⽀援等を進めます。 
また、⼤学、⺠間企業等と連携し、科学的根拠に基づく調査・研究や最先端の医・科学、IT を活
⽤して競技⼒の向上に取り組みます。（スポーツ振興課） 

  
 

■ 県体育協会と連携し、多様な競技を継続できる環境を整備し、競技⼒の向上を図るため、選⼿育
成体制が未構築の競技種⽬について、スポーツ体験教室を開催します。（スポーツ振興課） 

  
 

■ 各種競技団体等と連携し、これまでの取組に加え、科学的知⾒に基づく効果的な指導の実践を進
めるほか、世界クラスの指導者の育成や選⼿の個性や成⻑段階に応じた適切な指導を⾏える⼈材
の確保により、指導⼒の向上に努め、競技⼒の向上に取り組みます。（スポーツ振興課） 
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７－２  ⽂化芸術の振興  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  ⽂化芸 術の 振興   

（ １） 地域 資源 を活か した ⽂化 芸術 の振興  

（ ２） 世界 ⽂化 遺産の 後世 への 継承  施策

（ ３） 伝統 ・歴 史に培 われ た⽂ 化財 の継承  
 

  目  標   
   
■ 県 ⺠ が ⽂化 芸 術 に 触 れ る 機 会 の 提 供 や 、 創 造 活 動 の 充 実 に 向 けた 環 境 づ く り

に 取り 組み ます 。  
   
■ オ リ ン ピッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク に 向 け て 、 ⽂ 化 プ ロ グ ラ ム を 県内 各 地 で 着 実

に 展 開 し、 培 っ た 仕 組 み や ⼈ 材 を 活 か し て ⽂ 化 振 興 を ⽀ え る アー ツ カ ウ ン シ
ル の形 成に つな げ、⽂ 化⼒ の向 上を 図りま す。  

  
  

   
■ 富 ⼠ ⼭ と韮 ⼭ 反 射 炉 の 保 存 管 理 を 着 実 に 実 ⾏ す る と と も に 、 それ ら の 顕 著 な

普 遍的 価値 を後 世に継 承し ます 。  
  

 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

１年間に⽂化・芸術の鑑賞・活動を
⾏った⼈の割合 

（2018 年 度 ）
54.9％ 

（2019 年 度 ）
53.4％ 

75％ 
基 準 値
以 下  

県内⽂化施設（概ね 300 ⼈以上の公
⽴ホール）利⽤者数 

（2016 年 度 ）
7,495,456 人

（201８年 度 ） 
7,248,530 人

7,700,000 人
基 準 値
以 下  

富⼠⼭の世界⽂化遺産としての価値
を理解している⼈の割合 

（2018 年 度 ）
19.3% 

（2019 年 度 ）
23.0% 

50％ C 

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 地域 資源を活か した ⽂化 芸術 の振興  3 ０  ２  ５  

（ ２） 世界 ⽂化遺産の 後世 への 継承  2 1 0 3 

（ ３） 伝統 ・歴史に培 われ た⽂ 化財 の継承  0 0 ２  ２  

合 計 5 １  ４  10
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  主 な 取 組  
 

   
■ 県 ⽴ 美 術館 、 グ ラ ン シ ッ プ 等 に お け る 多 彩 な 事 業 及 び ふ じ の くに 芸 術 祭 等 の

実 施に より 、県 ⺠が ⽂化 や芸 術に 触れ る機会 を提 供し てい ます 。ま た、SPAC
の 海 外 公演 や 県 内 の ⽂ 学 ゆ か り の 地 を 巡 る ツ ア ー 等 に よ り 、 本県 ⽂ 化 資 源 の
魅 ⼒の 新た な発 信に努 めて いま す。  

   
■ ⽂ 化 プ ログ ラ ム の 展 開 に つ い て は 、 県 内 の 団 体 か ら プ ロ グ ラ ムを 公 募 し 、 採

択 し た もの に 対 し ⽀ 援 す る と と も に 、 静 岡 県 ⽂ 化 プ ロ グ ラ ム 推進 委 員 会 が 企
画 する プロ グラ ム の 2020 年 に向 けた 準備を 進め てい ます 。また 、 500 ⽇ 前
イ ベ ン トを ⽪ 切 り に プ レ ・ フ ェ ス テ ィ バ ル を ス タ ー ト さ せ 、 ⽂化 プ ロ グ ラ ム
の 周 知 及び 機 運 醸 成 を 図 り ま す 。 こ れ ら ⽂ 化 プ ロ グ ラ ム の 取 組の 成 果 を 活 か
し 、 先 ⾏事 例 の 調 査 等 を ⾏ い つ つ 、 ア ー ツ カ ウ ン シ ル 設 ⽴ の 準備 を 進 め て い
き ます 。 

  
  

   
■ 国 、 ⼭ 梨県 、 関 係 市 町 村 と 連 携 し 、 富 ⼠ 登 ⼭ の 安 全 性 ・ 快 適 性の 確 保 に 向 け

た 登 ⼭ 道の 混 雑 状 況 の 事 前 提 供 な ど 、 富 ⼠ ⼭ の 適 切 な 保 存 管 理の 取 組 を 進 め
て い ま す。 ま た 、 県 ⺠ 講 座 等 を 通 じ て 、 富 ⼠ ⼭ や 韮 ⼭ 反 射 炉 の世 界 遺 産 と し
て の価 値の 情報 発信に 取り 組ん でい ます。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 地 域 資 源を 活 か し た ⽂ 化 芸 術 の 振 興 に 向 け た 、 公 演 及 び 展 覧 会等 を 開 催 し 、

ま た⽂ 化プ ログ ラムの 実施 及び 参加 促進が 、「 1 年 間に⽂ 化・芸術の 鑑賞・活
動 を⾏ った ⼈の 割合（ 成果 指標 ）」 の向 上に 寄与 して いま す。しかし なが ら、
「 県内 ⽂化 施設（ 概ね 300 ⼈以 上の 公共ホ ール）利⽤ 者数（ 成果 指標 ）」は、
県 内 ⽂ 化施 設 の 施 設 ⼯ 事 ・ 修 繕 に よ る 利 ⽤ 制 限 及 び ⼤ 規 模 イ ベン ト の 減 少 等
に よ り 、基 準 値 を 下 回 っ て お り 、 引 き 続 き 、 魅 ⼒ あ る ⽂ 化 ・ 芸術 事 業 を 企 画
す る と とも に 、 広 報 や 普 及 活 動 を 充 実 さ せ 、 県 ⺠ の 鑑 賞 や 活 動へ の 関 ⼼ を ⾼
め てい く必 要が ありま す。  

  
  

 
■ 富 ⼠ ⼭ の適 切 な 保 存 管 理 の 取 組 や 、 静 岡 県 富 ⼠ ⼭ 世 界 遺 産 セ ンタ ー 等 に お け

る 顕著 な普 遍的 価値の 情報 発信 等の 取組が 、「富 ⼠⼭ の世 界⽂化遺産 とし ての
価 値を 理解 して いる⼈ の割 合（ 成果 指標）」の向 上に 寄与 して いま すが 、富 ⼠
⼭ の世 界⽂ 化遺 産とし ての 価値 につ いて 、「 芸 術の 源泉 」で あると 回答 した ⼈
の 割合 が低 いた め、関 連す る情 報発 信を⼀ 層強 化す る必 要がありま す。  

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ ⽂ 化 プ ログ ラ ム を 始 め と し た 魅 ⼒ あ る ⽂ 化 ・ 芸 術 事 業 の 企 画 を充 実 し 、 県 ⺠

の ⽂ 化 ・芸 術 の 鑑 賞 や 活 動 へ の 関 ⼼ を ⾼ め る と と も に 、 ⽂ 化 施設 の 利 ⽤ 促 進
を 図り ます 。  

   
■ ⽂ 化 プ ログ ラ ム で 培 っ た 仕 組 み や ⼈ 材 を 活 か し て 、 県 の ⽂ 化 振興 を ⽀ え る ア

ー ツ カ ウン シ ル の 形 成 に つ な げ る た め 、 引 き 続 き 先 ⾏ 事 例 の 調査 を ⾏ う と と
も に、 課題 整理 等更な る検 討を ⾏っ ていき ます 。  

  
  

   
■ 静 岡 県 富⼠ ⼭ 世 界 遺 産 セ ン タ ー に お け る 企 画 展 や 出 前 講 座 等 にお い て 、 富 ⼠

⼭ と 芸 術作 品 と の 関 わ り に つ い て 、 さ ら な る 情 報 発 信 の 強 化 ・充 実 に 取 り 組
み ます 。 
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７－２  ⽂ 化芸術 の振興   
(1) 地域資源を活かした⽂化芸術の振興 

 

  目  標  
   
■ 県 ⺠ が ⽂化 芸 術 に 触 れ る 機 会 の 提 供 や 、 創 造 活 動 の 充 実 に 向 けた 環 境 づ く り

に 取り 組み ます 。  
   
■ オ リ ン ピッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク に 向 け て 、 ⽂ 化 プ ロ グ ラ ム を 県内 各 地 で 着 実

に 展 開 し、 培 っ た 仕 組 み や ⼈ 材 を 活 か し て ⽂ 化 振 興 を ⽀ え る アー ツ カ ウ ン シ
ル の形 成に つな げ、⽂ 化⼒ の向 上を 図りま す。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

静岡県⽂化プログラム認証件数 （2016年度） 
0件 

（2018 年度） 
341 件 

(2020 年度) 
累計 1,000 件 

◎ 

県⽴美術館来館者数 （2016年度） 
239,984人 

（2018 年度） 
132,783 人 

毎年度 240,000 人 ● 

ＳＰＡＣ公演等鑑賞者数 （2016年度） 
35,316人 

（2018 年度） 
50,719 人 

(現) 
毎年度 42,000 人

(新) 
毎年度 45,000 人

◎ 

ふじのくに芸術祭参加応募⼈数 （2016年度） 
10,484人 

（2018 年度） 
12,941 人 

 (現) 
毎年度 11,000 人

(新) 
毎年度 12,800 人

◎ 

伊⾖⽂学賞応募者数 （2016年度） 
410人 

（2019 年度） 
267 人 

毎年度 450 人 ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算 備 考  

スポーツ・⽂化観光部 ふ じ の く に 芸 術 回 廊 創 出 事 業 費  
ふ じ の く に 芸 術 祭 等 開 催 事 業 費  
オ リ ン ピ ッ ク・パ ラ リ ン ピ ッ ク ⽂ 化 プ ロ グ ラ ム
推 進 事 業 費  
静 岡 県 舞 台 芸 術 セ ン タ ー 事 業 費 助 成  
舞 台 芸 術 拠 点 施 設 管 理 運 営 事 業 費  
グ ラ ン シ ッ プ 管 理 運 営 事 業 費  
グ ラ ン シ ッ プ 修 繕 事 業 費  
美 術 館 運 営 事 業 費  
ふ じ の く に 地 球 環 境 史 ミ ュ ー ジ ア ム 管 理  
運 営 事 業 費  
世 界 に 向 け た “ふ じ の く に ”魅 ⼒ 発 信 事 業 費  
⼦ ど も が ⽂ 化 と 出 会 う 機 会 創 出 事 業 費  
東 静 岡 周 辺 地 区 「 ⽂ 化 ⼒ の 拠 点 」 形 成 推 進 事 業 費
                    な ど

 53
 34
180

245
 67
899
 89
520
230

 19
99
61

 

合 計  2,498  
 

233



 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 「⽂化プログラム」を県内で展開するため、静岡県⽂化プログラム推進委員会を中⼼に、「全国
的プログラム」「県域プログラム」「地域密着プログラム」の三つのカテゴリーで取り組み、多彩
なプログラムを戦略的に県内各地域で重層的に展開しています。⽂化・芸術の振興や、地域・社
会課題への対応を図る⽂化団体等の活動を⽀援する「地域密着プログラム」では、公募により採
択した 19 団体の活動を⽀援しました。また、全県域を対象とし、本県ならではの⽂化資源を活
⽤した「県域プログラム」の実施準備を⾏いました。このほか、本県独⾃の認証制度を創設し、
本県⽂化プログラムの⼀体的な情報発信に取り組んでいます。 
今年度は、500 ⽇前イベント（2019 年３⽉）を⽪切りに、プレ・フェスティバル（⼤茶会、伝
統芸能、現代舞踊等）をスタートさせます。また、県⺠への認知度を⾼めるため、県観光協会と
連携した「モデルコース」の設定、多様なメディアを活⽤した広報を実施し、2020 年に向けた
機運の醸成に努めます。（⽂化政策課） 

  
 

■ 県⽴美術館や、グランシップ、ＳＰＡＣ、ふじのくに地球環境史ミュージアム等における多彩な
事業や、ふじのくに芸術祭等を通じて、県⺠が⽂化や芸術に触れる機会を提供しました。 
今年度は、⼦どもが⽂化・芸術に出会う機会を創出するため、新たに県内プロオーケストラやＳ
ＰＡＣが学校を訪問し、合同演奏や演劇ワークショップ等を実施します。（⽂化政策課） 
 

 
■ ＳＰＡＣは、“ジャポニスム 2018”公式企画に選定された作品「マハーバーラタ」をパリ市内で公

演し⼤喝采のうちに終了し、「演劇の都静岡」を世界に発信しました（観客数 5,357 ⼈）。 
伊⾖⽂学フェスティバルは、⽂学ゆかりの地域を巡るツアーを⾏いました。（⽂化政策課） 
 

 
■ アーツカウンシルの設⽴に向けた検討については、現在の⽂化プログラムの推進体制を検証する

とともに、全国の先進⾃治体のヒアリングを⾏い、⽀援体制のあり⽅等についての課題整理を⾏
いました。（⽂化政策課） 
 

 
■ 東静岡駅南⼝県有地への「⽂化⼒の拠点」の形成に向け、導⼊機能、事業⼿法等の検討を進め、

2019 年３⽉に「施設整備に係る県⽅針」を取りまとめました。今年度は、事業計画案公募を通
じた⺠間事業者との対話の結果を踏まえ、まずは、⽼朽化が進み早急な建替えが必要となる県⽴
中央図書館の整備を、県が主体となって⾏う⽅針を固めるなど、拠点の早期形成に向けた取組を
進めています。（スポーツ・⽂化観光部企画政策課、社会教育課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「県⽴美術館来館者数（活動指標）」は、本館展⽰室の改修⼯事による３か⽉間の休館があり、
また、⼀部企画展の来場者数の伸び悩み等があったことから、「県内⽂化施設（概ね 300 ⼈以上
の公共ホール）利⽤者数（成果指標）」は、基準値を下回って推移しており、⽂化芸術の創造と
発信を進めるため、来館者増に向けた企画の検討など、⼀層の取組が必要です。（⽂化政策課） 

  
 

■ 「伊⾖⽂学賞応募者数（活動指標）」は、メッセージ部⾨への⾼校⽣の応募が⼤きく減少したこ
とが影響し、基準値を下回る結果となったことから、若年層を主な対象とした積極的な呼びかけ
や周知を⾏う等、⼀層の取組が必要です。（⽂化政策課） 

  
 

■ 地域資源を活かした⽂化芸術の振興を図った結果、「静岡県⽂化プログラム認証件数（活動指標）」
は順調に推移し、また、「SPAC 公演等鑑賞者数（活動指標）」、「ふじのくに芸術祭参加応募⼈数」
は、⽬標値を上回り順調に推移しています。また、「ふじのくに⼦ども芸術⼤学定員充⾜率（参
考指標①）」及び「ふじのくに地球環境史ミュージアム年間⼊館者数（参考指標②）」についても、
講座や企画展の充実に努めたこと等により、順調に推移しています。 
これらの取組は、「１年間に⽂化・芸術の鑑賞・活動を⾏った⼈の割合（成果指標）」の向上に寄
与しており、⽬標の達成に向けて引き続き取組を推進していきます。  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
①ふじのくに⼦ども芸
術⼤学定員充⾜率(参加
者数／定員数) 

69.2% 75.1% 88.5% 94.1% 93.2%   

②ふじのくに地球環境
史ミュージアム年間⼊
館者数 

― 5,809 ⼈ 80,854⼈ 68,466⼈ 79,676⼈   
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■ 「⽂化⼒の拠点」の形成に向けては、県⽴中央図書館整備の具体的な内容を固めるとともに、静岡市

との連携の観点も踏まえながら、東静岡駅南⼝県有地の活⽤を図っていくことが必要です。（スポー
ツ・⽂化観光部企画政策課、社会教育課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 県⽴美術館来館者数の増加に向け、企画展や親⼦向けイベント等の充実を図るとともに、有度⼭

フレンドシップやムセイオン静岡及び⽇本平夢テラス等と連携した企画や情報発信等、積極的な
広報を⾏います。（⽂化政策課） 

  
 

■ 伊⾖⽂学賞応募者数の増加に向け、引き続き⼤学及び⾼等学校への訪問を⾏うとともに、新たに
留学⽣への応募の呼びかけを⾏うなど、メッセージ部⾨を中⼼に応募者増加を図ります。（⽂化
政策課） 

  
 

■ ⽂化プログラムをはじめとした魅⼒ある⽂化・芸術事業の企画を充実し、県⺠の⽂化・芸術の鑑
賞や活動への関⼼を⾼めるとともに、⽂化施設の利⽤促進を図ります。（⽂化政策課） 

  
 

■ 
 

⽂化プログラムで培った仕組みや⼈材を活かして、県の⽂化振興を⽀えるアーツカウンシルの形
成につなげるため、引き続き先⾏事例の調査を⾏うとともに、課題整理等更なる検討を⾏ってい
きます。（⽂化政策課） 

  
 

■ 
 

東静岡駅南⼝県有地への新県⽴中央図書館の早期整備に向け、図書館整備の具体的内容を⽰した
施設整備計画を、県⺠の意⾒を反映した上で策定するなどの取組を進めていきます。また、静岡
市と連携し、駅南北が⼀体となった「⽂化とスポーツの殿堂」の形成に向けた検討を⾏うなど、
東静岡周辺地区整備を進めていきます。（スポーツ・⽂化観光部企画政策課、社会教育課） 
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７－２  ⽂ 化芸術 の振興   
(2) 世界⽂化遺産の後世への継承 

 

  目  標  
   

■ 富 ⼠ ⼭ と韮 ⼭ 反 射 炉 の 保 存 管 理 を 着 実 に 実 ⾏ す る と と も に 、 それ ら の 顕 著 な
普 遍的 価値 を後 世に継 承し ます 。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

富⼠⼭世界遺産センター来館者数 ― 
（2018年度） 
452,066 人 

毎年度 30 万人 ◎ 

ボランティア等との協働による富⼠
⼭の⾃然環境保全活動実施回数 

（2016年度） 
5回 

（2018年度） 
5 回 

毎年度 5 回 ○ 

世界遺産富⼠⼭・韮⼭反射炉に関する
県⺠講座等受講者数 

（2016年度） 
4,060人 

（2018年度） 
5,224 人 

(現) 
毎年度 4,500 人

(新) 
毎年度 5,000 人

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算 備 考  

スポーツ・⽂化観光部
 
 
 

く ら し・環 境 部

「 富 ⼠ ⼭ 」 後 世 へ の 継 承 推 進 事 業 費  
富 ⼠ ⼭ 世 界 遺 産 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業 費
「 韮 ⼭ 反 射 炉 」 後 世 へ の 継 承 推 進 事 業 費
 
富 ⼠ ⼭ 環 境 保 全 推 進 事 業 費  

145
272

5

17

 

合 計  439  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 国、⼭梨県、関係市町村と連携し、富⼠登⼭の安全性・快適性の確保に向けた登⼭道の混雑状況
の事前提供や安全誘導員の配置、⼭麓の構成資産への周遊促進など、富⼠⼭の適切な保存管理の
取組を進めています。(富⼠⼭世界遺産課) 

  
 

■ 富⼠⼭保全協⼒⾦制度は、今年度から「5 合⽬から先に⽴ち⼊る来訪者」としました。いただい
た協⼒⾦は、富⼠⼭の環境保全や登⼭者の安全確保等の事業に充当しています。（富⼠⼭世界遺
産課） 

  
 

■ 来訪者の安全対策、情報発信等の観点から、富⼠⼭富⼠宮⼝五合⽬に必要な施設機能の調査を実
施しました。今年度は、調査結果を踏まえた富⼠⼭富⼠宮⼝五合⽬施設の全体構想の策定に取り
組んでいます。（富⼠⼭世界遺産課） 

  
 

■ 構成資産の保全状況等に関する最新の報告書を 2018 年 11 ⽉ 26 ⽇に、⽇本政府からユネスコ世
界遺産センターへ提出しました。（富⼠⼭世界遺産課） 

  
 

■ 静岡県富⼠⼭世界遺産センターでは、富⼠⼭の総合的な調査研究を⾏い、その成果を基に、富⼠
⼭の顕著な普遍的価値の発信や、富⼠⼭を通じた交流機会の創出に取り組んでいます。静岡県富
⼠⼭世界遺産センターでの展⽰や出前講座、県⺠講座、県中⻄部の⼤型商業施設でのＰＲイベン
トの実施など、富⼠⼭･韮⼭反射炉の価値について触れる機会を提供して、世界⽂化遺産の後世
継承を促進しています。（富⼠⼭世界遺産課） 

  
 

■ 秀景ふるさと富⼠写真コンテスト、富⼠⼭の⽇フェスタの開催などにより、富⼠⼭の⽇運動を推
進しています。（富⼠⼭世界遺産課） 

  
 

■ 富⼠⼭の環境負荷の軽減や豊かな⾃然環境の回復・保全に向けた取組及び県⺠の⾃然環境保全意
識の⾼揚を図る取組を推進するため、富⼠⼭ごみ減量⼤作戦などの環境保全活動をボランティア
と協働で実施しています。（⾃然保護課） 

  
 

■ 伊⾖の国市が⾏う韮⼭反射炉の本体修繕をはじめとする保存管理や、理解促進、情報発信などの
取組を⽀援しています。（富⼠⼭世界遺産課・⽂化財課） 

  
Check（評価） 

 
■ 富⼠⼭の適切な保存管理の取組を進めるとともに、顕著な普遍的価値の情報発信などに取り組

み、「富⼠⼭世界遺産センター来館者数（活動指標）」及び「世界遺産富⼠⼭・韮⼭反射炉に関す
る県⺠講座等受講者数（活動指標）」は⽬標値を⼤きく上回っています。また、「富⼠⼭保全協⼒
⾦協⼒者数（参考指標①）」及び「富⼠⼭の⽇協賛事業の数（参考指標②）」も増加しており、「富
⼠⼭の世界⽂化遺産としての価値を理解している⼈の割合（成果指標）」の向上に寄与している
ことから、⽬標達成に向けて、取組の強化・充実を図ります。（富⼠⼭世界遺産課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
①富⼠⼭保全協⼒
⾦協⼒者数 43,555 ⼈ 43,792 ⼈ 48,235 ⼈ 54,087 ⼈ 57,157 ⼈   

②富⼠⼭の⽇協賛
事業の数 422 件 448 件 476 件 471 件 511 件   

   
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 富⼠⼭の世界⽂化遺産としての価値を「信仰の対象」であると回答した⼈の割合は⾼い⼀⽅で、

「芸術の源泉」であると回答した⼈の割合が低いため、静岡県富⼠⼭世界遺産センターにおける
企画展⽰や出前講座等において、富⼠⼭と芸術作品との関わりについて、さらなる情報発信の強
化・充実に取り組みます。（富⼠⼭世界遺産課） 

  
■ 富⼠⼭での環境保全活動の裾野を広げるため、ボランティアとの協働による環境保全活動を継続

的に実施します。（⾃然保護課） 
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７－２  ⽂ 化芸術 の振興   
(3) 伝統・歴史に培われた⽂化財の継承 

 

  目  標  
   

■ 県 ⺠が ⽂化 芸術 に触れ る機 会の 提供 や、創造 活動 の充 実に 向けた環境 づく り
に 取り 組み ます 。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

県指定⽂化財新規指定件数 （2016年度） 
3件 

（2018 年度） 
2 件 

（2018～2021年度）
累計 12 件 

● 

しずおか⽂化財オータムフェア参加
者数 

（2016年度） 
205,635人 

（2018 年度） 
148,461 人 

220,000 人 ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

スポーツ・⽂化観光部 ⽂ 化 財 保 存 活 ⽤ 費  
⽂ 化 財 ⾏ 政 費  
⽂ 化 財 保 存 ・ 管 理 費 助 成  
⽂ 化 財 調 査 受 託 事 業 費  
                な ど

18
7

186
28

 

合 計  245  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 地域の⽂化財を保護し、未来へ確実に継承するため、⽂化財の現地調査を⾏うとともに、県⽂化
財保護審議会において県指定⽂化財に指定します。 
今年度は、⽂化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで⽂化財の保存・活⽤を⾏うた
め、今後の取組の基本⽅向とする「静岡県⽂化財保存活⽤⼤綱」を策定します。（⽂化財課） 

  
■ ⽂化財の適切な管理・保存のため、⽂化財の保存・修理等への補助を⾏います。（⽂化財課） 
  
 

■ 県⺠が⽂化財と気軽に触れ合える機会の創出や⽂化財の公開・活⽤を推進するために、「しずお
か⽂化財ウィーク」を開催しています。各市町、⽂化財所有者に協⼒を呼びかけ、様々なイベン
トを実施するとともに、県主催事業として⽂化財クローズアップを開催します。（⽂化財課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「県指定⽂化財新規指定件数（活動指標）」は、所有者との調整等に時間を要したことから、２
件に留まり、進捗に遅れが⾒られます。指定候補⽂化財ごとに指定のための計画を策定し、指定
を着実に進めていく必要があります。（⽂化財課） 

  
 

■ 「しずおか⽂化財ウィーク参加者数（活動指標）」は、⼤規模な企画展の開催がなかったことか
ら、⼤幅な減少となりました。⼀⽅で｢⽂化財ウィーク協賛事業数（参考指標①）｣や「⽂化財ク
ローズアップ参加者数（参考指標②）」は横ばいで推移しています。協賛事業等の更なる増加や、
⼤規模な企画展等の開催における市町の協⼒が得られるよう、市町が参加しやすい枠組みづくり
や関係施設との連携を強化するなど、多⽅⾯と連携していく必要があります。（⽂化財課） 

  
 

 
参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

①⽂化財ウィーク 
協賛事業数 68 件 67 件 64 件 57 件 71 件 → 

 
  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
②⽂化財クローズ 
アップ参加者数 150 ⼈ 168 ⼈ 152 ⼈ 135 ⼈ 147 ⼈ → 

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 県指定⽂化財の指定においては、準備期間を含めた３年間の計画を⽴て、確実な指定につなげて
いきます。（⽂化財課） 

  
 

■ 「しずおか⽂化財ウィーク」を「しずおか⽂化財オータムフェア」とし、市町と連携したイベン
ト広報の展開、観光との連携を図ります。（⽂化財課） 

  
■ 今年度策定する「静岡県⽂化財保存活⽤⼤綱」に基づき、⽂化財のまちづくりへの活⽤といった

新たな取組を展開するとともに、⽂化財課の体制を強化し、市町の『⽂化財保存活⽤地域計画』
の策定を⽀援していきます。（⽂化財課） 
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７－３  美しい景観の創造と⾃然との共⽣  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  美しい 景観 の創 造と⾃ 然と の共 ⽣   

（ １ ）豊かな⾃然、⽂化、歴史に根ざした美しい景観の形成

（ ２） ⾃然 環境 の保全 と復 元  施策

（ ３） 森林 との 共⽣の 推進  
 

  目  標   
   
■ 広 域 景 観の 保 全 ・ 形 成 を 図 る と と も に 、 市 町 の 景 観 ⾏ 政 団 体 への 移 ⾏ 、 景 観

形 成計 画の 策定 を促進 しま す。  
  

  
   

■ ⽣ 物多 様性 の保 全を図 り、 増え すぎ た野⽣ 動物 を適 切に 管理します 。  
  

  
   

■ 森 林 を 守り 、 育 て 、 活 か す ⾏ 動 を 実 践 す る ⼈ を 増 や し 、 森 林 の適 正 な 整 備 ・
保 全を 進め ます 。  

  
 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

良好な景観形成に向けて重点的に取
り組んでいる市町数 

（2016 年度） 
13 市町 

（2018 年度） 
14 市 町  

18 市町 C 

伊⾖・富⼠地域ニホンジカ推定⽣息
頭数 

（2015 年度） 
55,800 頭 

（2018 年度） 
52,900 頭  

約 10,000 頭 C 

森づくり県⺠⼤作戦参加者数 （2016 年度） 
28,343 人 

（2018 年度） 
28,271 人 

毎年度 28,000 人
⽬ 標 値
以 上  

森林の多⾯的機能を持続的に発揮さ
せる森林整備⾯積 

（2013～2016年度）
平均10,426ha 

（2018 年度） 
10,080ha 

毎年度
10,000ha 

⽬ 標 値
以 上  

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １）豊かな⾃然、⽂化、歴史に根ざした美しい景観の形成 1 1 0 2 

（ ２） ⾃然 環境の保全 と復 元  1 ２  ０  ３  

（ ３） 森林 との共⽣の 推進  1 2 1 4 

合 計 3 ５  1 9 
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  主 な 取 組  
 

   
■ 「 ふ じ のく に 景 観 形 成 計 画 」 に 基 づ く 各 広 域 景 観 形 成 ⾏ 動 計 画を 策 定 し 、 景

観 施 策 を推 進 す る と と も に 、 市 町 の 景 観 ⾏ 政 団 体 へ の 移 ⾏ 、 景観 計 画 の 策 定
等 の 市 町の 取 組 を ⽀ 援 し て い ま す 。 伊 ⾖ 半 島 の 幹 線 道 路 沿 い の違 反 野 ⽴ て 看
板 の 是 正に つ い て は 、 体 制 を 強 化 し 、 伊 ⾖ 半 島 景 観 協 議 会 に おい て 、 進 捗 管
理 を ⾏ うと と も に 、 是 正 指 導 の ⼿ 法 等 に つ い て 関 係 市 へ 助 ⾔ する 等 、 関 係 市
の 取組 を⽀ 援し ていま す。  

  
  

   
■ 県 版 レ ッド デ ー タ ブ ッ ク の 改 訂 を ⾏ う と と も に 、 ⽣ 物 多 様 性 保全 の 重 要 性 に

関 する 普及 ･啓 発や 、特 定⿃ 獣管 理計 画に基 づき 、ニホ ンジ カが適 正な 頭数 と
な る よ う、 捕 獲 対 策 を 進 め て い ま す 。 ま た 、 ⽣ 態 系 や ⾃ 然 環 境の 保 全 を 図 る
た め 、 ヒア リ 等 の 外 来 ⽣ 物 の 拡 ⼤ 防 ⽌ に 向 け た 啓 発 と 防 除 、 ⾼⼭ 植 物 の 保 護
対 策の 実施 や、 安全で 快適 な⾃ 然公 園の利 ⽤に 取り 組ん でいます。  

  
  

   
■ 地 域住 ⺠や 森づ くり団 体と の連 携に よる 、「 森づ くり 県⺠ ⼤作 戦」や、企業 が

森 づ く りを ⽀ 援 す る 「 し ず お か 未 来 の 森 サ ポ ー タ ー 制 度 」 の 普及 な ど 、 県 ⺠
参 加 型 の森 づ く り を 推 進 す る と と も に 、 県 有 ⾃ 然 ふ れ あ い 施 設の 適 正 な 運 営
や ⾃然 体験 プロ グラム の充 実を 図っ ていま す。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 広 域 景 観の 保 全 ・ 形 成 に つ い て は 、 各 市 町 の 景 観 計 画 に 重 点 箇所 を 指 定 す る

た めの 住⺠ との 合意形 成が 課題 とな って進 捗が 遅れ てい るため、「良 好な 景観
形 成に 向け て重 点的に 取り 組ん でい る市町 数（成 果指 標）」は 14 市町 の留 ま
っ てお り、 より ⼀層の 推進 が必 要で す。  

  
  

   
■ ⽣ 物 多 様性 の 保 全 に つ い て は 、 新 た な ニ ホ ン ジ カ 捕 獲 従 事 者 の育 成 ・ 確 保 に

取 り 組 んで い ま す が 、 繁 殖 の 抑 制 効 果 の ⾼ い メ ス ジ カ の 捕 獲 が進 ん で い な い
こ とや 局所 的に ⽣息密 度が ⾼い 場所 が現れ たこ とに より 、「 伊⾖・富⼠ 地域 ニ
ホ ンジ カ推 定⽣ 息頭数 （成 果指 標）」は 、52,900 頭 に留ま ってお り、 捕獲 者
の ⾼齢 化が 顕著 なこと も踏 まえ 、よ り⼀層 の捕 獲の 推進 が必要です 。  

  
  

   
■ 森 林 の 適正 な 整 備 ・ 保 全 に つ い て は 、 県 ⽴ 森 林 公 園 で ⼤ 型 イ ベン ト を 開 催 す

る など の取 組の 結果 、「 森 づく り県 ⺠⼤ 作戦参 加者 数（成 果指 標）」は 28,271
⼈ と な って お り 、 順 調 に 推 移 し て い ま す が 、 実 施 主 体 で あ る 森づ く り ボ ラ ン
テ ィ ア 団体 の メ ン バ ー の ⾼ 齢 化 が 進 ん で い る こ と か ら 、 新 た な担 い ⼿ づ く り
に 取 り 組む 必 要 が あ り ま す 。 ま た 、 間 伐 な ど の 森 林 整 備 や 治 ⼭事 業 に よ る 公
的 整備 など を実 施した 結果 、「森 林の 多⾯的 機能 を持 続的 に発揮させ る森 林整
備 ⾯積 （成 果指 標）」は 順調 に進 捗し ていま す。  

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 市 町 の 景観 ⾏ 政 団 体 へ の 移 ⾏ や 、 景 観 計 画 の 策 定 、 ⾒ 直 し 、 重点 地 区 の 指 定

を 促 進 する た め 、 景 観 セ ミ ナ ー 等 の 開 催 や 景 観 形 成 推 進 ア ド バイ ザ ー の 派 遣
に つ い て、 広 域 連 絡 協 議 会 な ど の あ ら ゆ る 機 会 を 捉 え 、 積 極 的な 情 報 提 供 や
働 き掛 けを ⾏い 、市町 の取 組を ⽀援 してい きま す。  
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■ メ ス ジ カを 捕 獲 す る た め の 新 た な 誘 引 式 の ⾸ ⽤ の く く り わ な や、 Ｉ Ｃ Ｔ 技 術
等 を 活 ⽤し て 、 奥 ⼭ な ど 局 所 的 に ⽣ 息 密 度 が ⾼ く メ ス ジ カ の 多い 場 所 を 優 先
的 に 捕 獲す る ほ か 、 認 定 ⿃ 獣 捕 獲 等 事 業 者 の 更 な る 活 ⽤ や 、 新た な 捕 獲 従 事
者 の確 保・ 育成 を進め るな ど、 ニホ ンジカ の適 正な 管理 に取り組み ます 。  

  
  

   
■ 森 づ く りは 、 ⾥ 地 ・ ⾥ ⼭ の ⽣ 物 多 様 性 の 保 全 に も つ な が る こ とな ど 、 森 づ く

り の 魅 ⼒を 広 く 情 報 発 信 す る と と も に 、 ⾥ 地 ・ ⾥ ⼭ の 魅 ⼒ を ⾼め る 団 体 の 活
動 を 促 進す る な ど 、 都 市 住 ⺠ や 幅 広 い 年 代 層 へ の 参 加 を 募 る ⼯夫 を ⾏ っ て い
き ま す 。ま た 、 社 会 貢 献 活 動 や 環 境 に 意 識 の ⾼ い 企 業 に 対 し て、 し ず お か 未
来 の 森 サポ ー タ ー 制 度 を 紹 介 す る な ど 、 森 づ く り へ の 参 加 を より ⼀ 層 促 し ま
す 。  
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７－３  美 しい景 観の創 造と ⾃然 との 共⽣   
(1) 豊かな⾃然、⽂化、歴史に根ざした美しい景観の形成 

 

  目  標  
   
■ 広 域 景 観の 保 全 ・ 形 成 を 図 る と と も に 、 市 町 の 景 観 ⾏ 政 団 体 への 移 ⾏ 、 景 観

形 成計 画の 策定 を促進 しま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

伊⾖半島の幹線道路沿いの違反野⽴
て看板是正率（件数） 

（2016年度） 
0％ （0件） 

（2018 年度） 
56％（1,250 件）

100％ 
（2,200 件） 

◎ 

景観法に基づく景観⾏政団体移⾏市
町数 

（2016年度） 
25市町 

（2018 年度） 
29 市町 

全市町 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

交 通 基 盤 部  
 

 

伊 ⾖ 半 島 屋 外 広 告 物 緊 急 対 策 事 業 費  
浜 名 湖 周 辺 景 観 形 成 ⾏ 動 計 画 策 定 事 業 費  
景 観 ま ち づ く り マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費   
                 な ど

11
 5
 2

 
 

 

合 計  20  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 伊⾖半島の幹線道路沿いの違反野⽴て看板の是正に向け、伊⾖半島景観協議会において進捗管理を
⾏うとともに、是正指導の⼿法等について関係市へ助⾔する等、関係市の取組を⽀援しています。ま
た、「ふじのくに回遊式庭園」の実現に向けて、各広域景観協議会において、景観形成⾏動計画に
基づく取組の実施、進捗確認及び評価を⾏い、景観施策を推進しています。今年度は、浜名湖周
辺地域における景観形成⾏動計画を策定しています。（景観まちづくり課） 

  
 

■ 景観⾏政団体への移⾏及び景観計画や観光地エリア景観計画の策定の推進に向け、市町への働き
掛けに加え、専⾨的な助⾔等を⾏う景観形成推進アドバイザーを派遣するなど、市町の取組を⽀
援しています。また、景観セミナー、景観学習などの啓発活動に取り組んでいます。（景観まち
づくり課） 

  
 
 世界遺産富⼠⼭の構成資産や世界遺産韮⼭反射炉、東京 2020 オリンピック・パラリンピック⾃

転⾞競技会場「伊⾖ベロドローム」へのアクセス道路沿線等の森林に加え、新たに東京 2020 オ
リンピック・パラリンピック⾃転⾞ロードレースコース沿線の森林整備を⽀援するとともに、モ
デル整備や全体計画の策定に取り組みました。（森林整備課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「景観法に基づく景観⾏政団体移⾏市町数（活動指標）」は、市町への働き掛けや景観形成推進
アドバイザー制度による市町への⽀援により、景観⾏政団体へ移⾏した市町が 29 市町となり順
調に推移しているものの、各市町の景観計画に重点箇所を指定するための住⺠との合意形成が課
題となって進捗が遅れているため、「良好な景観形成に向けて重点的に取り組んでいる市町数(成
果指標)」は 14 市町に留まっており、より⼀層の推進を要します。（景観まちづくり課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 市町の景観⾏政団体への移⾏や、景観計画の策定、⾒直し、重点地区の指定を促進するため、景

観セミナー等の開催や景観形成推進アドバイザーの派遣について、広域連絡協議会などのあらゆ
る機会を捉え、積極的な情報提供や働き掛けを⾏い、市町の取組を⽀援していきます。また、観
光地ごとに地域特性に応じた細やかな観光地エリア景観計画の策定を⽀援し、景観に配慮した観
光地づくりを推進していきます。（景観まちづくり課） 

  
 

■ これまで取り組んできた森林景観整備のノウハウを、今後の造林事業や地域の実情に応じて、森
林環境譲与税を財源に市町が実施する森林整備の⽀援に活⽤して、森林の景観の向上を推進して
いきます。（森林計画課、森林整備課） 

 

244



７－３  美 しい景 観の創 造と ⾃然 との 共⽣   
(2) ⾃然環境の保全と復元 

 

  目  標  
   

■ ⽣ 物多 様性 の保 全を図 り、 増え すぎ た野⽣ 動物 を適 切に 管理します 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

希少種をはじめとする多様な野⽣⽣
物の保護に関する検討会等開催回数 

（2016年度） 
3回 

（2018年度） 
4 回 

毎年度 2 回 ◎ 

伊⾖・富⼠地域ニホンジカの捕獲頭数 （2016年度） 
16,832頭 

（2018年度） 
17,387 頭 

（2018～2021年度）
累計 58,000 頭 

○ 

⾼⼭植物保護指導員等の研修会・意⾒
交換会 開催回数 

（2016年度） 
1回 

（2018年度） 
2 回 

毎年度 2 回 ○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

く ら し・環 境 部 元 気 な 浜 名 湖 づ く り 推 進 事 業 費  
⾃ 然 環 境 保 全 総 合 対 策 事 業 費  
野 ⽣ ⽣ 物 保 護 管 理 推 進 事 業 費  
野 ⽣ ⿃ 獣 緊 急 対 策 事 業 費  
⽣ 物 多 様 性 推 進 事 業 費  

1 
9 

26 
241 

19 

 

合 計   296  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 「ふじのくに⽣物多様性地域戦略」推進の基礎資料となる県版レッドデータブックの改訂を⾏う
とともに、専⾨家・保護団体等と連携した希少種の保護・回復を進めています。また、市町への
説明会等の開催を通じて、市町の⽣物多様性地域戦略策定を⽀援するとともに、南アルプスの⽣
物多様性に関するセミナーを開催し、⽣物多様性保全の重要性に関する普及・啓発に取り組んで
います。（⾃然保護課） 

  
 

■ ニホンジカが適正な頭数となるよう、新たな捕獲従事者の確保・育成に努めながら、捕獲が進ん
でいない奥⼭等の地域において、県が認定した認定⿃獣捕獲等事業者による捕獲を実施していま
す。(⾃然保護課) 
 

 
■ ⽣態系の保全を図るため、ヒアリ等の外来⽣物の拡⼤防⽌に向けた啓発と防除に取り組んでいま

す。(⾃然保護課) 
  
 

■ ⾃然公園・⾃然環境保全地域内の⾃然環境と利⽤状況を把握するとともに、区域、公園計画・保
全計画の⾒直しを進めています。また、南アルプス、奥⼤井地域を中⼼に、ニホンジカの⾷害防
⽌対策など、⾼⼭植物の保護対策を実施するともに、⾃然公園等の適正利⽤を啓発する⼈材を育
成し、安全で快適な⾃然公園の利⽤に取り組んでいます。（⾃然保護課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「管理捕獲等担い⼿育成研修参加者（参考指標）」の増加が、ニホンジカの適正な頭数に向けた
捕獲に結びついていますが、繁殖の抑制効果の⾼いメスジカの捕獲が進まないことや局所的に⽣
息密度が⾼い場所が現れたことなどにより、「伊⾖・富⼠地域ニホンジカ推定⽣息頭数（成果指
標）」は 52,900 頭に留まっており、捕獲者の⾼齢化が顕著なことも踏まえ、より⼀層の捕獲の推
進が必要です。 (⾃然保護課) 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
管理捕獲等担い⼿
育成研修参加者 ― 52 名 

(累計 52 名)
84 名 

(累計136名)
83 名 

(累計219名) 
64 名 

(累計283名)
  

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ メスジカを捕獲するための新たな誘引式の⾸⽤のくくりわなやＩＣＴ技術等を活⽤して、奥⼭な
ど局所的に⽣息密度が⾼くメスジカの多い場所を優先的に捕獲するなど、ニホンジカの適正な管
理に取り組みます。（⾃然保護課） 

  
 

■ 捕獲従事者の⾼齢化が顕著となっていることを踏まえ、認定⿃獣捕獲等事業者の更なる活⽤や新
たな捕獲従事者の確保・育成を進めていきます。（⾃然保護課） 
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７－３  美 しい景 観の創 造と ⾃然 との 共⽣   
(3) 森林との共⽣の推進 

 

  目  標  
   

■ 森 林 を 守り 、 育 て 、 活 か す ⾏ 動 を 実 践 す る ⼈ を 増 や し 、 森 林 の適 正 な 整 備 ・
保 全を 進め ます 。  

  
 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

しずおか未来の森サポーター企業数 （2016年度） 
119社 

（2018年度） 
126社 

136 社 ○ 

⾃然ふれあい施設における⾃然体験
プログラム実施回数 

（2016年度） 
159回 

（2018年度） 
190回 

毎年度 160 回 ◎ 

森林経営計画認定⾯積 （2016年度） 
76,639ha 

（2018 年度） 
80,399ha 

100,000ha ● 

森の⼒再⽣⾯積 （2016年度まで） 
累計13,413ha 

（2018 年度まで）
累計 15,488ha 

累計 19,036ha 〇 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

く ら し・環 境 部
 
 
 
 
 
 

経 済 産 業 部  

⾃ 然 ふ れ あ い 施 設 管 理 運 営 費  
⾃ 然 ふ れ あ い 施 設 管 理 運 営 費 Ⅱ  
県 ⺠ 参 加 の 森 づ く り 推 進 事 業 費  
⾃ 然 ふ れ あ い 施 設 再 整 備 事 業 費  
県 有 林 管 理 事 業 費  
⽣ 物 多 様 性 推 進 事 業 費 の う ち ⼀ 部  
 
森 林 ・ 林 業 再 ⽣ 推 進 事 業 費  
森 の ⼒ 再 ⽣ 事 業 費   
造 林 事 業 費   
次 世 代 林 業 基 盤 づ く り 交 付 ⾦ 事 業 費  
保 安 林 整 備 事 業 費  
               な ど  

59
103

5
149

29
2

 
48

1,059
899
296
17

 
 
 
 
 
 
 
 

再 掲  
 

合 計  2,937  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 地域住⺠や森づくり団体との連携と協働により、苗⽊の植栽や下草刈等に取り組む「森づくり県
⺠⼤作戦」や、企業の社会貢献活動を森づくりにつなげる、「しずおか未来の森サポーター」制
度の普及など、県⺠参加型の森づくりを推進しています。（環境ふれあい課） 

  
 

■ 県⺠が⾃然と気軽にふれあう機会を創出するため、県有⾃然ふれあい施設については指定管理者
制度を導⼊し、⺠間のノウハウを活⽤しながら、適正な運営や、幼児向けや健康維持などの体験
プログラムの充実を図っています。（環境ふれあい課） 
 

 
■ 森林の適正な整備のため、林業経営体等が⾏う施業の集約化、森林経営計画の作成、路網の整備、

間伐を推進するとともに、主伐・再造林を促進しています。また、志太榛原地区をモデルに航空
レーザ計測により精度の⾼い森林情報を把握しています。さらに、2019 年に創設された森林環
境譲与税を財源とした、市町が⾏う地域の実情に応じた森林整備とその促進を⽀援しています。 
(森林計画課、森林整備課) 
 

 
■ 保安林の公益的機能を発揮させるため、治⼭事業により本数調整伐を⾏っています。また、森林

所有者による間伐を促進するため、間伐率等の緩和の⼿続（指定施業要件変更）を⾏っています。
（森林保全課） 
 

 
■ 荒廃森林の再⽣を図るため、森の⼒再⽣事業による⼈⼯林や⽵林・広葉樹林などの整備を実施し

ています。(森林計画課) 
 

Check（評価） 
 

■ 森林情報の提供や地元説明会への参加等、森林経営計画の作成を⽀援したものの、制度創設から
６年が経過し、所有者の特定や同意、境界の確認などに時間を要するケースが増えているため、
「森林経営計画認定⾯積（活動指標）」は、80,399ha に留まっており、より⼀層の推進が必要で
す。(森林計画課) 

  
 

■ 県⽴森林公園での⼤型イベントの開催などにより、「県主催の森づくりイベントの参加者数（参
考指標）」が増加した結果、「森づくり県⺠⼤作戦参加者数（成果指標）」は順調に推移していま
すが、実施主体である森づくりボランティア団体のメンバーの⾼齢化が進んでいることから、新
たな担い⼿づくりに取り組む必要があります。（環境ふれあい課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

県主催の森づくり
イベント参加者数 ― 570 ⼈ 2,949 ⼈ 5,387 ⼈ 6,261 ⼈   

   
 

■ 森林の適正な整備・保全については、森林施業の集約化を図りつつ、森林経営計画に基づく間伐
や主伐・再造林などの森林整備を推進するとともに、治⼭事業による公的整備などを実施した結
果、「森林の多⾯的機能を持続的に発揮させる森林整備⾯積（成果指標）」は順調に進捗していま
す。（森林計画課、森林整備課、森林保全課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 森林経営計画の新規作成や計画の更新を促進するため、2019 年４⽉に施⾏された森林経営管理

法に基づく、森林所有者が不明確⼜は⾃ら経営管理できない森林の林業経営体への再委託の⽀援
や、精度の⾼い森林情報の提供などに取り組みます。 (森林計画課) 

  
 

■ 森づくりへの新たな担い⼿の確保に向けて、都市住⺠や幅広い年代層へ森づくりの魅⼒を情報発
信するとともに、⾥地・⾥⼭の魅⼒を⾼める団体の活動を⽀援していきます。また、社会貢献活
動や環境に意識の⾼い企業に対して、しずおか未来の森サポーター制度を紹介するなど、森づく
りへの参加をより⼀層促します。（環境ふれあい課） 
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政 策８ 世界の⼈々との交流の拡⼤

８-１ 世界クラスの資源を活かした観光交流の拡⼤

(1) 国際競争⼒の⾼い観光地域づくり

(2) 観光客の来訪の促進

(3) 観光⼈材の育成と来訪者の受⼊環境の整備

８-２ 地域外交の深化と通商の実践

(1) 地域外交の推進

(2) 世界の様々な国・地域との多様な交流

(3) 世界に開かれた通商の実践

８-３ 交流を⽀える交通ネットワークの充実

(1) 道路網の強化

(2) 港湾機能の強化と利⽤促進

(3) 競争⼒の⾼い富⼠⼭静岡空港の実現
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８－１  世界クラスの資源を活かした観光交流の拡⼤  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  世界ク ラス の資 源を活 かし た観 光交 流の拡 ⼤   

（ １） 国際 競争 ⼒の⾼ い観 光地 域づ くり  

（ ２） 観光 客の 来訪の 促進  施策

（ ３） 観光 ⼈材 の育成 と来 訪者 の受 ⼊環境 の整備  
 

  目  標   
   
■ 県 内 各 地に お い て 、 Ｄ Ｍ Ｏ を 核 と し た 地 域 総 が か り の 観 光 地 域づ く り を 進 め

ま す。  
  

  
   

■ 観 光客 の⻑ 期滞 在や再 訪を 促進 し、 国内外 の観 光交 流の 拡⼤を図り ます 。  
  

  
   

■ 各地の観光地域づくりの中核を担い、国際化に対応した観光⼈材を育成します。
  

 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

県 内 旅 ⾏ 消 費 額  （2016 年 度 ）
6,888 億 円  

（2018 年 度 ）
7,350 億 円  

7,500 億 円  Ａ  

宿 泊 客 数  （2016 年 度 ）
1,943 万 人  

（2018 年 度 ）
1,997 万 人  

2,200 万 人  Ｃ  

外 国 ⼈ 宿 泊 者 数  （2016 年 ） 
157 万 人  

（2018 年 ） 
179 万 人  

300 万人  Ｃ  

本 県 の 旅 ⾏ に ⼤ 変 満 ⾜ し た 旅
⾏ 者 の 割 合  

（2016 年 度 ）
34.9％ 

（2018 年 度 ）
34.2％ 

50％ 
基 準 値
以 下  

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 国際 競争⼒の⾼ い観 光地 域づ くり  ２  0 1 3 

（ ２） 観光 客の来訪の 促進  1 0 2 3 

（ ３） 観光 ⼈材の育成 と来 訪者 の受 ⼊環境 の整 備  2 1 0 ３  

合 計 ５  1 3 9 
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  主 な 取 組  
 

   
■ Ｄ Ｍ Ｏ を核 と し た 観 光 地 域 づ く り を 推 進 す る た め 、 地 域 の 魅 ⼒を 活 ⽤ し た 体

験 や交 流を テー マにし た新 たな 観光 商品の 企画・商 品化を ⽀援してい るほ か、
滞 在 型 グリ ー ン ・ ツ ー リ ズ ム に 取 り 組 む 農 泊 地 域 の 創 出 の た め、 ⼈ 材 育 成 研
修 等を 実施 して います 。  

  
  

   
■ 旺 盛 な イン バ ウ ン ド 需 要 を 取 り 込 む た め 、 マ ー ケ テ ィ ン グ に 基づ く 外 国 ⼈ 観

光 客 の 誘客 施 策 を ⾏ う 県 域 Ｄ Ｍ Ｏ 「 静 岡 ツ ー リ ズ ム ビ ュ ー ロ ー」 の 取 組 を ⽀
援 す る とと も に 、 昨 年 秋 に 完 成 し た ⽇ 本 平 夢 テ ラ ス に お い て 、国 内 外 か ら の
観 光 客 に対 し 、 富 ⼠ ⼭ を 望 む 優 れ た 眺 望 や 、 歴 史 ・ ⽂ 化 な ど の⽇ 本 平 の 価 値
に つ い て発 信 し ま す 。 ま た 、 国 際 的 な ⼤ 型 イ ベ ン ト を 前 に 海 外に お け る プ ロ
モ ーシ ョン の実 施や訪 ⽇外 国⼈ の受 ⼊れ環 境の 整備 に取 り組みます 。  

  
  

   
■ 観光地域づくりを⽀える⼈材を育成するため、宿泊施設等の従業員を対象とし

たおもてなし研修を開催するとともに、県域 DMO「静岡ツーリズムビューロー」
や静岡県⽴⼤学・静岡⽂化芸術⼤学において新たに開設した教育課程において、
マーケティング知識を有する中核⼈材等を育成します。 

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ Ｄ Ｍ Ｏ を核 と し た 観 光 地 域 づ く り を 推 進 す る 市 町 数 や 農 林 漁 家⺠ 宿 数 な ど が

増 加 し てお り 、「 県 内 旅 ⾏ 消 費 額 （ 成 果 指 標 ）」 の 増 加 に 寄 与 して い ま す 。 ⼀
⽅ で「宿泊客 数（成果指 標）」は、着実 に増加 して いる もの の 、地域 の宿 泊事
業 者 が 抱え る ⼈ ⼿ 不 ⾜ な ど の 影 響 に よ り 伸 び 悩 ん で い ま す 。 今後 、 デ ス ティ
ネーションキャンペーンを通 じて 培っ た旅 ⾏商 品づ くり のノ ウハウ の活 ⽤や 、
県 内 各 地 域 の Ｄ Ｍ Ｏ が ⾏ う マ ー ケ テ ィ ン グ に 基 づ い た コ ン テ ン ツ の 磨 き 上
げ 、 さ らに は 観 光 産 業 を 担 う ⼈ 材 の 確 保 な ど へ の ⽀ 援 を ⾏ う こと に よ り 、 各
地 域 の 魅⼒ を ⾼ め 、 地 域 の 「 稼 ぐ ⼒ 」 の 向 上 や 住 ⺠ の 地 域 へ の誇 り や 愛 着 の
醸 成な ど具 体的 な成果 に結 び付 けて いく必 要が あり ます 。  

  
  

   
■ 国 内 外 の観 光 交 流 の 拡 ⼤ に つ い て は 、 富 ⼠ ⼭ 静 岡 空 港 に お け る国 際 線 の 減 便

の 影 響 等に よ り 、「 外 国 ⼈ 宿 泊 者 数 （ 成 果 指 標 ）」 は 伸 び 悩 ん でい ま す 。 観 光
に 対 す る個 ⼈ の 嗜 好 が 多 様 化 す る 中 で 、 更 な る 観 光 客 の 来 訪 を促 進 す る た め
に は 、 マー ケ ッ ト イ ン の 考 え ⽅ に 基 づ き 、 本 県 な ら で は の ⾼ 品質 な 体 験 や 価
値 を提 供し 、そ れらの 情報 を的 確に 発信し てい く必 要が あります。  

  
  

   
■ 地域でのおもてなしを⾏う⼈材の育成については、各種研修会の開催により、

着実に進んでいますが、｢本県の旅⾏に⼤変満⾜した旅⾏者の割合（成果指標）｣
は基準値を下回っており、より⼀層の推進が必要です。今後、東京オリンピッ
ク・パラリンピック⾃転⾞競技が本県で開催されることから、国籍、年齢、性
別、障害の有無等に関係なく、様々な観光客が本県への旅⾏に満⾜していただ
けるよう、⼈材育成研修のさらなる充実を図る必要があります。 
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  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 多 く の 旅⾏ 者 に 地 域 の 魅 ⼒ を 活 ⽤ し た 体 験 や 交 流 を テ ー マ に した 新 た な 観 光

商 品 を 利⽤ し て い た だ け る よ う 、 Ｄ Ｍ Ｏ と 連 携 し な が ら 、 マ ーケ テ ィ ン グ に
基 づい た商 品の 磨き上 げを ⾏い ます 。  

  
  

   
■ 「 静 岡 ツー リ ズ ム ビ ュ ー ロ ー 」 が 実 施 す る 外 国 ⼈ 旅 ⾏ 者 の ニ ーズ に 合 っ た ⾼

品 質 な 体験 プ ロ グ ラ ム の 開 発 へ の ⽀ 援 や 効 果 的 な 情 報 発 信 ⼿ 法を 構 築 す る と
と も に 、商 ⼯ 業 ・ 農 林 ⽔ 産 業 、 交 通 基 盤 な ど 庁 内 の 様 々 な 部 署と 協 働 し た 総
合 ⾏政 によ るイ ンバウ ンド 施策 を推 進しま す。  

  
  

   
■ 「 静 岡 ツー リ ズ ム ビ ュ ー ロ ー 」 や 教 育 機 関 と 連 携 し 、 観 光 地 域づ く り の 中 核

を 担 う 観光⼈材を育成していきます。また、訪⽇外国⼈旅⾏客やサイクリスト
など、観光客の属性、価値観やニーズが多様化する中、宿泊産業等を対象とし
た多⾔語化への対応やおもてなし研修の充実を図っていきます。 
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８－１  世 界クラ スの資 源を 活か した 観光交 流の 拡⼤   
(1) 国際競争⼒の⾼い観光地域づくり 

 

  目  標  
   
■ 県 内 各 地に お い て 、 Ｄ Ｍ Ｏ を 核 と し た 地 域 総 が か り の 観 光 地 域づ く り を 進 め

ま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

ＤＭＯを核とした観光地域づくりを
推進する市町数 

（2016年度） 
0市町 

（2018年度） 
22 市町 

全市町 ◎ 

旅⾏中のレジャー活動に占める体験
型観光の割合 

（2016年度） 
34.9％ 

（2018年度） 
31.1％ 

40％ ● 

伊⾖半島ジオパークのジオツアー参
加者数 

（2016年度） 
7,571人 

（2018年度） 
36,568 人  

毎年度 10,000 人 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

スポーツ・⽂化観光部 魅 ⼒ あ る 観 光 地 域 づ く り 推 進 事 業 費  
グ リ ー ン ・ ツ ー リ ズ ム 推 進 事 業 費  
伊⾖半島ユネスコグローバルジオパーク推進事業費 
                    など 

15 
５  
12  

合 計  52  
 

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ ＤＭＯを核とした観光地域づくりを推進するため、地域の魅⼒を活⽤した体験や交流をテーマに
した新たな観光商品の企画・商品化の取組への⽀援を通じて、地域の多様な主体の連携を促進し
ています。（観光政策課） 

  
 

■ 滞在型グリーン・ツーリズムを推進するため、研修会の開催等を通じて農林漁家⺠宿の開業や運
営を⽀援するほか、地域ぐるみで滞在型グリーン・ツーリズムに取り組む農泊地域の創出のため、
セミナーや⼈材育成研修等を開催しています。（観光政策課） 
 

 
■ ユネスコ世界ジオパークにふさわしい、⾼い専⾨性を必要とする学術調査や地質遺産の価値を伝

えるジオガイドの養成、ジオツーリズムを通じた教育・普及活動を⾏う伊⾖半島ジオパーク推進
協議会を⽀援しています。(観光政策課) 
 

Check（評価） 
 

■ アウトドアツーリズムや体験型教育旅⾏の受⼊れ、滞在型グリーン･ツーリズムの受⼊体制の促
進に取り組む中、「旅⾏中のレジャー活動に占める体験型観光の割合（活動指標）」は、魅⼒的な
体験型商品や情報発信の不⾜を理由に伸び悩んでおり、引き続き、地域の魅⼒の発信に向けて、
地域内の関連施設や農林漁業者が⾏う商品の磨き上げや情報発信について、DMO 等関係団体や
庁内関係部署と連携して⽀援を⾏う必要があります。(観光政策課) 

  
 

■ 県内各地域における、魅⼒を活⽤した体験や交流をテーマにした新たな観光商品の企画・商品化
の取組への⽀援を通じて、「DMO を核とした観光地域づくりを推進する市町数（活動指標）｣は
順調に推移し、「地域の多様な主体が参画した観光地域づくりに取り組む事業主体数（参考指標）」
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の着実な増加につながっており、付加価値の⾼い旅⾏商品を提供することで、滞在期間の⻑期化
による「宿泊客数（成果指標）」及び「県内旅⾏消費額（成果指標）」に寄与しています。（観光
政策課） 

  
 
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

地域の多様な主体が参画した観光
地域づくりに取り組む事業主体数 15 事業体 23 事業体 27 事業体 29 事業体 32 事業体   

  
 

■ 

    
農林漁家⺠宿の開業を促進するため、研修会の開催等により制度の周知を図るとともに、新規開
業や運営への⽀援を⾏った結果、本県の「農林漁家⺠宿数（参考指標）」は順調に増加しており、
「宿泊客数（成果指標）」及び「県内旅⾏消費額（成果指標）」に寄与しています。引き続き、農
⼭漁村地域の宿泊拠点となる農林漁家⺠宿の開業を農林事務所等を通じて⽀援するとともに、再
訪を促すため、地域内の関連施設や農林漁業者が⾏う体験型商品の磨き上げ等について、DMO
等関係団体や庁内関係部署と連携して⽀援を⾏い、「本県の旅⾏に⼤変満⾜した旅⾏者の割合（成
果指標）｣の向上のための取組が必要です。(観光政策課) 

  
 
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

農林漁家⺠宿数 16 軒 18 軒 20 軒 28 軒 34 軒   
 

  
 ■ 伊⾖半島ジオパーク推進協議会を通じて⾏っているジオガイドの養成などの普及・啓発活動が、

｢伊⾖半島ジオパークのジオツアーの参加者数（活動指標）」の増加や伊⾖半島ジオパークの拠点
施設である「ジオリアの⼊館者数（参考指標）」の増加につながっていますが、引き続き、教育
普及活動等に取り組むなど「本県の旅⾏に⼤変満⾜した旅⾏者の割合（成果指標）」の向上のた
めの取組が必要です。（観光政策課） 

  
参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

ジオリアの⼊館者数 ― ― 12,858 ⼈ 14,484 ⼈ 25,799 ⼈   
 

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 本県の強みである年間を通した温暖な気候や、多彩な地域資源を活かしたトレッキングやシーカ

ヤックなど、アウトドアツーリズムに代表される体験型観光の企画造成について、DMO 等関係
団体や庁内関係部署と連携して⽀援することにより、地域内消費の拡⼤や地域の魅⼒の向上を図
ります。(観光政策課) 

  
 

■ 持続可能な観光地域づくりに向け、静岡ツーリズムビューローと連携しながら、旅⾏商品の磨き
上げなど、各地域のＤＭＯのマーケティング活動への⽀援を⾏います。（観光政策課） 

  
 

■ ⽇本の伝統的な⽣活⽂化や⾷⽂化などを楽しむことができる農⼭漁村地域への滞在のニーズが、
訪⽇外国⼈旅⾏者の間で⾼まっていることから、農泊や⺠宿の活⽤を推進する地域を中⼼に、
DMO等関係団体や庁内関係部署と連携して訪⽇外国⼈受⼊体制の強化を図ります。（観光政策課）

  
 

■ ユネスコ世界ジオパークの認定の効果を⽣かし、国内外から伊⾖半島への⼀層の誘客を促進する
ため、多様な関係者を巻き込みながら、⼤地がもたらす景観や歴史・⽂化、温泉、⾷などの恵み
を最⼤限活⽤した旅⾏商品づくりを推進し、ＰＲしていきます。（観光政策課） 
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８－１  世 界クラ スの資 源を 活か した 観光交 流の 拡⼤   
(2) 観光客の来訪の促進 

 

  目  標  
   

■ 観 光客 の⻑ 期滞 在や再 訪を 促進 し、 国内外 の観 光交 流の 拡⼤を図り ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

県の⽀援により造成された本県宿泊
旅⾏商品数 

（2016年度） 
3,181商品 

（2018年度） 
3,459 商品 

3,500 商品 ◎ 

静岡県観光情報ホームページ「ハロー
ナビしずおか」訪問数（ページビュー）

（2016年度） 
297万ＰＶ 

（2018年度） 
325 万ＰＶ 

670 万ＰＶ ● 

静岡ツーリズムビューローが取り扱
う旅⾏商品成約額 

（2016年度） 
0円 

（2018年度） 
3,169万円 

1 億 6 千万円 ● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

スポーツ・⽂化観光部 海 外 誘 客 強 化 事 業 費  
海 外 誘 客 推 進 事 業 費  
デ ス テ ィ ネ ー シ ョ ン キ ャ ン ペ ー ン 推 進 事 業 費
国 内 誘 客 推 進 事 業 費  
                 な ど

99 
113 

13 
   59 

 

合 計  766  
 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 本年４⽉から６⽉までの３か⽉間、デスティネーションキャンペーン（DC）を開催し、全国から
の誘客や本県の魅⼒の発信に取り組みました。また、キャンペーン終了後も、本年秋冬や 2020
年開催のアフターＤＣ向けのセールスやプロモーションを継続し、静岡への旅⾏商品の定着を図
ることにより、ＤＣ終了後も年間を通じて本県への誘客が図られるよう取り組んでいます。（観
光振興課） 

  
 

■ 静岡県観光情報ホームページ「ハローナビしずおか」や Facebook 等のソーシャルネットワーク
を活⽤して、本県の魅⼒を発信するとともに、昨年秋に完成した⽇ 本 平 夢 テ ラ ス において、国
内外からの観光客に対し、富⼠⼭を望む優れた眺望や、歴史⽂化などの⽇本平の価値について発
信しています。（広聴広報課・観光振興課） 
 

 
■ 旺盛なインバウンド需要を取り込むため、マーケティングに基づく外国⼈観光客の誘客施策を⾏

う県域ＤＭＯ「静岡ツーリズムビューロー」の取組を⽀援しています。ゴルフやサイクリングな
ど外国⼈の関⼼が⾼い体験型旅⾏商品の企画開発に重点的に取り組み、海外からの誘客促進を図
っています。 
今年度は、世界的なイベントの開催を⾒据え、海外における本県の認知度向上を図るため、オー
ストラリア等でのプロモーションに取り組みます。 
また、本県へ来訪した外国⼈観光客の満⾜度を向上させるため、宿泊施設等におけるコミュニケ
ーション⽀援やバリアフリー化への⽀援、ハラール商品開発⽀援等、受⼊れ環境の整備に取り組
みます。(観光振興課) 

  
 

■ 環駿河湾観光交流活性化協議会をはじめ、観光協会、美しい伊⾖創造センター等と連携して、駿
河湾フェリー航路の魅⼒発信や、フェリーを活⽤した環駿河湾地域の周遊を促進します。 
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今年度は、フェリー事業の運営主体となる⼀般社団法⼈ふじさん駿河湾フェリーを設⽴し県や市
町、関係団体等が⼀丸となり、⼀層の利⽤促進に取り組んでいます。（観光振興課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「静岡県観光情報ホームページ「ハローナビしずおか」訪問数（活動指標）」は、ＤＣイベント
情報掲載をはじめ、静岡⽔わさびの伝統栽培特集ページ、富⼠⼭カレンダーダウンロード機能の
追加などコンテンツの充実に取り組んだ結果、ページビューは、前年⽐ 24％増となりましたが、
進捗に遅れが⾒られます。来訪者のニーズを把握した内容の充実等、⼀層の取組の強化が必要で
す。（観光振興課） 

 
 ⼀⽅でスマートフォンの普及等によりソーシャルネットワークを活⽤した情報サイト

「Facebook「いいねがあるある静岡県。」の定期閲覧者数（参考指標）｣は年々増加しており、
分析等を進めることで、ホームページ内容への反映等を⾏います。（広聴広報課・観光振興課） 

  
 

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
Facebook「いいねが
あるある静岡県。」の
定期閲覧者数 

9,063 件 10,550 件 14,335 件 15,463 件 15,454 件   

   
 

■ ⾸都圏等での積極的な営業活動や、県観光協会に設置したしずおかツーリズムコーディネーター
等の⽀援により、｢県の⽀援により造成された本県宿泊旅⾏商品数（活動指標）｣や「旅⾏商品の
販売促進⽀援件数（参考指標）」は、着実に増加しており、「県内旅⾏消費額（成果指標）」に寄
与しています。⼀⽅で「宿泊客数（成果指標）」は、着実に増加しているものの、地域の宿泊事
業者が抱える⾼齢化や離職に伴う⼈⼿不⾜などの影響により客室稼働率が伸び悩んでいます。
（観光振興課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

旅⾏商品の販売促
進⽀援件数 99 件 86 件 133 件 134 件 150 件   

  
 

■ 静岡ツーリズムビューロー、県海外駐在員事務所及び隣県の観光部署等と連携した海外での営業
活動により、多くの海外旅⾏会社との関係が構築された結果、「海外での商談会やセールス等の
活動回数（参考指標）」は⼀旦下がったものの、近年増加させるなど、静岡ツーリズムビューロ
ーとの関係を構築させており、「外国⼈宿泊客数（成果指標）」は、富⼠⼭静岡空港における国際
線の減便の影響等により、やや遅れが⽣じているものの、全国の前年同期⽐の 18.3％増に対して、
本県は 19.4％増と着実に増加しています。 

  
参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

海外での商談会や
ールス等の活動回数 43 回 60 回 36 回 50 回 59 回   

 
  
 

■ 静岡ツーリズムビューローが取り扱う旅⾏商品は、2018 年度末までに 50 商品と着実に増加し
ましたが、旅⾏商品成約額については、取扱商品の多くが主要駅発着でない場合が多く、現地集
合が困難であることが販売に結びつかなかったことから、伸び悩んでいます。（観光振興課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 静岡県観光情報ホームページ「ハローナビしずおか」や Facebook「いいねがあるある静岡県。」

への訪問者の属性を把握するアクセス解析などにより、旅⾏者等が求めるコンテンツを効果的に
情報発信できる⼿法を構築します。（広聴広報課・観光振興課） 

  
 

■ DC を契機に、今後も多くの⽅々に来訪していただくため、地域と連携して観光素材の磨き上げ
を⾏い、本県の⾷や体験を組み込んだ付加価値の⾼い旅⾏商品の造成や誘客拡⼤を図ります。 
また、県が設置するコーディネーターによる雇⽤⽀援や若⼿従業員の資質向上等に向けた研修会
の開催⽀援などにより、雇⽤確保と定着促進に取り組んでいきます。（観光政策課・観光振興課）

  
 

■ 静岡ツーリズムビューローが実施する外国⼈旅⾏者のニーズに合った満⾜度の⾼い体験プログ
ラムの開発を⽀援するとともに、商⼯・農林⽔産業、交通基盤など庁内の様々な部⾨と協働した
総合⾏政によるインバウンド施策を推進します。また、静岡ツーリズムビューローが取り扱う旅
⾏商品については、交通⼿段と組み合わせた利便性の⾼い商品造成を促す取組を⽀援していきま
す。（観光振興課） 
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８－１  世 界クラ スの資 源を 活か した 観光交 流の 拡⼤   
(3) 観光⼈材の育成と来訪者の受⼊環境の整備 

 

  目  標  
   

■ 各地の観光地域づくりの中核を担い、国際化に対応した観光⼈材を育成します。
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

観光⼈材育成研修会参加者数 （2016年度まで） 
累計5,885人 

（2018年度まで）
累計8,377人 

累計 10,000 人 ◎ 

ユニバーサルツーリズムに関する 
研修会参加者数 

（2016年度） 
0人 

（2018年度） 
99人 

累計 400 人 ○ 

観光地域づくり整備計画策定数 （2016年度） 
0計画 

（2018年度） 
17計画 

累計 50 計画 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

スポーツ・⽂化観光部 お も て な し 推 進 事 業 費  
観 光 ⼈ 材 確 保 対 策 事 業 費  
富 ⼠ ⼭ ナ ビ ゲ ー タ ー 設 置 事 業 費  
観 光 施 設 整 備 事 業 費  
⽇ 本 平 シ ン ボ ル 施 設 整 備 事 業 費  
⽇ 本 平 施 設 管 理 運 営 事 業 費  
プ ラ サ ヴ ェ ル デ 管 理 運 営 事 業 費  

70 
10 

9 
1,100 

647 
51 
60 

 

合 計  1,947  
 

 

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 観光地域づくりを⽀える⼈材を育成するため、宿泊施設等の従業員を対象としたおもてなし研修
を開催するとともに、県域 DMO「静岡ツーリズムビューロー」や静岡県⽴⼤学・静岡⽂化芸術
⼤学と連携し、マーケティング知識を有する中核⼈材等を育成しています。 
本年 4 ⽉から両⼤学で開設した教育課程では、地域の観光産業の活性化や観光事業の開発に携わ
る⼈材を育成しています。（観光政策課、観光振興課） 

  
 

■ 来訪者の誰もが快適に利⽤できる受⼊環境を整備するため、多⽬的トイレの整備や観光案内看板
の多⾔語化など、観光施設のユニバーサルデザイン化を進めています。（観光政策課） 
 

 
■ これまでの施設単体への整備補助から、市町の中⻑期的な計画に基づく観光地域づくりに向けた

整備を⽀援するため、「観光地域づくり整備計画」に位置づけられた事業に助成しています。（観
光政策課） 

  
 

■ 外国⼈観光客が⾔葉の問題を⼼配することなく本県を訪れていただけるよう、10 か国語、24 時
間対応で通訳等のサービスを無料提供する「静岡県インバウンド多⾔語コールセンター」の運⽤
を本年８⽉から開始するなど、地域における受⼊体制の充実を図っています。（観光振興課） 

  
■ 訪⽇外国⼈へ災害情報を提供するため、観光案内所における⾮常⽤電源装置等の設置⽀援や、観

光庁の外国⼈旅⾏者向け災害情報アプリ「Safety tips」の利⽤を県観光協会の英語版ホームペー
ジで呼び掛けるとともに、災害時に庁内に設置する県災害時多⾔語⽀援センターにおいて、外国
⼈県⺠や外国⼈旅⾏者からの問合せに対応できる相談員を配置する体制を整備しました。また、
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宿泊事業者を対象とした研修会において、当該アプリの周知とともに、外国語表記の地図等によ
る避難誘導の説明を⾏うよう呼び掛けています。（観光政策課） 
 

Check（評価） 
 

■ 外国⼈接客講座や安全対策講座など、接客者の資質向上に取り組んだ結果、｢観光⼈材育成研修
会参加者数｣や｢ユニバーサルツーリズムに関する研修会参加者数（活動指標）｣、「宿泊施設関係
者のおもてなし研修の受講者数（参考指標）」は、年々増加していますが、「本県の旅⾏に⼤変満
⾜した旅⾏者の割合（成果指標）」は 30％台で推移しており、旅⾏者のニーズを捉えた地域ぐる
みのおもてなしに取り組む必要があります。（観光政策課、観光振興課） 

  
 
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

宿泊施設関係者の
おもてなし研修延
べ受講者数 

延べ 3,721 ⼈ 延べ 4,541 ⼈ 延べ 5,301 ⼈ 延べ 6,129 ⼈ 延べ 7,074 ⼈   
 

 ■ 県有観光トイレにおける多⽬的トイレの設置・改修を進め、「県有観光トイレのユニバーサルデ
ザイン化箇所数（参考指標①）」は⼭岳地等を除く全 53 箇所が完了しました。また、県管理の⾃
然歩道における「⾃然歩道標識の多⾔語化区間延⻑（参考指標②）」は年々増加しています。さ
らに、「観光地域づくり整備計画策定数（活動指標）｣や「観光地エリア景観計画策定数（累計）
（参考指標）」は、先⾏導⼊した伊⾖半島地域を中⼼に増加し、国内外の⼈々を惹きつける景観
形成を通じて、来訪者の増加につながっており、引き続き、景観に配慮した質の⾼い観光施設の
整備を⾏う市町の取組を促進していきます。（観光政策課） 

  
  

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
①県有観光トイレの
ＵＤ化箇所数 38 箇所 42 箇所 46 箇所 53 箇所 

（100％） 
53 箇所 

（100％） → 

②⾃然歩道標識の 
多⾔語化区間延⻑ 

209.1km
(40.8%)

234.1km
(45.7%)

263.6km
(51.4%)

291.7Km 
（56.9%) 

295.3Km
（57.6%)   

③観光地エリア景観
計画策定数(累計) ― ― 13 計画 21 計画 39 計画   

   
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 訪⽇外国⼈旅⾏客やサイクリストなど、旅⾏者の属性、価値観やニーズが多様化する中、意識調

査の設問を⼯夫し、より効果的なデータを収集することや、観光情報や旅⾏者の属性等を収集し
利活⽤ができる観光プラットフォームの構築によるデジタルマーケティングを実践することで、
旅⾏者の利便性向上や旅⾏者のニーズを捉えた旅⾏商品の開発等に活⽤していきます。また、宿
泊産業等を対象としたおもてなし研修の充実を図るとともに、教育機関と連携し、データサイエ
ンスや⽂化芸術等を活⽤した商品開発能⼒、国際感覚などを兼ね備えた若い世代の観光⼈材を育
成していきます。（観光政策課、観光振興課） 

  
 

■ 県有観光施設のユニバーサルデザイン化は進んでいることから、観光地域づくり整備事業費補助
⾦を活⽤した、Wi-Fi スポットの⾯的な整備や、市町が管理する観光施設のユニバーサルデザイ
ン化を⽀援していきます。（観光政策課） 

  
 

■ 景観に配慮した⾯的な計画に基づいた魅⼒ある観光地域の整備を進めるため、観光地エリア景観
計画および観光地域づくり整備計画の策定について市町に助⾔、⽀援を⾏い、両計画の策定を促
進していきます。（観光政策課） 

  
 

■ 引き続き、災害時に観光客からの相談等に対応できる体制の整備を進めるとともに、静岡県総合
防災アプリ「静岡県防災」の活⽤を県観光協会のホームページで呼び掛けることや、宿泊事業者
に対する危機管理研修会の実施等の取組を進めます。（観光政策課） 
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８－２  地域外交の深化と通商の実践  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  地域外 交の 深化 と通商 の実 践   

（ １） 地域 外交 の推進  

（ ２） 世界 の様 々な国 ・地 域と の多 様な交 流  施策

（ ３） 世界 に開 かれた 通商 の実 践  
 

  目  標   
   
■ 世 界の 様々 な国 ・地域 と実 のあ る外 交を展 開し 、本 県の 存在感を⾼ めま す。
  

 
■ 教 育、⽂化、経済、スポ ーツ 、観 光等 の様 々な 分野 で交 流⼈ ⼝を拡 ⼤し ます。
  

 
■ 県 ⺠ の 国際 協 ⼒ ボ ラ ン テ ィ ア へ の 参 加 を 促 し 、 世 界 で 活 躍 す る⼈ 材 を 育 成 し

ま す。  
  
  

   
■ 県 産農 林⽔ 産物 の輸出 や、 県内 企業 の海外 展開 を拡 ⼤し ます。 
  

 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

県 ・ 市 町 の 国 際 交 流 協 定 等 締
結 ・ 調 印 数  

（2016 年度） 
104 件 

(2018 年度) 
116 件 

130 件 Ｂ  

地 域 外 交 関 連 事 業 に よ る 海 外
か ら の 受 ⼊ ⼈ 数  

（2016 年度） 
2,766 人 

(2018 年度) 
3,092 人 

（2018～2021年度）
累計 12,000 人

Ｂ  

⻘年海外協⼒隊等の国際協⼒ボ
ランティア派遣者数 

（2016 年度まで）
累計 1,689 人 

(2018 年度まで)
累計 1,767 人 

累計 1,950 人 Ｂ  

県の海外市場開拓⽀援による県
産農林⽔産物新規輸出成約件数 
（チャレンジ事業実施者や地域
商社を含む） 

（2013～2016年度）
累計302件 

（2018 年度） 
100 件 

（2018～2021年度）
累計360件 

Ｂ  

県 内 本 社 企 業 の 新 規 海 外 展 開
事 業 所 数  

（2013～2016年度）
累計184事業所 

（2018 年度） 
26 事業所 

（2018～2021年度）
累計200事業所 

C 

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 地域 外交の推進  1 1 0 2 

（ ２） 世界 の様々な国 ・地 域と の多 様な交 流  0 1 1 2 

（ ３） 世界 に開かれた 通商 の実 践  0 3 0 3 

合 計 1 ５  １  ７  
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  主 な 取 組  
 

 
■ 中 国、 韓国 、モ ンゴル 、台 湾、 東南 アジア 、イ ンド 、⽶ 国の重点国 ・地 域を

中 ⼼に 、友 好的 互恵・ 互助 の精 神に 基づい た、 相互 にメ リットのあ る地 域外
交 を展 開し てい ます。 また 、交 流の 相⼿国 ・地 域に おい て、本県と の架 け橋
と なる ⼈材 の育 成や経 済交 流に 係る 関係構 築を 進め てい ます。 

 
■ ふ じの くに マー ケティ ング 戦略 に基 づく県 産品 の輸 出拡 ⼤や海外展 開を 図る

県 内企 業へ の⽀ 援を通 じた 経済 交流 の促進 、ラ グビ ーワ ールドカッ プ 2019
の 開催 や東 京 2020 オリ ンピ ック ・パ ラリン ピッ クの 開催 準備を契機 とし た
交 流⼈ ⼝の 拡⼤ に取り 組ん でい ます 。また 、富 ⼠⼭ 静岡 空港の就航 先及 び就
航 先の 経由 地を 中⼼と した 誘客 を促 進して いま す。  

 
■ 国 際 協 ⼒機 構 （ JICA） と 連 携 し 、「 ⻘ 年 海 外 協 ⼒ 隊 」 や 「 シ ニ ア 海 外 ボ ラ ン

テ ィア 」の 参加 を促 進す るた め、募集 説明 会の 広報 や本 県出 ⾝の経 験者 によ
る 帰国 報告 会を 開催し てい ます 。  

  
 

■ 県 産品 の海 外販 路開拓 ・拡 ⼤に 意欲 的な取 組事 業者 の⽀ 援や、海外 コー ディ
ネ ータ ーに よる 事業者 への サポ ート 等を実 施し てい ます 。また、清 ⽔港 を活
⽤ した 新た な輸 出スキ ーム の構 築や 、県内 中⼩ 企業 の海 外展開や輸 出に 向け
ビ ジネ スサ ポー トデス クの 設置 国を ２ヶ国 追加 （⽶ 国、 フィリピン ）し 、現
地 専⾨ 家に よる 指導・ 助⾔ 等を 実施 してい ます 。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

 
■ 地 域外 交の 展開 につい ては 、産 業、 教育、 ⽂化 、ス ポー ツ、観光、 防災 等の

幅 広い 分野 にお いて、 相互 にメ リッ トのあ る地 域外 交を 展開し、特 に、 中国
浙 江省 、韓 国忠 清南道 、モ ンゴ ル・ ドルノ ゴビ 県と は、 包括的な分 野で の友
好 協定 に基 づき 交流を 進め た結 果、「 県・市町 の国 際交 流協 定等締結調 印数（成
果 指標 ）」及び 「地 域外 交関 連事 業に よる海 外か らの 受⼊ ⼈数（成果 指標 ）」
は 順調 に推 移し ていま す。  
今 後は 、こ れま での信 頼構 築の ため の⼈的 交流 から 、地 域経済を活 性化 する
通 商の 促進 など 、新た なス テー ジで の実の ある 関係 構築 を進める必 要が あり
ま す。  

 
■ 国 際協 ⼒の 推進 につい ては、PR 活 動の 積極 的な 実施 によ り、「⻘年海 外協 ⼒

隊 等 の 国 際 協 ⼒ ボ ラ ン テ ィ ア 派 遣 者 数 （ 成 果 指 標 ）」 は 順 調 に 推 移 し て い ま
す 。    

  
 

■ 県 産農 林⽔ 産物 の輸出 や、県内 企業 の海 外展 開の 促進 につ いては、輸 出に 取
り 組 む 事 業 者 へ の 助 成 や 海 外 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 等 に よ る ⽀ 援 を ⾏ っ て い る
も のの 、現 地⼈ 件費 の上 昇等 によ り「 県内 本社 企業 の新 規海 外展開 事業 所数
（ 成 果 指 標 ）」 は ⽬ 標 値 を 下 回 っ て お り 、 企 業 の 意 識 や 動 向 を ⼗ 分 に 把 握 し
た 上、 海外 展開 や輸出 への ⽀援 等、 今後よ り⼀ 層の 推進 が必要です 。  

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

 
■ 防 災 や 健 康 ・ ⻑ 寿 な ど 本 県 の 特 ⾊ を 活 か し た 分 野 で の 相 互 協 ⼒ を 進 め る ほ

か 、通 商の 促進 につ いて は、海外 展開 や輸 出に 意欲 のあ る企 業への ⽀援 を引
き 続き 実施 する ほか 、海 外経 済ミ ッシ ョンの 受⼊・派 遣な どに よる 交流 を進
め ます 。   

  
 

■ ⺠ 間主 導に よる 地域商 社機 能や 、清 ⽔港 を活 ⽤し た⻘ 果物 の新たな輸 出拡 ⼤
ス キー ムの 構築 を進め ます 。  
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８－２  地 域外交 の深化 と通 商の 実践   
(1) 地域外交の推進 

 

  目  標  
   
■ 世 界の 様々 な国 ・地域 と実 のあ る外 交を展 開し 、本 県の 存在感を⾼ めま す。
  

 
■ 教 育、⽂化、経済、スポ ーツ 、観 光等 の様 々な 分野 で交 流⼈ ⼝を拡 ⼤し ます。
  

 
■ 県 ⺠の 国際 協⼒ ボラン ティ アへ の参 加を促 し、 世界 で活 躍する⼈材 を育 成し

ま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

県と重点国・地域等とのパートナーシ
ップ新規構築数 

(2017年度) 
7件 

(2018 年度) 
２件 

（2018～2021年度）
累計 8 件 

○ 

国際協⼒ボランティアに関する説明
会等開催回数 

（2013～2016年度）
累計51回 

(2018 年度) 
35 回 

（2018～2021年度）
累計 70 回 

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

地 域 外 交 局  地 域 外 交 展 開 事 業 費  
地 域 外 交 ⼈ 材 育 成 ・ 経 済 交 流 強 化 事 業 費  
海 外 駐 在 員 事 務 所 運 営 費  
国 際 化 総 合 推 進 費  

58 
19 

225 
８  

 

合 計  310  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 中国、韓国、モンゴル、台湾、東南アジア、インド、⽶国の重点国・地域を中⼼に、友好的互恵・
互助の精神に基づいた、相互にメリットのある地域外交を展開しています。また、交流の相⼿国・
地域において、本県との架け橋となる⼈材の育成や経済交流に係る関係構築を進めています。 
今年度は、北京国際園芸博覧会出典 PR やモンゴル国⼤学院⽣の受⼊を⾏っています。（地域外交
課） 

  
 

■ ふじのくにマーケティング戦略に基づく県産品の輸出拡⼤、海外展開を図る県内企業への⽀援、
海外経済ミッションの受⼊・派遣等による経済交流の促進に取り組んでいます。（地域外交課） 

  
 

■ ラグビーワールドカップ 2019 の開催や、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催準備
を契機とした交流⼈⼝の拡⼤に取り組んでいます。また、富⼠⼭静岡空港の就航先及び就航先の
経由地を中⼼とした誘客を促進しています。（地域外交課） 

  
 

■ 国際協⼒機構（JICA）と連携し、本県から 20 歳から 39 歳の⻘年を開発途上国に派遣する「⻘
年海外協⼒隊」、40 歳から 69 歳までのシニアを同様に派遣する「シニア海外ボランティア」の
参加を促進するため、募集説明会の広報や本県出⾝の経験者による帰国報告会を開催していま
す。（地域外交課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「県と重要国・地域等とのパートナーシップ新規構築数（活動指標）」が順調に推移し、パート
ナーシップ構築による企業の海外展開⽀援や覚書に基づく知事団の派遣等により、経済交流を促
進するとともに、産業、教育、⽂化、スポーツ、観光、防災等の幅広い分野において、相互にメ
リットのある地域外交を展開し、特に、中国浙江省、韓国忠清南道、モンゴル・ドルノゴビ県と
は、包括的な分野での友好協定に基づき交流を進めた結果、「県・市町の国際交流協定等締結調
印数（成果指標）」及び「地域外交関連事業による海外からの受⼊⼈数（成果指標）」は順調に推
移しています。 
今後は、これまでの信頼構築のための⼈的交流から、地域経済を活性化する通商の促進など、新
たなステージでの実のある関係構築を進める必要があります。（地域外交課） 

  
 

■ PR 活動の積極的な実施により、「国際協⼒ボランティアに関する説明会等開催回数（活動指標）」
及び「帰国報告会参加者数（参考指標）」は着実に増加しており、「⻘年海外協⼒隊等の国際協⼒
ボランティア派遣者数（成果指標）」は順調に推移しています。（地域外交課） 

  
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

帰国報告会参加者
数 102 ⼈ 106 ⼈ 80 ⼈ 115 ⼈ 145 ⼈   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 防災や健康・⻑寿など本県の特⾊を活かした分野での相互協⼒を進めるほか、通商の促進につい
ては、これまでに築き上げた⼈脈を⽣かした海外経済ミッションの受⼊・派遣などによる経済交
流を進めます。（地域外交課） 
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８－２  地 域外交 の深化 と通 商の 実践   
(2) 世界の様々な国・地域との多様な交流 

 

  目  標  
   
■ 世 界の 様々 な国 ・地域 と実 のあ る外 交を展 開し 、本 県の 存在感を⾼ めま す。
  

 
■ 教 育、⽂化、経済、スポ ーツ 、観 光等 の様 々な 分野 で交 流⼈ ⼝を拡 ⼤し ます。
  

 
■ 県 ⺠ の 国際 協 ⼒ ボ ラ ン テ ィ ア へ の 参 加 を 促 し 、 世 界 で 活 躍 す る⼈ 材 を 育 成 し

ま す。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

海外駐在員事務所対外活動件数 （2017年度） 
2,186件 

(2018 年度) 
1,658 件 

2,700 件 ● 

海外からの研修員の受⼊⼈数・⽇数 （2013～2016年度）
累計49人・3,311日

(2018 年度) 
14 人･1,299 日

（2018～2021年度）
累計60人・4,000日

○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

地 域 外 交 局  地 域 外 交 展 開 事 業 費  
地 域 外 交 ⼈ 材 育 成 ・ 経 済 交 流 強 化 事 業 費  
海 外 駐 在 員 事 務 所 運 営 費  
国 際 化 総 合 推 進 費  
                 な ど

58 
19 

225 
8 

再 掲  
再 掲  
再 掲  
再 掲  

合 計  310  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 【中国との交流】 
浙江省との友好提携 35 周年における共同宣⾔を踏まえ、医療・介護をはじめとした様々な分野
の交流や新たな分野である環境分野の⼈材交流を推進しているほか、輸出ルートの構築や品⽬の
充実による輸出促進に取り組んでいます。今年度は、北京国際園芸博覧会への出展を通じ、中国
全⼟に向けた本県の知名度向上に取り組んでいます。（地域外交課） 

  
 

■ 【韓国との交流】 
忠清南道との友好提携に基づき、「⻘少年」「農業」「防災」を柱とした⾏政間の交流を進めるほ
か、⽂化・スポーツなどの⺠間団体間の交流を⽀援しています。また、ソウル線が２社の運航と
なることから、航空利⽤の需要拡⼤を促進するほか、県内の朝鮮通信使の関連資産を活⽤し、本
県が⽇韓平和外交の象徴の地であることをアピールしていきます。（地域外交課） 
 

 
■ 【モンゴルとの交流】 

友好協定を締結しているドルノゴビ県や国政府との交流を促進し、⾼校⽣交流、技術研修員の受
⼊れなどによる本県とモンゴルの架け橋となる⼈材の育成に取り組んでいます。また、東京 2020
オリンピック・パラリンピックのモンゴル国の選⼿団を受け⼊れた市町との交流を⽀援するな
ど、教育、⽂化、スポーツ分野での交流を進めています。（地域外交課） 

  
 

■ 【台湾との交流】 
観光交流の促進やアウトバウンド創出により、富⼠⼭静岡空港の台湾線の利⽤者の増加に取り組
んでいます。今年度は、映像を通じた相互交流促進に向け、県内映像クリエイターを台湾に派遣
し、現地での映像セミナー開催を通じた本県の魅⼒発信を⾏うとともに、富⼠⼭静岡空港を利⽤
した訪台促進に向けた映像撮影を進めています。（地域外交課） 
 

 
■ 【東南アジア・インドとの交流】 

東南アジアについては、県内企業の現地展開や、既進出県内企業の⽀援、県産品の輸出⽀援等を
促進するほか、東南アジアにおける⾼度⼈材の県内企業への就職を⽀援しています。インドにつ
いては、テランガナ州との相互訪問等を通じ、互恵的な交流を検討・推進しています。（地域外
交課） 

  
 

■ 【⽶国との交流】 
ハワイ州、カリフォルニア州との⼤学間交流など、学術分野や産業分野における交流を⼀層拡⼤
するとともに、⽇⽶間ネットワーク促進団体との連携強化により、県内企業の⽶国進出を促進し
ています。また、静岡茶の輸出拡⼤のため、⽶国での商談会出典を⽀援しています。（地域外交
課） 
 

 
■ 【その他地域との交流】 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致に向けた⽀援を⾏うほか、ラグビ
ーワールドカップ 2019 の開催により、多くの外国⼈観光客や海外メディアが本県を訪問するこ
とから、ファンゾーンやエコパ周辺のおもてなしエリアの運営により、本県の知名度向上や国際
交流の拡⼤を図ります。また、南⽶との交流として、今後も⻑期研修員の受⼊れるほか、ブラジ
ルのジャパンハウス（サンパウロ）にアートマネージメントを学ぶ⼤学⽣を派遣し、将来にわた
る交流の架け橋となる⼈材を育成します。（地域外交課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「海外駐在員事務所対外活動件数（活動指標）」は、駐在事務所所在地の景気状況や国⺠感情な
どに左右されるなど、活動件数を抑制しうる変動的な要素が多くあるため、1,658 件に留まって
おり、より⼀層の推進が必要です。（地域外交課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

  
 

■ 海外駐在員事務所対外活動件数の推移については、地域外交関連事業による海外からの受⼊⼈数
の推移が順調であり、本県の地域外交は引き続き活発であることから、この状況が海外駐在事務
所の活動につながるよう、本県が有する様々な資源をＰＲするなどして、引き続き富国有徳の「ふ
じのくに」にふさわしい、独⾃の魅⼒を持ち、世界に憧れられる地域を⽬指します。 
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８－２  地 域外交 の深化 と通 商の 実践   
(3) 世界に開かれた通商の実践 

 

  目  標  
   

■ 県 産農 林⽔ 産物 の輸出 や、 県内 企業 の海外 展開 を拡 ⼤し ます。 
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

輸出商談会・⾒本市等参加事業者数 （2013～2016年度）
累計504事業者 

（2018 年度） 
146 事業者 

（2018～2021年度）
累計 550 事業者

○ 

海外展開⽀援事業利⽤件数 （2013～2016年度）
累計805件 

（2018 年度） 
192 件 

（2018～2021年度）
累計 880 件 

○ 

海外経済ミッション受⼊れ件数 （2013～2016年度）
累計51件 

（2018 年度） 
14 件 

（2018～2021年度）
累計 60 件 

○ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

経 済 産 業 部  県 産 品 輸 出 促 進 機 能 形 成 事 業 費  
県 産 品 輸 出 促 進 事 業 費  
海 外 か ら 選 ば れ る 静 岡 茶 確 ⽴ 事 業 費  
県 内 企 業 国 際 化 ⽀ 援 事 業 費 助 成  
海 外 経 済 交 流 促 進 事 業 費  
海 外 ビ ジ ネ ス ⽀ 援 事 業 費 助 成  
海 外 派 遣 ⼈ 材 育 成 事 業  
海 外 展 開 コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業 費 助 成  
海 外 成 ⻑ ⼒ 活 ⽤ 強 化 事 業 費  
県 産 材 販 路 拡 ⼤ 事 業 費  

40 
29 
13 
20 
34 

3 
5 
3 
8 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 

再 掲  

合 計  170  
 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 県産品の海外販路開拓・拡⼤に意欲的に取り組む事業者を⽀援するとともに、海外コーディネー
ターによる現地情報の収集や事業者へのサポートを実施しています。また、農林⽔産物の輸出を
促進するため、マーケティング戦略の海外戦略品⽬にお茶、わさび、温室メロン、いちご、⽇本
酒を位置付けて、ブランド⼒の強化やニーズに対応した⽣産拡⼤の促進、輸出に向けた品質・鮮
度保全技術の開発、販路開拓⽀援など、⽣産から販売まで切れ⽬のない⽀援を⾏っています。 
今年度は、清⽔港を活⽤し、近隣県の農産物を広域的に集荷し、定期的に出荷する新たな輸出ス
キームの構築に取り組んでいます。（マーケティング課） 

 
■ 県内中⼩企業の海外展開や輸出を促進するため、ビジネスサポートデスクの設置国を２か国（ア

メリカ、フィリピン）追加して専⾨家による⽀援を充実させたほか、海外の展⽰会出展などに係
る経費の⼀部⽀援や、セミナーによる海外の最新の経済情報の提供など実施しています。また、
海外との⼀層の経済交流の拡⼤を図るため、経済ミッションの受⼊れ等実施しています。（企業
⽴地推進課） 

 
■ ブラジル・エンブラエル系列企業等と県内企業との航空機に関する取引や共同研究の実現に向

け、エンブラエル関係者による県内企業の視察を実施しているほか、ドイツ・フラウンホーファ
ー研究所との研究や技術に関する交流や、県内企業とのマッチングに取り組んでいます。（新産
業集積課、産業イノベーション推進課） 
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■ アメリカ、ＥＵに加えて本年度からアジアにもサポートデスクを設置するとともに、県内輸出事

業者を募集し、海外バイヤーへの訪問商談の実施、海外茶業者の県内研修受⼊制度の構築などに
より、静岡茶の海外への販路拡⼤を⽀援しています。（お茶振興課） 
県産材輸出研究会を開催し、海外展⽰会や輸出事例の情報提供を⾏うなど、⽊材輸出に取り組む
企業の⽀援に取り組んでいます。（林業振興課） 

Check（評価） 
 

■ 県産品海外販路拡⼤チャレンジ事業や海外コーディネーターによる⽀援により、「輸出商談会・
⾒本市等参加事業者数(活動指標)」は増加し、「県の海外市場開拓⽀援による県産農林⽔産物新規
輸出成約件数(成果指標)｣も順調に推移しています。（マーケティング課） 

 
■ 「海外ビジネス⽀援事業利⽤件数（参考指標）」や「海外展開に係る経費⽀援件数（参考指標）」

は海外展開や輸出に取り組む企業に利⽤されているものの、現地⼈件費の上昇等の理由から「県
内本社企業の新規海外展開事業所数（成果指標）」は⽬標値を下回っています。海外赴任や貿易
業務を担う⼈材が不⾜しているとの声もあることから、関係機関とも連携し⽀援を⾏っていく必
要があります。（企業⽴地推進課） 

  
参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

海外ビジネス⽀援
事業利⽤件数 48 件 34 件 63 件 109 件 86 件 → 

海外展開に係る 
経費⽀援件数 11 件 12 件 13 件 30 件 25 件 → 

 
 

■ 県内輸出事業者と海外茶業者との商談⽀援により、緑茶の輸出増加につながっています。（お茶
振興課） 

 
 参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移

海外茶業者との商
談会等の参加者数 － 11 者 12 者 12 者 14 者   

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ ⺠間主導による地域商社機能の構築や、チャレンジ事業実施者との連携を⽀援するとともに、清

⽔港を活⽤した⻘果物の新たな輸出拡⼤スキームの構築を進めるなど、継続的な輸出の取組を⾏
います。（マーケティング課） 

 
■ ⽶中貿易摩擦など海外展開や輸出に取り組む企業を取り巻く環境は⼤きく変化していることか

ら、企業関係者のニーズを⼗分踏まえた⽀援を⾏います。また、ジェトロや⾦融機関、商⼯会議
所など海外展開を⽀援している他機関と連携した⽀援も進めます。（企業⽴地推進課） 

 
■ ブラジル航空技術⼤学（ＩＴＡ）、静岡理⼯科⼤学及び東海⼤学との間で講義の設定や交換留学

の実施など、⼈材育成分野での連携体制を強化します。（新産業集積課） 
 

■ エンブラエル系列企業との航空ビジネスの創出に取り組むとともに、県内企業のニーズを的確に
把握し、引き続き、多様なシーズを持つフラウンホーファー研究機構とのマッチングを進めます。
（新産業集積課、産業イノベーション推進課） 

 
■ 海外の緑茶需要拡⼤に伴い、国内だけでなく、海外の緑茶⽣産国との競争が激しくなっており、

海外から選ばれるお茶となるよう、静岡茶の魅⼒や特徴のアピールを強化します。（お茶振興課）
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８－３  交流を⽀える交通ネットワークの充実  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  交流を ⽀え る交 通ネッ トワ ーク の充 実   

（ １） 道路 網の 強化  

（ ２） 港湾 機能 の強化 と利 ⽤促 進  施策

（ ３） 競争 ⼒の ⾼い富 ⼠⼭ 静岡 空港 の実現  
 

  目  標   
   
■ 県 が ⾏ う道 路 整 備 や 渋 滞 箇 所 対 策 を 着 実 に 進 め 、 道 路 ネ ッ ト ワー ク を 充 実 さ

せ ます 。 
  
  

   
■ 県 内 港 湾の 利 便 性 の 向 上 を 図 り 、 貨 物 船 や ク ル ー ズ 船 の 利 ⽤ を拡 ⼤ し ま す 。
  
  

   
■ 富 ⼠⼭ 静岡 空港 の路線 の充 実、 利便 性の向 上を 図り 、利 ⽤を拡⼤し ます 。  
  

 

  成 果 指 標   
 

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

地 域 の 基 幹 と な る 道 路 の 供 ⽤
率 （ 延 ⻑ ）  

（2016 年度） 
63.7％ （196.2㎞）

（2018 年 度 ）
71.1％（219.1㎞）

77.7％（239.6 ㎞） A 

清 ⽔ 港 の コ ン テ ナ 船 欧 州 ・ 北
⽶ 航 路 に  お け る 寄 港 便 数  

（2016 年度） 
3.5 便/週 

（2018 年 度 ）
３.５便 /週  

 3.5 便/週 
⽬ 標 値
以 上  

県 内 港 湾 の ク ル ー ズ 船 に よ る
寄 港 ⼈ 数  

(2016 年) 
22,547 人 

（2018 年 ） 
50,052 人  

（2020 年） 
217,000 人 

Ｃ  

富 ⼠ ⼭ 静 岡 空 港 の 利 ⽤ 者 数  （2016 年度） 
61.1 万人 

（2018 年度） 
71.4 万人 

85 万人 Ｂ  

 

  活 動 指 標  
 

施  策  ◎ ○ ● 合計

（ １） 道路 網の強化  ２  １  １  ４  

（ ２） 港湾 機能の強化 と利 ⽤促 進  １  ０  ２  ３  

（ ３） 競争 ⼒の⾼い富 ⼠⼭ 静岡 空港 の実現  １  2 1 4 

合 計 ４  ３  ４  11
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  主 な 取 組  
 

   
■ 新 東 名 ⾼速 道 路 や 中 部 横 断 ⾃ 動 ⾞ 道 等 の 事 業 中 区 間 の 早 期 供 ⽤、 新 東 名 ⾼ 速

道 路（ 御殿場 JCT 浜松 いな さ JCT 間 ）の完 成６ ⾞線 化や 浜松三ヶ⽇ ・豊 橋
道 路 （ 仮称 ） の 調 査 推 進 等 を 国 な ど に 働 き か け る と と も に 、 ⾼規 格 幹 線 道 路
へ の ア クセ ス 道 路 等 の 整 備 を 推 進 し て い ま す 。 ま た 、 安 全 な 道路 環 境 を 確 保
す るた めの 交通 安全対 策や 、「予 防保 全管理 」に よる 道路 施設 の⻑寿命 化な ど、
適 切な 道路 の維 持管理 等を 推進 して います 。  

  
  

   
■ 産 業 を ⽀え る 港 湾 機 能 の 強 化 に 向 け て 、 船 舶 の ⼤ 型 化 に 対 応 した ⼤ ⽔ 深 岸 壁

や ⼤ 型 コン テ ナ ク レ ー ン の 整 備 を 推 進 す る と と も に 、 地 域 の 産業 基 盤 で あ る
地 ⽅ 港 湾の 整 備 を 推 進 し て い ま す 。 ま た 、 Ｒ Ｏ Ｒ Ｏ 船 の 利 ⽤ 促進 に 向 け た 利
⽤ 者 説 明会 や 、 ク ル ー ズ 船 誘 致 及 び 受 ⼊ れ に 関 す る 広 報 活 動 等に 取 り 組 ん で
い ます 。 

  
  

   
■ 航 空 会 社に 対 し 路 線 拡 充 を 働 き か け る と と も に 、 公 共 施 設 等 運営 権 制 度 移 ⾏

に 伴 い 、県 、 運 営 権 者 及 び 富 ⼠ ⼭ 静 岡 空 港 利 ⽤ 促 進 協 議 会 に よる 「 富 ⼠ ⼭ 静
岡 空 港 航空 営 業 戦 略 会 議 」 に お い て 戦 略 を 共 有 し 、 連 携 し て 就航 促 進 、 利 ⽤
促 進 等 に取 り 組 ん で い ま す 。 ま た 、 空 港 ア ク セ ス の 利 便 性 の 向上 、 航 空 関 連
施 設 の 整備 及 び 空 港 の 安 全 運 ⽤ を 図 る た め の 滑 ⾛ 路 端 安 全 区 域の 確 保 に 取 り
組 んで いま す。  

  
 

  評 価 ・ 課 題  
 

   
■ 道 路網 の強 化に ついて は、中部 横断⾃ 動⾞道 や伊 ⾖縦 貫⾃ 動⾞道等に つい て、

国 など に整 備推 進を働 きか けた 結果 、「地域 の基 幹と なる 道路の供⽤ 率（ 延⻑）
（ 成果 指標 ）」 が、 順調 に進 捗し てい ます。  

  
  

   
■ 港 湾 機 能の 強 化 と 利 ⽤ 促 進 に つ い て は 、 Ｒ Ｏ Ｒ Ｏ 船 に よ る 輸 送台 数 が 航 路 増

に より ⼤き く増 加して おり 、「 清⽔ 港の コン テナ 船欧 州・北 ⽶航路 にお ける 寄
港 便 数 （成 果 指 標 ）」 も 維 持 さ れ て い ま す 。 し か し な が ら 、「 県内 港 湾 へ の ク
ル ーズ 船に よる 寄港⼈ 数（ 成果 指標 ）」は、クル ーズ 船社 にお ける 旅⾏ 商品 の
造 成戦 略の 影響 よる寄 港回 数の 減少 から伸 び悩 み  、今後 より⼀層の 推進 が必
要 です 。 

  
  

   
■ 競 争 ⼒ の⾼ い 富 ⼠ ⼭ 静 岡 空 港 の 実 現 に つ い て は 、 国 内 線 で 出 雲線 の 就 航 や 既

存 路 線 の利 ⽤ 拡 ⼤ に よ り 過 去 最 ⾼ と な っ た こ と に 加 え 、 国 際 線も ⾼ い 搭 乗 率
を 記 録 した こ と か ら 、 ｢富 ⼠ ⼭ 静 岡 空 港 の 利 ⽤ 者 数 （ 成 果 指 標 ） ｣は 順 調 に 進
捗 し て いま す が 、 運 営 権 者 や 関 係 団 体 と 連 携 し 、 空 港 間 の 競 争激 化 や 訪 ⽇ 外
国 ⼈の 増加 等に 的確に 対応 して いく 必要が あり ます 。  

  
 

  今 後 の 施 策 展 開  
 

   
■ 新 東名 ⾼速 道路 （御殿 場 JCT 浜 松い なさ JCT 間） の⼀ ⽇も早 い完 成６ ⾞線

化 や 、 新東 名 ⾼ 速 道 路 等 の 整 備 推 進 、 浜 松 三 ヶ ⽇ ・ 豊 橋 道 路 （仮 称 ） の 調 査
推 進 等 を国 な ど に 働 き か け る と と も に 、 ⾼ 規 格 幹 線 道 路 へ の アク セ ス 道 路 等
の 整備 を推 進し 、道路 ネッ トワ ーク の充実 を図 りま す。  
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■ 更 な る クル ー ズ 船 寄 港 誘 致 に 取 り 組 み 、 特 に 国 際 旅 客 船 拠 点 形成 港 湾 に 指 定
さ れ て いる 清 ⽔ 港 に つ い て は 、 旅 客 施 設 の 整 備 な ど 、 ク ル ー ズ船 の 受 ⼊ 環 境
を 改 善 し、 国 内 外 の 多 く の ⽅ 々 が 訪 れ る 国 際 ク ル ー ズ 拠 点 の 実現 を ⽬ 指 し ま
す 。  

  
  

   
■ 富 ⼠ ⼭ 静岡 空 港 の 航 空 路 線 を 活 ⽤ し た 交 流 を 促 進 す る と と も に、 運 営 権 者 の

事 業 実 施状 況 の モ ニ タ リ ン グ を ⾏ い 、 計 画 的 か つ 積 極 的 な 取 組が な さ れ る よ
う 促し てい きま す。  
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８－３  交 流を⽀ える交 通ネ ット ワー クの充 実   
(1) 道路網の強化 

 

  目  標  
   
■ 県 が ⾏ う道 路 整 備 や 渋 滞 箇 所 対 策 を 着 実 に 進 め 、 道 路 ネ ッ ト ワー ク を 充 実 さ

せ ます 。 
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

⾼規格幹線道路の供⽤率（延⻑） （2016年度） 
78.5％ （359.6㎞）

（2018年度） 
83.3％ （381.7㎞）

87.2％ 
（399.8 ㎞） 

◎ 

⾼規格幹線道路へのアクセス道路の
供⽤率 （延⻑） 

（2016年度） 
62.3％ （22.0㎞）

（2018年度） 
64.6％ （22.8㎞）

71.4％ 
（25.2 ㎞） 

● 

通学路合同点検に基づく交通安全対
策実施率（箇所数） 

（2016年度） 
57.4％ （116箇所）

（2018年度） 
76.2％ （154箇所）

100％ 
（202 箇所） 

○ 

渋滞対策実施率（箇所数） （2016年度） 
37.5％ （18箇所）

（2018年度） 
79.2％ （38箇所）

100％ 
（48 箇所） 

◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

交 通 基 盤 部  道 路 関 係 国 庫 補 助 事 業 費  
社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 ⾦ 事 業 費 （ 道 路 ）  
国 直 轄 道 路 事 業 費 負 担 ⾦  
道 路 等 維 持 修 繕 費  
県 単 独 道 路 整 備 事 業 費  
県 単 独 交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費  
「 暮 ら し を 守 る 道 」 緊 急 対 策 事 業 費  

 な ど

3,753
20,367 
 5,573 
 6,735 
 2,181 
 1,487 
 2,500 

 

合 計   43,133  
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  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 新東名⾼速道路や中部横断⾃動⾞道等の事業中区間の早期供⽤、三遠南信⾃動⾞道や伊⾖縦貫⾃
動⾞道の調査中区間の早期事業化、加えて新東名⾼速道路（御殿場 JCT 浜松いなさ JCT 間）の
完成６⾞線化や浜松三ヶ⽇・豊橋道路（仮称）の調査推進などを国や中⽇本⾼速道路株式会社に
働きかけるとともに、地域⾼規格道路「⾦⾕御前崎連絡道路（⾦⾕相良道路Ⅱ）」、インターチェ
ンジアクセス道路等の整備を推進しています。（道路企画課、道路整備課） 

  
 

■ 安全な道路環境を確保するための交通安全対策や、オリンピック・パラリンピックを⾒据えた⾃
転⾞⾛⾏環境の整備、道路の交通渋滞の解消を図るための対策、「予防保全管理」による道路施
設の⻑寿命化など、適切な道路の維持管理等を推進しています。（道路企画課、道路整備課、道
路保全課） 
 

Check（評価） 
 

■ 「⾼規格幹線道路へのアクセス道路の供⽤率（延⻑）（活動指標）」は、2018 年度に国道 136 号 
下船原バイパス（約 800m）が開通し、64.6％となりました。今後、2020 年度に開通予定の国
道４６９号御殿場バイパスや県道仁杉柴怒⽥線等の着実な整備を推進し、道路ネットワークを充
実させることが必要です。（道路企画課、道路整備課） 

  
 

■ 「⾼規格幹線道路の供⽤率（延⻑）（活動指標）」は、2019 年１⽉に伊⾖縦貫⾃動⾞道 天城北道
路（⼤平 IC ⽉ケ瀬 IC 間）、同年 3 ⽉に三遠南信⾃動⾞道 佐久間道路（佐久間川合 IC 東栄
IC 間）及び中部横断⾃動⾞道（新清⽔ JCT 富沢 IC 間）が開通し、延⻑は 381.7km となりま
した。この延⻑の⼀部と「⾼規格幹線道路へのアクセス道路の供⽤率（延⻑）(活動指標)」によ
り、「地域の基幹となる道路の供⽤率（延⻑）(成果指標)」は順調に進捗しています。（道路企画
課、道路整備課） 

  
 

■ 「通学路合同点検に基づく交通安全対策実施率（箇所数）（活動指標）」は、県道三島富⼠線（沼
津市⼤岡地内）の交差点改良などにより順調に推移しています。また、滋賀県⼤津市での交通死
亡事故を受けて実施している、未就学児の移動経路等における緊急安全点検に基づき、対策を⾏
う必要があります。（道路整備課） 

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 新東名⾼速道路（御殿場 JCT 浜松いなさ JCT 間）の⼀⽇も早い完成６⾞線化や、新東名⾼速道
路、三遠南信⾃動⾞道及び伊⾖縦貫⾃動⾞道の整備推進、浜松三ヶ⽇・豊橋道路（仮称）の調査
推進を国や中⽇本⾼速道路株式会社に働きかけるとともに、⾼規格幹線道路へのアクセス道路等
の着実な整備を推進し、道路ネットワークの充実を図ります。（道路企画課、道路整備課） 

  
 

■ 通学路合同点検に基づく交通安全対策を着実に実施するとともに、未就学児の移動経路において
も、必要な対策を実施していきます。（道路整備課） 
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８－３  交 流を⽀ える交 通ネ ット ワー クの充 実   
(2) 港湾機能の強化と利⽤促進 

 

  目  標  
   

■ 県 内 港 湾の 利 便 性 の 向 上 を 図 り 、 貨 物 船 や ク ル ー ズ 船 の 利 ⽤ を拡 ⼤ し ま す 。
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

清⽔港⽇の出埠頭の岸壁増深改良延
⻑ 

（2016年度） 
480ｍ 

（2018 年度） 
480ｍ 

630ｍ ● 

ＲＯＲＯ船による輸送台数 (2016年度) 
13,470台 

（2018 年度） 
48,740 台 

38,800 台 ◎ 

清⽔港のクルーズ船寄港回数 （2016年） 
18回 

（2018 年） 
33 回 

（2020 年） 
90 回 

● 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

交 通 基 盤 部  
 
 
 

国 直 轄 港 湾 事 業 費 負 担 ⾦
清 ⽔ 港 施 設 整 備 費  
港 湾 関 係 国 庫 補 助 事 業 費  
                 な ど

1,461
2,444 
 738  

合 計  11,096  
 

 

 

 

 

 

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 船舶の⼤型化に対応した⼤⽔深岸壁や⼤型コンテナクレーンの整備を推進するなど、産業を⽀え
る港湾機能の強化を推進しています。 
清⽔港については、国際旅客船拠点形成港湾として⽇の出ふ頭岸壁改良⼯事を推進するとともに
周辺の道路や緑地など関連施設においてクルーズ旅客等の受⼊環境整備に着⼿しています。 
（港湾整備課） 
また、今年度は清⽔港⻑期構想を踏まえたアクションプログラム策定に向けて、事前調査や分析
等を実施します。（港湾企画課） 

  
 

■ 清⽔港３航路及び御前崎港１航路の県内港湾のＲＯＲＯ船航路の維持・充実に向けて、九州の新
たな寄港地周辺での「静岡県ＲＯＲＯ船利⽤促進協議会」による利⽤者説明会の開催等により更
なる利⽤促進を図っています。（港湾振興課） 
 

 
■ ふじのくにクルーズ船誘致連絡協議会において、クルーズ船誘致及び受⼊に関する情報共有や各

港湾の知名度向上に向けた広報活動を展開しています。また、寄港地決定権のあるクルーズ船社
等のキーパーソンを対象にファムトリップを実施しています。（港湾振興課） 
清⽔港については、連携するアジア最⼤のクルーズ船社ゲンティン⾹港と税関、出⼊国管理、検
疫といったＣＩＱ機能付の旅客ターミナルを整備するなど国際クルーズ拠点形成に向けた取組
を進めています。（港湾振興課） 
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Check（評価） 
 

■ 「清⽔港⽇の出埠頭の岸壁増深改良延⻑（活動指標）」は、2021 年度の供⽤を⽬指して、国の直
轄事業により、2018 年度から整備が進められているものの、⼀連の⼯事の完成を以て供⽤開始
が可能となることから現時点での進捗は 480m に留まっていますが、本年度中の供⽤開始を⽬指
し、前倒しで⼯事が進められています。（港湾整備課） 

  
 

■ 「清⽔港のクルーズ船寄港回数（活動指標）」は、クルーズ船社における旅⾏商品の造成戦略の
影響もあり、2018 年は 33 回に留まっています。今後、継続的な誘致活動を⾏うことにより、
寄港回数の増加を⽬標年度までに達成できるよう、⼀層の寄港誘致活動を⾏う必要があります。
（港湾振興課） 

  
 

■ 「ＲＯＲＯ船による輸送台数(活動指標)」は、2018 年の航路増により⼤きく増加しており、「清
⽔港のコンテナ船欧州・北⽶航路における寄港便数（成果指標）」は維持されています。今後、
2020 年内に開通予定の中部横断⾃動⾞道等の⾼規格幹線道路の拡充による地理的優位性の効果
的な活⽤や、東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた輸出⼊貨物の増加及びドライバ
ー不⾜によるモーダルシフトの進展に対応した集荷を図ることが重要です。（港湾振興課） 

  
 

■ 「清⽔港⽇の出埠頭の岸壁増深改良延⻑(活動指標)」の増によるクルーズ旅客等の受⼊環境整備
を進めるなどクルーズ船の県内港湾への寄港誘致活動に取組んでいますが、「清⽔港のクルーズ
船寄港回数(活動指標)」を含む「クルーズ船の県内港湾への寄港回数（参考指標）」が 35 回に留
まっているといった理由から⼈数は伸び悩み、「県内港湾のクルーズ船による寄港⼈数（成果指
標）」は、今後より⼀層の推進が必要です。（港湾振興課） 

  
  

参考指標 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 推移
クルーズ船の県内
港湾への寄港回数 17 回 15 回 23 回 41 回 35 回   

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 清⽔港については、国際旅客船拠点形成港湾として国等へ働きかけるなどすることで、⽇の出ふ
頭岸壁改良⼯事等を推進していきます。（港湾整備課） 

  
 

■ 北海道から九州までのＲＯＲＯ船航路の維持・充実を図るため、「静岡県ＲＯＲＯ船利⽤促進協
議会」による利⽤者説明会の開催等により、利⽤促進に努めていきます。（港湾振興課） 

  
 

■ 集荷の取組として、官⺠連携のセミナー及び視察会の開催や企業訪問により、⼭梨県及び⻑野県
の背後圏並びに関東圏の荷主企業等に対して、地理的優位性を活かしたポートマーケティング活
動を推進します。（港湾振興課） 

  
 

■ 県内港湾への更なるクルーズ船寄港誘致を図るため、ふじのくにクルーズ船誘致連絡協議会によ
る誘致及び受⼊に関する情報共有や各港湾の知名度向上に向けた広報活動を展開していきます。
特に、国際旅客船拠点形成港湾に指定されている清⽔港については、旅客施設の整備など、クル
ーズ船の受⼊環境を改善することにより、さらなる寄港回数の増加を図り、国内外の多くの⽅々
が訪れる国際クルーズ拠点の実現を⽬指していきます。（港湾振興課） 
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８－３  交 流を⽀ える交 通ネ ット ワー クの充 実   
(3) 競争⼒の⾼い富⼠⼭静岡空港の実現 

 

  目  標  
   

■ 富 ⼠⼭ 静岡 空港 の路線 の充 実、 利便 性の向 上を 図り 、利 ⽤を拡⼤し ます 。  
  

 

  活 動 指 標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分

富⼠⼭静岡空港の利⽤促進を⽬的
とするサポーターズクラブ会員数 

（2016年度） 
44,411人 

（2018 年度） 
45,750 人 

47,000 人 ○ 

富⼠⼭静岡空港のビジネス利⽤促
進を⽬的とする企業サポーターズ
クラブ会員数 

（2016年度） 
1,266社 

（2018 年度） 
1,569 社 

2,000 社 ○ 

富⼠⼭静岡空港を利⽤した教育旅
⾏数 

（2016年度） 
71件 

（2018 年度） 
66 件 

75 件 ● 

航空関連施設等⽴地件数 - 
（2018 年度） 

累計 2 件 
累計 3 件 ◎ 

 

  投 入 資 源                    

単 位 ： 百 万 円  

部  局  主 要 事 業  2019 予 算  備 考  

⽂化・観光部 空 港 競 争 ⼒ 強 化 事 業 費  
空 港 定 期 便 拡 充 促 進 事 業 費  
空 港 ア ク セ ス 向 上 事 業 費  
空 港 隣 接 地 域 賑 わ い 空 間 創 ⽣ 事 業 費  
                 な ど

577 
187 
146 
454  

合 計  1,667  
 

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 航空ネットワークの充実に向けて、航空会社に対し、増便、新規路線の開設など路線拡充のため
の働き掛けを⾏っています。また、空港の利⽤促進を図るため、静岡県内及び就航先において、
関係団体や航空会社等と連携し、旅⾏会社に対する旅⾏商品造成の働き掛けや旅⾏需要の喚起、
航空貨物利⽤の働き掛けなどを⾏っています。あわせて、ビジネスジェットの利⽤拡⼤に向けた
海外運航⽀援会社等に対する本県の魅⼒発信に取り組んでいます。 
2019 年 4 ⽉から公共施設等運営権制度を活⽤した新しい運営体制に移⾏したことに伴い、今年
度は、県、運営権者、富⼠⼭静岡空港利⽤促進協議会による「富⼠⼭静岡空港航空営業戦略会議」
において戦略を共有し、それぞれの経験、ノウハウやネットワークを活かしながら、三者が連携
して就航促進、利⽤促進等に取り組んでいます。（空港振興課） 

  
 

■ 空港の機能と利便性の向上に向けて、旅客ターミナルビルの増築・改修⼯事を⾏い、国内・国際
線ターミナルを供⽤開始するとともに、テナント等を 2019 年 3 ⽉までに全てオープンしました。
また、公共施設等運営権制度移⾏に伴い、今年度は、運営権者が適正かつ確実に事業を実施して
いることを確認するため、モニタリングを実施します。 
空港の安全運⽤を図るため、昨年度実施した、新基準に適合する滑⾛路端安全区域（RESA）の
確保に向けた⼟質調査・⼯法検討に基づき、今年度は基本設計等を⾏います。（空港管理課） 
アクセスバスの運⾏及び乗合タクシーの運⾏による公共交通アクセスの確保及び利便性の向上
に取り組んでいます。今年度から、空港とＪＲ⾦⾕駅、新⾦⾕駅を結ぶバス路線及び空港とＪＲ
御殿場駅、河⼝湖駅等を結ぶバス路線の実証運⾏が開始されました。（空港振興課） 
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リニア中央新幹線の開業を⾒据え、富⼠⼭静岡空港と直結する新幹線新駅の実現に向け、関係市
町をはじめ、地元、経済団体等と協⼒して事業実施に向けた環境づくりを進めます。(建設政策課）
 

 
■ 空港を拠点とした地域の魅⼒づくりを推進するため､空港⻄側県有地において､格納庫をはじめ

とする航空関連施設等の整備を促進しています｡また、地元市町と連携して､空港隣接地域賑わい
空間創⽣事業を活⽤しながら､空港周辺の魅⼒あるまちづくりに取り組んでいます｡(空港管理課)

  
Check（評価） 

 
■ 「富⼠⼭静岡空港を利⽤した教育旅⾏数（活動指標）」は、前年度利⽤校における旅⾏先や利⽤

空港の変更により件数が減少しており、今後、拡⼤に向けた取組が必要です。（空港振興課） 
  

■ 

 

「富⼠⼭静岡空港の利⽤促進を⽬的とするサポーターズクラブ会員数（活動指標）」、「富⼠⼭静
岡空港のビジネス利⽤促進を⽬的とする企業サポーターズクラブ会員数（活動指標）」は着実に
増加しています。また、出雲線、煙台線、北九州線の新規就航により｢富⼠⼭静岡空港における
路線数（参考指標①）」及び「富⼠⼭静岡空港における就航便数(参考指標②）」が順調に増加する
とともに、国内既存路線の利⽤が拡⼤し国際線で⾼い搭乗率を維持しているほか、アクセスの利
便性も向上し「アクセスバス(静岡線、島⽥線)利⽤者数（参考指標③）｣及び｢⻄部地域乗合タク
シー利⽤者数(参考指標④）」も順調に増加していることから、「富⼠⼭静岡空港の利⽤者数（成果
指標）」は順調に進捗しています。（空港振興課） 

参考指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 推移
①富⼠⼭静岡空港
における路線数 
（夏ダイヤ期⾸） 

９路線 13 路線 11 路線 11 路線 13 路線  

②富⼠⼭静岡空港
における就航便数
（夏ダイヤ期⾸） 

63 往復/週 82 往復/週 80 往復/週 85 往復/週 91 往復/週  

③アクセスバス 
（静岡線、島⽥線）
利⽤者数 

64,883 ⼈ 82,358 ⼈ 91,310 ⼈ 107,446⼈ 114,768⼈  

④⻄部地域乗合 
タクシー利⽤者数 ― 6,662 ⼈ 8,158 ⼈ 9,932 ⼈ 11,066 ⼈  

 
  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 「富⼠⼭静岡空港を利⽤した教育旅⾏数」の向上を図るため、中部横断⾃動⾞道の開通を⾒据え、
⼭梨県や⻑野県南部まで営業対象を広げた利⽤促進の展開や、韓国への教育旅⾏調査団派遣等、
新たな教育旅⾏先への提案に取り組みます。 
交流⼈⼝の拡⼤及び県⺠の利便性の更なる向上のため、運営権者等と連携し、航空会社の⽅針や
路線特性を勘案し、増便、新規路線の開設、ダイヤ改正、チャーター便誘致に向けた働き掛けを
⾏います。また、航空路線を活⽤した交流の促進に向け、県内において、観光のみならずビジネ
ス等底堅い需要の確保、県東・⻄部地域における需要の掘り起こしを進めます。さらに、訪⽇需
要が拡⼤する中、他空港との誘客競争の激化や個⼈旅客の増加等の変化も踏まえ、県域ＤＭＯ「静
岡ツーリズムビューロー」や地域ＤＭＯとの連携を図り、就航先における誘客活動に努め、旅⾏
商品造成を⽀援します。（空港振興課） 

  
 

■ 空港⻄側県有地の有効活⽤を図るため、運営権者や関係部局と連携しながら、⺠間事業者の創意
⼯夫を活かした航空関連施設や賑わい創出施設等の整備を促進していきます。また、空港周辺の
魅⼒あるまちづくりに向けて、空港隣接地域賑わい空間創⽣事業により地元市町を継続的に⽀援
します。（空港管理課） 
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1 現 場 に 立 脚 し た 施 策 の 構 築 ・ 推 進

(1) 戦 略 的 な 情 報 発 信 と 透 明 性 の 向 上

(2) 県 ⺠ 参 画 の 促 進

(3) ⺠ 間 ・ 市 町 ・ 地 域 と の 連 携 ・ 協 働

2 生 産 性 の 高 い 持 続 可 能 な 行 財 政 運 営

(1) 最 適 な 組 織 運 営 と ⼈ 材 の 活 性 化

(2) 健全な財政運営の堅持と最適かつ効果的な事業執⾏

(3) ＩＣＴ等 の ⾰ 新 的 技 術 の 利 活 ⽤ に よ る 業 務 ⾰ 新

Ⅱ
政
策
の
実
効
性
を
⾼
め
る
⾏
政
経
営
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１  現場に⽴脚した施策の構築・推進  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  現場に ⽴脚 した 施策の 構築 ・推 進   
 （ １） 戦略 的な 情報発 信と 透明 性の 向上  

（ ２） 県⺠ 参画 の促進  施策
（ ３） ⺠間 ・市 町・地 域と の連 携・ 協働  

 

  目  標   
   
■ 

 
積 極的 に⾏ 政情 報を公 表・提 供し 、県 政への 関⼼ と信 頼性 の向上を図 りま す。
 

  
  

   
■ 

 
県 ⺠ の こえ を 把 握 し 、 施 策 に 反 映 す る と と も に 、 政 策 形 成 過 程へ の 更 な る 県
⺠ 参画 を促 進し ます。  

  
  

   
■ 

 
多 様 な 主体 の 参 画 に よ る 県 ⺠ サ ー ビ ス の 向 上 と サ ー ビ ス 提 供 主体 の 最 適 化 を
図 りま す。  

  
 

■ 

 
社 会 経 済情 勢 の 変 化 に 即 し た 地 域 課 題 の 解 決 に 取 り 組 む と と もに 、 そ の 阻 害
要 因と なり 得る 規制・ 制度 の検 証と 改⾰を 進め ます 。  

  

 

  成 果 指 標   
戦 略 的 な 情 報 発 信 と 透 明 性 の 向 上 基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

 マ ス メ デ ィ ア に 取 り 上 げ ら れ
た 県 政 情 報 件 数  

（2016 年 度 ）
9,548 件  

（2018 年 度 ）
10,895 件  

14,000 件  B 

県 民 参 画 の 促進  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト で 県 ⺠ 意 ⾒
が 寄 せ ら れ た 案 件 の 割 合  

（2016 年 度 ）
70.7％ 

（2018 年 度 ）
67.3％ 

100％ 
基 準 値
以 下  

民 間 ・ 市 町 ・ 地 域 と の 連 携 ・ 協 働 基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

 ⺠ 間 が 企 画 段 階 か ら 参 画 す る 協
働 事 業 数 の 割 合  

（2016 年 度 ）
51％ 

（2018 年 度 ）
61.4％ 

75％ Ｂ  

 地 ⽅ 公 共 団 体 間 の 事 務 の 共 同 処
理 件 数  

（2016 年 度 ）
累 計 21 件  

（2018 年 度 ）
累 計 22 件  

累 計 26 件 C 
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  主 な 取 組   
   
■ 

 
県 ⺠の 県政 参画 の基礎 とな る県 政へ の関⼼ と信 頼性 を⾼ めるため、報道 機関
へ の効 果的 な情 報提供 や様 々な メデ ィアを 通じ た広 報と 、透 明性の⾼ い情 報
公 開制 度の 運⽤ を⾏っ てい ます 。  

  
  

   
■ 

 
現 場に ⽴脚 した 施策を 構築 する ため 、県 ⺠の こえ を直 接聞 く機会や県 政へ 意
⾒ を伝 える ⼿段 の充実・周 知と、施策・ 事業 の検 討段 階に おける県⺠ 参画 の
促 進を 図っ てい ます。  

  
  

   
■ 

 
⺠ 間の 能⼒ ・ノ ウハウ をよ り⼀ 層活 ⽤する ため 、 NPO 等 との協働の 推進 や、
多 様 な 主体 が 技 術 や ア イ デ ア を 持 ち 寄 り 、 新 た な 価 値 を ⽣ み 出す オ ー プ ン イ
ノ ベー ショ ンの 考え⽅ によ る⾏ 政課 題の解 決に 取り 組ん でいます。  

  
 

■ 

 
県 と 市 町で 共 通 す る ⾏ 政 課 題 を 連 携 し て 解 決 す る 取 組 や 、 県 から 市 町 へ の 権
限 移 譲 に向 け た 調 整 、 規 制 改 ⾰ 会 議 の 審 議 の 充 実 を 図 る 取 組 を推 進 し て い ま
す 。  

  
 

 

  評 価 ・ 課 題   
   
■ 

 
戦 略的 な情 報発 信と透 明性 の向 上に ついて は、訴求 ⼒の ある キーワー ド等 を
意 識し た情 報提 供や 、閲 覧者 が⾒ やす く分か りや すい ホー ムページづ くり な
ど に努 めた 結果 、｢マス メデ ィア に取 り上げ られ た県 政情 報件数（成果 指標 ）｣
は 、対 前年度⽐ 13.3％ 増の 10,895 件 となっ てお り、順調 に進 捗し てい ます 。
今 後は 、県 政の 信頼 性の 基礎 とな る透 明性の ⾼い ⾏政 経営 を図るため 、公 ⽂
書 の適 正な 管理 ・保存 の徹 底を 図る 必要が あり ます 。  

  
  

   
■ 

 
県 ⺠ 参 画の 促 進 に つ い て は 、 職 員 研 修 等 を 通 じ た パ ブ リ ッ ク コメ ン ト 実 施 告
知 の徹 底に より 、パブ リッ クコ メン ト 1 件 当た りの ホー ムページ閲 覧件 数が
増 加 し た も の の 、 ｢パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト で 県 ⺠ 意 ⾒ が 寄 せ ら れ た 案 件 の 割 合
（ 成果 指標 ） ｣は基 準値 を下 回っ てい ます。  
今 後 は 、ホ ー ム ペ ー ジ の 閲 覧 を 意 ⾒ 表 明 に つ な げ る 取 組 を 進 める 必 要 が あ り
ま す。  

  
  

   
■ 

 
⺠ 間 と の連 携 ・ 協 働 に つ い て は 、 若 者 を は じ め と す る 多 様 な 主体 の 意 ⾒ を 幅
広 く聴 取し なが ら事業 を検 討す るな ど、｢⺠ 間が 企画 段階 から参画す る協 働事
業 数の 割合（ 成果 指標）｣は 61.4％ に上 昇して おり 、順調 に進 捗して いま す。
今 後も 、事 業の 企画段 階か らの 参画 による 協働 を促 進し ていきます 。  

  
 

■ 

 
市 町 ・ 地域 と の 連 携 ・ 協 働 に つ い て は 、 ⾏ 政 経 営 研 究 会 に お ける 県 と 市 町 の
共 通 課 題等 の 解 決 に 向 け た 検 討 や 、 市 町 ⾏ 財 政 総 合 相 談 窓 ⼝ にお け る 相 談 対
応 等 を 通じ て 、 県 、 市 町 が ⼀ 体 と な っ て 地 域 課 題 の 解 決 に 当 たっ て い く 環 境
が 強 化 され て い る も の の 、 多 様 な 連 携 の 仕 組 み の 中 か ら 最 適 な⼿ 法 を 選 択 す
る 中 で 、結 果 と し て ｢地 ⽅ 公 共 団 体 間 の 事 務 の 共 同 処 理 件 数 （ 成果 指 標 ） ｣の
増 加に は⾄ って いませ ん。  
今 後 も 、賀 茂 地 域 広 域 連 携 会 議 や 県 内 ４ 圏 域 ご と に 開 催 す る 地域 サ ミ ッ ト 等
を 通じ 、広 域連 携に向 けた 取組 を⼀ 層進め る必 要が あり ます。 
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  今 後 の 取 組 方 針   
   
■ 

 
情 報公 開制 度の より⼀ 層適 切な 運⽤ に取り 組む とと もに 、政 策形成過 程情 報
な どの 適正 な管 理に必 要な 公⽂ 書の 管理・保 存に 関す る条 例の制定に 向け た
検 討 を 進め ます 。 また 、 2020 年４ ⽉ の内部 統 制 制度 導⼊ に 向け、 必 要な 体
制 の整 備を ⾏い ます。  

  
  

   
■ 

 
職 員 研 修 を 通 じ て よ り ⼀ 層 分 か り や す い パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 資 料 等 の 作
成 を促 すほ か、意 ⾒を伝 える ⼿段 の充 実・周知 など 、県 ⺠が意 ⾒を寄 せや す
い 環境 の整 備を ⾏うと とも に、より 幅広 い世 代の 意⾒ をい ただくため の取 組
を 推進 しま す。  

  
  

   
■ 

 
2018 年度末 に策 定した 「静 岡県 ＰＰ Ｐ⼿法 導⼊ 検討 指針 」の 2020 年度 か
ら の運 ⽤に 向け 、官 ⺠連 携の 場と なる プラッ トフ ォー ムを 設けるなど 、事 業
の 企画 段階 から の官⺠ 協働 を促 進す るため の環 境整 備を 進めます。  

  
 

■ 

 
県 と 市 町 で 共 通 す る ⾏ 政 課 題 に つ い て 連 携 し て 解 決 を 図 る 取 組 を 継 続 す る
と とも に、計 画に 沿って 権限 移譲 の調 整等を 進め るほ か、⺠ 間・市 町と 連携
し 、⾏ 政が ⾒直 すべ き規 制や 制度 等に ついて 規制 改⾰ 会議 において検 証す る
な ど、 県全 体で 規制改 ⾰に つな げる 取組を 推進 しま す。  
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(1) 戦略的な情報発信と透明性の向上 
 

  指  標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

県ホームページへのアクセス件
数 

（2016 年度） 
9,012 万件 

（2018 年度） 
9,597 万件 

9,800 万件 Ａ  

情報公開の適正度（公⽂書⾮開⽰
決定のうち審査会で不当と判断さ
れなかった割合） 

（2016 年度） 
99.4％ 

（536/539 件）

（2018 年度） 
99.6％ 

（539/541 件）
100％ B 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 

 

 

報道機関が取り上げたくなるよう、訴求⼒のあるキーワード等を意識した情報提供等を⾏い、県
⺠の県政への理解促進に取り組んでいます。（広聴広報課） 
また、若年層への対策として、ツイッターなどの SNS を活⽤した情報発信や、若者が県政を体
験する事業に取り組んでいます。（広聴広報課） 

  
 

■ 

 
県⺠等による⼆次利⽤が可能な形で公開する「ふじのくにオープンデータカタログ」サイトを、検
索やダウンロードをしやすくリニューアルし、利活⽤促進に取り組んでいます。（ＩＣＴ政策課） 

  
 

■ 

 
2018 年度は、5,896 件の公⽂書を開⽰しました。また、公⽂書管理に関する現⾏規則の⾒直しに
加え、「静岡県⾏政経営推進委員会」と「歴史的資料の選別収集に関する審査会」の２つの委員会
における審議内容を踏まえ、県全体の⽂書管理に係る新たな共通ルールの策定に向けた検討を進め
ています。（法務⽂書課）  

Check（評価） 
 

■ 

 

 

閲覧者が⾒やすくわかりやすいページづくりに努めた結果、｢県ホームページへのアクセス件数
（指標）｣は、対前年度⽐ 4.0％増の 9,597 万件となったほか、訴求⼒のあるキーワード等を意
識した情報提供により、2018 年度の「新聞に掲載された記事の⾯積（⾏政経営⾰新プログラム
指標）（参考指標）」は対前年度⽐ 5.0％増の 716 ⾯と増加傾向にあり、｢マスメディアに取り上
げられた県政情報件数（成果指標）｣は⽬標値に向け順調に推移しています。（広聴広報課） 
また、若年層向けのツイッターのフォロワー（定期閲覧者）は、対前年同期⽐ 46.2％増の 10,110
⼈（2020 年 1 ⽉ 21 ⽇現在）となっており、フォロワー数の更なる増加に向け、投稿内容を充
実するとともに、アカウントの周知を強化していくことが重要です。（広聴広報課） 

  
 

■ 

 
オープンデータの公開数（2018 年度：2,082 件）は増加し、ダウンロード数（2018 年度：246,631
件）も⼤幅に増加するなど、公開されたデータの利活⽤が進んでいます。（ＩＣＴ政策課） 

  
 

■ 

 
｢情報公開の適正度（公⽂書⾮開⽰決定のうち審査会で不当と判断されなかった割合）（指標）｣
は 99.6％と、⾼い⽔準を維持しています。100％の達成に向け、より⼀層適正な情報公開に努め
る必要があります。また、県全体の⽂書管理に係る新たな共通ルールの策定は、歴史、法律、情
報システムなどの専⾨家を加えて「歴史的資料の選別収集に関する審査会」を組織改編した委員
会において、具体的な検討を⾏う必要があります。（法務⽂書課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 

 

 

庁内会議や広報研修などの取組を通じ、顕著な成果があった広報の取組事例のポイントを共有す
ることで、全庁的なレベルアップを図ります。（広聴広報課） 
また、企業や他⾃治体と連携した魅⼒的な投稿により SNS の定期閲覧者を増やすとともに、⼤
学⽣等と随時、意⾒交換を⾏い、投稿内容等において若者の意⾒を反映します。（広聴広報課） 

  
 

■ 

 
新たな価値の創出や地域課題の解決を図るため、⺠産学官が連携したオープンデータ利活⽤の機会と場を
提供するとともに、利⽤者ニーズの把握やデータ形式・分類⽅法の標準化を進めるなど、社会全体でのデ
ータのオープン化を図る環境を整備し、オープンデータの更なる利活⽤を促進します。（ＩＣＴ政策課）

  
 

■ 

 
情報公開審査会において不当と判断された事案を検証し、研修を通じて職員に周知することなど
により、情報公開制度の適切な運⽤を図るとともに、公⽂書を適切かつ効率的に管理する条例を
制定するため、新たに設置した委員会における審議内容を踏まえ、検討を進めていきます。（法
務⽂書課） 
また、県政への信頼性の向上に向け、事務の適正な執⾏を確保するため、2020 年４⽉に内部統
制制度を導⼊することとし、必要な体制の整備を進めていきます。（⾏政経営課） 
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(2) 県⺠参画の促進 
 

  指  標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

県に意⾒要望がある⼈のうち伝
えた⼈の割合 

（2016 年度） 
21.4％ 

（2018 年度） 
17.9％ 

30％ 
基 準 値
以 下  

“ふじのくに”づくりサポーター
登録数 

（2017 年度まで）
累計 327 人 

（2018 年度まで）
累計 368 人 

累計 500 人 Ｂ  

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 

 
知事広聴について、より幅広い世代の県⺠から意⾒をいただけるよう、⼣⽅以降や⼤学での開催
等を試験的に⾏うなど、県⺠と直接、意⾒交換を⾏う機会の充実を図るとともに、意⾒への回答
例や施策への反映事例の公表により、意⾒を伝えることの効果を実感していただく取組を進めて
います。（広聴広報課） 

  
 

■ 

 
県の政策形成に対して、より多くの県⺠や関係者等の意⾒を反映するため、パブリックコメント
を実施するほか、｢“ふじのくに”⼠⺠協働施策レビュー」への｢“ふじのくに”づくりサポーター」
の参画や、「ふじのくにづくり学⽣研究会」と連携した庁内各課との意⾒交換、若者から施策提
案を頂く会議の開催などに取り組んでいます。（法務⽂書課、総合政策課、⾏政経営課） 

  
Check（評価） 

 
■ 

 
｢県に意⾒要望がある⼈のうち伝えた⼈の割合（指標）｣の現状値は、17.9％で前年度の 18.9％
から 1.0 ポイント減少しました。「伝えた⼈の割合」を増やすには、寄せられた意⾒の施策への
反映事例の公開を通じ、県に意⾒を伝えることの効果の実感につなげていくことが重要です。｢タ
ウンミーティング及び県政出前講座の参加者数（参考指標）｣は、前年度の 138,996 ⼈から 2018
年度は 145,403 ⼈と増加するなど、地域の実情や県⺠の意識・意向の把握が図られています。（広
聴広報課） 

  
 

■ 

 
｢“ふじのくに”づくりサポーター登録数（指標）｣が順調に推移しているほか、｢パブリックコメン
ト 1 件あたりのホームページ閲覧件数（⾏政経営⾰新プログラム指標）（参考指標）｣は、実施告
知の徹底により、2018 年度は 336 件と⽬標値（300 件以上）を上回っていますが、｢パブリッ
クコメントで県⺠意⾒が寄せられた案件の割合（成果指標）｣は、前年度（66.2％）よりは改善
したものの基準値（70.7％）を下回っており、閲覧を意⾒表明につなげる取組が必要です。（法
務⽂書課、総合政策課、⾏政経営課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 

 
県⺠が意⾒を伝える⼿段の充実・周知や、研修等を通じた職員の対応能⼒向上に取り組むなど、
県⺠が意⾒を寄せやすい環境の整備を推進するとともに、知事広聴においてより幅広い世代の意
⾒をいただくための取組を進めていきます。（広聴広報課） 

  
 

■ 

 
職員研修を通じて分かりやすい資料等の作成を促すなど、県⺠等が意⾒を寄せやすい環境づくり
を推進します。また、ふじのくにづくり学⽣研究会との意⾒交換では、施策や事業の推進、新計
画の策定等をテーマに開催するなど、県⺠参加型・提案型の取組を通じ、若者をはじめとする県
⺠の継続的な県政参加のより⼀層の促進と、県⺠意⾒を踏まえた施策等の改善を図ります。（法
務⽂書課、総合政策課、⾏政経営課） 
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(3) ⺠間・市町・地域との連携・協働 
 

  指  標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

県とＮＰＯ、⺠間企業、地域住⺠
等との協働事業件数 

（2016 年度） 
3,422 件 

（2018 年度） 
3,819 件 

(現) 
毎年度 3,500 件

(新) 
毎年度 3,850 件

⽬ 標 値
以 上  

指定管理者制度導⼊施設で利⽤者
満⾜度が 80％以上の施設数の割合

（2016 年度） 
92.7％ 

（2018 年度） 
90.7％ 

100％ 
基 準 値
以 下  

⾏政経営研究会において、県と
市町の共通課題等の解決に取り
組んだテーマ数 

（2014～2017 年度）
累計 32 テーマ

（2018～2019年度）
累計 20 テーマ

（2018～2021年度）
累計32テーマ以上

A 

規制改⾰会議への提案等におい
て改⾰の成果に結びついた件数 

（2016 年度） 
5 件 

（2016～2018 年度）
累計 14 件 

（2016～2021年度）
累計 30 件以上

Ｂ  

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 

 
新たに⽇本平夢テラスと浜松学園に指定管理者制度を導⼊するとともに、富⼠⼭静岡空港で公共
施設等運営権（コンセッション）制度による運⽤を開始するなど、全庁で⺠間との協働を進めて
いるほか、「オープンデータカタログサイト」公開データの利活⽤促進や、「オープンイノベーシ
ョン静岡」が⾏う地域企業⽀援などによる地域課題の解決を促進しています。（⾏政経営課） 

  
 

■ 

 
⾏政経営研究会では、財務に関する事務等の適正な管理・執⾏を図る「内部統制の体制整備」や、
職員のやりがいやキャリア形成の在り⽅等に関する「⼈材育成」など、市町からの強い要望を踏
まえた新規テーマを含む 10 テーマ、賀茂地域広域連携会議では「公共施設の⻑寿命化、共同活
⽤・管理」など３テーマについて、課題解決への検討・実践に取り組むとともに、市町⾏財政総
合相談窓⼝への相談を通じて課題解決を図るほか、「ふじのくに権限移譲推進計画（第３期）」に
基づく権限移譲の調整、移譲事務の円滑な執⾏に向けた県の協⼒体制の拡充等を検討していま
す。（市町⾏財政課） 

  
 

■ 

 
規制改⾰会議では、介護関係をはじめとする、規制の対象となる業界団体を訪問し、会議の趣旨
を説明するなどにより新たな提案を掘り起こすとともに、提案の趣旨を踏まえた⼗分な検討を規
制所管部局に働き掛け、審議の充実を図っています。（地域振興課） 

  
Check（評価） 

 
■ 

 
｢県とＮＰＯ、⺠間企業、地域住⺠等との協働事業件数（指標）｣が⽬標値を超えて協働の取組が
浸透するとともに、｢⺠間が企画段階から参画する協働事業数の割合（成果指標）｣も⽬標値に向
けて順調に推移しており、協働の質も深化していることが伺えます。⼀⽅、｢指定管理者制度導
⼊施設で利⽤者満⾜度が 80％以上の施設数の割合（指標）｣は向上せず、協働の取組を県⺠サー
ビスの向上に結びつける⼯夫が求められています。（⾏政経営課） 

  
 

■ 

 
｢⾏政経営研究会において、県と市町の共通課題等の解決に取り組んだテーマ数（指標）｣は、市
町の意向を踏まえた 10 テーマについて検討し、また、「市町⾏財政総合相談窓⼝」に寄せられた
相談では、これまでの相談事例への対処⽅法や考え⽅を取りまとめた｢ガイドブック｣を作成・公
表するなど、相談体制への信頼度が向上した結果、相談内容の⾼度化が進んでいます。こうした
取組を背景に、｢地⽅公共団体間の事務の共同処理件数（成果指標）｣は、件数の増加はないもの
の、賀茂地域広域連携会議において、教育委員会の共同設置に係る議論を⾏うなど、地⽅公共団
体間の広域連携に向けた取組を進めています。（市町⾏財政課、地域振興課） 

  
 

■ 

 
｢規制改⾰会議への提案等において改⾰の成果に結びついた件数（指標）｣は、提案の掘り起こし
や、規制改⾰会議の審議の充実を図ったことにより、順調に推移しています。（地域振興課） 
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Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 

 
⺠間との協働の取組について、引き続き量と質の両⾯で拡充を図ります。特に指定管理者制度導
⼊施設においては、外部評価や利⽤者アンケートの結果を踏まえた更なるサービスの改善に努め
ます。また、公共施設サービスに⺠間の創意⼯夫等を活⽤するための多様な事業⽅式の導⼊を検
討する際に必要な事項を定めた「静岡県ＰＰＰ⼿法導⼊検討指針」の 2020 年度からの運⽤に向
け、官⺠連携の場となるプラットフォームを設けるなど、事業の企画段階からの官⺠協働を促進
するための環境整備を進めます。（⾏政経営課） 

  
 

■ 

 
⾏政経営研究会、市町⾏財政総合相談窓⼝及び賀茂地域広域連携会議の取組等を通じ、具体的解
決策を導くほか、ふじのくに権限移譲推進計画（第３期）策定後の法改正動向等を踏まえつつ、
計画に沿って 2020 年４⽉からの権限移譲への調整等を進めます。（市町⾏財政課） 

  
 

■ 

 
⺠間・市町と連携し、⾏政が⾒直すべき規制や制度等について規制改⾰会議において検証すると
ともに、地⽅分権改⾰に関する国への提案等を活⽤し、規制緩和、制度改⾰・運⽤改善を図るな
ど、県全体で規制改⾰につなげる取組を推進します。（地域振興課） 
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２  ⽣産性の⾼い持続可能な⾏財政運営  
 

 

  施 策 体 系  
 

政 策の 柱  ⽣産性 の⾼ い持 続可能 な⾏ 財政 運営   
 （ １） 最適 な組 織運営 と⼈ 材の 活性 化  

（ ２） 健全 な財 政運営 の堅 持と 最適 かつ効 果的な事 業執 ⾏施策
（ ３） ＩＣ Ｔ等 の⾰新 的技 術の 利活 ⽤によ る業務⾰ 新  

 

  目  標  
 

   
■ 

 
県 の 重 要課 題 に 的 確 に 対 応 す る た め の 柔 軟 な 組 織 改 編 や 、 組 織の ⽣ 産 性 を ⾼
め る効 率的 な業 務執⾏ や多 様な 働き ⽅の実 現と ⼈材 育成 の推進を図 りま す。

  
  

   
■ 

 
当 該 年 度の 歳 出 を そ の 年 の 歳 ⼊ で 賄 う い わ ゆ る 収 ⽀ 均 衡 を ⽬ 指す 中 で 、 中 ⻑
期 的に 安定 した 財政構 造へ の転 換を 図りま す。  

  
 

■ 

 
改 ⾰ ・ 改善 に 取 り 組 む 組 織 ⾵ ⼟ の 醸 成 を 図 り 、 Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ クル に よ る 継 続
的 な 施 策・ 事 業 の ⾒ 直 し に 取 り 組 む と と も に 、 ⾰ 新 的 技 術 の 活⽤ に よ る 県 の
業 務⾰ 新を 推進 します 。  

  

 

  成 果 指 標   
最 適 な 組 織 運 営 と 人 材 の 活 性 化  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

 職 員 の 総 労 働 時 間 （ ⾮ 正 規 職 員
を 含 む ）  

（2016 年 度 ）
13,140,294 時間

（2018 年 度 ） 
13,113 ,982 時 間

（期間中毎年度）
前年度以下 

Ｃ  

 ⾃ ⼰ の 能 ⼒ を 職 務 に 発 揮 で き て
い る と 感 じ る 職 員 の 割 合  

（2016 年 度 ）
94.9％ 

（2018 年 度 ）
93.9％ 

95％以上 
基 準 値
以 下  

健全な財政運営の堅持と最適かつ効果的な事業執行 基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

 収 ⽀ 均 衡  

（2016 年 度 ）
財 源 不 足 額
(財政調整用の基金

による補填額) 
△205 億 円  

（2018 年 度 ）
財 源 不 足 額
(財政調整用の基金

による補填額) 
△40 億 円  

 
財 源 不足 額
(財政調整用の基金

による補填額) 
0 

Ａ  

 通 常 債 残 ⾼  （2016 年度） 
1 兆 6,100 億円

（2018 年 度 ）
1 兆 5,667 億 円

上限 
1兆6,000億円程度

⽬ 標 値
以 上  

 実 質 公 債 費 ⽐ 率  （2016 年度） 
13.5％ 

（2018 年 度 ）
13.4％ 

18％未満 
⽬ 標 値
以 上  

 将 来 負 担 ⽐ 率  （2016 年度） 
228.0％ 

（2018 年 度 ）
240.2％ 

400％未満 
⽬ 標 値
以 上  

ＩＣＴ等の革新的技術の利活用による業務革新 基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

 Ｉ Ｃ Ｔ を 利 活 ⽤ し 、 新 た に 効 率
化 や ⾼ 価 値 化 を 進 め た 取 組 数  ― 

（2018 年 度 ）
15 件  

（2018～2021年度）

累計 20 件以上
Ａ  
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  主 な 取 組   
   
■ 

 
多 ⽂ 化 共⽣ 推 進 体 制 の 拡 充 ・ 強 化 や ⽂ 化 ⾏ 政 と ⽂ 化 財 ⾏ 政 の ⼀元 化 な ど 、 社
会 経 済 情勢 の 変 化 に 対 応 し た 組 織 改 編 や ⼈ 員 配 置 に 努 め る と とも に 、 働 き ⽅
改 ⾰や ⼈材 育成 による 良好 な組 織⾵ ⼟づく りを 進め てい ます。 

  
  

   
■ 

 
事 業 の ビル ド ・ ア ン ド ・ ス ク ラ ッ プ 等 に よ る 歳 出 の ス リ ム 化 と、 県 税 の 徴 収
対 策 強 化や 未 利 ⽤ 財 産 の 売 却 等 に よ る 歳 ⼊ 確 保 の ほ か 、 県 有 施設 の 総 量 適 正
化 ・⻑ 寿命 化・ 有効活 ⽤等 に取 り組 んでい ます 。  

  
 

■ 

 
政 策評 価・政 策改 善と 予算 編成 等の 連結を 強化 し 、政 策・施策・事 業・業務
等 の段 階に 応じ た継続 的な ⾒直 しを ⾏うと とも に、事務 作業 の効率化 や質 の
⾼ い⾏ 政サ ービ ス等に よる ⽣産 性向 上を図 るた め 、Ｒ ＰＡ ※１の導 ⼊を 進め る
と と も に、ＡＩ－ＯＣＲ※２やチャットボット※３、⾳声認識技術※４な ど新世 代 Ｉ ＣＴ
の 検証 ・導 ⼊に 取り組 んで いま す。  
 
※１ ＲＰＡ     ：Robotic Process Automation の略。これまで⼈が⾏っていたパソコン上の定型作

業をソフトウェアで⾃動化する技術・仕組みのこと。 

※２ ＡＩ－ＯＣＲ  ：紙媒体の資料を読み取るＯＣＲ（光学的⽂字読取装置）に、⼿書き⽂字等を認識す

るＡＩを組み合わせ、各種届出・申請書類に記載された情報を効率的にデータ化す

る技術のこと。 

※３ チャットボット：「対話（chat）」と「ロボット（bot）」を組み合わせた⾔葉で、ＡＩを活⽤して問合

せに⾃動的に回答する技術のこと。 

※４ ⾳声認識技術 ：⼈間の声などの⾳声をコンピュータに認識させる技術であり、話し⾔葉の⽂字列へ
の変換や⾳声の特徴から声を発⽣している⼈を識別する技術のこと。 

  
 

  評 価 ・ 課 題   
   
■ 

 
最 適 な 組織 運 営 と ⼈ 材 の 活 性 化 に つ い て は 、 社 会 経 済 情 勢 の 変化 や 新 た な ⾏
政 課 題 に対 応 す る 柔 軟 な 組 織 改 編 や 職 員 の 適 正 配 置 を ⾏ い 、 働き ⽅ 改 ⾰ に 着
⼿ した もの の 、ラ グビー ワー ルド カッ プ 2019、東京 2020 オ リンピ ック・パ
ラ リ ン ピ ッ ク の 県 内 開 催 に 向 け た 体 制 強 化 の た め 増 員 を ⾏ っ た こ と な ど か
ら 、｢職 員の 総労 働時間（⾮ 正規 職員 を含 む）（ 成果 指標）｣を 前年度 以下 に抑
制 する こと はで きませ んで した 。  
今 後 は 、新 た に 導 ⼊ さ れ た 時 間 外 勤 務 の 上 限 規 制 に も 対 応 し た時 間 外 勤 務 縮
減 対 策 に取 り 組 む と と も に 、 職 員 が 能 ⼒ を 充 分 に 発 揮 す る た めの 環 境 整 備 を
進 める 必要 があ ります 。  

  
  

   
■ 

 
健 全 な 財政 運 営 の 堅 持 に つ い て は 、 厳 し い 財 政 状 況 下 に あ る 中で 、 歳 出 の ス
リ ム 化 と歳 ⼊ の 確 保 を 図 る と と も に 、 県 有 施 設 全 体 の 総 量 適 正化 ・ 社 会 資 本
施 設 の ⻑寿 命 化 ・ 資 産 の 有 効 活 ⽤ 等 を 進 め た 結 果 、 ｢収 ⽀ 均 衡 （成 果 指 標 ） ｣
は 、順 調に 進捗 してい ます 。  
今 後 も 、税 収 の 動 向 等 を ⾒ 極 め な が ら 、 健 全 な 財 政 運 営 の 堅 持に 取 り 組 み ま
す 。  

  
 

■ 

 
最 適 か つ効 果 的 な 事 業 執 ⾏ に つ い て は 、 施 策 や 事 業 、 仕 組 み の不 断 の ⾒ 直 し
を 重ね 、最 適な ⼿法を 追求 する こと が必要 です 。  
ま た 、 ＩＣ Ｔ 等 の ⾰ 新 的 技 術 の 利 活 ⽤ に よ る 業 務 ⾰ 新 に つ い ては 、 ⾼ 度 情 報
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化 基本 計画 に基 づくＲ ＰＡ 等の 新世 代ＩＣ Ｔの 導⼊ を進 めた結果、｢ＩＣ Ｔを
利 活⽤ し、新た に効率 化や ⾼価 値化 を進め た取 組数（成 果指標 ）｣は 15 件と
な って おり 、順 調に進 捗し てい ます 。  
今 後も 、Ｉ ＣＴ （Ｉｏ Ｔ ※５、 ＡＩ 等） の更 なる 利活 ⽤を 促進してい きま す。
 
※５ ＩｏＴ  ：Internet of Things（「モノ」のインターネット）の略。電化製品、⾃動⾞、医療機器など、

パソコンやサーバーといったコンピュータ以外の多種多様な「モノ」がインターネットに
接続され、相互に情報をやり取りすること。 

  
 

 

  今 後 の 取 組 方 針   
   
■ 

 
時 間 外 勤務 上 限 規 制 に 対 応 す る た め 、 定 期 的 な 業 務 点 検 や 業 務の ⾒ 直 し に 取
り 組 み ます 。 ま た 、 働 き ⽅ 改 ⾰ と し て 、 新 た な 視 点 に よ る 業 務改 善 活 動 や 、
新 世 代 ＩＣ Ｔ の 積 極 的 な 活 ⽤ な ど に よ り 、 更 な る 業 務 の 効 率 化を 図 る と と も
に 、 サ テラ イ ト オ フ ィ ス の 増 設 や 在 宅 勤 務 の 試 ⾏ 開 始 な ど 、 多様 な 働 き ⽅ が
で きる 環境 の整 備を進 めま す。  

  
  

   
■ 

 
2020 年 度の 当初 予算編 成を 踏ま えて 今後の 収⽀ を計 算し た結果、法 ⼈２ 税の
減 収 等 によ り 前 回 の 試 算 に ⽐ べ 収 ⽀ の 悪 化 が ⾒ 込 ま れ え る た め、 事 業 の ビ ル
ド ・ ア ンド ・ ス ク ラ ッ プ の 徹 底 や 課 題 解 決 に 直 結 す る 事 業 ⼿ 法へ の 転 換 な ど
の 歳 出 の⾒ 直 し と 、 県 税 の 徴 収 対 策 強 化 、 未 利 ⽤ 財 産 の 売 却 など の 歳 ⼊ 確 保
の 取組 を更 に強 化しま す。  

 
■ 

 
県 有 施 設に つ い て 個 別 施 設 計 画 に 基 づ き 、 建 替 え や ⻑ 寿 命 化 対策 等 を 計 画 的
に 実 施 しな が ら 総 量 の 適 正 化 を 進 め る ほ か 、 社 会 資 本 施 設 の 予防 保 全 管 理 に
よ る⻑ 寿命 化に 取り組 みま す。  

  
 

■ 

 
2020 年 度に 向け て、県 ⺠幸 福度 の最 ⼤化や ＳＤ Ｇｓ への 対応等を踏 まえ た⼤
局 的 な 視点 か ら ト ッ プ ダ ウ ン で 政 策 テ ー マ を 設 定 し 、 エ ビ デ ンス 重 視 に よ る
既 存 の 施策 の 評 価 を ⾏ い な が ら 新 し い 施 策 の 構 築 を 進 め る と とも に 、 柔 軟 に
Ｒ Ｐ Ａ を活 ⽤ す る た め の 運 ⽤ 体 制 の 確 ⽴ や 、 効 果 が 確 認 さ れ た新 世 代 Ｉ Ｃ Ｔ
の 導⼊ を進 め、 業務の 効率 化と 県⺠ サービ スの 向上 を推 進します。  
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(1) 最適な組織運営と⼈材の活性化 
 

  指  標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

職員に占める管理職の割合 （2017年4月1日）
10.3％ 

（2019 年 4 月 1 日）
10.2％ 

（2022年4月1日）
10％程度 

⽬ 標 値
以 上  

（現）時間外勤務時間が 540 時
間を超える職員数 

（2016 年度） 
346 人 

（2018 年度） 
271 人 

（期間中毎年度）
前年度比10％削減

Ｃ  

（新）時間外勤務時間が 360 時間を
超える職員数（時間外上限時間の特
例を除く） 

― ― 
（期間中毎年度） 

０人 
 

中堅職員の専⾨性の向上に配慮
した⼈事異動の割合 

（2016 年度） 
74.6％ 

（2018 年度） 
75.8％ 

75％以上 
⽬ 標 値
以 上  

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 

 
多⽂化共⽣推進体制の拡充・強化や、⽂化⾏政と⽂化財⾏政の⼀元化など、社会経済情勢の変化
や県政の重要課題に対応するための組織体制を整備するとともに、業務の多様化や⾼度化を考慮
した適正な⼈員配置に加え、⼀時的に集中する業務に対応する業務応援要員の配置を⾏っていま
す。（⼈事課） 

  
 

■ 

 
新たな視点による業務改善活動や ICT の活⽤により、業務の⾒直し・効率化を進めるとともに、
定時退庁の呼び掛けなど、時間外勤務の縮減に向けた取組を⾏っています。また、働く「時間」
の多様化として「時差勤務」の試⾏を実施するほか、働く「場所」の多様化としてサテライトオ
フィスの設置拡⼤や在宅勤務の試⾏に向けた制度創設を進めています。（⾏政経営課、⼈事課） 
 

 
■ 

 
地⽅分権の時代に、多様で専⾨化する⾏政課題に的確に対応するため、研修と⼈事を連携させて
専⾨性の⾼い職員を育成する静岡県キャリア・デベロップメント・プログラムを核とした、中⻑
期的な視点に⽴った⼈材育成に努めるとともに、職員の年齢構成等の変化に対応するため、キャ
リア開発研修の内容や対象年齢の⾒直しを⾏っています。また、⼥性職員があらゆる分野で活躍
できる環境を整備するため、⼩学校就学後の育児を⽀援する「⼦育て部分休業」などによる仕事
と家庭⽣活の両⽴⽀援や、施策⽴案能⼒の向上を⽬的とした「⼥性職員ステップアップ応援講
座」、先輩職員が後輩の成⻑をサポートする「メンター制度」の実施などによる能⼒発揮⽀援と
キャリア形成意識の醸成に取り組んでいます。（⼈事課） 
 

Check（評価） 
 

■ 

 
業務の進捗状況に応じた管理職の配置により、｢職員に占める管理職の割合（指標）｣を⽬標の 10％
程度を維持しつつ、組織体制の変更を⾏うことができています。（⼈事課） 

  
 

■ 

 
適正な⼈員配置や業務の⾒直し・効率化、時間外勤務縮減などの取組により、｢（現）時間外勤
務時間が 540 時間を超える職員数（指標）｣は、前年度⽐で減少しているものの、ラグビーワー
ルドカップ 2019 の県内開催に向けた準備業務や農林⼤学校の専⾨職⼤学化など、新たな課題へ
の対応により、⽬標値には達していません。また、時間外勤務を充分に縮減できなかったことか
ら、｢職員の総労働時間（⾮正規職員を含む）（成果指標）｣を前年度以下に抑制することはでき
ませんでした。今後は、⼈事委員会規則の改正により、時間外勤務の上限が定められたことを踏
まえ、上限である年 360 時間を新たな指標として、更なる⼈員配置の適正化や働き⽅改⾰に取り
組むことが必要です。（⾏政経営課、⼈事課） 

  
 

■ 

 
職員の将来のキャリア意向と能⼒、適性を把握・反映した⼈事異動に努めることで、「中堅職員
の専⾨性の向上に配慮した⼈事異動の割合（指標）」は⽬標値に達しています。⼀⽅、こうした
取組により、｢⾃⼰の能⼒を職務に発揮できていると感じる職員の割合（成果指標）｣は、引き続
き⾼い⽔準を維持しているものの、基準値をわずかに下回る結果となりました。今後も、職員⾃
⾝の強みを⽣かした組織貢献及び⾃⼰実現につなげていくため、主体的なキャリア形成意識の醸
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成とキャリアプランの策定への⼀層の⽀援が必要です。また、⼥性職員の活躍を⼀層推進するた
め、仕事と家庭⽣活を両⽴しやすい環境の整備や⼥性職員に対する能⼒発揮⽀援、キャリア形成
意識の醸成に引き続き取り組むことが必要です。（⼈事課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 

 
東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催など、今後とも社会経済情勢の変化や、新たな
⾏政課題にも適切に対応できる柔軟な組織改編と職員の適正配置が求められます。県が対処すべ
き新たな諸課題にも適切に対応できる柔軟な組織改編と職員の適正配置に引き続き努めます。
（⼈事課） 

  
 

■ 

 
働き⽅改⾰については、新たな視点による業務改善活動に取り組む所属の拡⼤や ICT の積極的な
活⽤などにより、更なる業務の効率化を図るとともに、時間外勤務上限規制に対応するため、定
期的な業務点検や「資料３ない運動」などの業務の⾒直しに取り組みます。また、サテライトオ
フィスを増設するとともに、在宅勤務の試⾏を開始し、職員が能⼒を充分に発揮するために多様
な働き⽅ができる環境の整備を進めます。（⾏政経営課、⼈事課） 
 

 
■ 

 
職員の能⼒が向上し、全ての職員の働く意欲を⾼めるため、職場におけるＯＪＴの推進やコミュ
ニケーションの活性化、適正な⼈事評価のほか、適時適切なキャリア形成⽀援による中⻑期的な
⼈材育成に引き続き努めます。また、仕事と家庭⽣活の両⽴⽀援、研修等を通じた⼥性職員に対
する能⼒発揮⽀援とキャリア形成意識の醸成に引き続き取り組むとともに、⼥性職員のキャリア
形成に向け、⼈事配置において施策⽴案など様々な職務経験を積んでいく機会を提供するなど、
⼥性職員があらゆる分野で活躍できる環境の整備に引き続き努めます。（⼈事課） 
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(2) 健全な財政運営の堅持と最適かつ効果的な事業執⾏ 
 

  指  標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

個⼈県⺠税収⼊率 （2016 年度） 
94.9％ 

（2018 年度） 
95.6％ 

97.5％ Ｂ  

県有財産売却実績額 
（2013～2017年度）

累計 
49億4,000万円 

（2018 年度） 
10億4,200万円 

（2018～2022年度）
累計 

55億6,000万円 
Ｂ  

総合計画・分野別計画の進捗評価
実施・公表率 ― 

（2018 年度） 
93.4％ 

100％  Ｂ  

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 

 
事業のビルド・アンド・スクラップの徹底、成果指標に対する寄与度が⾼く課題解決に直結する
事業⼿法への転換、補助⾦の総合的⾒直し等による歳出の重点化・効率化に取り組むとともに、
市町と連携した個⼈県⺠税の滞納対策の実施や滞納処分中⼼の滞納整理、クレジットカード納付
などの納税環境の整備による県税の収⼊率向上対策、未利⽤財産の売却や財産の有効活⽤、税外
未収⾦徴収対策の強化等による歳⼊の確保に取り組んでいます。（財政課、税務課、資産経営課）

  
 

■ 

 
将来に渡って保有すべき県有施設の総量⽬標の設定と、個々の施設の今後の在り⽅や維持更新費
⽤を記載した個別施設計画の策定に向けた作業を進めつつ、富⼠総合庁舎の余裕床を富⼠市に貸
与するなど、施設の有効活⽤に取り組んでいます。また、社会資本施設については中⻑期的な管
理計画の策定を完了し、計画的な点検・補修による⻑寿命化に取り組んでいます。（資産経営課、
建設政策課） 

  
 

■ 

 
総合計画や分野別計画の評価をはじめ、｢“ふじのくに”⼠⺠協働施策レビュー」を通じた施策・事
業の改善、課ごとの毎年度の作戦体系の構築など、政策評価・政策改善と予算編成等の連結を強
化し、施策分野から事業等の単位に応じた実効性のあるＰＤＣＡサイクルを回すことにより継続
的な改善に取り組んでいます。（総合政策課、財政課、⾏政経営課） 

  
Check（評価） 

 
■ 

 
⼀般財源総額は 2018 年度の地⽅財政計画と同⽔準を確保することとされていますが、社会保障
関係経費等の義務的経費が増加するなど、厳しい財政状況下にある中で、“ふじのくに”づくりを着
実に推進するためには、成果指標に対する寄与度が⾼く課題解決に直結する事業⼿法への転換な
ど歳出の重点化・効率化を進める必要があります。 
また、県税では、｢個⼈県⺠税収⼊率（指標）｣の現状値は、2016 年度の基準値 94.9％から 95.6％
に向上し、「⾃動⾞税収⼊率（⾏政経営⾰新プログラム指標）（参考指標）」も、クレジットカー
ド納付の増加などにより、2017 年度 99.0％から 2018 年度 99.2％に向上しているほか、｢県有
財産売却実績額（指標）｣では、2018 年度に⽬標額の 18.7％に当たる 10 億 4,200 万円の県有
財産を売却するなど、歳⼊確保に向けた取組を推進し、｢収⽀均衡（成果指標）｣等の⽬標達成に
向けて寄与しています。（財政課、税務課、資産経営課） 

  
 

■ 

 
限られた財源の中で、県⺠サービスの向上と必要な施設の安全性を確保していくためには、個々
の施設の状況を把握し、建替えや⻑寿命化等の対策を計画的に進めることが重要です。また、社
会資本施設では、⽬標を前倒しして全ての施設で中⻑期管理計画の策定が完了しており、⻑寿命
化の取組は順調に進捗しています。（資産経営課、建設政策課） 

  
 

■ 

 
⽇々刻々と変化する社会経済情勢に的確に対応するためには、従来の施策や事業、仕組みを硬直
的に捉えることなく、不断の⾒直しを重ね、最適な⼿法を追求していく姿勢が求められます。（総
合政策課、財政課、⾏政経営課） 
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Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
 

■ 

 
新成⻑産業の育成や、農林⽔産業の⽣産性の向上と競争⼒強化等を図り、企業収益と県⺠所得の
向上を実現することで税源を涵養するとともに、不断の⾒直しによる歳出構造の改⾰と、通常債
残⾼の上限 1.6 兆円程度を堅持した県債の活⽤、喫緊の課題である個⼈住⺠税対策をはじめとす
る県税の徴収強化や納税者のニーズに応じた納税環境整備の推進、新たな売却可能財産の掘り起
こし、より有効な売却⼿法の導⼊による県有財産売却の推進等により、歳⼊確保に取り組みます。
2020 年度の当初予算編成を踏まえて今後の収⽀を試算した結果、法⼈２税の減収等により前回
の試算に⽐べ収⽀の悪化が⾒込まれるため、歳出の⾒直し、歳⼊確保の取組を更に強化し、健全
な財政運営の堅持に取り組みます。（財政課、税務課、資産経営課） 

  
 

■ 

 
2019 年度中に県有施設の総量⽬標の設定と個別施設計画の策定を完了し、計画に基づき、県有
施設の総量・配置の最適化や適正な維持管理に取り組みます。また、社会資本施設では、策定し
た中⻑期管理計画に基づき、点検や補修など適正な予防保全管理による⻑寿命化の取組を推進し
ていきます。（資産経営課、建設政策課） 

  
 

■ 

 
社会経済情勢の変化に柔軟に対応するため、成果や経営的視点などを重視し、常にＰＤＣＡサイ
クルによる⾒直しを重ね、県⺠視点に⽴った⾏政運営を展開していきます。2020 年度に向けて
は、県⺠幸福度の最⼤化やＳＤＧｓへの対応等を踏まえた⼤局的な視点からトップダウンで政策
テーマを設定し、エビデンスを重視した既存施策の評価を⾏いながら、新しい施策の構築を進め
ます。また、事務事業の不断の改善を職員が⾃主的に積み重ねる取組として、「ひとり１改⾰運
動」を引き続き全庁的に展開していきます。（総合政策課、財政課、⾏政経営課） 
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(3) ＩＣＴ等の⾰新的技術の利活⽤による業務⾰新 
 

  指  標  

指  標  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区 分  

県⺠等による電⼦申請システム 
利 ⽤ 件 数 

（2016 年度） 
46,542 件 

（2018 年度） 
65,057 件 

70,000 件 Ａ  

オンラインで利⽤可能な⼿続数 （2016 年度） 
200 件 

（2018 年度） 
756 件 

（現）400 件 
（新）960 件 

⽬ 標 値
以 上  

 

 

  主 な 取 組  

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 

 
県⾏政の業務⾰新を推進するため、定型的な業務へのＲＰＡの導⼊や、業務の効率化が⾒込める
事案の掘り起こしなどに取り組んでいます。今年度は事務作業の効率化や質の⾼い⾏政サービス
などによる⽣産性向上を図るため、ＡＩ－ＯＣＲやチャットボット、⾳声認識技術の検証・導⼊
を⾏っています。（ＩＣＴ政策課、電⼦県庁課） 

  
 

■ 

 
電⼦申請システムや施設予約システムなど様々なサービスを導⼊・提供するとともに、オンライ
ン申請の拡⼤を図るため、⾼度情報化推進本部等を通じた利⽤啓発や、年間計６回、電⼦申請シ
ステム操作研修を開催しています。また、システムの改善、⼿続の簡素化等にも取り組んでいま
す。（電⼦県庁課） 

  
Check（評価） 

 
■ 

 
⾼度情報化基本計画に基づき、ＲＰＡ等の新世代ＩＣＴの導⼊を進めた結果、｢ＩＣＴを利活⽤
し、新たに効率化や⾼価値化を進めた取組数（成果指標）｣は順調に推移しており、県⾏政の効
率化や⾼価値化に資する業務⾰新が進められています。（ＩＣＴ政策課、電⼦県庁課） 

  
 

■ 

 
⾼度情報化推進本部等を通じた利⽤啓発や電⼦申請システム操作研修を開催等した結果、｢オン
ラインで利⽤可能な⼿続数（指標）｣は⼤幅に増加し、併せて｢県⺠等による電⼦申請システム利
⽤件数（指標）｣も順調に増加しており、⼿続のオンライン化による県⺠等の利便性向上が図ら
れています。なお、｢オンラインで利⽤可能な⼿続数（指標）｣については、多くの⼿続を所管す
る所属の利活⽤や、⼤規模イベントに係る利⽤期間等を踏まえ、⽬標値を上⽅修正します。（電
⼦県庁課） 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 

 
■ 

 
コンピュータを使⽤する業務の⾃動化を図ろうとする部署が柔軟にＲＰＡを活⽤するための運
⽤体制を確⽴するとともに、効果が確認された新世代ＩＣＴの導⼊を進め、業務の効率化と県⺠
サービスの向上を推進します。また、職員の業務遂⾏の効率化・⾼度化や職員間のコミュニケー
ションの活性化を⽀援し、モバイルワークなど新しい働き⽅に対応するため、庁内情報ネットワ
ークの再構築に向け、検討を進めます。（ＩＣＴ政策課、電⼦県庁課） 

  
 

■ 

 
電⼦申請システムを活⽤した⼿続のオンライン化の拡充により、県⺠の利便性向上と事務の簡素
化・効率化を推進します。（電⼦県庁課） 
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⻄部

東部

中部

伊⾖
半島

１ 伊 ⾖ 半 島 地 域

２ 東 部 地 域

３ 中 部 地 域

４ ⻄ 部 地 域

Ⅲ
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１  伊⾖半島地域   
 

  目 指 す 姿  

『世界レベルの魅⼒あふれる⾃然を⽣かした観光交流圏』 
   
■ 伊 ⾖ 半 島 地 域 の 特 ⾊ あ る ⾵ ⼟ や 歴 史 に 住 む ⼈ も 訪 れ る ⼈ も 愛 着 と 魅 ⼒ を 感 じ 、活 発

な 観 光 交 流 が 賑 わ い を ⽣ み 出 す 地 域  
  

 
■ 地 域 の ⼈ 々 が 働 き た い と 思 え る 雇 ⽤ の 場 が 創 出 さ れ 、仕 事 と ⽣ 活 が 調 和 し た ゆ と り

あ る 暮 ら し を 実 践 で き る 地 域  
  

 
■ 伊 ⾖ 縦 貫 ⾃ 動 ⾞ 道 や 関 連 す る ア ク セ ス 道 路 に よ る 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 が 進 み 、

半 島 全 体 の 回 遊 性 が ⾼ ま り 、 快 適 な 交 流 と 利 便 性 の ⾼ い 暮 ら し が 実 現 す る 地 域  
  

 
■ 「 伊 ⾖ は ⼀ つ 」の 理 念 に 基 づ く 多 様 な 主 体 の 連 携・協 働 が 深 ま る と と も に 、都 市 と

農 ⼭ 漁 村 の 交 流 が 進 み 、 ⼀ 体 的 に 発 展 す る 地 域  
  

 

  成 果 指 標 
 

成 果 指 標（ ※ ）  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区分 

伊 ⾖ 半 島 地 域 の 宿 泊 客 数  （2016 年 度 ） 
1,122.9 万 人  

（2018 年 度 ） 
1,132.2 万 人  

1,280 万 人  Ｃ 

移 住 相 談 窓 ⼝ 等 を 利 ⽤ し た
県 外 か ら 伊 ⾖ 半 島 地 域 へ の
移 住 者 数  

(現 ) 
（2014～2016 年度）

累 計 261 人  
(新 ) 

（2016 年 度 ） 
164 人  

（2018 年 度 ） 
366 人  

(現 ) 
（2018～2021 年度）

累 計 600 人  
(新 ) 

410 人  

Ａ 

伊 ⾖ 半 島 の 幹 線 道 路 沿 い の
違 反 野 ⽴ て 看 板 是 正 率  
（ 件 数 ）  

（2016 年 度 ） 
0％ 

（0 件 ） 

（2018 年 度 ） 
56％ 

(1,250 件 ） 

100％ 
（2,200 件 ） 

Ａ 
※ 政策体系における「活動指標」を含みます。（「活動指標」もＡＢＣ評価に置き換えて表記しています） 
 

  主 な 取 組 
 

(1) 安全・安⼼な地域の形成 
 

Plan → Do（取組状況） 
  

■ 津波防災と景観・観光・漁業等との調和や避難困難地区の解消を図るため、沿岸 10 市町で 50 の
地区協議会を設置・開催し、地区の状況に応じて、合意形成に向けた検討、津波対策の⽅針取りま
とめ、⽅針に基づく事業スケジュールの策定に取り組んでいます。また、津波災害に強い地域づく
りを推進するため、津波避難訓練等による住⺠の避難意識の向上に取り組んでいるほか、より実効
性の⾼い警戒避難体制の整備が期待できる津波災害警戒区域等の指定を進めています。 

  
■ 離島への医師派遣や無医地区での巡回診療を⽀援するなど、へき地医療の確保を図っています。こ

のほか、賀茂地域における住⺠の健康寿命の延伸に向け、「賀茂地域健康寿命延伸等協議会」にお
いて事業計画の策定に取り組んでいます。 

 
Check（評価） 
  

■ 津波対策の⽅針を決定した協議会は着実に増加しており、それぞれの⽅針に基づき、津波対策施設
の整備や事業化に向けた取組を進めていますが、⾼齢化・過疎化が進んでいる地域では、避難体制
の確⽴や維持が困難となってきています。また、現在３市町となっている津波災害警戒区域等の指
定市町数を増やしていく必要があります。 
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＜伊⾖半島地域における津波対策地区協議会の状況＞ 
 2017 年 2018 年 備考 
⽅針決定 18 地区 24 地区 ・「地区の津波対策の⽅針」をとりまとめ公表 

中間報告 ５地区 9 地区 ・ハード整備の⽅針を報告 
・今後、ソフト対策の内容等をとりまとめ追加公表予定

検討中 27 地区 17 地区     
■ 新たにへき地医療拠点病院１施設を追加指定し、離島における安定的な医療提供体制を確保したほ

か、災害拠点病院の追加指定を⾏っており、地域医療体制の確保に向けた取組が進んでいます。地
域住⺠の健康寿命の延伸に向けては、保健事業（健診未受診者対策、特定保健指導強化、重症化予防）
を実施する上で、国保以外の保険者や医療関係団体との連携強化が不可⽋です。 

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 市町と⼀層緊密に連携し、住⺠等との合意形成を加速させ、津波対策の⽅針を取りまとめるなど、
地域の実情を踏まえた津波対策に取り組んでいきます。また、津波災害警戒区域等の指定を⾏った
市町を財政⾯で⽀援するために今年度創設した「津波対策がんばる市町」認定制度のＰＲに取り組
み、津波災害警戒区域等の指定市町数の増加を⽬指します。 

  
■ へき地医療拠点病院やへき地に所在する診療所への⽀援を継続し、へき地医療の確保を図るととも

に、⼆次救急と三次救急等とで患者の画像検査データ等を共有するネットワークを整備し、救急医
療体制の充実を図ります。住⺠の健康寿命の延伸と⽣活の質の向上に向け、「賀茂地域健康寿命延
伸等協議会」における事業計画に基づき、保険者や医療関係団体等と連携した取組を推進します。

 

(2) 富をつくる産業の展開 
 

Plan → Do（取組状況） 
  

■ 施設野菜（イチゴとトマト）の施設内環境制御による⽣産性向上に向けた勉強会や、就農希望者に
対する先進的な農業者による実践的な研修を進めています。また、地場農産物の流通強化、地域農
業の活性化を図るため、伊⾖地域の市町や JA、観光協会が実施する農業体験施設や観光施設を回遊
するツアー等の取組を⽀援しています。 

  
■ 駿河湾フェリーを活⽤した伊⾖産⽔産物の輸送や、⼀次加⼯した地場⽔産物を伊⾖半島地域の宿泊施設

に提供する実証実験などに取り組んでいます。また、直売所を整備するとともに業界⼀体で漁協直営⾷
堂キャンペーンを実施し、観光客をターゲットとした地場⽔産物の消費拡⼤を図っています。 

 
Check（評価） 
  

■ 地域の農業産出額は、2016 年度の 261 億円から 2017 年度は 260 億円となっており、取組の⼀層の推
進が必要です。⽣産者による⾼度環境制御に関する技術習得が進んでいることから、技術の更なる普及
と併せて、施設・機械整備を⽀援する必要があります。また、農業体験施設や直売所等の個々の取組を、
観光分野と連携することで、農産物の付加価値の向上につなげることが求められます。 

  
■ 地場⽔産物の輸送量拡⼤やITを活⽤した実需者向けリアルタイムの⽔揚情報の提供等を進めることによ

り、駿河湾横断流通利⽤の増加が⾒込まれることから、実証実験等を通じて課題解決を図り、事業化に
結び付けていく必要があります。「漁協直営⾷堂集客者数」は着実に増加しており、県産⽔産物の消費拡
⼤につながっています。 

 2012 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

漁協直営⾷堂集客者数 ４万⼈ 12 万⼈ 14 万⼈ 15 万⼈   
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 施設園芸に関する施設整備や環境制御装置導⼊を⽀援し、経営体質の強化を促進します。また、世界農
業遺産に認定された⽔わさびをはじめとする農⼭村地域の産物等のプロモーションを強化するととも
に、これらの地域資源を活⽤して、農業体験施設や直売所への観光客等の集客を図ります。 

  
■ 駿河湾フェリーを活⽤した流通拡⼤に向け、伊⾖半島の複数地域の連携やＩＴを活⽤したリアルタ
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イムの⽔揚情報の提供などの実証実験に取り組むとともに、漁協直営⾷堂については観光・⾷育イ
ベントや企業、ダイビング等の体験型施設との連携を強化し更なる誘客の増加を⽬指します。また、
⿂市場などの基盤整備の⽀援を⾏い、新たな賑わいの創出を図ります。 

 
 

 (3) 魅⼒ある暮らしの実現 
 

Plan → Do（取組状況）   
■ 市町や地域団体、就職⽀援団体と連携した相談会や移住体験ツアー等の⾸都圏プロモーションに加

え、広域的な受⼊態勢の整備や、静岡県移住相談センター（東京）と連携した移住・就職相談機能
の充実などに取り組んでいます。 

  
■ ⽣活交通を維持・確保するため、バス事業者やバスを運⾏する市町に対する運⾏経費等の助成、デ

マンド型交通など地域に適した運⾏⽅法の検証や道の駅へのバス案内モニターの整備等を⾏って
います。また、運転⼿の確保対策として、事業者団体と連携した就職説明会や、運転⼿のイメージ
アップを図るイベントの開催などに取り組んでいます。 

 
Check（評価） 
  

■ 移住相談件数は年々増加し、「移住相談窓⼝等を利⽤した県外から伊⾖半島地域への移住者数（成
果指標）」は、2018 年度で 366 ⼈と、期待値を⼤きく上回って推移しており、取組は順調に進捗
しています。 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 
伊⾖半島地域を移住希望先
とする移住相談件数 481 件 1,080 件 1,383 件 1,452 件 

 
  

■ 南伊⾖・⻄伊⾖地域の乗合バス事業は、厳しい経営環境が続いています。このため、地域住⺠や観
光客のバスの利⽤促進や運転⼿の確保対策に取り組むとともに、運転⼿が不⾜している状況でも公
共交通を維持・確保できる取組が必要です。  

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 
乗合バス利⽤者数 2,207 千⼈ 2,068 千⼈ 2,017 千⼈ 1,934 千⼈

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 本県の多彩な中⼩企業等の魅⼒を⾸都圏でＰＲし、本県への就業を促進するとともに、移住に伴う
新たな住まい確保の費⽤などを⽀援する「移住・就業⽀援⾦制度」を最⼤限に活⽤しながら、市町
等と連携した伊⾖半島移住相談会等の開催やインターネットを活⽤した広域的情報発信など、相談
機能と情報発信の更なる充実に取り組みます。 

  
■ 広域バスの実証運⾏、鉄道駅への乗換案内モニターの設置や旅⾏に役⽴つ情報を掲載したホームペ

ージの充実など、地域住⺠等の利⽤を促進するための取組を⾏うとともに、各市町が地域の公共交
通の実情に応じた施策を取り⼊れられるよう⽀援します。 

 
 

(4) 地域の魅⼒の向上と発信 
 

Plan → Do（取組状況）     
■ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック⾃転⾞競技本県開催の成功に向け、⽇本サイクルスポー

ツセンターにおける MTB テストイベントの準備、組織委員会が策定する輸送運営計画や医療救護
対策に係る地元の課題と対応策の検討や情報共有、各市町における⾃転⾞体験会等を実施していま
す。また、⼤会関係者、観客等が競技会場となる「⽇本サイクルスポーツセンター」へ安全かつ快
適に移動できるよう、バスのすれ違いができない箇所の道路拡幅や交差点改良、交差点の⽴体化に
よる渋滞解消・安全対策を集中的に実施しています。 

  
■ 伊⾖半島の違反屋外広告物の是正指導を⾏うための体制強化や、既存不適格広告物の撤去に取り組

んでいます。また、県と市町等で構成する伊⾖半島景観協議会において、進捗管理を⾏うとともに、
是正指導の⼿法等について関係市へ助⾔する等、関係市の取組を⽀援しています。世界遺産韮⼭反
射炉、伊⾖ベロドロームへのアクセス道路沿線に加え、選⼿村へ通じる伊⾖市道、伊⾖スカイライ
ン沿線等の森林整備を⽀援し、景観向上に取り組んでいます。 
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Check（評価） 
  

■ 組織委員会と連携して年内に輸送計画を策定するほか、会場外での暑さ対策、救急医療体制等の検討を
進める必要があります。また、201８年に県政インターネットモニターを対象に⾏ったアンケートでは
「⾃転⾞競技に興味がない」との回答が 70.3％だったことから、より⼀層の機運の醸成に取り組む必要
があります。⼀⽅、⼤会競技会場へのアクセス道路の整備は、計画どおりに進捗しています。 

  
■ 「伊⾖半島の幹線道路沿いの違反野⽴て看板是正率（件数）（成果指標）」は、⽬標値である 2,200

件に対し、2018 年度末までに 1,250 件、56％の是正が完了しています。⼀⽅で、是正に応じない
場合や所有者、管理者が不明の場合等、是正指導が進まない事態も今後想定されます。 

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ MTB テストイベントにおいて、輸送や医療救護などについて様々な⾓度から課題やリスクの検証を
⾏い、⼤会本番に向けた準備を着実に進めていくとともに、⾃転⾞競技会場周辺をはじめとする市
町と⼀体となった機運の醸成を図っていきます。また、引き続き、東京 2020 オリンピック・パラ
リンピック開催までの完成を⽬指し、道路整備の進捗を図ります。 

  
■ 粘り強く丁寧に説明することで改善に⾄った事例も多いため、精⼒的に訪問指導を重ねていくとと

もに、所有者、管理者が不明な場合には、所有権等の情報収集、把握に努め、法的措置等の具体実
施に向け検討していきます。 

 
 

(5) 多彩な交流の拡⼤ 
 

Plan → Do（取組状況）   
■ 多様な関係者を巻き込みながら、⼤地がもたらす景観や歴史・⽂化、温泉、⾷などの恵みを最⼤限活⽤

した旅⾏商品づくりを促進するとともに、デスティネーションキャンペーンなどの機会を⽣かし、商品の
ＰＲを⾏っています。また、ユネスコ世界ジオパーク学術調査や地質遺産の価値を伝えるジオガイドの
養成、ジオツーリズムを通じた教育・普及活動を⾏う伊⾖半島ジオパーク推進協議会を⽀援しています。

  
■ 関係する市町や団体等と連携し、伊⾖半島の背⾻となる伊⾖縦貫⾃動⾞道天城北道路及び河津下⽥

道路の整備推進を国に働きかけています。 
 

Check（評価） 
  

■ 1991 年度には約 2,000 万⼈あった「伊⾖半島地域の宿泊客数（成果指標）」は、近年約 1,100 万
⼈程度と、当時の半数程度で推移しており、地域の宿泊事業者が抱える⼈⼿不⾜の問題がその背景
の⼀つとなっていることから、地域の魅⼒のＰＲとともに、観光産業を担う⼈材の確保が課題とな
っています。⼀⽅、伊⾖半島ジオパーク推進協議会を通じて⾏っているジオガイドの養成などの普
及・啓発活動により「ジオリアの⼊館者数」の増加につながっています。  

 2016 年度 2017 年度 2018 年度 
ジオリアの⼊館者数 12,858 ⼈ 14,484 ⼈ 25,799 ⼈ 

  
■ 天城北道路（⼤平ＩＣ~⽉ケ瀬ＩＣ）及びそのアクセス道路となる国道 136 号下船原バイパスの開

通により、中伊⾖、⻄伊⾖⽅⾯へのアクセスが⼤きく向上しました。快適な観光や安⼼して⽣活で
きる環境の実現に向け、東名や新東名⾼速道路と連結し、移動時間の⼤幅な短縮と交通混雑緩和を
可能とする伊⾖縦貫⾃動⾞道の早期の整備が必要です。 

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 引き続き、多様な主体と連携した旅⾏商品づくりを促進するとともに、東京 2020 オリンピック・
パラリンピックなどの機会やユネスコ世界ジオパークの認定の効果を⽣かし、商品のＰＲを⾏いま
す。また、中⼩宿泊事業者の雇⽤改善に向けて、県が設置するコーディネーターによる雇⽤⽀援や
若⼿従業員の資質向上等に向けた研修会の開催⽀援などにより、地域の宿泊事業者が⾏う⼈材確保
や従業員の定着促進に向けた取組を⽀援していきます。 

  
■ 伊⾖縦貫⾃動⾞道の着実な整備に向け、引き続き関係機関と連携し、伊⾖縦貫⾃動⾞道河津下⽥道

路の整備推進及び天城峠を越える区間の早期事業化を国に働きかけます。 
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２  東部地域   
 

  目 指 す 姿  

『⽇本の国⼟のシンボル富⼠⼭を世界との交流舞台とした健康交流都市圏』 
   
■ 世 界 遺 産 富 ⼠ ⼭ の 価 値 や 魅 ⼒ が 広 く 国 内 外 に 浸 透 し 、 多 く の ⼈ 々 の 憧 れ を 集 め 、

富 ⼠ 箱 根 伊 ⾖ 地 域 の 中 核 都 市 圏 と し て 多 様 な 交 流 が ⾏ わ れ る 地 域  
  

 
■ 医 療 健 康 産 業 の 集 積 が 進 む と と も に 、オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン を 促 進 す る 研 究 開

発 拠 点 の 活 ⽤ に よ り 、 新 し い 産 業 が 創 出 さ れ る 地 域  
  

 
■ 利 便 性 の ⾼ い 都 市 や 暮 ら し の 魅 ⼒ が 向 上 し 、 地 域 の ⼈ 々 が 住 み 続 け 、 ⾸ 都 圏 の

⼈ 々 が 住 ん で み た い と 思 え る 地 域  
  

 
■ 富 ⼠ ⼭ を 中 ⼼ と す る 豊 か な ⾃ 然 環 境 が 適 切 に 保 全 さ れ る と と も に 、地 域 の 多 様 な

主 体 が そ の 恵 み や 価 値 を 共 有 し 、 持 続 的 に 発 展 す る 地 域  
  

 

  成 果 指 標 
 

成 果 指 標（ ※ ）  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区分 

富 ⼠ ⼭ 世 界 遺 産 セ ン タ ー 来
館 者 数  － 

（2018 年 度 ） 
452,066 人  

毎 年 度 30 万 人
⽬ 標 値
以 上  

フ ァ ル マ バ レ ー プ ロ ジ ェ ク
ト 事 業 化 件 数  

（2013～2016 年度）
累計 33 件 

（2018 年 度 ） 
14 件  

（2018～2021 年度）
累計 42 件 

Ａ 

移 住 相 談 窓 ⼝ 等 を 利 ⽤ し た
県 外 か ら 東 部 地 域 へ の 移 住
者 数  

(現 ) 
（2014～2016 年度）

累 計 384 人  
(新 ) 

（2016 年 度 ） 
237 人  

（2018 年 度 ） 
466 人  

(現 ) 
（2018～2021 年度）

累 計 900 人  
(新 ) 

525 人  

Ａ 

※ 政策体系における「活動指標」を含みます。（「活動指標」もＡＢＣ評価に置き換えて表記しています） 
 

  主 な 取 組 
 

(1) 安全・安⼼な地域の形成 
 

Plan → Do（取組状況） 
  

■ 富⼠⼭の噴⽕に備えた防災対策として、富⼠⼭⽕⼭防災情報伝達訓練を実施するとともに、最新
の調査・研究結果を反映した「富⼠⼭ハザードマップ（改定版）」の作成に向け、「富⼠⼭⽕⼭防
災対策協議会」内に設置された検討委員会において、具体的な検討を進めています。 

  
■ 県⽴静岡がんセンターでは、⾼度がん専⾨医療機関として、⼿術⽀援ロボットなど最先端の医療

機器等の整備、医療従事者がチームを組んで患者や家族をサポートする多職種チーム医療の実践
などの取組を進めています。また、研究所では、企業・⼤学との共同研究による医療機器の開発
や病気の診断・治療に関する⾰新技術の開発等に取り組んでいます。 

 
Check（評価） 
  

■ 富⼠⼭ハザードマップの⾒直しをはじめとして、防災対策を継続的に⾒直していく必要があります。
また、富⼠⼭⽕⼭情報伝達訓練を継続して実施するなど噴⽕に備えて、住⺠や登⼭者等の安全対
策の充実を図っていく必要があります。 

  
■ 県⽴静岡がんセンターの⼊院患者数・外来患者数は、ともに増加傾向にあり、本県在住者を中⼼

とした患者への診療密度の⾼い医療の提供が期待されています。また、臨床研究「プロジェクト
HOPE（がんのマルチオミクス解析）」では、登録症例数、遺伝⼦解析数ともに増加しており、新
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たながん治療法の開発が着実に進んでいます。 
 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度

静岡がんセンター
延べ⼊院患者数 181,866 ⼈ 188,902 ⼈ 199,024 ⼈ 199,998 ⼈ 198,646 ⼈

静岡がんセンター
延べ外来患者数 267,875 ⼈ 281,785 ⼈ 286,073 件 290,067 ⼈ 294,922 ⼈

  

 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
プロジェクト HOPE
・登録症例数 － 2,473 件 3,617 件 4,732 件 6,038 件 
プロジェクト HOPE
・遺伝⼦解析数 － 2,029 件 3,133 件 4,204 件 5,241 件 
（登録症例数、遺伝⼦解析数ともに累計、各年度末現在） 

  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 富⼠⼭の噴⽕に備え、住⺠をはじめ、登⼭者や観光客の安全確保が図られるよう、関係機関と連
携し、防災体制を強化するとともに、ハザードマップの⾒直しに伴う、広域避難計画の充実に努
めていきます。 

  
■ 県⽴静岡がんセンターでは、最先端の⾼度がん専⾨医療の提供、包括的患者家族⽀援体制の充実、

がん医療に強い⼈材の育成、がん臨床研究の推進、ファルマバレープロジェクトへの積極的な協
⼒による医療技術の開発を継続していきます。 

 
 

(2) 富をつくる産業の展開 
 

Plan → Do（取組状況） 
  

■ 中核⽀援機関であるふじのくに医療城下町推進機構ファルマバレーセンターと静岡県医療健康
産業研究開発センターの機能を最⼤限に活⽤して、コーディネータ等による共同研究の促進や、
事業化⽀援などに取り組んでいます。また、今年度より新たに健康⻑寿・⾃⽴⽀援プロジェクト
を開始しました。 

  
■ CNF の⾼い機能性を⽣かした製品（⽤途）の開発を加速させるため、静岡⼤学に寄附講座を設置

し、研究開発や⼈材育成を進めています。試作品開発への助成や、「ふじのくに CNF 研究開発セ
ンター」の設置、富⼠⼯業技術⽀援センターへの測定・評価機器導⼊などにより、製品開発の⽀
援、製造拠点の形成に向けた取組を⾏っています。 

  
■ AOI-PARC に学術・研究機関４機関や研究開発型事業者等 11 者を集積し、オープンイノベーシ

ョンによる⾰新的技術開発や、AOI フォーラムを通じたビジネスマッチングを推進しています。
 

Check（評価） 
  

■ 「ファルマバレープロジェクト事業化件数（成果指標）」は、14 件と順調に推移しています。今後、
企業の研究開発・製品化を加速させるとともに、県外からの企業誘致を積極的に⾏うことで、医薬品・
医療機器合計⽣産⾦額の更なる増加につなげる必要があります。  

 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
医薬品・医療機器 
合計⽣産⾦額 8,700 億円 8,250 億円 8,953 億円 10,333 億円 10,308 億円

   
■ 県⼯業技術研究所の技術⽀援や共同開発により、2017 年には２件の CNF フォーラムによる製品開発

がなされ、2018 年には更に２件の製品が開発されました。今後、製品（⽤途）開発件数を⼀層増加
させるためには、産学官が連携して企業への⽀援体制を充実させていく必要があります。  

 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
ふじのくにＣＮＦ 

フォーラムによる製品 

〈⽤途〉開発件数 

－ 0 件 0 件 2 件 2 件 
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■ AOI フォーラム参画会員数は想定を上回るペースで増加しており、AOI フォーラムを通じたビジ

ネスマッチングの成果が、AOI プロジェクトの研究開発件数の増加につながるとともに、2019
年度以降と想定していた事業化の成果を１年前倒しで創出しています。  

 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
AOI プロジェクト
の研究開発件数 ― ― ー ９件 20 件 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ ファルマバレーセンターの創意⼯夫による⾃律的な事業運営の下、静岡県医療健康産業研究開発
センターの活⽤等を進め、オープンイノベーションによる事業化を促進するとともに、新たに開
始した「健康⻑寿・⾃⽴⽀援プロジェクト」を着実に推進します。 

  
■ CNF については、ふじのくに CNF 研究開発センターを中⼼に、⼯業技術研究所、静岡⼤学、地

域企業等が連携した取組を推進し、将来的に⼤きな市場への展開が期待される⾃動⾞や家電、建
材なども含め、様々な産業分野での製品（⽤途）開発を促進します。 

  
■ AOI-PARC の拠点機能やプロジェクトの成果を発信し、AOI フォーラム参画者を増加させるほ

か、拠点機能の強化、AOI 機構のコーディネート活動の充実や農業⽣産現場との連携などにより、
各コンソーシアムが取り組む研究開発の更なる増加と早期の事業化を図ります。 

 
 

 (3) 魅⼒ある暮らしの実現 
 

Plan → Do（取組状況）   
■ 市町等との連携により、⾸都圏で開催する全県規模の相談会や移住セミナー等において、⾸都圏

への通勤を続けながらゆとりある⽣活環境を得る暮らしの提案や、就職相談と連携した移住相談
機能の充実などに取り組んでいます。 

  
■ 沼津駅付近連続⽴体交差事業の早期完成を⽬指し、新⾞両基地における送電線鉄塔の移設補償⼯

事を進めています。また、沼津市の⾏う新貨物ターミナルの⽤地取得に協⼒するとともに⼯事着
⼿に向けた鉄道事業者との協議などを進めています。 

 
Check（評価） 
  

■ 移住相談件数は年々増加し、「移住相談窓⼝等を利⽤した県外から東部地域への移住者数（成果
指標）」は、2018 年度で 466 ⼈と、期待値を⼤きく上回って推移しており、取組は順調に進捗
しています。 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 
東部地域を移住希望先とする 
移住相談件数 208 件 922 件 1,097 件 1,109 件

   
■ 新貨物ターミナルの地権者の中にある⽣活環境への影響に対する不安を取り除き、連続⽴体交差

事業への理解を醸成していくことが必要です。また、都市内交通の円滑化や南北市街地の⼀体化
という事業⽬的に対する市⺠の理解の促進と、協働による新しいまちづくりについての意識の醸
成を図っていく必要があります。 

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 本県の多彩な中⼩企業等の魅⼒を⾸都圏でＰＲし、本県への就業を促進するとともに、移住に伴
う新たな住まい確保の費⽤などを⽀援する「移住・就業⽀援⾦制度」を最⼤限に活⽤しながら、
市町等と連携した「富⼠のふもと暮らし移住相談会」や、静岡県移住相談センター（東京）での
市町出張相談会の開催など、情報発信と相談機能の更なる充実に取り組みます。 

  
■ 新貨物ターミナルの⽤地取得後、速やかに⼯事に着⼿できるように、⼯事協定締結に向け、鉄道

事業者との協議などを着実に推進するとともに、新貨物ターミナル周辺の⽣活環境対策の検討を
進めます。また、市の⾏う中⼼市街地などのまちづくりに対する⽀援や、市街地再開発事業への
技術的な助⾔・指導を⾏います。 
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(4) 地域の魅⼒の向上と発信 
 

Plan → Do（取組状況）     
■ 富⼠登⼭の安全性・快適性の確保に向けた登⼭道の混雑状況の事前提供や安全誘導員の配置に取

り組んでいます。また、富⼠⼭の後世への継承の意識醸成に向け、富⼠⼭保全協⼒⾦制度の事前
周知や現地受付体制の強化による協⼒率の向上に取り組んでいます。加えて、静岡県富⼠⼭世界
遺産センターでは、富⼠⼭の普遍的価値についての各種調査研究を進め、研究成果に基づく展⽰
やセミナー等の各種事業を展開し、富⼠⼭の価値を学び再認識する機会を広く提供しています。

  
■ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック⾃転⾞競技本県開催の成功に向け、富⼠スピードウェ

イにおけるロードテストイベントの準備、組織委員会が策定する輸送運営計画や医療救護対策に
係る地元の課題と対応策の検討や情報共有、各市町における⾃転⾞体験会等を実施しています。
また、⼤会関係者、観客等が競技会場となる「⽇本サイクルスポーツセンター」へ安全かつ快適
に移動できるよう、バスのすれ違いができない箇所の道路拡幅や交差点改良、交差点の⽴体化に
よる渋滞解消・安全対策を集中的に実施しています。 

  

Check（評価） 
  

■ 静岡県富⼠⼭世界遺産センターにおいて、映像シアターでの新番組公開や企画展等の開催に加え、セ
ミナーや出前講座等を開催し、国内外へ魅⼒発信や誘客活動を通じて、「富⼠⼭世界遺産センター来館
者数（成果指標）」の⽬標値 30 万⼈を⼤きく上回る 45 万⼈の来館者を迎えることができました。 

  
■ 組織委員会と連携して年内に輸送計画を策定するほか、会場外での暑さ対策、救急医療体制等の検討

を進める必要があります。また、2018 年に県政インターネットモニターを対象に⾏ったアンケート
では「⾃転⾞競技に興味がない」との回答が 70.3％だったことから、より⼀層の機運の醸成に取り組
む必要があります。⼀⽅、⼤会競技会場へのアクセス道路の整備は、計画どおりに進捗しています。

  

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 富⼠⼭の顕著な普遍的価値についての各種調査研究を進め、研究成果に基づく各種展⽰の充実を
図るとともに、富⼠⼭周辺地域の関係施設等との連携強化により、地域資源の魅⼒度向上や情報
発信など来訪促進に向けた取組を展開します。 

  
■ ロードテストイベント等において、輸送や沿道観戦客対応、医療救護などについて様々な⾓度か

ら課題やリスクの検証を⾏い、⼤会本部に向けた準備を着実に進めていくとともに、⾃転⾞競技
会場周辺をはじめとする市町と⼀体となった機運の醸成を図っていきます。また、引き続き、東
京 2020 オリンピック・パラリンピック開催までの完成を⽬指し、道路整備の進捗を図ります。

  

 

(5) 多彩な交流の拡⼤ 
 

Plan → Do（取組状況）   
■ 新東名⾼速道路（厚⽊南 IC 御殿場 JCT 間）の早期開通を中⽇本⾼速道路株式会社に働きかけ

ています。 
 

Check（評価） 
  

■ 新東名⾼速道路（御殿場 JCT 浜松いなさＪＣＴ間）では、物流の効率化や東名リニューアル⼯
事等の際の安定的な交通確保に向け、６⾞線化事業に着⼿しています。道路ネットワークの安定
性・効率性の更なる向上のため、６⾞線化の早期供⽤と伊勢原⼤⼭ IC 御殿場 JCT 間の早期開
通が必要です。なお、2019 年３⽉に厚⽊南ＩＣ 伊勢原ＪＣＴ間が開通し、伊勢原⼤⼭ＩＣま
での区間についても 2020 年３⽉に開通しました。 

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 新東名⾼速道路（御殿場 JCT 浜松いなさ JCT 間）の⼀⽇も早い６⾞線化と伊勢原⼤⼭ IC 御
殿場 JCT 間の早期開通を中⽇本⾼速道路株式会社に働き掛けていくとともに、(仮称)御殿場 IC
へのアクセス道路の整備を⾏います。 
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３  中部地域   
 

  目 指 す 姿  

『空・海・陸のネットワークと豊かな歴史・⽂化で世界の⼈々が集う中枢都市圏』 
   
■ 世 界 に 開 か れ た 富 ⼠ ⼭ 静 岡 空 港 や 清 ⽔ 港 の 交 流 機 能 と 、そ れ ら を つ な ぐ ⾼ 規 格 道

路 に よ る 広 域 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク が 充 実 し 、 ⼀ 体 的 に 発 展 す る 地 域  
  

 
■ ⾷ 品 関 連 産 業 の 集 積 と 、 伝 統 的 な 技 術 を 活 か し た 地 域 企 業 の 競 争 ⼒ の 強 化 が 進

み 、 多 彩 な 産 業 が ⼒ 強 く 展 開 す る 地 域  
  

 
■ 歴 史 と 伝 統 が 息 づ く 本 県 の 中 ⼼ 地 と し て 、ま た 、学 術 、⽂ 化 芸 術 の 創 造 の 場 と し

て 、 洗 練 さ れ た 魅 ⼒ を 持 ち 、 国 内 外 か ら 多 く の 来 訪 者 が 集 う 地 域  
  

 
■ 雄 ⼤ な 南 ア ル プ ス の ⾃ 然 環 境 や ⼤ 井 川 流 域・牧 之 原 台 地 の 茶 園 景 観 の 下 、⾃ 然 と

共 ⽣ し 、 都 市 と 交 流 す る 美 し い ⽥ 園 を 形 成 す る 地 域  
  

 

  成 果 指 標 
 

成 果 指 標（ ※ ）  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区分 

富 ⼠ ⼭ 静 岡 空 港 の 利 ⽤ 者 数 （2016 年 度 ） 
61.1 万 人  

（2018 年 度 ）
71.4 万 人  

85 万人 Ｂ 
清 ⽔ 港 の ク ル ー ズ 船 に よ る
寄 港 ⼈ 数  

（2016 年） 
19,693 人 

（2018 年 ） 
48,783 人  

215,000 人 Ｃ 
フ ー ズ ・ サ イ エ ン ス ヒ ル ズ
プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 化 件 数  

（2013～2016 年度）
累 計 119 件  

（2018 年 度 ）
46 件  

（2018～2021 年 度 ）
累 計 120 件  

Ａ 

移 住 相 談 窓 ⼝ 等 を 利 ⽤ し た
県 外 か ら 中 部 地 域 へ の 移 住
者 数  

(現 ) 
（2014～2016 年度）

累 計 533 人  
(新 ) 

（2016 年 度 ） 
344 人  

（2018 年 度 ）
421 人  

(現 ) 
（2018～2021 年 度 ）

累 計 1,200 人  
(新 ) 

475 人  

Ａ 

※ 政策体系における「活動指標」を含みます。（「活動指標」もＡＢＣ評価に置き換えて表記しています） 
 

  主 な 取 組 
 

(1) 安全・安⼼な地域の形成 
 

Plan → Do（取組状況） 
  

■ ⼤規模な広域防災拠点としての富⼠⼭静岡空港の機能向上を図るため、空港⻄側⽤地に警察・消
防・⾃衛隊等応援部隊の活動拠点となる多⽬的⽤地５ヘクタールを整備し、本⽤地を活⽤して「緊
急消防援助隊中部ブロック合同訓練」を実施し、応援部隊（緊急消防援助隊）の受援体制の検証
を⾏いました。 

  
■ 県⽴総合病院に先端医学棟が整備され、⼿術室の拡充や放射線治療室の整備、最新鋭の医療機器

の導⼊等による⾼度医療の提供体制の充実が図られています。また、先端医学棟のリサーチサポ
ートセンターの整備に伴って客員研究員を 25 ⼈受け⼊れ、臨床研究体制の強化に取り組んでい
ます。 

 
Check（評価） 
  

■ ⼤規模な広域防災拠点として富⼠⼭静岡空港を活⽤するため、応援部隊航空機の駐機・給油、広
域医療搬送、⽀援物資の輸送等の機能を平時から維持・検証していくことが求められます。また、
引き続き、空港⻄側⽤地に整備した多⽬的⽤地において、応援部隊の受⼊を迅速かつ円滑にする
ための検証を⾏う必要があります。 
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■ 県⽴総合病院においては、⼈⼝減少や少⼦⾼齢化が急速に進⾏する中、今後の⻑期的な医療需要

の変化を⾒据え、地域の医療機関との機能分化及び連携に基づく医療提供体制の構築とともに、
持続可能な経営を確保していく必要があります。 

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 平常時から、訓練などを通じて応援部隊等との連携強化を図るとともに、多⽬的⽤地を活⽤した
応援部隊の進出・活動訓練を実施することで、応援部隊の受⼊態勢を検証し、富⼠⼭静岡空港の
⼤規模な広域防災拠点としての機能の向上を図ります。 

  
■ 静岡県⽴病院機構では、静岡県保健医療計画における６疾病５事業を念頭に、各病院が専⾨性を

活かしつつ、県⽴病院間や地域の医療機関との連携を強化して、病態に即した的確な医療を提供
します。また、「第３期中期計画」を策定し、⾼度専⾨医療の充実・強化を図るとともに、⾼齢
化の進⾏に伴う精神⾝体合併症患者の増加への対応、３病院間の連携による発達障害や移⾏期医
療への対応、県と連携した医師確保対策や社会健康医学の研究への協⼒など、新たな政策的な課
題にも取り組んでいきます。 

 
 

(2) 富をつくる産業の展開 
 

Plan → Do（取組状況） 
  

■ 中核⽀援機機関であるフーズ・サイエンスセンターにおいて、コーディネータ等が中⼼となり、
⾷品産業の振興と集積という⽬的のため機能性表⽰⾷品制度を活⽤した製品開発の⽀援、総合⾷
品学講座による⼈材育成、製品の販売促進等に継続して取り組んでいます。また、⼯業技術研究
所と協⼒して農林⽔産物を活⽤した化粧品素材等の開発を進めるなど、化成品・加⼯機械開発⽀
援を強化しています。 

  
■ 茶園、みかん園等の基盤整備の戦略的な事業化を推進するとともに、地域の中⼼となる経営体を

育成するため、経営規模拡⼤に向けたフォローアップを⾏っています。また、茶の国内外の需要
に対応するため、平坦地におけるドリンク原料茶の⽣産拡⼤の推進、中⼭間地域における有機栽
培やてん茶等の特⾊ある茶づくりの⽀援に取り組んでいます。 

  
■ ⽔産業の持続的発展を図るため、御前崎港で⽔揚げされる⾼鮮度サワラのブランド化とＳＮＳを

活⽤した流通体制の構築、⽔産加⼯業者への衛⽣管理指導、漁業⾼等学園の少⼈数教育による漁
業就業者の育成・確保、サクラエビの資源管理の強化に取り組んでいます。また、⽔産・海洋技
術研究所における⾼精度海況図の提供やＩＣＴによる⿂探データ等の活⽤に向けたシステムの
構築、焼津漁港の防波堤をねばり強い構造に改良する⼯事等を進めています。 

 
Check（評価） 
  

■ 「フーズ･サイエンスヒルズプロジェクト事業化件数（成果指標）」は、46 件と順調に推移しています。
⾷品関連産業の振興と集積という⽬的のため機能性表⽰⾷品の開発促進と成果品の販路開発の強化、
化成品や加⼯機械など拡⼤した⽀援領域における地域企業の事業化に向けた取組を促進し、事業化件
数の増加につなげていく必要があります。また、⾷料品・飲料等合計付加価値額は⾼い⽔準を維持し
ています。 

 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

⾷料品・飲料等合計付加価値額 8,378 億円 8,930 億円 8,747 億円 8,572 億円    
■ 茶園、みかん園等の基盤整備の進捗にあわせて、担い⼿への園地集積が進展しています。今後、農地

の集積・集約化の⼀層の推進や、⼤規模経営体育成の⽀援により、⽣産性の向上につなげる必要があ
ります。また、ドリンク原料茶の需要に対応した規模拡⼤と⽣産コスト低減対策、有機栽培やてん茶
など特⾊あるお茶づくりに適した加⼯機械・施設整備、⽣産体制や販売⽅法の改善に対する⽀援が必
要です。 

  
■ 地場⽔産物の消費拡⼤に向け、新規流通ルートの構築が必要です。また、漁業⾼等学園ではスクール

カウンセラーの導⼊等により中途退学者が減少し、卒業後の新規就業者数が前年度より増加しました。
また、サクラエビは、2018 年秋漁の商業操業が中⽌となり、2019 年春漁も極度の不漁となるなど資
源減少が著しく、より効果的な資源対策研究や継続的な取組が必要です。 

 
 
 

303



Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ フーズ・サイエンスセンターを中⼼に、機能性表⽰⾷品制度を活⽤した製品開発を促進します。
また、策定中の次期戦略計画に基づいた事業を展開していきます。 

  
■ 基盤整備地における農地中間管理事業を活⽤した担い⼿への農地集積・集約化を促進するほか、

優良品種への転換等を⽀援し、良質で特⾊ある農産物づくりを推進します。また、てん茶やドリ
ンク原料茶の⽣産に必要な機械・施設整備を⽀援するとともに、中⼭間地域では法⼈化や経営体
質の強化、特⾊あるお茶づくりの⽣産拡⼤を推進します。 

  
■ IT の活⽤や効率的な物流システムの構築による地場⽔産物の地場流通強化、漁業⾼等学園を核と

した質の⾼い新規就業者の確保、⽔産・海洋技術研究所におけるＡＩやＩＣＴの最新技術を活⽤
した⽔産資源の的確な把握や漁場予測技術の開発等を推進します。また、吉⽥漁港においては、
新鮮で安全・安⼼な⽔産物の更なる安定供給を図るため、流通加⼯施設の利⽤を促進するための
⽔産流通基地としての機能を強化します。 

 
 

 (3) 魅⼒ある暮らしの実現 
 

Plan → Do（取組状況）   
■ ⾸都圏・中京圏・関⻄圏で開催する全国フェアや移住セミナー等での情報発信の強化、就職相談との

連携による移住相談機能の充実、地域内企業の魅⼒発信や県外企業のサテライトオフィス誘致等によ
るライフステージに応じた働き⽅・暮らし⽅の提案に市町等と連携して取り組んでいます。 

 
Check（評価） 
  

■ 2018 年度の移住相談件数は 2017 年度から減少したものの、「移住相談窓⼝等を利⽤した県外か
ら中部地域への移住者数（成果指標）」は、2018 年度で 421 ⼈と、期待値を⼤きく上回って推
移しており、取組は順調に進捗しています。 
 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 
中部地域を移住希望先 
とする移住相談件数 804 件 1,718 件 2,588 件 2,436 件 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 市町等との連携により、引き続き、⾸都圏等で開催する全国フェアや移住セミナー等での情報発
信の強化、就職相談と連携した相談機能の充実に取り組むとともに、本県の中⼩企業の魅⼒発信
や、テレワーク、コワーキングスペース等の活⽤などにより、多様な働き⽅が可能な中部地域の
強みを PR し、今年度創設した移住・就業⽀援⾦を積極的に活⽤できる態勢を整備します。 

 
 

(4) 地域の魅⼒の向上と発信 
 

Plan → Do（取組状況）     
■ 東静岡駅南⼝県有地への「⽂化⼒の拠点」の形成に向け、導⼊機能、事業⼿法等の検討を進め、

2019 年３⽉に「施設整備に係る県⽅針」を取りまとめました。今年度は、事業計画案公募を通
じた⺠間事業者との対話の結果を踏まえ、まずは、⽼朽化が進み早急な建替えが必要となる県⽴
中央図書館の整備を、県が主体となって⾏う⽅針を固めるなど、拠点の早期形成に向けた取組を
進めています。 

  
■ 南アルプスの豊かな⾃然環境を保全するため、関係市町等との連携により、ニホンジカの管理捕獲や

防⿅柵の設置など、⾼⼭植物等の保護対策に取り組んでいます。また、リニア中央新幹線⼯事につい
ては、静岡県⾃然環境保全条例に基づき、万全な措置がなされるよう事業者に対策を求めています。

 
Check（評価） 
  

■ 「⽂化⼒の拠点」の形成に向けては、県⽴中央図書館整備の具体的な内容を固めるとともに、静
岡市との連携の観点も踏まえながら、東静岡駅南⼝県有地の活⽤を図っていくことが必要です。

   
■ ⾼⼭植物に対するニホンジカの⾷害対策として、⾼標⾼地の越冬地において捕獲を実施していま

す。平成 30 年度はこれまでの試験捕獲から管理捕獲に切り替え捕獲実績を伸ばし、被害防⽌に
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寄与しています。 

また、リニア中央新幹線⼯事により懸念される⾃然環境への影響や⼤井川の⽔資源の減少につい
ては、事業者に対し関係者が⼀丸となって具体的な対策を求めていくことが必要です。 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 
⾼⼭地域ニホンジカ管理捕獲状況 
（2017 年度まで試験捕獲） ２頭 17 頭 31 頭 53 頭 

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 東静岡駅南⼝県有地への新県⽴中央図書館の早期整備に向け、図書館整備の具体的内容を⽰した
施設整備計画を、県⺠の意⾒を反映した上で策定するなどの取組を進めていきます。また、静岡
市と連携し、駅南北が⼀体となった「⽂化とスポーツの殿堂」の形成に向けた検討を⾏うなど、
東静岡周辺地区整備を進めていきます。 

   
■ 南アルプスについては、ニホンジカの⾷害による⾼⼭植物群落の衰退等を防⽌する対策や、⾃然

公園等の適正利⽤を啓発する⼈材を育成し、良好な⾃然環境を維持していきます。また、リニア
中央新幹線に係る⼯事による⾃然環境への影響の回避⼜は低減、⼤井川の⽔資源の減少を回避す
るため、関係者と⼀体となって万全な措置がなされるよう、引き続き取り組みます。 

 

(5) 多彩な交流の拡⼤ 
 

Plan → Do（取組状況）   
■ 空港の利⽤促進を図るため、静岡県内及び就航先において、関係団体や航空会社等と連携し、様々

な働きかけなどを⾏っています。また、公共施設等運営権制度移⾏に伴い、県、運営権者、富⼠
⼭静岡空港利⽤促進協議会による「富⼠⼭静岡空港航空営業戦略会議」において戦略を共有し、
三者が連携して就航促進、利⽤促進等に取り組んでいます。 

  
■ 清⽔港において、景観・賑わい等に配慮した防潮堤や、クルーズ船社との連携によるクルーズターミ

ナルの整備を進めています。また、「清⽔みなとまちづくり公⺠連携協議会」を設⽴し、清⽔港及びそ
の周辺地域全体の⽬指す姿となる「グランドデザイン」を策定しました。リーディングプロジェクト
を進めるにあたり、プロジェクト毎に部会を設け、関係者間での協議を進めています。 

 
Check（評価） 
  

■ 出雲線、煙台線、北九州線の新規就航による路線数及び就航便数の拡充、国内既存路線の利⽤拡
⼤と国際線の⾼い搭乗率、並びにアクセスバス等の利⽤者数の増加により、「富⼠⼭静岡空港の
利⽤者数（成果指標）」は順調に進捗しています。利⽤件数が減少した教育旅⾏については、今
後の利⽤拡⼤に向けた取組が必要です。 

 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
路線数（夏ダイヤ期⾸） ９路線 13 路線 11 路線 11 路線 13 路線 
就航便数（夏ダイヤ期⾸） 63 往復/週 82 往復/週 80 往復/週 85 往復/週 91 往復/週
ｱｸｾｽﾊﾞｽ(静岡線、島⽥線)利⽤者数 64,883 ⼈ 82,358 ⼈ 91,310 ⼈ 107,446⼈ 114,768⼈ 

  
■ 「清⽔港のクルーズ船による寄港⼈数（成果指標）」は、クルーズ船社における旅⾏商品の造成

戦略の影響等により清⽔港への寄港数が減少したことから、⼀層の誘致活動推進が必要です。今
後、みなとまちづくりを推進するためには、“みなと”と“まち”を⼀つの資産とみなし、これを最⼤
限に活⽤し、地域を活性化させる必要があります。また、⺠間投資を誘発させるためには、クル
ーズターミナル等の先⾏する公共投資を着実に推進していくことが求められます。 

 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 
清⽔港へのクルーズ船寄港 15 11 18 38 33   

Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 「富⼠⼭静岡空港を利⽤した教育旅⾏数」を増やすため、静岡県内に加え中部横断⾃動⾞道の開
通を⾒据え、⼭梨県や⻑野県南部まで営業対象を広げた利⽤促進などに取り組みます。 

  
■ 「清⽔みなとまちづくり公⺠連携協議会」が描く、清⽔港及びその周辺地域全体の⽬指す姿とな

る「グランドデザイン」の実現に向け、地域ぐるみ社会総がかりで取り組みます。また、国と連
携し、クルーズ船に対応した岸壁整備等を推進するとともに、クルーズ船社ゲンティン⾹港と連
携し、税関、出⼊国管理、検疫といったＣＩＱ機能付の旅客ターミナルの完成を⽬指します。  
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４  ⻄部地域   
 

  目 指 す 姿  

『世界ﾄｯﾌﾟｸﾗｽの技術と豊かな⾃然の恵みで新たな価値を⽣み出す創造都市圏』 
   
■ 光・電 ⼦ 技 術 関 連 産 業 の 集 積 と 、次 世 代 産 業 の 形 成 、地 域 企 業 の 新 成 ⻑ 分 野 へ の

参 ⼊ が 進 み 、 多 彩 な 産 業 が 展 開 す る 地 域  
  

 
■ 品 質 の ⾼ い 農 産 物 の ⽣ 産 が 拡 ⼤ す る と と も に 、企 業 的 経 営 を 実 践 す る 農 業 経 営 体

が 数 多 く 活 躍 し 、 地 域 の 農 業 が 持 続 的 に 発 展 す る 地 域  
  

 
■ 美 し い 浜 名 湖 、多 彩 な ⽂ 化 、豊 富 な ⾷ 材 や 花 を は じ め と す る 地 域 の 魅 ⼒ が ⾼ ま り 、

⽂ 化 ・ 観 光 ・ ス ポ ー ツ 等 の 多 様 な 交 流 が 活 発 に ⾏ わ れ る 地 域  
  

 
■ 産 業 や ⽂ 化 の 多 様 性 を 育 み な が ら 、こ れ を 交 流・⾰ 新 の 源 泉 と し て 、新 た な 価 値

を 創 造 し 、 ⼒ 強 く 発 展 す る 地 域  
  

 

  成 果 指 標 
 

成 果 指 標（ ※ ）  基 準 値  現 状 値  目 標 値  区分 

フ ォ ト ン バ レ ー プ ロ ジ ェ ク
ト 事 業 化 件 数  

（2013～2016 年度）
累 計 44 件  

（2018 年 度 ） 
9 件  

（2018～2021 年度）
累 計 64 件  

Ｃ 

⻄ 部 地 域 の 農 業 産 出 額  （2015 年） 
1,118 億円 

（2018 年 ） 
2020 年 ４月  

公 表 予 定  
1,216 億円 － 

⻄ 部 地 域 の 宿 泊 客 数  （2016 年 度 ） 
368.1 万 人  

（2018 年 度 ） 
369.3 万 人  

420 万 人  Ｃ 

移 住 相 談 窓 ⼝ 等 を 利 ⽤ し た
県 外 か ら ⻄ 部 地 域 へ の 移 住
者 数  

(現 ) 
（2014～2016 年度）

累 計 225 人  
(新 ) 

（2016 年度） 
123 人  

（2018 年度） 
272 人  

(現 ) 
（2018～2021 年度）

累 計 500 人  
(新 ) 

305 人  

Ａ 

※ 政策体系における「活動指標」を含みます。（「活動指標」もＡＢＣ評価に置き換えて表記しています） 
 

  主 な 取 組 
 

(1) 安全・安⼼な地域の形成 
 

Plan → Do（取組状況） 
  

■ 津波等による被害の軽減を図るため、浜松市沿岸域防潮堤の整備を進めています。また、中東遠
地域では、塩害等により枯損した海岸防災林において、市が実施する嵩上げと連動して海岸防災
林の再整備を⾏うなど、地域の特性に応じた津波対策を実施しています。特に、市が実施する嵩
上げ（静岡モデル防潮堤）に対して、県等が⾏う他事業との連携や、公共事業から発⽣する⼟砂
を活⽤することなどにより⽀援しています。 

   
■ 浜岡原⼦⼒発電所の安全対策の徹底を事業者に求めるとともに、同発電所の安全に係る情報を分

かりやすく提供する原⼦⼒の広報に取り組んでいます。また、浜岡地域原⼦⼒災害広域避難計画
（県避難計画）の随時修正、原⼦⼒災害対策重点区域に含まれる市町の計画の策定⽀援、原⼦⼒
防災訓練の実施、原⼦⼒防災資機材の整備に取り組んでいます。 

 
Check（評価） 
  

■ 浜松市沿岸域防潮堤の整備については、引き続き整備を進め、2019 年度末の完成を⽬指します。
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中東遠地域等における、静岡モデル防潮堤の整備については、不⾜する⼟砂を確保するため、県
事業や新東名６⾞線化事業等で発⽣する⼟砂を受け⼊れ、整備を促進するとともに、国との合意
を踏まえ、海岸防災林が枯損していない区間を含めた全体計画を作成する必要があります。 

   
■ 避難先との調整等を完了しておらず、避難計画策定中の市町に対して、引き続き策定作業への⽀

援が必要です。また、県や市町の避難計画の実効性を向上させるため、放射線防護施設や原⼦⼒
防災資機材の整備を着実に実施しています。原⼦⼒の広報については、原⼦⼒防災センターに約
2,500 ⼈の⾒学者を受け⼊れるなどの成果がありましたが、県⺠の理解と関⼼を⾼めるために更
なる充実が求められます。 

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 中東遠地域等では、静岡モデル防潮堤の整備に要する⼟砂の確保が必要不可⽋なため、県は、引
き続き近隣の公共事業で発⽣する⼟砂について広く情報収集を⾏い、⼟砂の確保等の⽀援を実施
するとともに、海岸防災林が枯損していない区間も含めた全体計画により再整備を⾏います。 

  
■ 事業者による原⼦⼒発電所の安全対策・情報公開の徹底を図るとともに、原⼦⼒防災訓練の実施

や原⼦⼒防災資機材の整備等により広域避難計画の実効性向上を進めます。また、原⼦⼒防災セ
ンターの⾒学者の増加を図るなど、原⼦⼒広報に積極的に取り組みます。 

 
 

(2) 富をつくる産業の展開 
 

Plan → Do（取組状況） 
  

■ 中核⽀援機関であるフォトンバレーセンターにおいて、ビジネスマッチング、光・電⼦技術の利
活⽤セミナー、展⽰会への出展、光・電⼦技術の導⼊・活⽤への助成などに産学官⾦が連携して
取り組んでいます。また、⼤学などの知⾒等を活⽤した地域企業の課題解決を⽀援する新たな仕
組み「Ａ－ＳＡＰ」（エイサップ）を進めています。 

  
■ 次世代⾃動⾞や航空宇宙などの成⻑産業分野へ新たに参⼊する企業等に対し、啓発・技術相談か

ら研究開発、事業化や販路開拓までの⼀貫した⽀援に取り組んでいます。特に次世代⾃動⾞につ
いては、次世代⾃動⾞センターを中⼼に産学官が連携して、地域企業の参⼊を⽀援しているほか、
⾃動⾞産業から新たな成⻑分野に⼆次創業を⽬指す企業に対しても、既存のプラットフォームを
活⽤し、⽀援を進めています。 

  
■ ⽣産基盤整備と併せて、みかんや野菜の集出荷場整備や、⽔⽥裏作としての野菜の⽣産拡⼤を⽀

援するとともに、農地中間管理事業等の活⽤により担い⼿への⾯的集積の取組を進めています。
また、県⽴農林環境専⾨職⼤学の 2020 年４⽉の開学に向け、⼤学の運営に関する諸規程の整備
や学⽣募集、校舎等の施設整備など、ソフト・ハードの両⾯で準備を進めています。 

 
Check（評価） 
  

■ フォトンバレープロジェクトでは、試作品開発⽀援件数は 15 件と順調に推移していますが、「フ
ォトンバレープロジェクト事業化件数（成果指標）」については、事業化に⾄るまでに販路開拓
が必要といった理由により、9 件に留まったため、より⼀層の推進が必要です。中⼩企業の試作
品開発の⾼度化と開発期間の短縮等により、中⼩企業のリスクや負担の最⼩化を図るため、今後
も引き続き、フォトンバレーセンターを中⼼に、光・電⼦技術に関する地域企業の研究開発から
事業化、販路開拓までを切れ⽬なく⽀援していく必要があります。 

  
■ 次世代⾃動⾞分野や航空宇宙分野の経営⾰新計画新規承認件数は⼀定の規模を維持しており、地

域企業の成⻑産業分野への参⼊や事業拡⼤は順調に進んでいます。 
  

■ 「⻄部地域の農業産出額（成果指標）」は、2016 年の 1,155 億円から 2017 年の 1,143 億円と
なり、取組の⼀層の推進が求められます。⻄部地域の⾼いブランド⼒をもつ野菜や果樹等の⾸都
圏での流通を拡⼤するため、⽣産性向上と規模拡⼤、新たな担い⼿の確保のほか、茶の国内外の
需要に対応するため、茶⽣産・流通の構造改⾰が必要です。 

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ フォトンバレープロジェクトについては、2018 年度から開始した⼤学などの知⾒等を活⽤した
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地域企業の課題解決を⽀援する新たな仕組み「Ａ－SAP」（エイサップ）を⽤いて、より効率的・
効果的な事業運⽤を図り、地域企業のあらゆる産業分野における光・電⼦技術の活⽤に向け成功
事例を積み上げていきます。 

  
■ 次世代⾃動⾞センターを中⼼に産業界や関係機関と連携しながら、EV 化や⾃動⾞の IoT 化等に

よる新たなモビリティサービスに対応する地域企業を⽀援するほか、⾃動運転においては、地域
交通の維持や地域の課題解決の視点を踏まえて実証実験などを⾏います。また、⾃動⾞産業から
新たに成⻑産業に⼆次創業を⽬指す取組を⽀援します。航空宇宙分野については、設備投資や⼈
材育成に対する助成、コーディネータによる参⼊企業のサポートなどにより、参⼊促進や事業拡
⼤を積極的に⽀援します。 

  
■ みかんや野菜の集出荷施設の整備と農地集積による規模拡⼤、茶の農地集積等による規模拡⼤と

需要の拡⼤に応じた⽣産の強化、⽔⽥における野菜等との複合経営化などを進めます。また、県
⽴農林環境専⾨職⼤学の円滑な運営に努めるとともに、引き続き校舎等の施設整備を進めていき
ます。 

 
  

 (3) 魅⼒ある暮らしの実現 
 

Plan → Do（取組状況）   
■ 市町等と連携した⾸都圏、中京圏、関⻄圏で開催する移住・定住の全国フェア、移住セミナー等

での情報発信の強化、就職相談と連携した相談機能の充実に取り組むとともに、市町間を跨ぐ現
地案内の実施など、広域的な受⼊態勢の整備に取り組んでいます。 

 
Check（評価） 
  

■ 移住相談件数は年々増加し、「移住相談窓⼝等を利⽤した県外から⻄部地域への移住者数（成果
指標）」についても、2018 年度で 272 ⼈と期待値を⼤きく上回って推移しており、取組は順調
に進捗しています。また、複数の市町による広域移住体験ツアーの実施に加え、中京圏の全国フ
ェアにおいて、⻄部地域の全市町で出展を計画するなど、広域的な受⼊態勢の整備は順調に進捗
しています。 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 
⻄部地域を移住希望先とす
る移住相談件数 174 件 361 件 901 件 1,118 件 

  
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 本県の多彩な中⼩企業等の魅⼒を⾸都圏等で PR し、本県への就業を促進するとともに、移住に
伴う新たな住まい確保の費⽤などを⽀援する「移住・就業⽀援⾦制度」を最⼤限に活⽤しながら、
⻄部地域の強みである「仕事」を地域全体で打ち出すことで、移住者数の増加に取り組みます。
加えて、市町で連携した「いい街発⾒！地⽅の暮らしフェア」出展や、静岡県移住相談センター
（東京）での市町出張移住相談会の開催、広域移住体験ツアーの開催等、⻄部地域として相乗効
果を⽣み出す魅⼒発信に取り組みます。 

 
 

(4) 地域の魅⼒の向上と発信 
 

Plan → Do（取組状況） 
  

■ ラグビーワールドカップ 2019 の本県開催の成功に向け、⼤会会場となるエコパスタジアムの整備、
⼤会公式ボランティアの配置決定・研修、交通輸送、警備等の計画に沿った実施や、カウントダウン
イベント等の開催による機運醸成に取り組みました。また、ラグビー⽂化の醸成に向け、⼩学⽣世代
へのタグラグビーの普及や⼩中学⽣を対象としたラグビー授業の実施、ラグビーワールドカップ 2019
本県開催試合への⼩中⾼⽣の観戦招待のほか、⻄部地域の⼤学⽣等との連携による若者や⼥性ファン
の拡⼤に向けた学⽣⽬線での広報等に取り組みました。 

 
Check（評価） 
  

■ エコパスタジアム開催４試合では、観客数は⾸都圏開催（東京都・横浜市）を除く地⽅開催の 31
試合のうち、ベスト４を独占しました。また、ファンゾーン、エコパ周辺おもてなしエリア等に
は、国内外から多くの観戦客が訪れ、観光や県産品など本県の豊富で多彩な魅⼒を国内外にＰＲ
することができました。さらに、⼩中⾼⽣の観戦招待では、25,000 ⼈もの⼦ども達がスタジア
ムでの熱戦と感動を体感しました。この他、機運醸成イベントの開催やラグビーの普及、ファン
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層の拡⼤などに努めた結果、ラグビーファンクラブの加⼊促進やラグビーワールドカップ 2019
の本県開催に関する県⺠の認知度向上につながりました。  

参考指標 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度
ラグビーファンクラブ 

会員数 
－ 8,894 ⼈ 17,779 ⼈ 26,079 ⼈ 

2020 年 4 ⽉
公表予定

ラグビーワールドカップ
2019 本県開催の認知度 

41.7％ 62.0％ 71.8％ 77.8% 86.7% 

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 引き続き、ラグビーの競技⼈⼝を拡⼤しファンの裾野を広げるための取組を進めるとともに、ラ
グビーワールドカップ 2019 を契機として設⽴された総合型スポーツクラブへの⽀援などを通じ
て、ラグビーワールドカップの本県開催により培われたラグビー⽂化などのレガシーを継承する
ための取組を進めます。 

 

 (5) 多彩な交流の拡⼤ 
 

Plan → Do（取組状況） 
 

■ 舘⼭寺や弁天島などの温泉地、浜名湖周辺地域で楽しめる海⽔浴やマリンスポーツ、奥浜名湖の
歴史・⽂化資源など、⻄部地域ならではの観光資源を活⽤した旅⾏商品づくりを促進するととも
に、デスティネーションキャンペーンなどの機会を⽣かし、商品のＰＲを⾏っています。 

  
■ ⼤規模災害時においても御前崎港の港湾物流施設の被害軽減と機能の早期回復が図られるよう、

防波堤を「粘り強い」構造に改良しています。また、官⺠連携により、荷主企業等に対するセミ
ナーや視察会等のポートマーケティング活動を実施し、利⽤促進を図っています。 

   
■ 三遠南信⾃動⾞道の佐久間道路（佐久間川合 IC 東栄 IC 間）の早期開通とその他の区間の事業

推進を国に働きかけています。また、東名⾼速道路三ヶ⽇ JCT と三河港を結ぶ浜松三ヶ⽇・豊橋
道路（仮称）について、早期事業化に向けて調査を推進することを国に働きかけています。 

 
Check（評価） 
  

■ 「⻄部地域の宿泊客数（成果指標）」は、近年、約 360 万⼈程度で推移しており、地域の宿泊事
業者が抱える⼈⼿不⾜の問題がその背景の⼀つとなっていることから、地域の魅⼒のＰＲととも
に、観光産業を担う⼈材の確保が課題となっています。また、地域連携ＤＭＯである「浜松・浜
名湖地域ツーリズムビューロー」が取り組む地域ならではの商品企画等を⽀援するとともに、県
域ＤＭＯ「静岡ツーリズムビューロー（ＴＳＪ）」が海外から取り込む訪⽇需要に係る受⼊態勢
の構築⽀援が必要です。 

  
 

■ 2018 年度の御前崎港のコンテナ貨物取扱量は約 4.5 万 TEU で前年度⽐ 32.2%増と⼤幅に増加
しており、利⽤促進の取組の効果が現れています。 

 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
御前崎港のコンテナ貨物
取扱量（単位：TEU） 31,565 27,281 24,306 34,255 45,270 

 
   

■ 2019 年３⽉に佐久間道路が開通しており、2019 年度からは⽔窪佐久間道路が新規事業化され
ました。また、三遠南信地域では、県境を越えた市町村主体の広域的な連携が進んでおり、その
基盤となる南北軸の道路の早期開通が必要です。 

 
Action（改善・2020 年度の取組⽅針） 
  

■ 地域連携ＤＭＯ「浜松・浜名湖地域ツーリズムビューロー」を中⼼に観光地域づくりが推進され
るよう、静岡ツーリズムビューロー（TSJ）を通じて、中核⼈材の育成や外国⼈旅⾏者のニーズ
を捉えた商品づくりへの助⾔等の⽀援を⾏います。また、三遠南信地域の交流⼈⼝の拡⼤に向け、
同地域のマラソン⼤会を巡る「マラソンスタンプラリー」の実施やサイクルコースづくり等の検
討を進めるほか、中⼩宿泊事業者の雇⽤改善に向けては、県が設置するコーディネーターによる
雇⽤⽀援や若⼿従業員の資質向上等に向けた研修会の開催⽀援などにより、地域の宿泊事業者が
⾏う⼈材確保や従業員の定着促進に向けた取組を⽀援していきます。 

  
■ 御前崎港の物流機能の強化を図るため、引き続き、防波堤の改良を進めるとともに、更なる利⽤

促進を図るため、効果的なポートマーケティング活動を継続していきます。 
  

■ 南北軸となる三遠南信⾃動⾞道の⻘崩峠道路、三遠道路（東栄 IC 鳳来峡 IC 間）及び⽔窪佐久
間道路の事業推進及び浜松三ヶ⽇・豊橋道路（仮称）の調査推進を関係市町と連携して国に働き
かけます。 
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政策 １  命を守る安全な地域づくり

成
果

災害対策本部運営訓練実施
市町数

災害対策本部運営訓練を実施した市町数
（県危機対策課調査）

（2016年度）
28市町

（2018年度）
35市町

毎年度
全市町

目標値
以上

成
果

地域防災訓練参加率
県人口に対する地域防災訓練の参加者数の割合
（県危機対策課調査）

（2016年度）
20.7％

（2018年度）
20.6％

25％
基準値
以下

（2016年度） （2018年度）

県 100％ 県 100％

市町 100％ 市町 100％

（2016年度） （2018年度）

1回 1回

活
動

防災協定締結事業者との連絡
体制確認実施率

防災協定締結事業者に対し、電話番号、担当者名等
の連絡窓口の確認を実施した割合
（県危機政策課調査）

―
（2018年度）

100％
毎年度
100％

○

活
動

福祉避難所運営マニュアル策
定市町数

「福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」、「市町
福祉避難所設置・運営マニュアル（県モデル）」に基づ
き、「福祉避難所運営マニュアル」を策定した市町数
（県健康福祉部健康福祉政策課調査）

（2016年度）
20市町

（2018年度）
24市町

全市町 ●

活
動

静岡ＤＭAＴ関連研修実施回
数

「静岡ＤＭAＴ隊員養成研修」、「静岡ＤＭAＴロジス
ティック研修」の実施回数
(地域医療課調査)

（2016年度）
3回

（2018年度）
2回

毎年度
2回

○

活
動

ふじのくに防災学講座受講者
数

自然災害や防災に対する理解を深める「ふじのくに防
災学講座」の受講者数
（県危機情報課調査）

（2013～2016年度）
累計3,389人

（2018年度）
855人

（2018～2021年度）
累計4,400人

○

活
動

市町本部運営訓練を県と協働
で実施した市町数

市町本部運営訓練を県と協働で実施した市町数
（県危機政策課調査）

（2016年度）
4市町

（2018年度）
6市町

毎年度
8市町

●

活
動

県の火災予防・住宅用火災警
報器キャンペーン実施回数

県と消防本部が協働で実施する火災予防・住宅用火
災警報器設置促進キャンペーンの実施回数
（県消防保安課調査）

（2016年度）
10回

（2018年度）
20回

16回 ◎

活
動

企業との連携により防災情報
誌を配布した世帯の割合

県内全世帯数に対し、企業との連携により、防災タウ
ンページ等の防災情報誌を配布した世帯数の割合
（県危機情報課調査）

（2016年度）
51.5％

（2018年度）
100％

毎年度
100％

○

活
動

防災に関する知事認証取得者
数

防災に関する知事認証（ふじのくに防災フェロー、ふじ
のくに防災士、ふじのくに防災マイスター、ふじのくに
ジュニア防災士等）の取得者数
（県危機情報課調査）

（2013～2016年度）
累計9,001人

（2018年度）
4,463人

（2018～2021年度）
累計9,000人

◎

活
動

地域防災人材バンク登録者数
「地域防災人材バンク」の各年度時点の登録者数
（県危機情報課調査）

（2016年度）
286人

（2018年度）
332人

440人 ○

活
動

地域防災力強化人材育成研
修修了者数

県地震防災センターを拠点に実施する「地域防災力
強化人材育成研修」のコース修了者数
（県危機情報課調査）

（2013～2016年度）
累計12,144人

（2018年度）
5,428人

（2018～2021年度）
累計12,000人

◎

成
果

住宅の耐震化率
県内の居住世帯のある住宅戸数に対する耐震性のあ
る住宅戸数の割合
（総務省「住宅・土地統計調査」）

（2013年）
82.4％

（2018年度）
2020年8月
公表予定

（2020年度）
95％

-

成
果

多数の者が利用する特定建築
物の耐震化率

多数の者が利用する特定建築物（３階以上かつ延べ
面積が1,000㎡以上の学校、病院、百貨店等）数に
対する耐震性のある建築物数の割合
(県建築安全推進課調査）

（2016年度）
90.3％

（2018年度）
92.1％

（2020年度）
95％

B

成
果

津波避難施設の充足率
津波避難区域の居住者数に対する津波避難施設へ
の避難可能者数の割合
（県危機情報課調査）

（2016年度）
88.0％

（2018年度）
91.6％

（2022年度）
100％

B

成
果

風水害からの逃げ遅れによる
死者数

大雨・洪水・高潮等からの逃げ遅れに起因する人的
被害（死者数）の状況（事故死・関連死等除く）
（県河川企画課、河川海岸整備課調査）

（2016年度）
0人

（2018年度）
0人

毎年度
0人

目標値
以上

成
果

土砂災害からの逃げ遅れによ
る死者数

土石流、地すべり、がけ崩れ等からの逃げ遅れに起因
する人的被害（死者数）の状況（事故死・関連死等除
く）
（県砂防課調査）

（2016年度）
0人

（2018年度）
0人

毎年度
0人

目標値
以上

活
動

地震・津波対策アクションプロ
グラムにおける目標を達成した
アクションの割合

「地震・津波対策アクションプログラム2013」のすべて
のアクションに対する目標を達成したアクションの割合
（県危機政策課調査）

（2016年度）
33％

（2018年度）
41.5％

（2022年度）
100％

◎

活
動

計画事業が完了したふじのくに
フロンティア推進区域の割合

ふじのくにフロンティア推進区域のうち、指定時の計画
事業がすべて完了した区域の割合
（県総合政策課調査）

（2017年度）
32％

（2018年度）
43％

（2022年度）
100％

○

活
動

耐震化未実施の木造住宅に
対する戸別訪問等実施戸数

耐震化未実施の木造住宅に対し、戸別訪問やダイレ
クトメールによる周知・啓発活動を実施した戸数
（県建築安全推進課調査）

（2013～2016年度）
累計57,048戸

（2018年度）
17,262戸

（2018～2021年度）
累計56,000戸

○

活
動

耐震化未実施の多数の者が
利用する特定建築物の所有
者に対する指導回数

耐震化未実施の多数の者が利用する特定建築物（3
階以上かつ延べ面積が1,000㎡以上の学校、病院、
百貨店等）の民間所有者に対し、戸別訪問、通知、電
話等により指導を実施した回数
(県建築安全推進課調査）

（2013～2016年度）
累計2,178回

（2018年度）
780回

（2018～2021年度）
累計3,000回

○

活
動

重要路線等にある橋梁の耐震
化率（橋梁数）

緊急輸送路や緊急輸送路以外の重要路線等にある
橋長15m以上かつ古い基準を適用した橋梁のうち、
耐震対策を実施した橋梁の割合（橋梁数）
（県道路整備課調査）

（2016年度）
63％

（363橋）

（2018年度）
73％

（422橋）

（2022年度）
100％

（576橋）
○

(1) 地震・津波・
火山災害対
策

(2) 地域防災力
の強化

2 防災・減災対策
の強化

○
毎年度

1回
活
動

市町、応援部隊等関係機関と
の連携による訓練実施回数

市町、警察・消防・自衛隊、ライフライン事業者、災害
時応援協定締結先等と県との連携による各種訓練の
実施回数
（県危機対策課調査）

○
毎年度
100％

活
動

危機事案発生の認知から対応
する体制を60分以内に確立し
た割合

危機事案（気象警報等の発表を含む）が発生した場
合に、その発生回数に対し、県、対象となる市町が、
発生の認知から、災害対策本部の設置等の対応する
体制を、60分以内に確立した回数の割合
（県危機政策課調査）

1 危機管理体制の
強化

(1) 危機事案対
応能力の強
化

現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

311



現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

活
動

沿岸21市町における津波避難
訓練参加者数

沿岸21市町において行われた津波避難訓練の参加
者数
（県危機対策課調査）

（2016年度）
121,559人

（2018年度）
118,341人

(2022年度)
13万人以上

●

活
動

地域の合意形成に基づく津波
対策施設（海岸）の整備率（延
長）

第4次地震被害想定におけるレベル１の津波に対し、
防護が必要な海岸（290.8km）のうち、地域の合意形
成に基づく高さを満たす施設（海岸堤防）を整備した
割合（延長）
（県河川企画課調査）

（2016年度）
59％

（170.4km）

（2018年度）
66％

（191.1km）

（2022年度）
68％

（197.0km）
◎

活
動

地域の合意形成に基づく津波
対策施設（河川）の整備率（河
川数）

第4次地震被害想定におけるレベル１の津波に対し、
防護が必要な河川（91河川）のうち、地域の合意形成
に基づく高さを満たす施設（堤防、水門）を整備した割
合（河川数）
（県河川企画課調査）

（2016年度）
27％

（25河川）

（2018年度）
34％

（31河川）

（2022年度）
36％

（33河川）
◎

活
動

静岡モデル防潮堤の整備率
（延長）

静岡モデルによる津波対策施設（防潮堤）の計画延
長（56.7km）に対して整備した割合（延長）
（県河川企画課調査）

（2016年度）
15％

（8.8km）

（2018年度）
29％

（16.7km）

（2022年度）
55％

（31.7km）
○

活
動

富士山の噴火対策の対象とな
る市町・気象庁等14機関の防
災訓練参加率

富士山の噴火に備えた防災訓練への市町・気象庁等
14機関の参加割合
（県危機情報課調査）

（2016年度）
100％

（2018年度）
100％

毎年度
100％

○

活
動

河川整備計画に位置付けた主
要箇所整備延長

河川整備計画に位置付けた主要な整備箇所
130.3kmのうち、整備が完了した延長
（県河川海岸整備課調査）

（2016年度）
39.5km

（2018年度）
45.4km

52.8km ○

（2016年度） （2018年度）

100％ 100％ 100％

（20.8km） （20.8km） （20.8km）

活
動

土砂災害防止施設整備箇所
数

土砂災害危険箇所における土砂災害防止施設の整
備箇所数
（県砂防課調査）

（2016年度まで）
累計1,810箇所

（2018年度まで）
累計1,849箇所

累計1,899箇所 ○

活
動

山地災害危険地区の整備地
区数

山地災害危険地区における治山事業により整備した
地区数
（県森林保全課調査）

（2016年度まで）
累計4,070地区

（2018年度まで）
累計4,080地区

累計4,095地区 ○

活
動

最大クラスの洪水・高潮による
浸水想定区域図作成数

県が管理する519河川・3沿岸における最大クラスの
洪水・高潮による浸水想定区域図の作成数
（県河川企画課調査）

（2016年度）
0河川
0沿岸

（2018年度）
43河川
0沿岸

（現）
46河川
2沿岸
（新）

519河川
2沿岸

○

活
動

土砂災害警戒区域指定箇所
数

土砂災害危険箇所における土砂災害防止法に規定
された土砂災害警戒区域の指定箇所数
（県砂防課調査）

（2016年度まで）
累計14,330箇所

（2018年度まで）
累計16,779箇所

（2019年度まで）
累計18,581箇所

○

活
動

風水害・土砂災害訓練実施市
町数

風水害、土砂災害に対する避難等の訓練を実施した
市町数
（県危機対策課調査）

（2016年度）
風水害　  19市町
土砂災害 34市町

（2018年度）
風水害　  22市町
土砂災害 34市町

毎年度
全市町

●

活
動

浜岡原子力発電所の津波対
策工事等の点検実施回数

浜岡原子力発電所の津波対策等の安全対策工事の
点検等への立会い実施回数
（県原子力安全対策課調査）

（2016年度）
15回

（2018年度）
9回

毎年度
12回以上

●

活
動

原子力災害対策重点区域に
おける広域避難計画策定市町
数

原子力災害対策重点区域11市町のうち、広域避難
計画を策定した市町数
（県原子力安全対策課調査）

（2016年度）
1市

（2018年度）
7市町

(現)
（2018年度）

対象全11市町
（新）

対象全11市町

●

活
動

原子力防災訓練実施回数
県の原子力防災訓練の実施回数
（県原子力安全対策課調査）

（2016年度）
1回

（2018年度）
1回

毎年度
1回以上

○

活
動

防災・原子力学術会議（原子
力分科会）開催回数

静岡県防災・原子力学術会議（原子力分科会）の開
催回数
（県原子力安全対策課調査）

（2016年度）
1回

（2018年度）
1回

毎年度
1回以上

○

活
動

国民保護事案を想定した訓練
実施回数

武力攻撃事態等の国民保護事案を想定した県の訓
練の実施回数
（県危機対策課調査）

（2016年度）
1回

（2018年度）
1回

毎年度
1回以上

○

活
動

国民保護の情報伝達定期訓
練参加率

国民保護の情報伝達訓練として毎月実施するEm-
Net・J-ALERTの情報伝達訓練に市町が参加した割
合
（県危機政策課調査）

―
（2018年度）

100％
毎年度
100％

○

活
動

新興感染症・再興感染症対応
訓練開催回数

新型インフルエンザやエボラ出血熱などの新興感染
症・再興感染症の発生に対応した県の訓練の開催回
数
（県健康福祉部政策監、疾病対策課調査）

（2017年度）
1回

（2019年度）
3回

毎年度
2回

◎

成
果

刑法犯認知件数
警察が発生を認知した刑法犯の件数
（県警察本部調査「静岡県の犯罪」）

（2016年）
22,097件

（2018年）
19,659件

20,000件以下
目標値
以上

成
果

交通人身事故の年間発生件
数

道路上で車両等の交通によって起きた人の死亡また
は負傷を伴う事故の発生件数
（県警察本部調査「交通年鑑」）

（2016年）
31,518件

（2018年）
28,402件

30,000件以下
目標値
以上

成
果

交通事故の年間死者数
交通事故による死者数
（県警察本部調査「交通年鑑」）

（2016年）
137人

（2018年）
104人

100人以下 A

成
果

消費生活相談における被害額
県民生活センターで受け付けた相談において、消費
者が事業者に支払ったと言った金額の平均額
（ＰＩＯ－ＮＥＴデータから県県民生活課算出）

（2016年度）
474千円

（2018年度）
783千円

380千円以下
基準値
以下

成
果

人口10万人当たりの食品を原
因とする健康被害者数

人口10万人当たりの、食中毒患者数、健康食品によ
る健康被害者数、異物混入による健康被害者数
(県衛生課調査）

（2016年度）
34.5人

（2018年度）
29.6人

毎年度
10人以下

C

3 安全な生活と交
通の確保

(3) 原子力発電
所の安全対
策

(4) 国民保護・
様々な危機
への対応

○
活
動

侵食が著しい海岸における防
護に必要な浜幅を確保してい
る割合（海岸線の延長）

侵食が著しい海岸において、波浪の防護効果を維持
するために必要な浜幅を確保している海岸線の割合
（延長）
（県河川海岸整備課調査）

(2) 風水害・土
砂災害対策
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現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

活
動

防犯まちづくり講座受講者数

地域の防犯リーダーを対象とし、防犯まちづくりに関す
る幅広い知識を習得する機会を提供する「防犯まちづ
くり講座」の受講者数
（県くらし交通安全課調査）

（2016年度）
142人

（2018年度）
199人

（現）
180人
（新）

毎年度180人

◎

活
動

防犯まちづくりニュース発行回
数

時機をとらえた防犯まちづくりに役立つ各種の情報や、
取組事例を紹介した「防犯まちづくりニュース」の発行
回数
（県くらし交通安全課調査）

（2016年度）
12回

（2018年度）
12回

（現）
毎年度12回

（新）
毎年度24回

○

活
動

エスピーくん安心メール等を活
用した防犯情報発信回数

「エスピーくん安心メール」や「県警ツイッター」などの
各種広報媒体を活用した防犯情報の発信回数
（県警察本部調査）

（2016年）
3,485回

(2018年）
4,036回

毎年
3,300回以上

◎

活
動

学校・警察・地域住民等の協
働による街頭補導活動回数

学校、警察、行政、地域住民等が協働し、街頭で少
年の喫煙や深夜はいかいなどの行為を補導する街頭
補導活動の実施回数
（県警察本部調査）

（2016年）
405回

(2018年）
427回

毎年
380回以上

○

活
動

犯罪被害者支援啓発講演会
等開催回数

県が主催する犯罪被害者支援の意識啓発のための
講演会や研修会などの開催回数
（県くらし交通安全課調査）

（2016年度）
1回

（2018年度）
5回

毎年度
3回

◎

活
動

重要犯罪検挙率

警察が発生を認知した重要犯罪（殺人、強盗、強制
性交等、放火、略取誘拐・人身売買、強制わいせつ）
の認知件数に対する検挙件数の割合
（県警察本部調査「静岡県の犯罪」）

（2016年）
70.3％

(2018年）
80.3%

毎年
70％以上

○

活
動

暴力団構成員（組員以上）検
挙人数

暴力団構成員（組員以上）による事件の検挙人数
（県警察本部調査）

（2016年）
127人

(2018年）
119人

毎年
130人以上

○

（現）警察署版テロ対策ネット
ワーク設立数

県内の警察署ごとのテロ対策のための関係機関の
ネットワークの設立数
（県警察本部調査）

（2017年）
3警察署

（2018年）
27警察署

全27警察署
での設立

◎

（新）テロ対策ネットワークの総
会開催数

警察本部及び県内の警察署ごとテロ対策ネットワーク
における総会開催（年１回以上）署数
（県警察本部調査）

―
（2019年）

１回
（本部・署）

年1回以上
（本部・署）

◎

活
動

女性警察官の割合
県の警察官数に対する女性警察官数の割合
（県警察本部調査）

（2016年度）
9.17％

（2018年度）
9.9％

10％ ◎

活
動

高齢者対象の参加体験型交
通安全講習会開催回数

県が主催する高齢者対象の参加体験型交通安全講
習会の開催回数
（県くらし交通安全課調査）

（2016年度）
15回

（2018年度）
19回

毎年度
18回

○

活
動

交通事故犠牲者のパネル展
示会等開催回数

高等学校において交通事故犠牲者等のパネルの展
示と遺族による講演会を行う「生命（いのち）のメッ
セージ展」の開催回数
（県くらし交通安全課調査）

―
（2018年度）

12回

(現)
毎年度10回

(新)
毎年度12回

◎

活
動

飲酒運転防止に関する講習受
講者数

県警察が実施する飲酒運転防止に関する各種講習
の受講者数
(県警察本部調査）

（2016年）
96,579人

（2018年）
129,015人

毎年
100,000人

◎

活
動

消費者教育出前講座実施回
数

県民生活センターが講師を派遣した消費者教育出前
講座の回数
（県県民生活課調査）

（2016年度）
105回

（2018年度）
115回

毎年度
120回

○

活
動

表示適正化調査件数

食品販売業者等を対象に県民生活センターと保健所
等が合同で行う食品表示合同調査件数、外食店を対
象にメニュー表示等の調査を行う外食店等表示調査
件数
（県県民生活課調査）

（2016年度）
269件

（2018年度）
270件

毎年度
270件

○

活
動

食品衛生監視率

大規模食品取扱施設等の監視の重要度の高いAラン
ク施設の食品衛生監視指導計画に基づく監視件数
（年3回）に対して、保健所等が実際に監視を行った件
数の割合
（県衛生課調査）

（2016年度）
100％

（2018年度）
100％

毎年度
100％

○

活
動

ＨAＣＣＰ導入を支援した食品
関連施設数

県または食品衛生協会等関係団体が実施するＨAＣ
ＣＰ導入を目的とした講習会に参加した食品関連の施
設数
（県衛生課調査）

（2016年度）
356施設

（2018年度）
651施設

毎年度
400施設以上

◎

活
動

消費生活相談員のスキルアッ
プ研修開催回数

県が主催する消費生活相談員のスキルアップ研修の
開催回数
（県民生活課調査）

（2016年度）
13回

（2018年度）
14回

毎年度
15回

○

活
動

薬事監視で発見した違反施設
数

保健所等の薬事監視員の監視により、医薬品医療機
器等法違反を発見した施設数
（県薬事課「薬事年度報告」）

（2013～2016年度）
平均31施設

（2018年度）
21施設

20施設以下 ◎

活
動

必要な献血者数に対する献血
受付者数の割合

静岡県献血推進計画に規定する必要な献血者数に
対する献血受付者数の割合
（県薬事課調査）

（2016年度）
94.3％

（2018年度）
97.5％

100％ ◎

活
動

薬物乱用防止に関する講習会
未開催校数

県が、県内すべての小学校（5,6年生）、中学校、高等
学校を対象に開催する薬学講座や、大学と専修学校
を対象に開催する薬物乱用防止講習会の未開催校
数
（県薬事課調査）

（2016年度）
15校

（2018年度）
23校

0校 ●

活
動

危険ドラッグ販売店舗数

危険ドラッグ（人に乱用させることを目的として、麻薬ま
たは向精神薬と類似の有害性を有することが疑われ
る物質）を販売する街頭店舗数
（県薬事課調査）

（2016年度）
0店

（2018年度）
0店

毎年度
0店

○

活
動

レジオネラ症患者の集団発生
（２名以上）の原因となった入
浴施設数

レジオネラ症（感染症法に基づき医師に届出義務のあ
るもの）の患者が利用し、集団発生（2名以上）の原因
施設の可能性があると判明した入浴施設数
（県衛生課調査）

（2016年度）
0施設

（2018年度）
0施設

毎年度
0施設

○

(4) 安全な消費
生活の推進

(5) 健康危機対
策

(2) 犯罪対策

活
動

(3) 交通事故防
止対策

(1) 防犯まちづく
りの推進
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政策 ２  安⼼して暮らせる医療・福祉の充実

成
果

人口10万人当たり医師数
県内医療施設に従事する人口10万人当たりの医師
数
（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」）

（2016年12月）
200.8人

（2018年）
210.2人

217人 A

成
果

人口10万人当たり看護職員
数

県内医療施設に従事する人口10万人当たりの看護
職員数
（厚生労働省「看護職員業務従事者届」）

（2016年12月）
976.8人

（2018年12月）
1,028.4人

1,080人 B

成
果

壮年期（30～64歳）人口10万
人当たり死亡数

壮年期（30～64歳）人口10万人当たりの死亡数
（総務省「人口推計」、厚生労働省「人口動態統計」
から県地域医療課算出）

（2016年）
213.2人

（2018年度）
202.2人

190人 B

（2016年度）
＜入院＞

（2018年度）
＜入院＞

毎年度
＜入院＞

がんセ　98.0％ がんセ　97.5％ がんセ　95％以上

総合　96.0％ 総合　98.9％ 総合　90％以上

こども　92.7％ こども　96.1％ こども　90％以上

＜外来＞ ＜外来＞ ＜外来＞

がんセ　96.4％ がんセ　97.3％ がんセ　95％以上

総合　86.2％ 総合　94.3％ 総合　85％以上

こころ　88.5％ こころ　91.0％ こころ　85％以上

こども　94.6％ こども　98.9％ こども　90％以上

成
果

特定健診受診率

40歳から74歳の医療保険加入者を対象に行う特定
健康診査を受診した人の割合
(厚生労働省医療費適正化推進対策室（国法定報
告）)

(2015年度)
52.9％

（2018年）
2020年11月

公表予定
70％ -

（2016年）

胃がん　 42.6％ 胃がん　 50％以上

肺がん　 52.4％ 肺がん　 60％以上

大腸がん 43.5％ 大腸がん 50％以上

乳がん　 45.4％ 乳がん　 50％以上

子宮頸がん 43.2％ 子宮頸がん 50％以上

成
果

ふじのくに健康づくり推進事業
所数

従業員の健康管理や維持・増進のための具体的な取
組目標を宣言した事業所数
(県健康増進課調査)

（2016年度）
109事業所

（2018年度）
1,817事業所

（現）1,000事業所
（新）5,000事業所

目標値
以上

成
果

80歳（75～84歳）で自分の歯
が20本以上ある人の割合

75～84歳の人の中で自分の歯が20本以上ある人の
割合
(県健康増進課調査)

（2016年度）
47.2％

（2020年）
2020年12月

公表予定
52％ -

活
動

医学修学研修資金利用者数
医師の確保・育成を目的に貸与する医学修学資金の
利用者（貸与者）数
(県地域医療課調査)

（2016年度まで）
累計868人

（2018年度まで）
累計1,088人

累計1,393人 ○

活
動

医学修学研修資金利用者の
県内医療機関勤務者数

医学修学資金の利用者のうち、県内医療機関に勤務
している人数
(県地域医療課調査)

（2017年度）
194人

（2018年度まで）
累計230人

340人 ○

活
動

新人看護職員を指導する実地
指導者養成数

県が県看護協会への委託により実施する新人看護職
員を指導する実地指導者研修の受講者数
(県地域医療課調査)

（2016年度まで）
累計285人

（2018年度まで）
累計383人

累計485人 ○

活
動

看護師等の離職時届出人数
看護師、保健師、助産師、準看護師の離職時等の届
出制度による届出人数
（日本看護協会中央ナースセンター調査)

（2016年度）
846人

（2018年度）
986人

1,200人 ○

活
動

救命救急センター充実段階評
価がS・Aとなった病院の割合

救命急救センターがある病院のうち、厚生労働省が
定めた項目により県が実施する｢救命救急センター充
実段階評価における現況調査｣の結果が、Ｓ・A評価
（2017年度までの旧基準によるA評価（最高ランク）と
同等以上の評価）となった病院の割合
(県地域医療課調査)

―
（2018年）

100％
100％ ○

活
動

母体救命講習会受講者数
母体救命講習ベーシックコースの受講者数
（県地域医療課調査）

（2016年度）
36人

（2018年度）
累計226人

累計427人 ○

活
動

訪問診療を実施している診療
所・病院数

訪問診療を実施している診療所・病院の数
(県地域医療課調査)

（2016年度）
1,050施設

（2018年度）
2020年4月
公表予定

（2020年度）
1,161施設

-

活
動

24時間体制をとっている訪問
看護ステーション数

24時間体制をとっている訪問看護ステーションの数
(厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」)

（2016年度）
165施設

（2018年度）
177施設

（2020年度）
230施設

●

活
動

治験ネットワーク病院による新
規治験実施件数

「静岡県ファルマバレープロジェクト第３次戦略計画」
に沿って行われる治験ネットワーク病院の新規治験実
施件数
（県薬事課調査）

（2016年度）
135件

（2018年度）
122件

毎年度
150件

●

活
動

がん患者の就労支援に関する
研修受講者数

がん相談支援センターの相談員を対象としたがん患
者の就労支援に関する研修の受講者数
（県疾病対策課調査）

（2016年度）
4７人

（2018年度）
累計120人

累計300人 ○

活
動

特定保健指導実施率

40歳から74歳の医療保険加入者を対象に行う特定
保健指導を受けた人の割合
(厚生労働省医療費適正化推進対策室（国法定報
告）)

（2015年度）
18.5％

（2018年度）
2020年11月

公表予定
45％ -

活
動

難病患者ホームヘルパー養成
研修受講者数

県が開催する難病患者ホームヘルパー養成研修の
受講者数
（県疾病対策課調査）

（2016年度まで）
累計3,046人

（2018年度まで）
累計3,243人

累計3,500人 ○

(1) 医療を支え
る人材の確
保・育成

(2) 質の高い医
療の持続的
な提供

-
成
果

がん検診受診率
がん検診を受診したことがあると回答した人の割合
（厚生労働省「国民生活基礎調査」）

（2019年）
2020年10月

公表予定

目標値
以上

県立静岡がんセンター、県立総合病院、県立こころの
医療センター、県立こども病院が実施するアンケート
調査において、医療サービスや施設・設備の状況など
に満足していると回答した患者の割合
（県立静岡がんセンター、県立総合病院、県立こころ
の医療センター、県立こども病院調査）

1 安心医療の確
保・充実と健康
寿命の延伸

成
果

患者満足度

現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値
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現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

活
動

県立静岡がんセンターのがん
治療患者数

県立静岡がんセンターにおいて、がん治療（手術、化
学療法、内視鏡、ＩＶＲ療法、放射線治療、陽子線治
療）を受けた患者数
（県立静岡がんセンター調査）

（2016年度）
12,068人

（2018年度）
12,301人

12,600人 ○

活
動

県立静岡がんセンターのがん
患者・家族等に対する相談・支
援件数

がん患者・家族等に対する、県立静岡がんセンターの
がんよろず相談、患者家族支援センターにおける相
談・支援の延べ件数
（県立静岡がんセンター調査）

（2016年度）
31,660件

（2018年度）
38,437件

（現）37,800件
（新）39,600件

◎

活
動

県立静岡がんセンターが実施
した研修修了者数

県立静岡がんセンターが実施した、医師レジデント制
度、多職種がん専門レジデント制度、認定看護師教
育課程等の研修の修了者数
（県立静岡がんセンター調査）

（2016年度まで）
累計616人

（2018年度）
累計834人

累計981人 ◎

（2016年度） （2018年度） 毎年度

総合 90.4％ 総合 93.9％ 総合 90％以上

こころ 90.6％ こころ 91.1％ こころ 85％以上

こども 78.7％ こども 76.2％ こども 75％以上

活
動

健幸アンバサダー養成数
口コミで健康情報を伝える人材である「健幸アンバサ
ダー」の養成講座の受講者数
(県健康増進課調査)

―
（2018年度）
累計2,442人

累計10,000人 ●

活
動

健康マイレージ事業実施市町
数

健康づくり行動の実践で一定のポイントを貯めた住民
が、指定された協力店で各種特典を受けられる、健
康マイレージ事業を実施する市町数
(県健康増進課調査)

（2016年度）
24市町

（2018年度）
30市町

全市町 ◎

活
動

8020推進員養成数

8020運動（生涯を通じて自分の歯で噛むことを目標
とした健康づくり運動）を普及するボランティアである
「8020推進員」の養成研修会の受講者数
(県健康増進課調査)

（2016年度まで）
累計10,166人

（2018年度まで）
累計11,067人

（現）累計11,000人
（新）累計12,500人

◎

活
動

分析を行った県内の医療関係
データ数

県や県が委託等により分析を行った県内の医療関係
のデータ数
（県健康福祉部健康福祉政策課調査）

（2017年度）
67.7万人分

（2019年度）
69.7万人分

90万人分 ●

活
動

社会健康医学に関する講演会
等参加者数

県や県と大学等が連携して開催した、社会健康医学
の情報発信や普及・啓発のための講演会やシンポジ
ウムなどの参加者数
(県健康福祉部健康福祉政策課調査）

（2016年度）
339人

（2018年度）
835人

（2018～2021年度）
累計2,000人

◎

成
果

最期を自宅で暮らすことができ
た人の割合

死亡の場所別にみた自宅死亡の割合
（厚生労働省「人口動態調査」）

（2016年）
13.5％

（2018年）
14.3％

（2020年）
14.5％

A

成
果

特別養護老人ホーム整備定
員数

県内の特別養護老人ホームの施設整備により入所で
きる定員数
（県介護保険課調査）

（2016年度）
18,634人

（2018年度）
19,490人

（2020年度）
19,868人

A

成
果

認知症カフェ設置数
市町、地域包括支援センター、医療機関、介護事業
所、ＮＰＯ法人等が設置した認知症カフェの設置数
（県長寿政策課調査）

（2016年度）
94箇所

（2018年度）
160箇所

（2020年度）
221箇所

B

成
果

介護職員数

介護サービスを提供する訪問介護員と介護職員の人
数
（厚生労働省「介護施設・事業所調査」、「介護給付
費実態調査」から推計）

（2015年）
50,030人

（2018年）
2020年10月

公表予定

（2020年）
59,493人

-

活
動

地域包括支援センター設置数
地域包括支援センターの設置数
（県長寿政策課調査）

（2016年度）
143箇所

（2018年度）
161箇所

（2020年度）
165箇所

◎

活
動

生活支援コーディネーター配
置数

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の
市町への配置数
（県長寿政策課調査）

（2016年度）
98人

（2018年度）
184人

（2020年度）
264人

○

活
動

市町全域の地域ケア会議実
施市町数

地域包括ケアシステムの実現に向けた市町全域の地
域ケア会議を実施している市町数
（県長寿政策課調査）

（2016年度）
23市町

（2018年度）
29市町

（2020年度）
全市町

○

活
動

介護予防に資する「通いの場」
設置数

自立支援・介護予防につながる住民主体の「通いの
場」の設置数
(厚生労働省「『介護予防・日常生活総合事業(地域
支援事業)の実施状況』に関する調査」）

（2015年度）
2,003箇所

（2018年度）
3,304箇所

（2020年度）
（現）2,640箇所
（新）4,000箇所

◎

活
動

小規模多機能型居宅介護事
業所数

地域密着型サービスの代表的な施設である小規模多
機能型居宅介護事業所の事業所数
（県介護保険課調査）

（2016年度）
147事業所

（2018年度）
162事業所

（2020年度）
181事業所

○

活
動

介護サービス情報公表事業所
数

介護サービス利用者が主体的に事業者を選択するた
めに必要な介護サービス情報を公表している事業所
数
（県福祉指導課調査）

（2016年度）
3,098事業所

（2018年度）
3,126事業所

3,300事業所 ●

活
動

かかりつけ薬剤師・薬局の機
能を強化する研修受講薬剤師
数

健康サポート薬局のための研修会や医療連携推進研
修会などのかかりつけ薬剤師・薬局の機能を強化する
ための研修を受講した薬剤師数
（県薬事課調査）

（2016年度）
84人

（2018年度）
累計476人

累計1,090人 ○

活
動

認知症サポーター養成数
自治体や企業などが開催する認知症サポーター養成
講座の修了者数
（全国キャラバンメイト連絡協議会調査）

（2016年度まで）
累計267,612人

（2018年度）
累計331,719人

（2020年度）
累計360,000人

◎

活
動

若年性認知症の人の相談の
場設置数

若年性認知症意見交換会等の若年性認知症の人の
相談の場の設置数
(県長寿政策課調査)

（2016年度）
33箇所

（2018年度）
62箇所

（2020年度）
（現）54箇所
（新）92箇所

◎

活
動

社会福祉人材センターの支援
による就労者数

社会福祉人材センターが行う無料職業紹介や就職
相談会などにより介護・福祉職場に就労した人数
（県地域福祉課調査）

（2016年度）
736人

（2018年度）
813人

1,000人 ○

活
動

キャリアパス導入事業所の割
合

介護・福祉事業所のうち、職員の職業経歴と給与等
の処遇の道筋を示すキャリアパス制度を導入する事
業所の割合
（県介護保険課調査）

（2016年度）
85.1％

（2018年度）
87.6％

90％以上 ○

活
動

キャリアパス導入のための訪問
相談実施件数

キャリアパス制度の導入支援のために実施する訪問
相談の実施件数
（県介護保険課調査）

（2016年度）
124件

（2018年度）
200件

300件 ○

(3) 介護・福祉
人材の確保

(1) 地域包括ケ
アシステム
の推進

(2) 認知症にや
さしい地域
づくり

(5) 科学的知見
に基づく健
康施策の推
進

2 地域で支え合う
長寿社会づくり

(4) 生涯を通じ
た健康づくり

◎

県立総合病院、県立こころの医療センター、県立こど
も病院の病床数に対する在院患者数の割合
（県立総合病院、県立こころの医療センター、県立こ
ども病院調査）

(3) 県立病院に
よる高度専
門医療の提
供

活
動

病床利用率
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現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

成
果

障害を理由とする差別解消推
進県民会議参画団体数

「障害を理由とする差別解消推進県民会議」に参画
する団体数
(県障害者政策課調査）

（201７年度）
227団体

（2018年度）
233団体

300団体 C

成
果

障害者差別解消支援協議会
による助言・あっせん申立て件
数

静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する
条例第13条の規定に基づく知事に対する静岡県障
害者差別解消支援協議会による助言・あっせんの申
立て件数
(県障害者政策課調査）

（201７年度）
0件

（2018年度）
0件

0件
目標値
以上

成
果

重症心身障害児(者)等を対象
とした医療型短期入所サービ
ス施設数

医療機関における障害者総合支援法に基づく重症心
身障害児(者)等を対象とした医療型短期入所サービ
ス施設数
（県障害福祉課調査）

（2016年度）
10箇所

（2018年度）
12箇所

15箇所 B

成
果

障害福祉サービス１か月当たり
利用人数

障害者総合支援法に基づき各年度３月の１か月間に
障害福祉サービス（居宅介護などの訪問系サービス、
生活介護などの日中活動系サービス、共同生活援助
（グループホーム）などの居住系サービス）を利用した
人数
(県障害者政策課調査）

（2016年度）
26,969人

（2018年度）
28,574人

（2020年度）
32,874人

C

成
果

精神科病院入院後１年時点
退院率

精神科病院に入院した人のうち、入院後1年以内に
退院した人の割合
（厚生労働省「精神保健福祉資料」）

（2016年度）
88.6％（暫定値）

（2018年度）
2020年9月
公表予定

（2020年度）
90％以上

-

活
動

ヘルプマーク配布数
市町・団体等によるヘルプマークの配布数
(県障害者政策課調査）

（201７年度）
9,530個

（2018年度）
累計28,590個

累計120,000個 ●

活
動

声かけサポーター養成数
県が開催する「声かけサポーター養成研修」の受講
者数
(県障害者政策課調査）

（201７年度）
231人

（2018年度）
200人

（2018～2021年度）
累計1,000人

○

活
動

障害者スポーツ応援隊派遣回
数

学校やイベントなどにおける普及啓発活動への「障害
者スポーツ応援隊」のメンバーの派遣回数
(県スポーツ振興課調査）

（2016年度）
3回

（2018年度）
16回

毎年度17回 ○

活
動

重症心身障害児(者)の支援に
携わる専門人材養成数

県が主催する重症心身障害児(者)対応看護従事者
研修、看護従事者養成研修、医療的ケア児等コー
ディネーター養成研修の修了者数
（県障害福祉課調査）

（2013～2016年度）
累計434人

（2018年度）
93人

（2018～2021年度）
累計500人

○

活
動

発達障害児者の支援に携わる
専門人材養成数

静岡県発達障害者支援センターが主催する自閉症
支援講座、医師研修の修了者数
（県障害福祉課調査）

（2013～2016年度）
累計618人

（2018年度）
158人

（2018～2021年度）
累計700人

○

活
動

児童発達支援センター設置市
町数

児童発達支援センターを設置する市町数
（県障害福祉課調査）

（2016年度）
11市町

（2018年度）
16市町

政令市除く全市町 ●

活
動

多様な精神疾患等ごとの拠点
医療機関設置数

県保健医療計画に位置付けた、県下全域、7精神医
療圏域における、11の多様な精神疾患等ごとの拠点
医療機関の設置数
（県障害福祉課調査）

（2017年度）
33箇所

（2018年度）
57箇所

111箇所 ○

活
動

圏域自立支援協議会専門部
会設置数

県内の各圏域（静岡・西部を除く6圏域）において、就
労や発達障害などの専門分野に係る協議を行う、圏
域自立支援協議会の専門部会の設置数
（県障害者政策課調査）

（2017年度）
23部会

（2018年度）
23部会

30部会 ●

活
動

相談支援専門員養成数
県が実施する相談支援専門員の初任者研修、現任
者研修の受講者数
（県障害者政策課調査）

（2013～2016年度）
累計2,062人

（2018年度）
752人

（2018～2021年度）
累計3,200人

○

活
動

障害福祉サービス事業所数
居宅介護事業所や生活介護事業所などの障害福祉
サービスを提供する事業所数
（県障害者政策課調査）

（2016年度）
1,826箇所

（2018年度）
1,936箇所

（2020年度）
2,134箇所

○

活
動

グループホーム数
障害のある人が利用するグループホームの箇所数
（県障害者政策課調査）

（2016年度）
143箇所

（2018年度）
170箇所

（2020年度）
203箇所

○

活
動

しずおか授産品ブランド化商品
数

障害者働く幸せ創出センターにより「しずおか授産品
ブランド化商品」として選定された商品数
（県障害者政策課調査）

（2016年度）
5品

（2018年度）
累計24品

累計55品 ○

成
果

新規就労または増収した生活
保護受給者の割合

福祉事務所が就労支援を行った生活保護受給者の
うち新規就労または増収した者の割合
（県地域福祉課調査）

（2016年度）
34.3％

（2018年度）
27.6%

40％
基準値
以下

成
果

自殺による死亡者数
死因が自殺である死亡者数
（厚生労働省「人口動態統計」）

（2016年）
602人

（2018年度）
586人

500人未満 C

活
動

生活に困窮した人の支援プラ
ン作成件数

生活に困窮した人からの相談に対し、個々の状況に
応じて、自立のための支援プランを作成した件数
（県地域福祉課調査）

（2016年度）
1,211件

（2018年度）
1,311件

1,500件 ○

活
動

ひきこもり状態にある人の「居
場所」利用者数

ひきこもりの状態にある人が自宅以外で安心して過ご
せる「居場所」の延べ利用者数
（県障害福祉課調査）

（2016年度）
193人

（2018年度）
345人

800人 ●

活
動

就労支援を受けた生活保護受
給者数

県が自立に向けた就労支援を行った生活保護受給
者数
（県地域福祉課調査）

（2016年度）
4,613人

（2018年度）
5,195人

5,500人 ○

活
動

就労支援を受けた生活困窮者
数

県が自立に向けた就労支援を行った生活困窮者数
（県地域福祉課調査）

（2016年度）
750人

（2018年度）
692人

900人 ●

活
動

自殺対策ネットワーク設置市町
数

行政、保健、医療、福祉等の関係機関からなる自殺
対策ネットワークの設置市町数
（自殺総合対策推進センター調査）

（2016年度）
5市

（2018年度）
23市

全市町 ◎

活
動

こころのセルフケア講座受講者
数

県が実施する若年層を対象とした「こころのセルフケア
講座」の受講者数
（県障害福祉課調査）

（2016年度）
35人

（2018年度）
255人

（2018～2021年度）
累計1,200人

○

活
動

ゲートキーパー養成数
県・市町・関係機関の連携により開催するゲートキー
パー養成研修の受講者数
（県障害福祉課調査）

（2016年度まで）
累計41,566人

（2018年度）
累計49,440人

累計52,000人 ◎

(1) 自立に向け
た生活の支
援

(2) 自殺対策の
推進

(3) 地域におけ
る自立を支
える体制づ
くり

4 健全な心身を保
つ環境の整備

(1) 障害に対す
る理解と相
互交流の促
進

(2) 多様な障害
に応じたき
め細かな支
援

3 障害のある人が
分け隔てられな
い共生社会の実
現
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政策 ３  ⼦どもが健やかに学び育つ社会の形成

成
果

ふじさんっこ応援隊参加団体
数

子育てを応援する気運の醸成に積極的に協力・連携
する「ふじさんっこ応援隊」に参加する団体数
（県こども未来課調査）

（2016年度）
1,333団体

（2018年度）
1,591団体

2,000団体 B

成
果

保育所等待機児童数
保育の必要性が認定され、保育所、認定こども園等
の利用の申込みをしたが、利用できなかった児童数
（厚生労働省「保育所等利用待機児童数調査」）

（2017年度）
456人

（2019年度）
212人

0人 B

成
果

認定こども園・保育所等の保
育教諭・保育士数

県内の認定こども園、保育所等に勤務する4月1日現
在の保育教諭・保育士の常勤換算値の人数
（県こども未来課調査）

（2017年度）
12,352人

（2018年度）
13,227人

（2019年度）
13,592人

A

成
果

幼児教育アドバイザー等配置
市町数

幼児教育アドバイザー等の乳幼児の教育・保育の充
実に向けて指導的立場にある職員を配置している市
町数
（県教育委員会義務教育課調査）

（2017年度）
9市町

（2019年度）
25市町

全市町 B

成
果

子育て世代包括支援センター
設置数

市町の母子保健サービスの拠点となる子育て世代包
括支援センターの設置数
(県こども家庭課調査)

(2016年度)
22箇所

(2018年度)
35箇所

43箇所 A

活
動

しずおか子育て優待カード事
業協賛店舗数

子育てを応援する気運を醸成し、誰もが安心して出
産・子育てができる環境づくりに向けた「しずおか子育
て優待カード事業」に協賛する店舗数（4月1日現在）
（県こども未来課調査）

（2017年度）
6,430店舗

（2019年度）
7,041店舗

7,500店舗 ○

活
動

市町・民間団体との少子化突
破に向けたワークショップの参
加者数

県が市町や民間団体と少子化突破に向けて実施す
るワークショップ等に参加する市町等の参加者数
(県こども未来課調査)

（2017年度）
－

（2018年度）
65人

毎年度
100人

●

活
動

子育てに優しい職場環境づくり
の講座参加者数

県や県が市町・団体等との連携により開催する「イクボ
ス」や「さんきゅうパパ」の普及啓発に係る講座や研修
会などの参加者数
(県こども未来課調査)

（2016年度）
191人

（2018年度）
230人

毎年度
400人

●

活
動

家庭教育に関する交流会実施
園・学校数

学校やＰＴAなどが主催する家庭教育に関する交流
会等を実施した公立の幼稚園、こども園、小･中学
校、特別支援学校の数
（県教育委員会教育政策課「学校対象調査」）

（2016年度）
549箇所

（2018年度）
495箇所

600箇所 ●

活
動

公的保育サービス受入児童数

認可保育所や認定こども園、地域型保育事業の認可
施設（事業）に、認証保育所や企業主導型保育事業
などの認可外施設（事業）を加えた公的保育サービス
の受入（利用）児童数
（県こども未来課調査）

（2017年度）
61,371人

（2019年度）
66,257人

（2019年度）
75,957人

●

活
動

延長保育実施箇所数
開所時間を超えた保育サービスを提供する保育所等
の箇所数
（厚生労働省調査）

（2016年度）
530箇所

（2018年度）
658箇所

（2019年度）
710箇所

○

活
動

キャリアアップの仕組みを導入
している民間保育所・認定こど
も園の割合

民間の保育所・認定こども園のうち、処遇改善と連動
しているキャリアアップの仕組みを導入している割合
（県こども未来課調査）

（2016年度）
32.0％

（2018年度）
89.2％

100％ ◎

活
動

小学校等との交流・連携を実
施した幼稚園等の割合

幼稚園・こども園のうち、研修の共同実施などにより、
小・中学校などの教員等と交流・連携を実施した割合
（県教育委員会教育政策課「学校対象調査」）

（2016年度）
74.6％

（2018年度）
71.5％

100％ ●

（現）産婦健康診査実施市町
数

産後間もない時期の産婦に対する健康診査を実施す
る市町数
(県こども家庭課調査)

（2016年度）
0市町

（2019年度）
全市町

全市町 ◎

（新）産婦健康診査受診率
産後間もない時期の産婦の健康診査の受診率
(県こども家庭課調査)

―
（2019年度）
2020年6月
公表予定

100％

活
動

新生児聴覚スクリーニング検
査受検率

先天性難聴のスクリーニングのために行う聴力検査を
受検した新生児の割合
(県こども家庭課調査)

（2018年度）
93.7％

（2019年度）
2020年6月
公表予定

100％ -

活
動

医療従事者向け母子保健研
修受講者数

医師会・歯科医師会への委託により医療従事者を対
象に実施する母子保健研修の受講者数
（県こども家庭課調査）

（2016年度）
357人

（2018年度）
277人

毎年度400人 ●

成
果

虐待による死亡児童数

静岡県社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童
虐待検証部会で検証した、虐待に起因して死亡に
至った事例数
(県こども家庭課調査)

（2016年度）
2人

（2018年度）
0人

毎年度
0人

目標値
以上

成
果

ひとり親の就職率
ハローワーク、母子家庭等就業・自立支援センターに
おけるひとり親の求職者に対する就職者の割合
（県こども家庭課調査）

（2016年度）
35.7％

（2018年度）
34.7％

49％
基準値
以下

成
果

生活保護世帯の子どもの高等
学校等進学率

生活保護世帯に属する子どもが高等学校や専修学
校の高等課程などに進学した割合
（厚生労働省社会・援護局保護課調査）

（2016年度）
86.4％

（2018年度）
90.1％

98.6％ B

（2016年度）

幼  81.5％ 幼  90％

小  93.4％ 小 100％

中  91.3％ 中 100％

高  55.4％ 高  80％

（2018年度）

幼 91.1％ 幼  100％

小 89.3％ 小  100％

中 94.2％ 中  100％

高 46.0％ 高  75％

（新）特別な支援が必要な幼
児児童生徒のうち個別の指導
計画が作成されている人数の
割合

政令市を除く県内公立幼稚園･小中学校及び全県立
高校において、障害があり、特別な支援が必要な幼
児児童生徒のための個別の指導計画の作成を必要と
する者のうち実際に計画を作成している者の割合
(文部科学省「特別支援教育体制整備状況調査」)

（2020年度）
2021年5月
公表予定

ー -
（現）特別な支援が必要な幼
児児童生徒の個別の指導計
画を作成している学校の割合

障害があり、特別な支援が必要な幼児児童生徒のた
めの個別の指導計画を作成していると回答した公立
の幼稚園、小・中学校、高等学校の割合
(文部科学省「特別支援教育体制整備状況調査」)

活
動

2 すべての子ども
が大切にされる
社会づくり

成
果

(2) 保育サービ
ス・幼児教
育の充実

(3) 子どもや母
親の健康の
保持・増進

1 安心して出産・
子育てができる
環境づくり

(1) 家庭・職場・
地域の子育
て支援の充
実

現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値
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現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

活
動

児童虐待防止の普及啓発活
動参加者数

「児童虐待防止静岡の集い」で実施される、たすきリ
レー、講演会、街頭パレードの参加者数
（県こども家庭課調査）

(2016年度)
363人

（2018年度）
457人

毎年度
400人

◎

活
動

子ども家庭総合支援拠点設置
市町数

「児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業」により、子ども
家庭総合支援拠点を設置した市町数
(県こども家庭課調査)

（2016年度）
0市町

（2018年度）
6市町

全市町 ●

活
動

里親登録者数
里親登録者名簿の掲載数
(県こども家庭課調査)

（2016年度）
281組

（2018年度）
306組

350組 ○

活
動

社会的養護児童の18歳到達
時進路決定率

児童相談所が措置（委託）する社会的養護児童のう
ち、18歳到達時に進路が決定している割合
(県こども家庭課調査)

（2016年度）
100％

（2018年度）
100％

毎年度
100％

○

活
動

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター支援による就職者数

母子家庭等就業・自立支援センターにおけるひとり親
の就職者数
（県こども家庭課調査）

(2016年度)
128人

（2018年度）
106人

毎年度
180人

●

活
動

スクールソーシャルワーカー配
置人数

市町に配置するスクールソーシャルワーカーの人数
（県教育委員会義務教育課調査）

（2016年度）
33人

（2019年度）
45人

50人 ○

活
動

生活困窮世帯の子どもの学習
支援実施市町数

「生活困窮者自立支援事業」により、子どもの学習支
援を実施する市町数
（県地域福祉課調査）

（2017年度）
28市町

（2019年度）
31市町

全市町 ○

活
動

ひとり親家庭（児童扶養手当
受給世帯）の放課後児童クラ
ブ利用料軽減市町数

児童扶養手当を受給するひとり親世帯に対し、放課
後児童クラブ利用料を軽減する市町数
（県こども家庭課調査）

（2017年度）
11市町

（2018年度）
17市町

全市町 ○

（2016年度） （2018年度）

 小　89.1％  小　97.8％

中　74.4％ 中　93.5％

 高　62.7％  高　83.6％

活
動

学校支援心理アドバイザー配
置高等学校数

学校支援心理アドバイザーを配置している県立高等
学校数
（県教育委員会高校教育課調査）

（2017年度）
24校

（2019年度）
31校

33校 ◎

活
動

居住地域の小・中学校との交
流を行った特別支援学校の児
童生徒数

居住地域の小・中学校の児童生徒との交流を行った
特別支援学校の児童生徒数
（県教育委員会特別支援教育課調査）

（2016年度）
418人

（2018年度）
508人

（現）500人
（新）1,000人

◎

活
動

特別支援学校高等部生徒の
進路選択のための実習先数

特別支援学校高等部の生徒の進路選択のための現
場実習や職場体験などの実習先数
（県教育委員会特別支援教育課調査）

（2016年度）
1,716箇所

（2018年度）
1,845箇所

(現)
1,800箇所

(新)
毎年度1,850箇所

◎

（2017年度） （2019年度）

小　  50％ 小　  50％

中　100％ 中　100％

（現）授業中にＩＣＴを活用して
指導できる教員の割合

児童生徒の興味関心の向上、課題の明確化、思考
や理解の深化、知識の定着などのために、授業中にコ
ンピュータや提示装置などを活用して指導できる教員
の割合
（文部科学省「学校における教育の情報化の実態等
に関する調査」）

（2016年度）
69.5％

ー 85％ -

（新）授業にＩＣＴを活用して指
導できる教員の割合（習熟度
別学習や協働学習等、児童
生徒の理解度を高めるための
専門的な活用）

児童生徒による課題の明確化、意見・作品等の比較
検討、個人の習熟度に対応した学習、協働してのレ
ポート作成などにおいて、コンピュータや提示装置など
を活用して指導できる教員の割合（４つの問に対する
回答の平均）
（文部科学省「学校における教育の情報化の実態等
に関する調査」）

（2018年度）
64.9％

（2019年度）
2020年8月
公表予定

75％

（2016年度） （2018年度）

小　89.7％ 小　97.5％

中　98.8％ 中　100％

高　92.8％ 高　97.3％

特　100％ 特　100％

活
動

県総合教育会議・地域自立の
ための「人づくり・学校づくり」実
践委員会開催回数

県総合教育会議・地域自立のための「人づくり・学校
づくり」実践委員会の各開催回数の合計
(県総合教育課調査)

（2017年度）
8回

（2018年度）
9回

毎年度
8回

○

活
動

コミュニティ・スクール数

公立小・中学校において、地方教育行政の組織及び
運営に関する法律第47条の6の規定に基づくコミュニ
ティ・スクール（学校運営協議会制度）を導入している
学校数
（県教育委員会義務教育課調査）

（2017年度）
67校

（2019年度）
111校

（現）100校
（新）250校

◎

活
動

地域学校協働本部または同
等の機能を有する学校数

地域学校協働本部を有する学校数、同等の機能を
有する学校数の合計
（県教育委員会社会教育課「学校・家庭・地域の連
携・協働に係る体制状況調査」）

（2016年度）
313校

（2018年度）
355校

360校 ◎

活
動

人づくり地域懇談会参加者数

県が委嘱した人づくり推進員が、園児、児童の保護者
や地域住民に対して、子育てやしつけなどに関する助
言や啓発を行う、人づくり地域懇談会の参加者数
(県総合教育課調査)

（2016年度）
19,416人

（2018年度）
20,125人

毎年度
20,000人

○

活
動

通学合宿実施箇所数
通学合宿の実施箇所数
（県教育委員会社会教育課調査）

（2016年度）
152箇所

(2018年度）
150箇所

180箇所 ●

(1) 地域ぐるみ・
社会総がか
りの教育の
推進

100％ A

成
果

成
果

児童生徒に望ましい勤労観・
職業観を育む教育を実施した
学校の割合

児童生徒に望ましい勤労観・職業観を育む教育を学
校全体または特定の学年で計画的に実施したと回答
した公立の小・中学校、高等学校、特別支援学校の
割合
（県教育委員会教育政策課｢学校対象調査｣）

B100％

3 「文・武・芸」三
道鼎立の学びの
場づくり

成
果

全国規模の学力調査で全国
平均を上回る科目の割合

「全国学力・学習状況調査」において、すべての科目
数のうち、全国平均を上回る科目の割合
（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）

100％ ◎
特別支援教育に関する校内研修を実施したと回答し
た公立の小・中学校、高等学校の割合
（県教育委員会教育政策課｢学校対象調査｣）

(3) 特別支援教
育の充実

活
動

特別支援教育に関する校内研
修を実施した学校の割合

(1) 社会的養護
が必要な子
どもへの支
援の充実

(2) 子どもの貧
困対策の充
実
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現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

（2016年度） （2018年度）

小　97.5％ 小　99.7％

中　93.0％ 中　98.3％

（現）静岡式35人学級実施学
年

公立小・中学校において、35人以下学級編制を実施
している学年
（県教育委員会義務教育課調査）

（2017年度）
小４まで

(2019年度）
全学年

（2019年度）
全学年

◎

（2018年度）

小　88.0％ 100%

中　54.7％

（2017年度） （2019年度）

小　68.0％ 小　70.3％ 小　75％

中　73.2％ 中　72.8％ 中　80％

活
動

日常的に授業でＩＣＴを活用し
た学校の割合

「日常的に授業（普通教室、特別教室、ハソコン教室
等）でＩＣＴ機器を活用した」ことについて、「60％以上」
と回答した公立の小・中学校、高等学校、特別支援
学校の割合
（県教育委員会教育政策課｢学校対象調査｣）

（2016年度）
62.7%

（2018年度）
72.6％

80％ ◎

活
動

特色化教育実施校比率（私立
高）

私立学校経常費助成において定める特色化教育（国
際化教育、教員の資質向上、体験学習の推進等）を
複数実施している私立高等学校の割合
(県私学振興課調査)

（2016年度）
95.3％

（2018年度）
95.3％

100％ ●

活
動

ふじのくに実学チャレンジフェス
タ入場者数

専門高等学校等の学習成果を発表する「ふじのくに
実学チャレンジフェスタ」の入場者数
 （県教育委員会高校教育課調査）

（2017年度）
3,000人

（2019年度）
3,300人

3,500人 ○

活
動

保育・介護体験実習を行った
高等学校の割合

保育・介護体験実習を行った県立高等学校の割合
（県教育委員会高校教育課調査）

（2016年度）
96.6％

（2018年度）
98.9%

100％ ◎

活
動

「文化の匠」派遣校数

「文化の匠」派遣事業により、専門的技能を持った外
部指導者を派遣した県立高等学校、特別支援学校
等の数
（県教育委員会高校教育課調査）

（2016年度）
76校

（2019年度）
84校

85校 ◎

活
動

体力アップコンテストしずおか
に参加した学校の割合

公立小学校のうち、「体力アップコンテストしずおか」に
参加した学校の割合
（県教育委員会健康体育課「体力アップコンテスト結
果集計」）

（2016年度）
73.4％

（2018年度）
66.3％

100％ ●

（2016年度） （2018年度）

小　75.6％ 小　88.7％

中　73.3％ 中　87.1％

高　76.4％ 高　90.8％

特　73.0％ 特　86.5％

私立高　95.5％ 私立高　97.7％

（2017年度） （2018年度）

小　49.8％ 小　90.3％

中　43.0％ 中　85.9％

高　38.2％ 高　41.8％

特　83.8％ 特　81.1％

（2016年度） （2019年度）

小・中　121人 小・中　126人 小・中　172人

   高　   21人 高　24人    高　   30人

活
動

スクールカウンセラー配置校比
率（私立高）

スクールカウンセラーを配置している私立高等学校の
割合
（私学振興課調査）

（2016年度）
75％

（2018年度）
86％

100％ ○

活
動

地域で行われる防災訓練の児
童生徒参加率

地域で行われる防災訓練に参加したと回答した公立
の小・中学校、高等学校の児童生徒の割合
（県教育委員会健康体育課｢学校防災に関する実態
調査｣）

（2017年度）
60％

（2018年度）
59％

70％ ●

●
公立の小・中学校、高等学校に配置するスクールカウ
ンセラーの人数
（県教育委員会義務教育課、高校教育課調査）

●100％
多忙化解消に向けた研究成果を活用したと回答した
公立の小・中学校、高等学校、特別支援学校の割合
 （県教育委員会教育政策課｢学校対象調査｣）

100％ ○

学校関係者評価の結果を公表していると回答した公
立の小・中学校、高等学校、特別支援学校、私立高
等学校の割合
 （県教育委員会教育政策課｢学校対象調査｣、県私
学振興課調査）

(4) 学びを支え
る魅力ある
学校づくり

活
動

学校関係者評価を公表してい
る学校の割合

活
動

多忙化解消に向けた研究成果
を活用した学校の割合

活
動

スクールカウンセラー配置人数

(3) 技芸を磨く
実学の奨励

活
動

学校の授業以外で１日当たり１
時間以上勉強している児童生
徒の割合

「全国学力・学習状況調査」において、学校の授業以
外で1日当たり1時間以上勉強していると回答した児
童生徒の割合（小学校は6年生、中学校は3年生が
対象）
（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）

●

（2019年度）
2020年4月
公表予定

活
動 （新）学力の定着を図るための

「チア・アップシート」を活用した
学校の割合

静岡県教育委員会が全国学力・学習状況調査の結
果等を踏まえて毎年作成する、小中学生の学力の定
着を図るための問題シート「チア・アップシート」を活用
した学校の割合（県教育委員会義務教育課調査）

(現)
100％
(新)

毎年度100％

◎

次年度の全国学力・学習状況調査の対象となる児童
生徒のために、調査の問題や結果を活用した取組を
行ったことについて、「当てはまる」または「まあ当ては
まる」と回答した公立小・中学校の割合
（県教育委員会教育政策課｢学校対象調査｣）

(2) 確かな学力
の向上

活
動

全国学力・学習状況調査の問
題や結果を活用した学校の割
合

319



政策 ４  誰もが活躍できる社会の実現

成
果

県内出身大学生のＵターン就
職率

調査対象の県外大学（全国約350大学）における全就
職者数のうち、県内企業に就職した県内出身の学生の
割合
（県労働雇用政策課調査）

（2016年度）
39.1％

（2018年度）
37.7％

43％
基準値
以下

成
果

一般労働者の年間総実労働
時間

一般労働者の年間総実労働時間(事業所規模5人以
上)
（厚生労働省「毎月勤労統計調査」）

（2016年）
2,063時間

（2018年）
2,034時間

2,033時間以下 A

（2015年度） （2018年度） （2020年度）

係長　21.3％ 係長　23.3％ 係長　25％

課長　11.9％ 課長　11.5％ 課長　15％

部長　　7.8％ 部長　　8.3％ 部長　10％

成
果

社会参加している高齢者の割
合

ボランティアや趣味のグループなどに参加していると回
答した人の割合
（県長寿政策課「高齢者の生活と意識に関する調査」）

（2016年度）
48.5％

（2019年度）
2020年9月
公表予定

70％ -

成
果

障害者雇用率
民間企業において雇用されている障害者の割合
（静岡労働局「障害者雇用状況報告集計結果」（6月1
日時点）)

（2017年度）
1.97％

（2019年度）
2.15%

2.30％ B

活
動

静岡Ｕ・Ⅰターン就職サポート
センター新規登録者数（学生）

静岡Ｕ・Ｉターン就職サポートセンターを利用するために
新規登録した学生の人数
（県労働雇用政策課調査）

（2016年度）
1,136人

（2018年度）
772人

1,800人 ●

活
動

大学等との就職支援協定締
結数

学生の県内での就職活動支援について、相互に連携・
協力して取り組むために就職支援協定を締結した大学
や短期大学などの数
（県労働雇用政策課調査）

（2016年度）
15校

（2018年度）
24校

30校 ◎

活
動

静岡Ｕ・Ⅰターン就職サポート
センター新規登録者数（社会
人）

静岡Ｕ・Ｉターン就職サポートセンターを利用するために
新規登録した社会人の人数
（県労働雇用政策課調査）

（2016年度）
196人

（2018年度）
400人

300人 ◎

活
動

県立技術専門校の在職者訓
練受講者数

県立技術専門校において、在職者を対象に実施した
職業訓練の受講者数
（県職業能力開発課調査）

（2016年度）
2,331人

（2018年度）
2,189人

3,400人 ●

活
動

ＷAＺAチャレンジ教室参加者
数

技能士がものづくり体験を指導する「ＷAＺAチャレンジ
教室」の参加者数
（県職業能力開発課調査）

（2013～2016年度）
累計9,073人

（2018年度）
2,851人

（2018～2021年度）
累計9,600人

○

活
動

仕事と子育て(介護)の両立支
援・職場環境づくりに取り組ん
でいる企業の割合

「職場環境づくりアンケート」において、「仕事と子育て
（介護）の両立支援」と「職場環境づくり」の両方に取り
組んでいると回答した企業の割合
（県労働雇用政策課調査）

（2017年度）
76.6％

（2019年度）
90.0％

（現）90％
（新）92％

◎

活
動

ハローワークにおける65歳以
上の高齢者の就職者数

ハローワークを通じて就職した65歳以上の高齢者の就
職者数
（静岡労働局「高齢者の雇用状況集計結果」）

（2016年度）
2,954人

（2018年度）
3,687人

4,000人 ◎

活
動

障害者雇用推進コーディネー
ター支援による就職者数

障害者雇用推進コーディネーターの支援により就職し
た障害のある人の就職者数
（県労働雇用政策課調査）

（2016年度）
398人

（2018年度）
581人

（現）500人
（新）560人

◎

活
動

県立技術専門校の定住外国
人向け職業訓練受講者数

県立技術専門校において、定住外国人を対象に実施
した職業訓練の受講者数
（県職業能力開発課調査）

（2016年度）
17人

（2018年度）
27人

100人 ●

活
動

労働時間の縮減・年次有給休
暇の取得促進に取り組んでい
る企業の割合

「職場環境づくりアンケート」において、「労働時間の縮
減」と「年次有給休暇の取得促進」の両方に取り組んで
いると回答した企業の割合
（県労働雇用政策課調査）

（2017年度）
78.4％

（2019年度）
95.8％

（現）90％
（新）毎年度90％

◎

活
動

男女共同参画人財データー
ベース登録者数

男女共同参画を推進するための「男女共同参画人財
データーベース」の登録者数
（県男女共同参画課調査）

（2016年度）
418人

（2018年度）
448人

500人 ○

活
動

女性活躍関連イベント・セミ
ナー等開催回数

県が主催する女性活躍を促進するためのイベントやセ
ミナー、交流会などの開催回数
（県男女共同参画課調査）

（2016年度）
4回

（2018年度）
4回

毎年度
4回

○

活
動

すこやか長寿祭・ねんりんピッ
ク参加者数

すこやか長寿祭スポーツ・文化交流大会、すこやか長
寿祭美術展、ねんりんピックの参加選手・出品者数
（県長寿政策課調査）

（2016年度）
5,461人

（2018年度）
5,637人

（2020年度）
5,800人

○

活
動

先進的な協働の取組事例の
情報提供件数

県ホームページ「ふじのくにＮＰＯ」への先進的な協働
の取組事例の掲載件数
（県県民生活課調査）

（2016年度）
14件

（2018年度）
15件

毎年度
15件

○

活
動

市民活動センタースタッフ等を
対象とした研修開催回数

県が主催する市民活動センタースタッフ、市町職員等
を対象とした研修の開催回数
（県県民生活課調査）

（2016年度）
2回

（2018年度）
5回

毎年度
4回

◎

活
動

公民館・生涯学習施設等の講
座・学級開催回数

公民館・生涯学習施設等において、多様な学習機会
を提供する講座・学級の開催回数
（県教育委員会社会教育課調査）

（2016年度）
4,067回

（2018年度）
4,544回

（現）
4,100回

（新）
毎年度4,500回

◎

活
動

県民の公立図書館利用登録
率

県人口に対する市町立図書館と県立図書館の登録者
数の割合
（県立中央図書館調査）

（2017年度）
48.2％

（2018年度）
49.1％

50.0％ ◎

活
動

地域の青少年声掛け運動参
加者数

青少年の健全育成に向けた県民参加型の運動であ
る、地域の青少年声掛け運動の参加者数
（県教育委員会社会教育課調査）

（2016年度まで）
累計376,373人

（2018年度）
累計397,465人

累計425,000人 ○

(5) 生涯にわた
り学び続け
る環境づくり

(3) 女性や高齢
者が活躍で
きる社会の
実現

(4) 多様な主体
による協働
の促進

(1) 産業人材の
確保・育成

(2) 誰もがいき
いきと働ける
環境づくり

C
1 活躍しやすい環

境の整備と働き
方改革

成
果

事業所の管理職に占める女性
の割合

事業所の係長、課長、部長それぞれの相当職に占め
る女性の割合
（県労働雇用政策課調査）

現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値
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現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

成
果

県内高等教育機関から海外
への留学生数

県内の高等教育機関（大学、短大、高専）から海外の
大学等に留学する日本人留学生数（5月1日現在）
（県大学課調査）

（2016年度）
526人

（2018年度）
809人

1,000人 A

成
果

外国人留学生数

県内の高等教育機関（大学、短大、高専）、専修学校
（専門課程）、日本語教育機関に在籍する外国人留学
生数（5月1日現在）
（静岡県留学生等交流推進協議会、県私学振興課調
査）

（2017年度）
2,821人

（2018年度）
3,355人

5,000人 B

成
果

県内高等教育機関が行った受
託研究・共同研究件数

県内の高等教育機関（大学、短大、高専）が高等教育
機関同士または企業等との連携により実施した受託研
究・共同研究件数
（県大学課調査）

（2016年度）
850件

（2018年度）
910件

1,000件 B

活
動

海外留学応援フェア来場者数
県が高校生等を対象に開催する海外留学応援フェア
の来場者数
（県大学課、県教育委員会高校教育課調査）

（2016年度）
270人

（2019年度）
314人

300人 ◎

活
動

ふじのくに地域・大学コンソーシ
アムの留学生支援事業参加
留学生数

年間を通して「ふじのくに地域・大学コンソーシアム」が
実施する留学生支援事業に参加した外国人留学生数
（ふじのくに地域・大学コンソーシアム、県大学課調査）

（2016年度）
249人

（2018年度）
418人

500人 ◎

活
動

日本留学フェアにおける個別
相談件数

アジア地域で開催される日本留学フェアの参加者が静
岡県ブースに個別相談に来た件数
（県大学課調査）

（2017年度）
213件

（2018年度）
325件

300件 ◎

活
動

海外修学旅行を実施した高等
学校の割合

海外修学旅行を実施した公立高等学校の割合
（県教育委員会高校教育課調査）

（2016年度）
23.2％

（2018年度）
33.7％

40％ ◎

活
動

海外大学との大学間協定累
積数

県内の高等教育機関（大学、短大、高専）と海外大学
との相互交流等に関する大学間協定の累積数
（県大学課調査）

（2016年度）
253件

（2018年度）
295件

300件 ◎

活
動

ふじのくにグローバル人材育成
基金による海外派遣者数

グローバル人材育成基金による支援を受けて海外派
遣された高校生と教職員の数
（県教育委員会高校教育課調査）

（2016年度）
97人

（高校生87人
教職員10人）

（2016～2018年度）
累計549人

（高校生504人
教職員45人）

（2016～2020年度）
累計900人

（高校生810人
教職員90人）

○

（現）高校生アカデミックチャレ
ンジ参加高校生数

高校生アカデミックチャレンジ（高大連携推進事業）に
より大学の講義や研究体験などに参加した高校生数
（県教育委員会高校教育課調査）

（2017年度）
130人

（2018～2019年度）
累計191人

（2018～2021年度）
累計700人

●

（新）科学の甲子園静岡県予
選への出場者数

科学の甲子園静岡県予選へ出場した高校生の数
（県教育委員会高校教育課調査）

（2017年度）
248人

（2018～2019年度）
累計612人

（2018～2021年度）
累計1,400人

○

活
動

静岡県立大学・静岡文化芸術
大学のオープンキャンパス参
加者数

静岡県立大学・静岡文化芸術大学が実施するオープ
ンキャンパスに参加した高校生等の数
（静岡県立大学、静岡文化芸術大学調査）

（2017年度）
8,190人

（2018年度）
8,491人

9,000人 ◎

活
動

県内高等教育機関の公開講
座・シンポジウム開催回数

県内の高等教育機関（大学、短大、高専）の一般県民
を対象にした公開講座・シンポジウムの開催回数
（県大学課調査）

（2016年度）
442回

（2018年度）
445回

500回 ●

成
果

相互理解促進人材（外国語ボ
ランティア等）活動件数

外国語ボランティアバンク登録者やふじのくに留学生
親善大使の通訳や国際交流事業への参加などの活動
件数
（県多文化共生課調査）

（2016年度）
1,092件

（2018年度）
1,260件

1,300件 A

成
果

「人権尊重の意識が生活の中
に定着した住み良い県」と感じ
る人の割合

人権尊重の意識が生活の中に定着した住み良い県と
なっていると感じる人（「そう思う」「どちらかといえばそう
思う」と回答した人の合計）の割合
（県政世論調査、県地域福祉課人権同和対策室調
査）

（2017年度）
37.1％

（2019年度）
38.1％

50％以上 C

成
果

困っている人を見かけた際に
声をかけたことがある県民の割
合

困っている人を見かけた際に声をかけたことがあると回
答した人の割合
（県政世論調査、県県民生活課調査）

（2017年度）
25.3％

（2019年度）
33.0％

33.3％ A

活
動

ふじのくに留学生親善大使委
嘱者数

県と世界の友好交流のかけ橋として活躍することを期
待し、県内の留学生を対象に県が委嘱した「ふじのくに
留学生親善大使」の人数
（県多文化共生課調査）

（2017年度まで）
累計507人

（2018年度まで）
累計527人

累計590人 ○

活
動

「やさしい日本語」の使用に取り
組む市町数

やさしい日本語版パンフレットの作成配布や職員向け
講座の実施など、「やさしい日本語」の使用に取り組ん
でいる市町数
（県多文化共生課調査）

（2016年度）
22市町

（2018年度）
23市町

全市町 ●

活
動

語学指導等を行う外国青年招
致事業による活動者数

ＪＥＴプログラム（国、（一財）自治体国際化協会と協力
して行う外国青年招致事業）を利用し、県・市町等が
国際交流員や外国語指導助手として招致した外国青
年の人数
（県多文化共生課調査）

（2017年度）
165人

（2018年度）
179人

200人 ◎

活
動

不就学実態調査・就学案内実
施市町数

学齢期の外国人の子どもの不就学の実態を調査し、
就学案内を実施する市町数
（県多文化共生課調査）

(2016年度)
全市町

（2018年度）
全市町

毎年度
全市町

○

活
動

人権啓発指導者養成講座受
講者数

地域・職場における人権啓発のリーダーとなる人材を
養成する「人権啓発指導者養成講座」の受講者数
（県地域福祉課人権同和対策室調査）

（2017年度）
90人

（2019年度）
146人

（現)毎年度100人
(新)毎年度125人

◎

活
動

人権啓発講座等参加者数
県・市町等が実施する人権啓発に関する講座、研修
会、セミナー、イベントの参加者数
（県地域福祉課人権同和対策室調査）

（2016年度）
25,971人

（2018年度）
29,083人

毎年度
3万人

○

活
動

ユニバーサルデザイン出前講
座実施回数

ユニバーサルデザインの基礎知識や理念を普及する
ための小・中学校、高等学校、企業等への出前講座の
実施回数
（県県民生活課調査）

（2016年度）
30回

（2018年度）
36回

毎年度
30回

◎

活
動

公式フェイスブックページ「ふじ
のくにユニバーサルデザイン特
派員」投稿数

県内の大学生等に委嘱している「ふじのくにユニバーサ
ルデザイン特派員」等によるユニバーサルデザインに関
する記事の公式フェイスブックページへの投稿数
（県県民生活課調査）

（2016年度）
143回

（2018年度）
154回

毎年度
150回

○

(3) ユニバーサ
ルデザイン
の推進

(1) 多文化共生
社会の形成

(2) 人権尊重と
人権文化が
定着した地
域づくり

活
動

(3) 魅力ある高
等教育の振
興

3 誰もが理解し合
える共生社会の
実現

(1) 留学・海外
交流の促進

(2) 国際的・専
門的な学び
の提供

2 次代を担うグ
ローバル人材の
育成
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政策 ５  富をつくる産業の展開

成
果

製造業の従業者１人当たり付
加価値額

従業者４人以上の製造業事業所の従業者１人当たり
の付加価値額（従業者４～29人の事業所は粗付加価
値額）
（経済産業省「工業統計調査」）

（2015年）
1,459万円

（2018年）
2020年8月
公表予定

1,517万円 -

静岡新産業集積クラスター事
業化件数

（2013～2016年度）
累計196件

（2018年度）
69件

(2018～2021年度）
累計226件

（うちファルマバレープロジェクト） (累計 33件) (14件) (累計 42件)

（うちフーズ・サイエンスヒルズプロジェクト） (累計119件) (46件) (累計120件)

（うちフォトンバレープロジェクト） (累計 44件) (9件) (累計 64件)

成
果

新成長分野の経営革新計画
新規承認件数

新成長分野（環境、医療・福祉、ロボット、航空宇宙
等）の経営革新計画の新規承認件数
（県新産業集積課調査）

（2013～2016年度）
累計436件

（2018年度）
93件

(2018～2021年度）
累計440件

B

成
果

試作・実証試験助成制度等を
活用した成長分野における製
品化件数

県が実施する試作・実証実験助成制度や事業化推進
助成制度などを活用した成長分野（環境、医療・福
祉、ロボット、航空宇宙等）における製品化件数
（県新産業集積課調査）

（2013～2016年度）
累計37件

（2018年度）
12件

（2018～2021年度）
累計40件

B

成
果

企業立地件数（製造業等の工
場）

工場等を建設する目的で、1,000㎡以上の用地を取
得した製造業等の企業の年間立地件数
（経済産業省「工場立地動向調査」）

（2013～2016年）
累計232件

（2018年）
67件

（2018～2021年）
累計260件

B

成
果

県外に本社を置く企業の立地
件数（製造業等の工場）

工場等を建設する目的で、1,000㎡以上の用地を取
得した、県外に本社を置く製造業等の企業の年間立地
件数
（経済産業省「工場立地動向調査」）

（2013～2016年）
累計41件

（2018年）
10件

（2018～2021年）
累計48件

B

成
果

県外に本社を置く企業の県内
への初進出件数（製造業等の
工場）

工場等を建設する目的で、1,000㎡以上の用地を取
得した、県外に本社を置く製造業等の企業の年間立地
件数のうち、初めて県内へ進出した件数
（経済産業省「工場立地動向調査」）

（2013～2016年）
累計11件

（2018年）
４件

（2018～2021年）
累計16件

B

静岡新産業集積クラスターに
よる試作品開発支援件数

（2013～2016年度）
累計254件

(2018年度)
111件

（2018～2021年度）
累計279件

（うちファルマバレープロジェクト） (累計 25件) (11件) (累計 44件)

（うちフーズ・サイエンスヒルズプロジェクト） (累計148件) (85件) (累計150件)

（うちフォトンバレープロジェクト） (累計 81件) (15件) (累計 85件)

静岡新産業集積クラスターに
よる高度産業人材育成数

（2013～2016年度）
累計384人

(2018年度)
109人

（2018～2021年度）
累計412人

（うちファルマバレープロジェクト） (累計151人) (42人) (累計172人)

（うちフーズ・サイエンスヒルズプロジェクト） (累計 98人) (30人) (累計104人)

（うちフォトンバレープロジェクト） (累計135人) (37人) (累計136人)

活
動

コーディネータ（ＣＮＦ、航空宇
宙等）の企業訪問件数

ＣＮＦ、航空宇宙、次世代自動車コーディネータが実施
した企業訪問件数
(県商工振興課、新産業集積課調査)

（2014～2016年度）
平均252社

(2018年度)
474社

（現）毎年度260社
（新）毎年度470社

◎

活
動

次世代産業創出に係る県制
度融資等利用件数

中小企業向け県制度融資のうち、特別政策資金(開業
パワーアップ資金と事業承継資金を除く)と、中堅・大
企業向け産業成長促進資金の利用件数
（県商工金融課調査）

（2016年度）
326件

（2018年度）
435件

400件 ◎

活
動

新成長戦略研究の成果の新
たな実用化件数

新成長戦略研究の中間・事後評価、追跡調査におい
て、成果の実用化が認められると県試験研究機関外
部評価委員会が評価した件数
（県産業イノベーション推進課調査）

（2016年度）
7件

(2018年度)
10件

毎年度
8件

◎

活
動

特許流通アドバイザーによる知
的財産の活用マッチング件数

特許流通アドバイザーによる、特許や商標などの知的
財産の実施許諾者と実施権者との引き合わせ件数
（県新産業集積課調査）

（2013～2016年度）
平均48件

(2018年度)
69件

（現）毎年度50件
（新）毎年度70件

◎

活
動

県職員の企業誘致等に関する
企業訪問件数

企業誘致・定着活動として実施した県職員による企業
訪問件数
（県企業立地推進課調査）

（2016年度）
1,940件

（2018年度）
1,942件

毎年度
2,000件

○

活
動

企業立地交渉件数（３か月以
上継続して交渉した件数）

企業誘致・定着活動において、3か月以上継続して交
渉している有望な企業立地案件の件数
（県企業立地推進課調査）

（2015～2016年度）
平均62件

（2018年度）
76件

毎年度
70件

○

活
動

企業局の工業用地等造成区
画数・面積

企業局による「工業用地」、「流通業務用地」、「産業
観光施設用地を含む企業局告示による事業用地」の
造成区画数・面積
（県企業局地域整備課調査）

（2014～2017年度）
10区画　51.3ha

（2018年度）
1区画　1.2ha

（2018～2021年度）
14区画　20ha

●

活
動

ふじのくにフロンティア推進区
域における工業用地等造成面
積

ふじのくにフロンティア推進区域における「工業用地」、
「物流用地」の造成面積
（県総合政策課調査）

（2013～2017年度）
累計50ha

（2013～2018年度）
累計97ha

（2013～2022年度）
累計480ha

○

成
果

オープンイノベーション静岡の
支援による中堅・中小企業等
の新たな製品開発・販路開拓
等件数

オープンイノベーション静岡の支援が寄与した、中堅・
中小企業等が新たに行った製品開発や販路開拓、
マッチングなどの件数
（県産業政策課調査）

―
（2018年度）

11件
（2018～2021年度）

累計40件
B

成
果

中小企業の経営革新計画承
認件数

中小企業の経営革新計画の承認件数
(県経営支援課調査)

（2013～2016年度）
累計1,713件

（2018年度）
423件

（2018～2021年度）
累計1,720件

B

成
果

市町創業支援等事業計画に
よる支援を受けた創業者数

市町創業支援等事業計画に基づき創業支援事業の
支援を受けて創業した者の数（延数）
（県商工振興課調査）

（2016年度）
1,304人

（2018年度）
1,394人

1,555人 B

成
果

小売業（小規模事業所）の年
間商品販売額（消費者１人当
たり購入額）

小売業（小規模事業所）における消費人口（15～64
才）1人当たりの年間商品購入額
（経済産業省「商業統計調査」、県統計調査課「静岡
県年齢別人口推計」）

（2014年度）
228千円

（2018年度）
2020年4月
公表予定

250千円 -

(3) 企業誘致・
定着の推進

2 富を支える地域
産業の振興

(2) 新たな成長
産業の育成

活
動

ファルマバレー、フーズ・サイエンスヒルズ、フォトンバ
レーの各プロジェクトの推進機関が実施する各種人材
育成・養成講座の受講者数
(県新産業集積課調査)

○

◎

(1) 静岡新産業
集積クラス
ターの推進

活
動

ファルマバレー、フーズ・サイエンスヒルズ、フォトンバ
レーの各プロジェクトの推進機関が実施した試作品開
発支援件数
(県新産業集積課調査)

B

1 次世代産業の
創出と展開

成
果

ファルマバレー、フーズ・サイエンスヒルズ、フォトンバ
レーの各プロジェクトにおける事業化件数
（県新産業集積課調査）

現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値
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現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

成
果

県内デザイン業務の年間売上
高

県内のデザイン業務の年間売上高
（経済産業省「特定サービス産業実態調査」）

（2015年度）
5,254百万円

（2018年度）
5,886百万円

7,000百万円 B

成
果

ヘルスケアサービス事業化件
数

ヘルスケア産業の新商品・新サービスの新規事業化
開始件数、既存事業拡大件数
（県商工振興課調査）

（2015～2016年度）
累計2件

（2018年度）
4件

（2018～2021年度）
累計8件

A

活
動

オープンイノベーション静岡に
よる中堅・中小企業等支援件
数

アドバイザリー・ボードでの助言や専用Ｗｅｂサイトへの
製品掲載など、オープンイノベーション静岡が実施した
中堅・中小企業等への延べ支援件数
（県産業政策課調査）

（2016年度）
38件

（2018年度）
76件

70件 ◎

活
動

地域経済牽引事業計画の承
認件数

地域未来投資促進法に基づき、事業者が策定し、県
が承認した地域経済牽引事業の事業計画の件数
（県産業政策課調査）

―
（2018年度）

21件

（2018～2021年度）
（現）累計36件
（新）累計66件

◎

活
動

新事業展開を目指す中小企
業等の相談対応件数

県中小企業支援センター（(公財）静岡県産業振興財
団）と地域中小企業支援センター（商工会議所等）が
行った、中小企業、小規模地域企業等の新事業展開
に係る相談対応件数
（県経営支援課調査）

（2016年度）
3,464件

（2018年度）
3,977件

(現)
3,600件

(新)
毎年度3,700件

◎

活
動

県の取引あっせんによる下請
取引成約件数

(公財）静岡県産業振興財団に受発注の申出があった
下請取引案件のうち、実際に成立した契約件数と商談
会で成立した契約件数
（県地域産業課調査）

（2016年度）
64件

（2018年度）
62件

70件 ●

活
動

工業技術研究所の技術指導
件数

工業技術研究所が中小企業、小規模地域企業等に
対して行った技術指導件数
（県産業イノベーション推進課調査）

（2016年度）
28,027件

（2018年度）
29,960件

30,000件 ◎

活
動

創業支援等事業計画認定市
町数

民間事業者と連携して策定する創業支援等事業計画
について、国から認定を受けた市町数
（県商工振興課調査）

（2016年度）
21市町

（2018年度）
29市町

全市町 ◎

活
動

静岡県ＩｏＴ活用研究会の会員
数

ＩｏＴ活用に関する情報提供や意見交換、交流の場とし
て設置した「静岡県ＩｏＴ活用研究会」の会員数（全業
種）
（県産業イノベーション推進課調査）

（2016年度まで）
累計188社・団体

(2018年度まで)
累計262社・団体

（現）
累計280社・団体

（新）
累計320社・団体

◎

活
動

ＩＣＴを導入した建設企業者数
（県発注工事受注企業者）

県発注工事の受注建設企業者のうち、建設現場にＩＣ
Ｔを導入し、生産性向上に取り組む企業者数
（県建設技術企画課調査）

（2016年度まで）
累計12社

（2018年度）
累計64社

累計100社 ◎

活
動

複数の事業者が連携して行う
輸送の合理化や流通業務の
省力化の取組件数

複数の事業者が連携して行う輸送の合理化や流通業
務の省力化に資する取組で、物流効率化法に基づく
計画の認定を受けた件数
（県総合政策課調査）

（2016～2017年）
累計3件

（2018年度）
1件

（2018～2021年）
累計4件

○

活
動

現場体感見学会・出前講座実
施学校数

県が現場体感見学会・出前講座を実施した学校数
(県建設業課調査)

（2016年度）
6校

（2018年度）
20校

（現）毎年度13校
（新）毎年度20校

◎

活
動

事業承継診断実施件数
県が中小企業に対して実施した事業承継診断の件数
（県経営支援課調査）

―
（2018年度）

6,231件
毎年度
5,000件

◎

活
動

中小企業向け県制度融資（事
業資金等）利用件数

中小企業向け県制度融資のうち、事業資金と特別政
策資金（開業パワーアップ資金・事業承継資金）の利
用件数
（県商工金融課調査）

（2016年度）
4,557件

（2018年度）
3,875件

5,000件 ●

活
動

県内の従業者50人以上の企
業における事業継続計画（ＢＣ
Ｐ）策定率

県内の製造業を中心とした従業者50人以上の事業所
のうち、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定した事業所の割
合
（県商工振興課調査）

（2015年度）
49％

（2019年度）
55％

65％ ●

活
動

県内の従業者49人以下の企
業における事業継続計画（ＢＣ
Ｐ）策定率

県内の製造業を中心とした従業者49人以下の事業所
のうち、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定した事業所の割
合
（県商工振興課調査）

（2015年度）
27％

（2019年度）
29％

35％ ●

活
動

ふじのくに魅力ある個店ＷＥＢ
サイト閲覧回数

ふじのくに魅力ある個店ＷＥＢサイトの1か月当たりの閲
覧回数
（県地域産業課調査）

（2016年度）
23,791回/月

（2018年度）
22,626回/月

50,000回/月 ●

活
動

デザイン相談窓口の相談対応
件数

県のデザイン相談窓口(工業技術研究所・地域産業
課)に寄せられた企業等からのデザインに関する相談
対応件数
（県地域産業課調査）

（2016年度）
1,749件

（2018年度）
2,074件

（現）2,000件
（新）2,100件

◎

活
動

静岡県ヘルスケア産業振興協
議会の会員数

健康寿命延伸産業を創出することを目的に設置した
「静岡県ヘルスケア産業振興協議会」の会員数（企
業、大学、金融機関、市町等）
（県商工振興課調査）

（2016年度まで）
累計224社・団体

（2018年度まで）
累計238社・団体

累計240社・団体 ◎

農業産出額
（2016年）
2,266億円

（2018年）
2,120億円

2,400億円

（販売農家１戸当たり） （753万円/戸） （757万円/戸） （953万円/戸）

成
果

AＯＩプロジェクト事業化件数

農業の生産性向上や関連産業のビジネス展開に向け
た研究開発など、民間事業者等が主体となって実施
するAＯＩ（アグリオープンイノベーション）プロジェクトの事
業化件数
（県農業戦略課調査）

-
（2018年度）

1件
累計22件

目標値
以上

成
果

木材生産量
県内の森林から生産された丸太の体積
（県森林整備課調査）

（2016年）
41.5万 

（2018年）
45.3万 

毎年
50万 

B

成
果

１経営体当たり漁業生産額

遠洋・沖合漁業のまぐろ類・かつおを除く海面漁業と海
面養殖業における１経営体当たりの生産額
（農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」、「漁業セ
ンサス」）

（2015年）
981万円

（2018年）
2020年５月
公表予定

毎年度
1,000万円

-

成
果

農業生産関連事業の年間販
売金額

農業経営体または農協等による農産物の加工、農産
物直売所、農家レストラン、農業経営体による観光農
園・農家民宿の各年間販売金額の合計
（農林水産省「6次産業化総合調査（農業）」）

（2015年度）
1,062億円

（2018年度）
2020年6月
公表予定

毎年度
1,100億円

-

基準値
以下

3 農林水産業の
競争力の強化

成
果

農業生産活動による最終生産物の総産出額
（販売農家（経営耕地面積が30A以上または農産物
販売金額が50万円以上の規模の農業を行う世帯）１
戸当たりの産出額）
（農林水産省「生産農業所得統計」）

(3) 中小企業の
経営基盤強
化

(4) 地域を支え
る魅力ある
商業とサー
ビス産業の
振興

(1) 地域経済を
牽引する企
業の成長促
進

(2) 中小企業の
経営力向上
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現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

活
動

AＯＩフォーラム参画会員数

農業の生産性向上や関連産業のビジネス展開を促進
するオープンイノベーションの「場」となるAＯＩフォーラム
の参画会員数（法人・個人）
（県農業戦略課調査）

（2017年度）
118会員

（2018年度）
170会員

200会員 ◎

活
動

農地中間管理機構を活用した
農地集積面積

農地中間管理機構から担い手に、集積し、転貸された
農地面積
（県農業ビジネス課調査）

（2016年度まで）
累計860ha

（2018年度まで）
累計2,579ha

累計6,660ha ○

活
動

水田を活用した実証事業によ
る新たな野菜栽培取組件数

国・県等の実証事業により、水田を活用し、新たに業務
用野菜等の栽培が開始された取組件数
（県農芸振興課調査）

ー
（2018年度）

3件
累計12件 ○

活
動

畜産クラスター事業等による
生産施設整備件数

「畜産クラスター」の取組を推進するため、県が畜産ク
ラスター事業や強い農業づくり交付金により整備を支
援した生産施設や機械の件数
（県畜産振興課調査）

（2017年度まで）
累計4件

（2018年度まで）
累計12件

累計23件 ◎

活
動

ＧAＰ認証取得農場数
GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP、しずおか農林水産
物認証制度の認証を取得した農場数（重複除く）
（県地域農業課調査）

（2016年度）
3,207農場

（2018年度）
2,947農場

4,500農場 ●

活
動

農業法人数
農業・農業関連事業を経営する法人数
(県農業ビジネス課調査）

(2016年度）
788法人

（2018年度）
821法人

1,000法人 ●

活
動

高収益・低コスト化を可能とす
る農地基盤整備面積

野菜などの高収益作物導入による高収益化や、大型
農業機械導入等による低コスト化を可能とするため、県
が基盤整備を実施した農地面積
（県農地整備課調査）

（2016年度まで）
累計2,443ha

（2018年度まで）
累計2,863ha

累計3,700ha ○

活
動

基幹農業水利施設更新整備
数

農業用水を安定供給するため、県が更新等が必要と
判断した基幹農業水利施設のうち、更新・機能向上を
図る整備に着手した施設数
（県農地整備課調査）

(2017年度）
2施設

（2018年度まで）
累計13施設

累計40施設 ○

活
動

木材生産の労働生産性
森林において木材生産に従事する森林技術者一人・
一日当たりの生産量
（県林業振興課調査）

（2016年度）
3.8 /人日

（2018年度）
3.9 /人日

5.6 /人日 ●

活
動

再造林面積
主伐跡地への植栽や天然更新により再造林した森林
の面積
（県森林整備課調査）

（2016年度）
88hA

（2018年度）
157ha

500ha ●

活
動

世界基準の認証取得森林面
積

FSCまたはSGECの森林認証を取得した森林の面積
（県森林計画課調査）

（2016年度）
58,285ha

（2018年度）
66,798ha

70,000ha ◎

活
動

公共部門の県産材利用量
県・市町が整備した公共施設・公共土木工事における
県産材の利用量
（県林業振興課調査）

（2016年度）
20,641 

（2018年度）
21,765 

毎年度
21,000 

○

活
動

水産物の新たな流通体制構
築・高付加価値化取組件数

県が実施する「流通・消費段階」の地場水産物の新た
な流通体制の構築と「生産・加工段階」の水産物の高
付加価値化の取組件数
（県水産振興課調査）

（2017年度）
5件

（2019年度）
8件

毎年度
5件

◎

活
動

漁協直営食堂集客者数
県内の漁業協同組合が直営する食堂の集客者数
（県水産振興課調査）

（2016年）
48万人

（2018年）
51万人

55万人 ○

活
動

水産物の効果的な資源管理
に向けた新たな取組件数

水産物のより効果的な資源管理に向けた新たな仕組
みづくりや制度改善などの取組件数
（県水産資源課調査）

（2016年度）
3件

（2018年度）
3件

毎年度
3件

○

（2013～2016年度）平均 （2019年度）

マダイ 61.7万尾 マダイ 111.2万尾 マダイ 105万尾

ヒラメ  25.3万尾 ヒラメ  23.4万尾 ヒラメ   32万尾

活
動

漁業高等学園卒業後の漁業
就業者数

漁業高等学園卒業者のうち、漁業に就業した人数
（県水産振興課調査）

（2016年度）
15人

（2018年度）
16人

毎年度
15人

○

活
動

首都圏における富士山しずお
かマルシェでの県産品販売額

首都圏スーパーで県が主催した「富士山しずおかマル
シェ」における県産農林水産物の販売額
（県マーケティング課調査）

（2016年度）
800万円

（2018年度）
2,705万円

5,000万円 ○

活
動

６次産業化等新規取組件数

６次産業化サポートセンターの支援で開発された商品
数、六次産業化法等に基づく事業認定・承認数、農商
工連携基金事業助成数、フーズ・サイエンスヒルズプロ
ジェクト製品化数
（県マーケティング課調査）

（2013～2016年度）
累計608件

（2018年度）
167件

（2018～2021年度）
累計640件

○

(4) 市場と生産
が結びつい
たマーケ
ティング戦
略の推進

○
水産資源の着実な増殖に向けて実施するマダイ・ヒラ
メの放流尾数
（県水産資源課調査）

(3) 水産王国静
岡の持続的
発展の推進

活
動

マダイ・ヒラメ放流尾数

(1) 世界水準の
農芸品の生
産力強化

(2) 森林資源の
循環利用に
よる林業の
成長産業化
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政策 ６  多彩なライフスタイルの提案

成
果

豊かな暮らし空間創生住宅地
区画数

豊かで美しい暮らし空間の実現を目指す取組として、
「自然との団らん」、「地域とのつながり」などを大切にし
た一定の要件を満たす認定住宅地の区画数
（県住まいづくり課調査）

（2016年度まで）
累計121区画

（2018年度まで）
累計309区画

累計400区画 A

成
果

県産品を選んで購入する県民
の割合

食品を購入する際に静岡県産の農林水産物や、それ
を活用した加工食品を選ぶと回答した県民の割合
（県政インターネットモニターアンケート調査）

(2017年度)
72％

(2019年度)
89％

（現）
毎年度

75％%以上
（新）

毎年度90%

目標値
以上

成
果

緑茶出荷額全国シェア
本県の緑茶の出荷額の全国シェア
（経済産業省「工業統計表」）

（2015年）
55.3％

（2018年）
2020年12月

公表予定
60％ -

成
果

花き県内流通額

県内市場における花き流通金額と直売所における花き
売上額
（県農業戦略課調査、ＪA静岡中央会「県下ＪAファー
マーズマーケット実態調査」）

（2015年）
116億円

（2018年）
107億円

120億円
基準値
以下

成
果

移住相談窓口等を利用した県
外からの移住者数

県・市町の移住相談窓口、静岡Ｕ・Ｉターン就職サポー
トセンター等を利用した県外からの移住者数
（県くらし・環境部企画政策課、労働雇用政策課調査）

（現）
（2014～2016年度）

累計1,276人
（新）

(2016年度)
787人

（2018年度）
1,291人

（現）
(2018～2021年度）

累計3,200人
（新）

1,450人

A

活
動

豊かな暮らし空間創生の普
及・啓発のための企業訪問回
数

豊かな暮らし空間創生の普及・啓発のため、県職員が
開発事業者を訪問した回数
（県住まいづくり課調査）

（2016年度）
9回

（2018年度）
12回

毎年度
10回

◎

活
動

良質な住宅に関するセミナー
開催回数

良質な住宅取得、耐震補強、リフォームを促進するた
め、住宅に関する公的な支援や税制優遇などの情報
提供を行うセミナーの開催回数
（県住まいづくり課調査）

（2016年度）
4回

（2018年度）
14回

毎年度
10回

◎

活
動

空家等対策計画策定市町数
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく、
空家等対策計画を策定した市町数
（県住まいづくり課調査）

（2016年度）
3市町

（2018年度）
23市町

28市町 ◎

活
動

（新）ふじのくにフロンティア推
進エリア認定市町数

推進エリア形成に取り組み、県の認定を受けた市町数
（県総合政策課調査）

―
（2019年度）
2020年4月
公表予定

（2022年度）
累計26市町

-

活
動

緑化コーディネーター養成講
座開催回数

県と協力して(公財)静岡県グリーンバンクが主催する、
地域の緑化活動をコーディネートする人材を育成する
研修会の開催回数
（県環境ふれあい課調査）

―
（2018年度）

3回
毎年度

3回
○

活
動

芝生が適切に維持管理された
園庭・校庭数

校内芝生管理委員会の設置などの自主管理体制を
整え、芝生アドバイザーの指導の下、芝生が適切に維
持管理された園庭・校庭の箇所数
（県環境ふれあい課調査）

(2016年度まで)
累計4箇所

（2018年度まで）
累計10箇所

累計25箇所 ○

（2016年度） （2018年度）

犬 65頭 犬17頭

猫 1,450頭 猫527頭

活
動

「食の都」づくりに関する表彰数

「食の都」づくりに積極的に取り組む仕事人、企業・団
体を表彰する２つの表彰制度(The 仕事人 of the
yeAr、ふじのくに食の都づくり貢献賞)の表彰数
（県マーケティング課調査）

（2014～2017年度）
累計61個人・団体等

（2018～2019年度）
累計46個人・団体等

（2018～2021年度）
累計70個人・団体等

◎

活
動

児童生徒の静岡茶愛飲に取り
組んでいる学校の割合

小・中学校のアンケート等により把握した静岡茶の愛飲
に取り組んでいる学校の割合
（県教育委員会健康体育課調査）

（2016年度）
35.6％

（2018年度）
83.5%

100％ ◎

活
動

お花自慢の職場宣言実施事
業所数

花や緑を用いて室内や屋外の装飾に取り組み、お花
自慢の職場宣言を実施した事業所・団体等の数
（県農芸振興課調査）

（2016年度）
25件

（2018年度まで）
累計68件

累計150件 ○

活
動

ふじのくに美しく品格のある邑
づくり参画者数

ふじのくに美農里プロジェクト、しずおか農山村サポー
ター「むらサポ」、しずおか棚田・里地クラブ、一社一村
しずおか運動等の協働活動に参加した人数（重複除く
実数）
（県農地保全課調査）

（2016年度）
63,955人

（2018年度）
70,436人

80,000人 ○

活
動

鳥獣被害対策実施隊設置市
町数

地域自らで有害捕獲活動や防護柵の設置などを実施
する「鳥獣被害対策実施隊」を設置した市町数
（県地域農業課調査）

（2016年度）
2市町

（2018年度）
15市町

21市町 ◎

活
動

「静岡の茶草場農法」茶関連
商品販売数

世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会が販
売している、茶草場農法実践認定者が栽培する茶を
使った商品にのみ貼付できる「生物多様性貢献度シー
ル」の販売数
（県お茶振興課調査）

（2016年度）
701,335個

（2018年度）
870,639個

910,000個 ◎

活
動

移住関連イベント主催・出展回
数

県が主催・出展する移住相談会等の移住関連イベント
の実施回数
（県くらし・環境部企画政策課調査）

（現）
（2015～2016年度）

累計30回
（新）

（2016年度）
15回

（2018年度）
15回

（現）
（2018～2021年度）

累計60回
（新）

毎年度15回

○

活
動

移住相談件数
県・市町の移住相談窓口、静岡Ｕ・Ｉターン就職サポー
トセンター等の移住相談の件数
（県くらし・環境部企画政策課、労働雇用政策課調査）

（2016年度）
5,755件

（2018年度）
9,981件

（現）
毎年度9,000件

（新）
毎年度10,000件

○

(4) 移住・定住
の促進

(2) 人々を惹き
つける都づく
り

(3) 美しく活力
のある農山
村の創造

◎0頭

1 魅力的なライフ
スタイルの創出

(1) 豊かな暮ら
し空間の実
現

活
動

犬・猫の殺処分頭数
県・政令市が実施した犬・猫の殺処分頭数
（県衛生課調査）

現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値
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現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

活
動

ふじのくにに住みかえる推進本
部会議開催回数

地域の受入態勢強化等を目的に、県が市町等とのふ
じのくにに住みかえる推進本部・支部会議を開催した
回数
（県くらし・環境部企画政策課調査）

（2016年度）
5回

（2018年度）
5回

毎年度
5回

○

成
果

県内の温室効果ガス排出量
削減率（2005年度比）

県内の温室効果ガス排出量の基準年度（2005年度）
に対する削減率
（県環境政策課調査）

（2015年度）
△13.0％

（2018年度）
2021年3月
公表予定

（現）
(2020年度)
△20.0％

（新）
△21.0％

-

成
果

一般廃棄物排出量

一般廃棄物（家庭から排出されるごみと事業活動に
伴って発生するごみのうち、産業廃棄物以外のごみ）
の県民1人1日当たりの排出量
（県廃棄物リサイクル課調査）

（2015年度）
896g/人・日

（2018年度）
2020年4月
公表予定

（現）
(2020年度)

815ｇ/人・日以下
（新）

815ｇ/人・日以下

-

成
果

産業廃棄物最終処分率（最終
処分量/排出量）

産業廃棄物の１年間の排出量に対する最終処分量の
割合
（県廃棄物リサイクル課調査）

（2015年度）
1.9％

（2018年度）
2020年7月
公表予定

（現）
(2020年度)
1.8％以下

（新）
1.8％以下

-

成
果

集約連携型都市構造の実現
に向けた取組件数

集約連携型都市構造の実現に向け、県・市町や鉄道
事業者などが取り組む「コンパクトなまちづくり」や「地域
公共交通ネットワークの再構築」を推進するための取組
（事業）件数
（県都市計画課調査）

（2017年度）
238件

（2018年度）
265件

270件 A

成
果

県民の地域活動参加率
町内会などの地域活動に参加したと回答した県民の割
合
（県政世論調査）

（2017年度）
76.2％

（2019年度）
85.5％

（現）
毎年度85％以上

（新）
毎年度87％以上

目標値
以上

活
動

「ふじのくにCOOLチャレンジ」実
行委員会開催回数

県民運動「ふじのくにＣＯＯＬチャレンジ」を推進するた
めに実施する、県、企業、団体、市町で構成する「ふじ
のくにＣＯＯＬチャレンジ」実行委員会の開催回数
（県環境政策課調査）

（2016年度）
5回

（2018年度）
5回

毎年度
5回

○

活
動

リサイクル認定製品認定件数
静岡県リサイクル認定制度により認定した環境配慮型
のリサイクル製品の認定件数
（県廃棄物リサイクル課調査）

（2016年度）
53件

（2018年度）
59件

（2020年度）
81件

●

活
動

優良基準適合産業廃棄物処
理事業者数

県･政令市が審査により認定した、通常の許可基準より
も厳しい基準をクリアした優良な産業廃棄物処理事業
者数
（県廃棄物リサイクル課調査）

（2016年度）
147事業者

（2018年度）
180事業者

（2020年度）
185事業者

◎

活
動

浄化槽新規設置者講習会開
催回数

浄化槽新規設置者に対する、浄化槽の適正な維持管
理に関する講習会の開催回数
（県生活環境課調査）

（2016年度）
52回

（2018年度）
51回

毎年度
52回

○

活
動

水の出前教室実施回数
県職員が小学4年生を対象に水資源の大切さの啓発
などを行う「水の出前教室」の実施回数（クラス数）
（県水利用課調査）

（2013～2016年度）
平均136回

（2018年度）
185回

毎年度
140回

◎

活
動

立地適正化計画作成市町数
コンパクトなまちづくりの実現を目的に「立地適正化計
画」を作成した市町数
（県都市計画課調査）

（2016年度）
1市町

（2018年度）
7市町

14市町 ○

活
動

地域公共交通網形成計画作
成区域数

県・市町が、地域公共交通の現状や課題を踏まえ、持
続可能な公共交通ネットワークの形成を進める「地域
公共交通網形成計画」を作成した区域数
（県地域交通課調査）

（2016年度）
5区域

（2018年度）
15区域

17区域 ◎

活
動

県過疎地域自立促進計画に
位置付けた事業の各年度実
施率

静岡県過疎地域自立促進計画に位置付けた事業の
各年度の実施率
（県地域振興課調査）

(2016年度)
96％

(2018年度)
94％

（2020年度）
毎年度
100％

○

活
動

コミュニティカレッジ修了者数
地域活動を牽引するリーダー等の養成講座「コミュニ
ティカレッジ」の修了者数（修了者名簿掲載者数）
（県地域振興課調査）

（2016年度）
895人

（2018年度）
1,046人

1,320人 ○

成
果

地産エネルギー導入率

県内の最終エネルギー消費量に対する地産エネル
ギー（県内で生産された再生可能エネルギーや小規
模火力発電など）の導入量の割合
（県エネルギー政策課調査）

（2016年度）
16％

（2018年度）
17％

23％ C

成
果

新エネルギー等導入量

県内の新エネルギー（太陽光や風力、バイオマスなど
の10種類の発電と、熱利用エネルギー）等の導入量
（天然ガスコージェネレーションを含む）の合計の原油
換算
（県エネルギー政策課調査）

（2016年度）
105.1万k 

（2018年度）
116.6万k 

159.1万k C

成
果

エネルギー消費効率（2012年
度=100）

経済活動における省エネルギー化の状況を示す指標
であり、2012年度の県内ＧＤＰ当たりの県内エネル
ギー消費量（最終エネルギー消費量/ＧＤＰ）を100とし
たときの各年度の数値
（県エネルギー政策課調査）

（2014年度）
95

（2018年度）
85

85
目標値
以上

活
動

太陽光発電導入量
県内の太陽光発電の導入量
（経済産業省資源エネルギー庁公表資料）

（2016年度）
152.0万kW

（2018年度）
193.2万kW

210万kW ◎

活
動

バイオマス発電導入量
県内のバイオマス発電の導入量
（県エネルギー政策課調査）

（2016年度）
4.0万kW

（2018年度）
5.0万kW

6.0万kW ○

活
動

バイオマス熱利用導入量
県内のバイオマス熱利用設備の導入量の原油換算
（県エネルギー政策課調査）

（2016年度）

5.4万 
（2018年度）

5.3万 6.0万 ●

活
動

中小水力発電導入量
県内の中小水力発電の導入量
（県エネルギー政策課調査）

（2016年度）
1.2万kW

（2018年度）
1.2万kW

1.9万kW ●

3 エネルギーの地
産地消

(1) 再生可能エ
ネルギーの
導入促進

(1) 環境に配慮
した快適な
社会の形成

(2) 持続可能で
活力あるま
ちづくりの推
進

2 持続可能な社
会の形成
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現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

活
動

ガスコージェネレーション導入
量

県内のガスコージェネレーションの導入量
（県エネルギー政策課調査）

（2016年度）
49.0万kW

（2018年度）
50.0万kW

85万kW ●

活
動

水素ステーション設置数
県内の水素ステーションの設置数
（県エネルギー政策課調査）

（2016年度）
2基

(2018年度)
2基

7基 ●

活
動

省エネ診断実施回数
県が実施する事業所向け無料省エネ診断の実施回数
（県環境政策課調査）

（2013～2016年度）
平均62回

（2018年度）
79回

毎年度
65回

◎

活
動

建築物の省エネ化に関するセ
ミナー等参加者数

ＺＥＢなどの建築物の省エネ化に関するセミナー・
フォーラム等の参加者数
（県環境政策課調査）

（2017年度）
85人

（2018年度）
113人

毎年度
100人以上

○

活
動

電気自動車用充電器設置数
県内の電気自動車用充電器の設置数
（県エネルギー政策課調査）

（2016年度）
907基

(2018年度)
968基

1,829基 ●

活
動

静岡版メタン発酵プラント導入
か所数

事業所における静岡版メタン発酵プラント（小型メタン
発酵プラント）の導入か所数
（小型メタン発酵プラント事業化推進協議会公表資料）

（2016年度）
0か所

(2018年度)
0か所

（2019年度以降実施）
3か所 -

活
動

エネルギー関連機器・部品製
品化数

産官学による（仮称）エネルギー産業創出協議会の支
援により製品化した、エネルギー関連の機器・部品の
製品化件数
（（仮称）エネルギー産業創出協議会公表資料）

―
(2018年度)

0件
（2019年度以降実施）

6件 -

(2) 省エネル
ギー社会の
形成

(3) エネルギー
産業の振興
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政策 ７  “ふじのくに”の魅⼒の向上と発信

成
果

県内施設・大会等でスポーツ
をする人・観る人の人数

県内主要スポーツ施設の利用者、スポーツイベントの
参加者、県内で開催されるプロスポーツや国際大会な
どの観戦者の合計人数
（県スポーツ局調査）

（2016年度）
15,479,139人

（2018年度）
15,094,132人

16,500,000人
基準値
以下

成
果

成人の週１回以上のスポーツ
実施率

1年間でのスポーツの実施について、「週3回以上」、
「週1～2回」と回答した人の割合
（国スポーツ庁調査）

（2017年度）
53.9％

（2018年度）
52.9％

65％
基準値
以下

成
果

国民体育大会における総合順
位

国民体育大会における本県の総合順位
（（公財）日本スポーツ協会発表）

（2017年度）
17位

（2019年度）
17位

8位
基準値
以下

活
動

大会運営ボランティア登録者
数

競技会場等で競技運営のサポート等を行う大会ボラン
ティアと、会場最寄駅等で観戦客の交通･観光案内等
を行う都市ボランティアの養成終了後の登録者数
（県オリンピック・パラリンピック推進課調査）

（2017年度）
54人

（2018年度）
962人

（2020年度）
2,500人

○

活
動

事前キャンプ誘致を希望する
市町の覚書等締結率

東京2020オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘
致を希望している市町のうち、海外競技団体等と2020
年の大会直前の時期に行う事前キャンプに関する覚
書や協定書などを締結した市町の割合
（県オリンピック・パラリンピック推進課調査）

（2017年度）
57.1％

（2018年度）
66.7％

（2020年度）
100％

◎

活
動

大会運営ボランティア登録者
数

会場内、会場周辺、最寄駅等で、大会の支援、観戦
者の誘導、観光交通案内等を行う大会ボランティアの
登録者数
（県スポーツ政策課調査）

―
（2019年度）

1,000人
（2019年度）

800人
◎

活
動

ラグビーファンクラブ会員数

県ラグビー協会登録者、ラグビーワールドカップ公式サ
ポーターズクラブ登録者、ヤマハ発動機ジュビロファン
クラブ登録者など、県内のラグビーファンクラブの会員
数
（県スポーツ政策課調査）

（2016年度）
8,894人

（2018年度）
26,079人

50,000人 ○

活
動

自転車活用推進計画策定市
町数

自転車活用推進法に市町村が策定に努めると規定さ
れた自転車活用推進計画を策定した市町数
(県スポーツ政策課調査)

（2017年度）
0市町

（2018年度）
0市町

（2019年度以降実施）
全市町 -

活
動

自転車走行環境整備率（矢羽
根型路面表示の延長）

伊豆半島地域を中心とした自転車走行環境の整備
（矢羽根型路面表示）目標（276km）に対する整備割
合（延長）
（県道路整備課調査）

（2016年度）
3.3％

（9.2km）

（2018年度）
65.0％

（179.3km）

100％
（276km）

◎

活
動

富士山女子駅伝観客数
富士山女子駅伝をゴール会場、沿道で観戦した人数
（全日本大学女子選抜駅伝競走実行委員会発表）

（2017年度）
128千人

（2018年度）
133千人

135千人 ◎

活
動

しずおかスポーツフェスティバ
ル参加者数

生涯スポーツの振興を目的として、県、教育委員会、
県体育協会が主催するイベントの参加者数
(県スポーツ振興課調査)

（2016年度）
70,102人

（2018年度）
61,126人

75,000人 ●

活
動

県立スポーツ施設（県武道
館、県立水泳場、県立富士水
泳場）利用者数

県武道館、県立水泳場、県立富士水泳場の利用者数
（県スポーツ振興課調査）

（2016年度）
590,234人

（2018年度）
608,085人

62万人 ◎

活
動

県営都市公園運動施設利用
者数

県営都市公園の有料運動施設の利用者数
（県公園緑地課調査）

（2016年度）
2,117,603人

（2018年度）
2,337,281人

(現)
222万人

(新)
毎年度222万人

◎

活
動

静岡県に関係するＪＯＣオリン
ピック強化指定選手数

ＪＯＣ（（公財）日本オリンピック委員会）が指定するオリ
ンピック強化指定選手のうち、静岡県に関係する選手
数
(県スポーツ振興課調査)

（2017年度）
27人

（2019年度）
25人

45人 ●

活
動

ジュニアスポーツ体験参加者
数

（公財）静岡県体育協会が実施するチャレンジスポー
ツ教室、ビクトリークリニックに参加した児童数
（（公財）静岡県スポーツ協会発表）

（2016年度）
330人

（2018年度）
1,110人

（現）
毎年度330人

（新）
毎年度660人

◎

活
動

日本体育協会登録公認コーチ
数

（公財）日本体育協会・加盟団体等が公認スポーツ指
導者制度に基づき資格認定するコーチ数（毎年10月
現在）
（（公財）静岡県スポーツ協会発表）

（2016年度）
816人

（2019年度）
997人

1,000人 ◎

成
果

１年間に文化・芸術の鑑賞・活
動を行った人の割合

１年間に自身が文化・芸術の鑑賞・活動を行ったと回
答した人の割合（メディアを介しての体験は含まない）
（県政世論調査）

（2018年度）
54.9％

（2019年度）
53.4％

75％
基準値
以下

成
果

県内文化施設（概ね300人以
上の公立ホール）利用者数

県内の公立文化施設（概ね３００人以上のホール）の
利用者数
（県文化政策課調査）

（2016年度）
7,495,456人

（2018年度）
7,248,530人

7,700,000人
基準値
以下

成
果

富士山の世界文化遺産として
の価値を理解している人の割
合

富士山の世界文化遺産としての価値の理解に関する
質問事項に正しく回答した人の割合
（県政世論調査）

（2018年度）
19.3％

（2019年度）
23.0％

50％ C

2 文化芸術の振
興

(4) スポーツに
親しむ環境
づくり

(5) 競技力の向
上

(2) ラグビー
ワールドカッ
プ2019の
推進

(3) スポーツを
活用した交
流促進

1 スポーツの聖地
づくり

(1) 東京2020
オリンピック・
パラリンピッ
クの推進

現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値
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現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

活
動

静岡県文化プログラム認証件
数

県が文化プログラムとして認証したプログラムの件数
（県文化政策課調査）

(2016年度）
0件

(2018年度）
341件

（2020年度）
累計1,000件

◎

活
動

県立美術館来館者数
県立美術館の展覧会観覧者、普及事業参加者等の
来館者数
（県文化政策課調査）

(2016年度）
239,984人

(2018年度）
132,783人

毎年度
240,000人

●

活
動

ＳＰAＣ公演等鑑賞者数
ＳＰAＣの公演やアウトリーチ活動などの鑑賞者数（芸術
劇場、芸術公園以外での活動も含む）
（県文化政策課調査）

(2016年度）
35,316人

(2018年度）
50,719人

（現）
毎年度42,000人

（新）
毎年度45,000人

◎

活
動

ふじのくに芸術祭参加応募人
数

ふじのくに芸術祭における、絵画、書、写真等の作品応
募者、演劇等の参加者数
（県文化政策課調査）

(2016年度）
10,484人

(2018年度）
12,941人

（現）
毎年度11,000人

（新）
毎年度12,800人

◎

活
動

伊豆文学賞応募者数
伊豆文学賞の作品応募者数
（県文化政策課調査）

（2016年度）
410人

(2019年度）
267人

毎年度
450人

●

活
動

富士山世界遺産センター来館
者数

静岡県富士山世界遺産センターの来館者数
（県富士山世界遺産センター調査）

―
(2018年度）
452,066人

毎年度
30万人

◎

活
動

ボランティア等との協働による
富士山の自然環境保全活動
実施回数

県とボランティアや企業・団体などとの協働による富士
山における自然環境保全活動の実施回数
（県自然保護課調査）

（2016年度）
5回

(2018年度）
5回

毎年度
5回

○

活
動

世界遺産富士山・韮山反射炉
に関する県民講座等受講者数

富士山世界遺産課が開催する県民講座、富士山世
界遺産センターが各種団体を対象に開催する出前講
座の受講者数
（県富士山世界遺産課、富士山世界遺産センター調
査）

（2016年度）
4,060人

(2018年度）
5,224人

（現）
毎年度4,500人

（新）
毎年度5,000人

◎

活
動

県指定文化財新規指定件数
県指定文化財の新規指定件数
（県文化財課調査）

（2016年度）
3件

(2018年度）
2件

（2018～2021年度）
累計12件

●

活
動

しずおか文化財オータムフェア
参加者数

「しずおか文化財オータムフェア」協賛事業の参加者
数
（県文化財課調査）

（2016年度）
205,635人

(2018年度）
148,461人

220,000人 ●

成
果

良好な景観形成に向けて重点
的に取り組んでいる市町数

景観計画区域内において重点とする地区を指定し、景
観形成に重点的に取り組んでいる市町数
（県景観まちづくり課調査）

（2016年度）
13市町

（2018年度）
14市町

18市町 C

成
果

伊豆・富士地域ニホンジカ推
定生息頭数

第二種特定鳥獣管理計画(ニホンジカ）に基づく、伊
豆・富士地域における推定生息頭数
（県自然保護課調査）

（2015年度）
55,800頭

（2018年度）
52,900頭

約10,000頭 C

成
果

森づくり県民大作戦参加者数
県が各地で開催する森づくり県民大作戦の参加者数
（県環境ふれあい課調査）

（2016年度）
28,343人

（2018年度）
28,271人

毎年度
28,000人

目標値
以上

成
果

森林の多面的機能を持続的に
発揮させる森林整備面積

森林の多面的機能が持続的に発揮される適切な状態
に保つために整備（植栽、下刈、間伐など）を行った森
林面積
（県森林整備課調査）

（2013～2016年度）
平均10,426ha

（2018年度）
10,080ha

毎年度
10,000ha

目標値
以上

活
動

伊豆半島の幹線道路沿いの
違反野立て看板是正率（件
数）

伊豆半島景観協議会が設定した伊豆半島の幹線道
路沿いにおける違反野立て看板是正目標2,200件に
対する是正済み件数の割合（件数）
（県景観まちづくり課調査）

（2016年度）
0％

（0件）

(2018年度）
56％

（1,250件）

100％
（2,200件）

◎

活
動

景観法に基づく景観行政団体
移行市町数

景観法に基づき、景観行政団体として、県の協議を経
た市町数
（県景観まちづくり課調査）

（2016年度）
25市町

(2018年度）
29市町

全市町 ○

活
動

希少種をはじめとする多様な
野生生物の保護に関する検討
会等開催回数

静岡県希少野生動植物保護条例により指定されてい
る希少種をはじめとする多様な野生生物の保護に関す
る検討会・勉強会・情報交換会の開催回数
(県自然保護課調査)

（2016年度）
3回

(2018年度）
4回

毎年度
2回

◎

活
動

伊豆・富士地域ニホンジカの
捕獲頭数

第二種特定鳥獣管理計画(ニホンジカ）に基づく、伊
豆・富士地域におけるニホンジカの捕獲頭数
（県自然保護課調査）

（2016年度）
16,832頭

（2018年度）
17,387頭

（2018～2021年度）
累計58,000頭

○

活
動

高山植物保護指導員等の研
修会・意見交換会開催回数

高山植物保護対策や登山者への指導を行う高山植
物保護指導員、自然公園指導員、自然環境保全管
理員の資質向上のための研修会・意見交換会の開催
回数
(県自然保護課調査)

（2016年度）
1回

(2018年度）
2回

毎年度
2回

○

活
動

しずおか未来の森サポーター
企業数

しずおか未来の森サポーター制度により、社会貢献活
動として、森林整備や、間伐に寄与する紙の購入に取
り組むサポーターに加入した企業数
（県環境ふれあい課調査）

（2016年度）
119社

(2018年度）
126社

136社 ○

活
動

自然ふれあい施設における自
然体験プログラム実施回数

自然ふれあい施設（県立森林公園、県民の森）におけ
る指定管理者が実施する自然体験プログラムの実施
回数
（県環境ふれあい課調査）

（2016年度）
159回

(2018年度）
190回

毎年度
160回

◎

活
動

森林経営計画認定面積
計画的かつ効率的な森林施業を行うため、森林経営
計画の認定を受けた森林面積
(県森林計画課調査）

（2016年度）
76,639ha

（2018年度）
80,399ha

100,000ha ●

活
動

森の力再生面積
森の力再生事業等により荒廃森林を再生した面積
（県森林計画課調査）

（2016年度まで）
累計13,413ha

（2018年度まで）
累計15,488ha

累計19,036ha ○

(2) 自然環境の
保全と復元

(3) 森林との共
生の推進

3 美しい景観の創
造と自然との共
生

(1) 豊かな自
然、文化、
歴史に根ざ
した美しい
景観の形成

(2) 世界文化遺
産の後世へ
の継承

(3) 伝統・歴史
に培われた
文化財の継
承

(1) 地域資源を
活かした文
化芸術の振
興

329



政策 ８  世界の⼈々との交流の拡⼤

成
果

県内旅行消費額
本県に来訪した国内旅行者が県内で消費した額
（県観光政策課「静岡県における観光の流動実態と満
足度調査」）

（2016年度）
6,888億円

（2018年度）
7,350億円

7,500億円 A

成
果

宿泊客数
旅館、ホテル、民宿等に宿泊した延べ客数
（県観光政策課「静岡県観光交流の動向」）

（2016年度）
1,943万人

（2018年度）
1,997万人

2,200万人 C

成
果

外国人宿泊者数
外国人の延べ宿泊者数
（観光庁「宿泊旅行統計調査」）

（2016年）
157万人

（2018年）
179万人

300万人 C

成
果

本県の旅行に大変満足した旅
行者の割合

本県の旅行に大変満足と回答した人の割合
（県観光政策課「静岡県における観光の流動実態と満
足度調査」）

（2016年度）
34.9％

（2018年度）
34.2％

50%
基準値
以下

活
動

ＤＭＯを核とした観光地域づくり
を推進する市町数

国の登録制度において、「日本版ＤＭＯ候補法人」また
は「日本版ＤＭＯ」に登録された、「地域連携ＤＭＯ」、
「地域ＤＭＯ」が活動している市町数
（県観光政策課調査）

（2016年度）
0市町

（2018年度）
22市町

全市町 ◎

活
動

旅行中のレジャー活動に占め
る体験型観光の割合

旅行中に体験型観光の活動を行った人の割合
（県観光政策課「静岡県における観光の流動実態と満
足度調査」）

（2016年度）
34.9％

（2018年度）
31.1%

40％ ●

活
動

伊豆半島ジオパークのジオツ
アー参加者数

伊豆半島における認定ジオガイドによるジオツアーの参
加者数
（伊豆半島ジオパーク推進協議会調査）

（2016年度）
7,571人

（2018年度）
36,568人

毎年度
10,000人

◎

活
動

県の支援により造成された本
県宿泊旅行商品数

県観光協会主催の商談会等を通じて造成された本県
宿泊が組み込まれた旅行商品数
（県観光協会調査）

（2016年度）
3,181商品

（2018年度）
3,459商品

3,500商品 ◎

活
動

静岡県観光情報ホームページ
「ハローナビしずおか」訪問数
（ページビュー）

県観光観光協会が運営するホームページ「ハローナビ
しずおか」の訪問数
（県観光協会調査）

（2016年度）
297万ＰＶ

（2018年度）
325万ＰＶ

670万ＰＶ ●

活
動

静岡ツーリズムビューローが取
り扱う旅行商品成約額

静岡ツーリズムビューローが運営する着地型旅行商品
掲載サイト「Mount Fuji TrAvel」を介して成約となった
旅行商品の成約額
（静岡ツーリズムビューロー調査）

（2016年度）
0円

（2018年度）
3,169万円

1億6千万円 ●

活
動

観光人材育成研修会参加者
数

県または静岡ツーリズムビューローが開催する、未来を
つくるマーケティング講座、宿泊施設関係者のおもてな
し研修、通訳案内士養成研修の延べ参加者数
（県観光政策課調査）

（2016年度まで）
累計5,885人

（2018年度）
累計8,377人

累計10,000人 ◎

活
動

ユニバーサルツーリズムに関す
る研修会参加者数

県が開催するユニバーサルツーリスム普及推進研修
会の延べ参加者数
（県観光政策課調査）

（2016年度）
0人

（2018年度）
99人

累計400人 ○

活
動

観光地域づくり整備計画策定
数

観光地域の面的・計画的な整備を進めるために市町
が策定する観光地域づくり整備計画の策定数
（県観光政策課調査）

（2016年度）
0計画

（2018年度）
17計画

累計50計画 ◎

成
果

県・市町の国際交流協定等締
結・調印数

県・市町の包括的・分野別の国際交流協定や友好提
携などの締結・調印数
(県地域外交課調査)

（2016年度）
104件

（2018年度）
116件

130件 B

成
果

地域外交関連事業による海外
からの受入人数

県が対応した地域外交関連事業により、海外から本県
を訪れた要人等の受入人数
(県地域外交課集計)

（2016年度）
2,766人

（2018年度）
3,092人

（2018～2021年度）
累計12,000人

B

成
果

青年海外協力隊等の国際協
力ボランティア派遣者数

青年海外協力隊やシニア海外ボランティアなどの国際
協力ボランティアの累計派遣者数
（ＪＩＣA中部「ＪＩＣAボランティア実績資料」)

（2016年度まで）
累計1,689人

（2018年度まで）
累計1,767人

累計1,950人 B

成
果

県の海外市場開拓支援による
県産農林水産物新規輸出成
約件数（チャレンジ事業実施
者や地域商社を含む）

海外市場において県が販路開拓支援の取組を行った
輸出案件のうち、新規に成約に至った件数
（県マーケティング課調査）

（2013～2016年度）
累計302件

（2018年度）
100件

（2018～2021年度）
累計360件

B

成
果

県内本社企業の新規海外展
開事業所数

県内本社企業が新規に海外展開した事業所数
（県企業立地推進課調査)

（2013～2016年度）
累計184事業所

（2018年度）
26事業所

（2018～2021年度）
累計200事業所

C

活
動

県と重点国・地域等とのパート
ナーシップ新規構築数

県が重点国・地域等と交わした覚書署名や連絡会議
の組織などのパートナーシップの新規構築数
(県地域外交課調査)

―
（2018年度）

2件
（2018～2021年度）

累計8件
○

活
動

国際協力ボランティアに関する
説明会等開催回数

県とＪＩＣAや国際交流基金などとの協働により開催し
た、国際協力ボランティアに関する説明会、展示会、
報告会、表敬等の開催回数
(県地域外交課調査)

（2013～2016年度）
累計51回

（2018年度）
35回

（2018～2021年度）
累計70回

◎

活
動

海外駐在員事務所対外活動
件数

県の海外駐在員事務所が対応した相談、商談、調
査、手配、訪問の活動件数
(県地域外交課調査)

(2017年度）
2,186 件

（2018年度）
1,658件

2,700件 ●

活
動

海外からの研修員の受入人
数・日数

県地域外交局が関与して海外から受け入れた研修員
の人数、研修の合計日数
(県地域外交課調査)

（2013～2016年度）
累計49人・3,311日

（2018年度）
14人・1,299日

（2018～2021年度）
累計60人・4,000日

○

活
動

輸出商談会・見本市等参加事
業者数

県が支援する商談会・見本市等に参加した延べ事業
者数
（県マーケティング課調査）

（2013～2016年度）
累計504事業者

(2018年度)
146事業者

（2018～2021年度）
累計550事業者

○

活
動

海外展開支援事業利用件数

企業の海外展開を支援する｢海外ビジネス支援事
業｣、｢海外展開コンサルティング事業｣、｢海外派遣人
材育成事業｣の利用件数
（県企業立地推進課調査）

（2013～2016年度）
累計805件

（2018年度）
192件

（2018～2021年度）
累計880件

○

活
動

海外経済ミッション受入れ件
数

県企業立地推進課で対応した海外経済ミッション(訪
問団)の受入れ件数
（県企業立地推進課調査）

（2013～2016年度）
累計51件

（2018年度）
14件

（2018～2021年度）
累計60件

○

(2) 世界の様々
な国・地域
との多様な
交流

(3) 世界に開か
れた通商の
実践

2 地域外交の深
化と通商の実践

(1) 地域外交の
推進

(2) 観光客の来
訪の促進

(3) 観光人材の
育成と来訪
者の受入環
境の整備

1 世界クラスの資
源を活かした観
光交流の拡大

(1) 国際競争力
の高い観光
地域づくり

現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値
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現状値 目標値 区分
政策の柱（中柱）

施策（小柱）

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
基準値

成
果

地域の基幹となる道路の供用
率（延長）

現在整備中の県内の高規格幹線道路、地域高規格
道路、インターチェンジアクセス道路の整備計画区間
のうち、供用している道路の割合
（県道路企画課調査）

（2016年度）
63.7％

（196.2km）

（2018年度）
71.1％

（219.1km）

77.7％
（239.6km）

A

成
果

清水港のコンテナ船欧州・北
米航路における寄港便数

清水港のコンテナ船欧州・北米航路における一週当た
りのコンテナ船の寄港便数
（県港湾振興課調査）

（2016年度）
3.5便/週

（2018年度）
3.5便/週

3.5便/週
目標値
以上

成
果

県内港湾のクルーズ船による
寄港人数

県内各港湾に寄港したクルーズ船の乗客数
（県港湾振興課調査）

（2016年）
22,547人

（2018年）
50,052人

（2020年）
217,000人

C

成
果

富士山静岡空港の利用者数
富士山静岡空港に就航する定期便・チャーター便の
搭乗者数
（県空港振興課調査）

（2016年度）
61.1万人

（2018年度）
71.4万人

85万人 B

活
動

高規格幹線道路の供用率（延
長）

高規格幹線道路の計画区間のうち、供用している道路
の割合
（県道路企画課調査）

（2016年度）
78.5％

（359.6㎞）

（2018年度）
83.3％

（381.7㎞）

87.2％
（399.8㎞）

◎

活
動

高規格幹線道路へのアクセス
道路の供用率（延長）

県が整備している高規格幹線道路へのアクセス道路
（地域高規格道路「金谷御前崎連絡道路（金谷相良
道路Ⅱ）」、インターチェンジアクセス道路）の計画区間
のうち、供用している道路の割合
（県道路整備課調査）

（2016年度）
62.3％

（22.0㎞）

（2018年度）
64.6％

（22.8㎞）

71.4％
（25.2㎞）

●

活
動

通学路合同点検に基づく交通
安全対策実施率（箇所数）

県管理道路の通学路上において、通学路合同点検に
基づき選定された要対策箇所（202箇所）のうち、対策
を完了した箇所の割合
（県道路整備課調査）

（2016年度）
57.4％

（116箇所）

（2018年度）
76.2％

(154箇所)

100％
（202箇所）

○

活
動

渋滞対策実施率（箇所数）

地域の主要渋滞箇所（189箇所）において、2021年度
までの対策予定箇所（48箇所）のうち、対策を完了した
箇所の割合
（県道路企画課調査）

（2016年度）
37.5％

（18箇所）

（2018年度）
79.2％

（38箇所）

100％
（48箇所）

◎

活
動

清水港日の出埠頭の岸壁増
深改良延長

清水港日の出埠頭における水深12ｍの増深改良を
行った岸壁の延長
（県港湾整備課調査）

（2016年度）
480ｍ

（2018年度）
480ｍ

630ｍ ●

活
動

ＲＯＲＯ船による輸送台数
清水港、御前崎港に寄港したＲＯＲＯ船のトラック等の
輸送台数
（県清水港管理局、御前崎港管理事務所調査）

（2016年度）
13,470台

（2018年度）
48,740台

38,800台 ◎

活
動

清水港のクルーズ船寄港回数
清水港におけるクルーズ船の寄港回数
（県港湾振興課調査）

（2016年）
18回

(2018年）
33回

（2020年）
90回

●

活
動

富士山静岡空港の利用促進
を目的とするサポーターズクラ
ブ会員数

空港の利用促進を目的に会員を募り、情報提供等を
行う、個人向けサポーターズクラブの会員数
（県空港振興課調査）

（2016年度）
44,411人

（2018年度）
45,750人

47,000人 ○

活
動

富士山静岡空港のビジネス利
用促進を目的とする企業サ
ポーターズクラブ会員数

空港のビジネス利用促進を目的に会員を募り、特典提
供等を行う、企業向けサポーターズクラブの会員数
（県空港振興課調査）

（2016年度）
1,266社

（2018年度）
1,569社

2,000社 ○

活
動

富士山静岡空港を利用した教
育旅行数

富士山静岡空港を利用した教育旅行の助成件数
（県空港振興課調査）

（2016年度）
71件

（2018年度）
66件

75件 ●

活
動

航空関連施設等立地件数
空港西側県有地における空港機能を補完・強化する
航空関連施設やサービス産業施設などの立地件数
（県空港管理課調査）

―
（2018年度）

累計2件
累計3件 ◎

(2) 港湾機能の
強化と利用
促進

(3) 競争力の高
い富士山静
岡空港の実
現

3 交流を支える交
通ネットワークの
充実

(1) 道路網の強
化
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Ⅱ 政策の実効性を⾼める⾏政経営

成
果

マスメディアに取り上げられた
県政情報件数

新聞、雑誌、テレビに取り上げられた県政情報の件数
（県広聴広報課調査）

（2016年度）
9,548件

（2018年度）
10,895件

14,000件 B

成
果

パブリックコメントで県民意見が
寄せられた案件の割合

県で実施したパブリックコメントのうち、県民意見が寄せ
られた案件の割合
（県法務文書課調査）

（2016年度）
70.7％

（2018年度）
67.3％

100％
基準値
以下

成
果

民間が企画段階から参画する
協働事業数の割合

県が民間のＮＰＯや企業などと協働により行った事業の
うち、企画段階から参画を得た事業の割合
（県行政経営課調査）

（2016年度）
51％

（2018年度）
61.4％

75％ B

成
果

地方公共団体間の事務の共
同処理件数

県と市町、市町間における「連携協約」または「機関等
の共同設置」による共同処理の件数
（県地域振興課調査）

（2016年度）
累計21件

（2018年度）
累計22件

累計26件 C

指
標

県ホームページへのアクセス
件数

「県公式ホームページ」や「サイポスレーダー」などの県
が直接管理するホームページへのアクセス件数
（県広聴広報課調査）

（2016年度）
9,012万件

（2018年度）
9,597万件

9,800万件 A

指
標

情報公開の適正度（公文書非
開示決定のうち審査会で不当と
判断されなかった割合）

公文書の開示請求で非開示決定した案件のうち、審
査会で不当と判断されなかった割合
（県法務文書課調査）

（2016年度）
99.4％

（536/539件）

（2018年度）
99.6％

（539/541件）
100% B

指
標

県に意見要望がある人のうち
伝えた人の割合

県の仕事について、意見や要望を持ったり、不満を感
じた人のうち、県に伝えた人の割合
（県広聴広報課調査）

（2016年度）
21.4％

（2018年度）
17.9%

30％
基準値
以下

指
標

“ふじのくに”づくりサポーター
登録数

県民参加型行政評価の参加者から希望を募り、県政
への継続的な参加を促進する「“ふじのくに”づくりサ
ポーター」の登録人数
（県総合政策課調査）

（2017年度まで）
累計327人

（2018年度まで）
累計368人

累計500人 B

指
標

県とＮＰＯ、民間企業、地域住
民等との協働事業件数

県がＮＰＯ、民間企業、地域住民等と協働により行った
事業の件数
（県行政経営課調査）

（2016年度）
3,422件

（2018年度）
3，819件

（現）
毎年度3,500件

（新）
毎年度3,850件

目標値
以上

指
標

指定管理者制度導入施設で
利用者満足度が80％以上の
施設数の割合

指定管理者制度導入施設で行う利用者の満足度調
査において、「普通」を超える回答が80％以上の施設
数の割合
（県行政経営課調査）

（2016年度）
92.7％

（2018年度）
90.7％

100％
基準値
以下

指
標

行政経営研究会において、県
と市町の共通課題等の解決に
取り組んだテーマ数

行政経営研究会において、県と市町、市町間の共通
課題の解決に取り組んだテーマ数
（県市町行財政課調査）

（2014～2017年度）
累計32テーマ

（2018～2019年度）
累計20テーマ

（2018～2021年度）
累計32テーマ以上

A

指
標

規制改革会議への提案等に
おいて改革の成果に結びつい
た件数

“ふじのくに”規制改革会議への提案や地方分権改革
に関する国への提案のうち、規制緩和、制度改革・運
用改善等の成果に結びついた件数
（県地域振興課調査）

（2016年度）
5件

（2016～2018年度）
累計14件

（2016～2021年度）
累計30件以上

B

(3) 民間・市
町・地域と
の連携・協
働

(1) 戦略的な情
報発信と透
明性の向上

(2) 県民参画の
促進

1 現場に立脚した
施策の構築・推
進

区分基準値 現状値 目標値
取組

取組の柱

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
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区分基準値 現状値 目標値
取組

取組の柱

指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）

成
果

職員の総労働時間（非正規職
員を含む）

県職員（非正規職員を含む）の総労働時間
（県人事課調査）

（2016年度）
13,140,294時間

（2018年度）
13,113,982時間

（期間中毎年度）
前年度以下

C

成
果

自己の能力を職務に発揮でき
ていると感じる職員の割合

勤務意向調書を作成した県職員のうち、「仕事への能
力発揮度合い」について、「十分発揮」、「ほぼ発揮」、
「普通」を選択した職員の割合
（県人事課調査）

（2016年度）
94.9％

（2018年度）
93.9％

95％以上
基準値
以下

成
果

収支均衡
その年の歳出をその年の歳入をもって賄う、収支が均
衡した状態
（県財政課調査）

（2016年度）
財源不足額

(財政調整用の基金
による補填額)
△205億円

（2018年度）
財源不足額

(財政調整用の基金
による補填額)

△40億円

財源不足額
（財政調整用の基金

による補填額）
0

A

成
果

通常債残高

県が発行する地方債（通常債）の残高
（地方債とは、地方公共団体が第三者から資金の借り
入れを行うことで負担する長期債務のこと）
（県財政課調査）

（2016年度）
1兆6,100億円

（2018年度）
1兆5,667億円

上限
1兆6,000億円程度

目標値
以上

成
果

実質公債費比率

地方公共団体における公債費による財政負担の度合
いを客観的に示す指標で、地方債元利償還金相当額
に充当された一般財源の標準財政規模等に対する割
合の過去３年間の平均値
（県財政課調査）

（2016年度）
13.5％

（2018年度）
13.4%

18％未満
目標値
以上

成
果

将来負担比率
地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質
的な負債を表す指標
（県財政課調査）

（2016年度）
228.0％

（2018年度）
240.2%

400％未満
目標値
以上

成
果

ＩＣＴを利活用し、新たに効率
化や高価値化を進めた取組
数

県行政において、ＩＣＴ（ＩｏＴ、AＩ等）を利活用して、新た
に事務・業務の効率化や高価値化を進めた取組の件
数
（県ＩＣＴ政策課、電子県庁課調査）

―
（2018年度）

15件
（2018～2021年度）

累計20件以上
A

指
標

職員に占める管理職の割合
県職員に占める管理職の割合
（県人事課調査）

（2017年4月1日）
10.3％

（2019年4月1日）
10.2％

（2022年4月1日）
10％程度

目標値
以上

（現）時間外勤務時間が540
時間を超える職員数

時間外勤務時間が年間で540時間を超える県職員数
（県人事課調査）

（2016年度）
346人

（2018年度）
271人

（期間中毎年度）
前年度比10％削減

C

（新）時間外勤務時間が360
時間を超える職員数（時間外
上限時間の特例を除く）

時間外勤務時間が年間で３６０時間を超える県職員
数
（県人事課調査）

― ―
（期間中毎年度）

０人

指
標

中堅職員の専門性の向上に
配慮した人事異動の割合

キャリア調書を作成し、「スペシャリスト」を志向した県
職員のうち、人事異動において意向が反映された職員
の割合
（県人事課調査）

（2016年度）
74.6％

（2018年度）
75.8％

75％以上
目標値
以上

指
標

個人県民税収入率

個人県民税（均等割・所得割）の収入率（本来収入と
なるべき金額に対して、実際に収入となった金額の割
合）
（県税務課調査）

（2016年度）
94.9％

（2018年度）
95.6％

97.5％ B

指
標

県有財産売却実績額
県有財産の実売却実績額
（県資産経営課調査）

（2013～2017年度）
累計49億4,000万円

（2018年度）
10億4,200万円

（2018～2022年度）
累計55億6,000万円

B

指
標

総合計画・分野別計画の進捗
評価実施・公表率

新ビジョン、新ビジョンに掲げる分野別計画のうち、進
捗評価を実施し、その結果を公表する計画の割合
（県総合政策課調査）

―
（2018年度）

93.4％
100％ B

指
標

県民等による電子申請システ
ム利用件数

県民、事業者、職員等が電子申請システムを利用し
て、手続を行った件数
（県電子県庁課調査）

（2016年度）
46,542件

（2018年度）
65,057件

70,000件 A

指
標

オンラインで利用可能な手続
数

電子申請システムで利用可能な行政手続等の数
（県電子県庁課調査）

（2016年度）
200件

（2018年度）
756件

（現）400件
（新）960件

目標値
以上

(3) ＩＣＴ等の革
新的技術の
利活用によ
る業務革新

(1) 最適な組織
運営と人材
の活性化

指
標

(2) 健全な財政
運営の堅持
と最適かつ
効果的な事
業執行

2 生産性の高い
持続可能な行
財政運営
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Ⅲ 地域の⽬指す姿

成
果

伊豆半島地域の宿泊客数
伊豆半島地域の旅館、ホテル、民宿等に宿泊した延
べ客数
（県観光政策課「静岡県観光交流の動向」）

（2016年度）
1,122.9万人

（2018年度）
1,132.2万人

1,280万人 C

成
果

移住相談窓口等を利用した県
外から伊豆半島地域への移住
者数

県・市町の移住相談窓口、静岡Ｕ・Ｉターン就職サポー
トセンター等を利用した県外から伊豆半島地域への移
住者数
（県くらし・環境部企画政策課、労働雇用政策課調
査）

（現）
（2014～2016年度）

累計261人
（新）

（2016年度）
164人

（2018年度）
366人

（現）
（2018～2021年度）

累計600人
（新）

410人

A

活
動

伊豆半島の幹線道路沿いの
違反野立て看板是正率（件
数）

伊豆半島景観協議会が設定した伊豆半島の幹線道
路沿いにおける違反野立て看板是正目標2,200件に
対する是正済み件数の割合（件数）
（県景観まちづくり課調査）

（2016年度）
0％

（0件）

（2018年度）
56％

(1,250件）

100％
（2,200件）

A

活
動

富士山世界遺産センター来館
者数

静岡県富士山世界遺産センターの来館者数
（県富士山世界遺産センター調査）

―
（2018年度）
452,066人

毎年度
30万人

目標値
以上

成
果

ファルマバレープロジェクト事業
化件数

ファルマバレープロジェクトにおける事業化件数
（県新産業集積課調査）

（2013～2016年度）
累計33件

（2018年度）
14件

(2018～2021年度）
累計42件

A

成
果

移住相談窓口等を利用した県
外から東部地域への移住者数

県・市町の移住相談窓口、静岡Ｕ・Ｉターン就職サポー
トセンター等を利用した県外から東部地域への移住者
数
（県くらし・環境部企画政策課、労働雇用政策課調
査）

（現）
（2014～2016年度）

累計384人
（新）

（2016年度）
237人

（2018年度）
466人

（現）
（2018～2021年度）

累計900人
（新）

525人

A

成
果

富士山静岡空港の利用者数
富士山静岡空港に就航する定期便・チャーター便の
搭乗者数
（県空港振興課調査）

（2016年度）
61.1万人

（2018年度）
71.4万人

85万人 B

成
果

清水港のクルーズ船による寄
港人数

清水港に寄港したクルーズ船の乗客数
（県港湾振興課調査）

（2016年）
19,693人

（2018年）
48,783人

215,000人 C

成
果

フーズ・サイエンスヒルズプロ
ジェクト事業化件数

フーズ・サイエンスヒルズプロジェクトにおける事業化件
数
（県新産業集積課調査）

（2013～2016年度）
累計119件

（2018年度）
46件

(2018～2021年度）
累計120件

A

成
果

移住相談窓口等を利用した県
外から中部地域への移住者数

県・市町の移住相談窓口、静岡Ｕ・Ｉターン就職サポー
トセンター等を利用した県外から中部地域への移住者
数
（県くらし・環境部企画政策課、労働雇用政策課調
査）

（現）
（2014～2016年度）

累計533人
（新）

（2016年度）
344人

（2018年度）
421人

（現）
（2018～2021年度）

累計1,200人
（新）

475人

A

成
果

フォトンバレープロジェクト事業
化件数

フォトンバレープロジェクトにおける事業化件数
（県新産業集積課調査）

（2013～2016年度）
累計44件

（2018年度）
9件

(2018～2021年度）
累計64件

C

成
果

西部地域の農業産出額
西部地域の農業生産活動による最終生産物の総産
出額
（農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」）

（2015年度）
1,118億円

（2018年度）
2020年4月
公表予定

1,216億円 -

成
果

西部地域の宿泊客数
西部地域の旅館、ホテル、民宿等に宿泊した延べ客
数
（県観光政策課「静岡県観光交流の動向」）

（2016年度）
368.1万人

（2018年度）
369.3万人

420万人 C

成
果

移住相談窓口等を利用した県
外から西部地域への移住者数

県・市町の移住相談窓口、静岡Ｕ・Ｉターン就職サポー
トセンター等を利用した県外から西部地域への移住者
数
（県くらし・環境部企画政策課、労働雇用政策課調
査）

（現）
（2014～2016年度）

累計225人
（新）

（2016年度）
123人

（2018年度）
272人

（現）
（2018～2021年度）

累計500人
（新）

305人

A

3 中部地域

4 西部地域

1 伊豆半島地域

2 東部地域

区分基準値 現状値 目標値地　域
指
標
別

指　標
指標の説明

（出典、調査機関等）
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⽤ 語 解 説                 

 

 

 

 

⽤ 語 内  容 
  

 

ＩｏＴ 
「Internet of Things」（モノのインターネット）の略で、あらゆる「モノ」がイ

ンターネットに接続することにより、制御できたり、情報が取得できたりす

る仕組み 

 

ＡＯＩ－ＰＡＲＣ 

（アオイ パーク） 

農食健、農商工、産学官金の連携によって、農業の生産性向上や農

業を軸とした関連産業のビジネス展開を促進する「アグリ・オープンイノ

ベーション」の拠点で、2017 年８月、沼津市に開所 

 

アーツカウンシル 
助成制度を基軸として、政府・行政組織と一定の距離を保ちながら、効

果的な文化・芸術振興や、その活用の支援等を担う専門機関 

 

（一社） 

美しい伊豆創造センター 

日本版ＤＭＯとして伊豆半島の観光地域づくりの推進役となるよう、

2017 年２月に設立された、伊豆半島７市６町、商工会議所、商工会、

民間事業者等で構成される一般社団法人 

 
 
 
 

あ

⾏ 

 

ＬＧＢＴ 

LGBT とは、レズビアン（Lesbian：女性の同性愛者）、ゲイ（Gay：男性の

同性愛者）、バイセクシャル(Bisexual：両性愛者)、トランスジェンダー

(Transgender：こころの性とからだの性の不一致)の頭文字から作られ

た言葉であり、性的少数者を表す言葉の一つ 
    

 

外国語ボランティアバンク 
県の国際的イベント開催時の案内や災害時における通訳の役割を担う

語学が堪能な県民をボランティアとして登録する制度 

 

海洋プラスチックごみ防止６Ｒ県

民運動 

プラスチックごみの海への流出を防止するため、従来のごみ削減のた

めの３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）に、新たに「リフューズ（不要

な使い捨てプラスチックを断る）」、「リターン（外出時のごみを持ち帰

る、食品トレイなどの店頭回収を利用する）」、「リカバー（清掃活動に参

加する）」の３つのＲを加えて「６Ｒ」とし、静岡県民一人ひとりができるこ

とから取り組むよう呼び掛ける、県民総参加の運動 

 
科学の甲子園 

科学好きの裾野を広げるとともにトップ層を伸ばすことを目的に、国立研

究開発法人科学技術振興機構が行う、高校生を対象とした理科・数

学・情報分野の競技会 

 

学校支援心理アドバイザー 
学校現場で、臨床心理の知見に基づき、児童生徒に向き合い、教員と

学校をサポートする専門スタッフ 

 

観光プラットフォーム 

旅行者の属性情報や移動データ、事業者等の宿泊・観光・交通等の情

報、自治体が有する統計データを収集、蓄積及び分析を行い、その分

析データを必要とする旅行者等に情報提供するデータ利活用のための

プラットフォーム 

 

管理捕獲 
県で策定した特定鳥獣管理計画に基づき、農林業被害の軽減や、人と

野生鳥獣との共生を図ることを目的に、増えすぎた特定鳥獣の個体数

を計画的に調整するために行う捕獲 

 

キャリアパス制度 
中長期的な職業経歴上の道筋で、能力、資格、経験に応じた給与・処

遇体系を定める制度 

 
 

 

 

 
か

⾏ 

 

 

 

 
 

ゲートキーパー 
自殺予防の早期対応を図るための人材で、身近で悩んでいる人に気

付き、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る人 
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県域ＤＭＯ「静岡ツーリズム 

ビューロー」（ＴＳＪ） 

2017 年１月に（公社）静岡県観光協会内に設置された県全域を対象

エリアとするＤＭＯであり、本県のインバウンド施策の司令塔となり、マー

ケティングとマネジメントを行うとともに、地域のＤＭＯを支援 

 

健幸アンバサダー 
健康づくりに関する正しい知識や上手な情報の伝え方を学んで、友人

や近所の人など、周囲の人に情報を伝える人 

 

県民スポーツ・レクリエーション

祭 

障害のある人もない人も、幼児から高齢者まで幅広く、誰もが気軽に取

り組むことができる「ニュースポーツ」等を体験できる大会 

 
県立農林環境専門職大学 

農林業経営や農林業生産のプロフェッショナルになるために必要な知

識・理論及び実践的なスキルを身につけるための大学で、４年制の農

林環境専門職大学に、２年制の農林環境専門大学短期大学部を併設

 
公共施設等運営権制度 

空港、道路、上下水道など利用料金を徴収する公共施設等について、

施設の所有権を公的主体に残したまま、施設を運営する権利を民間

事業者に付与する制度 
 

高校生アカデミックチャレンジ 
専門学科または総合学科に在籍する高校生を対象に、大学レベルの

教育・研究に触れる機会を作るための県教育委員会のプログラム 

 

コミュニティカレッジ 
地域活動を牽引するリーダー等の養成を目指し、自治会や各種団体に

所属し、活動に携わる方等を対象とした、地域づくりについての知識や

手法を学ぶ講座 

 
 

 

か

⾏ 

 

 

コミュニティ・スクール 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく「学校運営協議

会」により、学校、保護者、地域の方が学校運営に参画する仕組み 
    

 

里親 
親の病気、家出、離婚、その他様々な事情により家庭で暮らせない子

どもたちを、自分の家庭に迎え入れて養育する人のこと 

 

産業成長戦略 

本県経済を本格的な回復軌道に乗せ、持続的に発展させていくため、

産業界、金融界と県の連携により設置した「産業成長戦略会議」におい

て、地域企業の事業活動の活発化や次世代産業創出の加速に向けた

実行策として、2015 年２月にとりまとめた戦略 

 

産業戦略推進センター 

「オープンイノベーション静岡」 

産業成長戦略に基づき 2015 年４月に設置した、新たな事業展開に積

極的に挑む地域企業を官民協働でサポートするための組織 

 

ＣＳＦ（豚熱） 

強い伝染力が特徴で、発生した場合の経済的影響が甚大であることか

ら、家畜伝染病予防法の中で、特に措置を講ずる必要があるものとして

特定伝染病に指定された、CSF ウィルスにより起こる豚、いのししの熱

性伝染病 

 

地震・津波対策 

アクションプログラム 2013 

2013 年６月に策定した地震・津波対策の行動計画のことで、2022 年

度までの犠牲者の８割減少を目標に、183 の具体的な施策を掲げ、そ

れぞれ数値目標及び達成時期を明示 

 

静岡式 35 人学級編制 
小３から中３において、35 人以下の学級編制または少人数指導の選

択ができる、静岡県独自の制度 

 

しずおか食セレクション 
多彩で高品質な静岡県の農林水産物の中から、県独自の基準に基づ

き、国内外に誇り得る価値や特長などを備えた商品を厳選して認定す

るもの 

 

静岡新産業集積クラスター 

次世代産業を創出するため、東部、中部、西部の各地域において、そ

れぞれの地域資源と産業基盤を活かして取り組んでいる、ファルマバレ

ー、フーズ・サイエンスヒルズ、フォトンバレーの３つの産業集積プロジェ

クトの総称 

 

 

 

 

 
 
さ

⾏ 

 

 

 

  

しずおかスポーツフェスティバル
県内に居住・勤務・在学している幅広い世代の方が参加し楽しめる、競

技会や簡易ゲーム等のスポーツの祭典 
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しずおかツーリズムコーディネー

ター 

地域が企画する魅力ある観光資源の商品化に向けた支援や旅行業者

への営業活動を行うとともに、旅行業者からの問い合わせにワンストッ

プで対応するために静岡県観光協会に配置している旅行業に精通した

専門人材 

 

しずおか農山村サポーター 

「むらサポ」 

静岡県の農山村をみんなで守り、盛り上げていこうという静岡県民によ

るサポーターズクラブで、農山村地域のイベント情報や旬な農産物、ボ

ランティア募集等の様々な情報をメールマガジンやフェイスブック等に

より県内外へ配信 

 

しずおか文化財ウィーク 

地域の身近な文化財に親しんでもらうため、県内各地で文化財を「み

る」・「まなぶ」・「あるく」ことができる様々な催しを開催する期間で、毎

年 11 月を中心に実施（令和２年度から「しずおか文化財オータムフェ

ア」に名称変） 

 

しずおか文化財オータムフェア 

文化庁が毎年１１月１～７日に設定する文化財保護強調週間に合わせ

地域の身近な文化財に親しんでもらうため、市町、文化財所有者等の

協力により、県内各地で文化財に関するイベント等を開催（旧しずおか

文化財ウィーク） 

 

静岡方式 

地域の特性を踏まえた最も相応しい津波対策とするための本県独自の

津波対策の取組であり、地域の歴史・文化・風土及び暮らしに根ざすと

ともに、自然との共生及び環境との調和の両立を目指し、地域の意見を

取り入れ、市町と協働で推進 

具体的には、レベル１津波を防御する施設整備や静岡モデルの整備、

警戒避難体制の整備などの組合せにより津波対策を実施 

 

しずおか未来の森サポーター 

制度 

ＣＳＲ（社会貢献）活動として、森づくり活動を希望する企業を積極的に

支援するための制度 

 

静岡モデル 

レベル 1 を超える津波に対し、既存の防災林の嵩上げ等により、できる

限り施設により被害の最小化を図る本県独自の安全度の向上策であ

り、震源域に近く、津波の到達が早い低平地に人口・資産が集中し、広

範囲に甚大な被害が想定される本県の特性を踏まえた取組 

 
児童虐待 

親または親に代わる保護者により児童に対して加えられた身体的、心

理的、性的虐待およびネグレクト（保護の怠慢ないし拒否）等の行為 

 

社会健康医学 

医学・医療と社会・環境を包括した活動などを通じて、人々の健康と福

祉の向上を図るための学問であり、人々の健康問題の原因を主として

人間と社会・環境の関係性の中で分析し、その予防方法や解決方法を

研究する「公衆衛生学」をベースに、「ゲノム情報疫学」、「健康情報

学」、「医療統計学」などの新たな視点を加えたもの 

 

「食の都」づくり 

農林水産物の生産数・品質ともに全国トップクラスを誇る県産食材を生

かし、地域で採れた食材を、地域でおいしく、楽しく、美しく、賢くいただく

“ふじのくに食文化”を創造し、国内外の人々を惹きつけ、憧れの地域

にしていく取組 

 
食品ロス 

まだ食べられるのに捨てられてしまう食品（製造・卸売・小売業での規

格外品や売れ残り、外食産業での作りすぎや食べ残し、家庭での食べ

残しや皮の剥きすぎ、手つかずの食品など） 

 

新エネルギー 

太陽光や風力などの自然の力で再生可能なエネルギーのうち、経済

性の面から普及が十分でなく、非化石エネルギーとして導入を促進す

る必要があるもの（法令で定めるものは、太陽光、太陽熱、風力、中小

水力、バイオマスなど 10 種類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ

⾏ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林経営計画 
「森林所有者」または「森林の経営の委託を受けた者」が一体的なまと

まりのある森林を対象に、森林の施業や保護、路網整備等に関する５

か年計画を作成し、認定を受ける制度 
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森林認証 
世界的に深刻な違法伐採や森林の荒廃などを防ぐため、環境と経済を

両立させた森林管理を第三者機関が評価・認証する制度  

 

スクールカウンセラー 
教育機関において、児童生徒へのカウンセリング、教職員及び保護者

に対する助言及び援助、教職員の研修における指導及び助言等を行う

ために派遣される心理の専門家 
 

スクールソーシャルワーカー 

社会福祉士や精神保健福祉士等の資格を有する者のほか、教育と福

祉の両面に関して専門的な知識や技術を有する者で、学校と関係機

関とのネットワークづくり等を行うことにより、問題を抱える児童生徒が置

かれた環境への働き掛けを行う専門家 
 

ＳＰＡＣ 
公益財団法人静岡県舞台芸術センター（Shizuoka Performing Arts 

Center）のことで、静岡県が設立した、国内外で活動する公立劇団 

 

生物多様性 
地域ごとに固有の自然があり、それぞれに特有の生き物がおり、それら

多くの生き物が様々な形でつながり合っている状態 

 

ＣＮＦ 

（セルロースナノファイバー） 

植物繊維を微細化することで得られ、鋼鉄の5分の1の軽さで、その5

倍以上の強度、熱による膨張・収縮が微少などの優れた特性を持ち、

多様な用途での製品開発が進められている素材 

 
スマート農業 

ロボット技術やＩＣＴ等の先端技術を活用し、超省力化や高品質生産を

可能にする新たな農業 

 
世界農業遺産 

（世界重要農業遺産システム） 

伝統的な農業と、農業によって育まれ維持されてきた農地やため池・

水利施設等の灌漑、技術、文化風習、風景、それを取り巻く生物多様

性が保全されている地域（農林水産業システム）を国連食糧農業機関

（FAO）が認定する制度 

 

全国学力・学習状況調査 

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から教育施策の改

善を図るため、毎年、全国の小学校６年生・中学校３年生を対象に実

施される、国語、算数・数学、理科（３年に１度）、英語（中学校のみ３年

に１度）の各教科及び生活習慣や学校環境に関する調査 

 

 

 

 

 

 

 

さ

⾏ 
 

 

 

 

総合教育会議 
地方公共団体の長である知事と、教育行政を担う教育委員会が十分

な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有し、社会総

がかりの教育に向けた取組を推進するために設置した会議     
 

第４次地震被害想定 

2011 年に発生した東日本大震災を契機に、2013 年に県が作成した

地震の被害想定であり、レベル１（発生頻度が比較的高く、発生すれば

大きな被害をもたらす地震・津波（駿河・南海トラフ地震では、Ｍ8.0～

8.7 程度））、レベル２（発生頻度は極めて低いが、発生すれば甚大な

被害をもたらす最大クラスの地震・津波（駿河・南海トラフ地震では、Ｍ

9.0 程度））の地震・津波による被害を想定  

 
多面的機能支払制度 

農家だけでなく、非農家を含めた地域の多様な主体の参画により、地

域ぐるみで農地や農業用施設等の資源を保全管理するとともに、農村

環境の質的向上を図る地域共同の取組を支援する制度 

 

地域学校協働活動 
幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長

を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校

が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動 

 

地域自立のための「人づくり・学

校づくり」実践委員会 

総合教育会議で協議、調整する議題等について、知事が様々な分野

の有識者である委員から事前に意見を聴き、より社会全体の意見を反

映したものとするために設置した委員会 

 

 

 

た 

⾏ 

 

 

 

 

地域スポーツクラブ 

地域住民が主体的に運営し、学校体育施設や公共スポーツ施設を拠

点として、様々な種目が用意され、地域の誰もが、それぞれのレベルに

応じて活動できるスポーツクラブであり、県がモデル事業として磐田市

に設置したクラブでは、学校に希望する運動部活動がない、専門的な

指導が十分に受けられない生徒の活動を、地域の企業や大学等との

連携により支援 
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地域包括ケアシステム 
高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を

最期まで送れるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的

に提供されるシステム 

 

地域防災人材バンク 
地域や職域での防災活動に、指導者や講師、アドバイザーなどとして協

力・貢献できる方の氏名や専門分野等を記載した名簿 

 

畜産クラスター 
畜産農家や地域の関係事業者がクラスター（ぶどうの房）のように連

携・結集し、地域ぐるみで高収益型の畜産を実現する取組 

 

「茶の都」づくり 
茶に関する産業、文化、学術等の優れた資源を活かし、静岡茶ブラン

ドを向上させるとともに、日本一の茶産地にふさわしい地域の魅力を構

築し、国内外に発信していく取組 

 

ＤＭＯ 

地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する

「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な

関係者と協同しながら、戦略を策定し、着実に実施するための調整機

能を備えた組織 

 

ＤＭＡＴ 
大地震及び航空機・列車事故等の災害発生直後（概ね48 時間以内）

に活動が開始できる機動性を持つ、専門的な研修・訓練を受けた災害

派遣医療チーム 

 
デジタルマーケティング 

商品やサービスが売れる仕組みを作るため、ウェブサイトやＳＮＳ、スマ

ートフォンアプリ等の媒体を通して得られる消費者のデジタルなデータ

を活用してマーケティングを行う手法 

 

デスティネーションキャンペーン 

（ＤＣ） 

ＪＲ６社と指定された自治体、地元の観光事業者等が共同で実施する

国内最大の観光キャンペーンで、2019 年４～６月期に静岡県で開催 

 

 

 
 
 
 
た

⾏ 

 

特別支援教育コーディネーター 
発達障害を含む障害のある幼児・児童・生徒を支援するため、学校内

の関係者や教育、医療、福祉、労働等の関係機関との連絡調整、保護

者との関係づくりを推進する教員     
 

ＺＥＨ  

(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

高断熱化と高効率な設備システムにより、室内環境の質を維持しつ

つ、大幅な省エネ化を実現した上で、再生可能エネルギーを導入する

ことにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目

指した住宅 
な

⾏ 
 

ＺＥＢ 

(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル) 

高断熱化、自然エネルギー利用、高効率な設備システム等により、室

内環境の質を維持しつつ大幅な省エネ化を実現した上で、再生可能エ

ネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支

をゼロとすることを目指した建築物     
 

バーチャルパワープラント 

（ＶＰＰ） 

高度なエネルギーマネジメント技術により、再生可能エネルギー発電設

備、蓄電池等のエネルギー設備、需要家側の節電の取組を統合的に

制御し、あたかも一つの発電所（仮想発電所）のように機能させることで

効率的に需給調整する仕組み 

 

ＨＡＣＣＰ（ハサップ） 

食品の製造・加工工程で発生するおそれのある微生物汚染等をあらか

じめ分析し、その結果に基づく重要な工程を連続的・継続的に監視を

行い、記録することにより、製品の安全を確保する衛生管理手法であ

り、従来の方法より効果的な衛生管理が可能 

 

「花の都」づくり 
多彩な花の品目や多種多様な人材など、本県の豊富な花に関する資

源を活用し、花き生産の振興や花の文化の継承・創造を図り、暮らしの

様々な場面で花と緑があふれる都づくりを進める取組 

 

ＰＣＢ廃棄物 
人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがあるポリ塩化ビフェニル

（ＰＣＢ）が使用された電気機器等の廃棄物で、法律に基づく期限内の

適正な処理が必要 

 

 

 

は

⾏ 

 
 

 

ＰＤＣＡサイクル 
Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔｉｏｎ（改善）を繰り返すこ

とにより、業務を継続的に改善する手法 
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ビジネス経営体 
法人化し、一定の販売規模を持ち、雇用により労働力を確保した、マー

ケティング戦略に基づくサービスや商品を提供している農業経営体 

 

ファルマバレープロジェクト 
県立静岡がんセンターを中核として、医療からウェルネスまで世界レベ

ルの研究開発を進め、医療健康産業の振興と集積を図り、特色ある地

域の発展を目指すプロジェクト 

 

フォトンバレープロジェクト 
基盤技術として各種産業に応用可能な、県西部地域が世界に誇る光・

電子技術を核とした光・電子技術関連産業の振興と集積を図り、特色

ある地域の発展を目指すプロジェクト 

 

ふじさんっこ応援隊 
社会全体で子どもや子育てを応援する気運の醸成等を図るため、個

人、企業、ＮＰＯ、行政等で結成し、それぞれが自主的に子どもや子育

てを応援する活動を実施 

 

ふじ３３プログラム 
健康長寿の３要素 「運動」「食生活」「社会参加」のメニューを取り入れ

た本県独自の健康長寿プログラム 

 

ふじのくに美しく品格のある邑 
農地や農業用施設をはじめ、美しい農村景観や地域固有の文化・伝統

などの地域の「宝（資源）」を尊び、それを守り、次世代につなげていこう

とする人々が集い、真摯な活動を行っている農山漁村地域 

 

ふじのくにＣＯＯＬチャレンジ 
地球温暖化防止のために、“静岡県のみんなのチカラ”でエコな行動に

取り組んでいく参加型の県民運動  

 

ふじのくに回遊式庭園 
県全体をぐるりと眺めて回ることができる「回遊式庭園」に見立て、県内

各地の美しい景観を社会総掛かりで磨き上げるという、本県の景観づく

りの目指す姿 

 
ふじのくに学 

静岡県の地域資源に光を当て、世界との比較の中で静岡県の特長を

明らかにする、学際的・国際的な新たな地域学 

 

ふじのくにグローバル人材育成

基金 

国際的に活躍しようとする意欲のある高校生や、グローバル教育の向

上を図る学校及び教職員を、産業界や県民が社会総がかりで支援す

るために創設した基金 

 

ふじのくに芸術祭 
広く県民に芸術作品の発表や鑑賞の機会を提供し、県民が自ら行う文

化活動を支え、本県の文化の向上発展を図る総合芸術祭であり、昭和

36 年から開催 
 

ふじのくに少子化突破戦略の 

羅針盤 

地域特性や施策の実施状況などの合計特殊出生率に影響を与える要

因を分析し、その結果を図やグラフを使ってわかりやすくまとめた基礎

分析書であり、本県では、県民が理想とする子どもの数「２人から３人」

の希望がかなえられる社会の実現に向け、「合計特殊出生率２」を目標

に掲げ、市町と連携のもと目標達成を目指し、この羅針盤を少子化対

策の基礎資料として活用 

 

ふじのくに女性医師支援センター
2017年４月に浜松医科大学に設置された全県下の女性医師に対し就

業支援・キャリア形成支援を行うための拠点 

 

ふじのくに女性活躍応援会議 
県内の産業界における女性活躍をより一層促進するため、2016年３月

に発足した官民一体のネットワーク型組織で、女性活躍に関する情報

交換、情報発信、県との共催事業などの取組を実施 

 

ふじのくに地域・大学コンソーシ

アム 

本県の高等教育機関、県、市町、その他地域団体等を構成員とする公

益社団法人であり、教育研究機能の向上と地域社会の発展に寄与す

ることを目的として設立され、大学間や大学と地域の連携により、教育

連携、共同研究、地域貢献などの取組を実施 

 

ふじのくに茶の都ミュージアム 
お茶の産業・文化・学術に関する展示など、お茶について楽しく学べる

機会を提供する博物館で、2018 年３月、島田市に開館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は

⾏ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ふじのくにバーチャルメディカル

カレッジ 

本県の医師確保対策の充実・強化を図るため、日本全国どこの医学部

に在籍していても、本県の地域医療の魅力を学べる仮想の医科大学 
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ふじのくにフロンティア推進エリア

革新的技術等を活用して都市的サービスを提供する拠点相互の連

携・補完を図ることにより、地域課題の解決を図る圏域を、市町

の申請に基づき県が認定 

 ふじのくにフロンティア推進区域

（内陸フロンティア推進区域を改

称） 

安全・安心で魅力ある県土の実現を図るため、防災・減災と地域成長

が両立した先導的なモデルとなる取組が展開される区域を、市町の申

請に基づき県が指定 

 

ふじのくに防災学講座 
県民を対象に、防災研究・教育・対策に関する調査・研究成果の発表、

情報提供等を行う公開講座 

 

ふじのくにマーケティング戦略 
県産農林水産物の販路拡大と生産拡大を図るため、「マーケットイン」

型の考え方により 2017 年２月に取りまとめた、市場と生産が結びつい

た本県独自の戦略 

 

ふじのくに魅力ある個店 
経営者自らが接客などに直接携わる県内の路面店舗（チェーン店、大

型店テナントを除く）で、地域とともに歩むなど３つの基本理念に賛同

し、登録された店舗 

 
ふじのくに森の防潮堤づくり 

平時には県民に親しまれる憩いの場となり、有事には津波に対する多

重防御の一翼を担う、しなやかで粘り強い海岸防災林等を整備する取

組 

 

ふじのくに留学生親善大使 

県民との交流を通じて県民の異文化理解促進に寄与するとともに、帰

国後には本県の魅力を母国の人々に紹介するなど、本県と母国との友

好交流の架け橋として活躍してもらうため、県内大学等に在籍する外国

人留学生を親善大使として委嘱 
 

フーズ・サイエンスヒルズ 

プロジェクト 

食品関連産業が集積する県中部地域を中心に、産学民官金連携によ

る機能性食品の開発等を促進し、食品関連産業の振興と集積を図り、

特色ある地域の発展を目指すプロジェクト 
 

プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」 
巨大地震による住宅の倒壊から県民の生命を守るため、耐震性の低い

旧耐震基準（昭和 56 年５月以前に建築）の木造住宅の耐震診断や耐

震補強に対して助成し、耐震化を促進する事業 

 

プロフェッショナル人材戦略 

拠点 

県内中小企業の経営革新を促すため、プロフェッショナル人材のニー

ズを把握、具体化し、民間人材紹介会社との連携により、首都圏等に

在住する人材の県内企業への受入れを支援する拠点で、2015 年 12

月に開設 

 文化プログラム 

（オリンピック・パラリンピックに向

けた文化プログラム） 

スポーツと文化、教育を融合させるオリンピックの根本原則に則り、オリ

ンピック憲章で実施が定められており、前大会終了後から４年間に渡

り、開催都市をはじめとする各地で様々な文化的イベント等を開催 

 

文化力の拠点 
「創造・発信」、「学ぶ・人づくり」、「出会い・交わる」のコンセプトのもと、

富士山をはじめとする数々の世界水準の魅力を生み出してきた本県の

高い文化力を国内外に発信し、人々を惹きつける拠点施設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

⾏ 

 

 

 

 

訪問看護ステーション 
住み慣れた自宅で療養生活が送れるように、医師や医療専門職、ケア

マネジャーなどと連携し、訪問看護サービスを提供する事業所     
 ＭａＯＩプロジェクト 

（マリンオープンイノベーション

プロジェクト） 

駿河湾等の魅力ある海洋資源を活用し、マリンバイオテクノロジーをは

じめとした先端技術によるイノベーションを促進することにより、海洋産

業の振興と海洋環境の保全の拠点形成を目指すプロジェクト 

 
マーケットイン 

消費者の視点に立ち、消費者ニーズを汲み取って商品の企画・開発を

行い、提供していくこと 

 

森づくり県民大作戦 
森林ボランティア・企業・行政などの協働による森づくり活動を県内各

地で行うもの 

    
ま 

⾏ 

 

森の力再生事業 
公益性が高いにもかかわらず、所有者による整備が困難なため荒廃し

ている森林の再生を図る、森林（もり）づくり県民税を財源とする事業     
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ユニバーサルツーリズム 
すべての人が楽しめるよう創られた旅行であり、高齢や障害などの有無

にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行を目指すもの 

 
や 

⾏ 
 

ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、能力、言語、考え方など、人々が持つ様々な特性や違い

を認め合い、はじめから、できるだけすべての人が利用しやすいように、

すべての人に配慮して、建築、施設、製品、環境、社会の仕組み等を

デザインしていこうとする考え方     
 

レッドデータブック 

野生生物について、現在どの程度絶滅の危機にあるか種ごとに評価

し、ランクを付け、その生態や分布状況などを記載した解説書で、人間

活動が野生生物にどのような影響を与えるかを予測する基礎資料とな

るもの 

 

６次産業化 
農林漁業者自らが加工・流通・販売までを行う取組や、農林漁業者と

中小企業者の連携により新商品の開発や販売を行う取組など、１次・２

次・３次産業を総合的に組み合わせた取組 

 

６次産業化サポートセンター 
６次産業化に取り組む農林漁業者等が行う事業計画策定や商品開

発、販路開拓などを支援するため、県が県庁及び農林事務所、水産技

術研究所に設置する相談窓口 

 ロボットシステムインテグレー

ター 

作業の自動化を目的とした機械システムの導入提案や設計組立など

のシステムを構築する作業（システムインテグレーション）の担い手とな

る企業 

 
 
 
 
ら

⾏ 

 

ＲＯＲＯ船 
トラックやトレーラーなどの貨物車両専用のフェリーで、一般の旅客と乗

用車を乗せず、荷物を載せた貨物車両をまとめて長距離輸送できる貨

物船   
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施策・取組に係る事業費 
 

 計画期間中（2018 2021 年度）の施策の推進、取組の実施に要する事業費試算は下表のとおり

です。 

 

 

（単位：億円） 

政 策 区 分 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 期間計 

１ 命を守る安全な地域づくり 798 892 904 837 3,431

２ 安⼼して暮らせる医療・福祉の充実 1,795 1,824 1,877 1,888 7,384

３ ⼦どもが健やかに学び育つ社会の形成 680 688 779 779 2,926

４ 誰もが活躍できる社会の実現 106 106 149 111 472

５ 富をつくる産業の展開 367 352 409 410 1,538

６ 多彩なライフスタイルの提案 239 287 244 242 1,012

７ “ふじのくに”の魅⼒の向上と発信 125 138 148 122 533

８ 世界の⼈々との交流の拡⼤ 565 585 603 601 2,354

合  計 4,675 4,872 5,113 4,990 19,650
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分野別計画⼀覧 
 

政策１ 命を守る安全な地域づくり  
計 画 名 計 画 期 間 

静 岡 県 国 ⼟ 強 靭 化 地 域 計 画  ―  

静 岡 県 地 域 防 災 計 画  ―  

地 震 ・ 津 波 対 策 ア ク シ ョ ン プ ロ グ ラ ム 2013 2013 2022 年 度  

静 岡 県 保 健 医 療 計 画 （ 再 掲 ）  2018 2023 年 度  

“ふ じ の く に ”危 機 管 理 計 画  基 本 計 画  ―  

“ふ じ の く に ”の フ ロ ン テ ィ ア を 拓 く 取 組  第 ２ 期 基 本 計 画  2018 2022 年 度  

静 岡 県 耐 震 改 修 促 進 計 画  2016 2020 年 度  

美 し い “ふ じ の く に ”イ ン フ ラ ビ ジ ョ ン  2018 2021 年 度  

“ふじのくに”の農⼭村づくり 静岡県農業農村整備みらいプラン（再掲） 2018 2021 年 度  

静 岡 県 経 済 産 業 ビ ジ ョ ン （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  

静 岡 県 森 林 共 ⽣ 基 本 計 画 （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  

富 ⼠ ⼭ ⽕ ⼭ 広 域 避 難 計 画  ―  

浜 岡 地 域 原 ⼦ ⼒ 災 害 広 域 避 難 計 画  ―  

静 岡 県 国 ⺠ 保 護 計 画  ―  

ふ じ の く に 防 犯 ま ち づ く り ⾏ 動 計 画  2018 2021 年 度  

静 岡 県 犯 罪 被 害 者 等 ⽀ 援 推 進 計 画  2016 2020 年 度  

静 岡 県 警 察 み ら い 創 造 計 画  2016 2020 年 度  

静 岡 県 交 通 安 全 計 画  2016 2020 年 度  

静 岡 県 消 費 者 ⾏ 政 推 進 基 本 計 画  2018 2021 年 度  

静 岡 県 消 費 者 教 育 推 進 計 画  2018 2021 年 度  

し ず お か ⾷ の 安 全 推 進 の た め の ア ク シ ョ ン プ ラ ン  2018 2021 年 度  

 

政策２ 安心して暮らせる医療・福祉の充実  
計 画 名 計 画 期 間 

静 岡 県 保 健 医 療 計 画  2018 2023 年 度  

静 岡 県 医 療 費 適 正 化 計 画  2018 2023 年 度  

フ ァ ル マ バ レ ー プ ロ ジ ェ ク ト 第 3 次 戦 略 計 画 （ 再 掲 ）  2011 2020 年 度  

静 岡 県 が ん 対 策 推 進 計 画  2018 2023 年 度  

静 岡 県 肝 炎 対 策 推 進 計 画  2018 2023 年 度  

静 岡 県 感 染 症 ・ 結 核 予 防 計 画  ―  

ふ じ の く に 健 康 増 進 計 画  2014 2022 年 度  

ふ じ の く に 健 康 増 進 計 画 後 期 ア ク シ ョ ン プ ラ ン  2018 2022 年 度  

ふ じ の く に ⾷ 育 推 進 計 画  2014 2022 年 度  
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静 岡 県 ⻭ 科 保 健 計 画  2014 2022 年 度  

静 岡 県 ⻑寿 社 会保健 福祉 計 画（ ふ じの く に⻑寿 社 会 安⼼ プ ラン） 2018 2020 年 度  

静 岡 県 地 域 福 祉 ⽀ 援 計 画  2016 2020 年 度  

静 岡 県 障 害 者 計 画 （ ふ じ の く に 障 害 者 し あ わ せ プ ラ ン ）  2018 2021 年 度  

静 岡 県 障 害 福 祉 計 画 （ ふ じ の く に 障 害 者 し あ わ せ プ ラ ン ）  2018 2020 年 度  

静 岡 県 障 害 児 福 祉 計 画 （ ふ じ の く に 障 害 者 し あ わ せ プ ラ ン ）  2018 2020 年 度  

静 岡 県 ア ル コ ー ル 健 康 障 害 対 策 推 進 計 画  2018 2022 年 度  

い の ち ⽀ え る “ふ じ の く に ”⾃ 殺 総 合 対 策 ⾏ 動 計 画  2017 2021 年 度  
 

政策３ 子どもが健やかに学び育つ社会の形成  
計 画 名 計 画 期 間 

静岡県⼦ども・⼦育て⽀援事業⽀援計画（ふじさんっこ応援プラン） 2015 2019 年 度  

静 岡 県 次世 代 育成⽀ 援対 策 ⾏ 動計 画（ ふ じさん っ こ 応援 プ ラン） 2015 2019 年 度  

ふ じ の く に 「 有 徳 の ⼈ 」 づ く り ⼤ 綱  2018 2021 年 度  

静 岡 県 教 育 振 興 基 本 計 画  2018 2021 年 度  

静 岡 県 配 偶 者 等 か ら の 暴 ⼒ の 防 ⽌ 及 び 被 害 者 の 保 護 ・ ⽀ 援 に
関 す る 基 本 計 画 （ 静 岡 県 Ｄ Ｖ 防 ⽌ 基 本 計 画 ）  2018 2021 年 度  

静 岡 県 ひ と り 親 家 庭 ⾃ ⽴ 促 進 計 画  2015 2019 年 度  

静 岡 県 ⼦ ど も の 貧 困 対 策 計 画 （ ふ じ さ ん っ こ 応 援 プ ラ ン 別 冊 ） 2015 2019 年 度  
 

政策４ 誰もが活躍できる社会の実現  
計 画 名 計 画 期 間 

静 岡 県 産 業 ⼈ 材 確 保 ・ 育 成 プ ラ ン  2018 2021 年 度  

静 岡 県 経 済 産 業 ビ ジ ョ ン （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  

静 岡 県 職 業 能 ⼒ 開 発 計 画  2017 2021 年 度  

ふ じ の く に ICT ⼈ 材 確 保 ・ 育 成 戦 略  ―  
静 岡 県 男 ⼥ 共 同 参 画 基 本 計 画  2011 2020 年 度  

静 岡 県 の ⼥ 性 の 職 業 ⽣ 活 に お け る 活 躍 の 推 進 に 関 す る 計 画  2016 2025 年 度  

静岡県⻑寿社会保健福祉計画（ふじのくに⻑寿社会安⼼プラン）（再掲） 2018 2020 年 度  

ふ じ の く に 「 有 徳 の ⼈ 」 づ く り ⼤ 綱 （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  

静 岡 県 教 育 振 興 基 本 計 画 （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  

夢へはばたけ！ふじのくに若い翼プラン－第３期静岡県⼦ども・若者計画－ 2018 2021 年 度  

ふ じ の く に 多 ⽂ 化 共 ⽣ 推 進 基 本 計 画  2018 2021 年 度  

静 岡 県 ⼈ 権 施 策 推 進 計 画 （ ふ じ の く に ⼈ 権 ⽂ 化 推 進 プ ラ ン ）  2016 2020 年 度  

ふ じ の く に ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン ⾏ 動 計 画  2018 2021 年 度  
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政策５ 富をつくる産業の展開  
計 画 名 計 画 期 間 

静 岡 県 経 済 産 業 ビ ジ ョ ン  2018 2021 年 度  

静 岡 県 産 業 成 ⻑ 戦 略  ―  

フ ァ ル マ バ レ ー プ ロ ジ ェ ク ト 第 ３ 次 戦 略 計 画  2011 2020 年 度  

フ ー ズ ・ サ イ エ ン ス ヒ ル ズ プ ロ ジ ェ ク ト 第 ２ 次 戦 略 計 画  2015 2019 年 度  

光・電 ⼦ 技 術 を 活 ⽤ し た 未 来 創 成 ビ ジ ョ ン（ フ ォ ト ン ビ ジ ョ ン ） ―  

静 岡 県 の 試 験 研 究 機 関 に 係 る 基 本 戦 略  2018 2021 年 度  

静 岡 県 企 業 局 経 営 戦 略 （ 第 ４ 期 中 期 経 営 計 画 ）  2018 2027 年 度  

“ふじのくに ”のフロンティアを拓く取組 第２期基本計画（再掲） 2018 2022 年 度  

静 岡 県 産 業 ⼈ 材 確 保 ・ 育 成 プ ラ ン （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  

静 岡 県 職 業 能 ⼒ 開 発 計 画 （ 再 掲 ）  2017 2021 年 度  

静 岡 県 デ ザ イ ン 産 業 振 興 プ ラ ン  2016 2019 年 度  

新 ふ じ の く に 物 流 ビ ジ ョ ン （ 取 組 計 画 ）  2018 2021 年 度  

“ふじのくに”の農⼭村づくり 静岡県農業農村整備みらいプラン 2018 2021 年 度  

静 岡 県 森 林 共 ⽣ 基 本 計 画  2018 2021 年 度  

“ふ じ の く に ”公 共 建 築 物 等 ⽊ 使 い 推 進 プ ラ ン  2018 2021 年 度  

静 岡 県 ⽔ 産 振 興 基 本 計 画  2019 2021 年 度  

ふ じ の く に マ ー ケ テ ィ ン グ 戦 略  ―  
 

政策６ 多彩なライフスタイルの提案  
計 画 名 計 画 期 間 

静 岡 県 住 ⽣ 活 基 本 計 画  2016 2025 年 度  

“ふじのくに ”のフロンティアを拓く取組 第２期基本計画（再掲） 2018 2022 年 度  

ふ じ の く に 景 観 形 成 計 画  2017 2026 年 度  

静 岡 県 緑 化 推 進 計 画  2018 2027 年 度  

静 岡 県 動 物 愛 護 管 理 推 進 計 画  2014 2023 年 度  

静 岡 県 経 済 産 業 ビ ジ ョ ン （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  

“ふじのくに”の農⼭村づくり 静岡県農業農村整備みらいプラン（再掲） 2018 2021 年 度  

静岡県環境基本計画 2016 2021 年 度  

ふじのくに地球温暖化対策実⾏計画 2015 2021 年 度  

静岡県循環型社会形成計画 2016 2021 年 度  

静岡県災害廃棄物処理計画 ―  

静岡県海岸漂着物対策地域計画 ―  

静岡県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画 2006 2026 年 度  

静岡県⽣活排⽔処理⻑期計画 ―  

静岡県企業局経営戦略（第４期中期経営計画）（再掲） 2018 2027 年 度  
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美しい“ふじのくに”インフラビジョン（再掲） 2018 2021 年 度  

県営都市公園経営基本計画 2019 2023 年 度  

静岡県過疎地域⾃⽴促進⽅針・静岡県過疎地域⾃⽴促進計画 2016 2020 年 度  

伊⾖中南部地域半島振興計画 2015 2024 年 度  

ふじのくにエネルギー総合戦略 2017 2021 年 度  
 

政策７ “ふじのくに”の魅力の向上と発信  
計 画 名 計 画 期 間 

静 岡 県 ス ポ ー ツ 推 進 計 画  2011 2021 年 度  

美 し い “ふ じ の く に ”イ ン フ ラ ビ ジ ョ ン （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  

県 営 都 市 公 園 経 営 基 本 計 画 （ 再 掲 ）  2019 2023 年 度  

静 岡 県 ⽂ 化 振 興 基 本 計 画  2018 2021 年 度  

富 ⼠ ⼭ 包 括 的 保 存 管 理 計 画  2016 年   

静 岡 県 環 境 基 本 計 画 （ 再 掲 ）  2016 2021 年 度  

静 岡 県 教 育 振 興 基 本 計 画 （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  

ふ じ の く に 景 観 形 成 計 画 （ 再 掲 ）  2017 2026 年 度  

静 岡 県 観 光 躍 進 基 本 計 画  2018 2021 年 度  

ふ じ の く に ⽣ 物 多 様 性 地 域 戦 略  2018 2027 年 度  

⿃ 獣 保 護 管 理 事 業 計 画  2017 2021 年 度  

第 ⼆ 種 特 定 ⿃ 獣 管 理 計 画 （ ニ ホ ン ジ カ ・ イ ノ シ シ ・ カ モ シ カ ） 2017 2021 年 度  

静 岡 県 経 済 産 業 ビ ジ ョ ン （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  

静 岡 県 森 林 共 ⽣ 基 本 計 画 （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  
 

政策８ 世界の人々との交流の拡大  
計 画 名 計 画 期 間 

静 岡 県 観 光 躍 進 基 本 計 画 （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  

静 岡 県 地 域 外 交 基 本 ⽅ 針   2018 2021 年 度  

静 岡 県 経 済 産 業 ビ ジ ョ ン （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  

ふ じ の く に マ ー ケ テ ィ ン グ 戦 略 （ 再 掲 ）  ―  

美 し い “ふ じ の く に ”イ ン フ ラ ビ ジ ョ ン （ 再 掲 ）  2018 2021 年 度  

「 美 し い “ふ じ の く に ”」 の み ち づ く り  2018 2021 年 度  

ふ じ の く に ク ル ー ズ 船 誘 致 戦 略  2017 2020 年 度  
 

多くの政策分野に横断的に関わる分野別計画  
計 画 名 計 画 期 間 

美 し い “ふ じ の く に ”ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 ⽣ 総 合 戦 略  2015 2019 年 度  

静 岡 県 ⾏ 政 経 営 ⾰ 新 プ ロ グ ラ ム  2018 2021 年 度  

静 岡 県 ⾼ 度 情 報 化 基 本 計 画  2018 2021 年 度  
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静岡県総合計画審議会 委員名簿 

（2020 年 3 ⽉現在、50 ⾳順、敬称略、◎：会⻑ ） 

⽒  名  役 職 等
⽯塚 正孝 静岡県コンベンションアーツセンター館⻑ 
⼤國 ⽥鶴⼦ 静岡県男⼥共同参画センター交流会議代表理事 

  ⼤久保 あかね ⽇本⼤学短期⼤学部教授 
  ⽣座本 磯美 有限会社ナチュラル・ライフ代表取締役、静岡県認知症⾼齢者グループホーム連絡協議会会⻑
  ⼩原 榮⼀ 静岡県地域安全推進員連絡協議会副会⻑ 
  紀平 幸⼀ ⼀般社団法⼈静岡県医師会会⻑ 

⽊村 功⼆ ⽇本放送協会静岡放送局⻑ 
  熊野 善介 静岡⼤学教育学部教授、静岡⼤学創造科学技術⼤学院教授 

 ⼩杉 充伸 静岡県環境保全協会副会⻑ 
 ⼩林 昭⼦ 静岡県消費者団体連盟会⻑ 
 今野 朝⼦ 静岡県商⼯会⼥性部連合会会⻑、静岡県商⼯会連合会理事 

◎ 酒井 公夫 ⼀般社団法⼈静岡県商⼯会議所連合会会⻑ 
  佐藤 育男 株式会社中⽇新聞社取締役東海本社代表 
  佐藤 三武朗 特定⾮営利活動法⼈伊⾖地域振興研究所理事⻑、佐野⽇本⼤学短期⼤学学⻑
  鈴⽊ 智⼦ ⼀般社団法⼈静岡県⼤学出版会代表理事 
  鈴⽊ 勝 静岡県農業協同組合中央会会⻑ 
  園⽥ 正世 北極しろくま堂有限会社代表取締役、特定⾮営利活動法⼈だっことおんぶの研究所理事⻑
  ⽵内 淳 ⽇本銀⾏静岡⽀店⻑ 
  武⽥ 知⼰ 公益財団法⼈静岡県体育協会副会⻑ 
  ⾕川 治 株式会社静岡新聞社常務取締役 
  ⾕藤 悦史 早稲⽥⼤学政治経済学術院教授 
  冨⽥ 貴⼦ 公益財団法⼈静岡県国際交流協会理事 
  中⻄ 清⽂ ⽇本労働組合総連合会静岡県連合会会⻑ 
  鍋倉 伸⼦ 静岡県コミュニティづくり推進協議会会⻑ 
  増⽥ 俊明 静岡⼤学防災総合センター特任教授 
  吉川 慶⼦ 静岡県保育⼠会会⻑ 
  渡邊 昌⼦ 公益社団法⼈静岡県看護協会会⻑ 

 

静岡県総合計画審議会評価部会 委員名簿 

（2020 年 3 ⽉現在、50 ⾳順、敬称略、◎：部会⻑ ） 

⽒  名  役 職 等
飯倉 清太 NPO 法⼈ NPO サプライズ代表 
佐藤 克昭 佐藤経済研究所⻑、浜松学院⼤学客員教授 
⽥中 啓 静岡⽂化芸術⼤学⽂化政策学部教授 

◎ ⾕藤 悦史 早稲⽥⼤学政治経済学術院教授 
⻑澤 弘⼦ NPO 法⼈浜松⼦どもとメディアリテラシー研究所 理事⻑ 
⻄村 やす⼦ 株式会社 CREA FARM 代表 
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